
神戸市交通局
100年史



100年史の刊行にあたって

神戸市長    久元 喜造

神戸市交通局の前身である電気局が大正6（1917）年に創設されてから、100年

が過ぎました。この間、神戸市の電気事業、交通事業の発展に尽力された多くの

方々に深く敬意を表しますとともに、市バス・市営地下鉄をご利用くださる皆様に心

から感謝を申し上げます。

100年の長きに亘り、神戸市の電気・交通事業は、市内の家庭を明るい電気の光

で照らし、あるいは身近で便利な移動手段を提供することによって、市民のくらしを

支え、神戸の産業の近代化と市域拡大に大きな役割を果たしました。また、西北神の

開発や都心部の市街地再開発に不可欠な都市装置として機能するなど、今日まで神

戸の発展に大きく貢献してきました。

たび重なる自然災害や空襲で多くを失い、あるいは戦中戦後の物資の欠乏のなか

で苦心を重ねるなど、100年間の道程は平坦なものではありませんでしたが、それ

でも、まちの復興に貢献し、社会情勢の変化に対応し続けて、市の交通事業は、市民

そして神戸のまちとともに、着実にその歩みを重ねてきました。

今日、少子・高齢化が進み、わが国は本格的な人口減少の時代に入りました。神戸

市も例外ではなく、若年人口の流出など厳しい状況に直面しています。

情報通信分野における技術開発やその利用拡大ともあいまって、人々の働き方や

くらし、神戸の産業構造は急速に変化しています。

限られた資源を有効に活用し、変わりゆく市民ニーズと経済的・社会的な要請に

応え、地域ごとの特長を生かしながら均衡のとれた都市の発展を続けていくために

は、将来の神戸のあるべき姿をしっかりと見定め、的確にまちづくりを進めていかな

ければなりません。

公共交通の分野でも、神戸の経済・社会の状況を踏まえたうえで、それぞれの地

域の利用者のニーズにきめ細かく応え、低廉なコストで良質な輸送サービスを提供

するためには、柔軟にその形を変えていく必要があります。

神戸市の交通事業は、先達の事績に学び、これからも公共セクターとしての役割

を常に認識しながら、未来に向かって歩み続けてまいります。
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ごあいさつ

神戸市交通事業管理者    岸田 泰幸

大正6（1917）年に設置された「神戸市電気局」が、未開通路線の早期開通を望む

市民の声に応え、市電の前身である神戸電気株式会社の事業を継承し、市営として発

電・配電及び市街地路面電車事業を行ったのが神戸市営交通事業のスタートでした。

神戸市電は、市民に移動の利便を提供し、東西に長い神戸の市街地の要所を結び

ました。その後、神戸のまちの発展や社会情勢の変遷にあわせ、昭和5（1930）年に

市バスの運行を開始いたしました。市バスは、住宅地と鉄道の駅、あるいは病院や学

校などを結ぶ最も身近な交通手段として、今日も多くのお客様にご利用いただいて

おります。モータリゼーションの進展のなかで、市電は昭和46（1971）年にその役

目を終えることとなりましたが、昭和52（1977）年には、西神地域と都心部とを結ぶ

地下鉄西神・山手線が、まず名谷-新長田間で開業いたしました。平成13（2001）年

には、兵庫・長田区南部のインナーシティ活性化を図るため、三宮と新長田とを結ぶ

海岸線が開業するなど、市営交通は、神戸のまちとともに発展を続けてまいりました。

いま、神戸市では、魅力に溢れ、いきいきと活気が漲り、世代を超えて誰もがいつ

までも安心して暮らすことができるまちを目指して、様々な施策に取り組んでいま

す。そうしたまちづくりの一環として、市営交通におきましても、安全運行の確保を最

優先課題に位置づけ全力で取り組むとともに、神戸にお住まいの方、あるいは神戸を

訪れる方、どなたにも安心して快適にご利用いただけるようサービスの充実に努めて

まいります。時代の要請に応えながら、神戸の公共交通体系の一翼を担い、末永く市

民のくらしとまちの発展に貢献できるよう努力を重ねてまいります。

どうぞこれからも神戸市バス・神戸市営地下鉄をご利用くださいますようお願い申

し上げます。

末尾になりましたが、神戸市電気局の創設に寄与された方々、100年に亘る神戸市

交通事業の発展に尽力された多くの先輩諸兄・関係各位に深く敬意を表しますとと

もに、神戸市営交通をご利用くださるすべてのお客様に心から感謝を申し上げます。
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開業当時

開業記念 明治43（1910）年4月5日、初の市街電車が春日野道－兵庫駅間（5.9km）で運行を開始

栄町通を走る開業記念電車（明治43（1910）年）

三越西の相生橋付近を走る開業電車
（明治43（1910）年）

三宮神社前を走る市電（明治43（1910）年）

神戸電気鉄道（株）が開業時に購入したA車
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混雑緩和のエースとして登場した
500型低床ボギー車
（大正9（1920）年）

発足当時の市電気局庁舎（大正6（1917）年）

用水池を埋め立てて
建設された長田工場
（大正11（1922）年）

婦人専用電車（大正9（1920）年）

山手線栄光教会付近の市電（大正13（1924）年）

全通した市電上沢線を湊川公園から望む（大正11（1922）年）

日本初といわれたスチール・カーＧ車200型単車
大正12年6月から20両が登場して注目された
（大正12（1923）年）

大正時代
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技術陣が総力を傾けて完成した市営観光バス第1号「むこ号」の雄姿
（昭和11（1936）年）

昭和10（1935）年に登場したロマンス・カー。三宮瀧道交差点勢ぞろいした女子車掌１期生（昭和10（1935）年）

女子車掌の制服

昭和11（1936）年頃の三宮

市営当初のバス車両と乗務員

昭和初期
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戦後混乱期、車両は不足し「鈴なり電車」となった（昭和20（1945）年）

空襲で鉄骨だけになった市電の復旧作業に取り組む交通局職員
（昭和20（1945）年）

米軍から払い下げられたダッジ・ブラザース
改造バス（昭和22（1947）年）

復旧した布引車庫（昭和23（1948）年）

復活したロマンス・カー
（昭和28（1953）年頃）

貿易産業振興のため神戸博覧会が開かれ、観客輸送のため
市バスは新造車を大量発注（昭和25（1950）年）

裏六甲ドライブウェイをゆく登山バス

昭和20年代



戦後混乱期、車両は不足し「鈴なり電車」となった（昭和20（1945）年）

空襲で鉄骨だけになった市電の復旧作業に取り組む交通局職員
（昭和20（1945）年）

米軍から払い下げられたダッジ・ブラザース
改造バス（昭和22（1947）年）

復旧した布引車庫（昭和23（1948）年）

復活したロマンス・カー
（昭和28（1953）年頃）

貿易産業振興のため神戸博覧会が開かれ、観客輸送のため
市バスは新造車を大量発注（昭和25（1950）年）

裏六甲ドライブウェイをゆく登山バス

昭和20年代



摩耶ロープウェイ開通式（昭和30（1955）年）

開館当時の須磨水族館（昭和32（1957）年） 長田交差点付近を走る市電（昭和36（1961）年）

摩耶ケーブル行き市バスと
三宮阪急前のにぎわい
（昭和32（1957）年）

須磨浦ロープウエイ開通で
市バス9系統を延長（昭和32（1957）年）

三宮駅前交差点

戦後13年ぶりに復活した市電の女子車掌（昭和34（1959）年）

昭和30年代

全国初のマイクロバス登場（舞子ゴルフ場）
（昭和35（1960）年）
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下山手4丁目 県庁前（昭和44（1969）年）（写真提供：長尾 裕氏） 

西神戸のマンモス団地多聞台線が開通
（多聞団地センター）（昭和41（1966）年）

神戸駅前バスターミナルが完成（昭和49（1974）年） 整備により雨の日でも傘不要のスマートな舞子駅前
バスターミナル（昭和49（1974）年）

市電路線一部で
営業廃止。
（左）栄町・羽坂延長線
（右）平野線
（昭和43（1968）年）

市民に親しまれた新開地の三角公園は昭和40（1965）年8月に廃止 モータリゼーションの荒波に翻弄される
市電

さよなら神戸市電（昭和46（1971）年）

昭和40年代
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昭和52年開業当初より地下鉄を支える1000形

西神線（名谷－新長田間）が営業開始（昭和52（1977）年3月・新長田駅）

西神線掘削工事
（昭和50（1975）年6月）

公営交通としては初めての2階建てバス。
西ドイツ製ネオプラン観光バススカイライナー（昭和56（1981）年）

神戸で開かれた博覧会「ポートピア’81」の
会場と三宮・新神戸間を結び、多くの観客を
運んだピストンバス

赤字脱却に向けて全市バス路線
64系統を54系統に統廃合
（昭和52（1977）年7月）
写真は当時の様子を伝える交通局報「車窓」

市内定期観光バスのPRと旅客誘致の一策として登場した
初代かもめバス「KOBE号」（昭和51（1976）年）

昭和50年代
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学園都市駅前バスターミナルでの
市・山陽・神姫3社合同バス発車式
（昭和60（1985）年8月）

神戸総合運動公園にて
ユニバーシアード神戸大会開催
（昭和60（1985）年8月）

平成7（1995）年にデビューしたワンステップバス 平成10（1998）年にデビューしたノンステップバス

昭和63（1988）年にデビューした2000形
（写真提供：長尾 裕氏）
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市バス一部路線で復旧再開（三菱銀行兵庫支店ビル前）平成7（1995）年1月20日（提供 朝日新聞社）

海岸線5000形 愛称・夢かもめ。
鉄輪式リニアモーター地下鉄として、
三宮・花時計前から新長田駅までを結ぶ

海岸線開業時の新長田駅

地下鉄のイメージ
キャラクター「ゆうちゃん」
5000形がモデルになっている

市バスのイメージ
キャラクター
「ばっしー君」

海岸線開業式典（平成13（2001）年7月）

地震によって6階部分が崩壊した神戸市役所2号館と代替バス

（左）三宮駅構内中柱の被災状況
（右）復旧工事の様子（三宮駅）

阪神・淡路大震災を乗り越えて
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100周年に向けて
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大盛況のうちに終わった
「市電デザイン列車特別試乗会」 
（名谷車両基地：平成29（2017）年3月）

第47回神戸まつりでお披露目した
花バスデザインラッピングバス
（平成29（2017）年5月）

「ボンネットバスで巡る懐かしのお買い物ツアー」の
イベントで新長田鉄人広場に停車する「こべっこⅡ世号」
（平成29（2017）年6月～9月）

100周年を迎えた8月1日より、
「100周年記念NEW Uラインカード（特別パッケージ）」を販売。
大好評で、用意した100セットがその日のうちに売り切れた

「御崎公園車両基地見学ツアー」での車体吊り上げ見学
（平成29（2017）年10月）

100周年記念のメインイベントにあたる「神戸市営交通100周年記念セレモニー」の様子
（名谷車両基地：平成29（2017）年9月）

「市営交通100周年クイズ王決定戦」の表彰者
（平成29（2017）年11月）

「市バス車両工場フェスティバル」の様子
（ハイテクパーク車両工場：平成29（2017）年11月）

神戸市交通局100周年記念
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凡　例

1. 市営開始は大正6（1917）年8月からであるが、第1章は市営前史である民営時代（明治19
（1886）年）から始めた。
2.収録期間は平成29（2017）年度までだが、平成30（2018）年4月西神・山手線新型車両（6000形）
運行までを収録した。

3.文書はなるべく平易とするように努め、当用漢字、現代かなづかいを使用したが、引用文、専門語、
慣用句、固有名詞などは例外とした。

4.人名の敬称は省略した。
5.軌道事業、自動車運送事業及び高速鉄道事業は、本文の意味内容に応じ、それぞれ市街電車・電車・
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6.本文中の資料提供者は省略した。

資料編
第1章　統計資料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 311
　第1節　事業規模の推移
　第2節　事業成績の推移
　第3節　再建計画
　第4節　自動車事業の概要
　第5節　高速鉄道事業の概要
　第6節　附帯事業について

第2章　組　　織・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 383
　第1節　職制
　第2節　外郭団体

第3章　市バス・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 403

第4章　市電・地下鉄 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 427

第5章　乗車券等の変遷・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 449

年　表
神戸市交通局前史・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 456

神戸市交通局史・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 460



▪鉄道の歴史
　木や石でつくった軌道の上に、木製車輪をつ
けた箱を乗せて人や馬などで牽引し、重いもの
を運搬する方法は世界各地で非常に古くから知
られており、2000年前には既にギリシャやロー
マ、エジプトなどでは石を使った軌道が造られ
ていた。中国でも、近年、秦の始皇帝の時代（2200
年前）に作られた全長 3 ㎞にも及ぶ木製軌道が、
河南省南陽市の山中で発見され、注目されると
ころとなった。驚かされたのは、この古代「鉄
道」がレールと枕木で構成され、見た目が現在
の鉄道と変わらない姿だった点である。木製軌
道は兵士や武器を迅速に戦場へ送る道具として
用いられたようだが、王朝の滅亡後、顧みられ
ることなく捨て置かれ、忘却されていった。
　貨物や乗客を速く大量に運ぶことができる交
通システムが出現するのには、産業革命を経た、
18世紀後半からである。鋼鉄の大量生産を可能
にする技術開発が進んだことで、加工性耐久性
耐重量性に富む鋼鉄製のレールが作られるよう
になり、蒸気機関の発明は引き馬にかわる蒸気
機関車を生んだ。蒸気機関車の発明は1804年の
ことだが、当初は馬を併用する蒸気機関車であ

電車と電気 事始め
第1節

った。その後、1830年に本格的な蒸気機関車を
走らせたリバプール・アンド・マンチェスター
鉄道が開通し、港町リバプールと工業都市マン
チェスター間、56㎞を 4 時間半で走行した。同
鉄道は最高時速を46.6㎞出せたといい、初めて
時刻表を作成して運行するなど現在の鉄道の原
型となった。
　高速で大量の陸上輸送を可能にする鉄道は瞬
く間に世界中に広まり、ヨーロッパやアメリカ
で1830年代には鉄道建設が続き、鉄道網が出来
上がっていった。さらに1850年代にはインドや
オーストラリア、パナマ、アルゼンチンなどア
ジア、アフリカ、南アメリカでも鉄道が開業し、
鉄道網は全世界に広がっていった。
　日本に鉄道が初めて紹介されたのは、少し遅
れて1860年代のことである。幕末に鉄道模型が
ペリーやロシアのプチャーチンによって紹介さ
れ、薩摩藩や佐賀藩など、自ら鉄道敷設計画を

神戸市交通局100年史

第1章

近代都市神戸の形成と
電気・電車事業の始まり

日本初の鉄道となる新橋－横浜間（29㎞）が開業
（明治 ５ （1872）年 9 月12日「鉄道主要年表」国土交通省）
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立てた藩も出現したが、幕末維新の動乱で実現
されることはなかった。鉄道敷設が英仏米など
の先進国への経済的従属を強めることを恐れ
て、外国からの建設要望を断り、自前で建設す
ることにこだわったことも建設が遅れた理由で
あったが、明治 3 （1870）年、明治政府によっ
て工事が着手され、 2 年後の明治 5 （1872）年
に新橋－横浜間の鉄道が開業した。
　東京－横浜間の工事と時を同じくして、京阪
神でも鉄道工事が進められ、明治 7 （1874）年
5 月11日に大阪－神戸間が開通した（京都－神
戸間開通は明治10（1877）年）。神戸市内では、
居留地にも近い位置に三宮駅（現在の元町駅の
場所）、と神戸駅が作られた。神戸駅は、大阪
と神戸を結ぶ路線の終着駅という位置づけで、
煉瓦造りの立派な駅舎ができた。新しく海外貿
易の拠点となった居留地と、古くから繁栄する
2 万人もの人口を擁していた兵庫とは、天井川
化していた生田川をはさんで3.5㎞離れており、
両方の間に位置する 2 つの駅の周辺はまだ人家
もまばらであった。

▪鉄道馬車から電車へ
　蒸気機関車が発明された19世紀初頭、イギリ
スにおいて、馬に車両をひかせてレール上に走
らせる鉄道馬車（ホース・カー）が市街地で運
行されるようになった。蒸気機関車は煙と煤を
まき散らしながら走るため、人口密集地の交通
手段としては好ましいものではなく、また、乗
客の求めに応じて頻繁に発車停車を繰り返す必
要があるため、加速減速に時間がかかる蒸気機
関車は不向きだったからである。欧米の多くの
都市で鉄道馬車が走るようになったが、馬は世
話をする必要があり、長時間の使役は難しいう
えに、糞は道路を汚した。
　こうした問題点を解決できるものとして注目
されたのが19世紀前半にイノベーションが進ん
だ、電気を動力源にした電気機関車である。最

初の電気機関車は1832年に製作された、電池を
搭載したものであるが、電池を用いるため走行
距離が延びず、実用化に至らなかった。初めて
旅客を乗せる電気機関車を開発したのは、ドイ
ツ人、ヴェルナー・フォン・ジーメンスで、
1879年、ベルリンの博覧会で初めて試作車が披
露された。ジーメンスの路面電車は長距離運転
ができないものだったが、翌1880年、アメリカ
のエジソン研究所のスプレーグにより、架線か
ら集電できるトロリーポールが発明されたこと
で、長距離の運転が可能になり、電車の可能性
が大きく広がった。
　電気機関車を運行するためには、電力供給元
が必要である。電気機関車の発明とほぼ時を同
じくして、1832年、フランスのヒポライト・ピ
クシーによって産業用電力供給に使用される発
電機が発明された。さらに1878年にエジソンが
電球を発明したことで電気の需要が一気に拡大
し、電灯を点灯するため水力発電がされるよう
になった。暗い夜を明るくする電灯の魅力は圧
倒的で、アメリカでは1880年代に水力発電所の
建設が進み、1889年には200もの水力発電所が
稼働するようになった。発電所から大量の電気
が供給できるようになったことが、電車の発展
をもたらせ、はやくも1883年にはイギリスとフ
ランスで電車の営業運転が開始され、1888年に
は、トロリーポールを使った電車がアメリカの
バージニア州で開業した。
　蒸気機関車が発明されてから、日本に鉄道が
お目見えするまで50年かかったが、電車の場合
は、ジーメンスがベルリン万博で路面電車の試
作車を走らせてから12年を経た明治23（1890）
年、東京、上野公園を会場にした第 2 回内国博
覧会で東京電灯による電車運行デモンストレー
ションが行われた。そして、それから 5 年後の
明治28（1895）年 2 月、日本初の路面電車、京
都電気鉄道が開通した。
　その後、日本国内では名古屋電気鉄道（明治
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31（1898）年開通、現在の名古屋市営交通局の
前身）、大師電気鉄道（明治32（1899）年開通。
京浜急行の前身で川崎大師参詣客が利用した）、
小田原電気鉄道（箱根登山鉄道の前身。国府津
駅から小田原経由で箱根湯本に至る路線。当初
は鉄道馬車として運行していたが、箱根の地形
が水力発電に向いていることから明治33（1900）
年に電気鉄道として開通）、豊州電気鉄道（別
府と大分とを結ぶ九州初の路面電車で明治33年
開通。昭和47（1972）年に廃線）などが次々に
開通していった。

▪日本における電気事業の始まり
　わが国で初めて電灯が灯されたのは、東京電
灯株式会社が送電を開始した明治20（1887）年
11月のことである。石炭を用いた火力発電所か
ら供給された電気は発電所周辺の会社などへ配
電されたが、供給先は日本郵船、今村銀行、東
京郵便局など発電所周辺の約130灯の地域的に
も限られた小規模なものであった。その後、東
京電灯は、東京市内に相次いで 5 か所の火力発
電所を設けて周辺に電気を供給し、創立から 5
年後の明治25（1892）年には電灯数は14,000灯
にもなっていた。
　とはいえ、東京市の人口を考えれば、まだ限
定されたものであった。それは、 1 つには、石
炭を燃やし発電するため、コストがかかり、料
金が高かったためである。明治23（1890）年の

東京電灯の電灯料金は、半夜灯（日没から真夜
中 0 時まで）10燭光が 1 か月 1 円、終夜灯（日
没から翌朝まで）が同じく 1 円70銭であった。
この頃の白米10㎏の値段が49銭、大工の手間賃
が50銭であったから、相当に高価で、裕福な人々
しか電灯を付けることはできなかった。
　燭光とは光度の単位で、1 燭光は 1 カンデラ、
ろうそく一本の光度に等しいという。25Wの蛍
光灯は135カンデラ（全方向に光が放射されて
いる場合）であるというから、10燭光の灯りは、
かなり暗い。しかし、石油ランプやろうそく、
菜種油を入れた皿に灯心を垂らした灯を頼りに
夜を過ごしていた人たちにとって、ろうそく10
本分の電灯が点灯されれば、夜の生活、夜の世
界が革命的に変わる。暗闇の夜から解放する
ツールとしての電灯は人々にとり垂涎の的と
なった。
　日本では、山が多く傾斜に富んだ河川が多い
地形を生かし、火力よりコストがかからない水
力発電所が作られるようになった。最初の水力
発電所は、東京電灯の火力発電所が送電を開始
した翌年の明治21（1888）年、宮城紡績が自家
発電用に作った三居沢発電所である。ついで明
治24（1891）年、琵琶湖疎水の落差を利用した
京都の蹴上水力発電所（現在も現役発電所とし
て稼働している）が運用を開始した。この蹴上
発電所が日本初の一般向け発電事業者である。
蹴上発電所の電力は、電灯や、紡績工場や織物

明治20年代の神戸（諏訪山からの眺め）
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工場など産業用電力として用いられた。神戸に
おいても、電気事業への取組みは早く、東京電
灯が開業した明治20年に 1 年遅れた明治21年、
神戸電気が開業している。電気事業者としては
国内 2 番目の開業であった。

　

▪鉄道が通った頃の神戸
　鉄道が開通した頃の神戸は、開港から 7 年が
経過し、居留地（東が現在の神戸市役所西側の
東町筋、西が鯉川筋、北は大丸百貨店北側の西
国街道、南は海岸通に囲まれた500㎡四方の区
域）にはイギリス人ハートの設計で碁盤の目に
街路で区切られた街区に西洋建築が立ち並び、
緑地帯や遊歩道、下水道もある、西洋的都市景
観の街が作られていた。夜にはガス灯が灯った
風景に、近隣の人々は驚異の目を見張ったこと
だろう。
　居留地の周辺には、貿易や金融、海運に携わ
る各業者、荷役などに携わる港湾労働者など
様々な人々が集まってきた。居留地の西側に接
する雑居地に清国人街（現在の中華街）、西側海
岸通沿いには日本人経営の会社・銀行などが集
まった地域、元町辺りには外国人相手に商売を
営むものが店を出し、洋服、靴、時計、めがね
などを売る商店や理髪店、仕立屋、写真館、牛
肉屋などが並び、文明開化の香りが色濃く漂っ
た。
　居留地の東北側には製茶業、輸出用米を入れ
る袋をつくる麻布製造など、貿易に関連する工
場ができた。また、居留する外国人が創業した
鉄工所（アメリカ人、ミュアヘッドが明治 2

（1869）年に小野浜で創業）、製紙工業（アメリ

19世紀の神戸のまち
第2節

カ人のウォルシュ兄弟が明治12（1879）年に創
業した西洋紙の製紙工場）なども創設された。
しかし、これらの新しい製造業に雇われる人は
少なく、明治 9 （1876）年には、居留地内に10
軒ほどあったという茶倉で1,000人もの女性が
働いていたという。

▪外国人居留地の建設と神戸村
　神戸港の輸出入額は明治元年（1868）におい
ては、輸出45万円、輸入69万円ほどだったが、
同10（1877）年は輸出466万円、輸入425万円、
さらに同20（1887）年は輸出1,277万円、輸入
1,385万円へと急増している。明治29（1896）
年には輸出4,031万円、輸入8,255万円となって
おり、明治20年代に神戸港の輸出入額が、特に
輸入額が激増したことがわかる。この繁栄が人
口増加をもたらし、明治 8 （1875）年 1 月の神
戸区（神戸市の設置は明治22（1889）年。神戸
区は明治 5 （1872）年設置）の人口は36,030人

（神戸は8,554人、兵庫は27,476人）、ほぼ10年
後の明治17（1884）年12月末は63,179人（うち
神戸22,561人、兵庫40,618人）へと増加した。
　倍に近い人口増加が起きたわけだが、地域別
にみると、兵庫で1.47倍、神戸は2.63倍と新興
地神戸に著しい人口増加が起きてきたことがわ
かる。神戸区の人口はその後も増加の一途をた
どり、明治21（1888）年は115,954人となり、
4 年間で 2 倍近くなった。この増加分はほとん
ど神戸の増加分であったと考えられる。明治20
年代の初めには、近世以来繁栄してきた兵庫津
よりも神戸の人口が多くなり一帯が市街地化し
た結果、兵庫津と神戸が一体化し、神戸港を中
心にした港湾都市としての神戸が形成されて
いった。

▪市制施行と都市インフラ整備
　明治22（1889）年、市制が施行されて神戸市
になった頃から、道路、水道、港湾、交通など
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の事業が始められるようになった。巨額な資金
を必要とするインフラ整備には消極的だった神
戸市も、急激に進む人口集中や経済発展に対応
するため、都市整備事業に取り組み始めた。こ
の頃、合い言葉のように言われていたのが、「神
戸の五大私設事業」（市内電気鉄道敷設、海面
埋立桟橋仮設、小野浜埋立、湊川付替、兵庫運
河開削。私設というのは神戸市ではなく事業者
が実施するため）、「神戸市三大事業」（上下水
道工事、港湾修築、湊川付替）であった。明治
29（1896）年、湊村、林田村（そのうち吉田新
田、御崎、今和田新田、東尻池、長田）と合併
して、市域が拡大し、懸案のいくつかの重大事
業、湊川付替などの事業を実行に移す段取りが
整えられた。
　上下水道敷設についてはコレラなどの伝染病
で毎年多数の死者が出るため早い時期から必要
性が叫ばれていたが、明治23（1890）年夏、コ
レラで1,000人もの人が亡くなったことで市会
が動き始め、ようやく明治30（1897）年に起工
して布引堰堤や浄水池などを建設し明治34

（1901）年から給水が開始された。
　兵庫運河開削は明治 9 （1876）年に開削され
た兵庫新川と林田村海岸を結ぶ運河を開削して
和田岬を迂回しないバイパスルートを作るもの
で、明治32（1899）年に竣工し、運河掘削で出
た土砂で埋立地の苅藻島が兵庫運河の河口に作
られた。
　兵庫運河と同時期に、藤田伝三郎や鴻池善右
衛門らの湊川改修株式会社により、湊川の付替
事業もなされた。当時の湊川は天井川化して水
害をもたらせ、流れ込む土砂は港湾を埋めてい
た。明治29年夏の水害で大きな被害が出たこと
で湊川の早急な改修を求める声が高まり、明治
30年に工事が開始された。会下山の下に隧道を
つくって湊川の流路を変え苅藻川へ合流させる
大工事は明治34（1901）年に竣工した。工事で
出た土砂は旧河川の河口付近の埋立に使われ、

生み出された造成地は、造船会社や倉庫会社に
利用されることとなった。不用となった旧河川
跡地は一部造成して販売された。後年、神戸随
一の盛り場となった新開地はこの旧河川跡地で
ある。
　神戸港については、開港以来、波止場や桟橋
が造られて体裁が整えられていたが、明治20年
代に入ると前述したように貿易額の増大ととも
に入港する船舶数が急増したため、早急に近代
化を図らねばならなくなった。築港場所をめぐ
って、神戸港東側の小野浜地先案、高浜案、湊
川尻案の 3 案が作られ、それぞれの案を押す各
地域の思惑が絡んで対立関係に発展したため計
画決定に数年かかった。小野浜地先案に決まっ
たのは明治40（1907）年、小野浜地先に 4 本の
突堤を築堤する工事が一応の竣工をみるのは大
正 9 （1920）年、陸上設備を含めて全部が完成
するのは大正11（1922）年であった。

▪鉄道・電車で他都市と繋がる
　前掲の「神戸市三大事業」、「五大私設事業」
は明治の末年にはほぼ完成して、神戸市は近代
的な都市へと生まれ変わった。五大私設事業の
1 つ、市内電気鉄道敷設は、明治28（1895）年
に京都で日本初の電気による市内電車が開業す
るよりも早い明治26（1893）年のことで、神戸
電気鉄道株式会社と兵神電気鉄道株式会社の設
立申請に際して、計画案が提示されていた。
　市内電車敷設については第 2 章に譲るが、市
外と神戸を結ぶ鉄道については、明治22（1889）
年の神戸－東京間全線開通で、神戸と東京が繋
がった。また、神戸以西については、藤田伝三
郎や村野山人らが山陽鉄道株式会社を設置し
て、神戸と下関を結ぶ鉄道を敷設する計画が作
られ、明治22年には兵庫－神戸間が開通してい
る（明治34（1901）年に下関まで全線開通。明
治39（1906）年に国に買収された。現在の山陽
本線）。さらに、明治32（1899）年に前出の藤
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田伝三郎や田中市兵衛、外山脩造らにより摂津
電気鉄道株式会社（阪神電気鉄道株式会社）が
設立され、同38（1905）年に神戸（三宮）－大
阪（出入橋）間の営業が開始された。阪神急行
電鉄（阪急電鉄）が大阪－神戸間の路線を敷設
するのは遅く、駅を上筒井に作って神戸へ乗り
入れた大正 9 （1920）年のことである（三宮へ
乗り入れたのは昭和11（1936）年）。
　明石・姫路方面については、明治40（1907）
年に川上清兵衛らにより兵庫電気軌道株式会社
が作られ、同43（1910）年に兵庫－須磨間が開
通した。また、有馬・三田方面へは、大正15（1926）
年に神戸有馬電鉄が設立され、昭和 3 （1928）
年に神戸－三田間の営業を開始している。
　上記の私鉄路線は現存し、神戸市民の移動手
段となっているが、他にも実現されなかった路
線計画がいくつもあった。鷹取鋼索電気鉄道（大
正12（1923）年）、神戸福崎電鉄（同12年）、阪
神海岸鉄道（葺合浜辺通－大阪此花区桜島　同
14（1925）年）、再度山登山電鉄（同14年）、神
戸地下鉄（住吉－西須磨、脇浜－西須磨。昭和
3 （1928）年）などである。人口が急増する神
戸市は市街地も拡大を続けており、電車事業経
営にもうまみのある土地と考えられていたので
ある。
　前述のとおり、神戸市と他都市を結ぶ電車路
線が速やかに整備されていったのに対し、市内
の電車交通については、計画立案は日本一早く、
電気事業のスタートも早かったが、市内電車が
開通したのは明治43（1910）年のことである。
京都（明治28年）、名古屋（明治31（1898）年）、
東京（明治33（1900）年）、横浜（明治37（1904）
年）などの諸都市に比べて遅かった。

　

▪神戸電灯株式会社の設立
　明るい電灯への欲求から、電気事業が全国各
地で計画され、電力会社の数は、東京電灯株式
会社が創立してから 4 年後の明治24（1891）年
には10社を数えた。東京電灯についで全国 2 番
目に開業したのが、明治21（1888）年 9 月開業
の神戸電灯株式会社であった。
　神戸電灯がいちはやく開業したのは理由があ
った。それは、東京電灯が設立されるより前の
明治19（1886）年、東京電灯の発起人の一人で
あり、神戸電灯の大株主になる矢島作郎が電灯
業の発足を促す目的で関西へやってきて、まず、
京都の祇園で点灯を行い、そのあと神戸へ来て
兵庫県議会議事堂で開催された天長節（天皇誕
生日）夜会で電灯を披露したという一件である。
5 kWの発電機を用いた点灯であったが、参会
していた神戸の政財界人など人々の受けた衝撃
は大きく、神戸では電灯会社設立の機運が急に
高まった。
　特に神戸が外国人居住者も多い港町であるこ
とが、その機運を高めた。「神戸電気株式会社
沿革小史」は「……東洋屈指の貿易港たる……天
賦の適処を占め、将来大いに発展すべき都市に
於いて、尚石油に点火するがごとき不衛生は勿
論、火災の危険少なからざるのみならず近代文
化の第一線に立たんとする開港地においては到
底忍び得ざりしところなりき」と記している。
発展する神戸に相応しく、早く電灯を灯さねば
ならないという思いを人々は持ったのだった。
　試点灯から 1 年足らずの明治20（1887）年10
月25日に有限会社神戸電灯（同26（1893）年に
株式会社に改組）が設立された。資本金は10万

神戸市の電気事業と
電気鉄道事業の始まり

第3節
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円で、社長には池田貫兵衛が就任した（池田は
大洲の生まれ。開港時に神戸に来て貿易など各
種事業で成功）。神戸電灯は明治21（1888）年
1 月26日に兵庫県知事から事業許可を得て、栄
町 6 丁目に構えた本社屋構内にアメリカから輸
入したエジソン発電機 8 号型 2 台、10号型 2 台
の計 4 台の発電機を置いて明治21（1888）年 9
月10日に点灯を開始した。点灯初日、湊川神社
と相生橋に街灯が輝いて、市民を驚かせた。同
年末の点灯数は642灯、開業 2 年後の同23（1890）
年末には2,014灯、 5 年後の26（1893）年末に

は3,027灯と増加していったが、値段が高く、
16燭光の半夜灯で 1 か月 1 円25銭、電球の損料
3 ～40銭を加えると 2 円近くかかった。当時の
米の値段が米一斗（約18ℓ）75～80銭、男子紡
績工の日当が22銭であったから、およそ、一般
市民の手の届くものではなかった。
　神戸電灯株式会社は明治30（1897）年に発電
所を兵庫入江通 7 丁目に移転させて発電能力を
増強した。神戸市の発展に伴い、電灯を使用す
る戸数も益々増加して、明治33（1900）年 4 月
には「 1 万灯記念祝賀会」を開き、さらに、同
35（1902）年には供給区域を西隣の須磨村へ広
げた。動力としての電力供給を開始したのは明
治39（1906）年で、こちらは市内商工業の発展
に伴い需要が伸びた。神戸電灯株式会社は、入
江通の発電所に続いて、明治41（1908）年に葺
合区脇浜町 2 丁目に葺合発電所、大正元（1912）
年には西尻池村（現長田区）に湊川発電所を設
置して、短い間に発電能力を飛躍的に高めてい
った。

▪神戸には鉄道馬車ではなく電車を
　神戸市で最初の公共交通として登場したのは
松風組が運行する乗合馬車で明治16（1883）年
のことであった。西柳原（JR兵庫駅付近）か
ら明石の間を馬一頭に箱形の客車をつけて一日
4 往復する乗合馬車の乗客は多くはなく、明治
23（1890）年に運行が始まった神影馬車会社に

神戸電灯時代の湊川発電所（大正元（1912）年 9 月）
神戸電灯の創始者
池田　貫兵衛

電灯料金値下げの新聞広告
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よる葺合村新生田川から住吉川へ至る乗合馬車
も、採算が取れずに間もなく解散した。
　同じく馬を使った公共交通機関に鉄道馬車が
ある。こちらは軌道を造って、その上を馬に引
かせた客車を走らせるもので、乗合馬車よりも
振動が少なくスピードも出るため、各地で馬車
鉄道が運行するようになった。神戸でも明治23
年11月に神戸から三田に至る鉄道馬車敷設計
画、同年12月には神戸兵庫山陽鉄道停車場から
外人居留地遊園地間馬車鉄道敷設計画、同30

（1897）年 3 月には神戸桟橋株式会社の馬車鉄
道敷設計画などが立案され、提出された。しか
し、これらの計画案は「速度が遅く不衛生であ
る」との理由により市会で承認されなかった。
明治20年代の神戸市には、既にドイツやアメリ
カで運行していた電車のことを実際に知ってい
る人たちがおり、前出の「五大私設事業」の中
には「市内電気鉄道敷設」が入れられていた。
神戸の発展を担う交通機関は馬車ではなく電車
だと将来を見越していた。

▪日本初の電気鉄道敷設計画
　明治26（1893）年、神戸電灯株式会社の社長
であった池田貫兵衛ら 7 名による神戸電気鉄道
株式会社と、土居利生ら 4 名による兵神電気鉄
道株式会社から電気鉄道事業計画の出願がされ
た。神戸電灯株式会社から内務大臣に提出され
た出願書には、電気鉄道は乗合馬車や鉄道馬車

よりも危険度は低く、衛生的で、欧米では争っ
て敷設してもらおうとするほどであると、当時
の人々が電気鉄道に抱いていた不信感を払拭す
るための記述がされた。しかし、人々の不安も
根拠のないことではなく、明治28（1895）年に
開業した京都の路面電車では、通行人の安全を
確保するために交通繁華な場所で走行する電車
の先を「電車がきまっせえ、危なおっせえ」と
叫びながら走る告知係の少年が雇われており、
告知係の中には電車に轢かれて亡くなる者もい
た。
　神戸電気鉄道の敷設計画書によれば、路線の
総延長は約11㎞、28人乗りの電車が平均12㎞で
走る計画であった。この時速12㎞というのは、
当時最も速かった 2 人曳きの人力車の速度が12
㎞で、これより速く走ると車馬に危険が及ぶと
制限されたためである。電気鉄道の路線は、布
引－中山手 1 丁目－生田神社－北長狭通 1 丁目
－元町 3 丁目－栄町 3 丁目－元町通 6 丁目－相
生橋－多聞－大開－塚本－羽坂－山陽電鉄兵庫
駅（柳原停車場）のルートであった。さらに柳
原から折り返して小物屋町－戸場町－江川町－
湊町－相生橋－神戸市役所から栄町へ至り、前
掲ルートを布引へ戻るかたちであった。

▪電気鉄道敷設実現に向けて
　電車事業の発起人たちは路線延長11㎞の敷設
工事を、認可後半年以内に着工し、さらに半年

乗合馬車の絵
神戸で初めて路線を定め運行した公共交通機関は、
明治16（1883）年 ５ 月 1 日から西柳原－明石間を
1 日 ４ 往復した乗合馬車だった
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以内に完成させるとの条件を出して、意欲満々
であった。しかし、彼らの前に事故への懸念と、
未経験のものに対する人々の素朴な警戒感が立
ちはだかった。敷設出願を受けた兵庫県は神戸
市に対して里道使用に支障があるかどうかを諮
問した。神戸市会では「電気鉄道に関する調査
委員会」を設置し審議したが、慎重論や反対論
が大勢を占め、明治28（1895）年 7 月23日の市
会で次のような建議書が出された。
　「電気鉄道事業は我が国ではまだ実施例が少
ないため、安危得失の実例に乏しい。神戸のよ
うに街区が狭隘で高低のある曲がりくねった道
であるうえに海上陸上ともに多くの貨物が行き
交う場所に電気鉄道を敷設することは危険であ
り、また時期尚早である。ことに目前に横たわ
る給水事業に関係を及ぼす点も大きい（電車が
通ると道路に埋設された水道管が破損するなど
の影響が出ないか懸念している）」（現代語訳）
　会社は敷設計画を何度も変更してねばり強く
交渉したが、計画案そのものが否決されること
を恐れ、審議延期を願い出て、しばらく電気鉄
道敷設案は棚上げされた。
　最初の敷設計画が提案されて10年近く経た明
治35（1902）年 7 月にも「神戸市民が利用でき
る交通機関は人力車だけであるのは大変不便で
嘆かわしい、神戸が東洋を代表する港湾都市と
して発展していくためには一日も早く電気鉄道
を敷設することが必要」であるとして、発起人
により訂正追願が出されたが、市会は、道幅の
狭い人通りの多い街路に鉄道を敷設するのは危
険だとして神戸市に答申した。しかし、その後、
京都に続いて東京や名古屋、横浜でも電気鉄道
が敷設されて実績が上がってきたことから、
人々の考えも徐々に変化していった。明治37

（1904）年 8 月に大阪－三宮間に大型ボギー電
車（車体に対して水平方向に回転可能な車輪を
もつボギー台車 2 組の上に車体を載せた鉄道車
両）を走らせるため敷設工事を進めていた阪神

電鉄が、終点予定地の三宮から滝道（加納町 5 ）
までの延長申請を出したことをきっかけに、市
内電気鉄道敷設についての論議が、敷設する方
向で再燃した。
　今回は敷設の是非ではなく、市営にすべきか
民営にすべきかが問題となった。市会に設置さ
れた市街電気鉄道敷設調査委員会は市営とすべ
きとの報告を市会へ提出したが、水上浩躬市長
は財政上の見地から市営は難しく、早期敷設を
実現するには民営で行うしかないとの考えを打
ち出した。このため同委員会はさらに審議を重
ねて民営を是とする報告を提出し、明治39

（1906）年 3 月 3 日、市会は委員会が作成した
電気鉄道敷設条件を議決した。議決内容は民営
敷設を決定していたが、次のような条件が付い
ていた。
　①　路線は複線であること
　②　会社が経営できる期間は50年
　③　工事は起工認可より 3 か月以内に着工す

ること
　④　第 1 期線工事は 2 年以内、第 2 期線は 4

年以内に竣工すること
　⑤　運賃は 4 銭の全線均一料金であること
　⑥　純益金のうち一定額を市へ納付すること
　⑦　市が買収を必要とするときは相当額で譲

渡すること
　⑧　50年後には事業の一切を無償で市へ引き

渡すこと
　一見して厳しい条件である。敷設する軌道に
条件を付し、工事期間にも縛りをかけているう
え、運賃や利益の一部を市へ納付することまで
約束させている。そのうえ、市の要求があれば
いつでも有償で事業譲渡しなくてはならないこ
と、50年後には無償で譲渡しなくてはならない
ことを決めている。この⑦項と④項が、10年後
に神戸市が電気鉄道を買収する根拠になった。

009第 １章　近代都市神戸の形成と電気・電車事業の始まり



▪神戸電気鉄道の市街電車開通
　民営で市街電車を開業するという神戸市の決
定を受けて、10年以上前に計画案を提出してい
た神戸電気鉄道株式会社をはじめ神戸市街鉄道

（発起人　後藤勝造）神戸電車鉄道（同　秋山
忠直）、兵神電鉄（同　渡辺万寿太郎）、神戸電
鉄（同　岩崎虔）など 5 社が名乗りをあげた。
しかし、神戸市が提示した条件が厳しいので 5
社のうち 4 社が出願を取り下げ、唯一、実行す
るに足る資金力を有し、発起人数、資本金とも

に増やして出願した神戸電気鉄道株式会社が市
街電車を敷設・開業することとなった。明治39

（1906）年11月17日に神戸電気鉄道は次の第 1
期線と第 2 期線の特許を得た。ルートはおおむ
ね下記のとおりであった。

　第 1期線
①　兵庫線

多聞通 2 丁目－湊町－西柳原町－北仲町
－磯之町－島上町－西出町－相生町 2 丁
目

②　栄町山手線
多聞通 2 丁目－相生町 1 丁目－栄町通－
元町通 1 丁目－磯上通 8 丁目－葺合生田
町－加納町 3 丁目－中山手通－下山手通
3 丁目－下山手通 8 丁目－荒田町 2 丁目
－兵庫湊町 4 丁目

③　加納町横断線
　　　三宮 1 丁目－加納町 3 丁目
④　三宮横断線
　　　三宮 2 丁目－下山手通 3 丁目
⑤　橘通接続線

多聞通 2 丁目－北長狭通 8 丁目－下山手
通 8 丁目

　第 2期線
　　第 1 号線

磯上通 1 丁目－葺合南本町 4 丁目－葺合
熊内橋通 7 丁目－葺合生田町 1 丁目－葺

開業記念電車
明治４3（1910）年 ４ 月 ５ 日、初の市街電車が
春日野－兵庫駅前間で運行開始

開業当日の新聞広告
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合字宮ノ浦
　　第 2 号線
　　　下山手通 7 丁目－奥平野村－荒田町
　　第 3 号線

中道通 1 丁目－長田村－東尻池村－明治
通 2 丁目－芦原通 1 丁目－松原通 1 丁目
－神明町

　　第 4 号線
　　　西出町－東出町 1 丁目

　春日野道から兵庫駅まで、東西に長い神戸市
の中心街を貫く栄町本線は、交通量も多く、最
初に着工された。用地買収に 1 年をかけ、軌道
敷設や運河発電所、湊町と琴緒町の変電所の建
設、葺合車庫、兵庫車庫など開業に必要な施設
を完成させて、晴れて「栄町本線」が開業した
のは明治43（1910）年 4 月 5 日のことであった。

雇用された職員は運転手88名、信号手28名など
で、彼らは大阪や京都などの市街電車で 1 年の
乗務経験を積んだうえで乗務に臨んだ。神戸電
気鉄道所有の車両は50両、春日野から兵庫駅前
の間に19の停留所が設けられた。
　開業当日は「祝開業」と染め抜かれた真っ赤
な提灯がつるされ、モールをあしらった祝賀ア
ーチが建てられ、万国旗がはためくなか、小豆
色のイギリス製のラジアル式四輪客車が神戸の
中心街を走った。沿道には大勢の見物人が押し
寄せ、 6 ㎞弱全区間の初走行を楽しむ客でごっ
たがえした。
　神戸電気鉄道の滑り出しは好調で、開業半年
で 1 日平均乗客数32,277人、収入は1,021円で
あった。神戸電気鉄道は第 1 期工事の残りの 3
線の早期着工を計画したが、軌道設置基準が厳
しくなったため計画よりも多くの土地買収が必

開業記念電車を見るため沿線は多くの人で賑わった

神戸電気鉄道株式会社創業時の路線図
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要となったことから、市では納付金を免除し、
土地使用料を徴収しないこととし、計画路線敷
設の早期実現に努めた。その甲斐あって、大正
元（1912）年12月、路線認可から 5 年後に布引
線、翌 2 （1913）年 8 月に兵庫線、同年 9 月に
奥平野線が開通して第 1 期線がすべて完成し
た。当初計画より 3 年遅延しての完成だった。

▪神戸電気鉄道の電気事業兼営
　発電所設備を持つ神戸電気鉄道株式会社は明
治44（1911）年 7 月、電灯及電力供給事業兼営
の許可を得て、電気事業も行うようになった。
先行企業である神戸電灯株式会社は、神戸市商
工業の発展と人口増加を追い風に事業を拡大し
業績を伸ばしており、年 1 割もの株主配当を出
していた。創業以来20年以上にわたり神戸市で
独占的地位を保っていた神戸電灯は、神戸電気
鉄道の電気事業参入に対抗して企業防衛を図
り、一方の神戸電気鉄道は新規需用者の開拓に
努めて競争し、両社の対立関係が強まった。
　激しい競争が両社の利益にならず、需用者へ
の影響も無視できなくなることを懸念して、服
部一三兵庫県知事と加藤敬三郎神戸逓信管理局
長が調停に乗り出し、解決案として両社の合併
を提案した。合併については規模が大きく、順
調に業績を伸ばしてきた神戸電灯の200人を超
える株主から反対の建議書が出されていたが、
明治45（1912）年 1 月 7 日には両社合併の仮調

印がなされた。合併の条件はすべての権利義務、
設備、機械類を新会社に引き継ぐこと、両社の
資産に応じた株主への株式割当などであった。
両社の株主総会での可決を経て、逓信大臣あて
に提出された合併申請は大正 2 （1913）年 2 月
20日に認可され、同年 5 月 1 日に市街電気鉄道
と電灯・電力供給を兼営する、資本金1,485万
2,000円の大企業、神戸電気株式会社が発足し
た。取締役会長には神戸電気鉄道前社長であっ
た村野山人、専務取締役に内村直俊神戸電灯株
式会社前社長と秋山忠直神戸電気鉄道株式会社
前専務が選出され、神戸市との間に締結されて
いた事業買収事項を含む契約は新会社に引き継
がれた。

　

▪神戸電気株式会社の買収
　電気事業と市街電車事業を兼営する神戸電気
株式会社は順調に収益を上げ、株主への配当金
も右肩上がりに増えていった。しかし、市街電
車の路線開通は第 1 期線でも前述のように遅延
し、兵庫線、奥平野線ともに開通したのは 2 社
合併後のことで、第 2 期線についてはすべて未

神戸電気株式会社の買収と
電気・電車事業の市営化

第4節

神戸電気鉄道株式会社が開業時に購入したA車
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着手であった。明治38（1905）年には阪神電鉄
が市内に乗り入れ、その翌年に電気鉄道敷設申
請を出した兵庫電気鉄道株式会社（現山陽電鉄）
は兵庫－明石間の軌道を敷設して明治43（1910）
年に開業した。市外へのアクセスが大幅に改善
しているなか、市内電車の敷設が進まないこと
に市民からの不満が寄せられるようになった。
　明治29（1896）年には約18万3,000人でしか
なかった神戸市の人口は、10年後の同39（1906）
年には約34万6,000人、さらにその10年後であ
る大正 5 （1916）年には約50万人と急増してい
た。大正期に入ると葺合区に加えて湊区、林田
区も市街地化し、新湊川－運河間、葺合区の沿
岸地域、和田岬近辺には工場が次々に建てられ、
明治44（1911）年から大正 7 （1918）年の 7 年
間で工場数は 2 倍になった。都市の発展は市内
公共交通の需要をさらに増していた。
　市内電気鉄道の市営化を断念していなかった
神戸市は、神戸電気鉄道会社との間に買収条項
をいれた報償契約を結んでいた。そして大正 5

（1916）年、第一次世界大戦下の好況で金融が
緩和し、市債発行が可能になる条件が整ってき
た。この機会をとらえて、時の鹿島房次郎市長
は、買収計画を本格的に立てて、同年 4 月頃か
ら内密に会社側との交渉を始めた。買収条件に
ついては、利益配当の年平均額の20倍で、営業
のための設備など一切を買収すると報償契約に
既に定めてあり、この条件で計算すると1,700

万3,600円が買収金額だった。しかし、会社側
は応じる姿勢をみせなかった。神戸市側は早期
に買収を実現するため、市長は同年 9 月11日の
市会に「神戸電気株式会社買収案」を上程し、
市会は満場一致で可決し、買収協議委員を選出
して、それまでの非公式交渉から表立った交渉
へと舵を切った。
　しかし、買収金額をめぐっては両者間に大き
な差があり、互いに態度を硬化させて譲ること
がなかった。神戸市側は主務大臣に買収条項履
行について申請することを決め、10月21日の市
会で「神戸電気株式会社買収に関し主務大臣へ
の申請の件」を上程し、議決を得て、政府への
申請手続きを行った。
　市と会社の対立関係が深まり、買収交渉が決
裂しかけていることを憂慮した清野兵庫県知事
と滝川儀作商業会議所会頭は仲裁に乗り出し、
両者もそれを受け入れることになった。滝川会
頭は仲裁案のための調査を急いで行い、11月20
日に買収金額を報償契約に基づく金額より430
万円、率にして25％ほど多い2,134万8,486円20
銭とした。滝川会頭は報償契約分にプラスして
神戸電気が社債借入金で支払った利子分の平均
年額の20年分を新たに加算するというかたちで
両者の仲裁を図ったわけである。これは、報償
契約からは逸脱しており、買収額の大幅アップ
でもあったので、神戸市側には異論もあったが、
裁定額を受け入れた。また、会社側にも反対論

神戸電気から市への事業譲り渡
しを認めた内務大臣後藤新平の

「軌道敷設特許権譲渡許可書」
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を唱える株主がいたため、滝川会頭が作成した
契約書に明記された会社譲渡日、大正 6 （1917）
年 3 月 1 日に間に合わず、 4 月に入ってから譲
渡許可申請を主務大臣に提出し、大正 6 年 8 月
1 日をもって事業を神戸電気株式会社から神戸
市へ譲渡することになった。
　神戸電気株式会社は同年 7 月31日付で解散
し、同日付で神戸市告示甲第 6 号により、神戸
市電気局を神戸電気株式会社本社の住所、湊町
1 丁目294番地に定め、 8 月 1 日から業務を開
始すると告示した。

▪神戸市電気局の発足
　大正 6 （1917）年 8 月 1 日午前 9 時、新電気
局庁舎に鹿島市長、初代電気局長乾長次郎市助
役、神戸電気株式会社内村専務、曽根取締役な
どが出席して引渡し証書を交換して譲渡式を行
い、1,215人の会社従業員は全員が市職員とな
った。

　電気局の発足を祝って、8 月 1 日から 5 日間、
市内全路線を花電車が走り、電車回数券を購入
した人には 3 枚組の記念絵葉書が配られた。
　花電車は 5 車両つくられたが、 1 台あたり
1,300円をかけて豪華な装飾がされており電気
局開設に対する神戸市の高揚感が感じられる。
花電車を見に、多くの市民がつめかけた。
　大正 6 年当時、ヨーロッパは第一次世界大戦
で戦場になっており（大正 3 （1914）年 7 月か
ら同 7 （1918）年11月）、日本はその間隙を縫
うように、それまでヨーロッパの国々の市場と
なっていたアジア諸国へ輸出を拡大し、日本中
が好景気に沸いていた。特に神戸市は、好況に
沸く日本の中でも、当時、船成金という言葉も
あったように、製造業に加えて海運業が発展し
たことから、好景気の恩恵をより多く受けた都
市であった。市営電車の始まりを祝う華やかな
ページェントは、この時代の神戸市民の幸せな
気分を反映していた。

神戸市電気局誕生を報じる新聞 電気事業市営記念花電車
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▪発展する神戸市
　第一次世界大戦下、鋼材や化学薬品、機械な
ど、ヨーロッパからの輸入が途絶え、その間隙
を縫うように国内企業が製鉄業や機械工業、化
学工業、造船業など重工業の分野で設備を増強
して生産を急増させていった。神戸では川崎造
船所や三菱神戸造船所が船舶の築造方法を改良
して生産力を高め、川崎造船所では造船用鋼材
を生産する葺合工場を開設させた。ダンロップ
社が進出してきたことで西神戸に根付いたゴム
工業は、自転車用ゴムベルト生産で勢いづいた。
海運業も戦争による船舶不足で活況を呈し、運
賃の高騰もあいまって莫大な利益を上げた。ま
た、ヨーロッパ諸国からのアジア市場への輸出
が滞るなか、日本は市場を独占するかたちとな
り、従来からの繊維工業などの軽工業において
も大きな利益を上げた。
　神戸市はその恩恵に大きくあずかって、工業
生産額では大正 2 （1913）年には9,000万円だ
ったものが大正 7（1918）年には 3 億2,000万円
に増加した。貿易額も同じく大正 2 年の 5 億
2,000万円が、大正 7 年には13億2,000万円へ、

第一次世界大戦後の
社会変化と神戸市の発展

第1節
外国貿易発着貨物トン数は明治42（1909）年に
は223万tだったものが大正 7 年は441万tに、内
国貿易発着貨物トン数は213万t（大正 3（1914）
年）から446万t（大正 7 年）に増加した。国鉄貨
物についても明治42年の88万tから、大正 7 年
には215万tとなっており、流通貨物量は経済発
展に伴って急増し、このことは、港湾を含めた
交通インフラの必要性を高めていた。
　大正 2 年から 7 年までの 5 年間で工業生産
額が3.55倍になるという驚異的な成長に表れ
た未曽有の好況は、神戸市への人口集中を促進
し、都市化をすすめた。 神戸市の人口は急増し、
大正 2 年に45万人程度だったものが大正 7 年に
は59万人になり、5 年間で 3 割を超える人口増加
となった。その後も人口の急増は続き、大正 9
（1920）年は60万 8 千人、5 年後の大正14（1925）
年には64万 4 千人となり、増加のペースは鈍った
ものの、実数では同じ程度の人口流入が続いた。
　人口増加を当時の神戸市近郊町村まで広げて
見てみると、大正 9 年に神戸市に編入された西
隣の須磨町（現在は須磨区）、昭和 4（1929）年に
同じく編入された、現在の灘区と東灘区の一部に
あたる西灘村、六甲村（西平野は御影町に編
入）、西郷町も、神戸市と同じく人口が急激に増
加しており、たとえば西灘村などは大正 6

（1917） 年 に7,455人 だ っ た も の が、 昭 和 元
（1926）年には 3 万7,172人となり、10年足らず
で 5 倍の人口になっていた。神戸を中心に山手、

神戸市交通局100年史
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神戸市の発展と神戸市
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及び東西周辺へ住宅地が広がってきていた。

▪繁栄する街
　経済成長は人々の暮らしを豊かにしただけで
なく、生活様式をも変え始めた。洋服を着る者
が増え、和洋折衷住宅が造られるようになり、
レジャーやスポーツ、ショッピングなどを楽し
む人が出てきた。大正モダニズムという言葉に
代表される洗練された都市文化が、豊かな市民
の中に広がっていった。それは、西宮と芦屋を
舞台にした谷崎潤一郎の「細雪」に詳細に描か
れているような豊かで美しい暮らしで、こうし
た暮らしぶりが神戸市内や近郊住宅地に住まう
豊かな階層の市民により営まれるようになって
いた。
　消費生活も経済発展に応じて豊かになり、元
町や新開地などには大正時代に百貨店が出現し
た。それは明治末に隆盛を博した勧商場（一つ
の建物に多種の小売店が出店するもの。明治43

（1910）年には市内で400を超えた）とは異なり、
大手商業資本があらゆる商品を一堂に集めて売
るもので、昭和 2 （1927）年に建設された大丸
百貨店神戸店のような大きな近代的店舗には多
くの買い物客が集まった。昭和 8 （1933）年に
は三宮にそごうが開店している（両店とも呉服
商として明治期に神戸に進出し、百貨店に転換
した）。
　また、湊川の付替工事で広い空き地となって

いた旧河川敷は「新開地」と呼ばれ、日露戦争
後に芝居小屋や映画館、寄席、勧商場などが立
ち並ぶ一大盛り場となった。地上 3 階地下 1 階
建ての聚楽館は、映画館のほかアイススケート
場、娯楽場、食堂、酒場、喫茶店を併設する複
合型娯楽施設で、多くの人を集めた。昭和 2

（1927）年の元日の新開地の興業施設への入場
者は 4 万 5 千人、 2 日は 4 万 8 千人と大変な賑
わいであった。
　通勤、通学のためだけでなく、ショッピング
や食事、各種娯楽のため、公共交通機関を利用
する人も飛躍的に多くなっていった。

　

▪神戸市電気局発足時の電気事業
　神戸市が第一次大戦下の好況をチャンスとと
らえて電気事業と電車事業の市営化を決行した
のは、両事業の公共性を考えてのことであった。
しかし、神戸市電気局発足時の電気事業はまだ
小規模で、市内の世帯数12万7,159戸のうち電
灯契約を交わしていたものは 9 万4,361戸（74
％）、工場数1,487か所のうちでは1,197か所（80

神戸市電気局発足時の
電気事業
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％）と一定の普及はしていたが、電灯契約戸数
のうちの 6 割が、 8 燭光12Wの薄暗い電灯のみ
の使用にすぎず、動力機2,613台のうち電動機
台数は1,465台（56％）と少なかった。
　電気の供給サイドも神戸電気株式会社から継
承した湊川、運河、葺合の 3 つの火力発電所が
あるだけで、常時出力は8,100kW、予備出力
は5,500kWであった。当時の電気使用ピーク
時の使用量は全市で 1 万788kWに達していた
が、現在の 1 世帯あたり 1 か月の電力使用量の
平均300kWと比較すれば判るように、ごくさ
さやかな電気事業であった。
　電気局は発足と同時に契約戸数を増やす努力
を始め、好景気を追い風に、大正 6 （1917）年
末には電灯取付数も、電動機使用台数も 1 割以
上増加し、収入も伸びた。しかし、既に電力使
用ピーク時に予備機をフル稼働して対処してい
た電気局には発電量の余力がなく、需要家の増
加による電力使用量増加に追いつかなくなるの
は目に見えていた。

▪石炭価格の高騰による収益性の悪化
　表「電灯需要家戸数及び電灯数」（18頁参照）
を見ると、神戸市の人口増及び市民生活の近代
化と軌を一にして、電灯数・需要家数とも右肩
上がりで増加していることがわかる。また、表

「電動力需要家戸数及び馬力」（18頁参照）にあ
らわれた電動力需要も、第一次世界大戦による
重工業、化学工業の急激な発展を反映して、大
正 6 （1917）年末と同 7 （1918）年末とでは、
電動力需要家戸数において約40％、電動機台数
は48％、馬力数は51％も増えている。電灯需要
を大幅に上回る電力需要の増大は、大正 6 年の
時点において、既に発電量不足が予期されてい
た神戸市電気局の電力供給力不足を露呈させ
た。
　神戸市電気局の電気事業はいくつかの問題を
抱えることとなった。その 1 つは、電力会社の

多くが水力発電設備を持っているのに対して、
神戸市電気局には近隣にダムをつくるのに適し
た河川がなく、100%火力発電だったため、石
炭価格の高騰に弱かった点である。平時ならば
それほどまでには問題にはならなかっただろう
が、第一次世界大戦で日本の製造業が活気づき、
貿易額も明治時代の末に比べ輸出で 3 倍、輸入
で 2 倍に増加したことで、船舶用に石炭が大量
消費され、石炭不足と価格の高騰が起きた。大
正 7 年の石炭価格は市営開始時の 2 倍に高騰
し、大正 7 年、電気局が消費した石炭は 2 億
1,579万7,400斤（約13万t）、同年の営業費278
万円のうち60%にあたる170万円が石炭購入費
に消えた。思いがけない石炭価格の高騰は電気
局の収支を悪化させ、路線敷設などの計画実行
の出鼻をくじくこととなった。
　高騰したのは石炭価格ばかりではない。あら
ゆるものの値段が上がった。特に大正 7 年 8 月
には米価が暴騰した。 8 月 1 日の米穀取引所に
おける米 1 石の値段は37円70銭前後であった
が、同月 5 日には42円、同 8 日には53円となり、
小売相場では、米 1 升が毎日、 3 銭から 5 銭も
高騰した。その日の稼ぎで 1 日分のお米を買っ
ていた庶民にとっては死活問題であり、米の急
騰は豪商や富豪が米を買い占めているせいだと
して群衆が富豪の家や豪商の店舗を襲撃する、
米騒動が全国的に広がった。神戸市でも 8 月12
日に湊川公園に集合した人々が暴徒化し、鈴木
商店などに放火する騒動に発展した。騒動の渦
中では、走行中の市電に一部の市民がぶら下が
り、職員が注意すると電車に向かって投石を繰
り返すという事態も発生し、乗務員の中には恐
怖心を抱いて離職する者もいたという。
　インフレが進行するなか、乗務員の給料アッ
プが物価上昇に追いつかなかったことも一因で
あろう。乗務員数の減少は車両不足とあいまっ
て間引き運転を余儀なくさせ、市民の不満を高
めることになった。
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▪発電量不足と停電
　また、停電も頻発し、市民の不興を買った。
もちろん電力不足が主要原因だったが、未熟な
技術者が多かったことも停電の一因であった。
神戸市電気局では、電力供給量をアップさせる
ため6,000kWの発電機を 1 台、湊川発電所に
増設することになっていたが、戦争の影響で発
電機の輸入が遅れ、増設工事が遅延した。
　大正 7 （1918）年 5 月の市会では議員から

「近頃電灯の毎晩消える事故が甚だ多いと言う
のはどういう訳でありますか」との質問が電気
局長あてに出された。これに対して小堀電気局
長は、停電の頻発は、購入した6,000kWの発電
機と現在まで使ってきた3,000kWの発電機 2 台
を同時に稼働したため故障が起きたと経緯を説
明し、さらに海が荒れて海草が大量に流れてき
たことも原因であると述べた。議員からは、市
民の不便をよく考えて欲しい、また故障するか
も知れないという「予告」は当局者として無責

電灯需要家戸数及び電灯数

電動力需要家戸数及び馬力

年　　次 需要家戸数 取 付 電 灯
戸　数 増加戸数 個　数 増加個数

大正 6年 8月 1日 94,361 ― 262,229 ―
　　 6年度末 102,446 8,085 291,030 28,801
　　 7年度末 109,841 7,395 335,261 44,231
　　 8年度末 114,752 4,911 382,302 47,041
　　 9年度末 120,647 5,895 423,182 40,880
　　10年度末 124,041 3,394 464,722 41,540
　　11年度末 127,504 3,463 499,432 34,710
　　12年度末 131,749 4,345 538,806 38,374
　　13年度末 133,995 2,146 566,066 27,260
　　14年度末 136,063 2,068 590,862 24,796
昭和元年度末 138,440 2,377 621,081 30,219
　　 2年12月末 140,170 1,730 643,585 22,504

年　　次 需要家戸数 据付電動機 馬 力 数
戸　数 増加戸数 台　数 増加台数 馬　力 増加馬力

大正 6年 8月 1日 1,197  ― 1,465 ― 8,297 ―
　　 6年度末 1,390 193 1,705 240 10,465 2,168
　　 7年度末 1,945 555 2,330 625 15,807 4,622
　　 8年度末 2,388 443 2,826 496 15,871 784
　　 9年度末 2,883 505 3,400 574 18,311 2,440
　　10年度末 3,369 476 3,998 598 21,637 3,326
　　11年度末 3,671 302 4,356 358 23,098 1,461
　　12年度末 3,958 287 4,735 379 26,333 3,235
　　13年度末 4,148 190 5,038 303 27,332 998
　　14年度末 4,333 185 5,306 268 28,140 808
昭和元年度末 4,489 156 5,309 3 37,300 9,160
　　 2年12月末 4,713 224 5,671 362 46,842 9,542
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任だとの批判がされたが、これに対する小堀局
長の答弁は、「海草がなかったら故障はしませ
ん」という答弁であった。海草が流れてくるだ
けで発電機が停止するとは、奇妙だが、発電機
を使いこなせていなかったことが想像される話
である。
　神戸市電気局では現有の 3 つの発電所の発電
能率を向上させる目的で、 3 発電所の送電系統
を 1 つに統一する工事が始められた。運河、葺
合の予備発電機を常時稼働にするかわりに湊川
発電所の予備発電機 2 台を 3 発電所の予備機と
して準備して、従来の8,100kWの常時出力を
1 万3,600kWまで増強させた。この工事が完
了したのが大正 9 （1920）年 4 月のことで、市
会で停電が問題視された時から 1 年ほどが経過
していた。

▪市営電気発足時の電灯・電扇料金
　電気・電車事業の市営化は、電気を低廉な料
金でより多くの市民が使用できるものとするこ
と、電車の路線網を拡張して市民の利便性を高
めることに目的があった。巨額の市費を投じて
民間企業を買った理由は市民への利便性供与と
利益還元であったから、電気料金は安くなるだ
ろうと市民は期待していた。しかし、料金は神
戸電気株式会社の料金体系がそのまま踏襲さ
れ、市営化してわずか半年後の大正 7 （1918）
年 1 月には、市民の期待を裏切って、料金改定

案が市会に提出された。
　値上げ案の経緯を説明する前に、当時の電気
料金について見ておきたい。料金は使用目的別
に電灯・電力・電熱の 3 種類に分かれ、従量ま
たは定額で使用料金が決められていた。
　定額制をとっている電灯料金を例にとると 8
燭光（12W）1 灯を屋内で使用すると月額48銭、
電灯はリース制であったので別に設備貸付料金
が 5 銭必要であった。定額電灯には、日没10分
前から日の出までの間、電灯がともる「夜間定
額灯」と、昼夜の別なく点灯できる「昼夜定額
灯」があり、後者は 5 割増料金だった。メータ
ーを付けて使用料分の料金をとる従量制の場合
は、メーター容量で最低使用料金が定められて
おり、 1 kW 1 か月で17銭、超過分は 1 kWご
とに15銭 3 厘、これにメーター使用料が加算さ
れた。当時の教員初任給は月額15円、米10㎏の
値段が 2 円18銭ほどであったことを考慮すれ
ば、電灯代は決して安いものではなかったが、
電気事業草創期の明治20年代の電気料金に比べ
れば、価格において半減、物価水準を考慮すれ
ば 5 分の 1 以下になっており、電気（電灯）の
ある生活も大衆化してきていた。
　大正時代の家庭で使用されていた電気器具
は、電灯のほかに当時「電扇」とよばれた扇風
機、そして炊事や暖房に利用する電熱器があっ
た。電熱器は器具代が高価だったので、電熱料
金が低めに設定されていたにもかかわらず、大
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正 6 （1917）年の時点で利用台数は95台と少な
く、普及しなかったのに対して、扇風機は夏の
暑さをしのぐツールとして利用が広まった。大
正 9（1920）年の利用者数は、家庭用が6,298台、
会社・商店用が8,374台である。扇風機の使用
料は、 1 シーズンごと、 6 月上旬から 9 月下旬
までの期間で、一般家庭用が12円から20円、こ
れに貸付費 4 ～ 5 円が加算された。この頃の神
戸市の人口は60万人ほどであったから、扇風機
を使用している家は、まだまだ限られた階層の
人々だった。

▪電気料金 3 年連続の値上げ
　急迫の一途をたどる電気局財政を立て直すた
め、電灯・電力料金の改訂（電車料金も改訂さ
れている－後述）が 3 年連続で実施された。市
営化から半年も経過していない大正 7 （1918）
年 1 月に出された最初の値上案は、電力料金に
ついて 2 割の値上げを行い、市民生活に影響が
大きい電灯料金は据え置くものだった。しかし、
石炭価格の上昇や人件費の高騰による財政悪化
を押しとどめることができず、 3 年連続の値上
げを実施せざるをえなかった。そのあらましは
次のとおりであった。

（大正 7年）
　大正 7 年 1 月12日の市会に料金改定案が提出
され、電気料金は同年 2 月26日に一部修正を受
けて可決、監督官庁の許可を受けて同年 5 月 1
日から実施された。
　この改訂により従来 1 kWあたり 5 銭の電力
料金が 6 銭に、おなじく 1 kWあたり 4 銭 5 厘
だった超過料金が 5 銭 4 厘に値上げされた。そ
の反面、市民生活に大きく影響する電灯料金は
年内値上げを見送った。一方、神戸電気当時か
ら特恵的措置として残されていた電力多使用者
に対する割引制度は見直された。
　また、電気局財政悪化の元凶ともいえる石炭

についても、その買い入れや消費方法について
調査研究が行われ、合理化のためメスが入れら
れた。

（大正 8年）
　前年の料金改定にもかかわらず一向に好転し
ない電気局財政の立て直しに向けて、電灯料金
も含めた改訂が提案された（括弧内は旧料金）。
　電灯料金
　　定額 8 燭光屋内灯　 1 か月52銭（48銭）
　　定額 8 燭光屋外灯　 1 か月49銭（45銭）
　　従量灯基本料金　 1 kW時19銭（17銭）
　　従量灯超過料金　 1 kW時17銭（15銭 3 厘）
　電力料金
　　基本料金　 1 kW時 7 銭（ 6 銭）
　　超過料金　 1 kW時 6 銭 5 厘（ 5 銭 4 厘）

（大正 9年）
　 2 年連続で値上げしたにもかかわらず電気局
財政は好転しなかった。第一次世界大戦が終結
して既に 1 年経過していたが、大正 8 （1919）
年 3 月には株式の大暴落が起こり、戦後恐慌と
いうべき深刻な不況になってきていた。しかし、
石炭価格は高止まりしており、電気事業営業経
費のうち 7 割を石炭費が占めるという異常な事
態となった。その一方で、労働運動の波が日本
にも押し寄せ、物価上昇とあいまって、神戸市
電気局でも大正 8 年10月に従業員が賃金の10割
アップを嘆願する事態が生じた。賃金の 5 割ア
ップでこのときの争議は解決をみるが、人件費
の増加は電気局財政を圧迫した。その結果、 3
年連続の値上げを余儀なくされ、次のような値
上げとなった。
　電気料金
　　定額灯使用料　平均13銭
　　従量灯使用料　 1 kＷ時 5 銭
　電力料金
　　基本料金　　　 1 kＷ時 1 銭 5 厘
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　 3 年連続の料金改定により、電気事業財政は
ようやく危機を脱し、収支健全化への道を歩む
ようになった。事実、大正 9 （1920）年度の電
灯・電力・電車収入は909万2,780円で、大正 7
年の 2 倍、同 8 年の 4 割増となった。電灯・電
力の需要の伸び、電車利用者の増加もプラスに
作用した。そして、一方の石炭価格も大正 9 年
をピークに安定に向かい、石炭購入費の営業費
に占める割合は 5 割（343万円）に低下したの
だった。
　この 3 年連続の料金改定も決して市民生活の
向上、安定した供給という公営事業の根本を忘
れてのことではない。それは、翌大正10（1921）
年に財政余力ができたことの還元として電灯・
電力部門で料金値下げを行ったことからも理解
されよう。電車料金もその後10年の長きにわた
って据え置かれ、まさに市営ならではの電気事
業がここに花開くことになった。
　以後、電気局の電灯・電力部門では増大する
一方の電気需要にこたえるための設備増強、受
電拡大にその力を注ぐことになる。

　

▪輸送力を超える乗客数の増加
　 5 両の花電車を走らせて市営化を祝った電車
事業も、乗客数が増えて順調に収益が上がるか
に見えた。料金は、市営化以前の料金体系（神
戸電気鉄道が採用していた区間制、 1 区 3 銭）
のままだったが、乗客数は、市営化前の大正 5

（1916）年に 1 日あたり 8 万4,982人だったのが、
市営化後は11万3,769人と34％も増加した。市
営化した最初の月の乗車人数は 1 日あたり13万

神戸市電気局発足時の
電車事業
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9,416人と驚異的な数字で、絵葉書の「おまけ」
や花電車に惹かれて、多くの市民が乗りに来た
ことも平均乗客数を押し上げた要因と思われ
る。運賃収入も民営時代の 1 日あたり2,593円
から3,479円へと大きく増えた。
　しかし、乗客の増加は市電の混雑に拍車をか
け、夕方 5 ～ 6 時の混雑時には、女性や子ども
は乗車できないほどだったので、市民から苦情
が寄せられた。大正 5 年には電車が 1 マイル走
行するごとに乗客を平均12.27人乗せていたが、
翌 6 （1917）年には15.58人、 7 （1918）年に
は21.01人、 8 （1919）年には19.36人と、混雑
度が酷くなっていたことが数字の上からも表れ
ている。電気局では90両ある客車のうち60両に
ついて、座席を中央部だけ残して取り払って立
ち席とし、できるだけ多くの乗客を乗せるとい
う、乗客に負担をかける形でキャパシティを増
やす苦肉の策をとった。それでも混雑が緩和さ
れることはなく、大正 9 （1920）年に大型のボ
ギー車両を導入するまで続いた。ボギー車両の
導入のおかげで大正 9 年の 1 マイル走行するご
とに乗せる乗客数は16.63人と減少し、翌10

（1921）年には13.34人となって、混雑緩和が実
現した。

▪電車料金の値上げと料金均一制の採用
　乗車料金についても大正 7 （1918）年 1 月の
電気料金値上げと時期を同じくして、料金改定
案が市会に提出された。乗車料金については、
市営化前のままに区間制を取るか、均一料金に
するかで意見が分かれて論争となった。論点と
なったのは、均一料金は車内業務も簡単であり、
学生や低所得者の利用を増やせるメリットがあ
るが、一部の区間を越えて利用していた人に
とっては値下げになるなど赤字解消にはなりに
くいといった点であった。料金体系の問題は市
会調査委員会で討議され、市内均一制が採用さ
れることと決まった。そして料金は 3 銭プラス
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通行税 1 銭の 4 銭と決められ、電気料金値上げ
よりも 5 か月遅れて大正 7 年10月から実施され
た。均一料金は下記のとおり。
　普通券　片道 3 銭（別に通行税 1 銭）
　　　　　往復 6 銭（別に通行税 1 銭）
　回数券　16回券45銭（別に通行税 5 銭）
　　　　　35回券95銭（別に通行税 5 銭）
　　　　　110回券 2 円95銭（別に通行税 5 銭）
　均一制に踏み切ったことは利用者に歓迎さ
れ、均一制採用直前の 1 日あたりの乗客数、10
万7,072人に対して、料金改定後の10月の平均
乗客数は18万9,985人と倍増した。それまで区
間を越えて利用していた人々には均一制採用が
値下げとなり、利用者を増やした。この大正 7
年の料金改定の影響を輸送成績で見てみると、
改定前 6 か月間の輸送旅客数2,230万5,383人、
運賃収入68万620円85銭に対して、改定後 6 か
月間は、輸送旅客数2,897万9,028人、運賃収入
80万4,244円と急上昇した。
　しかし、値上げの波は続き、均一料金採用か
ら数か月後の大正 8 （1919）年 1 月、電気料金
と同時に、電車料金の25％の値上げが市会に提
案され、市内均一普通券片道料金が 4 銭となっ
た。乗客の急増に対応するだけの車両を急ぎ購
入しなくてはならないうえに、市営化の大きな
理由の 1 つであった路線延長の実行のために資
金が必要だったためである。
　値上げが市民生活を直撃する度合いを緩和す
るため、電気局は通勤・通学者を対象とした早
朝割引往復券と割引率の高い通学回数券を発行
した。しかし、翌大正 9 （1920）年も、電車料
金は 4 銭（別に通行税 1 銭）から 5 銭（別に通
行税 1 銭）とする値上げが実行された。すべて
の物価が高騰した時期、大幅な値上げは致し方

ない面があり、また、前述したように電気局も、
市民負担を軽減するための工夫と努力を重ねて
いた。しかし、市営化イコール市民負担の軽減
という考えを持ち、市電のひどい混雑や停電な
どを経験していた当時の市民の理解を十分に得
られたとは言えなかった。大幅値上げを決めた
後の大正 8 年 3 月の市会では、電気局の刷新を
行う目的で「電気事業臨時検査委員会」が設置
され、また、大正12（1923）年にも「電気局検
査委員会」が市会で設置されて立入調査が行わ
れた。10か月間に及ぶ調査の間、電気局の綱紀
刷新を求める市民有志大会が開かれるなど関心
は高く、これを契機として局全体の綱紀刷新が
図られた。
　なお、大正 7 年に初めて採用された市内料金
均一制度は、市電が廃止された昭和46（1971）
年までの53年間、一貫して堅持された。

市電 1日平均乗客数の推移
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▪水力発電への模索
　電気局発足時に所有していた火力発電所は、
最も古い葺合発電所が明治41（1908）年、次に
古い運河発電所は明治43（1910）年、規模の大
きい湊川発電所は大正元（1912）年に設置され
ており、一部に老朽化が見られた。18頁の表「電
灯需要家戸数及び電灯数」、表「電動力需要家
戸数及び馬力」のように電力需要の急激な伸び
に対応するには発電設備を早急に増強すること
が必要だった。
　電力不足を憂慮したのは電気局だけではな
く、停電などに苦しむ産業界も同様であった。
神戸実業協会は大正 7 （1918）年 5 月に神戸市
に対して次のような趣旨の陳情書を出した。

　「欧州の戦乱が起きてから神戸市は急速に
発展し、工業の勃興、人口の増加は他に例を
みないほどです。電気、電力の需要はとみに
増加してきており、今後、増加は止むことが
ない有様です。もはや発電の余力はほとんど
なくなっているとも聞いており、また最近は
石炭価格の高騰で火力発電が大変不利益であ
り、発電所を増設するにも短期間では無理で
あろうと推察されます。
　それならば、今日、わが神戸市の発展に対
応するために水力電気を供給することが緊急
の課題ではないかと思われます。水力発電の
価格は安く、石炭価格によって生じている損
失を緩和できるが、神戸市に近接する地域で
水力発電事業の新設は望めません。
　数年前、大正水力電気会社の発起人より奈
良県の十津川と天の川の水力を使用して神戸
市に電気を供給する計画を出願したのが唯一

急伸する電気電力需要と
発電設備の増強

第4節
のものです。この出願が神戸市の利益だけで
はなく国益にもなると思いますが、まだ認可が
されておりません。早期認可が神戸市民の世
論と思いますので、一日も早い認可がされるよ
う神戸実業協会総会の決議をもって、市会で
の決議をお願いすべく陳情いたします。」

　水力発電は、送電技術の進歩により、消費地
からはるか遠くの山間の河川にダムを作って発
電する水力発電が、日露戦争前後から盛んに
なった。この頃、全国で、各地の河川にダムを
造る計画が、地域の有力者も巻き込んで作られ
ていた。陳情書にある「大正水力電気会社」は
神戸や大阪の有力者たちが神戸市で創設した株
式会社であった。
　水力発電については石炭価格の高騰に悩む神
戸市も魅力を感じて大正 7 年 5 月の市会で調査
費を計上し技師を雇って水源地探索を開始して
いる。そして、神戸市の上水道拡張計画地とし
て武庫川の上流、千苅地域を調査中に、ダム建
設に好適な場所があるとの報告がもたらされ
た。水源と発電が同時に可能になれば神戸市に
とって好都合であるため、さっそく兵庫県知事
あてに「武庫川水利権獲得の件」を出願した。
目論見では常時出力が5,000～7,000kWの小規
模な水力発電所を350万円かけて造るというこ
とだったが、本格的な調査の結果、千苅水源池
の貯水量では出力5,000kWが限界で、工事費
も予定よりかなり多額になることがわかったた
め、計画は中止された。大正 9 （1920）年に入
ると、石炭価格は下降し、火力発電に100％依
存することから生じた経営リスクは緩和してい
た。

▪発電設備の拡張と発生するトラブル
　電力を安定的に供給していくために最初に着
手されたのが湊川発電所の設備拡張であった。
大正 8 （1919）年11月に 3 か年計画で出力 1 万
2,500kWのタービンを 1 基増設し、変電所や
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送電線路など送電設備も大幅に改良する工事計
画が市会に提案され、即時着工となった。工事
総額は400万円で、この時期の電気局の事業収
入は年額650万円であったから、当時としては
大プロジェクトであった。
　新規導入された発電機はウエスティングハウ
ス社製で、旧神戸電気より引きついだ三宮、相
生橋、湊町、楠橋、番町、琴緒町の各変電所と
運河発電所内の変電設備の合計 7 か所の変電所
に改良工事を行い、新たに須磨（電灯・電力用）、
和田（電灯・電力・電車用）、葺合（電灯・電力）
の 3 変電所を設けた（市営化直後の大正 7

（1918）年に有馬道変電所が設置されている）。
また、発電所と変電所を結ぶ地中送電線路も、
5 系統が新設され、既設の 9 系統と合計して14
系統、長さも50㎞から100㎞を超えるようにな
った。
　発電設備の拡張は大正11（1922）年 8 月に竣
工し、10月 5 日から送電が開始された。しかし、
それから 2 週間足らずの10月18日、新しい発電
機が突然破損、停止し、市内の動力用配電のほ
とんどが 1 時間半にわたってストップし操業中
の大小工場に大きな迷惑をかけた。さらに 3 か
月後の大正12（1923）年 1 月23日、湊川発電所
のゼネラルエレクトリック社製の主力発電機が
破裂した。これは10月の事故の原因を調査して
いるさなかに発生した事故で、市内の動力用配
電が約 7 時間も停電する事態となった。電気局
は現有発電機をフル稼働させ、足りない分は川
崎造船所（川崎重工業）が所有する発電設備か
ら5,600kWを受電して当面の危機を乗り越え
ることができた。
　相次ぐ停電は、神戸市電気局にとって衝撃で
あった。停電による被害総額が60万円に上った
こともさることながら、市営発電所の拡充が実
現した暁には、市内の電力需要を電気局で一手
に引き受けようと目論んでいたからである。川
崎造船所をはじめ三菱造船所（三菱重工業）、鐘

淵紡績（カネボウ）などの大規模工場は自家発
電設備を持っていたが、市営発電事業が充実し
てきたことから、神戸市から電力購入する方針
を立てていた。連続して起きた停電事故は神戸
市電気局への不信感を高めることになった。

▪第 １ 期発電設備拡張計画
　外国製の発電機の事故原因を調査したとこ
ろ、発電機の酷使が原因であろうとの結論を得
た神戸市電気局は、電力供給の安定化を図るた
め、さらなる設備増強に乗り出した。湊川発電
所に新たに 1 万2,500kWの発電機を 1 台購入
して既設発電機の予備機とし、交互に使用する
ことで安定的な送電を実現するという計画が、
事故発生から 2 か月後の大正12（1923）年 3 月
17日に市会に提案された。 2 か年計画で108万
円の予算を費やし、翌13（1924）年 7 月 1 日か
ら新発電機が運転を開始した。
　新発電機の導入で、既設の運河・葺合両発電
所と湊川発電所の3,000kWの発電機 2 台は予
備機となり、市営電気事業の主力は6,000kW
発電機と 1 万2,500kW発電機 2 台を常用する
発電体制となった。これで市営発電所の発電量
は、 常 用 出 力 1 万8,500kW、 予 備 出 力 1 万
7,100kW、合計 3 万5,600kWで、これを大正
6 （1917）年の市営開始時の出力8,100kWと
比べると、 7 年間で4.5倍に増えたことになる。
　その後、大正15（1926）年に明治時代の古い
発電機を使用していた運河発電所と葺合発電所
が発電を休止した。両発電所とも旧式機械のた
め石炭を余計に消費したからである。実際、老
朽化が進むにしたがって発電効率は落ちる一方
であった。湊川発電所の最新型発電機の性能、
効率性ともに優れていたので、発電は湊川発電
所が一手に引き受けるようになった。これで、
神戸市電気局は石炭代の抑制を図ることがで
き、発電量は14％増加したが、石炭消費量は30
％も減少した。
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電　気　供　給　事　業
大正 6年度～昭和16年度

（備考） 1  使用電力量及び収入は年度合計、その他は年度末実績
 　　　 2  市営開始は大正 6年 8月 1日、事業出資は昭和17年 4 月 1 日
　　　  3  銭以下は切り捨て

年度別種別 大正 6年度 大正 7年度 大正 8年度 大正 9年度 大正10年度

電 灯 取 付 数 （灯）	 291,030 335,261 382,302 423,182 464,722
電 力 供 給 量 （kW）	 7,777.80 11,418.60 11,840.10 13,660.40 16,141.60
電 熱 供 給 量 （kW）	 80.5 60.8 250.8 583.9 657.4
使 用 電 力 量 （kWh）	 36,679,842 64,461,532 72,751,076 81,212,366 90,300,850

収 入 （円）	 1，661，833 3,266,753 4,495,473 5,990,580 6,659,046

年度別種別 大正11年度 大正12年度 大正13年度 大正14年度 大正15年度

電 灯 取 付 数 （灯）	 499,432 538,806 566,066 590,862 621,081
電 力 供 給 量 （kW）	 17,231.30 19,644.60 20,390.20 21,001.30 27,826.20
電 熱 供 給 量 （kW）	 777.8 3,357.40 3,720.80 5,874.70 5,981.40
使 用 電 力 量 （kWh）	 93,911,588 110,911,831 128,340,484 145,158,570 173,882,270

収 入 （円）	 6,117,350 6,330,545 6,979,002 7,424,440 7,768,333

年度別種別 昭和 2年度 昭和 3年度 昭和 4年度 昭和 5年度 昭和 6年度

電 灯 取 付 数 （灯）	 651，058 683，120 718，915 740，265 756，751
電 力 供 給 量 （kW）	 34，926．30 50，538．90 58，277．50 65，508．00 66，237．00
電 熱 供 給 量 （kW）	 7，509．70 8 ，849．90 10，946．40 11，723．40 11，736．70
使 用 電 力 量 （kWh）	 184，216，280 225，945，819 286，963，339 287，336，466 305，698，682

収 入 （円）	 8,082,572 8，820，175 10，161，334 10，006，871 10，140，188

年度別種別 昭和 7年度 昭和 8年度 昭和 9年度 昭和10年度 昭和11年度

電 灯 取 付 数 （灯）	 771，736 799，523 836，176 884，344 1,086，308
電 力 供 給 量 （kW）	 66，560．00 84，578．00 89，331．00 98，722．00 109，296．00
電 熱 供 給 量 （kW）	 11,692.60 11，193．00 11，757．00 13，291．90 15，892．40
使 用 電 力 量 （kWh）	 322，202，210 355，191，770 407，010，570 442，218，262 485，945，379

収 入 （円）	 10,838,373 11，657，938 12，791，519 14，161，435 15，847，293

年度別種別 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度 昭和15年度 昭和16年度

電 灯 取 付 数 （灯）	 1,181,751 1，213，904 1,247，472 1,296，921 1,310，478
電 力 供 給 量 （kW）	 117,422.40 140，535．10 144，155．10 159，275．40 160，235．20
電 熱 供 給 量 （kW）	 17,072.10 17，556．90 17，144．80 18，518．80 14，188．40
使 用 電 力 量 （kWh）	 524，495，788 549，543，787 529，968，970 534，298，650 543，968，854

収 入 （円）	 17,257,034 17，693，732 17，837，281 18，055，499 19，099，831
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▪電力需要の激増と宇治川電気からの受電
　湊川発電所への最新式発電機導入などで当面
の需要をまかなうことができた電気局だった
が、市内の電力需要は 1 年ごとに 1 日あたりの
需要量が2,000kW程度伸びてきていた。その
うえ、市電須磨線の路線建設が予定されており、
電力需要は高まるばかりで、何らかの対応策を
取る必要があった。電気局は発電所の新規設置
を考えて、総工費1,800万円、出力 5 万kWの発
電所建設を内容とする第 2 期発電設備拡張計画
を立案した。しかし、電力需要の増加のスピー
ドは速く、新発電所の完成を待てないことから、
民間電力会社から電力を購入することになっ
た。
　受電の相手は、大正水力電気であった。同社
は、神戸実業協会を介して神戸市に、吉野川水
系で発電して神戸へ送電する計画への協力を要
請してきた会社である。神戸市は大正 7（1918）
年11月に同社との間で、同社が得る電力を独占
的に神戸市に供給することなどを話し合い、翌
8 （1919）年 9 月、大正水力電気は出願が許可
されて正式に会社として発足して発電所の建設
に取りかかった。電気局は大正水力電気株式会
社から受電することについて大正11（1922）年
4 月の市会に提案をした。神戸市会は調査を行
ったうえで、同年12月に、3,150kWを受電する
こと、西灘村に受電設備を建設すること、電気
料金は 1 kWあたり 2 銭以内とすることなどを
可決した。
　受電が可決される 2 か月前の大正11年10月、
大正水力電気は宇治川電気に合併された。宇治
川電気株式会社は、琵琶湖の水を利用して京阪
神方面に電気を供給することを目的に明治39

（1906）年に創立された資本金1,200万円の大電
力会社である。山間遠隔地に建設したダムに併
設された水力発電所から送電線をつないで消費
地へ長距離送電するには、資本力を備えた会社

でなくてはならない。大資本の電力会社が遠く
のダムで発電した安価な電力を供給するので、
中小規模の電気会社は競争に負け、大きな電気
会社に合併統合されてゆき、 5 大電力会社と称
された巨大電力会社が形成されていった。宇治
川電気はその一つで、電車事業（山陽電鉄）も
兼営していた（宇治川電気、大同電力、日本電
力、関東の東京電灯、東邦電力とあわせて 5 大
電力会社）。
　吉野川水系の発電所から170㎞に及ぶ送電線
を経て送電された電気は、宇治川電力の五毛変
電所（のち宇治川電気神戸第一変電所）から地
中ケーブルで神戸市葺合変電所へ送られ、同変
電所から市内へ配電された。そして試験送電を
行った後、大正12（1923）年 4 月 6 日から本格
的な送電が行われるようになった。だが、長い
距離を送電する間にロスが多く発生し、予定し
ていた受電量4,000kWを確保するためには、
吉野川水系の発電所だけでは不十分であること
が判明した。このため、宇治川電気の揖斐川の
発電所からも受電を始め、これにあわせて葺合
変電所の受電盤を変更するなどの対応を行っ
て、揖斐川からの受電に備えた。
　その後も神戸市の電力の需要量は増加の一途
をたどり、大正14（1925）年 3 月には琴緒変電
所にも受電のための変圧器を増設するなどの措置
を行った。宇治川電気からの受電に関する第 1
期受電設備工事費は約37万円、同年 8 月より宇
治川電気からの受電量は4,000kWから7,000kW
へと大幅増加した。
　表「電気供給事業」（25頁参照）を見ると、
電気使用量は大正 7（1918）年から同12（1923）
年までの 5 年間で1.72倍に、12年から昭和 3

（1928）年までの 5 年で 2 倍になっている。こ
れだけの増加分をまかなうために電気局は宇治
川電気からの受電量を増やした。このために第
1 期受電設備工事が完了した直後の大正14

（1925）年12月には、 2 万kWを受電するため
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の設備構築で約90万円もの追加予算が議決さ
れ、宇治川電気の神戸第 2 変電所（のち妙法寺
川変電所）から市営千歳変電所を経由し、湊川
発電所において最大電力 2 万kWを受電するた
めの工事が着手された。受電設備や地中ケーブ
ル敷設増設など必要な工事が竣工したのは大正
15（1926）年10月のことであった。
　今後の電力需要量の増加に備えて、翌昭和 2

（1927）年にはさらに2,000kW増、翌 3（1928）
年 4 月にはさらに2,000kWを増やして24,000kW
を宇治川電気から受電するようになった。市営の
発電所の発電量は常用出力17,000kWであった
から、自前の発電よりも多くの電気を宇治川電気
によりまかなうようになった。

　

▪第 １ 期線の完成
　― 上筒井へ熊内延長線建設

　神戸市が神戸電気株式会社を市営化した主な
目的は、建設許可を得ている路線が一向に着工
されないままに置かれていることを憂慮し、計
画 6 路線の早期敷設を実現することであった。

市電路線網の拡大と
市電の改良

第5節

神戸市電気局は大正 7 （1918）年 2 月に市会の
議決を得て、翌 8 （1919）年 1 月、 1 期 2 号線
の残部（葺合区熊内橋通 1 丁目 3 番地先から坂
口通 2 丁目（上筒井）間）約697mの工事に着
手し、総工費23万 8 千円余りを費やして 4 月に
竣工、 4 月15日に営業を開始した。第 1 期の計
画線がようやく完成に至ったことになる。この
700mの延長軌道は、当初は神戸高等商業学校
や関西学院などへの通学路線であったが、翌大
正 9 （1920）年 7 月に阪神急行電鉄（現在の阪
急電鉄）の神戸終点が上筒井に設けられたため、
同線は大阪と神戸の中心とを結ぶ連絡ルートと
して重要な路線となり、神戸－大阪を直結する
ターミナルとして大いに賑わうようになった。

▪第 2 期線の敷設
　第 1 期線の敷設が終わり、次は第 2 期線の敷
設に取り掛かることになった。しかし、第 2 期
線の敷設計画は明治39（1906）年に出願された
もので、大正 9 （1920）年の現状には合わなく
なっていた。神戸市の人口は十数年の間に20万
人以上増加して住宅地が拡大し、商工業は発達
して、街の様子は大きく変わった。そして、新
たな交通手段として自動車が走り始め、道路の
状況も大きく変わり始めていた。表「明治39年
と大正 6 年の交通量比較」（28頁参照）をみると、
明治時代に主流だった人力車や荷車が減少し、
まだ少数ではあるが自動車が増えていること、

市電布引線上筒井へ延長。市営となって、
まず熊内 1 丁目から上筒井に至る熊内延
長線に着手。大正 8 （1919）年 ４ 月に完
成した。熊内 1 丁目で布引方面へ折り返
し運転をしていた頃
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自転車は激増していることが分かる。新しい時
代に合うように第 2 期線敷設計画の手直しを行
わなくてはならなかった。
　当局では市内の円滑な東西南北アクセスを確
立するという観点から新たに検討を加えた結
果、決められたのは次の 5 路線、全長11.822㎞

の新 2 期路線建設であった。
①　山手・上沢線（第 2 期 1 号線）

　布引線の加納町 3 丁目から大倉山、湊川公
園 下、 上 沢 を 通 っ て 長 田 交 差 点 に 至 る
5,358.73m。第 1 期線で市内東西の交通アク
セスを一手に担っていた栄町線の混雑緩和を
大きな狙いとした計画

②　楠公東門線（第 2 期 2 号線）
　山手・上沢線大倉山から楠公前に至る
626.216m。栄町、山手、上沢の 2 つの東西
縦貫線を南北につなぐことを目的にしたもの

③　湊川線（第 2 期 3 号線）
　山手・上沢線湊川公園下から新開地に至る
503.865m。楠公東門線と同じく 2 つの東西

明治39年と大正 ６年の交通量比較

自動車 自転車 人力車 荷	車 人	口
台 台 台 台 人

明治39年 6 529 3,019 12，244 345，952

大正 6年 74 7,681 2,703 16，070 558，319

明治39年は12月31日、大正 6年は年度末現在
（出典　神戸市統計書）

未開業特許線表

未　
　
　

開　
　
　

業　
　
　

特　
　
　

許　
　
　

線

第 1期 2号線の残部
（熊内延長線）

葺合区熊内橋通 1丁目 3番地先から同区
上筒井 6丁目を経て同区坂口通 2丁目
（上筒井）に至る間

697．852m

第 2期 1号線
（山手・上沢線）

生田区加納町 3丁目 3番地先から山手、
湊川公園及び上沢通を経て長田区四番町
7丁目 6番地先（長田交差点）に至る間

5，358．73m

第 2期 2号線
（楠公東門線）

生田区楠町 3丁目23番地先（大倉山）か
ら湊川神社東側を経て同区相生町 2丁目
28番地先（楠公前）に至る間

626．216m

第 2期 3号線
（湊川線）

兵庫区上沢通 1丁目 5番地先（湊川公園
下）から同区大開通 1丁目35番地の 2地
先（新開地）に至る間

503．865m

第 2期 ４号線
（尻池線）

長田区四番町 7丁目 6番地先（長田交差
点）から東尻池交差点、松原通及び中之
島を経て兵庫区船大工町21番地先（築島）
に至る間

2，992．01m

第 2期 ５号線
（和田線）

兵庫区出在家町104番地先（中之島）か
ら和田岬及び吉田町を経て同区高松町 3
番地先（高松）に至る間

2，341．19m

合　　　　　　　　計 12，519．87m
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縦貫線を南北につなぐことを目的にしたもの
④　尻池線（第 2 期 4 号線）

　長田交差点から東尻池を経て築島に至る
2,992.012m。当初の第 2 期線にはなかった
路線で、工業地帯として大きく発展していた
林田区（現長田区）、湊西区（現兵庫区）と
市街地を連絡する線として計画された

⑤　和田線（第 2 期 5 号線）

　兵庫線中之島から築島を経て高松に至る
2,341.193m。尻池線同様の理由によって計
画された

　全長 2 ㎞を超える④⑤は明治時代の計画には
なかったもので、両線は当時、人口増加の著し
かった林田区（長田区）、湊西区（兵庫区）を
沿線に持つ。両区には大工場が相次いで進出し
ており工場地帯としても発展していた。

市電第 1期線路線図

市電第 1期・第 2期線路線図
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　前述の 5 路線を建設する第 2 期線計画は大正
8（1919）年 1 月に市会に「電気鉄道建設ノ件」
として提案され、市会調査委員会に付託されて
実質審議が行われた。 5 路線の具体的ルート決
定については多くの意見が出た。特に山手・上
沢線の下山手 7 丁目以西が問題になった。電気
局が上沢通を選定したのは都市計画上の配慮に
加えて、福原遊郭を南北に分断することで、そ
の灯を小さくできるのではという期待も込めて
いた。だが、上沢通は道幅が狭く、市電敷設の
ためには用地買収や民家移転など懸念も多かっ

たのである。一方、上沢通より北側の松本通を
推す委員も多かった。松本通案は買収すべき民
家や用地が少なく、住宅開発を進める上での利
便性が長所であったが、山に近くなるため急こ
う配で屈曲が多くなることや、多聞小学校の移
転を伴うので反対が多いことなどが短所であっ
た。意見は伯仲したが、同年 5 月に松本通案は
否決され、電気局原案の上沢通を通ることと決
まった。

都市計画事業で拡幅中の上沢通

全通した市電上沢線
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▪第 2 期線工事の開始
　大正 8 （1919）年 7 月に計画ルート変更が主
務大臣あてに申請され、翌 9 （1920）年 5 月に
許可が出された。総工費は約910万円で、敷設
が急がれた山手・上沢線、楠公東門線、湊川線
の 3 路線を先行させて大正 8 年度中に着工し、
翌 9 年度に残りの 2 路線を着工させる計画を立
てた。しかし、第 2 期線敷設ルートには市中心
部の人口密集地帯が含まれ、道幅も狭く、また、
傾斜地が多いことや既設の線路（JRなど）と
交差しなくてはならないことなど、技術的にも
工費のうえでも難しい点が多かった。加えて、
今後の交通量を考慮し、道路の幅員が 1 期工事
の際は 8 間（約15m）だったものが、11間（約
20m）以上とすることになり、道路建設が都市
計画事業の一環として建設されることになった
ことが、工期を長くした。
　大正11（1922）年 4 月に、山手上沢線が全線

開通、同年 7 月には湊川線、大正13（1924）年
3 月に和田線が竣工し、計画策定から足掛け 6
年で市営化前からの懸案だった第 2 期線工事は
完了した。時間がかかったのは前述の理由に加
えて、第一次大戦後の不況で公債発行が思うに
任せなかったことも一因であった。

▪第 2 期線完成と乗客数の増加
　第 2 期線の完成で市電の営業キロ数は24.79
㎞になり、市営化から 6 年で倍の長さになった。
それまで浜手寄りを東西に往復する栄町本線を
はじめ全部の路線が往復運転をしていたが、第
2 期線の全通で、市内を循環する経路が生まれ、
住宅地から市中心部へ、また、南西、南東部の
工業地帯への移動が便利になり、市電は市民の
利便を飛躍的に向上させることとなった。利用
者数は格段に増加し、創業時である大正 6

（1917）年には一日平均11万3,769人だったが、
第 2 期線敷設が完成した大正13（1924）年には

大正1４年当時の運行系統名と起点・経過地・終点

系統名 起　点 経　過　地 終　点 運転方法

① 尻池北町 上沢、新開地、栄町 上 筒 井 往　　復
② 尻池北町 上沢、山手 上 筒 井 往　　復
③ 松　　原 栄町、山手、上沢、尻池 松　　原 循　　環
④ 松　　原 尻池、上沢、山手、栄町 松　　原 循　　環
⑤ 上 筒 井 栄町、新開地、上沢、松原 築　　島 往　　復
⑥ 上 筒 井 栄町 兵庫駅前 往　　復
⑦ 上 筒 井 山手、西出町 高　　松 往　　復
⑧ 上 筒 井 山手 兵庫駅前 往　　復
⑨ 春 日 野 兵庫駅前、平野 春 日 野 循　　環
⑩ 春 日 野 栄町 平　　野 往　　復
⑪ 春 日 野 平野、兵庫駅前 春 日 野 循　　環
⑫ 春 日 野 栄町、西出町 高　　松 往　　復
⑭ 西 柳 原 大 倉 山 往　　復
臨　① 上 筒 井 山手 湊川公園 往　　復
臨　② 西 柳 原 山手、栄町 西 柳 原 循　　環
臨　③ 笠 松 7 吉田町、金平町 東 高 松 往　　復
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23万9,388人と、 7 年間で倍以上になった。運
賃収入も乗客増加に応じて増え、創業時の 1 日
平均3,479円が、 1 日 1 万1,785円と 3 倍になっ
た。
　路面電車が登場した当時は運転距離が短く、
車両数も少なかったため、運転系統を決める必
要もなく、路線の要所に立ち番を置いて、折り
返し運転を指示するなどの措置で運行をしてい
た。しかし、路線が増えたことから、行き先を
書いた板を車両の前と後ろに掲げるようになっ
た。
　第 2 期線ができて運行体系が複雑化したこと
や、利用者の増加、車両の増加に伴い、大正 9

（1920）年10月から、「イ」から「ホ」までの 5
つのカナ文字を使って系統を表すことにした。
そして、第 2 期線工事が完了した大正13年に、
系統の大改正がされ、カナ文字の系統は廃止さ
れて、アラビア数字による系統標識に変わった。
アラビア数字の採用は、貿易都市である神戸市
には外国人も多いため、日本人だけでなく外国
人にも分かりやすい系統標識であるべきだとの
考えからである。アラビア数字の系統標識の採
用は全国に先駆けてのことで、路面電車を運行
している各都市から注目された。

▪ボギー車の登場
　神戸電気株式会社から受け継いだ車両は、木
造 4 輪客車Ａ型（会社創業時－明治43年頃に製
作された車両）50両とＢ型（大正 2 （1913）年
製作）40両に散水車 4 両の合計94両であった。
市営化当初、乗客は増加しているのに車両を増
やせず、座席を取り外して立ち席にして乗客を
詰め込むようにして走っていた。
　しかし、この状況は、大正 9 （1920）年 4 月
に大型車両であるボギー車を導入したことで大
幅に改善が図られた。それまでの 4 輪客車の定
員が52人だったのに対して、ボギー車は76人で
あり、最高120人以上の乗客を乗せることも可
能だった。ボギー車は、それまでの車両よりも
床が低く、乗降に便利だった。また、乗降口が
従来の 2 つから 3 つに増えて混雑時の乗降をス
ムーズに行うことができたうえ、制動装置を改
良して乗り心地も良くなっていた。試乗会に参
加した大阪朝日新聞の記者は、「新木の匂、ペ
ンキの香、真青の座席の美しさ、中央昇降口の
窓掛の晴々しさ……揺れの少ないのも心地宜し
い」と書き、新しい車両の美しさと快適さを寿
いだ。当時の価格で一両 2 万2,000円と高価

行先をわかりやすくするためカタカナ系統板を採用（完成間もない湊川公園で）

032 神戸市交通局100年史



だったボギー車（Ｃ型車）は、まず10両が春日
野－兵庫、上筒井－兵庫間に導入され、以後、
大正10（1921）年には 6 両、大正11（1922）年
にはＣ型車と基本設計は同じだが中央入口を広
げ運転台を広くした新ボギーＥ型車が14両製作
され、第 2 期線が完成した大正13（1924）年末
では50両のボギー車を持つようになった。
　路面電車の車体は元々木造であったが、大正
12（1923）年、スチール製の車体を乗せた鋼鉄
車（スチールカー）Ｇ型車が初お目見えした。
スチールカーの採用は、神戸市が日本初で、市
民からは「電気で走る車が鉄板では漏電しない
だろうか」などの心配の声が寄せられたという。
しかし、もちろん漏電事故もなく、頑丈で保守

費が少ないなどの利点が多いことでスチールカ
ーの評価は高まり、全国の電車事業者からの注
目を集めた。電気局では古い木造車を順次、ス
チールカーに改造していった。

▪車両工場と車庫について
　神戸市電気局に在籍する車両数は、市営化か
ら 5 年後の大正11（1922）年には178台、第 2
期線が完成した大正13（1924）年には236台と
増加していた。多数の車両のメンテナンスと製
作を行うためには車両工場と車庫の増設が不可
欠であることから、第 2 期線計画に並行して車
両工場と車庫の建設が行われた。
　最初に作られた車両工場は明治42（1909）年、

A車
神戸電気鉄道株式会社が神戸市街地で走らせた最初の電車

C車
混雑緩和のエースとして登場した５00型低床ボギー車
大正 9 （1920）年に木製ボディで10両、大正13（192４）年に
はスチール製となった

日本初といわれたスチールカーＧ車（200型単車）
大正12（1923）年 6 月から20両が登場して注目された

B車
市営マークを付けたＢ車

G車

033第 2章　神戸市の発展と神戸市



吾妻道 1 丁目の葺合車庫に併設された葺合工場
であるが、設備も不十分で手狭となっていたこ
とから、第 2 期線工事費で北町 3 丁目に長田工
場が建設され、大正11年 9 月に竣工した。神戸
市電気局では車両工場で木造車両を補修するの
はもちろんのこと自家製作も開始していた。車
両メンテナンスと改造、製作ができるように、
工場内には機械工場、電工場、仕上場、木工場、
塗工場などがあり、付属工場として鋳物工場、
車両分解作業所、鍛工場なども設けられていた。
　長田工場の完成で、葺合工場は廃止となり、
また、長田車庫（大正11年）と和田車庫（大正
12（1923）年）が増設された。

▪第 3 期線敷設計画と須磨線敷設問題
　第 2 期線に続いて第 3 期線を敷設する計画が
具体化したのは第 2 期線工事が着工した大正 9

（1920）年のことである。この年、須磨町が神
戸市に編入されて市域が拡大したこと、須磨町
や山手の住宅地、神戸市の東に隣接する市町村
で急激な人口増加が起きており、これらの地域
と市中心部とを結ぶ路線が必要だったことが、
第 3 期線の早期実現へと電気局を動かした。電
気局は大正10（1921）年 9 月に第 3 期線路線計
画を市会に提案し、調査委員会で一部修正され
た計画案を主務者に対して特許申請した。申請
した第 3 期線は以下のとおりである。

①　第 2 期線の梅ケ香町 2 丁目（東尻池交差点）
から分岐して須磨に至る路線（須磨線）

②　梅ケ香町 2 丁目から東尻池字墓山に至る路
線

③　東尻池高松から西代を経て番町に至り第 2
期線に接続する路線

④　下山手通 7 丁目から平野祇園町、石井町 5
丁目、菊水町 6 丁目を経て上沢通 1 丁目を通
って第 2 期線と接続する路線

⑤　上筒井終点から脇浜町 2 丁目に至り栄町本
線へと接続する路線

⑥　脇浜 2 丁目からさらに郊外を東に向かって
芦屋川へと至る路線

　図「市電第 3 期特許路線図」（35頁参照）を
見ると、第 3 期線はすべて東部、西部、北部の
路線で、しかも長距離である。神戸市の周辺地
域を広範囲にカバーする路線網をつくって住民
の便益に供すると同時に、中心部へのアクセス
をつくることで神戸市のさらなる発展をもたら
せる計画であった。
　しかし、神戸を大阪や姫路と結ぶ民営鉄道も
同様の路線を競願していたので、神戸市の申請
がすんなりと許可された訳ではなかった。須磨
線は、須磨町を神戸市に編入するにあたって、
須磨町側から敷設を強く要望されたものであっ
た。しかし、民営鉄道の兵庫電軌が兵庫を起点
に海岸に沿って東尻池、西尻池、駒ケ林、野田
を経て須磨に至る6,035mを大正 2 （1913）年

用水池を埋め立てて大正11（1922）年に
建設された長田工場（当時としては最新
鋭設備を誇る総合工場でここからつぎつ
ぎと自家建造電車が誕生した。
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に特許取得済みであった。兵庫電軌は、特許を
得てから10年近く未着工のまま、大正10年 1 月
に路線の一部変更を申請した。この申請に対す
る許可がまだ出ない時点で、電気局が申請した
路線と兵庫電軌が申請した路線とが同一だった
ことから、両者の間で特許獲得競争が勃発した。
　電気局の申請時期が兵庫電軌よりも遅いこと
は不利であったが、市電の須磨延長を願う林田
区や須磨区の住民による「市電須磨線速成同盟
会」の結成など住民の支持を背に、神戸市は実
現をめざしたが、市電が海岸線を持つことにな
れば経営上痛手となる兵庫電軌はパンフレット
を各方面に配布して理解を求めるなど、互いに
譲らなかった。市電は均一料金制を採用してい
るのに対し、兵庫電軌は区間制で須磨方面の住
民にとっては負担が多くなる。また、須磨の住
民が神戸中心部へ出かける際、市電ならば乗換
えが不要で均一料金になるのに対して、兵庫電
軌は乗換えがあり、料金も二重払いとなる。こ
うしたことから、市民からは市電を推す声が圧
倒的であった。世論を背に、市会も陳情活動を
繰り返し、大正11（1922）年 8 月、兵庫電軌が
乗入れを要求したときは拒否できないという条

件付きで、神戸市に敷設が認められた。兵庫電
軌は路線獲得に失敗したことが経営に響き、 4
年後の大正15（1926）年 8 月に宇治川電気に買
収されることになった。
　電気局のほかの第 3 期線計画路線も計画どお
りには進まず、兵庫電軌とのいきさつもあって、
五番町 7 丁目から板宿に至る山手線（図破線部
参照）と東尻池墓山から駒ケ林西場に至る海岸
線は不許可とされた。脇浜線の芦屋川までの延
伸も、当時、阪神国道電車が出願していたため、
不許可となった。民営鉄道各社との競合により、
第 3 期線計画は大幅縮小を余儀なくさせられ
た。

▪独自開発した新技術による軌道・
　架線の改良

　第 3 期線の建設には、電気局で独自に開発し
た新技術が採り入れられた。日本における路面
電車の歴史はまだ浅く、電車は輸入品で、車両
や軌道などの維持、管理には多くの困難があっ
た。
　軌道の問題点については、従来使用されてい
た溝型軌条を第 2 期線工事では試験的に高工字

市電第 3期特許路線図
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型軌条を使用したのを手始めに、須磨線以降は
すべての路線で使用するようになった。軌道の
床構造については、従来、砂利床の上に枕木を
敷き薄型軌条（レール）を載せるという施工で
あったが、これは保線のうえで多くの問題を抱
えていた。砂利床は水はけが悪く、降雨や土埃
を防ぐための散水車の放水、沿道の商店の打ち
水などで、道床内に水がたまって傷み、枕木の
弛緩、軌条継ぎ目の亀裂などが起きやすく、脱
線事故にすら繋がった。また、砂利舗装は軌道
敷内を貨物自動車が疾走して敷石を跳ね上げ、
この飛び石による事故も少なくなかった。トラ
ブルの多かった砂利床は、第 3 期線からコンク
リート床に変わり、この上に高工字型軌道を施
設するようになった。舗装も敷石かアスファル
ト舗装が増えていった。
　軌条の接続にも電気溶接法を採用した。ここ
で言う電気溶接法とは当時、アメリカで開発さ
れたばかりの新技術で、アメリカの電気溶接

メーカーからの働きかけを受け、全国の市電で
は初めて取り組んだものである。当時の担当者
たちは苦労を重ね、全国に先駆けて軌条溶接で
の電気溶接法を確立した。この新技術の導入で
走行時の音や振動が軽減されて乗り心地が格段
に良くなった。
　また、架線についても取付柱が、中央柱方式
から側柱方式に改められた。中央柱方式では自
動車の走行に支障をきたすからで、和田線に最
初に採用され、ついで須磨線、高松線も側柱方
式になった。さらに架線の吊架法も、それまで
の架空 2 線式から架空単線式に変えられたこと
で、断線による事故も大幅に減少した。
　このように第 3 期線は当時の電気局技術陣の
先見性、開発力を集めて敷設された路線となっ
たが、こうした新技術の導入には先人の不断の
努力があってのことで、一朝一夕に開花したも
のではなかった。
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婦人専用電車
　女性専用車両といえば市営地下鉄では平成1４

（2002）年末に導入され現在に至っているが、
それよりも80年も早く、大正 9 （1920）年11月
に、市電で婦人専用電車が運行されたことがあ
る。大正元（1912）年に東京の中央線の朝夕の
通勤通学時間帯に運転されたのが全国初の試み
で神戸の婦人専用電車は、これに次ぐもので
あった。大正 9 年春に近畿婦人大会が開催され
たとき、婦人専用電車の必要性が決議され、大
会に参加した矯風会神戸支部長の渡辺常子が、
婦人専用電車の運行を神戸市電気局や阪神電車、
兵庫電軌などに掛け合ったことを発端としてい
る。
　矯風会（日本キリスト教婦人矯風会）は、禁
酒や公娼制度の廃止、婦人参政権運動などを行
った婦人団体で、専用電車が必要であると訴え
た理由は、女学生など若い女性が多数の男性が
乗っている車両の中で、一緒に押し込まれてい
るのは風紀上、好ましくないという考えからだ
った。この時期の市電は、乗客数の増加に輸送
力が追いつかず、電車に乗り切れなかった乗客
が駅にとり残されており、特に女性客は乗り損
ねることが多かった。また、市電で通学する女

学生の着物の袂に「恋文」が入れられることも
少なからずあり、当時の大人たちの眉をひそめ
させてもいたのである。
　こうした状態であることから、時の電気局長
事務取扱であった乾長次郎は渡辺の意見に賛同
し、11月1５日の「誓文払い」にあわせて婦人専
用電車を走らせることにした。「誓文払い」と
は商人の祭りである恵比寿講の日に商店がお客
様への感謝の意味で行った大売出しである。年
に一度の安売りなので多くの買い物客が集まっ
た。普段から混雑している市電に大勢の買い物
客が押し掛ける「誓文払い」の日の混雑は並大
抵のものではなかった。混雑緩和と、女性の買
い物客へのサービスとして市中心部の商店街へ
の買い物客誘致という一石三鳥をねらった婦人
専用電車の運行であった。
　「誓文払い」当日、熊内－兵庫間を 3 台、春
日野－平野間を 2 台の婦人専用電車が運行した。
いずれも造花やモール、リボンなどで装飾し、

「御婦人用」と大書した横断幕をつけた花電車
のような車両だった。婦人専用電車の運行につ
いては事前宣伝が行きわたっており（当時の市
電は一両編成での運行だったので男性客は次の

電車を待たねばならなかった）、
男性からの不満が出されることも
なく、運行した ５ 日間に延べ 6 万
2,378人もの女性客を運んだ。
　好評を博した「婦人専用電車」
であるが、大型車両のボギー車が
導入されて混雑が緩和したことも
あって、次の年の誓文払いで復活
することはなかった。

「婦人専用電車」のお目見え
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▪大手電力会社の売電攻勢と日本電力
　の神戸市進出　
　市営開始時、 9 万4,361口だった電灯契約は、
10年後には13万9,160口と増加し、電灯数も26
万2,294灯から62万7,141灯へ、契約者あたりの
電灯数は2.7灯から4.5灯へと増加した。電灯の
ない家はほとんどないくらいに普及し、各部屋
に電灯がある生活が、わずか10年ほどの間に当

買電量の増加と
全市域にわたる電気供給

第1節
たり前になってきたことがわかる。市街地には
街灯が灯り、盛り場にネオンサインがまたたく
街の風景も、ごく当たり前のことになった。
　産業用電力も市営化当時、契約口数1,197、据
え付け電動機1,465台、馬力数8,297馬力だったが、
その10年後は各々4,597口、5,447台、 4 万5,681
馬力と、電灯の伸びを凌駕する増え方であった。
　しかし、電力需要の急増に対して市営発電量
の増強が追いつかず、神戸市では大正12（1923）
年より宇治川電気から本格的に受電を始め、購
入する電力量は増加の一途をたどった。昭和 2

（1927）年には自家発電量を購入電気量が上回
るまでになった。
　電気局が受電を開始したのと同じ頃、日本電

神戸市交通局100年史

第3章

市電・電気事業の発展と課題

ヨーロッパ調の街灯が美しく並ぶ臨海国道（今はフラワーロードと名を変えた）

電力供給の恩恵を受ける市街地風景－①
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海上から見たビル街の電飾　市章山・イカリ山も遠望される（神戸港）

ネオンの海……（湊川新開地）

街灯も商店街は一段と華やか（トアロード）

力株式会社が神戸市内への100馬力以上の電力
供給権を獲得し、大口需要者向けに働きかけを
開始した。日本電力は大正 8 （1919）年に宇治
川電気の林安繁と大阪郵船の山岡順太郎が、ま
だ電源開発がされていなかった北陸地方にダム
を作って水力発電し、高圧電線で近畿圏へ送電
することを目論んで設立した会社である。第一
次大戦を契機として諸工業の電力需要が急速に
高まるとの思惑で多くの電力会社が生まれ、発
電量が増えたが、大戦終結後の不景気で電力需
要が落ち込んだため電力が余った。各電力会社

は供給先を求めて争奪戦を繰り広げるように
なっていた。
　この「電力合戦」の口火を切ったのが宇治川
電力と日本電力の間の争奪戦だった。日本電力
は宇治川電気関係者が中心になって作った会社
で、当初は宇治川電気に売電していたが、名古
屋の大同電力が大阪へ進出してきたことから、
大阪を本拠とする宇治川電気は危機感を持ち、
日本電力との契約を反故にして大同電力と電力
購入契約を結んだ。窮地に陥った日本電力は京
阪神の電力需要者をターゲットに積極的に関西

電力供給の恩恵を受ける市街地風景－②
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圏での勢力拡大に打って出た。その結果、日本
電力は昭和 2 （1927）年の時点で 1 万数千kW
に及ぶ供給契約を神戸市内で獲得し、市内で変
電所建設や配電線埋設に係る道路占用願を神戸
市に提出するなど、売電のための準備を遅滞な
く進めていた。

▪神戸市全域を電気局の電力供給圏に
　 5 大電力会社の一つである日本電力が神戸市
内で供給先を広げ始めれば、規模で劣る神戸市
電気局の電気事業に甚大な影響が生じることは
火を見るより明らかであった。しかも電気局が
電気を購入している宇治川電気の関係もあり、
事態は複雑化、深刻化していった。
　こうした状況を憂慮して、長延連兵庫県知事
が 3 者調停に乗り出し、その結果、日本電気は
需要者に直接供給せず、電気局に電力を卸売り
するというかたちで合意が成立し、昭和 4

（1929）年 3 月に電気局と日本電力との間で受
電契約が結ばれた。両者の調停条件で、①日本
電力が供給契約を結んだ需要家の契約は神戸市
が買い取って神戸市が供給する　②日本電力が
所有する二軒茶屋変電所で受電するが、同変電
所と湊川・葺合変電所間の送電設備などは神戸
市が購入する（送電設備等は55万7,148円54銭
で買収した）　③将来、神戸市の増加電力分に
ついては 6 割を宇治川電気、 4 割を日本電力か
ら供給を受けるなどのことが定められた。

　そして、昭和 5 （1930）年 3 月31日から日本
電力からの受電が開始された。

▪灘区への供給区域拡大をめぐって
　昭和 4 （1929）年 4 月、住宅開発が進んで人
口増加が著しい、西灘町、六甲村、西郷村の 3
町村が神戸市に編入され、人口 6 万人あまりの
灘区として発足した（神戸市人口は72万 7 千人
になった）。阪神間では、明治41（1908）年か
ら阪神電鉄（阪神電気鉄道）が、御影、尼崎両

灘区電気御需用家へと題するビラ

阪神・阪急両電車の市内乗入れを報じる新聞記事
（昭和11（1936）年 2 月1５日）
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発電所の余剰電力を沿線の 3 郡17町村に供給す
る事業を行っていた。電気局は市内全域に電気
供給事業を行うことが市是だったので、旧 3 町
村への電気供給区域拡張願を昭和 4 年 9 月に逓
信省に願い出た。阪神電鉄の電気料金は神戸市
電気局の料金よりも電灯、電力ともに 2 割から
7 割高く、神戸市電気局の区域拡大は住民にと
っても望ましいことであった。
　しかし、逓信省は神戸市の供給区域拡大を容
易には認めなかった。神戸市は認可促進のため
に運動する一方で、阪神電車に対しては電気局
並みに料金を引き下げるよう何度も交渉を行っ
たが、うまくいかなかった。高い電気料金を払
う灘区の区民の間には不満が募り、一部地域で
料金不払い運動がおこるほどであった。

▪阪神電鉄の地下乗入れと供給区域問題
　膠着状態にあった供給区域問題が解決に向け
て動き出したのは昭和 9 （1934）年 6 月のこと
である。阪神電鉄がかねてより申請していた神
戸市内地下乗入れについて県から意見照会があ
ったことが契機になった。時の神戸市長であっ
た勝田銀次郎は、電気問題解決のため、神戸市
電気局に阪神電鉄の電気事業買収を前提に調査
と準備を進めさせ、昭和10（1935）年 1 月28日、
堀啓次郎阪神電鉄社長に、灘区区民の要望があ
るので灘区における阪神電鉄の電気供給事業を
現状のまま譲ってほしいとの提案を行った。こ
の申し出に阪神電鉄側から、「平素特ニ御厄介
ニ相成リ居ル御市ノ御申出ニ付キ」交渉に応じ
るという回答が翌日届けられ、買収交渉は即刻
開始された。その後の展開は速やかで、同年 4
月 1 日には買収に関する仮契約書の調印がなさ
れ、同月25日に開催された阪神電鉄の臨時株主
総会で、685万円で灘区の電気供給権を譲渡す
ることについて株主の重役委任を取り付けた。
市会でも 6 月 5 日の本会議で電気事業の買収関
連議案が満場一致で可決された。

　そして、 6 月22日、神戸市電気局は阪神電鉄
と連名で逓信大臣あてに電気供給一部譲渡及び
電気供給規程一部変更の申請を行った。翌昭和
11（1936）年 4 月30日に認可が出て、同年 7 月
1 日には灘区の電気事業の買収が完了し、市全
域の電気事業の統一が実現した。

▪全国有数の配電業者に
　灘区の電気事業を市営化したことで、新たに
185,104灯の電灯、5,497kWの電力、3,495kW
の電熱（家庭用電気）を新たに神戸市電気局か
ら供給することになったわけで、その事業規模
は 3 割強拡大した。
　神戸市電気局が創立20周年を迎えた昭和12

（1937）年には、電灯契約口数は20万1,742口、
電灯数は113万2,992灯に増加し、電力について
も契約口数7,938口、使用電動機数 1 万548台、
総馬力数14万6,507馬力に増えた。10年前と比
較すると電灯数において1.8倍（20年前の4.3倍）、
総馬力数で3.2倍（同17.7倍）になったことに
なる。特に産業用電力の需要が大きく増えた。
　電力需要の高まりは電気局の電気事業収入を
大きく伸ばし、市営化した際は年間166万円だ
った収入も、20年後の昭和12年には1,726万円
となった。同時期の市電から得た収入は513万

　　神戸市財政収入の構成百分比の比較� （単位：％）
期　間

項　目
明治40～
大正 3年の平均

大正 8～
昭和 4年の平均

税
使用料・手数料
　　　市　　費　
　　　水　　道　
　　　電気事業　
公　費（含借入金）
繰 越 金
国 ・ 県 補 助 金

26.5
10.8
1.3
9.5
―
32.5
9.3
2.7

16.6
27.5
2.6
3.3
21.6
24.3
18.0
1.5

そ の 他 共 合 計 100.0 100.0

出典：「新修神戸市史　歴史編Ⅳ」（平成 6年）
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円、自動車事業からは183万円で、電気事業が
神戸市電気局の一番の稼ぎ頭だったことがわか
る。そのことは、表「神戸市財政収入の構成百
分比の比較」を見ても、市財政収入の21％が電
気事業からあげられており、公債（借入金）に
ついで、税金より多くの収入を神戸市にもたら
していたことがわかる。電気局では市財政への
繰入金をほぼ毎年計上しており、最も多いとき
で141万円（歳出全体の7.5％）を支出していた。
この繰入金については、市営事業である以上、
利益は使用料の値下げというかたちで市民に還
元すべきだという声もあがっていた。
　収益の上がっていた電気局ではあったが、一
方では阪神電鉄や日本電力から電気供給権や送
電設備を買収するため多額の出資をしており、
公債費は年々増大の一途をたどった。大正 6

（1917）年から12年に至る間の支出累計9,332万
円に対して公債費累計が1,635万円で支出全体
の17.5％を占めていたことになるが、大正13

（1924）年から昭和 4（1929）年の間においては、
1 億217万円に対して3,488万円、支出に対して
公債費が34.1％にもふくれあがった。支出の 3
分の 1 が公債費として借金返済に充てられてお
り、将来的に楽観視できる状態ではなかった。

▪東海道線の高架化と変貌する街の景観
　前述したように、現在の東海道線が開通した
頃の神戸は、兵庫と居留地周辺以外は市街化し
ておらず、海岸線に山が迫って平地が少ない神
戸のど真ん中を東西に貫く鉄道線路を、人々は
文明開化の時代の象徴と見えていた。しかし、
神戸市が発展を遂げるにしたがい、狭い平地は
すべて市街地化し、大正時代になって都市計画、
街路計画が立案される頃には、国鉄線路は街を
南北に分断する障害物として意識されるように
なった。
　線路と道路が交差するところには踏切が作ら
れたが、大正 7 （1918）年頃には、灘－三宮間
に14か所、その他、市内全体で33か所の踏切が
あった。踏切があっても閉めている時が少なけ
れば、不便さをさほど感じないが、当時は既に
1 日、180～190本もの列車が走っており、踏切
が閉じている時間も多くなっていた。
　市街地を分断する線路の存在を難ずる声が市

塗りかわる
市内電車路線図

第2節

　　　　　　　　　　　　　　　　電気事業建設費累計と使用料収入の比較� （単位：万円）
年　度

項　目 大正 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 昭和 2 3 4 5

建設費累計Ａ 1,351 1,393 1,458 1,614 1,974 2,057 2,159 2,389 2,478 2,626 2,696 1,351 1,351 1,351
使用料収入Ｂ 166 327 450 599 666 611 633 698 747 777 808 166 166 166
×100％ 　 12.3 23.5 30.9 37.1 33.7 29.8 29.3 29.2 30.0 29.6 30.0 12.3 12.3 12.3

建設費累計Ａ 912 941 958 1,291 1,595 1,767 1,871 1,992 2,074 2,111 2,160 1,351 1,351 1,351
使用料収入Ｂ 85 150 187 281 314 364 397 430 449 501 536 166 166 166
×100％ 　 9.3 15.9 19.5 21.8 19.7 20.6 21.2 21.6 21.6 23.7 24.8 12.3 12.3 12.3

建設費累計Ａ 2,263 2,334 2,416 2,905 3,570 3,824 4,030 4,381 4,552 4,737 4,856 5,044 5,286 5,551
使用料収入Ｂ 251 477 637 880 980 975 1,030 1,128 1,191 1,278 1,344 1,427 1,609 1,537
×100％ 　 11.9 20.4 26.4 30.3 27.5 25.5 25.6 25.7 26.2 27.0 27.7 28.3 30.4 27.7

出典：「新修神戸市史　歴史編Ⅳ」（平成 6年）
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民の間で高まってきていたところへ、京阪神間
の鉄道複々線化工事計画が持ち上がり、鉄道の
立体交差をのぞむ世論が大きくなってきた。神
戸市は、高架は市街地の分断を永久化すると反
対し、地下化を強く申し入れたが、地下トンネ
ル建設には神戸市にも多額の負担が生じるため
断念せざるを得なかった。そして、鷹取－灘間
の高架による複々線化が決まり、市街地中心部
の7.5㎞はスラブ式、両端は築堤式の11㎞にわ
たる長い高架橋が建造されることになった。
　大正 8 （1919）年から測量が開始され、同15

（1926）年 8 月に高架線工事に着工、 5 年後の
昭和 6 （1931）年10月、高架工事が完成した。
高架工事と同時進行で、当時は現在の元町駅の
場所にあった三ノ宮駅が現在の場所に移転し
た。東寄りに移転したのは、私鉄路線の市内乗
入れ、そごう百貨店の移転などが計画されてい
たからであった。

▪国鉄高架化に伴う軌道切替工事の実施
　高架化する前、市電は、鉄道線路を跨線橋で
またいで交差していたが、今度は高架線の下を
くぐることになり、布引線の滝道、栄町本線の
相生橋、兵庫線の湊川、尻池線の御幸の 4 か所
で線路の切替工事が実施された。切替工事は 4
か所、一斉に実行することが決められ、昭和 4

（1929）年 6 月 9 日に実施された。電車の運休
など影響を最小限に留めるために準備期間とし

て 3 年間を費やし、軌道建設や切替手順などが
決められた。
　切替え当日、各切替地点で市電は一時運休し、
御幸は午前10時から、滝道は午後 0 時から、湊
川は午後 5 時から、相生橋は10日の午前 0 時か

完
成
直
後
の
省
線
高
架
三
ノ
宮
駅
付
近

滝道

省線は高架、市電は地上 ～大工事の様子～
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ら運転を停止し、乗客は徒歩や臨時バスで停止
箇所を移動した。 4 か所を 1 日で切り替えるた
めに集められた要員は、鉄道省側800人、神戸
市電気局側300人、払暁から深夜に至る大工事
であった。
　滝道、湊川、御幸の 3 か所は、鉄道の架橋ま
でに市電の電車線と軌道を撤去しなければなら
ず、これに全力が注がれた。撤去後、鉄道が架
橋され、その後、電車線接続がなされた。10日
午前 1 時半の最終列車通過後には、鉄道線を除
去した後、市電軌条の連結作業が行われ、鉄道、
市電ともに10日始発から、無事開通した。
　この切替工事の完了を祝って沿道の家々には
国旗が掲げられ、市は大倉山から花火を打ち上
げて祝った。

▪国鉄の電化－省線電車登場
　国有鉄道の高架化から 3 年後の昭和 7（1932）
年、片町線が電化されたのを皮切りに、城東線

（環状線）についで吹田－明石間が電化される
ことになり、昭和 9 （1934）年 7 月に吹田－須
磨間、同年 9 月に須磨－明石間の工事が終わっ
て、電車が通るようになった。電車開通の際に、
摂津本山、六甲道、元町（元は三ノ宮駅）の各
駅が設けられた。
　関西の国有鉄道の電化はその後も継続され、
昭和12（1937）年には明石から京都までが電化
区間となり、電車のスピードアップや運行本数
の増発がなされ、乗客輸送力が大幅にアップし
た。このことは乗客の利便性を大きく高めたが、

湊川相生橋
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国鉄と並行する路線を有し、国鉄のように大阪
や京都へ行く長い電車網を持たない神戸市市電
にとって、強力なライバル出現であった。

▪阪神電鉄の地下線乗入れ
　明治38（1905）年 4 月に開通した阪神電鉄は、
神戸市内では道路との併用軌道だったため安全
上に問題があり、 2 両連結運転は大阪－青木間
に限られていた。阪神電鉄は神戸－大阪間を全
線連結運転できるよう、大正 8 （1919）年に神
戸－岩屋間の専用軌道化を計画した。しかし、
この計画は神戸市の反対で実現せず、その後、
大正13（1924）年に、神戸－岩屋間を高架にし
て三宮から荒田町 2 丁目（湊川公園）までを地
下で乗り入れる計画を策定した。こちらも、高
架が市街地を分断することになると神戸市の反
対に遭い、実現しなかった。
　昭和 2 （1927）年、神戸市が阪神国道の三宮
までの延長を決定した際に、阪神電鉄は国道の
地下をくぐる地下線路のかたちで、長年の懸案
だった市内専用軌道を敷くことになった。岩屋
から三宮に至る2.9㎞の地下線路の工事は昭和
6 （1931）年に着工し、同 8 （1933）年 6 月に
完成した。この地下線路完成により、阪神電車
は大幅にスピードアップすることが可能にな
り、特急は大阪－神戸間を35分で走るようにな
った。
　当時、湊川公園を一大ターミナルにして、大

阪方面へ行く私鉄と、姫路方面へ行く私鉄が出
会うようにする計画があり、阪神電鉄も当初は
湊川公園まで路線を延伸する計画であった。そ
れゆえ岩屋から三宮に至る地下鉄道工事は西へ
向かって継続され、昭和11（1936）年 3 月に元
町までの工事が完成した。このとき、折しも阪
急電鉄が西灘－三宮間の工事をしており、どち
らが先に完成するか、ライバル会社同士の競い
合いのようになり、阪神電鉄の元町乗入れ工事
はわずか 9 か月で完成した。

▪阪急の高架線建設と神戸市の反対運動
　阪急電鉄の神戸線が開通したのは大正 9

（1920）年 7 月のことで、当時は現在の王子動
物園西寄りの上筒井が終点であった。阪急電車
に乗って来た乗客は、上筒井で市電に乗り換え
て神戸中心部へ行かねばならず、直接乗り入れ
ている阪神電鉄や省線（現在のJR。鉄道省の
路線なので省線と言った）と比べて不便なため、
乗客獲得競争のうえでも不利な立場にあった。
阪急電鉄は神戸線開通前の大正 8（1919）年 1 月
に、上筒井から北長狭通 2 丁目まで直進、同地
点から三宮 3 丁目（三宮神社前あたり）まで南
下する、3.6㎞ほどを路線延長する計画を出願
した。軌道は新生田川付近まで地上を専用軌道
で、それより西は地下で乗り入れるというプラ
ンだった。
　この計画に対して神戸市は反対の立場をとっ

地下鉄乗入れ前の阪神三宮駅終点
地下鉄としては日本一の規模であった

昭和 8 （1933）年 6 月完成した阪神電車三宮駅の中央階段
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た。その年の秋に内務省で開催された神戸市区
改正委員会において、国鉄の複々線軌道を高架
にするが、私鉄の市内延長線は地下線とするこ
とが決定された。このため、阪急電鉄の市内延
長申請もすべて地下線にするという条件で、同
年12月付で許可を出した。しかし、その後、阪
急電鉄は、地下線にすると建設費が莫大になり
工事期間も数年かかるので採算が合わないとし
て、生田神社付近までは高架、そこから終点ま
では地下線にするという申請を、大正10（1921）
年 9 月に提出した。阪急電鉄の申請に対し、神
戸市は、私鉄はすべて地下線にて乗り入れるべ
きだと絶対反対の立場を表明した。兵庫県も神
戸市の意向を尊重し、阪急電鉄側の度重なる申
請提出や働きかけに応じないまま数年が経過
した。
　昭和 2 （1927）年10月に至り、阪急電鉄は高
架・地下併用案を捨てて、三宮まで全区間を高
架線で乗り入れる案を申請してきた。それは前
述した鉄道省が神戸市内縦貫線の高架化工事に
着工したことと、阪急電鉄神戸線の大阪梅田－
新淀川間の高架化が実現したことから、阪急電
鉄が神戸市内への高架乗入れに自信をつけたた
めでもあった。兵庫県も知事が交代したことも
あって、以前とは態度を変え、阪急の申請受理
を決定し、神戸市に諮問してきた。ここで、神
戸市は当然、反対の意を表するはずであったが、
事務手続きのミスで「支障なし」との意見を答

申してしまったという。
　この事態に驚愕した市会はあらためて全会一
致で反対決議を採択し、高架阻止のための実行
委員会を設置して反対運動に乗り出した。この
事態を受けて、阪急電鉄は申請を一旦撤回し、
翌 3 年（1928） 5 月に、西灘付近から分岐して
国鉄高架線沿いに高架で三宮まで乗り入れるプ
ランを申請してきた。この計画に対しても神戸
市は反対の立場を取ったが、鉄道省は既に阪急
電鉄の計画を技術的に支障なしとして認めてい
たこともあり、事態は阪急電鉄に有利な方向へ
動いていった。そして、神戸市側にも高架化に
賛成する者が出てきて強力な反対運動が組めな
くなり、阪急の申請から 1 年後の昭和 4 （1929）
年 6 月21日付けで阪急電鉄の計画は許可され
た。
　高架線の工事に着手されたのは昭和10（1935）
年 3 月のことで、翌11（1936）年 3 月には完了
し、 4 月 1 日に開通式が挙行された。阪神電鉄
の元町地下乗入れから 2 週間後のことであっ
た。

▪神戸と郊外、近隣都市を結ぶ
　私鉄路線の完成
　神戸と大阪を結ぶ阪神、阪急以外に、明石・
姫路方面へ行く山陽電鉄、有馬を経由して三田
へ向かう神戸電鉄、これらは現在も主要公共交
通として現役の私鉄路線である。神戸以西へ向

高架工事が完成し三宮乗入れの試運転を行う阪急電車
（昭和11（1936）年 3 月）

神戸市会は阪急電車の市内高架乗入れに断固反対する……
（昭和 2 （1927）年12月2５日付「又新日報」）
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かう電車として、現在の山陽電鉄の前身、兵庫
電気軌道が営業を開始したのは明治43（1910）
年のことで、神戸市電の前身、神戸電気鉄道の
開通と同じ頃のことである。兵庫電気軌道は兵
庫から西へ軌道を延ばし、大正 6 （1917）年 4
月には兵庫－明石間が開通した。一方、明石以
西については、姫路まで、神戸姫路電気鉄道が
大正12（1923）年に運転を開始し、両線は明石
で乗り換え連絡するかたちであった。この神戸
姫路電気鉄道が、明石から神戸市内への鉄道敷
設免許を持っていたことなどで両社は対立関係
にあったが、昭和 2 （1927）年宇治川電気が両
社を買収したことで、両社は宇治川電気の電鉄
部として新発足し、翌 3 （1928）年 8 月から兵
庫－姫路間の直接運転が開始された（昭和 8

（1933）年 6 月に宇治川電気から分離独立して
山陽電気鉄道となった）。
　一方、神戸市北部については、大正15（1926）
年、北部開発と有馬温泉への旅客誘致を目的に
神戸有馬電気鉄道が設立された。現在は有馬温
泉より北の三田市まで線路が延びているが、湊
川から有馬までの路線が開通したのが昭和 3

（1928）年のことである。同線は神有電車と呼
ばれていたが、昭和24（1949）年に神戸電鉄と
改称し、今に至っている。
　大阪と神戸を結ぶ路面電車も昭和 2 年に敷設
されている。それは、大正時代、モータリゼー
ションの勃興期に、 2 大都市間の幹線道路とし
て作られた阪神国道に敷設された阪神国道電軌

（通称阪国電車）のことで、西野田と神戸東口
間を運行した。幅員27mの阪神国道は「飛行場
道路」と言われたほどで、路面電車の運行に支
障はなく、多くの駅を設置して住民のニーズに
こたえた（阪神国道電軌は、昭和 3 年に阪神電
鉄の経営となり、その後、昭和50（1975）年に
廃止）。阪国電車は神戸東口（灘区と中央区の
境にあたる場所）で神戸市電と連絡するかたち
であった。

▪私鉄路線網の発達と市電利用者減
　大正時代後半から昭和初期に、現在の神戸市
に乗り入れている電車路線の大半が出そろった
ことになる。これは、市電にとっては、市内に
おける競合路線が複数開通したことを意味し、
利用客を省線、阪神、阪急、山陽、神有、阪国
の各線に奪われることになった。さらに、小回
りがきく民営バスやタクシーは利便性の上で市
電を上回り、脅威となった。
　神戸市電気局発足以来、右肩上がりで延びて
きた利用者数は、昭和 3 （1928）年に一日平均
30万人を超えてピークとなり（大正 6 （1917）
年発足時は11万人）、それ以降は、昭和恐慌な
どの不況の影響もあり、昭和 4 （1929）年に28
万人、同 5 （1930）年に26万人、同 6 （1931）
年には23万人というように減少した。乗客減少
は運賃収入の減少となり、昭和 3 年に 1 日あた
り 1 万6,244円だった乗車料収入は同 6 年には
1 万2,848円、 2 割減となった。
　こうした事態にあって、神戸市電気局は路線
の拡充、バス事業開始、女子車掌の採用、ロマ
ンス・カーの運行などで業績の挽回を図っていく。

▪東部国道線と税関線の敷設
　大正11（1922）年 8 月に第 3 期線 5 路線の特
許を得たが、すみやかに着工したのは、昭和 2

（1927）年開通の 1 号線－須磨線（東尻池交差
点－須磨駅前）と翌 3 年開通の須磨線に連絡す
る高松線（東尻池交差点－高松町）の 2 路線で、
あとの 3 路線は、緊縮財政や、都市計画事業が
予定どおりに進行しなかったことで着工しない
ままになっていた。
　だが、私鉄路線の中心部乗入れや民間バス事

交通手段の多様化による
市電経営不振と路線敷設計画
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業の設立などで競争相手が出現すること、私鉄
の新路線敷設で市内交通網に変化が生じたこと
により、神戸市電気局も対応を迫られ、第 3 期
線の路線の再検討を開始した。それは昭和 2 年
のことで、脇浜線という呼称の 5 号線は、元々
は春日野車庫－敏馬間の計画だったが、敏馬（脇
浜町 2 丁目）から阪神国道に沿って三宮駅前（小
野柄通 8 丁目）へと変更され、呼称も東部国道
線と変わった。変更の理由は、阪国電車の神戸
終点が敏馬に置かれたことと、阪神国道が三宮
まで延長されることが決定され、国道上に路線
を敷くことを計画したからである。東部国道線
により、阪国電車の乗客が神戸市電に乗り換え
て神戸市中心部へ入ることが期待された。
　また、 6 号線が新たに追加された。 6 号線は
滝道（三宮町 1 丁目26番地）から東遊園地東側
を経て加納町 6 丁目の税関前に至る全長550m
の路線で、三宮の商業地と港湾地区を結ぶ路線
であった。阪神・阪急の乗入れで三宮周辺がタ
ーミナル化することが確実になったことを受け
ての新規路線敷設であった。この 2 つの路線は
昭和 4 （1929）年 2 月に許可を得た。
　第 3 期線の工事は新規追加の 6 号線（税関線）
から開始され、昭和 7 （1932）年 9 月に着工、
3 か月後の12月に竣工、翌 8 （1933）年元旦か
ら運行を開始した。そして、税関線工事完了後
の昭和 8 年 2 月から全長2,249mの東部国道線
の工事が始まり、昭和10（1935）年元旦に三宮

駅前までの全区間の運転を開始した。東部国道
線の開通で同線と並行するかたちになる栄町本
線の滝道－春日野間1,837m（磯上線。神戸市
初の路面電車路線の東 3 分の 1 にあたる）は廃
止と決定した。省線、阪急、阪神各線と市電の
税関線、東部国道線、そして栄町本線、布引線
が交わる三宮一帯は、神戸市の交通の中心とな
り、そごう百貨店などの商業施設も加わって賑
やかさを増し、神戸随一の繁華街として発展を
始めた。
　東部国道線工事に続いて着手したのが、昭和
11（1936）年に着工し、翌12（1937）年 4 月 1
日から運行を開始した 3 号線（板宿線）である。
神戸市西部の板宿地区は当時、住宅地として目
覚ましく発展しており、都市計画道路の工事が
始められたことを受けて、軌道工事を開始した
ものである。 
　第 3 期線として計画された 5 つの路線のう
ち、 4 路線、これに新たに計画された税関線が
加わって 5 つの路線が建設されたが、下山手通
7 丁目－上沢通 1 丁目間、山手地区を走る夢野
線は着工に至らなかった。

▪第 4 期線敷設計画
　電車路線網が市内縦横に張り巡らされてきた
頃、道路には自動車が走り回るようになった。
自動車を想定しないで作られていた道路は狭
く、舗装もできていないので土煙をあげてガソ
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リン車が走った。特に市中心地では旧態依然と
した道路に多くの自動車が走るようになったた
め、渋滞や事故が起きがちとなっていた。神戸
市では栄町 1 丁目から 6 丁目に至る間の混雑緩
和のため、都市計画事業の 1 つとして、栄町通
に並行する海岸通の街路拡張を決定した。そし
て、神戸市電気局も、同事業と合わせて栄町本
線を海岸通へと移設させる計画を策定した。市
電第 4 期線計画である。
　第 4 期線計画は、この海岸線（第 4 期線 1 号
線、全長2.484㎞）に加えて、宇治川線（ 2 号線、
全長0.244㎞）、鯉川線（ 3 号線、0.215㎞）、そ
して石屋川線（ 4 号線、同3.431㎞）の 4 つの
路線からなっていた。 2 号線、 3 号線は距離の
短さから分かるとおり、既成路線と海岸線を結
ぶための路線であった。 3 路線は昭和12（1937）
年に敷設特許が出された。一方、布引線終点の
上筒井から石屋川へ至る石屋川線は、灘区を走
る路線で、当時、灘区の海岸沿いは工業地帯と
して、山の手は新興住宅地として発展していた
が、まだ、公共交通機関に恵まれていなかった
ことで計画されたものである。こちらは昭和14

（1939）年に敷設特許を受けた。

▪頓挫する路線計画
　第 3 期線で着工されていなかった夢野線は、
市の都市計画事業である第 3 街路改良工事と併
行して昭和 3 （1928）年度から着工する予定だ

ったが、折しも起こった世界的恐慌で財政困難
に陥ったことで延期となっていた。ようやく昭
和13（1938）年になって夢野線の道路拡幅工事
が開始されたが、今度は後述する阪神大水害で
頓挫し、その後、再開したものの、次は戦争に
よって中断し、そのまま着工されることはな
かった。
　第 4 期線も、石屋川線以外の 3 路線は着工さ
れなかった。路面電車の将来性に対する不安は
乗客数が頭打ちになった頃からあったようで、
昭和 4 （1929）年 2 月の市会で議員により次の
ようなことが言われている。

　「……わが国の交通は東京におきましても
大阪におきましても路面電車というものは、
もはや、行き詰まりである。近き将来に必ず
この現在の地上線を地下に埋めなければなら
ぬ。恐らく路面は自動車になる。」（市会議事
録。原文はカタカナ表記）

　昭和11（1936）年には、杉野繁電気局長事務
取扱も次のように述べている。

　「……もう神戸市の電車というものは、将来
はよほどの建設方面について深甚の注意を払
って行かなければ行き詰まりが来るのではあ
るまいか。是は神戸市のみの状態にあらずし
て、六大都市その他の電車を経営して居ると
ころも皆、同じ結果が出て居る。神戸市が非
常に発展をし、人口に於いてもすべてに於い
ても多大の好い状態が出るなれば別、今日の

昭和11（1936）年頃の三宮

050 神戸市交通局100年史



儘で行くならば、将来に大きな期待を有って
建設資金を投ずることは、最早、危険じゃある
まいか。神戸市としては、できるならばもう
路線を延ばさないで、之に代る何か適当な交
通機関を以て、之を補って行くことが、神戸
市の電車経済に於いて必要ではあるまいか」
　（昭和11年 2 月10日、神戸市会会議録第 2
号。原文カタカナ文）

　第 3 期線敷設が終わっていない時点で、既に
局長自ら市電の路線延長には消極的になってい
た。不況や、他社線、バス、タクシーに乗客を
奪われて、乗車料収入が減ったという、財政的
問題が大きく影を落としていた。

▪みどりの市電の誕生と停留所の改良
　神戸市の発展と軌を一にして路線網を拡大
し、乗客数も増やして事業拡大をしてきた神戸
市電気局の軌道事業であったが、省線や阪神・
阪急などの他社線と競合する時代に突入し、競
争相手を意識した取組みがされるようになっ
た。
　その 1 つが車両の改良である。鋼鉄製の車両
を神戸市電気局がいち早く取り入れたことは前
述したが、昭和 2 （1927）年の時点で、保有す
る車両270台のうち、まだ 3 分の 2 が木造車両
であった。ぎしぎしと軋み音を立て、がたがた
揺れる木造車両は、乗り心地が悪いばかりでな
く、修理に手間暇がかかり、事故の際は大きく
破損して乗客に怪我をさせるという問題があっ
た。電気局は、昭和 4 （1929）年から車両の近
代化計画を策定し、車両改良に着手した。 3 年
後の昭和 7 （1932）年には、車輪直径を840㎜
から660㎜に変更し、床が高く乗り降りが大変
だった高床式車両をすべて低床化した。これに
続いて、順次、鋼鉄製車両の導入が進められ、
木造車両は次第に姿を消していった。
　そして、昭和 8 （1933）年、市電車両はすべ
てグリーンに塗装され、市電としてのイメージ
アップが図られた。緑色をシンボルカラーに選
んだ理由は、「名勝須磨海岸の松の緑」の色とも、

「六甲連山の山の緑」とも言われる。当時、電
車といえば小豆色というのが世間の常識であっ
た。舗装していない道を走ると、泥撥ねや土埃
が車体に付着し汚れるため、汚れが目立たない
小豆色が選ばれていたのである。そうした時に
出現した緑色の車体は大変斬新で、市内を走る

快適で安全で便利な
みどりの市電
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他社線から市電の姿を際だたせ、差別化する効
果があった。
　車両と一緒に軌道の改良も進んだ。架線（電
車線）については、吊架法が開通時のままの、
中央柱式になっていた古い路線を、昭和 4 年か
ら 3 年計画で側柱式に改良した。停留所の改良
も進められた。初期の頃の停留所は舗装してい
ない道路に軌道板石を平面に並べ、停留所の標
識を兼ねるという簡単なものだった。その後、
自動車が登場してくるに及び、このような停留
所では電車を待っている乗客の安全を図れない

ことから、大正15（1926）年 2 月に、元町 6 丁
目、楠公前、楠町 6 丁目の停留所に木造の立体
乗降場を設置したところ、利用者の好評を博し
た。その後、昭和 4 年 8 月から、三宮駅前など
の主要停留所30か所にコンクリート造の立体乗
降場の設置に着手した。コンクリート造の停留
所は、昭和17（1942）年末にはすべての停留所
に設置され、乗客の安全地帯を兼ねたものにな
っていった。

▪女子車掌の登場
　路面電車の車掌に女子が採用されたのは、大
都市では大正14（1925）年の東京市電が最初の
ケースである。大阪市では路面電車と地下鉄に
昭和 9 （1934）年、女子車掌が採用された。若
い女性車掌の接遇は乗客に好評であると考えら
れていた。図「年度別乗客数及び収入」（51頁
参照）にあるように、当時、乗客数、運賃収入
ともに退潮傾向にあった市電への乗客呼び戻し
策として、神戸市電気局は昭和10（1935）年 1
月、市電の補助車掌に女子を採用することにな
った。採用条件は15歳以上20歳未満の未婚女子
というもので、応募者は250人にのぼった。採
用試験で「学科優秀、容姿端麗ニシテ壮健ナル
者」を31人採用し、 3 月21日から乗務を開始
した。
　女子車掌たちは、白いブラウスの上に薄緑色
の上着とスカートを着用して、頭には小さめの

長田車両工場で新造される鋼鉄製車両

電車の概念を破って“みどりの市電”誕生（布引停留所）
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制帽をかぶり、腰に締めた幅広のベルトには切
符とお金を入れるバッグをつり下げて、最初は
須磨－滝道間のボギー車に乗務した。女子車掌
たちの姿はモダンで美しく、女声で停留所の案
内や乗客の接遇が行われることも初めてだった
ので、新聞も若い女性車掌について好意的に報
道し、彼女たちは市民の注目の的となった。女
子車掌によるソフトムードでの集客を企図して
いた電気局の営業戦略は成功を収めた。また、
当時女子の賃金は男子より低かったので、人件
費縮減になった。

▪ロマンス・カーの登場
　ロマンス・カーとは日本の鉄道で広まった、
同じ方向を向いた 2 人がけのシートが並んだ車
両のことである。ロマンス・カーは和製英語で、
言葉の由来は昭和 2 （1927）年に京阪電車が 2
人かけシートがならぶ車両をロマンス・シート
と命名したことによる。神戸市では昭和10

（1935）年にロマンス・カーが登場した。外見
も柔らかい曲線を生かした化粧屋根、鋲なしボ
ディ、広い車窓、乗降扉も圧縮空気で自動的に

勢ぞろいした女子車掌 1 期生

女子車掌の制服
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開閉するドアになり、従来の市電の無骨さとは
趣が異なる車両であった。もちろん車内も美し
い仕様が施され、緑色のビロードで覆われた 2
人がけのシートが24席（乗降口の周りは 1 人が
けの椅子があり全部で36席）、床はリノリュー
ム貼り、車内灯には乳白色のガラスグローブが
つけられているなど、明るく綺麗な車両であっ
た。その人気は高く、電気局はロマンス・カー
をまず15両製作し、運行したが、人々はロマン
ス・カーをわざわざ待って、乗ったという。「大
阪朝日新聞」（昭和10年12月 8 日）は、「車内は
非常にゆったりとして、これで可愛い車掌嬢が
コーヒーでも出してくれたら、一寸、しゃれた

“移動喫茶店”といった感じだ」とロマンス・
カーを評した。
　乗客の評判を追い風に、電気局は昭和11

（1936）年に10両新たに製作し、昭和13（1938）
年には40両のロマンス・カーを保有するように
なった。ロマンス・カーの採用や女子車掌の乗
務などが営業効果をもたらせたこともあるだろ
うが、市電利用者数の下降傾向にも歯止めがか
かり、上昇に転じた。そして、神戸市電のロマ
ンス・カーの成功は他都市の市電にも影響を与
え、横浜市の市電にもロマンス・シートを装備
した車両が導入され、好評を博したという。

▪市電のスピードアップ
　路面電車の速度は国の保安規程で長い間、平

均時速16㎞、最高時速24㎞と決められていた。
しかし、バスやタクシーなどの競争相手に打ち
勝って行くには路面電車もスピードアップする
必要があり、昭和 8 （1933）年、時速を平均20
㎞、最高時速30㎞へと上げることを決め、当局
の認可を得て、翌 9 （1934）年 9 月からスピー
ドアップが実施された。
　スピードアップが可能になったのは、車両が
木造から鋼鉄製に変わり、架線や軌道の改良が
されたからでもあった。ちなみに、昭和 9 年の
各都市路面電車のスピードを比較すると、名古
屋、京都は保安規程のまま、東京、大阪、横浜
は神戸市と同じ制限時速であった。これら 4 都
市の実際の平均速度を見ると、最速は横浜市の
17.8㎞、神戸市は 2 番目で15.8㎞であった。
　その後、昭和10（1935）年 1 月に国の保安規
程が改正されたことを受けて、電気局はさらな
るスピードアップを行うと発表し、交通繁多な
滝道から栄町経由新開地間は平均時速16㎞と遅
くするなどの交通安全上の配慮を行った上で、
昭和11（1936）年 9 月から平均時速25㎞、最高
速度を時速35㎞とした。この結果、運転時間で
みると、須磨車庫から税関前間の20.845㎞につ
いて、それまで平均86分かかっていたものが71
分と大幅に短縮された。

▪日本一の市電だ！
　乗客数の低落傾向が続いた市電であったが、

ロマンス・カー車内三宮滝道交差点をゆくロマンス・カー
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昭和 7 （1932）年の22万329人を底に盛り返し、
昭和 8（1933）年には23万4,089人、翌 9（1934）
年には24万人台へと増加して、営業成績も向上
していった。しかし、この時期、省線電車、阪
神、阪急の各線が市内へ乗り入れてきたことで、
各線と並行路線である市電は省線により26万
円、阪神・阪急により24万円、合計約50万円近
い減収になるのではないかと電気局は予想して
いた。幸いに予想は外れ、阪神、阪急が乗り入
れた昭和11（1936）年の乗客収入の減少は、 1
日あたり 5 円の微減に止まった。
　これはスピードアップや乗客へのサービスの
向上が奏功したこともあるのだろうが、第一に
は、昭和恐慌の痛手から立ち直って経済が上向
いてきたからであった。

　神戸市の市電を他都市の市電と比較した表を
見ると、神戸の市電は、営業キロ数と停留所数
は一番少なく、保有車両数も多くない。しかし、
走行キロ数は京都市電に次いで多く、運転回数
は38.6回と群を抜いて多い。乗客数を 1 停留所
あたり平均で見てみると、神戸市電が2,500人
で最も多く、また、一人あたりの乗車回数、 1
㎞あたりの収入も 6 都市の中で一番多くなって
いた。神戸市の市電が市民によく利用されてい
たことが他都市との比較でわかる。
　神戸市電気局に苦言を呈することもある市会
で、ある議員が次のような発言をした。

　「……神戸の電車は一体何処が他都市に比
して良いかと言うと、これは電車の綺麗なこ
と、速力の速いこと、従業員の態度が極めて

６ 大都市電車成績表（昭和 7年11月）

神 戸 市 電 東 京 市 電 横 浜 市 電 名古屋市電 京 都 市 電 大 阪 市 電

路　

線

営 業 キ ロ
㎞

30.289
㎞

166.614
㎞

46.439
㎞

53.530
㎞

58.040
㎞

103.925

停 留 所 数
個所
87

個所
397

個所
132

個所
121

個所
181

個所
271

運　
　
　

転

保 有 車 両 数
台

269
台

1,339
台

226
台

314
台

399
台

721
使 用 車 両 数
（ 1日平均）

台
148

台
515

台
104

台
125

台
216

台
373

走 行 キ ロ 数
（ 1日平均）

㎞
55,393

㎞
241,706

㎞
35,785

㎞
41,813

㎞
59,402

㎞
173,914

運 転 回 数
（ 1時間あたり）

回
38.6

回
22.8

回
19.7

回
19.1

回
24.3

回
25.3

輸　
　
　

送

乗 客 数
（ 1日平均）

人
217,382

人
827,097

人
101,395

人
168,970

人
260,811

人
652,393

収 入
（ 1日平均）

円
12,011.90

円
54,049.46

円
6,592.14

円
9,124.90

円
15,038.57

円
34,780.10

1 キロあたり
収 入

円
396.58

円
324.40

円
141.95

円
170.46

円
252.37

円
334.67

乗 車 回 数
（ 1人 1か月）

回
7.9

回
4.7

回
4.6

回
5.3

回
7.8

回
7.6

市 人 口
人

820,200
人

5,312,000
人

661,500
人

961,800
人

1,001,700
人

2,586,300

事　

故

件 数
件
73

件
537

件
55

件
56

件
75

件
315

1 0 万 キ ロ
あ た り 件 数

件
5.2

件
11.9

件
5.3

件
4.8

件
4.3

件
10.0

出典：神戸市電気局報 №152
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懇切丁寧であること……」（昭和 5 （1930）年
2 月26日。森脇議員）。

　この発言はスピードアップやロマンス・カー
など一連の営業施策以前のもので、その後、多
くの改良がなされたことを考えに入れれば、神
戸市の市電が利便性や快適性、乗客サービスに
おいて（公営の交通機関の従業員はサービスが
悪いというのが通り相場だったが神戸市電はそ
うではなかった）、市民から高い評価を得る存
在になっていたといえよう。

▪バス事始め
　バスの起源は17世紀に始まった乗合馬車であ
る。1826年にフランスのナントで運行が開始さ
れた乗合馬車がomnibus（オムニビュス。ラテ
ン語。すべての人のためという意がある）と呼
ばれたことから、その名前とともに、定時に決
められたルートを運行するバスが広まっていっ
た。鉄道交通が技術的に革新を遂げていった時
代、バスも、鉄道と同じく蒸気機関を動力に使
う蒸気バス（1831年にイギリスで発明）や、電
気を使うトロリーバス（1882年。ジーメンスが
架線から電気をとって動かすエレクトロモトを
製作）が製作された。しかし、19世紀は、やは
り乗合馬車が一般的であった。
　1870年、初めてガソリン自動車が作られた。
1876年にはガソリンエンジンが発明され、これ
を使って1885年にダイムラーとベンツがガソリ
ンエンジンを使った自動車を製作して、自動車
の歴史が始まる。ガソリンエンジンを付けたバ
スが初登場するのが明治28（1895）年である。

市営バス事業の創設と
バス路線網の拡大

第5節

最初、自動車は大変高価なものであったが20世
紀に入って、フォードによる大量生産方式によ
る自動車生産が始まり、ガソリン自動車が急速
に普及していくようになる。日本にも明治31

（1898）年に自動車が初めて輸入された。
　バスが日本に初登場したのは、自動車に遅れ
ること 5 年、明治36（1903）年のことで、広島
市横川町から安佐郡可部町間14.5㎞を走ったの
が最初である。続いて同年 3 月には大阪天王寺
公園で開催された内国勧業博覧会でも梅田から
千日前までバスが運行され、同年 9 月には京都
の堀川中立売から七条停車場と祇園石段下間で
バス事業が開始された。しかし、当時のバスは
故障しやすく、故障・破損すれば部品を外国か
ら取り寄せねばならないなど費用もかかったた
め、これらのバス事業は営業的にはうまくいか
なかった。とはいえ、乗合バス事業の将来性を
評価する人は少なくなかったと見え、全国でバ
ス事業の出願が相次いだ。

▪兵庫県のバス事業
　海外から新しいものが日本に入ってくる窓口
である神戸で、初めてバス事業が計画されたの
は明治36（1903）年と早く、ニッケル商会が中
心になって、三田－有馬間のバスを走らせよう
としたのが県内初のバス事業計画である。この
計画が実現していたら、日本初のバス事業とな
ったことであろうが、残念ながら実現しなかっ
た。その後しばらく、県内でバス事業が開業す
ることはなく、神戸市電気局が創設された大正
6 （1917）年の時点でも県内にバス路線は通っ
ていなかった。
　しかし、大正 8 （1919）年 1 月、全国的にバ
ス事業を取り締まる必要を感じた内務省が、自
動車取締令を公布した頃から、県下のバス事業
熱は一気に高まり、各地でバス会社が設立され
るようになった。大正 9 （1920）年 9 月13日の
大阪朝日新聞の記事に、兵庫県下の「乗合自動
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車会社」の一覧が載せられているが、20社を超
える会社が作られ、バスの台数は160台に達し
ていた。同記事から神戸市関係の路線を拾って
みると、①東但播運輸（三本、有馬、三田間）
②二井上半十郎（神戸村、赤穂間、神戸村、網
干間）の 2 社であった。

▪神戸市のバス会社
　大正 6 （1917）年 8 月に、多聞通 6 丁目にあ
ったオオボシ自動車の店主、丸上貫一がバス事
業を出願し、 4 年後の大正10（1921）年に許可
されて設立した「神戸市街自動車株式会社」が
神戸市における最初のバス会社である。同社が

「神戸バス」と社名を変更して営業を開始した
のは、さらに 6 年半後の昭和 3 （1928）年 1 月
のことだった。バスは 6 人乗りで小さく、葺合
の敏馬神社から海岸、山手両線を経由して兵庫
駅前に至る 2 路線を走った。
　神戸バスの営業開始に刺激され、昭和 4

（1929）年には阪国バス、六甲乗合自動車、神
明バスが営業を開始したことを皮切りに、多く
のバス会社が作られた。神戸市街乗合自動車、
神戸有馬電気鉄道、再度山登山電気鉄道、大阪
乗合自動車、湊川乗合自動車、阪神電気鉄道、
六甲越有馬鉄道などがバス事業を計画、出願し
ていた。

▪市営バス事業の開始
　民営バス会社の市内進出が進み、市電利用客
が減少してきたことや、交通機関の市内統一を
市是としてきたことから、昭和 4 （1929）年 3
月、電気局はバス事業の市営を計画し、市会に
提出した。市会は満場一致で賛成し、ただちに
県に申請を出した。市営バス事業を創業するメ
リットとして、利用者の少ない地域へも路線網
を拡大できること、全市的に過密、過疎になら
ない適正な路線網を形成できること、軌道事業
に連絡するバス路線をつくることで市民の便益
性が高まること、軌道が要らないので少額投資
で済むことなどがあった。
　そして、翌 5 （1930）年 7 月 1 日に総延長
46.25㎞にわたる市営乗合自動車事業に免許が
下り、電気局では創業費73万3,900円を投じて
市バス事業の創設に取り掛かった。バスの運輸
事務所を市電乗務員詰所だった東尻池 2 丁目に
置くとともに車庫を新設し、車両の調達、乗務
員の募集などが開始された。バスが時代の最先
端と考えられていたことや当時は不況だったこ
とも手伝ってか乗務員募集への反応は莫大で、
車掌の募集定員80人に対して348人の応募があ
り、運転手についても募集開始と同時に460人
が殺到したという。
　バス車両は、日本の自動車産業が未だないに
等しい時代だったので、アメリカなどからの輸

三
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入車だった。神戸市は坂が多いので車種の選択
に悩んだという。表「在籍車両状況」（61頁参照）
をみると、外国の有名自動車メーカーの名前が
ずらりと並んでいる。電気局は平たん地運行用
にシボレー、登坂路線用にダッジ・ブラザース
とホワイトを購入した。バスとはいうが、車両
は12人乗りから16人乗りと小さいもので、ボデ

ィの色から、当時、「青バス」と呼ばれた。
　昭和 5 年 9 月16日の朝、須磨駅前から桜口ま
で、神戸市を東西に横断する 1 系統で最初のバ
スが運行された。開業当日、乗車した神戸新聞
記者は次のようなレポートを残している。

　「……淡青とクリームが気持ちのいい配合
を見せて、市営バスが16日午前 6 時半から動
き出した。……大神戸にわずか20台だ。あの
スマートな30年式モダン・カーのやって来る
のも頗る間欠的だ。来た！須磨駅前から試乗
する。
　……乗り心地は？－神戸バス、国道バス、
神明バス－それらと大同小異、強ひて云えば、
どのバスでも持っている『バス・コントロー
ル的振動』はまぬがれない－。女車掌は 2 人
ずつ乗込み、まだ慣れぬせいか物腰に『情』
があって親切だ。『電車オーライ』『後オーラ
イ』『動きます』－機械的だが余韻があって
嬉しい。
　……公営となると、そうたいに従業員は不
親切なものである。この点市営バスの人々は
嬉しい。下車間際に『有難うございますー』
と涼しい声をあびせてくれる。……
　……追々、車体も増える、神戸、国道、神
明 3 バスとの競争も激甚にならう。得をする
のはお客様であらう……」

　開業時のバス料金は全市 2 区間制で 1 区が10
銭、 3 銭で市電に乗継ぎができる連絡制度もあ

市営当初のバス車両と乗務員

創業頃の市バス女子車掌
昭和 ５ （1930）年末には112人が在籍していた
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って乗客に便宜を図った。創業当時の路線は下
記 7 路線であった。
　 1 系統（須磨駅前－桜口）
　 2 系統（須磨駅前－上筒井）
　 3 系統（川上町－上筒井）
　 4 系統（名倉町－上筒井）
　 5 系統（名倉町－桜口）
　 6 系統（石井橋－桜口）
　 7 系統（離宮道－多井畑）

　図「市バス創業時の免許路線」にあるように
7 つの路線は、⑴市電との連絡を円滑に行う、
⑵バス相互間の乗継ぎを最小限に抑える、⑶市
電が未開通の郊外地と市の中心部との連絡を図
る、という 3 点を熟慮して決定され、市電の補
助機関として小回りのきいたスピード感溢れる
活躍ぶりで「青バス」の評価を高めていった。

▪躍進するバス事業
　開業当初は保有車両も55台と少なく、乗客数
も 1 日平均8,594人だったが、電気局は車両の
増強（表「在籍車両状況」（61頁参照）をみる
と開業 2 年で車両数は倍増している）、配車・
操車の合理化、道路整備など事業基盤整備に努
めた。また、料金の改定を行い、 2 区制をあら
ためて、市電と同じく全市内均一料金にしたほ
か、市バスから市電、あるいは市電から市バス

への乗換えの際には 4 銭の連絡料金で乗継ぎが
できるようにした。割安な連絡料金の設定は全
国初の試みで、乗客に歓迎されたことは言うま
でもない。
　電気局の努力が功を奏して、乗客数も開業 1
年後の昭和 6 （1931）年には 1 日平均 1 万4,505
人、翌 7 （1932）年には 1 万9,123人に急増し、
収入も開業時の 1 日平均836円が 2 年後の昭和
7 年には1,737円と倍増した。
　市営バス経営が軌道に乗ったところで電気局
が乗り出したのは、市内を走る民営バスの買収
であった。神戸市東部の灘地区では特に先行す
る民営会社の路線が発達しており、路線重複が
多いため、電気局が免許を得られない箇所があ
るなど課題となっていた。こうした問題解決を

市バス創業時の免許路線

篠原

瀧道

湊川公園
加納町３

敏馬 桜口

上筒井

石井橋

新開地

松原４
東尻池２

名倉町

大橋９

板宿

離宮道

須磨

多井畑

買収前の六甲山乗合自動車と六甲ロープウェー
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図るため、昭和 8 （1933）年から電気局は灘・
六甲方面のバス路線の買収に乗り出した。
　最初に取り組んだのは昭和 8 年の六甲山乗合
自動車株式会社と六甲越有馬鉄道株式会社から
の路線買収で、これにより16系統（阪神新在家
－桜口－六甲登山口－六甲ケーブル下－六甲
ロープ・ウェイ下。4.66㎞）と、17系統（阪神
大石－福住通－高尾（摩耶ケーブル下。3.05㎞）
の路線が買い取られ、同年11月 6 日から市営バ

スとして運行を開始した。この買収で神戸の市
街地の後背の各種登山電車と阪神・阪急など各
電鉄との連絡輸送を市バスが一手に引き受ける
ことになった。
　次に買収したのは摩耶鋼索道直営の摩耶バス
で、昭和 9 （1934）年 8 月に買収が完了し、摩
耶ケーブル下から上筒井に至る路線を市営バス
として運行するようになった。これら 3 つの路
線買収で、灘・六甲地区でのバス網を完全に市

創業時のシボレー車とホワイト車
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山登山線（中山手－修法ヶ原）が昭和12（1937）
年 7 月に開通し、再度山から臨む市街地や海の
眺めの美しさで、市民の好評を博した。
　電気局では所有するバス車両の修理・整備を
長田工場で行っていたが、昭和10年前後に流線
型の車体が流行すると、旧来の車体を流線型に
作り替えたり、車体の塗装の色を変えたり、観
光バス用に展望窓を付けるなど改造を行って、
乗客に喜ばれる市バスとして整備に努めた（整
備改造能力の高さを発揮して、長田工場は、戦
時下の物資不足の折、ガソリンエンジンの車両
を神戸製鋼所製のディーゼル・エンジンに変え
る、さらには木炭ガス発生炉で走る木炭バスに
改造するなど工夫を重ね、市営バスの運行を
支えることになる）。
　こうした努力が実って乗車料収入も昭和13年
初めには 1 日あたり4,290円、バス事業開始時
から 7 年ほどで 5 倍近くになり、市バスは市民
の移動手段として日常生活に欠くことのできな
い存在になった。
　とはいえ、戦前の道路は中心部を離れると舗
装していない場所も多く、バスの車体も乗り心
地の良いものではなかった。特に山の手を走る
路線は曲がりくねった坂道を行くため、「カー
ヴにおいては立てる乗客は遠心力にてしばしば

営化することができた。さらに、市内で競合す
る神明バスの路線についても買収が試みられた
が、折り合わず、買収が実現するのは昭和17

（1942）年のことであった。

▪市バス黄金時代
　民営バスの買収と新規路線の創設で市営バス
の路線網は拡大していった。電気局が重視した
のは、市域内の東西交通は軌道や道路で何本も
の公共交通が利用できるのに対して、南北を通
じる公共交通が少なく不便なことである。この
ため、市バスの路線にあたっては、山手と海岸
線をつなぐ南北交通と東部灘地区のバス路線網
整備を重点的に行った。表「昭和11年度末の運
転系統」（62頁参照）にある 4 ・ 5 ・10・11な
どの系統がそうした路線である。路線創設を重
ねた結果、創業時の46㎞の営業路線は、 8 年後
の昭和13（1938）年には免許路線78㎞、21系統、
営業路線全長179㎞と大幅に伸びた。
　バス事業の発展に付随して、車庫や修理工場
などの施設も増設された。東尻池の市バス車庫
に加えて、昭和 8 （1933）年には東部地域の拠
点として灘車庫、昭和10（1935）年には石屋川
駐車場が設けられた。また、神戸市が巨費を投
じて建設した再度山ドライブウェイを走る再度

在籍車両状況（創業～昭和12年度末）

年　　度 シボレー ダッジ ホワイト Ｇ・Ｍ・Ｃ スミダ フォード 六　甲 レ　オ ダイヤ
モンド 合　計

両 両 両 両 両 両 両 両 両 両
昭和 5年度末 23 15 15 1 1 55

昭和 6年度末 39 18 18 10 5 　 　 　 　 90

昭和 7年度末 61 17 19 10 5 　 　 　 　 112

昭和 8年度末 89 17 33 25 5 2 　 　 　 171

昭和 9年度末 99 17 33 25 5 　 2 2 　 183

昭和10年度末 101 17 33 25 5 10 2 　 　 10 203

昭和11年度末 134 12 31 20 　 20 2 　 25 244

昭和12年度末 146 3 15 12 　 35 2 　 40 253
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昭和11年度末の運転系統

系統 起　　点 終　　点 経　　過　　地 片道キロ程 運　行
回　数 始業年月日

㎞ 回 昭和年　月　日

① 須 磨 駅 前 石 屋 川 松原－新開地－海岸通－磯上通－敏
馬－桜口 16.880 213 8 .11. 7

② 須 磨 駅 前 石 屋 川 東尻池－上沢－山手－三宮－青谷－
桜口 18.990 183 〃

③ 川 上 町 石 屋 川 大橋町 5丁目－松原－新開地－海岸
通－加納町－青谷－桜口 17.630 86 9 . 8 . 5

④ 新 開 地 桧 川 上沢－長田神社前－丸山 5.310 116 9 . 1 . 1

⑤ 新 開 地 五番町 7丁目 夢野橋－名倉町－長田町 8丁目 3.630 34 9 . 8 . 5

⑥ 新 開 地 石 井 橋 夢野橋 1.940 93 6 .12. 1

⑦ 新 開 地 熊野神社前 湊川公園－夢野橋 1.460 77 10. 9 . 1

⑧ 阪 神 大 石 兵 庫 駅 前 上筒井－山本通 3丁目－卜ア・ロー
ド－海岸通－新開地 11.250 68 9 . 8 . 5 　

⑨ 須 磨 駅 前 高 尾 松原－中之島－海岸通－税関前－上
筒井 16.100 45 〃

⑩
⑪ 桜 口 桜 口 青谷－加納町－瀧道－三宮－京橋－

三宮－敏馬
14.790　
14.620 38 〃

⑫ 高 尾 敏 馬 福住通 5丁目－上筒井 3.060 99 〃

⑬ 上 筒 井 灘 駅 前 福住通 5丁目 2.720 91 〃

⑭ 大橋町 5丁目 車 大 道 板宿－川上町－那須神社前 5.680 24 〃

⑮ 中 之 島 汽 船 乗 場 兵庫突堤 0.870 160 7 .12. 1

⑯ 阪 神 新 在 家 六甲ロープ
・ウェイ下 桜口－六甲登山口－六甲ケーブル下 5.090 75 8 .11. 1

⑰ 阪 神 大 石 高 尾 福住通 5丁目 3.050 55 〃

⑱ 川 上 町 大橋町 5丁目 板宿－水笠通 2.150 99 6 .12. 1

� 石 屋 川 上 筒 井 高羽－老松－八幡－篠原南町－福住
通 5丁目 4.960 93 11. 2 . 1

� 須 磨 駅 前 多 井 畑 離宮道－村雨堂 4.420 14 8 . 3 .11

� 中山手 3丁目 修 法 ケ 原 市章山－大竜寺山門 6.552 70
臨時免許による
10. 8 .21
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外側に向け倒され、直線部にても動揺のため甚
だしく不快で、到底安全快適とはいい得ない状
態」（大阪毎日新聞 　昭和10年11月 3 日記事）
であった。

▪神戸市の観光
　大正時代の半ば以降、豊かになった市民生活
を反映して自治体や民間企業が積極的な観光開
発を行うようになった。神戸市内で見ると、須
磨周辺において、大正 2 （1913）年に兵庫電軌

観光業の発展と
観光バス事業の開始

第6節

鉄道（現在山陽電鉄）が殺風景だった須磨寺を
桜の名所として整備し、野外劇場を設けて人気
歌手のコンサートなどを開催したほか、昭和10

（1935）年には須磨浦公園を整備している。須
磨海岸も海水浴客で賑わうようになった。
　市中心部の再度山では昭和10年、神戸市によ
りドライブウェイが開通した。さらに昭和 3

（1928）年に諏訪山動物園（王子動物園の前身。
場所はのち移転）が開園し、同 5 （1930）年に
は湊川水族館が観艦式記念海港博覧会の記念事
業として設立された。
　市東部では六甲山地の開発が進んだ。大正14

（1925）年に摩耶山にケーブルカーが設置され
山上に遊園地や劇場が設けられた。六甲山では、
昭和 3 年に裏六甲ドライブウェイが整備され、
翌 4 （1929）年には表六甲ドライブウェイが開

長田車庫に勢ぞろいした市バス新車群

昭
和
６（
１
９
３
１
）年
９
月
20
日
か
ら
営
業
開
始

し
た
六
甲
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
と
連
絡
す
る
市
バ
ス

元
は
六
甲
山
乗
合
自
動
車
の
路
線
だ
っ
た

神
戸
市
営
観
光
バ
ス
名
所
案
内
図

063第 3章　市電・電気事業の発展と課題



東
垂
水
海
岸
付
近
を
行
く
観
光
バ
ス

通して、それぞれバスが運行した。さらに昭和
6 （1931）年には六甲ロープウェーの運行が始
まり、翌 7 （1932）年には六甲ケーブルが開設
された。六甲山頂には六甲山ホテルが開業（昭
和 4 年）し、六甲高山植物園（昭和 8（1933）年）、
六甲カンツリーハウス（昭和13（1938）年）な
どが開業していった。六甲山には昭和12（1937）
年の時点で、ホテル 2 軒、旅館・商店・料亭な
どが42軒、別荘が222軒建てられており、六甲
山へケーブルやロープウェーを使って登った人
は35～36万人、タクシー利用者が 3 万人、歩い
て登った人も20～30万人であった。多くの人々
が、山の自然や、街の眺め（特に夜景）、夏の
間の避暑など、六甲山観光を楽しんでいたこと
がわかる。
　六甲山や摩耶山の観光開発は阪急電鉄、阪神
電鉄などの民営鉄道会社によって担われてお
り、前述したケーブルカーへのアクセスを提供
するバス路線を運行していたのも、これら民営
鉄道会社の関連会社であった。こうしたなか、
神戸市交通局も観光事業に乗り出した。

▪観光バス事業の開始
　神戸市営観光バス事業は昭和11（1936）年10
月11日、神戸港沖で挙行された海軍特別大演習
の観艦式を記念するかたちで開始された。観光
バス事業については昭和 7 （1932）年に市会で
議決済みであったが免許を得るのが遅れ、 4 年

越しで実現したものである。
　観光バス用の車体は一般の乗合バスと仕様を
異にして、観光に相応しい豪華な作りであった。
長田工場ではアメリカの高級車リンカーンなど
を参考にして研究し、機能的には天窓を 6 か所
開けて車窓風景を楽しめるように工夫した。座
席シートも豪華版で、ゆったりとした 2 人掛け
の座席は、長時間の乗車でも疲れないように配
慮されていた。車体は流線型で当時の流行を全
面的に採り入れており、外装も当時の流行色、
ライトグレーに塗装した。両サイドモール部分
には緑色で「神戸市営観光バス」、後ろの面には
英語で「Sight-Seeing Bus」と書かれており、
おしゃれでモダンなバスであった。観光バスは
3 台（市長の命名で「むこ号」「みなと号」「き
くすい号」）あり、開業祝賀試乗会を終えたあ
と10月11日に始発地神戸駅前を満員の盛況で出
発した。
　観光バスには若い女性ガイドが、チョコレー
ト色の制服に身を包み、つば付きの帽子をベレ
ー帽風に傾けて被って乗り込んだ。彼女たちは
2 か月間の特訓を受け150頁の案内文を暗記し
て車中で説明をした。
　観光バス初日にバスに試乗した新聞記者が書
いた記事が10月12日の大阪朝日新聞に掲載され
ている。少し長いが、当時の様子が活写されて
いるので引用する。

　「さっと天高く小春日和にあけた11日、こ
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の日は“観光神戸”のすべてが明粧をこらし
てツーリストを迎える記念すべき日だ。瀟洒
なボディに、ふくよかな秋気をたたえ、早く
も定刻 9 時に半時間も前から押しかけた観光
客を乗せている観光バスの「みなと」「むこ」

「きくすい」号では追いつきそうもないとい
うので、臨時バス 1 台の 4 台。
　それに初物喰いではひけをとらぬ神戸人の
気性が手伝って「きくすい」には上沢通 6 丁
目青年団の諸君、「むこ」には（中略）女性
群に、いずれもあっさり借切られ、あとの 2
台にどやどやと乗り込んだツーリストは揃い
も揃って神戸人だ。出発点で金 1 円20銭也

（摩耶へ登る人は30銭高）を払って案内書を
手に、 9 時10分いよいよ晴れのスタートだ。

（中略）
　嬉しい顔、顔を明るい窓いっぱいに浮き出
させながら、市内を順次スムースにすべって
行くころには、折柄、交通安全週間で整理に
あたっていた警官諸君に、青年団員思わずニ
ッと微笑を投げかけてツーリスト歓迎の「ゴ
ー」の青色信号。（中略）150頁からの案内文
書を頭に叩き込んだという案内嬢の説明に、
第一声としては、まず満点、辛く採点すれば
80点だ。（中略）
　かくて、明石、舞子公園より神戸駅へ帰り
着いたのが午後 2 時半。みんなホッとして“安
価なヒマ潰しだ”という要領よい感想をもら
しながら顔見世運転は終わり、くたぶれさま
でした……（とは別れのときの案内娘の挨
拶）」（原文は旧仮名遣い）

　観光バスは所要時間 6 時間半で東西に長い神
戸市を西へ東へ、山へ海へと動き回るので、全
行程は61.18㎞と長かった。すなわち、神戸駅
前から湊川神社参拝→税関構内→神戸港見学→
摩耶ケーブル下（希望者はケーブルカーで展望
台往復。30銭の別料金）→布引滝（付近散策）
→生田神社参拝→須磨寺→須磨寺遊園地→福祥

寺→舞子公園→明石公園剛ノ池周辺散策→清盛
塚→築島→兵庫大仏→新開地→多聞通→神戸駅
である。途中、散策も行うので、内容的にも濃
い観光ツアーであった。料金は大人が 1 円20銭、
子どもは80銭で、団体割引もあった。当時、そ
ば一杯10銭、コーヒー一杯35銭、米10㎏ 2 円40
銭、大工の手間賃 2 円92銭という時代である。
1 円20銭という値段は、庶民でも支払うことが
できる程度の金額だった。
　値段設定の良さ、須磨、舞子、摩耶山と景色
の良い観光スポットを一度に回れる効率の良さ
が好評で、市営観光バスは爆発的人気となり、
連日、ほぼ満員の盛況だった。初年度の昭和11
年10月から翌12（1937）年 3 月末までの171日
間で、運転した車両数延べ569台、乗客数は
8,705人、乗車料収入は9,455円であった。 1 日
平均51人の乗客というと少ないようだが、観光
バス 1 台の定員は16～20人であり、冬の観光に
向かないシーズンが大半を占めていたことを考
慮すると、その人気がかなりのものであったこ
とがわかる。

観光バス車掌 1 期生
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　電気局は観光バス事業の拡充を図ることと
し、長田工場で観光バス車両の製作を急ぎ、ま
た、半日で周遊できる短縮コース（神戸駅前→
湊川神社→税関構内→神戸港見学→布引滝→生
田神社→須磨寺→舞子公園→須磨→清盛塚→神
戸駅前）での運行を昭和12年春から開始した。
短縮コースの料金は大人 1 円、子ども70銭であ
った。昭和12年度の観光バス乗客数は18,698人、
乗車料収入は20,186円となった。

　好評を博した観光バス事業であったが、昭和
13（1938）年 7 月の阪神大水害で運行が一時中
止された。さらに、戦時体制化による統制経済
の影響でガソリンが消費規制の対象となったこ
とから、観光バス車両の減数が行われ、昭和15

（1940）年 9 月14日には、観光バスの路線バス
への転換命令が出され、同月末で観光バス事業
は休止した。そして、昭和19（1944）年11月 1
日には、国の方針により、事業免許を返還した。
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▪戦時体制化する神戸
　昭和12（1937）年 7 月 7 日の盧溝橋事件をきっ
かけに日中戦争が中国大陸全土に広がり、日本
国内もにわかに戦時色が強まった。出征兵士を
送る壮行会が開かれ、駅には見送りの人たちが
詰めかけ、また、戦死者を弔う盛大な葬儀が、
地域の人々総出で営まれるようになった。
　戦時下、軍需産業優先の経済統制が開始され、
神戸市が誇る諸産業も大きく影響を受けるよう
になった。貿易については国際関係の悪化で輸
出入ともに減少の一途をたどり、昭和12年に11
億円だった神戸港の輸出額は昭和20（1945）年
には 8 千万円になった。鉄鋼業や造船業、電機
工業、車両工業などの重工業は武器や戦車、戦
闘機、軍艦、潜水艦などの軍需品生産に従事す
るようになった。その一方で、民需は圧迫され、
繊維工業は軍需工場に転用されていき、機械設
備も金属資源の一つとしてスクラップ用に供出
させられた。
　人々の暮らしにも戦時統制経済が影を落と
し、昭和13（1938）年 7 月 7 日には奢侈品販売
禁止令が出されて、「ぜいたくは敵だ」というス
ローガンが街角に掲示されるようになった。こ

阪神大水害と市電・市バス
第1節

神戸市交通局100年史

第4章

戦時下の神戸市電気局

うした動きは百貨店をはじめとして商業全般に
わたる打撃となった。そして、次第に食料品な
どの日用品も衣料品も配給となって、商店では
売るものがなくなり、転廃業、あるいは軍需工
場への動員を余儀なくされた。
　盧溝橋事件から 8 年に及ぶ戦争により、神戸
電気局も危機的と言ってよいほどの影響を被っ
た。物資不足による車両減少、燃料不足による
運行本数減、徴兵による人員不足、空襲による
破壊などである。神戸市の場合は、そのうえに、
昭和13年 7 月におきた阪神大水害からの復旧、
電力国家管理法施行で電気局の収益を支えてい
た電力事業が国家管理に移管されるなど、まさ
に苦難続きの 8 年間となった。

▪阪神大水害のあらまし
　昭和13（1938）年の梅雨の末期、 6 月下旬か
ら梅雨前線が活発化して全国的に多くの雨が
降った。 7 月に入り、土壌に十分な水が蓄えら
れているところに、梅雨前線が北上し、阪神間
では 3 日夕方から大量の雨が降り始めた。神戸
気象台によると 3 日は60㎜、 4 日は132㎜の降
水量を記録した。 4 日夕方には小降りになった
が、 5 日の午前 1 時頃からふたたび雨が降り始
め、同日の午後 1 時23分まで降り続いた。
　そもそも神戸市の後背地である六甲山系は表
面が風化しやすい花崗岩でできており、崩れや
すいため、大量の雨が降ると一気に土砂が流出

067第 ４章　戦時下の神戸市電気局



阪神大水害

する危険性をはらんでいた。しかも急峻な南斜
面で宅地開発が進んだことが、山津波の発生リ
スクを高めた。このとき、山間部では平野部よ
りも多くの雨が降っており（六甲高山植物園で
は、 7 月 3 日の降水量が161㎜、 4 日が352㎜、
5 日は103㎜で、 3 日間で616㎜という驚異的な
降水量であった）、大量の雨水が、山地の表土
を崩して山津波となった。最も激しい雨が降っ
た 時 間 帯、 9 時40分 前 後 を 中 心 に、 各 地 で

「ゴーッ」という音と地響きとともに、大量の
土砂が急峻な斜面を下りながら、巨岩や立ち木、
家屋を押し流し、大小の河川は氾濫して洪水と
なった。
　次のとおり、青谷川、生田川、新湊川、妙法
寺川、千森川、一の谷川、境川の諸河川、そし
て当時は神戸市内ではなかったが現在の東灘区
の住吉川が一斉に崩壊を起こした。岡本住吉周
辺の水害時の凄まじい様子は谷崎潤一郎の「細
雪」に描写されている。また、被害時の写真を
見ると、三宮や元町などの中心地も洪水状態に
なっており、神戸市全域に被害が及んでいた。
　各河川の崩壊面積をあげると、石屋川上流50

町歩（4,959a）、都賀川60町歩（5,950a）、青谷
川20町歩（1,984a）、生田川100町歩（9,917a）、
新 湊 川139町 歩（13,785a）、 妙 法 寺 川80町 歩

（7,934a）、千森川20町歩（1,984a）、一の谷川
60町歩（5,950a）、境川 5 町歩（496a）の合計
534町歩（52,959a）に達している。市域に対す
る被災比率は26％（平地部で59.3％、山地部で
5.3％）であり、被災人口は69万5,985人（死者
は616人、重軽傷者1,011人）、全人口96万4,000
人に対して72.2％が被災したことになる。また、
被災家屋も全家屋20万9,110戸の72.1％にあた
る15万937戸にのぼった。その内訳をみると、
全壊流失家屋5,961戸、半壊・一部損壊が 1 万
6,692戸、浸水家屋は11万8,091戸、被害総額は
1 億4,399万4,730円（当時の米 1 石の値段が
35.3円）であった。阪神大水害の 4 年前、昭和
9 （1934）年に大阪を中心に近畿地方に多大な
被害をもたらした室戸台風の際の神戸市の被害
額2,218万円と比べると 6 倍以上に相当し、阪
神大水害は神戸市始まって以来、最悪の自然災
害となった。
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泥土の山となった元町通

激流にのみこまれた三宮滝道筋

加納町 3 丁目で激流に押し流され民家にもたれかかった市電

土砂に埋まってしまった市バス（三宮駅前）

神 戸 市 の 被 害

全面積 被害面積 比　率
万坪 万坪 ％

全 面 積 2，460 649 26

平 地 部 960 569 59．3

山 地 部 1，500 80 5．3

全人口 被害人口 比　率
人 人 ％

人　　　口 964，000 695，985 72．2
（全人口は昭和12年10月推計）

全家屋 被害家屋 比　率
戸 戸 ％

戸　　　数 209，110 150，973 72．1
出典：「兵庫県水害誌」

区別豪雨被害（神戸市）

区名
人 建　　　物 浸水家屋

死者重傷軽傷 流失 埋沈 倒壊 半壊 床上 床下

灘 127 58 123 350 157 369 1，507 2，725 4，791

葺合 21 48 125 58 223 135 802 1，899 7，070

神戸 49 37 157 373 75 190 457 2，889 3，393

湊東 268 24 240 277 ― 831 1，097 2，953 2，071

湊 89 46 34 261 370 557 1，344 1，154 691

兵庫 3 2 3 ― ― 3 8 1，177 12，118

林田 14 17 49 16 ― 65 748 5，742 19，732

須磨 45 12 36 75 29 63 477 4，401 6，846

計 616 244 767 1，410 854 2，213 6，440 22，940 56，712
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▪市電の被害
　市電の軌道では 7 月 5 日の朝 7 時頃から浸水
が始まり、 8 時頃には一部で運転不能箇所が出
始めた。 9 時40分頃に住吉川が決壊するが、こ
の頃から危険箇所が急増してきたことで、10時
30分頃に電気局は市電・市バスの運転を全線に
わたって運行中止とし、被害を最小限にとどめ
ることに努めた。しかし、既に運転中の市電、
市バスの中には、立ち往生する車両が続出した。
布引から加納町へ至る路線では、急に水かさが
増して、激流が、通りかかった市電に襲いかか
り、乗客ごと車両をおし流した。車両は加納町
3 丁目で障害物に引っかかって停止し、救助に
来た近隣住民が近くの建物の上からロープを
張って、激流中に孤立した車両の窓から乗客を
救出することに成功したという逸話が残ってい
る。
　布引線は全線にわたって被害を受け、軌道上
には少ないところで 1 ｍ20㎝、多いところでは
4 ｍ50㎝もの土砂が積った。加納町 2 丁目、生
田町 1 丁目付近の軌道は無残にえぐり取られ、
堆積土砂量は約 4 万3,000㎥、最大堆積層は
5 m余りに及んだ。布引線の被害が市電全線の
中で最も大きかったのは、同路線が明治の初め
の流路変更まで旧生田川そのものであったから
である。
　被害を受けた箇所を路線別に記すと以下のと
おりである。
　布引税関線 布引－神戸税関前
　山手線 加納町 3 丁目－中山手通 1 丁目
 楠 6 丁目－上沢 7 丁目
　栄町線　　　元町 1 丁目－栄町 3 丁目
 栄町 5 丁目－三越前
 多聞通 2 丁目－相生 1 丁目
 湊川神社－湊町 1 丁目
 多聞通 6 丁目－湊川新開地
　湊川線 湊川公園－湊川新開地

　尻池線 長田交差点－東尻池交差点
　須磨線 大橋－大橋町 2 丁目
 鷹取町－離宮道
 千森川－須磨終点
　板宿線 板宿終点－大橋 9 丁目
　神戸市街地を東西に結ぶ栄町線では 5 か所の
被害箇所が出ている。これは、東西に長い市街
地を南北に流れる鯉川、宇治川、湊川などの出
水で寸断されたことを示している。各路線には
途中で立ち往生した市電車両が土砂に埋まっ
た。その数、72両、電気局所有車両の 4 分の 1
が稼働不能になった。

▪市バスの被害
　市バスも市電と同様に道路が土砂で寸断され
たため、運転不能に陥った。特に、東部、灘区
では住吉川流域の崩壊で、バス事業の再開は不
可能ではないかと思われたほどの状態で、市民
の人気を博していた再度山ドライブウェイは全
線にわたって崩壊した。電気局は同ドライブウ
ェイを走る25系統を運転休止措置にした。手軽
に自然を楽しむことができた再度山へ登るドラ
イブウェイが通行できなくなったことは、市民
の楽しみを一つ減らすことでもあり、また、観
光振興のうえでも打撃となった。

▪電気施設の被害と復旧
　水道、電話、ガス、電気などライフラインも
被災した。押し寄せる濁流で多くの電柱が流
失・倒壊し、架線は寸断された。被災した電柱
数は木柱が900本、鉄柱が31本で、取付け総数
に対して木柱の被害率は5.17％、鉄柱が0.78％、
被災した原因別では、流出したものが362本（う
ち鉄柱12本）で最も多く、倒壊したもの159本（同
3 本）であった。電柱喪失と架線の切断で電気
供給は不能となり、ほぼ全市が停電したため、
夜間の市街地は真っ暗になり、家を失って土砂
の中に残された被災者を一層不安な気持ちにさ
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泥水が去っても宇治川筋は流木に埋まったため全職員を動員しての復旧作業が続けられた

せた。
　電気局が受電していた宇治川電気の送電線
は、都賀川の上流の山崩れによる流木で 6 本が
断線したほか、地中送電線180mが流失、タク
トの折損箇所 1 か所、電柱も折損10本、倒壊18
本を数えた。一方、日本電力の送電設備は市内
では被害がなく、市外も数日で復旧できる程度
のものであった。
　発電所・変電所では、湊川発電所がレンガ倉
庫と構外筒室への 1 mを超える浸水被害、貯炭
所のレンガ壁が33mにわたり倒壊するという被
害、葺合変電所でも構内と変電室に数十センチ
の浸水、ボイラー室地下に 1 mの浸水といった
被害で、いずれも損害は軽微であった。電力で
は地中送電線中、五毛、二軒茶屋、番町、妙法
寺の各線と、架空配電線、通信線路に被害がで
たが、こちらもそれほど大きいものではなかっ
た。
　復旧の立ち上がりは速く、電気局は被災当日
から作業を開始し、浸水した発電所の排水、電
柱、架線の復旧に努めたので、被災 4 日目の 7
月 8 日の夜から全市に送電することができた。

▪市電の復旧
　市電の復旧作業も災害発生と同時に開始され
た。電気局では全職員を動員するだけでなく多
数の作業員を雇い入れて、軌道に堆積した土砂
の撤去作業に着手し、同日午後11時には、路線

の60％の土砂が取り除かれ、市電の運転が可能
な状態まで復旧させた。被災 4 日目の 8 日の午
前 8 時には80％まで復旧した。
　当時はブルドーザーなどの機械はなく、すべ
て人手で土砂の除去を行っていたことを思う
と、驚異的な復旧スピードである。 1 時間でも
早く復旧させるため、全職員が泊まり込みで不
眠不休、ぶっ通しの突貫作業にあたった。土砂
撤去作業には、大阪や岡山、徳島、そして県下
の青年団、学校、各団体などが勤労奉仕で参加
してくれたことも大きかった。電気局の長田工
場では、急きょ、無蓋電動貨車を12両製作し、
復旧した軌道を使って土砂運搬に使用したこと
も、作業を能率的に進めるのに役立った。
　水害から10日を経た 7 月14日、杉野電気局長
は市会で市電路線の90％が復旧を遂げたことを
報告した。残りの10％は最も激しい被害を出し
た山手線の楠公前から加納町 3 丁目までの区間
で、こちらの復旧は手間取った。布引線に山積
した土砂を運搬するため、税関構内に仮設軌道
を引いて第 1 突堤付近の海へ搬出するなど非常
手段を用いて復旧作業を進めた結果、 7 月26日
には東部国道線との連絡が付き、水害から 1 か
月を経た 8 月 5 日には山手線との連絡運転が再
開された。そして、傷んだ軌道の付替えを行わ
ねばならなかった布引－加納町間が開通し、山
手線全線の営業運転が復活したのは 9 月 2 日で
あった。
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　なお、市電以外の市内を走る鉄道の不通箇所
とその復旧状況は以下のとおりで、市電同様に、
速やかな復旧が図られていた。
　省線（現在JR）　芦屋－灘、兵庫－明石　

7 月12日午前 8 時、東海道・山陽線の複線
運転復旧

　阪急電鉄　　　神戸－西宮北口　上筒井線
　　 7 月14日に大阪－神戸間全線復旧
　阪神電鉄　　　神戸元町－野田（本線）
　　　　　　　　東神戸－東長洲（国道線）
　　 8 月16日に本線復旧
　　 9 月11日に国道線復旧
　山陽電鉄　　　兵庫－明石　　
　　 7 月28日に複線復旧
　神有電鉄　　　全線不通

7 月26日復旧。 8 月 1 日の降雨で再度不通
になり、 8 月26日に開通

▪市バスの復旧
　市バスは、道路や橋梁の復旧が進むにした
がって路線バスを復活させていき、 7 月29日の
時点で、妙法寺や加納町、滝道などの被害の大
きいところ以外は復旧していた（市会での杉野
電気局長報告）。市バスの速やかな復旧は、市
内交通の確保に大きな役割を果たした。しかし、
損壊の酷い道路などの復旧が進まなかったため
全線の復旧は市電よりも遅れた。全職員による
不眠不休の努力の結果、10月中旬には水害前の
営業路線63.96㎞のうち、再度山登山線の 5 か
所（加納町 3 丁目－布引、高尾－福住通 5 丁目、
大石川－西灘、篠原本町－六甲登山口、篠原本
町－大石川）合計11.93㎞を残し、ほぼ 9 割が
復旧した。残された不通箇所も翌昭和14（1939）
年 3 月27日に全線開通した。しかし、前述した
ように決壊した再度山ドライブウェイの再建の
めどは立たず、再開は戦後になってからだった。

▪火力発電所増設をめざして
　電力需要がうなぎ上りに増大していた大正 7

（1918）年、神戸市が水力発電所を作る目論見を
もって千苅のダム建設を検討したことは前述し
た。その後、自前の発電で不足する分を宇治川
電気などから受電していたが、その一方で、新
しく自前の火力発電所を設置することを模索し
ていた。
　大正14（1925）年、第 1 期発電拡張工事完了
後、新火力発電所を設置するための第 2 次発電
拡張計画を策定し市会に提出した。市会では調
査委員会が設置されて、詳細な審議が行われた。
その計画は、湊川発電所の近隣に 2 万5,000kW
の発電機を 2 基備えた火力発電所を設置し、付
随して、御崎・東須磨・千歳町・長田・有馬道・
葺合の 6 変電所の新設増設も行う総工費1,782
万円を要する計画で、これらを結ぶ連絡送電線
の敷設も含まれていた。財源は、電気事業債を
発行して 5 年間の継続事業として実施するとい
うことであった。
　当時の神戸市の電気の需給関係は、宇治川電
気からの受電が開始されて十分な余裕があった
はずであるが、ここで大規模な発電拡張を計画
した理由は、市会議事速記録（大正15（1926）
年 2 月。西川荘三調査委員長の報告）によれば
次のようなことであった。
　「神戸市の発展の上から申しまして、動力を
安く供給すると云うことでなければ神戸の都市
は繁栄しない。神戸の如きは漸く 3 万4,000キ
ロ位を使うて居るが、神戸と同等の格に居る名
古屋市の如きは神戸の倍額 7 万何千キロと云う
需要を今日に於てあるのであり、神戸の倍の電
気を使うて居る。故に名古屋の製造工業はどん

中央発電所設立運動
第2節
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どん発達して、羨ましい風になって居るのであ
ります。神戸も矢張り此の製造工業の発達から
云えば、どうしても動力らを値下げをしなけれ
ばならぬと云うことで、要するに発生電力の賃
率を低下し、安く製造すると云うことがなけれ
ばならん。」（原文片仮名。旧仮名遣い）
　すなわち、効率の良い発電所を作ることで発
電単価引き下げを図り、電力料金を安くして製
造工業の発達を図ることを目的としていたので
ある。宇治川電気からの買電単価は 1 kWにつ
き 2 銭 1 厘 7 毛であったが、同じく電力購入を
行っている東京市の 2 銭 7 厘、名古屋市と京都
市の 2 銭 6 厘と比較すると安く（宇治川電力は
神戸市に売り込むために安い料金設定をしてい
た）、いずれ値上げされるであろうことを神戸
市は予測していた。また、自前の発電単価は
1 kWにつき 1 銭 9 厘で、購入する電力よりか
なり安く、自前の発電量を増やすメリットは大
きかった。
　市会の調査委員会による調査・審議を経て、
翌大正15年 2 月12日、原案に一部の修正を加え
た報告書が市会に提出された。同日に議決され
た修正点は、①出力 2 万 5 千kWの出力を 3 万
5 千kWに変更すること、② 5 年計画を 3 年計
画に短縮すること、③総工費を90万円減額して
1,692万円とすることの 3 点で、原案よりも大
規模な発電所を短期間でつくることが決められ
た。総工費の減額は、輸入品を予定していた発
電機器が為替レートの変更で安く購入できるこ
とになったからであった。

▪中央発電所早期実現陳情
　市会の議決を経て、神戸市は、大正15（1926）
年 4 月29日に第 2 次発電拡張計画（中央発電所
等建設計画）について、逓信大臣に中央発電所
を常時出力とする認可を、大蔵大臣には1,880
万円に上る起債発行の認可をそれぞれ申請し、
準備を始めた。

　しかし、神戸市の申請を受けた中央官庁の反
応は芳しくなかった。新聞報道によれば（「大
阪朝日新聞」大正15年 5 月 1 日）、①緊縮財政
の折、巨額な建設費を全額起債することは妥当
でなく認められないという財政的理由、②火力
発電は水力発電の補給用であり水火併用は認め
がたいという電源に関する理由、そして、③宇
治川電気などからの受電で必要量は確保できて
おり緊急課題ではないということが、認可に至
らない理由であった。当時、日本の経済状態は
悪く、電気は余り気味で、電力各社は需要者を
求めてし烈な競争をしていたのである。こうし
た報道に対して、米田電気局長は、同年10月の
市会において、政府は不認可決議をしていない、
書類審査は順調である、市会決議を経て策定し
た計画案が軽々に不認可になることはないと確
信していると答弁した。

神戸市の発電所建設許可の見通し難を伝える新聞
（大正1５（1926）年 ５ 月 1 日、大阪朝日新聞）
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▪全市を上げての中央発電所建設促進運動
　その後、神戸市は何度も陳情を繰り返したが、
認可は得られないまま歳月のみが経過していっ
た。それは、当時は前述のように不況で電力が
余り気味となっていたこともあるが、政府内に
は電力統制の考えが表れるようになってきつつ
あり、神戸市の計画を容れられない状況が生じ
ていたからであった。そうしたなかにあって、
計画提出から 9 年が経過した昭和 9（1934）年、
前年に就任した勝田銀次郎市長が、産業振興の
ために中央発電所を実現させるとの公約を掲げ
たことから、また事態は動き始めた。電気局で
も新局長に杉野繁元神戸市助役が就任し、市会
では同年 6 月、松岡勝衆議員を委員長とする「火
力発電所促進委員会」を発足させて、市会と市
当局が一丸となって実現のために促進運動を行
うこととなった。そして、 7 月10日付で意見書
を採択して政府に提出した。
　意見書には、火力発電所を作るべき理由とし
て次のような事項があげられていた。
①　川崎造船所や神戸製鋼所、川崎車輌工場な

ど大きな工場が多く電力需要は今後も増加が
見込まれること

②　市内供給電力のうち 7 割が外部からの購入
であり購入量は増加しつつあること

③　関西方面の水力発電由来の電力は不足がち
で渇水期には特に不足すること

④　電力不足と電力価格上昇は利用者への影響
が大きいこと

⑤　市営による発電所は価格低下をもたらせ事
業家にも市民にも良いこと

　同じ趣旨の意見書は、同年 9 月29日にも市会
で採択され、政府に提出された。再度提出され
るきっかけになったのは、第一室戸台風（ 9 月
21日に大阪を中心に多くの犠牲者と多大な被害
を出した）の襲来であった。第一室戸台風で神
戸市の電力需要の 3 分の 2 を供給していた宇治

川電気、日本電気の送電線が倒壊したことで受
電ができなくなり、一時、電気供給が全停止に
陥った。このとき、難を免れた湊川発電所が稼
働し、夜間の停電と市電を最低限動かす電力を
確保できたのだが、この経験は、地元に発電所
を持つことの重要性をあらためて痛感させたの
だった。

▪逓信省の発電設備増設内諾
　神戸市の再三にわたる陳情や意見書提出が効
果を表したのか、逓信省側にも軟化の兆しが表
れ、昭和10（1935）年 1 月に、非公式ではあっ
たが湊川発電所の 1 万2,500kW発電機 2 基を
予備機とし、あとは廃止することを条件に
2 万kWの発電機新設を認めると内示してき
た。後述するように、当時、既に電力の国家管
理が計画段階にあり、神戸市への内示は異例な
ことであったが、神戸市は 2 万kWではなく 3
万 5 千kWの発電機設置を要望した。
　中央発電所設置を決めた当時、供給過剰に
陥っていた電力事情は、その後の景気回復で需
要が増加し、神戸市でも毎年 1 割以上も電力需
要が拡大し、不足分を高価な臨時電力の購入で
まかなわねばならない有様であった。このため、
神戸市では、①相当の自家発電を持つことが購
入電力の価格交渉の上でも有利である、②神戸
市は重工業都市で軍需工場も多く、国策的にも
重要都市である、③国防の見地から、火力発電
所は集中主義でなく分散設置することが望まし
い、という 3 つの根拠を示して、猛運動をつづ
けた。
　市内にある川崎、三菱、神戸製鋼所などの大
手製造業各社や軍関係者も神戸市支援に動き、
昭和13（1938）年 3 月26日、逓信省は発電設備
拡張を許可した。新たな発電所の設置は認めら
れないが湊川発電所に出力 3 万kWの発電機 1
台の増設を認めるというもので、ついては同発
電所で稼働中の発電機を予備にまわし、葺合・
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運河両発電所を廃止して、運用の上では「水力
発電利用上遺憾ナキヲ期スルコト」という条件
が付いていた。
　神戸市の要望がかなり容れられた内諾に対
し、市会では「神戸市に凱歌が揚がった」（市
会会議録）と喜びの声が上がった。同じ頃、火
力発電の増設を申請していた京都市や大阪市に
は許可がされておらず、関西で増設認可された
のは宇治川電気など大手電気事業者 4 社が共同
で設立した「関西共同火力発電所」の尼崎発電
所のみであったから、神戸市への許可は異例の
厚遇であった。

▪電力国家管理法で移管された発電設備
　逓信省の内諾が下りて 5 か月も経たない昭和
13（1938）年 8 月11日、湊川発電所に、政府か
ら、発電設備の強制移管に等しい出資命令が
下った。電力国家管理については次節で述べる
が、この年の 1 月に電力国家管理法案が帝国議
会に提案され、同 3 月に両院通過、 4 月 5 日付
で公布された。この法律により民間の一定規模
以上の発電設備は、新しく設立される日本発送
電株式会社へ強制移管を余儀なくされることに
なった。しかし、神戸市のような公営の電気事
業については、この統制の枠から外れると考え
られており、神戸市もそれを前提に発電拡張運
動を続けていたのだった。
　だが、同年 8 月11日に、湊川発電所に政府か
ら強制移管に等しい、出資命令が下った。そし
て、同時に明らかになったのが、電気局がよう
やく内諾を得たばかりの発電設備拡張の申請手
続きを進めていなかったことだった。逓信省に
提出した申請は、 3 万 5 千kWの発電機を導入
するという大正15（1926）年のもので、正式許
可を得るには 3 万kWに書き換えた書類を作成
する必要があったのだが、それを実行していな
かったのである。提出が遅れた理由としてあげ
られたのは、物価変動が激しく発電機の予算見

積もりが難しかったこと、そして巨額の経費を
かけて新規導入することに経済的合理性がある
か慎重な考慮を要したことであった。 7 月の阪
神大水害への対応で事務取扱の中断があったこ
と、政府の出資命令が早く来たので結果として
間に合わなくなったとも理由づけられた。単な
る事務の遅れだったのか、ほかに理由があった
のかは不明だが、正式許可書を得ていなかった

第 2期発電拡張（中央発電所）計画のあゆみ

年　月　日 出　　来　　事
大正14年 7 月 8 日 第 2期発電拡張案を市会に

提案

　　15年 2 月12日 市会、同案を一部修正のう
え可決

〃　 4月29日 政府に発電拡張を申請

昭和 4年 3月30日 認可の遅れで完成年度を 3
年繰りのべ

　　 7年 3月31日 さらに 3年繰りのべ

　　 9年 6月28日 市会、「火力発電促進委員
会（松岡勝栄委員長）」を
設置

〃　 7月10日 市会、政府に意見書提出

〃　 9月21日 第 1室戸台風発生。送電線
に被害

〃　 9月29日 市会、再度意見書提出

　　10年 1 月―― 逓信省、 2 kWを内示（神
戸市拒否）

〃　 2月 5日 完成年度を 3たび繰りのべ

　　11年 5 月23日 市会、 3たび意見書提出

　　12年 6 月11日 市会、再度「火力発電促進
委員会（谷口庄一委員長）」
を設置

〃　11月―― 逓信省 2万5，000kWを内示
（神戸市拒否）

　　13年 3 月26日 逓信省、 3万kW新設許可
内示書を交付

〃　 4月 5日 「電力管理法」公布

〃　 8月11日 湊川発電所に出資命令

　　14年 2 月15日 第 2期発電拡張を断念

〃　 4月 1日 湊川発電所を移管。日本発
送電㈱発足
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ため、出資の際に新設されるはずだった 3 万
kW分を交渉の札に使えず、長年の促進運動に
かけられた経費の補償も得られなかった。「14
か年、神戸市会の努力とこれに要した多額の経
費も全く無駄とし、神戸市百年の大計を蹂躙さ
れてしまった」（神戸市会議事録。原文は片仮名）
と、ある議員は慨嘆した。正式許可書を取る手
続きをしなかったのは電気局の失態であった。
同年11月 2 日、結果として神戸市に空手形を与
えた形になった逓信省から、電力管理準備局長
名で、昭和17（1942）年に、日本発送電株式会
社が神戸市に 3 万kWの発電所を新設する予定
なので「了知相成度」という通牒が市長あてに
送られてきた。そして、翌昭和14（1939）年 2
月15日、市会において「第 2 期発電拡張を廃止
する件」が議決されて神戸市は発電拡張を正式
に断念した。そして、逓信省からの「了知相成
度」という通牒も、戦争により、結局、空手形
となってしまった。

▪昭和１4年度冬期の電力“飢饉”
　昭和14（1939）年、全国の発電設備を有する
業者から発電設備を移管させて国策会社である
日本発送電株式会社が設立された、まさにその
年の冬から翌年の春にかけて深刻な電力危機が
起きた。昭和14年は異常渇水の年で、空梅雨で
ダムは貯水量を減らし、 8 月に入ると発電量が
減少した。電力事業者は水力発電の減少分を火
力発電で補うことができるように石炭の備蓄に
力を入れ、万全を期してきたのだったが、発足
まもない国策会社である日本発送電は石炭確保
のための努力を怠り（軍需産業の勃興で石炭需
要が高まっていたことも一因である）、必要量
を確保できなかった。しかも粗悪な石炭が多く
含まれたことで発電に支障をきたして電力不足
が顕在化した。水力発電所が少ない関西地域に
おいて電力不足は深刻で、日本発送電関西給電
所は、 8 月25日に電力の使用制限を開始し、さ
らに同月31日には、突然、無警告の停電を午後
1 時から行い、製造業からサービス業に至るま
で、関西産業界は大混乱となった。
　 9 月に入り、電力不足はいちおう緩和したが、

電力国家管理と
神戸市電気局

第3節

こうべ元町のシンボルだった
“すずらん灯”も戦時体制下に
あっては単なるゼイタク品と
見なされつぎつぎと消されて
いった
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その年の暮れに電力危機が起きた。本来電力使
用量がアップする12月に、永井柳太郎逓信大臣
が石炭備蓄量や需要量に考慮せず、関西地域で
の使用制限を撤廃したことが引き金になって電
力不足をきたし、12月下旬には50馬力以上の需
要に対して、 5 日に 1 日の節電休業が課される
ようになった。翌15（1940）年 1 月14日からは
電灯を含む昼夜線需要家に対して 3 日に 1 回昼
間送電を停止し、 1 月下旬には制限率を40％に
強化した。その結果、 1 月の街の様子は次のよ
うな有様となった。

　「日没とともに街はまるで灯火管制と間違
うばかりの暗さ、ラッシュアワーにも拘らず
電車の運転少くいずれも超満員はまだよいと
して劇場、映画館は三日に一度昼間興行を廃
止したり、この文明の世の中に蝋燭で商売せ
ねばならぬ羽目に陥った。中にも悲惨なのは
中小工業の労働者であって三日に一度の休業
は何を措いても重大な社会問題である。しか
もこの非常制限は取敢ず一週間という触れ込
みが、十八日夜来の強風による石炭船避難と
いう口実の下に裏切られたばかりか、二十日
に至っては勝手に十万キロの火力発電の運転
を停止し、五百キロ以上の大口需要者をも大
混乱に陥れてしまった。それでもなお石炭が
足らぬ、制限だ、制限だと泣き事を並べる
……全く日発（＝日本発送電）当事者の怠慢
無能と断ずるほかにないのである、しかもこ
のため受けつつある関西産業界の打撃は日々
恐るべき巨額に上っている」（「電力問題の根
源を探る」『神戸新聞』昭和15年 1 月25～27
日連載）

　電力“飢饉”は、降雨降雪により昭和15年に
入って緩和し、 3 月25日に各種制限が解除され
たが、数か月間にわたる電力不足がもたらせた
のは、製造業への打撃に止まらず、休業による
減給という、日給で働く庶民への経済的打撃、
そして市民の日常生活への甚大な影響だった。

　前掲の神戸新聞記事は続いて、次のような日
本発送電批判、国家管理批判を展開した。

　「火力発電の如きはわが国の電気事業の実
際に見れば明かな如く、その地方地方の電力
供給に対する補助機関であって発送電の如き
全国的に電力を供給する性質の電力会社とし
ては余程大規模の火力発電でない限りこれを
経営すべきではない。すなわち中小発電所は
いずれもその地方の配電会社がその地の実情
に応じて運転、経営すべきであるにも拘らず
これを根こそぎ取り上げたことがそもそも今
日の失敗を物語っているのである。したがっ
て今後の対策としては火力発電の建設はなる
べくその地方の配電業者をして行わせること
とし発送電は専ら水力発電建設に全力を注ぐ
べきである」

　中小の火力発電は、その地域業者が経営すべ
きで、電力危機は国営にしたから起きた失敗だ、
というのである。神戸市に即して言えば、神戸
市営に戻すべきだということになる。しかし、
事態は逆方向へ向かった。電力危機に危機感を
覚えた政府は、後述するように、発電送電だけ
でなく、配電も国営化して国家による電力の一
元管理が実行されていったのである。

▪灯火管制の実施と暗くなる街
　戦時下、敵機による空襲に備えて、灯火管制
が布かれるようになるが、神戸市で最初に灯火
管制が実施されたのは、満州事変発生から10か
月後の昭和 7 （1932）年 7 月17日の防空演習の
ときである。演習では県知事、神戸市長が正副
統監となり、電気局長が灯火管制委員長になっ
て、神戸市と周辺の 2 市13町村で実施された。
神戸市電気局、阪神電鉄がそれぞれの電気供給
区域の灯火管制の準備指導にあたったが、結果
は良好で、次第に頻回に実施されるようになった。
　そして、昭和12（1937）年に日中戦争が中国
大陸全体に拡大してからは防空関連法規が次々

077第 ４章　戦時下の神戸市電気局



公布され、各家庭で使用する電灯も明るい電球
は姿を消し、下方しか明るくしない灯火管制用
の電球が登場するようになった。神戸市内の電
力需要は毎年増加を続けていたが、昭和13

（1938）年度に年間使用電力量の総計が549百万
kWhとなったのをピークに、以降は減少していく
こととなった。昭和14（1939）年度冬季の電力
飢饉の経験は、政府をして、電力国家管理へと
歩を進めさせただけでなく、電力消費において
も、統制を強めることとなった。電力不足がも
たらす軍需産業の生産低下を恐れる政府・軍当
局は、昭和15（1940）年度冬季（渇水期である）、
最高15％の消費制限と週 1 回の休電制を実施し
た。この年は天候にも恵まれて水力の回復が早
く、影響も比較的少なかった。翌16（1941）年
度も、12月 8 日の太平洋戦争開戦日から翌年 3
月14日まで、ほぼ前年並みの制限が実施された。
　電灯については自粛節電を呼びかけていた
が、昭和15年 8 月から高燭光の定額灯と、従量
灯10灯以上で 1 灯あたり 3 kW時以上の使用に
対して20％の制限を実施することになった。さ
らに翌16年12月 1 日から、工場関係以外の電灯
の高燭光定額灯に対しては20％、従量灯10灯以
上については住宅用、事務所用、商店用ごとに
1 灯あたりの制限電力量が決められた。この制
限量を超えて使用した場合は、 1 kW時につい
て50銭が徴収されるようになった。
　こうした電気の使用制限によって街は徐々に
暗くなっていった。昭和15年からは、贅沢とみ
なされる照明灯の使用が禁じられ、「みなとコ
ウベ」の夜を彩っていたネオンや元町のすずら
ん灯はほとんど消灯されてしまった。もっとも、
神戸市の場合は電力“飢饉”に見舞われた昭和
14年12月に、必要とみなされない照明のスイッ
チオフが一足先に実行されていた。
　戦局が悪化していった昭和17（1942）年、18

（1943）年と時期を追うごとに、夜を明るくす
る電灯は消されていった。特に、アメリカ軍の

爆撃が現実化するに及び、夜の街は真っ暗に
なっていった。

▪電力国家管理関連法案公布までの経緯
　電気が重要な社会インフラになってきた大正
時代、全国の河川で水力発電所建設が進んだが、
ダムをつくるという新たな水利用が、洪水など
のリスクを高めるといった懸念を生み、また、
流域の人々の水利権と衝突して裁判に発展する
ことが少なくなかった。加えて、第 1 次大戦後
の不況で電力需要が伸びないところへ電源開発
によって発電量が増えたため供給過剰となり、
電気事業各社間で供給先をダンピングして取り
合うという過当競争が演じられるようになっ
た。こうした事態を背景に、大正15（1926）年
には、電力の国家統制を図るべきではないかと
いう考えが政界、金融界、官界、そして電気事
業者からも出されるようになった。
　電力事業を監督する立場にあった逓信省電気
事業局は臨時電気事業調査会を発足させて国家
統制についての調査を行い、昭和 3 （1928）年、
半官半民の会社を作って事業を行わせるべきだ
と言う答申を提出した。昭和 6 （1931）年には
従来の電気事業法が改正され、電気事業の公益
的性格に鑑みて統制・合理化、公益的監督が強
化されるようになった。
　その後、対外的には満州事変、国内的には
2.26事件などの軍部によるテロ事件が起きて時
代は戦争へと傾き、軍部が大きな力を持つよう
になるが、軍部の主流を占めたのは統制派で、
彼らは自由主義経済が貧富の格差をもたらせて
いるとして、これを否定し、統制経済を布くこ
とを是としていた。官僚の中にも同様の考えを
持つ者がおり、電力の国家管理実現に向けて事
態はにわかに動き出した。　
　そして昭和11（1936）年 3 月に成立した広田
内閣で逓信大臣になった頼母木桂吉は「電力統
制政策は国営を目標とする」との声明を出し、
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同年 6 月に逓信省が電力国策案を発表した。そ
の内容は、民間会社が所有する一定規模以上の
発電・変電・送電設備を国策会社に現物出資さ
せ、政府は国策会社から設備を借り上げ、特別
会計によって直接運営にあたるというもので
あった。
　民間の電気事業経営を否定する逓信省案に、
電気業界は猛反対し、政府との間で激しい論争
となった。論点は表「電力国家管理関連法案論
点」のとおりで、正反対の意見が真っ向からぶ
つかり合った。賛否両論が渦巻くなか、政府が
議会への法案提出をためらっているうちに昭和
12（1937）年 2 月に広田内閣が総辞職し、同案
は成立せずに終わった。

▪電力国家管理実現
　しかし、昭和12（1937）年 7 月 7 日、蘆溝橋
事件が起きて日中戦争が本格化し、戦時体制色
が一気に強まったところで電力国家管理案が再

度、注目されるようになった。第 1 次近衛内閣
の逓信大臣となった永井柳太郎は、同年10月、
臨時電力調査会を設置し、法案の策定に乗り出
した。同調査会には幹事案として「国策研究会」

（学者や官僚、議員などからなる民間の研究団
体。昭和 8 （1933）年設立）が作成した案が提
出され、これをもとに審議がされた。同調査会
には民間側委員として 5 大電力社長が入って強
力に反対したが容れられず、国策研究会案がそ
のまま採択されて、この案に基づいた「電力国
策要綱」が同年12月17日の閣議で決定された。

「永井案」とよばれた同要綱の内容は、主要水力
並びに火力発電設備、主要送電設備を国策会社
のものとし、電力の需給、発送電設備の建設計
画、電力料金決定などの運営は政府が行うとい
うもので、頼母木元逓信大臣案との違いは、国
策会社への強制出資設備から既設水力発電設備
をはずし、発送電を国ではなく国策会社が行う
ことにした点であった。
　電力事業各社、日本商工会議所などの経済団
体は反対運動を展開したが、政府は、翌13（1938）
年 1 月、第73議会へ電力関係 4 法案、「電力管
理法案」「日本発送電株式会社法案」「電気事業
法改正法案」「電気管理ニ伴フ社債処理ニ関ス
ル法案」の提出に踏み切った。第73議会には「国
家総動員法」も提出されており、論議百出した
が、電力関係 4 法案は一部改正されたものの 3
月26日に両院を通過し、10日後の 4 月 5 日に公
布された。

▪湊川発電所への出資命令
　電力の国家管理が実施されても、神戸市のよ
うな公営の電力事業はそのまま維持されると考
えられていた。それは、電力管理法の第 1 条に

「電気ノ価格ヲ低廉ニシ其ノ量ヲ豊富ニシ之ガ
普及ヲ円滑ナラシムル為政府ハ本法ニ依リ発電
及送電ヲ管理ス但シ自己ノ専用ニ供シ又ハ一地
方ノ需用ニ供スル電気ノ発電及送電ニシテ勅令

電力国家管理関連法案論点

賛　成 反　対

電気は空気や水と同じ
で営利事業の対象にし
てはならない

発電には巨費が必要で
空気・水とは異なる

国営化して強力な統制
下に置いて国民生活の
安定、国防、軍需産業
などの需要に充てるべき

統制経済を是としても
電力事業だけを国営に
するのは片手落ち

電気事業が十分に採算
が取れることを国営化
不必要とする理由には
ならない

採算が取れているのは
合理的に経営されてい
るからで国営になって
も運営が合理的に行わ
れなければ国民負担は
かえって重くなる

国営化により水力の合
理的電源開発、利用、
広範囲の需給調節など
が行え、コストを下げ、
電気料金を下げること
ができる

総合的な水利、広範囲
の需給調節は、国営に
しなくても「電気事業
法」の改正・運用によっ
て可能である
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ニ別段ノ定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ」とあっ
たからで、「一地方ノ需用ニ供スル」神戸市電気
局の発送電設備は国家管理の対象から外れると
読めたからである。
　逓信省は電力管理準備室を開設して、日本発
送電株式会社へ出資されることになる設備基準
の要綱制定を開始し、「出力 5 千kWを超過す
る水力発電設備」と「出力 1 万kWを超過する
火力発電設備」を対象とすることとした。この
要綱に基づき、 8 月11日付で出資物件を具体的
に公告した。
　出資命令を受けたのは33社、火力発電所34か
所（出力183万kW　水力発電設備は除外され
た）、変電所94か所（容量440万kVA）が対象
となった。この中に神戸市の湊川発電所が入れ
られており、次のような通知が来た。

　　　「日本発送電株式会社ニ対スル
　　　　　　　　 出資設備ニ関スル件」　　　
　下記電力設備及其ノ付属設備ハ日本発送電株
式会社法第 4 条ノ規定ニ依リ日本発送電株式会
社設立ノ際同会社ニ対シ出資スベキモノト決定
相成候

記
　　　　　　　　発電設備
　湊川発電所　　神戸市林田区駒栄町
　　　　　　　　昭和13年 8 月11日

電力管理準備局長官

　この通知を受け取った神戸市の驚きと衝撃は
大きかった。出資命令が出された33電気事業者
のうち公営電気事業者で出資対象となったのは
山口県、高知県、大阪市、神戸市の 4 つで、同
じく公営電気事業者である東京市と京都市は対
象にならなかった。また、 5 か月前に神戸市は
発電拡張の認可を得たばかりだったからだ。
　戦時下、国の方針に逆らうことはできず、政
府が目的とする「低廉にして豊富な電力」が供
給されることを期待して出資命令にしたがうし
かなかった。同年 9 月13日、市長は湊川発電所
を出資する旨を市会に報告、12月23日に承認さ
れて出資が正式に確定した。

▪湊川発電所は低い評価額で
　日本発送電株式会社へ

　出資が決まった以上、次は、湊川発電所がい
くらの出資金に相当するか、評価額が問題にな
る。出資物件の評価法は「日本発送電株式会社
法」で、「①設備の建築費から減価償却した金
額」と、「②設備所有者が過去10年間にあげた益
金の建設費に対する平均割合を出資設備の建設
費に乗じて得た金額を一定の利率で還元した金
額」の各 2 分の 1 を足した金額とすることが決
められて、この算式に基づいて計算した金額が
評価額として示された。湊川発電所は①につい
ては245万9,108円、②については1,207万359円
とされ、①②各 2 分の 1 の和、726万4,733円が
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評価額であった。
　表「日本発送電株式会社に出資した湊川発電
所規模」に示された資産全部で726万円と算定
されたわけだが、廃止になった運河・葺合両変
電所の発電機 8 基、総出力7,600kWの売却価
格が155万円であった。旧式の小さい発電機 8
基分の値段の 5 倍弱の値段で、500坪の土地付
き発電所建物と付属設備、 1 万2,500kWの発
電機 2 基などが買われた。価格に不服がある場
合は出訴できることになっていたが、神戸市は、
結局この政府決定価格を認めた。
　こうして、市営電気事業の中核的存在だった
湊川発電所は昭和14（1939）年 3 月31日をもっ
て神戸市電気局のものではなくなり、 4 月 1 日
から日本発送電株式会社の発電所としてスター
トした。神戸市にはその対価として、日本発送
電株式会社の株式、14万294株と端数の現金34
円が支払われた。

▪第 2 次電力国策要綱の制定
　中国大陸での戦線拡大で、軍需産業も生産を
拡大し、電力需要は伸びる一方だったことと、
先の電力危機の経験から、発送電事業に続いて、
電力事業者が行っていた配電事業も統制の枠内
に入れることが国家から要請されるようになっ
た。
　電力危機で街が真っ暗になった日々から半年
後の昭和15（1940）年 7 月、政府は配電事業を
管理するための第 2 次電力国策要綱策定に着手
した。第 2 次近衛内閣の逓信大臣、村田省蔵が
打ち出した構想は、「電気事業は全国的規模の
発送配電一体化経営が望ましいが、企業体とし
ては大規模に過ぎる。このため、配電事業は切
り離し、発送電は水力・火力とも日本発送電株
式会社が一手におさめるのが適当」とするもの
だった。
　この方針を具体化するため、同年 8 月、電気
事業者代表と逓信省関係者による「官民懇談会」

で業者のヒアリングが行われ、 9 月に「電力国
策要綱」を閣議決定した。要綱の内容は、高度
国防国家建設のため、既存の水力発電設備を日
本発送電株式会社に帰属させること、そして、
全国を数地区に分けて配電を統合して行う特殊
会社を設けるもので、発電から配電まで、電力
を完全に国家管理のもとに置くというもので
あった。

日本発送電株式会社に出資した湊川発電所規模

湊川発電所（常時出力　 1万8,500kW）設備

①土地
　林田区駒栄町 1丁目　発電所用地
　　　 1町七反 7畝 3歩（実測5,376.885坪）
　別ニ　土木部所管地　507.44坪
　（湊川発電所借用地ニシテ海岸埋立地）

②建物
　鉄筋コンクリート造機械室	 ｌ棟
　　　建坪　100.222　延べ383.672
　煉瓦造石綿盤葺 2階建汽缶室	 1 棟
　　　建坪　568.169　延べ1,137.489
　煉瓦造石綿盤葺 2階建機械室及汽缶室	 1 棟
　　　建坪　854.702　延べ1,586.762
　外附属建物	 23棟
　　　建坪　405.14
　公舎　木造 2階建及平家建	 3 棟
　　　建坪　94.495

③蒸汽発生設備
　バブコック水管式汽缶	 12基
　ガルベ水管式汽缶	 8 基
　其他附属設備一式

④電気設備
　 1万2,500㎾タービン発電機	 2 基
　　　6,000㎾タービン発電機	 2 基
　　　3,000㎾タービン発電機	 2 基
　配電盤及開閉装置（受送電用ヲ含ム）一式
　其他附属設備一式

⑤冷却及水道設備
　海水取入設備	 2 箇所
　貯水池	 1 箇所
　其他附属設備一式

出典：「市会成議録」（昭和13年度）
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▪反対運動起こる
　第 2 次電力国策要綱は大きな反響を呼び、電
気業者は強く反対し、日本商工会議所も反対意
見を表明した。村田逓信相が招集した懇談会で
も、事業者側から利害問題について議論が展開
され、関東電気事業者大会では、「電力の鬼」と
呼ばれた松永安左衛門が電力国策に対する激し
い反対演説をする有様であった。これをきっか
けに反対運動が展開され、昭和15（1940）年11
月、配電管理関係 5 法案が発表されると、その
運動は激しさを加え、12月には電気協会の反対
意見発表、翌16（1941）年 1 月には日本商工会
議所の反対決議へと発展した。
　反対運動関係者が主張していた論点は、①電
気事業の統制を強化して安い電力を供給するこ
とは急務だが政府の統制案は企業能率を低下さ
せる、②電気事業の統制方式は電気庁と日本発
送電の二重統制をやめて日本発送電を民営並み
に自主的活動体とし、③配電事業は自発的にブ
ロック別に統合整備するべき、といったことで
あった。
　民営事業者は配電統合自体に反対はせず、自
社の地位を有利にすることに重点を置いてい
た。しかし、神戸市をはじめとする公営事業者
は公益本位に経営してきたので統合される必要
がないと考え、統合自体に反対で、民営事業者
と公営事業者との間には意見の差異があった。
　神戸市では昭和15年12月26日に市会議員協議
会を開いて対策を検討し、翌16年 1 月20日に市
会に「配電統制に関する対策委員会」を設け、
同じ立場となった東京市、京都市と共同で関係
官庁に対し陳情運動を展開した。大阪市は市会、
理事者とも「国策である以上、やむを得ない」
という意向で、事態を静観し、公営事業者の足
並みも揃っていなかった。

▪市議会の意見書提出
　政府は勅令により昭和16（1941）年 8 月に「配
電統制令」を公布することになるが、神戸市は、
戦時下ゆえに配電事業の統合はやむを得ないと
十分認識しながらも、昭和16年 6 月26日の市会
で次のような「配電統合に関する意見書」を採
択し、政府に提出した。

「配電統合に関する意見書」
　政府に於かれては曩に高度国防国家建設の要
請に備ふる為、電力国家管理の趣旨を一層暢達
徹底せしめんとして、電力国策を決定し、発送
電の強化と配電管理の実施とを企図せられたる
所、本年当初内外の緊迫したる情勢に鑑み、配
電管理関係法案の議会提出を取止め、配電統制
は之を国家総動員法に基く勅令に依りて実現せ
んとし、去る 4 月電力国策実施要項を発表し其
の方針を指示せらるると共に、之が実施に関し
必要なる準備を進められつつあり。
　本市に於ては、聖戦下時局の重大性に鑑み、
配電統制の根本方針には進んで之に協力を惜し
まざる所なりと雖も、之が統合の方法に付ては、
克く公営事業の本質を考慮せらるると共に、地
方の実情に即せざるべからざるものと思料す。
　抑々本市電気事業は、大正 6 年神戸電気株式
会社を買収してより20数か年、其の間幾度か民
営業者の進出を防遏し、又多年の宿望たりし灘
区電気事業を買収して、市営の完全なる統一を
図り、今日の成果を見るに至りたるものにして、
常に公益的理念に即し、拮据運営し来れるに配
電統合にして一度適正を誤らんか、本市財政上
に及ぼす影響極めて深刻なるものあるべく、市
営施設の将来に多大の支障を生ずる虞あり、恂
に憂慮に堪へざる次第なり。
　故に本問題の重大性と公共団体の特異性に鑑
み、之が実施方法に付ては、従来より屡次本市
より要望し来りたる所に有之、今や関係勅令の
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公布を目睫に控へ、本市の下記要望事項の実現
に付、特別の御高配相賜度切望の至りに堪へず。

記
①　本市財政に悪影響を及ぼさざる様、現存利

益の確保を期せられたきこと
②　現在御計画の配電地区は本市の実情に副は

ざる憾あるを以て、本市の特殊事情に照らし
特に考慮せられたきこと

③　現行電気料金は絶対に之を値上せざること

　以上市制第46条に依り意見書及提出候也。
　　昭和16年 6 月26日
　　　　神戸市会議長　丸岡茂吉（原文片仮名）

　神戸市は時局の重大性を認識し、配電統制の
根本方針には進んで協力する立場であることを
あらかじめ断ったうえで、市営化以降、市内全
域を配電区域にする努力を払い、公益的理念に
即して経営してきたという電気局の創設以来の

特殊事情を受け入れてほしいと述べている。そ
して、具体的に願い出たのは、次のようなこと
であった。
⑴　意見書②項にある「配電地区は実情に副は

ざる憾云々」の項の真意は、神戸市を関西ブ
ロックの配電地区ではなく、中国ブロックへ
編入してほしいということで、裏には、今後
の神戸の発展を考え、新たに設立される配電
会社の本社を神戸市内に置いてほしいこと。

⑵　意見書①項に書かれているごとく、電気事
業が神戸市にもたらせていた繰入金がなくな
ることを非常に懸念し、何らかの対応を取っ
てほしいこと。

▪関西配電株式会社の設立と
　神戸市電気局の終焉

　民営、公営電気事業者たちから様々な声があ
がっているなか、昭和16（1941）年 1 月に開か
れた第76国会で「戦時体制強化に関する決議案」
が満場一致で通過し、事業統制に関する広範囲
の規制強化を含めた国家総動員法の改正が行わ
れた。この国家総動員法改正で、「配電管理法」

「配電株式会社法案」などの配電統制関係の法
案が勅令によって実施が可能になった。同年 4
月、政府は「配電事業統合要綱」を決定し、 8
月30日には、勅令第832号により「配電統制令」

「配電統制令施行規則」を公布施行した。そして、
9 月 6 日、 9 地区の主要電気事業者70事業体に
対して「配電会社設立命令書」を出した。
　神戸市電気局も、この命令書に基づき、新設
される「関西配電株式会社」への出資を余儀な
くされた。関西配電会社設立期限は昭和17

（1942）年 4 月 1 日と決められ、会社設立委員
会には神戸市から杉野局長が委員として参加し
た。 9 月15日には、設立委員15人全員に対して
政府認可があり、同月22日、坂間棟治大阪市長
を委員長に、第 1 回会合が開かれた。その後、
同委員会は、関心の的であった統合財産の評価配電統制令公布を報じた新聞（昭和16（19４1）年 8 月30日）
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を中心に事務を進めて行った。
　関西配電に統合される電気事業者は、神戸市
のような公営事業者のほかに電鉄、供給専門業
者など様々であったため、各々の出資評価額決
定のために慎重な審議と検討が加えられた。こ
のとき決められた関西配電株式会社の統合総資
産評価額は 7 億6,095万円であったが、政府の
認可段階で10.3％にあたる 1 億3,949万円の圧
縮が加えられた。
　このうち神戸市の出資物件の評価額は6,327
万9,813円であった。内訳は表「神戸市の出資物
件評価額」のとおりである。出資物件の対価と
して、関西配電株式会社の株式、162万5,592株

（うち普通株89万8,592株、残りは後配株）が割
り当てられ、工事中の設備や貯蔵品については
現金302万758円が交付されることになった。
　昭和17年 1 月 6 日の市会に評価額に関する一
連の経過が報告され、同月10日に承認された。
そして 4 月 1 日に設立された関西配電株式会社

は大阪市北区梅ヶ枝町を本店に、資本金 5 億
6,000万円、社長には京都電灯社長の田辺隆二
が就任した。神戸市からは杉野繁電気局長が理
事（神戸支店長）に、都木輝財務部長が監事と
して参加し、配電事業に従事していた電気局職
員1,554人も、関西配電に引き継がれた。
　大正 6 （1917）年の市営化から25年、軌道事
業と電気事業に携わっていた「神戸市電気局」
は、電気事業のすべてを失い、昭和17年 5 月19
日、「神戸市交通局」に看板を掛け変えた。

関西配電株式会社の設立事務所
（円内は坂間棟治設立委員長）

神戸市の出資物件評価額

1 号（建設費）評価
　昭和15年度末出資設備建設費	 28,362,981円
　減価償却額	 9,055,901円
　差引有効建設費	 19,307,080円
　 1号評価額	 19,307,080円

2 号（収益還元）評価
　収入	 18,399,467円
　支出	 11,489,596円
　差引利益金	 6,909,871円
　昭和15年度平均建設費	 29,030,417円
　利益率	 23.802％
　昭和15年度末出資設備建設費	 28,362,981円
　還元利益金	 6,750,985円
　 2 号評価額（ 7分還元）	 96,442,643円

複合評価
　 1号評価額	 19,307,080円
　 2 号評価額の 2倍	 192,885,286円
　計	 212,192,366円
　以上の3分の1 	 70,730,788円
　昭和15年度末出資設備評価額	 70,730,788円
　この評価額を10.8％圧縮した額
	 63,094,692円

昭和15年度末出資設備評価決定額
	 ６３,０９４,６９２円
　昭和16年 9 月末日迄の増加資産評価額
	 184,921円

評価額合計	 ６３,２７９,６１３円

（注）10.8％の圧縮は逓信省査定で減額された。
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▪電気事業収入喪失と公納金
　神戸市の財政において電気事業、交通事業、
水道事業で構成される企業会計は、表「普通経
済と企業経済」をみても明らかなように、一般
会計にほぼ匹敵するほどの規模を持っており、
電気局の中では収入の 3 分の 2 は電気事業がも

たらせていた（図「昭和16年度電気事業費内
訳」）。第 3 章でも述べたように、電気事業の収
益は一般会計繰入と都市計画事業の道路築造負
担金繰入として、神戸市の貴重な財源となって
いた。昭和10年代には一般会計の3.5％程度に
あたる、年額にして約100万円が繰り入れられ
ていた。繰入額については市会でも、たびたび

（単位：千円）
年度

経済別 昭和 9年 昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年

普 通 経 済
歳　入 24,145 27,412 28,870 28,802 38,133 39,238
歳　出 23,417 26,000 26,609 29,220 38,404 34,536

企 業 経 済
歳　入 24,226 26,638 34,903 30,097 32,836 33,217
歳　出 21,301 22,523 31,777 27,377 28,052 29,738

合　　　計
歳　入 48,371 54,050 63,773 58,899 70,969 72,455
歳　出 44,718 48,523 58,386 56,597 66,456 64,274

年度
経済別 昭和15年 昭和16年 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年

普 通 経 済
歳　入 38,132 37,704 44,502 52,563 70,829 88,245
歳　出 31,345 36,353 39,442 40,530 69,077 83,958

企 業 経 済
歳　入 32,997 33,937 16,321 19,527 16,659 15,486
歳　出 29,119 34,285 15,597 16,142 22,780 23,478

合　　計
歳　入 71,129 71,641 60,823 72,090 87,488 103,731
歳　出 60,544 70,648 55,039 56,672 91,857 107,436

注 1 　普通経済は、企業経済を除く各会計の純計である。
2　純計は、総計より、前年度繰越金、繰入・繰出金、別途積立財産繰入（運用）及び市債元金借替収
支を差引いたものである。

（出典：「神戸市史」第 3編行政編）

普通経済と企業経済
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998千円
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昭和1６年度電気事業費内訳
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論議されており、当時の渡辺助役は「はっきり
した根拠はないが、電気税、電車税、自動車税
あるいは電機その他の埋設に対する使用料等も
考慮……」と答弁していた。
　神戸市は、配電統合で財源を失うほかの都市
とともに、国に対して市財政に悪影響が及ばな
いよう現存利益を確保する方策を政府に強く要
望した。その結果、公益電気事業者に対して「公
納金制度」が作られた。
　公納金制度とは、配電統合により事業者の残
存事業や地方公共団体の財政に急激な変化をも
たらせないための措置として作られ、配電出資
後の収入が昭和15（1940）年度の電気供給事業
収益の95％に満たない場合、その差額を10年間、
新発足した配電会社から公営事業者に対して支
払うものであった。神戸市の利益保証額は675
万2,271円と決まり、昭和17（1942）年度は200
万670円、翌18（1943）年度は29万9,388円が関
西配電から支払われた。

▪配電統合の影響
　配電統合によって電気事業を失ったことは、
神戸市交通局の最大の収入源を失ったことであ
り、その後の経営に暗い影を落とすことになっ
た。神戸市電気局は発足以来、一般市民への電
気の普及を図り公益本位に経営してきた。その
ことは、電気局が安い料金で電灯や扇風機の
リース事業をはじめ、さらに時代の流れで電気
アイロンやラジオ、電気時計など新しい電化製
品が登場すると、定額灯利用者（電灯だけを使
用している小口利用者）のために安い料金設定
にして（ 1 か月300Wで50銭）、電化製品の大衆
化と電気利用を進めたことにもあらわれてい
る。さらに、電化製品が家庭に複数箇使用され
るようになるにしたがい、神戸市では、定額灯
と 1 kWいくらで使用する従量制を組み合わせ
た料金システムを家庭用につくり、普及に努め
た。電気局が関西配電株式会社へ統合した時に

は、 8 割が従量制に変わっていた。 1 kW14銭
の電灯と 1 kW 7 銭の家庭電気を同一配線で使
用できる神戸市の従量灯は一種の総合料金制
で、市民にとって便利で経済的であり、ほかの
同業者には見られないものであった。採算的に
は難しい小口利用者の便宜を図ることは、市営
電気事業だからこそ可能になったことだった。
　また、産業振興についても電気局は様々な寄
与を行っていた。市内の造船業や製鋼業などの
重工業や紡績、ゴム工業などの発展に伴い、電
力需要を満たすための電力施設の拡充や技術革
新につとめたほか、料金の割引などで産業育成
を図った。その一例が市内ゴム工業の発展を助
けるためにゴム工業組合員向けに高率の料金割
引を行ったことで、大口利用者には別途特約料
金を設定するなど工夫して安く電力を提供し
た。こうした優遇策によりゴム工業は発展し、
現在も神戸の代表的工業となっている。産業育
成を目的とした料金設定も市営であったからこ
そできた。
　市電を中心にした軌道事業についても、受電
や配電設備を電気事業と共用し、電車線、電線、
電話線を配電電柱に添架できたこと、軌道照明
や運輸事務所、車両工場などの電灯電力を事業
用として随意に使用できたことなど、一体経営
のメリットを享受してきた。さらに、昭和初期、
バスやタクシーの登場で市電の乗客が減少して
きた際に、数々の改良事業を実行して、名実と
もにわが国最高峰の路面電車との評価を保持で
きたこと、市バス事業の開始の際、資金を自前
で調達できたのは、電気事業の安定的な収益が
あってこそのことであった。
　神戸市電気局が電気事業を失った影響は甚大
であった。
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▪戦時色強まる
　昭和12（1937）年 7 月の盧溝橋事件以降、中
国での戦線は拡大し、国内の戦時体制化も急速
に進んだ。国民生活への影響は前述したとおり
だが、地方公共団体にも戦争は様々な影響を及
ぼした。 1 つは財政的な影響で、昭和12年には
資金を軍需産業に集中させる「臨時資金調整法」
の施行で、予算の抑制緊縮を余儀なくされ、地
方債の起債が抑制されるようになって、地方財
政は困窮化していった。予算や起債の抑制は年
ごとに厳しくなるのに対して、物不足を反映し
て物価は上昇の一途だったのである。また各種
の統制を地域で実行していくための事務、人や
物資の動員に関する事務も地方公共団体が担い
手となっていたので、事務量は激増した。昭和
13（1938）年 2 月には、早々と兵事防空課が新
設されており、市役所の体制が戦時対応になっ
てきていることが知られる。そして、出征して
いく職員も増え、財政窮乏と人手不足に悩みつ
つ、市役所は戦時対応事務を処理して行かねば
ならなくなった。
　市電事業においても、戦争の影響は少なくな
かった。昭和 7 （1932）年頃から一時の不振か

戦時下の市電
第4節

ら立ち直って、輸送の快適化によるサービス向
上を目標に、車両技術の強化、車両の近代化を
進めていたことは前述したとおりである。車体
カラーの統一（昭和 8 （1933）年）をはじめ、
騒音除去のための弾性車 輪の開発（昭和10

（1935）年）、ロマンス・カーの建造（昭和10年）
などの施策は、神戸市の市電に優れた路面電車
という評価をもたらした。しかし、戦時体制化
は、こうした一連の改良・改善のための取組みに
ブレーキをかけた。戦争が長引くにつれて顕在
化した鉄や石炭などの資材の不足や、職員の出
征による人員不足の進行によって、軌道の維持、
車両の整備などにも支障が生じるようになり、
車両や設備の改良のための研究と普及は停止を
余儀なくされた。

▪増える市電の乗客
　バスや阪神電鉄、阪神国道電車などライバル
路線の登場や不況で市電の乗客が減り、市電の
時代は終わったと思われていたのだが、戦争で
軍需産業が活況を呈してきたこと、さらに、ガ
ソリンの消費規制でバス、タクシーが事業を縮
小し始めたことから、市電の乗客数は増加し始
めた。表「年度別市電運輸成績（昭和12年～16
年）」を見ると、乗客数は昭和12（1937）年か
ら年を追うごとに増え、加人数も多くなってい
ることがわかる。運賃収入も上がり、「市電の
時代」が再来したかのようであった。

年度別市電運輸成績（昭和12年～16年）
種別

年度
営業
キロ程

運 転 車 数 運 転 キ ロ 数
乗 客 数 運 賃 収 入

実　数 換　算 実　数 換　算
昭和 ㎞ 両 両 ㎞ ㎞ 人 円　銭
12年 32.578 77,067 90,172 16,966,796 19,921,154 90,714,346 4,941,658.44

13年 32.578 72,260 85,333 15,642,409 18,494,005 93,167,747 5,068,150.26

14年 32.578 71,219 84,733 15,938,244 18,882,379 106,202,044 5,766,949.78

15年 33.343 71,350 84,493 16,140,936 18,972,208 124,025,639 6,730,079.08

16年 33.343 76,198 89,987 16,819,251 19,620,550 144,821,713 7,810,225.49

087第 ４章　戦時下の神戸市電気局



　しかし、戦争遂行が最優先されるなか、昭和
16（1941）年から車両の新規購入ができなくな
り、神戸市電気局の保有車両数は昭和15（1940）
年の299両をピークに減少し始めた。運転キロ
数も昭和16年の46,081㎞（ 1 日平均）から減少
していった。そして、これまで、バスやタクシー
を利用していた人々も、バス・タクシー事業の
縮小を反映して、市電を利用するようになった
ので、大変混雑するようになった。

▪市電路線延伸計画の中止
　昭和 4 （1929）年に神戸市に合併された現在
の灘区にあたる地域は、当時、住宅開発が進み、
交通機関の整備が急がれていた。そこで市電と
市バスを通し、あわせて市内交通体系の充実を
図ったのが第 4 期線計画で、その内訳は以下の
とおりであった。
　 1 号線（海岸線）

生田区加納町 6 丁目から相生町 5 丁目まで
の2,884m

　 2 号線（宇治川線）
生 田 区 海 岸 通 1 丁 目 か ら 西 町35ま で の
244m

　 3 号線（鯉川線）　　
生田区弁天町25から相生町 1 丁目までの
215m

　 4 号線（石屋川線）　
葺合区坂口通 2 丁目から灘区弓ノ木 2 丁目
までの3,431m

　以上の 4 線のうち、 1 ～ 3 号線に対しては昭
和12（1937）年 3 月 1 日、 4 号線については昭
和14（1939）年12月 6 日に敷設免許申請への免
許がおりたが、実際に、着工に至ったのは、最
も緊急性が高いとみなされた第 4 号線（石屋川
線）のみだった。
　同線は敷設免許がおりて 3 か月後の昭和15

（1940）年 8 月に急いで着工したが、既に必要
資材の中には入手困難になったものがあり、調

達担当者は資材入手に四方八方手を尽くし、翌
16（1941）年 1 月に坂口通 2 丁目（上筒井）か
ら原田通 1 丁目（原田）まで、昭和19（1944）
年 6 月には原田通 1 丁目から将軍通までを完
成、開通させた。しかし、残りの路線は戦況悪
化により中途で断念せざるをえなかった。工事
が再開されたのは戦後になってからで、将軍通
から日尾町 2 丁目に至る工事は昭和24（1949）
年 7 月に、日尾町 2 丁目から弓ノ木 2 丁目（石
屋川）までが開通したのは、その 4 年後の昭和
28（1953）年10月のことだった。
　また、生田区三宮町 1 丁目（滝道）－同区加
納町 3 丁目－葺合区熊内橋通 1 丁目に至る布引
線の道路移設に伴う工事も、昭和17（1942）年
に着手し、工事は橋梁部とその両端、車庫構内
線の取付け部を残して進められたが、敗戦後、
都市復興計画で変更になったため、未完成のま
ま打切りとなった。その後、昭和24年に建設省
による布引橋梁の架設工事が完了し、同年 7 月
15日に線路変更工事が実施された。

▪市電料金改定と市バス市電共通切符発売
　戦時体制下、市電の乗客は増え続け、日米開
戦の年である昭和16（1941）年には市電利用者
は年間 1 億 4 千万人を突破し、同18（1943）年
には 1 億7,707万872人と、神戸市の市電の開始
から廃止になるまでの54年間における乗客数最
多記録をマークした。ガソリン不足でバス路線
が大幅縮小される一方で、軍需産業に徴用され
る人々や動員される学徒などで乗客数が増加し
たのである。電気局は混雑緩和と消費電力節減
のため、昭和16年 2 月からウィークデイの午前
6 時から 9 時、午後 4 時から 7 時までの通勤時
間帯に、市電の「急行運転」を実施し、全停留
所のうち39停留所をノンストップとした。さら
に昭和17（1942）年 9 月21日から、毎日、急行
運転を実施、運転時間も始発から午後 8 時まで
に延長、昭和18年 2 月 6 日からは毎日、終日に
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わたって急行運転を行うようになった。
　昭和18年 6 月には乗車料金の値上げがされ、
均一料金 6 銭だったものが10銭へと、大幅値上
げとなった。当時の神戸市の市電は乗客が殺到
する状態で、財政的には値上げする必要性はな
かったが、政府の値上げ方針にしたがわざるを
得なかった。市民の負担が大幅に増えることを
懸念した市会は、この料金改定案の審議にあ
たって設置した調査委員会が上京して政府の方
針を質し、大幅値上げが「決戦下、戦力増強を
図るために輸送力を増強することが目的」であ
り、この方針を受け入れるほかないことを確認
したのち、料金改定を承認した。調査委員会の
永江一夫委員長は、値上げについて「苦痛ニ感
ズル」と述べていた。
　新料金は全線均一の普通券が10銭（バス乗車
券に代用）、乗継券 5 銭（バスからの乗継ぎ客用）
となったが、神戸市交通局では市民の負担増を
少しでも和らげるため、以下のように、割安な
回数券や定期券の発行を行った。市電、市バス
の普通券と回数券の共通化を図り、乗換えの際
の割引率を50％に大幅にアップさせた。回数券
は14枚で 1 円（割引率28.6％）、通学用回数券
もあり、こちらは20枚 1 円（割引率50％）であっ
た。乗継ぎ用の回数券もあり、30枚で 1 円（割
引率66.6％）に設定された。
　大正 8 （1919）年の設定以来、多くの勤労者
に親しまれてきた早朝割引券は廃止され、通勤

通学者のための定期券も発行されるようになっ
た。その料金は一般で 1 か月 3 円50銭（割引率
41.7％）、工員用は 1 か月 3 円（同50％）、通学
用は 2 円50銭（同58.3％）と乗客に有利な価格
設定となっていた。定期券の設定は、混雑する
車内での料金収納業務を軽減し効率化する効果
もあった。この後も、さらに乗車券取扱いの簡
素化が要求されていたが、乗換券は昭和20

（1945）年 3 月の空襲で大きな被害を被ったこ
とを契機に廃止され、乗り切り制に変更された。

▪“非常時”の市電
　表「年度別市電運輸成績（昭和16年～20年）」
を見ると、乗客数が昭和16（1941）年から18

（1943）年まで増えているのに対して、運転車
数はそれほど増えていないこと、運転キロ数は
むしろ減少していることがわかる。そして、昭
和19（1944）年になると、運転車数が減少し、
運転キロ数は前年度の 3 割も減っている。その
割に乗客数は減っていないので、市電の混雑は
ひどくなる一方であった。乗客数を運転車数で
除してみると、昭和16年が1,900人、同17（1942）
年2,181人、 同18年2,363人、 同19年2,589人、
同20（1945）年3,203人である。同じように昭
和12（1937）年の数値を当てはめると1,177人、
同14（1939）年1,491人となる。この数値を見
ても、市電の混雑が著しいものだったことがわ
かる。満員の乗客を乗せての運行は、車両や架

年度別市電運輸成績（昭和16年～20年）
種別

年度
営業
キロ程

運 転 車 数 運 転 キ ロ 数
乗 客 数 運 賃 収 入

実　数 換　算 実　数 換　算
昭和 ㎞ 両 両 ㎞ ㎞ 人 円　銭
16年 33.343 76,198 89,987 16,819,251 19,620,550 144,821,713 7,810,225.49

17年 33.343 74,237 88,228 16,093,176 18,784,367 161,946,475 8,716,367.29

18年 33.343 74,908 90,441 15,607,472 18,546,081 177,070,872 12,256,902.60

19年 34.569 61,691 74,302 10,282,845 12,237,871 159,751,238 11,300,852.90

20年 31.866 23,288 28,547 3,903,709 4,744,378 74,605,695 5,483,576.20

089第 ４章　戦時下の神戸市電気局



市電の窓ガラスが破損しても
資材不足のためベニヤ板やブ
リキを張って風雨をしのいだ

線などの設備を傷め、そのことがさらに稼働車
両数を減らして、混雑を倍加させるという悪循
環となった。
　しかし、車両工場関係でも職員の出征者は増
える一方で、整備技術者は減った。乗客数の激
増で輸送能力は限界に達していても、国策に
よって満州国新京（現在の中国吉林省長春市）
の新京交通株式会社へ400型市電 3 両を譲渡す
るなどの対応も行わねばならなかった。そして、
昭和18年12月には長田車両工場が鉄道局監理工
場に指定され、国家管理を受けることになった。
　物資も人手も不足しているなか、車両整備も
補修や修繕もままならない状況に追い込まれて
実施されたのが、座席の半分以上を撤去して立
ち席とし、定員増を図る、輸送力アップであっ
た。男子職員の出征で欠員となった分は女子職
員を採用し、彼女たちは車掌、運転手となって

働いた。
　悪条件のもと、職員の努力で運行を維持して
きた市電であったが、車両・物資の不足や人員
不足などで、すべての路線を運行することが難
しくなり、昭和19年 6 月、全面的な路線の編成
替えを行って、重点輸送に切り替えていった。
重点輸送とは市民のニーズではなく軍需工場の
従業員を輸送することを市電の第一の任務とし
て選択されたもので、短い距離の輸送を中心に
本系統12路線、補足系統14路線で、各ターミナ
ルから軍需工場の多い海岸沿いの地域に乗客を
運んだ。市民本位の便利さはなくなり、立ち席
の車両に乗客がぎっしりと積み込まれ、乗り切
れない人たちが入口周辺に鈴なりになった市電
が、戦争末期の神戸の街を走っていた。

編成替えされた市電系統

系統 起　　点 経 過 地 終　　点 運転方法
① 東 尻 池 和田岬、栄町、山手、上沢 東 尻 池 循 環
② 東 尻 池 上沢、山手、栄町、和田岬 東 尻 池 循 環
③ 須 磨 駅 前 松原、栄町、山手、上沢 須 磨 駅 前 循 環
④ 須 磨 駅 前 上沢、山手、栄町、松原 須 磨 駅 前 循 環
⑤ 板 宿 松原、神戸駅前 大 倉 山 往 復
⑥ 将 軍 通 加納町 3、栄町、有馬道 兵 庫 駅 前 往 復
⑦ 将 軍 通 栄町、上沢、大橋 9 板 宿 往 復
⑧ 三宮阪神前 	 税 関 前 往 復
⑨ 脇 浜 栄町、上沢 東 尻 池 往 復
⑩ 脇 浜 栄町、有馬道 平 野 往 復
⑪ 平 野 有馬道 兵 庫 駅 前 往 復
⑫ 柳 原 大仏前 築 島 往 復
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▪ガソリン統制と縮小する市バス事業
　市バスの営業キロ数は昭和 5 （1930）年の創
設時には46㎞ほどであったが、昭和13（1938）
年始めには78㎞になり、上半分がクリーム色、
下半分をライトグリーンに塗られたバスが市内
各地を走り回るようになった。
　神戸市は坂の多い地形であるため、バス車両
は運行地域によって、それぞれに適した車種を
選ぶ必要があり、表「在籍車両状況（創業～昭
和12年度末）」（61頁参照）にあるように、多車
種の車両を有していた。昭和12（1937）年の時
点では、シボレーが最も多く146台、ダイヤモン
ド40台、 フ ォ ー ド35台、 ホ ワ イ ト15台、
GMC12台、ダッジ 3 台、六甲 2 台の合計253台
であった。翌13年にかけて設計、製作されたシ
ボレー、フォード、トヨタの各車は、昭和10

（1935）年製作の25人乗りから37人乗りへと大
型化し、輸送力も大幅に向上していた。車両の
上半分をクリーム色、下半分をライトグリーン
にぬりわけた「ツートン・カラー」のバスが全
市に路線を広げ親しまれていた。また、六甲山
や再度山へ登るバスや市内名所を回る観光バス
が運行されて人気を博していたことは前述のと
おりで、バス事業は盛況をきわめ、業績は右肩
上がりになっていた。まさに黄金期にあったバ
ス事業にとり、昭和13年 5 月に始まったガソリ
ンの配給制度は大打撃であった。

▪ガソリンの消費規制
　昭和13（1938）年当時、月約 7 万ガロンのガ
ソリンを使用していた市バスは、その配給量を
30％に減らされ、さらに50％、70％へと、年と
ともに減らされていった。資源小国の日本は「ガ

戦時下の市バス
第5節

ソリン一滴、血の一滴」というスローガンのも
と、戦争続行のため軍事使用を最優先し、公共
交通用のガソリンといえども、削減を免れな
かったのである。電気局では、ガソリンの減少
分をカバーする代用燃料の使用・開発と、バス
運行路線の一部縮小で運行を維持する努力が開
始された。
　表「戦時下の市バス営業状態」によると、 1
日あたりの運転キロ数では、昭和12（1937）年
は31.294㎞だったが、翌13年は20.747㎞、その
後も 1 年ごとに大幅減少している。乗客数も、
市電の乗客増加とは対照的に、12年が 1 日平均
48,688人、13年が43,104人で、その後も減り続
けている。しかし、運転キロ数の減少より乗客
数の減少が緩やかになっており、このことは、
わずかに運行している市バスに多くの乗客が乗
り、大混雑していたことを示している。
　また、昭和16（1941）年の運転キロ数が前年
比 6 割弱に減っているが、これは、同年 9 月に
ガソリン使用が全面禁止になったことの反映で
ある。その後は運転キロ数の減り方が著しい。

戦時下の市バス営業状態

営業キロ数 1日平均
運転キロ数

1日平均
乗車人数

㎞ ㎞ 人
昭和10年 69.610 28.822 40,988

昭和11年 69.773 31.319 46,162

昭和12年 78.483 31.294 48,688

昭和13年 62.014 20.747 43,104

昭和14年 56.962 18.436 46,994

昭和15年 55.972 15.364 46,828

昭和16年 39.036 9.056 35,079

昭和17年 42.853 5.500 31,331

昭和18年 29.851 2.323 19,582

昭和19年 24.283 1.455 10,725

昭和20年 24.283 461 3,484
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▪代用燃料装置搭載車による市バスの運行
　運行を維持するにはガソリン以外の燃料の使
用を模索するほかなく、電気局は代用燃料と、
代用燃料で稼働する車両の開発に力を入れた。

電気局は地形のバラエティーに富む神戸市に適
合させるべく、それぞれ車種を使い分けていた
ため、多車種を用いており、在籍車両のほとん
どがアメリカ製であった。
　電気局は昭和12（1937）年 9 月に神戸製鋼所

発生炉を取り付けた
シボレー車

（昭和13（1938）年）

陸式自工型ガス発生炉取付車（薪バス） 陸式川崎型ガス発生炉取付車（薪バス）

代
燃
車
の
出
庫
準
備
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が製作したディーゼル機関を、当時の高級車両
ホワイト社製バスに取り付け、好成績を得た。
そして、翌13（1938）年には木炭を燃料に使っ
た木炭車の使用を開始し、愛国式木炭ガス発生
炉をシボレー社製バス 2 両に搭載し、続いて大
阪バス式木炭ガス発生炉を 2 基、フォード社製
バスに搭載した。こちらは故障が多く、乗客を
乗せるのは困難であった。とはいえ、ガソリン
不足のため代用燃料搭載車に頼るほかなく、電
気局は昭和13年度中に、愛国式木炭車23両、大
阪バス式木炭車 2 両の運行を開始し、その一方
で代燃車の製作と改良に力を入れた。
　ガソリン車に比較してもそれほど劣らない性
能を発揮できるバス車両が完成したのは昭和14

（1939）年のことであった。この代燃車は他都
市のものよりも性能が優れていたようで、急な
坂道を満員の乗客を乗せて走る木炭バスの姿
に、他都市から来たバス関係者は驚いたという。
性能に自信を持った電気局はバス車両の代燃車
への転換を進め、愛国式木炭ガス発生炉を105
基購入した。そして、冬に木炭が入手困難にな
る場合に備えて薪を燃料にする代燃車の採用も
計画し、陸式自工型ガス発生炉を 2 基、ついで
陸式川崎型ガス発生炉20基、陸式薪型ガス発生
炉 4 基、計26基を新たに導入して車両に取り付
けた。
　代用燃料装置搭載車両数は表のとおりであ
る。コーライトというのは、石炭を低温乾溜さ
せてできる半生コークスのことで、無煙で火力
が強い物質で、コーライトまたは石炭を燃やし
てコーライトガス、石炭ガスを発生させる装置
が作られた。そして、シボレー12両、フォード
10両、トヨタ 3 両、ダイヤモンド 5 両にコーラ
イトガス発生装置が、トヨタ 2 両、ニッサン 3
両に石炭ガス発生装置が設置され代燃車はあら
ゆる車種に装備された。国産車は外国からの輸
入が禁止されたため、昭和13年からトヨタ、同
15（1940）年からニッサンが輸入車の代わりに

導入されるようになったが、性能は輸入車より
劣り、自動車技術の彼我の差を見せつけられた
のだった。
　所有するバス車両の半分が代用燃料装置搭載
車に改造され、ガソリン不足の中での運行を維
持したわけだが、代燃車での走行は、連続運転
可能距離が 5 ㎞程度であったため、長距離の路
線には向かなかった。また、発生炉からガスが
出て走行可能になるまで 1 時間ほどかかるの
で、従業員の負担は大きく、しかも、パワーが
劣るため、急な坂道の走行ができないなどの問
題があった。また、走行している間中、高熱を

大きなカマを背に……（陸式薪車・昭和1４（1939）年製造）

代用燃料装置搭載車両数
種別

年度
在　籍
車両数 木炭 コー

ライト 薪 石炭

昭和13年 250 25 	 	 5

昭和14年 222 126 	 2 17

昭和15年 217 129 	 23 69

昭和16年 232 121 30 21 5

昭和17年 200 129 25 	 17

昭和18年 200 89 20 	 69

昭和19年 200 104 22 	 52

昭和20年 125 48 17 	 64
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発生するため装置の寿命は短かった。

▪ガソリン使用全面停止とバス路線の縮小
　ガソリン消費規制への対応として、電気局は
一部の事業縮小に着手した。昭和11（1936）年
の市バスは、系統数21、総系統長161.152㎞だっ
たが、徐々に縮小がされていった。昭和13（1938）
年 5 月に実施された第 1 次事業縮小にあたって
は、市電との並行路線、運行回数制限、営業時
間短縮の 3 つの点から勘案して、全面休止にし
たのが 6 系統、起点・終点を変更して一部休止
させたのが 7 系統であった。継続運行している
路線でも、運行回数の減少、営業時間の短縮が
実施された。その後、代燃車開発と乗務員の努
力により大型代用燃料車両の運転が可能になっ
たことから、休止路線のうち、長田町 8 丁目－
名倉小学校前、丸山－檜川間など一部路線の運
転再開が図られたが、昭和16（1941）年 9 月 1
日のガソリン使用の全面停止により、急こう配
を走る山の手の路線はほとんど休止となった。
代燃車では急坂をのぼることができなかったか
らである。
　その後も路線の縮小は続いた。表「営業路
線・休止路線推移表」をみると営業路線の縮小
は目を覆うばかりである。昭和19（1944）年 6
月、市電が原田－将軍通間の延長運転を開始し

たのに伴い、並行のバス路線を休止しているが、
神戸市交通局では、市電の並行路線がある路線
を休止して、その分の輸送力をほかへ回すかた
ちで、市民の移動の利便の確保を図り、できる
限り運行を維持していた。しかし、戦局悪化に
伴い物不足が深刻化するにしたがって、並行路
線がないところでも休止するようになった。神
戸市交通局では八方手を尽くして資材調達に
走ったが、代用燃料であった木炭や薪も必要量
の確保が難しくなり、タイヤ、オイル、バッテ
リーなど各種車両部品の補給もなくなり、バス
を動かせなくなっていった。市電と同様に人手
不足も深刻さを増していった。
　往時は166両が運行されていた市バスであっ
たが、昭和19年、稼働しているバス車両は18両
だけ、敗戦時には、わずかに 2 両という状態に
陥っていた。

営業路線・休止路線推移表

年　度 免　許
路線長

営　業
路線長

休　止
路線長

未開業
路線長

㎞ ㎞ ㎞ ㎞
昭和14年 86.868 56.962 28.491 1.415

昭和15年 86.868 55.972 29.481 1.415

昭和16年 86.868 39.036 46.417 1.415

昭和17年 103.157 42.853 60.164 0.140

昭和18年 103.844 29.851 73.853 0.140

昭和19年 104.443 24.283 80.020 0.140

昭和20年
8 月 104.443 10.640 93.663 0.140

▪市営バスのライバル、神明バス
　神戸市電気局は市内のバス路線はすべて市営
一元化すべきだとの基本方針で、バス事業開始
前から営業していた民営バス会社の路線買収を
行ってきたが、唯一、神明自動車株式会社のみ
買収できずにいた（第 3 章第 5 節）。それは、神
明自動車株式会社（通称「神明バス」）が、神
戸市内公営一元化に対抗して宇治川電気株式会
社が創立したバス会社だったからである。
　神明バスは湊川－明石駅前間のバス路線の免
許を得て昭和 4 （1929）年11月から営業を開始
した。昭和 6 （1931）年には神港タクシー（神
戸市で一番早くバス事業認可を得た神戸市街自
動車の後身）を吸収して、神港タクシーが持っ

神明バスの買収
第6節
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湊川公園西口の西南角に
あった神明バスのりば

ていた路線免許を加え、営業域を神戸市中心部
へ拡大した。明石－須磨駅前－長田交差点－湊
川公園－新開地－有馬道－平野－加納町 3 丁目
－上筒井－三宮駅前－滝道－神戸駅前といっ
た、最も利用者の多い場所をつないでいる神明
バスは市営バスのライバルであり、それだけに、
神戸市としても買収意欲をずっと持ち続けてい
たのだった。
　また、神戸市にとり神明バスを買収すること
は、市営交通一元化方針に加えて利用者のメ
リットも小さくなかったからでもあった。当時
の資料によると、メリットは以下のとおりであ
る（原文片仮名）。

①　沿線の交通利便を増大し、料金を軽減す
②　市内路面交通系統を単純化し、乗車料金

及び乗換制度を単純にして市民の利用に安
易感を与ふ

③　資材人員の利用高能率化
④　市内路面交通機関の整備拡充に便す

　この資料は続けて、将来的に買収の価値は大
きいが、神明バスとの交渉が不調に終わり監督
官庁の手で統合が強制的にされる場合、神明バ
ス側の抵抗策が出されると、市営交通と市民に
とり禍根を残すことになるとも記していた。予
想どおり、買収交渉は難航した。

▪神明バスの買収交渉
　戦時体制が構築されていくなか、電力会社の

国策会社への統合がされたように、地方新聞は
一県一紙に、地方銀行も一県一行になるなど、
各業界で会社の統合が進んだ。交通業界も同様
で、昭和13（1938）年 8 月に「陸上交通事業調
整法」が施行され、鉄道、軌道、自動車運輸業
において「調整」が進められることになった。
その意図することは、乱立して過当競争状態に
ある交通事業を国家意志のもとに統制して公益
事業本来の面目を発揮させるというものであっ
たが、具体的には、主に大都市における交通機
関乱立状態を統制するための法であった。鉄道、
軌道、自動車運輸事業のほか勅令で指定される
事業が、「調整」の対象とされ、タクシーもそ
の中に包含された。法律では、会社の合併・設
立に関する同法に基づく勧告・命令は鉄道大臣
が交通事業調整委員会の決定によって行うこと
になっていたが、委員会の会長は総理大臣、副
会長が鉄道大臣と内務大臣、委員は貴族院議員
と衆議院議員、学識経験者に調整事業体のある
地方有力者で、政府の意向に沿うものであった。
　昭和15（1940）年 1 月に強力な「陸運統制令」
が交付されて、バス事業の統合がさらに進み、
昭和17（1942）年までに東京市では 8 社、12機
関を吸収、大阪市でも大阪乗合自動車（青バス）
を吸収したほか、全国で事業者の吸収合併が進
んだ。しかし、神戸市と神明バスとの交渉はな
かなか進捗しなかった。神明バス側は明石－須
磨－西代－兵庫間と、水木通10丁目－大開通－
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新開地間の路線は譲らないと主張し、全路線の
譲渡を主張する神戸市側と真っ向から対立した。
　こうした状況のもと、政府が両者の間に入っ
てきた。鉄道省から「自主的な統合を」という
強い勧奨がされて、昭和17年 7 月、神戸市・神
明バス・鉄道省の 3 者会談が開かれ、鉄道省が
神明バスの資産評価を行うこと、神明バスの有
形財産の評価額と路線譲渡範囲について鉄道省
に一任する形で買収交渉がされることになっ
た。神明バスが神戸市に買収される点について
は神明バス自身、諒解せざるを得ない状況に
なっていたが、買収価格については、双方が自
らに有利な資産算定方法による評価を主張して
譲らず、金額は倍ほど開いており（神戸市側は75
万2,161円、神明バス側は145万円）、両者の自
主交渉は数日で暗礁に乗り上げた。
　神戸市は 7 月14日に鉄道大臣に対して「陸上
交通事業調整法」に基づく調停を依頼し、その
わずか10日後の 7 月24日、鉄道大臣から①須磨
－明石間以外の路線を譲渡すること　②譲り受
け価格は78万3,000円とすること　③事業譲渡
に伴い譲渡すべき機械や貯蔵物品などの価格は
別途決定するという調停案が示された。神戸市
の主張していた神明バス評価価格は75万2,161
円だったので、ほぼ神戸市の主張が認められた
といえる。戦時下、政府の命令は絶対的で、そ
れからわずか 4 日後の 7 月28日、両社の間に契
約が成立し、神明バスは神戸市交通局（昭和17
年 5 月19日に神戸市電気局から改称）に買収さ
れた。

▪市内バス交通の一元化達成
　神明バス買収は昭和17（1942）年12月21日の
市会の同意を得て、翌22日、鉄道大臣にあてて

「譲渡許可申請書」が提出され、翌18（1943）
年 1 月13日に許可され、同17日に買収が完了し
た。これにより神明バスの路線、33.31㎞が市
営バスに吸収されたが、燃料・資材の不足で、

このうち半分の15.42㎞は運転休止のままにな
り、新開地－西代間など一部のみ運転がされた。
神戸市が神明バスから譲渡された資産内容は以
下のとおりである。
　営業設備　　　本社・営業所・車庫など建物
 （ 2 万4,316円）
 電話設備（3,679円）
　自動車車両 128台（46万3,300円）
　路線営業権 須磨以東の路線33.31㎞の営

業権（26万6,877円）
　有価証券 日本ガス用木炭株式会社株式

など（95万94円）
　引継従業員 職員18人、運転手57人、
 車掌46人、その他24人、
 計145人

　神明バスから受け継いだバス車両128台は老
朽車ばかりで市営バスの戦力にはならなかっ
た。しかし、長年、叶わなかった神明バスの買
収が、戦時下という特殊な環境のもとに実現し
たことは大きかった。神明バスが持っていた神
戸市中心部の路線を手に入れ、市内バス交通の
一元化ができたことは、戦後の市バスの発展を
もたらした。

▪激しい空襲に見舞われた神戸市　
　国際的貿易港として物流の中心的地位を占め、
川崎造船所や三井造船所などの日本有数の軍需
工場やその関連工場が多数存在している神戸市
はアメリカ軍の執拗な爆撃ターゲットになった。
　神戸市では、昭和17（1942）年の最初の空襲
から敗戦までの間に、合計83日、128回の空襲

神戸大空襲と市電・市バス
第7節
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戦闘帽にアゴ紐をかけた
女子電車乗務員

（昭和18（19４3）年）

があったと言われているが、そのうち125回が、
昭和20（1945）年 1 月 3 日から 8 月15日までの
224日間に行われた。 1 か月あたりの空襲回数
では昭和20年の 2 月と 7 月が27回で最多で、毎
日のように空襲があった。
　神戸市の空襲による被害は、旧神戸市域にお
いて、死者6,235人、重軽傷者 1 万5,343人、被
災戸数12万3,547戸、罹災者数47万820人であっ
た。神戸市の人口千人あたりの死傷者数は47.4
人で、東京の42.9人を抜き、同じく大規模空襲
に見舞われ続けた 5 大都市（東京・大阪・名古
屋・横浜・神戸）の中で最も多くの人的犠牲が
出たことになる。神戸市を焼け野原にした128
回の空襲の中で、 2 月 4 日、 3 月17日、 5 月11
日、 6 月 5 日の 4 回の空襲は規模が大きく、多
数の犠牲者と多大な被害を出している。以下、
それぞれの被災状況について述べる。

▪ドゥリットル空襲　
　真珠湾攻撃からわずか 4 か月後の昭和17

（1942）年 4 月18日、空母ホーネットからドゥ
リットル中佐指揮のＢ25爆撃機16機による本土
への初爆撃が実行され、東京、川崎、横浜、横
須賀、名古屋、四日市などとともに神戸も空襲
された。戦勝気分が覚めない時期の突然の空爆
であり、神戸市では空襲警報が発令されたが、
既にそのときには、爆撃機が上空を旋回し、兵
庫区中央市場付近 7 町内（西出町、鍛冶屋町、

島上町、船大工町、切戸町、宮前町、川崎町）
に 2 ㎏焼夷弾が投下されていた。この爆撃で市
の従業員が 1 名、焼夷弾の直撃を受けて死亡し
た。神戸市交通局の施設や車両は無事であった
が、日本軍の防空網をかいくぐって空襲された
ことは、軍当局や政府は無論のこと、国民にも
衝撃であった。

▪Ｂ29爆撃機による空襲の始まり　
　日本への本格的空襲は、アメリカ軍が昭和19

（1944）年 7 月にサイパン島を攻略、同年 9 月
にグアム、テニアン両島を支配下に収めて、Ｂ
29爆撃機による日本本土の爆撃が可能になった
ことに始まる。最初の本土への破壊的な空襲は、
同年11月24日の東京・名古屋・大阪に対して行
われた。神戸市には、その年の暮れにＢ29が偵
察飛行を行って工場地帯などの写真撮影をした
のち、翌20（1945）年 1 月 3 日に空襲が行われ
た。この日の空襲は90機のＢ29爆撃機によるも
ので、主力が名古屋を空襲し、そのほかは浜松、
そして大阪、神戸に襲来して爆撃を行った。神
戸に飛来したＢ29は 1 機だったが、神戸港埠頭
地区と停泊中の艦船、神戸・湊東両区が狙われ
て、2.7㎏の焼夷弾約50個が投下された。
　お正月の空襲から半月後の 1 月19日には、明
石市の川崎航空機明石工場に対して 1 トン爆弾
を含む531個の爆弾が投下され、隣接する伊川
谷村と玉津村（現在神戸市垂水区）にも被害が
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神戸市における空襲被害状況
地　　　域 旧　　市　　街　　地（各区）　　（20.2.6～20.8.6）　　（注 1）
区　　　分 灘 葺　合 神　戸 湊　東 湊 兵　庫 林　田 須　磨 合　計

人
的
被
害
（人）

死　　　者 808 1,134 58 433 122 1,250 53 912 6,235
重　傷　者 459 238 39 3 84 4,227 419 1,105 7,007
軽　傷　者 611 1,067 81 7 ― 2,342 898 2,025 8,336
小　　　計 1,878 2,439 178 443 206 7,819 1,370 4,042 21,578

物　
　

的　
　

被　
　

害

全　
　

焼

住　宅 18,068 21,759 2,327 9,793 3,694 23,699 13,897 13,444 121,644
非住宅 ― 463 319 61 ― ― 21 163 1,027
工　場 ― 219 3 7 1 536 78 32 876
小　計 18,068 22,441 2,649 9,861 3,695 24,235 13,996 13,639 123,547

全　
　

壊

住　宅 1,189 ― 81 2 9 13 180 154 1,651
非住宅 ― ― 2 ― ― ― 2 ― 5
工　場 ― ― ― ― ― ― ― 6 6
小　計 1,189 ― 83 2 9 13 182 160 1,662

半　
　

焼

住　宅 49 142 23 ― 78 7 488 239 1,056
非住宅 ― ― 7 2 ― ― ― 10 19
工　場 ― 3 ― 3 ― ― 37 1 39
小　計 49 145 30 5 78 7 525 250 1,114

半　
　

壊

住　宅 1,329 42 77 44 ― 19 225 56 1,844
非住宅 ― ― 17 ― ― ― ― ― 21
工　場 ― ― ― ― ― ― ― 56 1
小　計 1,329 42 94 44 ― 19 225 112 1,866

罹災者数（人） 74,102 81,360 8,911 35,304 13,076 98,294 49,635 62,424 470,820

地　　　域 現　　東　　灘　　区　　　（注 2） 現　西　区（一部）　　（注 3）
区　　　分 御影町 魚崎町 本庄村 住吉村 本山村 玉津村 伊川谷村 櫨谷村 岩岡村

人
的
被
害
（人）

死　　　者 442 108 436 59 143 60 7 ― 6,235
重　傷　者

416 236 225	 511 194
30 5 ― ―

軽　傷　者 46 5 3 ―
小　　　計 858 344 661 570 337 136 17 3 6,235

物　
　

的　
　

被　
　

害

全　
　

焼

住　宅

3,169 1,000 1,584

2,651
	

2,169
	

297 1 ― ―
非住宅
工　場
小　計

全　
　

壊

住　宅

502 110 447 116 25 ― 2
非住宅
工　場
小　計

半　
　

焼

住　宅

24 106 40

44
	

336
	

13 ― ― ―
非住宅
工　場
小　計

半　
　

壊

住　宅

525 109 325 137 43 18 9
非住宅
工　場
小　計

罹災者数（人） 15,740 5,740 15,656 13,286 6,714 2,614 112 96 80
（注 1）資料：建設省編『戦災復興誌』第10巻、合計欄には行政区の不明のものも含む。須磨区の中に垂水区も含む。
（注 2）資料：『復興誌』。
（注 3）資料：「明石警察資料」『明石市史』。西区については、判明するもののみで、玉津村の場合は「事務報告」には死者77人、
　　　 重軽傷者81人、罹災者3,608人、伊川谷村については『神戸市史第三集』には死者 6人、重軽傷者 5人、罹災者130人とある。

出典：「新修神戸市史　歴史編Ⅳ　近代・現代」
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及んで、25人が亡くなった（明石市では322人の
死者）。神戸市の税関輸出事務所が焼夷弾攻撃
を受けて犠牲者が出たが、これが神戸市が体験
した最初の破壊的空襲であった。

▪ 2 月 4 日の空襲　
　 2 月 4 日の空襲は、午後 2 時と同 9 時22分の
2 回行われた。第一波は 2 時間余りの間に爆弾
50個、焼夷弾3,696個を投下して、兵庫区の工
場地帯と民家を爆撃し、川崎・三菱の両造船所
に打撃をあたえた。民家は1,800戸以上が消失
し、犠牲者は26人、被災者は5,800人にのぼった。
　この空襲は、それまで軍需工場や軍事施設な
どを狙って爆撃する、戦力減殺を目的とした空
襲から、焼夷弾による市街地への無差別爆撃へ
と転換する「テスト爆撃」の意味を持っていた
といわれる。市街地の無差別爆撃は、一般市民
の殺戮と生活の破壊を伴う。日本人に戦意喪失
させる方法として多数の市民の犠牲を出すこと
が選択されていたわけで、神戸市がそうした爆
撃のテストケースにされたのは、軍事的重要性
に加えて、海に山が迫り、東西に市街地が長い
という地理的特徴がテストに適していると考え
られたためだった。
　 2 月 4 日以後、空襲は連日のように行われる
ようになった。 2 月 6 日の空襲では、灘・神戸・
湊東区に爆弾が110個、焼夷弾14個が投下され、
死者14人、負傷者30人、家屋の全半壊144戸、
被災者241人を出した。市役所にも 2 個の爆弾
と焼夷弾が落ちて一部が焼けた。 2 月 8 日にも
葺合・灘区への空襲が行われた。 2 月の神戸市
への空襲回数は27回に及び、市民は「空の定期
便」と呼んだという。

▪ 3 月１7日の空襲　
　Ｂ29による無差別爆撃は、 3 月になるとその
規模を拡大させた。 3 月10日、下町を中心に 8
万人を超える死者を出した「東京大空襲」があっ

たが、神戸市においても、 3 月17日午前 2 時 5
分から 3 時間余りの間に、油脂エレクトロン焼
夷弾が 3 万3,952個（神戸区と須磨区に投下され
た数のみで）投下されて、兵庫区、林田区、葺
合区を中心とする神戸市の西半分が破壊され、
死者2,700余人、重軽傷者6,200余人、全焼全壊
家屋 6 万8,000余戸、延焼半壊約6,000戸、罹災
者23万6,106人という傷ましい被害が出た。
　夜間の空襲は照明弾の投下で始まる。 3 月17
日未明、昼のように明るくなった神戸の市街地
上空を60～70機ものＢ29が、最初は高射砲など
の攻撃を警戒して高度7,000mの上空から、後
半は2,000～3,000mの低空から 6 ポンド油脂焼
夷弾、エレクトロン焼夷弾、小型爆弾を投下し
続けた。焼夷弾はザアーッという音とともに雨
のように降り注ぎ、Ｂ29が通ったあとにはたち
まち火の帯が広がっていった。
　木造家屋は燃えやすいので、被害を大きくす
るために乾燥して風の強い日が選ばれていたと
いう。 3 月17日も霰を伴う北風が吹く日であっ
た。上空を飛び回るＢ29に向けて高射砲が射た
れ、防空戦闘機の攻撃で海上に墜落するＢ29の
姿も見られたという。そして、地上では地獄絵
の世界が広がっていた。湊川神社横の側溝には
炎を避けて逃げ込んだ多くの人々の死体、兵庫
区大輪田橋付近では火に追われ、運河の中で命
を断った人たち、新開地では鉄筋の劇場に避難
した多くの人たちが吹き込む火災と熱気のため
死んでいった。この無差別・絨毯爆撃による被
害はほとんど全区に及んだ。神戸・須磨区の 2
区だけで投下された爆弾は327個、焼夷弾は 3
万3,625個という恐ろしいほどの物量であった。
葺合・湊東・兵庫の各区役所の建物も消失し、
県庁・神戸地方裁判所も焼けたが、市役所庁舎
は戦災を免れた。

▪ 6 月 5 日の空襲　
　 3 月17日の空襲後も、 5 月11日に川西航空機
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爆撃の合間を縫い市民は肉親を求めて町をさまよった（兵庫県庁付近）

甲南製作所（のちの新明和工業）への大空襲な
ど空襲が続き、灘区役所へは直撃弾を受けて33
人の職員が殉職した。また、機雷投下による海
面封鎖も開始された。
　そして、 6 月 5 日には、阪神間が今までの規模
を凌駕する大規模空襲に見舞われた。Ｂ29爆撃
機350機が西は垂水区から東は西宮までの広範
囲にわたって夥しい焼夷弾と爆弾を投下し、神
戸市全域は黒煙と猛火に包まれた。この空襲で、
3 月の空襲で焼かれた神戸市の西半分に続いて、
東半分が焦土と化して、神戸市全体が焼け野原
となってしまった。六甲山頂でさえ、爆弾十数個、
焼夷弾3,000個以上が投下されており、爆撃の猛
烈さを物語っている。火災による黒煙で、税関屋
上から国鉄のガードがやっと見える程度、六甲山
頂では白昼、懐中電灯をつけて歩かねばならな
いほどの暗さだったという。中央電話局市外局も
消失したため、被災状況を市外に伝えるのに伝
書鳩が使われたという話が残っている。市長公
室、布引美術館も焼け、これまでの空襲で焼け
残っていた生田・長田・須磨の区役所も消失して、
これで市内全区の役所が消失した。
　爆撃を迎え撃つ防空戦闘機隊と高射砲隊が30
機を撃墜し、65機を撃破したと当時は伝えられ
たが、山田村や須磨、妙法寺川尻、第 6 突堤な
どにＢ29が墜落した。
　 6 月 5 日の空襲の被害は、 3 月17日の空襲を
上回り、死者3,184人、重軽傷者5,824人、建物

の 全 焼・ 全 壊 5 万5,368戸、 罹 災 者 数 は21万
3,033人であった。投下された焼夷弾は3,000t、
3 月10日の東京大空襲で投下された焼夷弾の
1,667tの倍近い量が投下された。
　その後、全国の地方都市が爆撃に見舞われる
なか、全市が焼け跡となった神戸市にも小規模
な空襲が続き、 6 月には10回、 7 月は20回を数
えた。 8 月も12回の空襲があり、最後の空襲は
敗戦の前日にあたる 8 月14日であった。市民は焼
け跡の中で、あるいは疎開した先で、敗戦の日
を迎えた。

▪空襲下市電の被害と復旧活動
　 3 月17日の大規模空襲で市電・市バスに初めて
被害が出た。鉄道局監理工場となっていた長田
工場が全焼し、200型四輪客車 8 両をはじめ300
型 4 輪客車など23両が、路線上や長田工場内で
全焼し、単車 5 両、ボギー車 1 両が半焼した。
　空襲が終わった直後の早朝、市電は全線運転
不能に陥ったが、全職員が総出で市電路線整備
と架線整備に不眠不休で取り組んだ結果、翌18
日には加納町－将軍通間が復旧し、23日には尻
池－板宿間、24日には大橋町－須磨間も復旧し
た。そして、空襲から17日後の 4 月 3 日には、
阪神前－栄町 3 丁目が復旧して、全線運転がで
きるようになった。市電の開通は焼け跡に暮ら
す市民の生活を大きく支えた。
　全市を一面の焼け野原に変えた 6 月 5 日の空
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昭和20（19４５）年 3 月17日　悪夢のような一夜が明ければ港まで一望のガレキの荒野と化していた
（大倉山から湊川神社方面を望む）

襲で、神戸市交通局も大きく被災した。須磨・
布引・春日野の 3 車庫が焼失し、市電車両も、
400型 4 輪客車30両、500型ボギー車22両、700
型ボギー車18両など98両が全焼、単車11両、ボ
ギー車 5 両が半焼するなど、 3 月の空襲を上回
る被害を被った。軌道も破砕され、架線のほと
んどは切断されて全線不通となった。
　混乱の中で一刻も早い復旧のために懸命の努
力が払われ、その日のうちに東尻池－五番町間
の運行を復旧させた。当時の架線には、銅が使
用禁止だったため鋼鉄線を使っていたが、これ
が復旧を困難にし、架線修理に軍隊も出動して
早期復旧が図られた。そして、 6 月30日に平野
線、 7 月 2 日には山手線が加納町交差点まで開
通、 7 月26日には加納町から三宮間、 8 月 1 日
には脇浜線が開通し、50％が復旧したところで
8 月15日の敗戦を迎えた。
　敗戦時の市電の運転休止は2.703㎞、運転路
線は戦前の91％にあたる29.16㎞、運転車両数
は同23％の41両、 1 日平均乗客数は同28％の12
万935人だった。神戸市交通局が所有していた
282両のうち121両が全焼し、22両が半焼したの
で、車両数は半減したことになる。焼けなかっ
た車両も部品不足や整備不良で故障が続出した
うえ、軌道の被害も著しいものであった。

▪市バスの被害
　市バスは前述したように、燃料の欠乏と部品

の不足などで路線の縮小が続いたうえに、実際
に稼働できる車両は昭和19（1944）年の段階で
18両（在籍車両数は木炭車89両、コーライト車
20両、石炭車69両、計178両であった）と少なかっ
たので、市バスが被った被害は、度重なる空襲
にもかかわらず軽微であった。 3 月17日の空襲
の際は、バスやトラックで、三宮－海岸通－神
戸駅前－中之島－東尻池－山手－県庁前－三宮
と、東尻池－中之島－笠松－金平町－東尻池の
循環路線、東尻池－須磨間の折り返し運転を罹
災者専用に無料で実施した。
　しかし、 6 月 5 日の空襲では、道路復旧が遅
れたことと、被災が全市に広がったため、運行
再開は 2 か月後の 8 月 1 日になってから、よう
やく加納町 3 丁目－原田間が開通し、わずか 2
台のバスで運行するという惨憺たる有様であっ
た。多くの人々が家を焼かれ、縁故を頼って市
外へ去り、神戸市の人口は激減していた。
　市バスに幸いしたのは、東尻池と灘の車庫と
工場が被災しなかったことである。連合軍が神
戸に進駐して、東尻池の施設が接収を受けた際
は、兵庫区正慶町に臨時車両置場を設けて車両
を移し、接収されなかった一部の機械設備を灘
工場へ移し、翌21（1946）年末には長田北町 1
丁目に北町車庫を新設して、市バス復活に向け
た苦闘の日々を送ることになった。
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交通事業の戦災状況

施 設 名
戦　　災　　程　　度

戦　　災　　前
数　　　　量 被 害 額

建　　　　　　物 35か所、7,344坪 6,650,600円 65か所、 1万7,131坪

軌　　　　　　道 松原跨線橋ほか
9か所、562ｍ 86,523円 34,569㎞

電
気
施
設

電 車 線 　　　　27.5㎞ 281,446円 34,569㎞（亘長）

饋 電 線 46回線　延長
　　　　70.8㎞ 582,000円 54回線延長　224.1㎞

車　

両

市 電 全焼121両、半焼22両
（ほかに貨物 6両全焼） 23,200,000円 282両

市 バ ス 全焼25両、半焼 4両
（ほかに雑自動車 6両焼損） 1,762,860円 200両

機　

械　

設　

備

電 話 40台

1,971,070円	

137台

電動工作器 80台 80台

熔 接 器 1台 5台

信号保安設備 25か所 42か所

軌 道 照 明 2,000灯 2,400灯

物　　　　　　品 資材倉庫全焼のため
運輸事業用資材全焼 1,838,359円 備品その他

3,800,000円
備考：被害額は戦災時の見積
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▪敗戦直後の神戸
　ようやく長い戦争が終わって平和が訪れた
時、神戸の市街地では家屋の64％が消失、市民
の51％が罹災者になっていた。家を失った人々
が伝手をたよって神戸を離れたため、昭和16

（1941）年に100万人を数えた神戸市の人口は、
40万人を下回っていた。そして、アメリカ軍の
神戸進駐が 9 月25日に始まり、港湾施設の 7 割、
焼け残ったビルの多くが接収された。一面の焼
け跡は整地されて、三宮税関前の 9 万 5 千坪に
はイーストキャンプ、神戸駅前の 3 万 1 千坪に
はキャンプ・パーカーが設営され「日本人立入
禁止」の看板が立てられた。
　焦土の中での暮らしは苦しいものだった。衣
食住、すべてが不足していた。特に食料が不足
し、神戸新聞には「食と住との逼迫は極度に目
立ち、神戸では湊川公園を中心として省線高架
線下では昨今、毎日十人程度の餓死死体が発見
されている」（「飢えの死体　神戸に日毎十人」
昭和20年10月28日）との記事が掲載されていた。

戦災復興と市電・市バス
第1節

▪ 9 月末に開通した市電
　昭和20（1945）年 6 月 5 日の空襲で全線が運
行不能状態に陥っていた市電は、敗戦直前の 8
月 2 日に東部国道線を復旧させていた。市電の
戦災被害は、軌道に関しては空襲による損傷箇
所があるものの焼失することはなかったため、
敗戦時においても91％が運行可能な状態で、車
両と架線を調えることができれば運行再開が可
能であった。バスについては長期にわたる戦争
で車両も燃料も欠乏して運行が難しい状態にあ
り、敗戦直後の市民生活を支える公共交通機関
として、市電の 1 日も早い運転再開が市民から
熱望されていた。
　神戸市交通局は、敗戦から 1 か月ほど経過し
た 9 月13日、長田区池田町に疎開していた臨時
詰所を生田区（現中央区）楠町 6 丁目交差点近
くの焼け残ったビルに移転して基地とし、復興
事業に取り組んだ。破損した軌道2,703mにつ
いては、 9 月末までに復旧して運行可能な状態
にした。車両については、被災した車両工場の
整理を済ませて、焼け残った車両に応急修理を
施し、 9 月末には走行可能な車両、80両を確保
した。9 月14日に加納町 3 丁目－原田間を復旧、
9 月30日にはほぼ全線復旧を果たした。
　復旧作業の中で最も大変だったのが空襲によ
り全線にわたって壊滅していた架線の復旧で
あった。架線材料がないことに加えて高所で作

神戸市交通局100年史
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市電・市バスの戦後復興
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業するための機動工作車もなく、職員も不足し
ていた。実際、職員の多くが空襲で家を失って
衣食住に事欠いており、しばしば仕事を休んで
農村部へ食糧の買い出しに行かねばならないと
いう状態にあった。そうした中での復旧作業で
あったことを思うと、市電の早期運行再開のた
めに彼らが払った努力と犠牲はかなりのものだ
ったにちがいない。
　架線復旧作業では、機動工作車のかわりに、
市電に竹の梯子を取り付けて架線塔車の代用と
し、十分な長さがない架線での「つぎはぎ補修」
をするなど工夫がされた。しかし、戦時下、銅
線の使用ができないため使用を余儀なくされて
いた軟鉄製架線は、酷いときは 1 か月に700件
もの断線事故を起こした。断線すれば電車は止
まってしまう。竹の梯子をかけて上って、断線
箇所を、断線しやすい鉄製架線で補修する作業
の繰り返しは時間もかかり、保守の面も、もち
ろん運行の面でも大きな障害であった。その後、
戦災を受けなかった京都市交通局の好意で、同
年11月、銅製電車線を 4 ㎞分を借り受けること
ができ、断線の悩みが解決し、ようやく主要路
線の架線補修ができるようになった。
　市電の運行を支える車庫については、布引車
庫は早期復旧できないため一時閉鎖とし、春日
野・須磨の 2 車庫だけで業務を開始し、昭和20
年度末には、完成車両100両を輸送の第一線に
送り出すことができた。焼失した布引運輸事務

所（車庫も併設）、灘運輸事務所を仮設復旧さ
せた春日野運輸事務所に臨時統合し、東部運輸
事務所として運行業務を管理運営することとし
た。
　昭和21（1946）年になると人の動きが活発に
なり、市電の輸送力アップは緊急課題になった。
神戸市交通局では車両の整備に努め、昭和21年
度中に半焼車両の修理を終え、21年度末には営
業使用可能車両数は130両となっていた。翌22

（1947）年度には800型低床ボギー車12両と900
型ボギー車 5 両を新たに外注で建造し、完全な
状態にある車両数は150両になった。また、戦
災被害の大きかった布引車庫も昭和23（1948）
年 3 月には復旧を終えた。

▪市電路線の復旧と
　石屋川線の延伸・布引線の移設

　昭和20（1945）年 9 月末に大部分の路線を復
旧させたが、その後も、物資不足のなか、未通
部分の復旧作業が続けられた。同年11月には有
馬道－兵庫駅前間が復旧したため 6 系統（布引
－栄町－楠公前）を兵庫駅前まで延長した。翌
21（1946）年 4 月には、少しずつ増設・延長し
てきた運転系統を、湊川線の復旧を機に、松原
線の復旧も見込んで全面的に改編した。断線が
続いて苦労した架線についても、架線塔車を購
入して保守体制を整えた。断線事故を頻発させ
て運行に著しい悪影響を及ぼしていた軟鉄電車

焼け野原にバラックが建ち、復興への歩みが始まった
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線であるが、昭和24（1949）年～25（1950）年
になると資材入手がいくぶん容易になったた
め、全線を硬銅電車線に変え、断線事故を大き
く減少させることができた。
　戦争で中断していた第 4 期 4 号線（石屋川線）
は、昭和24年 7 月に灘区日尾町 2 丁目（六甲口）

まで、 4 年後の昭和28（1953）年10月には、同
区弓ノ木町 3 丁目（石屋川）までを延長し、工
事に着手した昭和15（1940）年から数えて13年
2 か月の歳月を経て全線が完成した。
　また、昭和24年に建設省による布引橋の架設
工事が完成したことを受けて、同年 7 月15日、

戦後市電営業状況

年　度 在籍車両数 1日あたり
運転キロ数

1日あたり
乗　客　数

台 ㎞ 人
昭和20年 162 10，690 204，399

昭和21年 164 16，167 299，129

昭和22年 179 16，189 340，995

昭和23年 220 20，145 313，146

昭和24年 243 23，307 305，094

昭和25年 247 23，971 302，815

昭和26年 249 25，050 324，552

昭和27年 237 26，814 341，173

昭和28年 240 28，053 346，156

昭和29年 245 29，278 327，321

昭和30年 246 30，133 345，656

昭和31年 246 30，280 345，656

昭和32年 246 31，321 367，873

昭和33年 241 31，652 367，923

昭和34年 243 31，306 373，369

昭和35年 240 31，248 388，516

戦後市バス営業状況

年　度 在籍車両数 1日あたり
運転キロ数

1日あたり
乗　客　数

台 ㎞ 人
昭和20年 125 461 3，484

昭和21年 73 670 4，731

昭和22年 109 2，631 14，456

昭和23年 147 5，636 32，068

昭和24年 174 7，815 39，057

昭和25年 181 11，469 52，058

昭和26年 182 11，994 58，881

昭和27年 191 14，514 63，718

昭和28年 218 17，753 87，723

昭和29年 229 20，062 101，804

昭和30年 243 22，520 116，763

昭和31年 249 24，375 134，051

昭和32年 261 26，694 154，889

昭和33年 302 29，497 174，664

昭和34年 324 32，848 199，658

昭和35年 351 35，159 226，519

栄町通付近を走る市電（昭和21（19４6）年） 復旧した布引車庫（昭和23（19４8）年）
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市電の終電後から始発前の時間を利用して布引
線の軌道移設工事を行った。その夜は交通局工
務、電気、電車の各課が分担区ごとに総勢159
人の職員を動員し、短時間のうちにルート乗せ
替えに成功した。
　105頁の表「戦後市電営業状況」にあるように、
敗戦直後は20万人に落ち込んだ乗客数も昭和27

（1952）年には34万人を超えてきており、乗客
数においても戦前のレベルに回復した。

終戦直後の 1日あたり使用車両数

昭和20年 9 月　 2両 昭和21年 1 月　 8両

　 〃 　10月　 4両 　 〃 　 2月　 7両

　 〃 　11月　 6両 　 〃 　 3月　 6両

　 〃 　12月　 7両 ※いずれも全市域合計

▪バス事業の苦境
　―進駐軍払下軍用車両を市バスに

　表「終戦直後の 1 日あたり使用車両数」をみ
ると敗戦時、稼働できるバス車両は非常に少な
かったことがわかる。敗戦後もガソリン不足が
継続していたため、戦争中から唯一、運行して
いた山手方面の路線を数系統、維持するのが精
一杯の状態であった。昭和20（1945）年度の輸
送成績は、1 日あたり3,484人で、最盛期であっ
た昭和12（1937）年と比較して、わずか6.8％と
いう少なさで、運行キロ数も 1 日あたり461㎞
で、昭和12年比、1.4％にすぎなかった。数台
の木炭バス、薪バスによって、毎日、3,000人
を超える乗客を運ぶという状況であった。
　敗戦時、たった 2 両で運行していた市バスは、
昭和21（1946）年に入っても新開地－名倉町－
長田－新開地の循環路線が新たに形成されただ
けであった。105頁の表「戦後市バス営業状況」
のとおり、乗客数も伸びず、運行キロ数も余り
伸びていない。運行車両も相変わらず少なく、
鈴なりの乗客を乗せてバスが走る状態が続いて
いた。
　昭和22（1947）年に入ると、連合軍から燃料
やタイヤが特別に提供され、バス車両の代用と
して軍用車両のダッジ・ブラザース30両が払い
下げられたことにより、車両・燃料・資材不足
に苦しんできたバス事業は息を吹き返した。昭
和22年の車両数は前年比で1.49倍、運転キロ数
は同じく3.92倍、乗客数は3.05倍となり、進駐
軍からの車両等の提供が、神戸市交通局にとっ
て大きな転機となったことがうかがわれる。
　軍用車の払い下げはその後も続き、昭和23

（1948）年には軍用車のGMC 4 両とアンヒビア

市バスの戦後復興
第2節

石屋川線全通（昭和28（19５3）年）
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　昭和21（19４6）年には、一時姿を消していた代
燃車ー薪バスーが再登場して、市内に煙をまき散
らしながら走行した。
　出庫 1 時間も 2 時間も前から出動してガス発生
炉や空気清浄器を清掃し、薪をつめて着火し送風
器を回すと、真白い煙がもうもうと車庫内に渦巻
く。炉から発生した有毒性ガスを吸い込んだ乗務
員が倒れ、水で冷やしたり団扇であおぐという大
騒ぎも一度や二度ではなかった。
　ガスが発生してくると、順番にけん引車に引っ

ン11両が払い下げられた。神戸市交通局は払い
下げシャーシにバス車体を装備し、緑とクリー
ムの市バスカラーに塗り分けた。写真のとおり
の、一風変わった改造車両が神戸の街を走った。
神戸市交通局の在籍車両数も同23年は前年比
1.35倍、運転キロ数は2.14倍、乗客数は2.22倍
となってバス事業の急激な復興ぶりを示してい
る。昭和24（1949）年度末（昭和25（1950）年
3 月）には、戦前の事業規模を回復するに至っ
た。

▪市バス路線の復旧（昭和20年代前半）
　運行車両が増えたことで、休止していたバス
路線は次々に復活していった。昭和22（1947）
年には進駐軍の払い下げ軍用車を改造した車両
を使って、 1 系統大橋 9 丁目－上沢－山手－石
屋川間の急行運転を開始した。戦災によって焼
け野原になった地域にはまだ住む人が少なく、
逆に、戦禍を免れた住宅地に多くの人が移り住
んでいたため、地域の交通需要に対応しつつ、
路線の復旧が進められていった。
　108頁の表「昭和24年度末の運転系統」を見
てみると、21（1946）年度に 1 系統、22年度に
4 系統、23（1948）年度は 4 系統、24（1949）
年度には 9 系統が営業を開始している。また、
昭和22年 3 月 1 日、神戸市は現在の北区と西区

代燃車が再登場
張ってもらう。セルモーターだけでは始動が困難
なほどバッテリーもセルモーターも、すべての装
置が老いていた。
　運転手は、エア・ボタンに触れた指先に全神経
を集中して、ガスとエアの調整を図る。エンジン
がかかった瞬間、ほっとして満面に喜色がみなぎ
る。全く毎朝毎朝が勝負であった。
　しかし、こんな苦労をしながら路線へ出ても、
入庫するまで一日中機嫌よく働いてくれる車は、
極めて稀であった。

米軍から払い下げられたダッジ・ブラザース改造バス

これも同じく払い下げのGMC改造バス

上と同じく払い下げのアンヒビアン改造バス
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にあたる有馬町、山田村、有野村、伊川谷村、
櫨谷村、押部谷村、玉津村、平野村、神出村、
岩岡村の10か町村を合併編入したが、同地域住
民の要望にこたえ、新市域へのバス路線が設定
された。
　昭和25（1950）年には、戦前から話し合い
がされていた神戸市と東部 5 町村の合併編入
が戦後に入って進捗し、昭和25年 4 月に御影、
魚崎、住吉の 3 町村、同年10月に本山、本庄
の 2 村が編入されて東灘区が誕生した。この
結果、神戸市の人口は80万人を超え、面積で
も 5 大都市のうち第 2 位の広さとなった。東
灘区は、阪神間の高級住宅地として戦前から

開発された場所で、東西方向に幹線道路や民
営鉄道、国鉄が通って大阪、神戸への交通は
便利であったが、南北方向の公共交通機関に
不足していたため、神戸市交通局は区内南北
をつなぐバス路線の設定を行った。
　昭和20年代前半の市バス復旧状況は以下の
とおりである。

⑴　昭和22年神戸市編入地域への運転開始
　昭和22（1947）年 3 月 1 日、神戸市は有馬町、
山田村をはじめ現在の北区と西区にあたる全10
か町村を合併編入し、これらの地域住民の強い
要望にこたえてバス運行を始めた。まだバス車

系統 起　　点 終　　点 経　　過　　地 片道キロ程 運		行
回		数 始業年月日

㎞ 回 昭和年		月		日
① 板 宿 王 子 公 園 西代	─	長田	─	湊川公園	─	新開地	─

海岸通	─	三宮 11.490 122 25. 3.15

② 阪 急 六 甲 三 宮 駅 前 青谷	─	加納町 5.778 72 22. 4. 5 

③ 新 開 地 五番町 7丁目 湊川公園	─	菊水町	─	名倉町 4.280 60 21. 8.21

④ 新 開 地 丸 山 兵庫駅前	─	長田	─	明泉寺橋 5.140 68 21. 9. 1 

⑤ 大橋町 9丁目 車 大 道 大田町	─	板宿	─	那須神社前 5.190 43 22.12.22

⑥ 須 磨 駅 前 多 井 畑 離宮道	─	青山 4.270 13 23. 7.15

⑦ 三 宮 駅 前 新 開 地 三宮北町 2丁目	─	中山手 3丁目	─
北野	─	再度筋	─	平野 6.070 100 24. 9. 1 

⑧ 新 開 地 板 宿 湊川公園	─	長田	─	西代	─	水笠通 4.930 40 23. 6. 1 

⑨ 三 宮 駅 前 須 磨 駅 前 加納町	─	山手	─	上沢	─	東尻池	─
大橋町 11.657 122 25. 3. 1 

⑩ 三 宮 駅 前 中 突 堤 阪神元町	─	国鉄元町 3.050 10 24.12. 5 

⑪ 箕 谷 衝 原 坂本 6.000 14 22. 7. 1 

⑫ 明 石 駅 前 広 野 新 開 西明石	─	大久保	─	岩岡	─	新々田 22.275 14 24. 2. 5 

⑬ 明 石 駅 前 寺 谷 枦谷 12.200 12 24. 6. 1 

⑭ 明 石 駅 前 太 山 寺 大蔵谷	─	明石高校前	─	伊川谷 9.550 12 22. 9.26

⑯ 新 在 家 六 甲
ケーブル下 桜口	─	阪急六甲 3.558 9 23. 5. 5 

⑰ 石 屋 川 三 宮 駅 前 桜口	─	脇浜 5.650 100 25. 3.15

⑱ 王 子 公 園 三 宮 駅 前 熊内	─	布引	─	加納町 3.120 132 〃

⑲ 王 子 公 園 湊 川 公 園 布引	─	山手 6.280 111 〃

� 新 開 地 五番町 7丁目 西出町	─	中之島	─	吉田町	─	東尻池
─	御蔵菅原 6.300 90 〃

昭和2４年度末の運転系統
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両の数が少ない時に、新市域へのバス運行を開
始したことは、市バスならではの決断であった。
　まず、10か町村編入 4 か月後の 7 月 1 日から
11系統箕谷－坂本－衝原6.0㎞、12系統大久保
－広野新開、同 9 月に明石駅前－福谷、明石駅
前－太山寺間の臨時営業運転を開始した。その
うち、福谷線と太山寺線は、戦前、神姫自動車
株式会社（神姫バス）が営業運転していたが、
戦時下に休止され、戦後も復活しないままであ
ったため、沿線住民からバス運行要望が強かっ
たものである。その後、昭和23（1948）年11月
に、神姫合同自動車株式会社から同路線再開の
申し出があり、相互運転の話し合いがされた結
果、同月25日に運輸協定が締結された。
　新市域の市バス路線は12系統が大久保駅前か
ら明石駅前まで路線を伸ばし（昭和24（1949）
年 2 月）、13系統が福谷までだったものが寺谷
まで延長された（昭和24年 6 月）。新市域のバ
ス路線の運行本数は、まだ、それほど多くはな
かったが、車庫や事務所が新たに設置されて、
新市域でのバス運行を支えた。

⑵　旧市街地でのバス路線復活
　昭和22年に新設した 1 系統（大橋 9 丁目－石
屋川）を、昭和23年に利用実態と効率的運行に
配慮して分割し、大橋 9 丁目－三宮間を 9 系統
に、そして、西代－新開地－三宮－石屋川13.07
㎞を新たに 1 系統として編成し直した。また 8

系統新開地－板宿4.93㎞、16系統新在家－六甲
ケーブル下の 2 路線を復活させた。
　昭和24（1949）年には、諏訪山－山本通方面
の山麓道路の開通に伴い 9 月に 7 系統（新開地
－平野）が新開地－三宮駅前に延長された。同
年12月には10系統として三宮駅前－中突堤3.05
㎞が運転を開始し、淡路島や四国方面からの船
客の利便を図った。昭和23年にはディーゼルバ
スが登場し（詳細はバス車両の項参照）車両の
大型化が可能になったこともあり、市バスの事
業規模は昭和24年度末で戦前の水準まで回復し
た。

⑶　神戸博覧会のためのバス路線設定
　昭和25（1950）年 3 月15日から 6 月25日まで
貿易振興を目的に開催された日本貿易産業博覧
会（神戸博）では第 1 会場となった王子公園と
第 2 会場の湊川公園へのアクセス用に、一部路
線の延長や新設が行われ、また 2 つの会場を結
ぶ臨時バスが運行された。すなわち 1 系統（西
代－石屋川）を板宿－新開地－海岸通－王子公
園11.98㎞に変更するとともに、17系統石屋川
－三宮5.65㎞、18系統王子公園－三宮3.12㎞、
19系統王子公園－湊川公園6.28㎞、22系統新開
地－吉田町－五番町 7 丁目6.30㎞など、各ター
ミナルから会場に至るバス路線が新設され、来
場者の利便を確保した。
　神戸博終了後はルートの手直しがされて、 1

貿易産業振興のため神戸博覧会が開かれ、観光輸送のため市バスは大量製造された（昭和2５（19５0）年）
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系統は兵庫駅前経由で三宮までに、 5 系統は長
田経由で新開地まで、22系統は東尻池－吉田町
－新開地－平野に区間延長し、 8 系統は上沢経
由から大開通経由に変更された。さらに半年後
の昭和25年11月には吉田町競輪場への入場者の
ために23系統三宮駅前－神戸駅前－東尻池8.32
㎞が新設された。

⑷　東灘区内のバス路線新設
　東灘区を構成する東部 5 町村の編入において
も、市バス乗入れが要請された。神戸市交通局
は通院患者や見舞客のために甲南病院が私的に
運行していた病院バスを市営バスとして引き継
ぎ、路線バス化することとした。同病院からト
ヨタガソリン車 2 台を購入して、昭和25年 8 月
から18系統阪神御影駅－甲南病院前2.47㎞と、
19系統阪神御影駅－神戸大学（御影学舎）2.67
㎞の運行を開始した。

▪外国人向けに観光バス事業の再出発
　まだ市民生活が苦しく、バス車両も少なかっ
た昭和23（1948）年12月に、早くも観光バス事
業が復活している。復活といっても、それは市
民が対象ではなく、連合軍関係者や旅行者など
の外国人専用の観光バスとしての復活であっ
た。観光バスのルートは 5 ルートあり、出発地・
到着地ともに神戸海運局、所要時間は 3 時間か
ら 5 時間で、料金は 1 車両借り切りで730円か
ら1,220円（同じ頃の市電料金は 6 円）だった。
コースによって長短があるが、行き先としては、
元町、湊川神社、布引、大倉山、池長美術館、
中央市場、明石公園、須磨浦公園、白鶴美術館
などであった。まだ焼け跡が残る神戸市の観光
ではあったが外国人には好評であった。
　そして、外国人専用観光バスの認可から半年
遅れの昭和24（1949）年 5 月31日に市民用の貸
切観光バス事業免許が認可された。ガソリンが
不足していた頃だったため、行先も神戸市及び

近郊に限り、使用車両も代燃車であることが条
件であったが、同年 9 月30日に、10年近く運行
できなかった観光バスが再出発を果たすことと
なった。

▪神戸市交通局の財政悪化と連続する
　料金値上げ

　昭和21（1946）年 2 月16日、ハイパーインフ
レーションの発生を回避するため、金融緊急措
置令による預金封鎖と新円切替という荒療治が
行われたが、それでも物価高騰は進んだ。激し
い物価上昇のなか、神戸市交通局が維持してき
た全線均一料金10銭では採算が取れない状態に
なっていた。市電・市バスの乗車賃は、市民生
活への配慮から昭和 4 （1929）年に全線均一 6
銭となり、その後昭和18（1943）年に10銭に値
上げされるまで、物価上昇にもかかわらず維持
されており、神戸市は終始、値上げには慎重な
態度を取ってきた。しかし、諸物価の値上がり
と市電の復興のため多額の資金が必要なことか
ら、神戸市交通局は値上げをせざるを得ない状
態に追い込まれ、昭和21年 2 月15日に30銭への
値上げ案を議会へ上程した。値上げ案に対して

「当局は車両の修理復旧を急速に実現し、運転
系統の再検討を行うとともに、速やかに『乗切
制』の緩和を図り、もってこれが利用負担の適
正化を期せられたし」との希望意見が付けられ
て可決された。「乗切制」とは、戦時中、市電
乗車券の取扱い簡素化のため長年実施していた

「乗換券」を神戸空襲があった昭和20（1945）

戦後インフレによる
乗車料金改定と
定期券設定
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年 3 月17日を契機に廃止して、 1 回限りの乗切
券のみにしたことを指す。
　10銭を30銭に値上げしても、物価上昇は止ま
るところを知らず、神戸市交通局の財政は悪化
した。そして、戦後 1 回目の値上げのわずか 5
か月後の同年 9 月27日の臨時市会に市電・市バ
スの料金を50銭へ値上げする案を上程した。同
じ頃、国鉄の運賃値上げが行われていたことか
ら、認可が遅れ、値上げが実施されたのは翌22

（1947）年 2 月21日で、値上げ幅も抑えられ、
市電は40銭、市バスは50銭になった。
　しかし、この値上げ認可の遅れを取り戻すか
のように、その 1 か月後の 3 月26日に市電を40
銭から 1 円に、市バスを50銭から 1 円にする大
幅値上げ案が議会に提出され、同年 6 月20日か
ら、市電、バス両方とも運賃が 1 円に値上げさ
れた。昭和22年は物価上昇の非常に激しい年で
あった。神戸市交通局においては、昭和22年に
神戸市へ編入された新市域への市バス運行を開
始したことから、均一料金制にかえて区間料金
制を導入し、 7 月から、普通券 1 円は 1 区増す
ごとに 1 円加算となった。そのわずか 2 か月後
の 9 月 1 日からは、市電・市バスとも 2 円とな
るなど、昭和22年には 3 回の大幅値上げがされ
た。

▪好転に向かう神戸市交通局財政
　翌23（1948）年に入っても運賃の値上げは続
いた。今度は政府の指示により、安全輸送確保
のため暫定措置として同年 5 月に75％の値上げ
が提案された。さらに同年 8 月には再度値上げ
があり、市電は 6 円、市バスは 1 区券 6 円、 2
区券10円になった。表「市電・市バスの収支」
から市電と市バス事業の収益（経常損益のみ）
をみると、昭和21（1946）年度と22（1947）年
度は両事業とも大幅赤字である。特に市バスは
巨額の赤字を抱えており、市電の黒字で損失を
カバーしている。昭和23年は 2 度の値上げで赤

字転落を免れ、続く24（1949）年、25（1950）
年は黒字になった。昭和24年の値上げの際は、
市民から要望が強かった市バスの定期乗車券設
置を実現し、通勤、通学での利用者の利便を図
った。
　昭和26（1951）年には朝鮮戦争の勃発で好景
気に沸いたが、電力料金改定や人件費の高騰で、
市電は減収、市バスは赤字幅を拡大させて神戸
市交通局の財政は再度赤字に転落した。同年12
月に市電は10円、収入が支出の 4 分の 3 しかな
い市バスにおいては、 1 区15円、 2 区25円へ、
5 割も値上げされた。112頁の表「市電・市バ
ス乗車料金の推移」を参照すれば、昭和21年か
ら28（1953）年までの 7 年間で値上げは 9 回も
行われたが、その間、神戸市交通局の台所事情
の苦しさは変わらずであった。
　昭和28年には経済情勢が危機的状態を脱し、

（単位：円）市電・市バスの収支

年　度 市　電 市バス 市電＋市バス

昭和20年 1,252,046 －1,163,887 88,159

昭和21年 －9,058,381 －4,556,410 －13,614,791

昭和22年 14,706,754 －25,369,956 －10,663,202

昭和23年 113,387,552 －60,841,420 52,546,132

昭和24年 167,212,626 －76,794,075 90,418,551

昭和25年 116,765,380 －62,875,892 53,889,488

昭和26年 67,797,109 －81,777,764 －13,980,655

昭和27年 46,296 －56,431,926 －56,385,630

昭和28年 153,309,082 －22,283,348 131,025,734

昭和29年 36,830,287 －35,459,880 1,370,407

昭和30年 6,695,515 11,739,440 18,434,955

昭和31年 36,911,610 25,754,761 62,666,371

昭和32年 6,211,212 25,025,554 31,236,766

昭和33年 －4,036,364 11,565,815 7,529,451

昭和34年 1,535,403 2,753,727 4,289,130

昭和35年 －79,742,167 －29,459,745 －109,201,912
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極度のインフレに収束がみられた。神戸市交通
局も黒字転換し、インフレを主因とする運賃値
上げは終息した。

▪定期券・割引券による利用者負担軽減
　敗戦後の苦しい生活を送る市民にとって市
電・市バスの大幅値上げは重い負担になった。
神戸市交通局は市民の負担を和らげるために
種々の施策を実施した。その 1 つが定期券であ
る。定期券は昭和18（1943）年 6 月に新設され
たが、昭和21（1946）年 4 月の第 1 回目の運賃
改定の際に範囲を拡大して「全線」「普通」「通
学」の 3 種類とした。昭和23（1948）年 8 月の
値上げの際には、通学定期について、旧制高等
専門学校以上を「甲券」、新制高校以下を「乙券」
として市民負担の軽減を図った。さらに昭和26

（1951）年12月には「丙券」を設定した。「丙
券」とは、自宅－勤務先－学校－自宅を結ぶ「三
角定期券」で、仕事の帰りに夜間の学校へ通う
勤労学生の負担を軽減するものだった。

　また、昭和24（1949）年 6 月の料金改定の際
は、かねてより市民の要望が高かった市バスの
定期券を導入した。最初は通勤用の 1 か月定期
だけだったが、昭和26年12月には通学用と 3 か
月の定期券を発売し、また、「小児割引」「身体
障害者割引」「養護児童割引」を開始した。新
市域のバス路線についても、短距離区間には 1
区10円の特別区を設けるなど市民負担軽減につ
とめた。
　そして、昭和28（1953）年 6 月の料金改定の
際には、大正 8 （1919）年から昭和18（1943）
年まで存在していた「早朝割引往復券」を復活
した。早朝割引券は始発から午前 6 時30分まで
の乗客にのみ車内で販売するもので、普通券片
道13円往復25円が往復20円に割引され、復券の
使用日時にも制限がなかったことから好評で、
早朝割引券発売時間の時間切れ間際には乗客が
先を争って買い求める風景が見られるほどで
あった。

▪市電車両の改良とロマンス・カーの再登場
　焼け残り車両を修理することから始まった市
電の車両整備であったが、昭和23（1948）年に
なると資材の供給が緩和されてきたため、車両
の改良、建造が行われるようになった。まず、
馬力をアップさせるため電動機の積み替えが行
われ、昭和23年には、40馬力電動機10両を50馬
力電動機に、300型25馬力10両を40馬力にそれ
ぞれ積み替え、翌24（1949）年にも、500型50
馬力10両、300型40馬力 3 両で積み替えが実施
された。

市電の技術革新と
新型車両の導入

第4節市電・市バス乗車料金の推移（昭和20～28年）

（注）以後は昭和37年 7 月14日まで料金改正なし
　　 昭和20年以降の普通券のみ

実施年月 市　電 市バス 備　　　考
終戦時 10銭 10銭 市内均一制
21・ 4 30銭 30銭
22・ 2 40銭 50銭

6 1 円 1 円

9 2 円 2 円 バスは区間制を採用
1区増すごとに 2円。

23・ 5 3 円50銭 3 円50銭 バスは 1区増すごとに 3円50銭。

8 6 円 1 区 6 円
2 区10円

バスは 1区増すごと
に 5円、通行税復活。

24・ 6 8 円 1 区10円
バスは 1区増すごと
に10円、通行税を含
む。

26・12 10円 1 区15円
2 区25円

バスは 1区増すごと
に10円、通行税は25
年 4 月廃止。

28・ 6 13円
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　また、昭和23年も前年に引き続いて900型ボ
ギー車39両を建造する一方で、復旧の見込みが
立たない被災車両88両を廃車処分にした。翌24
年にも大型ボギー車21両を完成し、復旧した長
田工場で戦後初めて750型ボギー車 2 両を自家
製作した。この車両は全長12.7ｍで、それまで
の700型の乗降扉が折り戸式だったのを自動開
閉式に改良しており、乗客の乗降時間を短縮さ
せるとともに、不足しがちな乗務員数の節減を
図ることができた。
　その後も長田工場での直営車両製作が続けら
れ、昭和25（1950）年には750型 3 両を製作し
たほか、外注した900型ボギー車 1 両を加えて
4 両を増車するとともに引き続き500型50馬力
車 5 両、300型40馬力車11両の電動機積み替え
を実施した。年度末には、集電器をポール式か
らビューゲル式に改良した。
　翌26（1951）年は、前年の 6 月に勃発した朝
鮮戦争による特需景気のもと、神戸市交通局は
戦前の豪華市電を彷彿する室内蛍光灯、ロマン
スシートや台車ブレーキを採用した750型 3 両
を自家製作し、戦時中に変えられていた板張り
の席の客車や、半数が立ち席である客車をすべ
てテレンプ張り（自動車内装品製造業者、林テ
レンプ商会製の布張）の座席に復元して、戦前
の市電黄金時代のような、美しく、乗り心地の
良い車両へと改良を進めていった。この年、在
籍車両数はボギー車147台、単車99台となり、車

両数においても、その質においても順調な復旧
が遂げられていた。

▪PCCカー製作への取組み
　戦前の花形車両だったロマンス・カーが市電
に復活した頃、新型車両導入計画が進み始めて
いた。それは、昭和26（1951）年から 6 都市交通
局が相互に情報交換して研究を続けてきたアメ
リカのPCCカーのことで、技術担当者たちが戦前
から大きな関心を寄せていた車両であった。
PCCカーとは、アメリカ合 衆 国 にあったThe 
Electric Railway Presidents’ Conference 
Committeeによって開発された新型路面電車の
ことである。昭和 4 （1929）年頃から、自動車
や自家用車の台頭に太刀打ちできる快適で十分
な加速性能を持つ新型路面電車の開発が始ま
り、昭和11（1936）年に最初の100両が作られた。
その後、世界各地で様々なPCCカーが作られる
ようになった。
　日本では戦後、1950年代に路面電車の高性能
化が図られるなかPCCカーが注目され、PCCの
ライセンスを受けて東京都電5500形電車が昭和
29（1954）年に試作された。ほかの国内メーカー
でも独自のPCCカーが開発され、騒音や振動が
少なく、高い加速減速性能を持つ車両の製作が
進められた。
　神戸市交通局も戦争のため長く途絶えていた
技術部門の外部交流を昭和26年から再開させ、

戦時体制で廃止されていた
ロマンスカーも戦後の車両
快適化の波に乗って昭和26

（19５1）年に復活

113第 5章　市電・市バスの戦後復興



欧米の車両技術を導入して、翌27（1952）年、
750型の防振防音電車を 2 両製作した。同29年
にはPCCカー式モデルとして1150型高速無音電
車の製作に着手し、1100型と同じ車体に、カル
ダン台車及び間接制御として電気、エアー併用
の制御装置を備えた1151号車とWN台車使用の
1152号車を完成させた。
　そして、昭和31（1956）年には、さらに改良
を進めた同種カルダン駆動方式の1150型 6 両を
製作した。同車は高加減速無音電車と呼ばれ、
PCCカーモデルとしては、ほぼ完成の領域に達
したものであった。その製作費は、大卒初任給
が 1 万円余り、市電の同年の収益が3,690万円
であったときに920万円と高額であった。
　技術陣の総力を結集してつくったPCCカーだ
ったが、当初は故障が多く、また、運転士が電
気制動に不慣れだったことから実際にはあまり
使用されなかった。このため、電気制御を直接
制御に変更するなどの改造を施した。同車両は
市電が廃止されるまで長く使用され、その後広
島電鉄に譲渡された。

▪ビューゲル式集電器の採用
　神戸市交通局では、敗戦後の混乱がいくらか
落ち着いてきた昭和24（1949）年～25（1950）
年頃から、断線することの多い鉄製のトロリー
線を硬銅製の架線に取り替え始め、昭和27

（1952）年には全線の硬銅製化が完了した。一方、

電流が地中に流れて水道、ガスなどの埋設管を
傷めることを防止する電食防止研究も積極的に
行われるようになり、排流設備などで効果を上
げた。
　また、同時に、集電器についての改良も進ん
だ。昭和19（1944）年10月に、一部で残ってい
た道路の両側の架線から 2 本のポールで集電す
るダブルポール式集電器の車両が廃止になり、
道路中央の一本の架線からシングルポールで集
電する方式へと変えられていたのだが、戦後、
断線が少ないビューゲルによって集電する方式
へと変更がされた。トロリーポール方式は架線
にはめこんであるトロリーホイールやスライ
ダーシューが架線からはずれて離線が起こりや
すいうえに、走行中に離線が発生すると架線を
切断しやすく、架線に着線させるのに手間暇が
かかるなどの問題があったためである。ビュー
ゲル方式だとトロリーポール方式のような離脱
事故がなくなり、また、集電器と架線との接触
の仕方が物理的に改良されて電気的摩耗を減少
させるため、電車線の耐用期間をのばすことが
できる。神戸市交通局は昭和26（1951）年度に
全車両で取替えを完了した。
　ビューゲル方式への変更に伴い、それまでの
スパン線式をビューゲルに合った効率的なカテ
ナリー式にあらためる工事も実施した。スパン
線式は電車線の支持点間距離が大きいためトロ
リー線のゆるみが大きくなり、電車運行のとき

PCCモデルカーは昭和31
（19５6）年に至ってほぼ完
成期に達し、改良型11５0型
6 両が製作され「高加減速
無音電車」と呼ばれた
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に集電子は常に角度の変化が起こるうえに、支
持点付近では跳躍運動により局部的な摩耗が進
む。これに対してカテナリー式は、電車線支持
点距離を容易に短くすることができるため、ゆ
るみの度合いも小さくなり、支持点に弾性があ
るため局部摩耗も少ないという利点があった。
　このビューゲル式の集電器と電車線のカテナ
リー化は電車の寿命を大きく延ばした。また、
戦災復旧を契機に、ポイント信号施設の自動化
を図り、交流100Ｖ電動式ポイントの採用を行
うなど全線自動化が進められた。

▪電気設備の改良
　戦時下、改良されることなく酷使され続けた
電気設備についても改良が進められた。湊川発
電所にあった発電機は、幸い戦災を免れたもの
の、市電が市営化される以前から数十年にわた
り稼働していた古い機械だったうえに、長い間
の酷使で、使用に耐えない段階に達していた。
加えて、敗戦後、数年にわたって厳重な電力制
限が実施されていたため、電車用の電力も不足
がちで運転に支障が出ることが少なくなく、神
戸市交通局は対応策に苦しんでいた。そうした
タイトな電力事情のもと、電気設備の改良が始
められた。
　昭和24（1949）年、神戸電気鉄道の頃から稼
働してきた300kWの発電機 2 台を取り除き、
100kW回転変流機 1 台を増設した。また、昭
和25（1950）年 4 月には老朽化していた有馬道
変電所の水銀整流器を補強するために1000kW
水銀整流器を 1 台増設し、さらに昭和27（1952）
年に番町変電所の300kW回転整流器 3 台を取
り除いて代わりに1000kW鉄槽単極水冷式水銀
整流器 1 台を設置した。
　昭和28（1953）年、六甲口から石屋川まで路
線延長がされたが、今までの旭変電所からの送
電では電圧降下が激しく電車の運転に支障が出
るため、軌道事業用として唯一の電鉄変電所に

市電集電器の変遷

ダブルポール式

シングルポール式

パンタグラフ式

Zパンタ式

ビューゲル式
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なる六甲変電所を建設し、500kW硝子製相管
式水銀整流器を 2 台設置した。この変電所は準
無人変電所として計画され、完全なワンマン・
コントロール方式が採用された。
　水銀整流器は、戦後、急速に進歩して様々な
新型が生み出され、技術革新が進んでいた。神
戸市交通局では全面的に水銀整流器に転換し、
その後も機械取替えのたびごとに最新技術を取
り入れて設備の革新を行った。

▪安全地帯の復活
　乗客の安全を図るために設けられていた安全
地帯は、戦時下、防空などの非常活動の際に邪
魔になるとして、「加納町 5 丁目（そごう百貨
店前）」と「三宮駅前（阪急前）」を除いて全面
的に取り壊されたが、戦後、自動車の激増で、
ふたたび作られることになった。昭和27（1952）
年 3 月、元町 1 丁目ほか 9 か所に乗降場が整備
され、その後、各停留所に設置されていった。
新しい安全地帯は、幅1.06ｍ、高さ15㎝、長さ
は15～23ｍで、昭和28（1953）年 8 月からは蛍
光灯が点された。
　乗降客が多く、しかも停留所内軌道横断者が
多い場所では、運行に支障が出やすく、危険性
も高いため、三宮駅前、湊川公園東口、長田停
留所の安全地帯内の中間に警戒柵を設置して保
安に万全を期した。

　

▪市バス路線の拡大（昭和20年代後半）
　敗戦時は寥

りょうりょう

々たる状態だった市バス事業で
あったが、乗客数は昭和25（1950）年には戦前

発展するバス事業と
バス路線の拡大

第5節

市バス運行系統の変化（昭和20年代後半）

系統 経　　由　　地 設定年度

⑧ 川上町まで延長 昭和26年

⑰ 高羽老松まで延長 昭和26年

� 東灘区役所前－白鶴美術館 昭和27年

� 阪神御影－森市場前 昭和27年

� 阪神御影－本山駅 昭和27年

新⑧ 月見山－板宿－長田－上沢－元町
6－三宮駅前 昭和27年

⑨ 三宮駅前－須磨駅前（急行運転） 昭和27年

� 再度公園登山口－再度公園 昭和27年

� 板宿－海岸通－王子動物園前
（日曜・祝日のみ） 昭和27年

� 三宮駅前－平野－六甲ケーブル山
上（ 1日 2回） 昭和27年

新⑱ 脇浜－天城通－青谷－脇浜（循環）昭和27年

⑫ 明石駅前から岩岡を六十丁へ延伸 昭和28年

� 三宮駅前－海岸通－神戸駅前－裏
六甲ドライブウェイ－奥摩耶 昭和28年

� 六甲ケーブル山上－奥摩耶 昭和28年

� 奥摩耶－摩耶口 昭和28年

⑩ 三宮駅前－板宿（急行運転） 昭和28年

� 須磨駅前－国立神戸療養所 昭和28年

� 三宮駅前－第 7突堤（神戸港湾関
係者・輸出入業者からの要望） 昭和28年

③
新開地－東尻池 2丁目（経由地変
更、菊水町 9丁目経由から夢野 2
丁目経由へ）

昭和28年

⑰ 三宮駅前－高羽老松、路線短縮 昭和29年

⑮
田井－太山寺小学校前（押部谷、
伊川谷、櫨谷などの東西連絡ルー
ト）

昭和29年

新①
①（三宮駅前－石屋川）と⑩（三
宮駅前－板宿）を統合して一本化、
急行運転

昭和29年

◯111 兵庫区山田町（現在北区）の箕谷
－衝原を下衝原へ延伸 昭和29年

⑫ 明石駅－上岩岡を広野新開へ延
長、枝線を12まで増やす 昭和29年

⑬ 明石駅前－寺谷を 4枝線に増やす 昭和29年

④
新開地－丸山を鶯橋まで延伸、枝
線として新開地－花山町 2丁目を
新設

昭和30年
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の最盛期の乗客数を超え、その後、営業キロ数
を急速に延ばし始めた。営業キロ数の増加は路
線拡大と運転本数の増加を意味する。昭和20

（1945） 年、24,283 ㎞ だ っ た の が、 同25年 に
119,710㎞、同29（1954）年は202,781㎞になっ
た。バス車両が極端に少なかった昭和20年はと
もかく、昭和25年からわずか 4 年で 2 倍近く営
業キロ数が増加しており、この時期のバス事業
の勢いがうかがえる。
　営業収入も伸び、昭和30（1955）年度末には、
乗車券収入が 1 日あたり149万5,000余円とな
り、市電の乗車券収入を超えた。前述のように
市電も戦災から復旧して、市民の移動手段とし
て不動の地位を占めていたが、市バス事業は、
車両の大型化や性能の向上が進み、輸送力の面
でも、スピードの面でも営業キロ数の面でも、
その伸びは著しく、後の主役交代を予感させて
いた。
　116頁の表「市バス運行系統の変化（昭和20
年代後半）」からわかるように、旧神戸市街地
や東灘区、西区などの戦後に合併した地域にも
バス路線の延伸や新設が進められた。敗戦時、
40万人まで落ち込んだ神戸市人口は徐々に回復
し、昭和25年には76万 5 千人余り、同30年には
98万 1 千余人となり、戦前の水準に近づいてき
ていた。人口の増加は郊外や山の手での住宅開
発の進展をうながし、住宅ができればそこに交
通手段のニーズが生まれた。道路があれば何処
へでも路線を引くことができる市バスは、市電
のような軌道事業と異なり、市民のニーズに臨
機応変にこたえることができた。昭和20年代後
半のバス路線設定状況は以下のとおりである。

⑴　東灘区における路線設定
　東灘区を東西に横切る阪神、国鉄、阪国（路
面電車）、阪急の各交通機関を連絡する南北の
路線を企画し、昭和27（1952）年 4 月、31系統
東灘区役所－白鶴美術館3.7㎞、32系統阪神御

影－森市場前8.5㎞、33系統阪神御影－本山駅
（現摂津本山）5.55㎞の 3 路線が開通した。だが、
東灘区内の道路は、東西方向の道路は広い幹線
道路だが、南北方向の道路は、自動車が通るこ
とを想定していない狭い道路が少なくなく、バ
ス車両を通すことが難しい場所があった。神戸
市交通局は小型バスを特別に購入し、各車庫に
ある小型のバスを灘車庫に集めて東灘区の南北
を結ぶ 3 路線に投入した。しかし、そうした取
組みにもかかわらず、バスの利用は伸び悩んだ。

⑵　神戸電鉄湊川駅から神戸駅へ至る路線新設
　北神地域から神戸電鉄を利用して当時の終点
湊川駅で下車し、国鉄神戸駅（現JR神戸駅）
へ向かう乗客のための連絡バスとして26系統東
山町－神戸駅前2.11㎞の運行が昭和27年10月か
ら始まった。同12月には新 8 系統として月見山
－板宿－長田－上沢－元町 6 丁目－三ノ宮駅前
10.46㎞を設定し、利用度の低かった旧 8 系統

（新開地－板宿－川上町）の効率運行を図った。

⑶　再度山・王子動物園・六甲山への
　各レクリエーション路線の復活
　昭和27年 6 月29日、昭和13（1938）年の阪神
大水害以降休止していた再度山に登るための25
系統再度公園登山口－再度公園6.526㎞、市民
が動物園へ行くための24系統板宿－海岸通－王
子動物園前11.49㎞が日曜・祝日のみの運転で
復活した。また、30系統三宮駅前－平野－六甲
ケーブル山上22.59㎞も同じ日に 1 日 2 回の運
転で運行を開始した。続いて翌日の 6 月30日か
らは、新18系統脇浜－天城通－青谷－脇浜
5.568㎞（循環）の営業運転を開始した。
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⑷　西部新市域の路線延伸と新路線設定
　昭和28（1953）年 3 月、12系統（明石駅前－
岩岡）が岩岡－六十丁2.36㎞へと延伸され、同
年 5 月 か ら は12の 3 系 統 明 石 駅 前 － 六 十 丁
14.535㎞の運行が開始されて、神戸市の最西端
まで市バスが運行するようになった。また、同
年12月に61系統須磨駅前－国立神戸療養所5.87
㎞が開通した。
　翌29（1954）年には、 5 月に西神地域の道路
整備に伴って15系統田井－太山寺小学校前
11.67㎞が運行を開始した。 1 日わずか 3 往復
の営業路線であったが、神出、押部谷、櫨谷、
伊川谷方面の東西連絡ルートを確保するもので
あった。
　続いて同年 9 月には、兵庫区山田町（現在北
区）の衝原－下衝原間の道路補修にあわせて
111系統（箕谷－衝原）を下衝原まで延長し、
次いで同年11月には前記12系統を明石駅前から
広野新開にまで延伸し（22.275㎞）、そのうえ
で12系統に14の枝線が作られた（13系統も枝線
が 4 本に増加）。こうして、交通機関が不備だ
った西部の新市域にもバス路線網が形成されて
いった。

⑸　六甲山・摩耶山へのレジャー路線バス
　夏休みを控えた昭和28年 7 月、六甲山、摩耶
山へのアクセス需要にこたえて、37系統三宮駅
前－海岸通－神戸駅前－裏六甲ドライブウェイ
－奥摩耶24.9㎞、35系統六甲ケーブル山上－奥
摩耶9.0㎞、36系統奥摩耶－摩耶口4.2㎞の定期
登山バスの運行を開始した。不定期の観光バス
ではない定期バスが運行したことは、それだけ
山上へ遊覧に行く人々が増えたということであ
る。また、バスによるアクセスが便利になった
ことが行楽客の一層の増加につながった。
　翌29年には、奥摩耶遊園地でジェットコース
ターなど遊具の設置が進み、宿泊施設の奥摩耶
山荘（昭和29年 7 月完成）、「虹の懸け橋」と名

付けられた展望台（同年 8 月）が完成し、行楽
客は増加の一途をたどった。これら行楽客のア
クセス用として、昭和30（1955）年 2 月に、16
系統（阪神新在家－六甲ケーブル下）を阪神電
鉄の阪神御影駅始発に変更し、同 5 月には18系
統三宮駅前－摩耶ケーブル下4.42㎞を新設して
摩耶ケーブル利用者の利便を図るなど、レジャ
ー関係の路線充実に努めた。

⑹　道路拡幅で山麓線ルートへ経由地変更
　昭和28年 3 月、 3 系統（新開地－東尻池 2 丁
目）の運行円滑化を図るため、道路幅の狭い菊
水町 9 丁目から、拡幅された山麓線にルートを
変更し、熊野橋－夢野 2 丁目－菊水町10丁目を
運行させた。また、山麓方面で進む住宅開発に
よる市街地拡大で新たな需要が生まれつつあっ
たため、昭和30（1955）年11月には 4 系統（新
開地－丸山）を鶯橋まで延長し、 4 の 1 系統と
して新開地－花山町 2 丁目5.84㎞を新設した。

⑺　第七突堤行きバス路線設定
　昭和28年12月、29系統三宮駅前－第七突堤
2.71㎞の営業運転が始められた。第七突堤まで
の路線開通は神戸港湾関係者や輸出入業者から

裏六甲ドライブ・ウェイ経由の登山バスが運行開始
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要望されてきたものであった。神戸税関の協力
のもと、税関構内の各停留所には通関係員が配
置され、保税区域外へ出る乗客の所持品チェッ
クを行うなど特異なバス路線であった。

▪急行バス「板急」の運行
　昭和27（1952）年、 9 系統の三宮駅前から須
磨駅前に至る11.657㎞について急行運転を開始
した。急行運転とは全停留所のうち特定の停留
所のみ停車するもので、三宮から須磨までの間
11か所だけ停車する急行バスは普段75分かかる
ところを60分で走行した。
　速い急行バスは好評で、その後、昭和28（1953）
年に三宮駅前から板宿に至る10系統で運転が始
まり、「板

いた

急
きゅう

」と呼ばれた。この「板急」は、
昭和29（1954）年 1 月には三宮駅前から石屋川
へ至る 1 系統と統合されて、板宿から三宮駅前
を経由して石屋川に至る新 1 系統（石屋川－海
岸通－新開地－上沢通－板宿）になった。東西
に長い神戸市街、14.79㎞の間を急行運転する
ようになった「板急」は市民に喜ばれ重宝され
た。

▪スクールバス事業
　駅から遠い場所に立地する学校に通学する学
生生徒の便宜を図るスクールバス事業は、公益
上も収益の上でも重要な事業の一つである。最
初にスクールバス運行の対象となったのは神戸
市立盲学 校 生のための通学バスで、昭和25

（1950）年 4 月の新学期に同盲学校からの依頼
を受けたのがきっかけである。当時、生徒たち
は長田区藻苅通 3 丁目にあった盲学校に市電を
使って通学していたが、視力障害児が一般交通
機関を利用するのは危険でもあり、市教育委員
会からも専用貸切バスの運行要請がされていた。
　神戸市交通局は、昭和25年 6 月 5 日に特定旅
客自動車運送事業の免許を受け、貸切バスを利
用して生徒専用バスの運行を開始した。その後、

同校が兵庫区会下山へ移転後も事業を継続した。
　スクールバス事業は、その後、市バスを利用
した特定旅客自動車運送事業として昭和31

（1956）年11月28日に免許を受け、神戸大学経
済学部、県立東神戸高校、市立盲学校、私立友
生小学校のほか、神戸在住の外国人子弟が通う
私立ステラマリス・インターナショナルスクー
ル、私立マリストブラザーススクール、私立カ
ナディアン・アカデミーの 7 校のスクールバス
が運行された。

▪バス路線網の拡大（昭和30年代前半）
　昭和30（1955）年度末には市バスの営業路線は
203.746㎞、保有車両数243両、 1 日あたりのバ
ス乗客11万5,000人余りとなり、戦前のピーク
時の 3 倍もの運輸成績をあげるようになってい
た。120頁の表「市バス運行系統の変化（昭和
30年代前半）」にも明らかなように、路線網の
充実してきた市バスであったが、旧市内はとも
かく、北区や西区、東灘区などでは民営バス路
線との関係もあって、市民が十分に利便性を享
受しうるとはいえない状況があった。その課題
解決のため、民営バスとの交渉が重ねられ、一
部路線で他社との共同運行が始められた。
　また、この時期、同じ系統を分岐させて異な
る目的地を設定した枝線も多く運行されたほか、
路線の延伸や循環バスの運行も多くなった。こ
のことは、地域の細かなニーズにこたえる市バ
ス路線網が形成されていったことを表している。
　大都市への人口集中の影響で、神戸市では昭
和33（1958）年に東灘区鴨子ヶ原団地が完成し、
同35（1960）年には垂水区東舞子団地の一部が
完成するなど、郊外に住宅建設の波が押し寄せ
始めるのだが、これらの団地や新興住宅地の住
民のための交通手段としても市バスが期待され
るようになった。また、モータリゼーションの
進展に伴い道路整備が進められたが、都市計画
道路が開通してバス路線が旧道から新しい道へ
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変更されたことで経由地変更する路線、新たに
設定される路線があった。1950年代から60年代
にかけての路線バスの振興は、道路整備の進捗
があってのことであった。
　昭和31（1956）年 5 月、六甲・摩耶山一帯が
国立公園に編入され脚光を浴びると、1950年代
から続く六甲山など観光地へのバス路線設定は
さらに進められた。同年 8 月 9 日、昭和13（1938）
年の阪神大水害で崩落したまま放置されていた
表六甲ドライブウェイの復旧工事が完了し、有
料道路として開通した。市バスは 5 つの臨時系
統のバスを六甲山に運行させたが、表六甲ドラ
イブウェイ経由の登山バスは“海と山を結ぶ”
というキャッチフレーズで人気を集めた。その
翌年、昭和32（1957）年には登山バスは臨時運
行から本格運行に変わり、表六甲・裏六甲両方
を楽しめる路線設定も行われた。
　また、再度山では昭和32年 8 月に奥再度山有
料道路が開通し人気を集めたことから、再度公
園から森林植物園までの路線の運行が翌33

（1958）年 4 月に始まった。これで、神戸市の
背山であり手軽に行ける行楽地でもある六甲
山、摩耶山、再度山への登山バス 3 ルートが完
備した。海辺の行楽地、須磨については、須磨
ロープウェイの開通に関連して須磨浦公園と須
磨駅前を結ぶ路線バスが運行され、さらに水族
館の開館に伴い、須磨浦公園から須磨水族館ま
での区間が延長された。
　以下、各バス路線の設定事情などの詳細は以
下のとおりである。

⑴　兵庫区高座地区への市バス乗入れと
　神姫バス・神戸電鉄との交渉
　昭和31年 1 月、神戸市交通局は有馬街道を北
上した場所にある高座地区への市バス乗入れを
計画した。有馬街道は戦前から神姫自動車がバ
ス営業権を持ち、有馬－平野、篠山－平野、三
田－平野、三木－箕谷－平野の 4 路線を営業し

市バス運行系統の変化（昭和30年代前半）

系統 経　　由　　地 設定年度

⑦の 1 新開地－夢野 2－高座金清橋 昭和31年

� 阪急六甲－六甲ケーブル山上駅 昭和31年

�の 1 三宮駅前－六甲ケーブル山上駅 昭和31年

� 阪急六甲－奥摩耶 昭和31年

�の 1 三宮駅前－六甲ケーブル山上駅 昭和31年

① 板宿－石屋川
（平日のみ運転を毎日運転に） 昭和31年

② 三宮駅前－阪急六甲　都市計画
道路開通で一部路線変更 昭和32年

�の 1 三宮駅前－東六甲　 昭和32年

�の 1 奥摩耶－東六甲 昭和32年

⑨の 1 須磨浦公園－三宮 昭和32年

⑨の 2 須磨浦公園－須磨駅前 昭和32年

�の 1 再度公園－森林植物園 昭和33年

⑬の 5 明石駅前－玉津療養所（垂水区玉津町二ツ屋からの分岐線） 昭和33年

⑩ 三宮駅前－新開地 昭和33年

� 三宮駅前－岩岡
（急行浜手ライン） 昭和33年

� 須磨駅前－下畑 昭和33年

新⑲ 阪神御影－鴨子ヶ原－阪神御影
（右回りと左回りの循環バス） 昭和34年

� 三宮駅前－上岩岡の田井まで延
長 昭和34年

⑪ 三宮駅前－五位ノ池 昭和34年

� 神戸駅前－東山町を湊川公園ま
でに短縮 昭和35年

� 三宮駅前－第七突堤を第八突堤
までに延長 昭和35年

� 舞子駅前－舞子ゴルフ場
（マイクロバス） 昭和35年

�の 3 再度公園－奥摩耶 昭和35年

� 三宮－国鉄元町駅－中突堤
（奇数日運転を毎日運転に） 昭和35年

� 舞子－大坪 昭和36年

⑩ 三宮－税関前－新開地までを五
位ノ池まで延伸 昭和36年
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ていた。また、神戸電鉄も、有馬－平野、三田
－平野間のバス路線を営業し、有馬温泉－湊川
間は電鉄を営業運行していたため、両社とも市
バス乗入れには難色を示した。
　市バスの乗入れ意向を受けて、神姫自動車は
自社の平野止まりの各路線を三宮まで延長する
こと、神戸電鉄も新開地または神戸駅前までの
路線延長を神戸市に申し入れてきたため、 3 者
の折衝は難航した。その後、神戸市交通局は両
社の同意を得ることができ、昭和31年 4 月に運
行免許を得て、同年 5 月に 7 の 1 系統、新開地
－夢野 2 丁目－高座金清橋4.87㎞の路線を 1 日
12往復する営業運転を開始した。

⑵　有料道路、表六甲ドライブウェイへの
　運行開始
　六甲・摩耶連峰が瀬戸内海国立公園に編入さ
れたのが昭和31年 5 月のことで、その 3 か月後
の 8 月 9 日、神戸市が建設を急いでいた表六甲
ドライブウェイが開通し、その翌日の 8 月10日
から39系統阪急六甲－六甲ケーブル山上駅10.209
㎞の臨時運転が開始された。そして11月からは
39の 1 系統三宮駅前－六甲ケーブル山上駅
15.879㎞、40系統阪急六甲－奥摩耶14.729㎞、
40の 1 系統三宮駅前－奥摩耶20.399㎞など 5 つ
の臨時系統が運行するようになった。表六甲ド
ライブウェイ経由の登山バスは、以前よりも短
時間で六甲山上へ行けるようになったことで、
人気が高まった。

⑶　第11回秋季国民体育大会会場への
　輸送バス運行
　昭和31年10月28日から11月 1 日までの間、王
子陸上競技場をはじめ市内各会場に分かれて国
民体育大会が開催され、市バスは臨時系統とし
て開会式、閉会式両日に三宮駅前から王子陸上
競技場までの連絡バスと、 1 周25.85㎞に及ぶ
会場周回バスを運行した。

⑷　都市計画道路山麓線完成と経由地変更
　昭和32年 3 月に幅員18ｍの都市計画道路・山
麓線が一部完成し、 2 系統（三宮－阪急六甲）
のうち国玉通 3 丁目－六甲登山口間の篠原小川
筋、篠原手崎周りを廃止して山麓線経由とし、
篠原本町 2 丁目、 3 丁目、 5 丁目の停留所を新
設した。また、昭和31年12月には平日のみ運転
していた 1 系統（板宿－石屋川）を毎日の運転
とした。

⑸　六甲山上のバス運行と阪神電鉄との
　運輸協定
　夏休みを迎えた昭和32年 7 月26日、六甲ケー
ブル山上駅以東のバス運行について既に営業を
行っていた阪神電鉄との間に運輸協定が成立し
たため、30の 1 系統三宮駅前－東六甲13.6㎞の
臨時運転を開始した。表六甲ドライブウェイを
通る路線も臨時系統から本格運行に変わり、六
甲・摩耶を市バスの運行エリアに収めることに
なった。

⑹　須磨ロープウェイ開通とレジャー路線の
　設定
　山陽電鉄が経営する須磨浦ロープウェイが昭
和32年 9 月18日に開通したことを受けて、同月
18日、 9 の 1 系統須磨浦公園－三宮12.857㎞と
9 の 2 系統須磨浦公園－須磨駅前1.2㎞が運行
を始めた。 9 の 2 系統は、神戸市交通局が経営
する須磨水族館（133頁参照）入館者の利便を
図るため、翌33年 7 月28日から須磨浦公園－須
磨水族館2.76㎞に延長された。

⑺　奥再度有料道路の市バス運行と登山バス
　 3ルート完備
　昭和32年 8 月17日、奥再度有料道路が開通し
て、沿道の教育植物園、森林植物園が小中学生
から大人まで人気を博する観光スポットになっ
たことで、神戸市交通局は、昭和33年 4 月の観
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光シーズン開幕から、25の 1 系統再度公園－森
林植物園3.17㎞の運行を開始した。25の 1 系統
の運行開始で、六甲、摩耶、再度山への 3 つの
登山バスルートができた。

⑻　明石駅前から玉津療養所ほか医療施設への
　路線設定
　昭和33年 6 月、垂水区玉津町二ツ屋からの分
岐線として、13の 5 系統明石駅前－玉津療養所
6.07㎞の運行を開始した。神姫バスとの運輸協
定によりそれぞれ 1 日 1 便だったが、市立玉津
療養所、神鋼病院、逓信療養所などの医療施設
への通院、見舞客に重宝され、開通後20日間で
1,716人、 1 日平均94人の利用者があった。

⑼　三宮・新開地間のビジネスライン
　港湾関係者や商工会議所などから要望があっ
た10系統三宮駅前－新開地4.05㎞が昭和33年 9
月から運転を開始した。この路線は市内中心部
を東西に貫く海岸線を走るもので、税関、京橋

（商工会議所）、海岸通、元町 6 丁目など国道筋
に面したビジネスラインとして利用され、運転
時間も平日の午前 9 時から午後 5 時までという
ユニークなかたちをとった。

⑽　三宮駅前から上岩岡に至る最長路線
　昭和33年11月に設定された24系統三宮駅前－
上岩岡34.385㎞は神戸市交通局始まって以来の
最長距離の路線で、垂水区岩岡町を午前 9 時10
分に出発したバスは、大久保、明石、舞子、塩
屋を経て三宮まで29の停留所に止まり、三宮に
は午前10時25分に到着するスケジュールであっ
た。全線 8 区85円、所要時間 1 時間25分の24系
統は、バスと国鉄に乗り継ぐよりも時間がかか
り、また長距離ゆえに運行時間に乱れが多かっ
たが、ゆっくり座って乗換えなしで行ける点が
評価され、「急行浜手ライン」として人気があ
った。

　この最長路線は翌34（1959）年 7 月に上岩岡
の田井まで4.6㎞延長され、総延長38.985㎞、
料金は10区115円となった。

⑾　神明バイパス道路と下畑町への路線設定
　かつて須磨区に属していた下畑町は（現在は
垂水区）須磨の奥座敷とも言われ、市街地への
交通機関がなく、 2 ㎞の道を歩いて塩谷駅方面
へ出るか、多井畑厄神前まで歩いて市バス 6 系
統（須磨駅前－多井畑）を利用するしかなかっ
た。そのため神明放射道路（神明バイパス）の
建設計画が具体化すると、市バス運行を要望す
る声が高まった。神戸市交通局は、昭和32年 1
月に、バス10系統（須磨駅前－離宮前－下畑町
－大谷牧場前－塩屋小学校－国鉄塩屋駅　全長
7.47㎞）を計画するなど路線設定案を出したが、
塩屋との連絡道路、山陽電鉄バスとの営業圏協
議など計画実現には障害が多く、新設案はすべ
て中止となった。その後、昭和33年11月になっ
て、新たに34系統須磨駅前－下畑5.14㎞が実現
の運びとなり、同月10日に開通した。

⑿　鴨子ヶ原線の循環運行開始
　東灘区の山の手にある甲南病院の北方に県営
鴨子ヶ原団地が造成され、同団地へ至る 8 ｍ道
路の整備が完了したことを受け、19系統の全面
改編のために昭和33年夏から準備が進み、翌34
年 4 月から新しく阪神御影駅を起点にする 2 方
向の循環バスが、新19及び19の 1 系統（距離は
7.42㎞）として運行を開始した。両系統とも 1
日30回足らずの運行で、御影方面行きは通勤に、
その逆方向は学生の通学に活用され、市バスの
ドル箱路線の 1 つとなった。

⒀　五位ノ池線の開通
　兵庫区・長田区の山麓道路の整備進捗に伴い
昭和33年 8 月頃から新開地－夢野町 2 丁目－名
倉町－五位ノ池間の路線新設準備が進められ
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た。道路予定地の地盤の関係で道路の開通に手
間取っているうちに翌34年となり、神戸市交通
局は計画していた路線の営業区間を伸ばして三
宮までとし、運行認可を得た。山麓道路が昭和
34（1959）年11月末にようやく完成し、同日に
11系統三宮駅前－五位ノ池9.03㎞が運転開始し
た。ビジネス街の海岸線から住宅、市場、学校
が連なる山麓部にわたって走行する11系統は、
通勤、通学、ショッピングに大いに活用され、
その存在価値を高めた。
　昭和36（1961）年 2 月、10系統（三宮駅前－
税関前－新開地）を五位ノ池まで延長し、系統
長は9.52㎞となった。三宮駅前から五位ノ池に
向かうバスは、11系統の三宮神社経由と10系統
の税関経由の 2 つとなり、交互に運行した。

⒁　ワンマンバスの初運行
　昭和35年12月15日、29系統三宮駅前－第八突
堤3.13㎞、26系統神戸駅前－湊川公園1.5㎞の
2 路線でワンマンバスの運行が始められた。神
戸市交通局初めての試みであり、 3 両ずつのワ
ンマン仕様の車両が投入され、平日は昼間の時
間帯、休日は終日ワンマン運転、平日のラッシ
ュ時は従来どおりツーマンバスでの運行だっ
た。

⒂　舞子駅前からマイクロバスの運行
　舞子駅前から大型乗用車ほどの大きさの18人
乗りマイクロバスが舞子ゴルフ場まで（54系統
舞子駅前－舞子ゴルフ場4.56㎞）、昭和35年 7
月23日に運行を開始した。同ゴルフ場に至る道
路の幅員が非常に狭いために投入された小さい
バスの登場は日本初の試みで注目を浴びた。

⒃　再度山・奥摩耶・六甲山を結ぶ観光ルート
　昭和35年 7 月23日、登山バス25系統が路線を
森林植物園まで延長し、25の 3 系統再度公園－
奥摩耶14.68㎞が運行を開始したため、三宮－

再度公園－森林植物園－奥摩耶－六甲ケーブル
山上駅－阪急六甲をつなぐ回遊乗車券が発行さ
れた。これをうけて神戸市内定期観光バスのＢ
コースとして、三宮－六甲ケーブル山上駅－奥
摩耶－再度公園－メリケン波止場－三宮という
ルートがつくられ、神戸市の山と海を一度に楽
しめる新しい観光ルートとなった。

⒄　中突堤へのバス路線増便
　昭和35年の夏、関西汽船が別府航路に、瀬戸
内海の風景を楽しむための大型観光船「むらさ
き丸」を就航させたのを機に、中突堤まで奇数
日 2 往復だった38系統（三宮－国鉄元町駅－中
突堤）を同年 9 月15日から毎日運転 4 往復に増
やし、乗客増に対処した。

⒅　舞子団地へのバス路線
　舞子・垂水周辺の新興住宅地の住民にとり、
頼れる交通機関が山陽電鉄バスだけという状態
だったため、 1 日も早い市バスの運行が要請さ
れていた。神戸市交通局は舞子ゴルフ場線に次
いで51系統舞子－舞子墓園線、 52系統大坪－舞
子墓園、53系統舞子－大坪線の 3 ルートについ
て市バス運行を計画し、同地域に営業権を持っ
ている山陽電鉄と協議を行った。しかし、道路
整備やバス回転地の確保の問題等もあって 3 ル
ートの同時開通は難しく、昭和36年 1 月に、 53
系統舞子－大坪1.35㎞を先行開通させた。同系
統は山陽電鉄バスとそれぞれ16往復の共同運行
であった。

▪市バス事業諸施設の拡充
　105頁の表「戦後市バス営業状況」にあるよ
うに、戦後、市バスは路線網を拡大し、在籍車
両数、営業キロ数、乗客数ともに増加の一途を
たどった。発展するバス事業を支えるための各
施設、整備工場や操車場、車庫、運輸事務所な
どの整備も次々に進められた。
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⑴　市バス整備工場の変遷
　市営バス事業の開始にあたり、東西に長い神
戸市の地形を考慮して、昭和 5 （1930）年 9 月
に西部拠点として長田区東尻池 2 丁目に事務
所・車庫・修理工場の機能を併せ持つ東尻池車
庫が建設され、続いて同 8 （1933）年に、東部
拠点として灘区琵琶町 2 丁目に「灘車庫」が設
置された。両車庫はバス事業の発展とともに設
備を充実させていったが、昭和15（1940）年、
電車基地である長田車両工場の一部で主な作業
を行うようになり、東尻池と灘の修理工場は日
頃の車両整備など簡易整備のみを担当する整備
場となった。
　その後、戦局悪化による部品や資材の不足で、
バス車両に加えて市有トラックも修理困難に
なってきたため、昭和19（1944）年 8 月、灘修
繕工場の機材を充実させて、神戸市所属の車両
の整備修理を手掛けるようになり、整備業務が
長田車両工場から灘修繕工場へ移された。
　敗戦で東尻池の施設が進駐軍の接収の対象に
なったため、兵庫区正慶町に臨時車両置場を設
置して、東尻池車庫所属のバスを移し、また、
設備の一部を灘車庫へ移設、翌21（1946）年に
は、長田区北町 1 丁目に北町車庫を新設して、
臨時車両置場を閉鎖した。
　昭和22（1947）年になると、進駐軍から車両
の払い下げを受けて車両数が増加したため、北
町車庫を廃止し、兵庫区芦原通 6 （市立簡易宿
泊所跡）に松原運輸事務所・車庫・工場を建設
した。次いで同25（1950）年には東尻池車庫の
接収が解除されて神戸市に返還されたため、こ
こを松原車庫所属の車両整備工場として使用す
ることとした。
　昭和27（1952）年には灘車庫の設備を増強し
て 2 級整備工場の認定を受けた。この認定でバ
ス車両の継続検査を同工場で監督官庁に代行し
て実施することが可能になり、整備作業の能率
が向上した。神戸市交通局内では 2 つの整備工

場を戦前から「修繕工場」と呼んでいたが昭和
33（1958）年に「東尻池整備工場」「灘整備工場」
に改称した。さらに昭和36（1961）年には、所
属するバス車両数の増加を受けて、東尻池整備
工場を灘 2 級重整備工場の特定協力工場に指定
し、エンジン整備は東尻池整備工場で行い、シ
ャーシ解体整備を灘整備工場が担当することに
なった。

⑵　新市域における操車場・車庫・運輸事務所
　の設置
　昭和22年の10か町村の神戸市編入を契機に市
バスが新市域に進出し、山田線、岩岡線、福谷
線、太山寺線の営業が開始されたが、これら神
戸市北部、西部地域での運行を支えるために地
域別の車庫や整備施設の新設が必要となってき
た。さしあたって、当面の必要を満たすため、
昭和22年 7 月には、岩岡町農業会の一部を借り
受けて神出（岩岡）修繕場及び車両置場が、続
いて同 9 月には玉津町高津橋の市作業課出張所
の一部に明石（高津橋）修繕所が設置された。
また、翌23（1948）年には山田村役場の一部を
借り受け、山田（箕谷）修繕場を設けた。
　新市域でのバス路線網を充実させるために
は、本格的な車庫・整備施設の開設が必要であ
る。まず、明石方面の車庫として昭和26（1951）
年に、明石市弓町128番地に車両収容数24両を
誇る「明石車庫・修繕工場」が開設され、高津
橋と岩岡の修繕場は廃止された。続いて昭和29

（1954）年には北区山田町下谷上皆森に車両収
容数 3 両、木造操車室と整備上屋付きの「山田
操車場・車庫」を完成させ、西部、北部のバス
路線拡大に応じた体制整備が進められていっ
た。国道 2 号線沿いに位置していた「明石車庫」
は、国道の通行量が増加してバスの出入りが難
しくなったことから、昭和39（1964）年に玉津
町新方字東方の車両収容台数88両と大規模な

「玉津操車場」に移転した。
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⑶　旧市域におけるバス運行関連施設の充実
　これら新市域だけでなく、旧市内においても
バス路線が延伸したことから新たに「布引車庫」
が設置された。この布引車庫は、元々は市電の
車庫で、昭和32（1957）年 9 月に市電石屋川線
が全線開通し、その起点として「石屋川電車車
庫」が完成したことで廃止となったのを、市バ
スが活用して中央基地としたものである。市電
からバス用への改築工事は昭和33年 5 月に着工
し、ほぼ 1 年をかけて整備され、翌34（1959）
年 4 月 1 日、市電時代のレンガ造りを生かした
車両収容能力103台の大型車庫が完成した。
　昭和30年代に入り、バス路線網の拡大と運行
本数の増加に伴い、鉄道駅（特に主要駅）での
ターミナル化が進められた。116・120頁の表「市
バス運行系統の変化」を見ると、三宮駅前を起
点・終点にするバスが大変多くなっている。昭
和30年代はそごう百貨店東寄りの国道緩行車道
を利用していたが、 1 日約1,500回もの発着が
行われるようになっていた。三宮操車場だけで
はバスの待機を含めて操車業務が飽和点に達し
たため、一部系統の操車場を他所へ移す計画が
作られ、昭和36年 2 月から第 2 操車場を葺合区
八幡通 4 丁目に開設した。その後、国道に面し
た三宮操車場は、自動車交通の妨げになるとし
て移転を余儀なくされ、市建設局が整備した神
戸新聞会館北側の900ｍ2の土地に移転し、同年
4 月24日から三宮駅前操車場（葺合区雲井通 7

丁目）として使用されることとなった。

　

　敗戦後の神戸の街には木炭バスや薪バスが煙
をまき散らしながら走っていた。これらの代燃
車は長年の酷使によってバッテリーやモーター
も老朽化し、運行中に路上で止まってしまうこ
とも再三であったという。その後、進駐軍から
払い下げられた軍用車両を改造したガソリン車
の市バスが登場したが、市内の道路で代燃車を
見かけなくなるまでには、しばらく時間がか
かった。その一方で、新しい車両の製作が国内
メーカーによって始まり、敗戦から数年後には
デラックスなバス車両が神戸の街を走るように
なった。

▪ディーゼルカーの登場
　ガソリン不足で薪や木炭などの代替燃料をつ
かった車両が戦後しばらく運行していたことは
前述したが、戦後、ガソリンよりも入手が容易
な軽油に着目して、ディーゼル・エンジンを搭
載した車両が登場した。ディーゼル・エンジン
搭載車両の開発は、戦前から戦車やトラックな
ど軍用車両で進められており、戦後になって、
いすゞ自動車や日野自動車などが民生用にバス

バス車両の改良
第6節

昭和2４年式民生ディーゼルバス 昭和2４年式いすゞディーゼルバス
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車両の製作を開始した。最初に登場したのは昭
和23（1948）年 6 月のことで、旧来のバスより
も一回り大きい53人乗りの、民生ディーゼル工
業製バスと、いすゞ自動車工業製のバスがお目
見えした。ディーゼル車はエンジン音、車内振
動は大きいが、軽油を使うことができ、馬力も
在来車の 3 倍、90馬力の出力が可能であること
から、バス車両の大型化を進めることになった。
　大型化に伴い、車体の改良も日進月歩で進め
られた。改良点を列記すると次のとおりである。

昭和23（19４8）年
　運転席と車掌間の連絡ブザー設置
　前面経由幕を車体側面へ移動
　前面左下に系統板を設置
　前面の通風装置を天井 2 か所に設置
昭和2４（19４9）年
　運転手用バックミラー設置
　消火器設置
　系統図、運賃表を車内掲示
　車内広告10枠を設置
昭和2５（19５0）年
　スプリング式窓カーテンを設置
　乗降扉前に引っかけ式経由板設置

車体色を一新し上半分はグレーにクリームを
配合したツーケペイジ色、下半分はオリエン
タル・グリーン色に
標識灯を前面青赤 2 灯から前面緑 5 灯、後面
上部に赤 3 灯に

　現在のバス車両の仕様に近づいてきているこ
とがわかる。また、戦前、特に昭和の初めは外
国製の車ばかりだったのが、戦中からは日本車
が加わり、戦後になるとガソリン車もディーゼ
ル車も日本車となった。また、薪や木炭で走る
代燃車は昭和25（1950）年末で廃車になり、昭
和26（1951）年には姿を消した。同年度末の保
有車両数は182両（ガソリン車98両、軽油車84
両）、10年後の昭和36（1961）年度末には、364

両の全保有車両すべてがディーゼル車となって
いた。

▪デラックス車両の登場
　戦後の混乱がいくらか落ち着いてきた昭和26

（1951）年、戦争中に中断を余儀なくされた観
光バス事業が再開される（詳しくは後述）。戦
前の観光バス用の車両も贅を尽くした最新鋭の
車両だったが、戦後、初登場した 3 台の観光バ
ス、それぞれ「すま号」「まいこ号」（以上は日
野自動車製）、「まや号」（いすゞ自動車製）と
名付けられたデラックス・バスは、長距離用に
設計された高級車であった。
　側面窓は大きな一枚硝子、天井にも窓を設け
て展望を良くし、乗降扉は最前部に軽量スチー
ル製の 2 枚折り戸、オペレーターにより運転席
から自由に開閉ができるほか、非常扉を設置し、
座席は 2 人がけのロマンスシートが14席、最後
部のみ 5 人がけであった。乗客へのサービスも
向上して、エンジン排気を利用した暖房装置、
ラジオ、マイクなども装備されていた。翌27

（1952）年に製作された「ぬのびき号」は回転
シートを装備しており、観光用にはロマンス
シートに、路線用には三方シートに変えること
ができる、観光・路線両用のバスであった。

▪車両の標準仕様決定
　昭和27（1952）年度に製作されたバスにはセ
ミ・モノコック式（車体と骨組みを一体化した
構造）の車体が初めて採用された。従来車のよ
うに骨組みの上に外板を張るのではなく、外板
も車体構造の一部となったことで車両の重量が
軽減された。
　昭和28（1953）年には都市交通用バス車両の
車体標準仕様が運輸省によって定められた。決
定された主な項目は以下のとおりであった。
　①　出入口の位置
　②　ステップの段数と高さ
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　③　ゴムタイルの寸法、色、張り方
　④　シートの寸法
　⑤　前向きシートへの折りたたみ補助席設置
　⑥　前向きシートの番号張り付け

　⑦　車掌席の寸法
　⑧　前向型車掌席の構造
　⑨　ベンチレーターの数量
　⑩　窓の構造

バスの車体改良

昭和30年
観光バス「こうべ号」に 3段リクライニングシート採用
観光バスの一部にウエバスト式暖房装置設備
シート詰め物材として成型ラテックススポンジゴム採用

昭和31年 窓用カーテン地にサラン採用

昭和32年

バス前、後面窓に安全ガラス採用
天井材にハード・ボード試用
電気時計を車内に設置
皮革つり革をやめて塩化ビニル製に
登山バスにエキゾースト・ブレーキを考案し、降坂時に効果発揮

昭和33年 床板上張りに 1枚ものビニールシートを採用し床板の腐食を防ぐ

昭和34年

観光バス 1両に冷房装置を試験的採用
観光バス 5両に空気バネを取付け
車内照明に蛍光灯を初採用
トランジスター式車内拡声装置を全路線バスに取付け
アルミ合金製窓枠を新造車に採用
観光バスの内装にナイロン玉虫モケットを採用、路線バスも順次合繊に
路線バスの座席配置をセミ・ロマンス式から前向きAC式に切替え
日野路線バスを66人乗りBK型から82人乗りBD型へ大型化
車体軽量化のためアルミ合金製いすゞ製車両を試験的に採用

昭和35年
神戸市初のワン・ツーマンカーとしていすゞBR151型 6 両を購入
狭隘路線用にマイクロバス 2両購入
70人乗りを80人乗りBR型に切替え

昭和36年 ワンマンカー10両購入。運転席左横の腰板下部に安全確認窓を設置
路線バスシート上張りにスパンナイロンモケットを全面採用

昭和37年

前面方向幕右側にあった系統幕を歩道から見やすい左側に変更
日野自動車アンダーエンジンBD15型をリアーアンダーRB10型に型式変更しエアーブレーキ用
MGM安全装置取付け
観光バスの一部を路線車に改造。36年度18両、37年度10両
輸送力増強のため路線バスのACC化をすすめ、在来型のバス43両もACC型とする

昭和40年 車両後退時の事故防止のための後退クラクション（ビーボー）を採用

昭和41年 引き戸式自動扉の 2段開閉式を復活

昭和42年
車掌用拡声装置を52両に設置
運行管理の効果が認められ始めたタコグラフ（運行記録計）の採用を決定。320両に設置
ワンマン車42両の降車合図装置をブザー式からメモリー式に改造

昭和44年 ワンマン用料金箱を富士式からネプチューン式に取替え。80両に設置

昭和45年 ワンマン車全車にNEC自動釣銭器付料金箱を設置

昭和46年

ワンマン車75両を仕様変更し購入
扉位置変更。前・中扉から前・後に
タイヤサイズ1000－20を900－20に
客室シートをMT－ 8型に
ワンマン表示器を照明なしに
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　⑪　Ｈ枠の間隔とＨボードの構造
　⑫　方向幕幅の寸法
　⑬　信号用赤旗の設置
　⑭　霧除灯、後退灯の設置
　⑮　経由幕と巻取器の設備
　昭和28年の新車で、アンダーフロアエンジン
の観光バスが登場し、車内の床面積が拡大して、
定員が65人に増加した。また、様々なデザイン
を施していた観光バスの色彩統一を図った。純
白色とローングリーンの 2 色に塗り分け、車体
前面・後面には神戸市章をアレンジし、車体側
面両側には大楠公の旗印にちなんで水の流れを
デザインした。

▪ボンネットバスから箱型バスへ
　日本の自動車産業の発展に応じて、バス車両
も様々な改良、意匠の変更がなされていった。
昭和32（1957）年頃になると全国的に箱形ボデ
ィのバスが、それまでのボンネット型バスにか
わって急速に普及し始めた。ボンネット型バス
では床面積の拡大に限界があるのに対して、箱
形バスではエンジンを床下中央に配置するアン
ダーフロアーエンジン、または、車体後部に配
置するリヤエンジンであるため、床面積を大き
くすることができ、座席定員を拡大できたから
である。輸送力増強を図りたい神戸市交通局で
も、ふそう自動車と日野自動車製バスについて
は昭和30年式から、いすゞ自動車は昭和32年式

から箱形へ移行した。
　バス車両の進歩改良と、各社の販売競争激化
とが相まって、車種が多様化しすぎてきたこと
から、 6 大都市交通局長会議でバス車体規格統
一研究会の発足が議決された。そして、昭和30

（1955）年 4 月、第 4 回研究会において、市内
定期バスに適した「 6 大都市型バス」構想がま
とまった。その後、研究会の組織を全国レベル
に発展させ、全国の都市公営交通事業者41団体
が参加する公営交通バス規格統一技術委員会が
発足し、都市交通の特殊性をバス車体製作に反
映させることになった。
　127頁の表「バスの車体改良」は昭和30年代
から40年代前半の神戸市交通局におけるバス車
両改良の編年表である。昭和35（1960）年に作
られたワン・ツーマンカーは、ワンマンカーの
先駆的なかたちで、乗車口が左側前方にあり、
降車口は左中央部に位置するが、乗車口は車掌
が同乗するときは閉鎖される。運転手が停留所
の案内もこなせるように、テープレコーダーで
停留所名を唱呼するようになっており、両替機
や釣り銭器、料金箱が備えられていた。

▪ワンマンバスとマイクロバス
　ワンマンバスの日本における最初の運行は、
昭和26（1951）年の大阪市交通局による阿部野
橋－今里間での運行である。車掌の求人難と人
件費の圧縮というメリットを求めて、京都市や

全
国
初
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
登
場
（
舞
子
ゴ
ル
フ
場
）
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名古屋市も試験運行を開始するなど、ワンマン
バス化への取組みが各地で行われた。神戸市交
通局におけるワンマン化への取組みは遅れ、三
宮駅前と第八突堤を結ぶ29系統（3.04㎞）と神
戸駅前と湊川公園を結ぶ26系統（1.5㎞）につ
いて昭和35（1960）年12月15日にワンマンバス
化を開始した。両系統とも距離が短く、運転区
間の道幅が広く、坂や急カーブがないことなど
車掌が不在でも問題がないこと、両系統とも起
点と終点で乗降する乗客が大半を占め、途中の
停留所で降りる人が少ないことが、ワンマンバ
ス化に適していた。しかし、初めての試みだっ
たため、ワンマンバスは 1 系統 3 両ずつとし、
混雑する時間帯を避けて平日の昼間のみ、休日
は終日とするワンマンバスとツーマンバスの混
成ダイヤであった。
　また、マイクロバスの市バスが昭和35年 7 月
にお目見えした。国鉄舞子駅前から舞子ゴルフ
場へ至る54系統は、乗用車が通るのがやっとと
いう狭い道を舞子小学校前－奥の池－多聞－舞
子ゴルフ場へと走っていく路線である。このマ
イ ク ロ バ ス は 車 体 の 長 さ が5,120 ㎜、 幅 は
1,870㎜、定員は18人という可愛らしい姿で人
気を呼んだ。

　
　

▪観光バスの再開
　昭和23（1948）年に最初は外国人専用で再開
され、続いて貸切バスによる営業で認可された
観光バス事業であるが、同25（1950）年頃にな
ると市民の生活も落ち着いてきて、レジャーを
楽しむ余裕が出てきた。神戸市交通局において
もバス事業運営が軌道に乗ってきたこともあ

観光バス事業の発展
第7節

り、六甲山登山バスを定期運行して市民のニー
ズにこたえることを計画し、昭和25年に開催さ
れた神戸博に出品されたディーゼルバス（ろっ
こう号）と35人乗りのガソリン車「あさま号」
を購入して観光用車両を確保し、観光バスガイ
ドの養成を行うなど準備を開始した。
　そして、昭和26（1951）年 7 月 7 日には市民
を対象とした六甲山納涼観光バスを運行し、同
月10日からは表六甲納涼バス、 9 月 9 日からは
六甲有馬回遊観光バスの運行を開始した。納涼
バスは夕方に出発して 3 ～ 4 時間、六甲山頂や
有馬など涼しい場所をドライブするコースで、
ビールが 1 本ついていた。六甲有馬回遊観光バ
スは朝 9 時出発で、途中、有馬温泉で 3 時間滞
在して、夕方 6 時に帰着するコースであった。
　定期観光バスも同年11月 3 日から、戦争で中
断して以来11年ぶりに再開した。観光バスの
ルートは次のとおりであった。

　神戸駅前（ 9 時30分）－三宮駅前－税関構
内－六甲ケーブル下－ケーブルカーで山上往
復－王子公園－市立美術館（池長美術館）－
海洋気象台－関帝廟－須磨浦公園（観光ハウ
スで昼食）－舞子公園－清盛塚－中央市場－
湊川公園－中突堤－元町 3 丁目－徒歩で大丸
デパート－生田神社－三宮駅前－神戸駅前

（16時10分）
　これら観光バス用には、ディーゼル・エンジ
ンを搭載したデラックス車両が用いられた。最
初に作られた「まいこ」「すま」と名付けられ
たバスに続いて、多くの新型バスが観光専用に
購入された。それらのバスも神戸市内の地名に
ちなんだ名前がつけられていた。そのいくつか
を上げると、「いくた」「なだ」「ぬのびき」「ひ
よどり」「すわやま」「くすのき」「しおや」「み
かげ」などで、車体の塗装もデザイン性のある
美しいものであった。
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技術陣が総力を傾けて完成した市営観光バス第 1 号車「むこ号」 西ドイツ製ネオプラン観光バス「スカイライナー」N122/ 3

ガソリン規制で木炭ガマを積んだ観光バス（昭和1４（1939）年） 市内定期観光車「かざみどり号」いすゞP–LV719N 平成 2 年式

新しいボディデザインで登場した日野「くすのき号」 市内観光車「こうべ号」三菱MS726N　平成 ４ 年式

日野箱型観光バス「いそなれ号」昭和28年式 最終導入観光バス「むらさめ号」三菱MS822P　平成 9 年式
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▪人気を集めた企画ツアー
　昭和26（1951）年夏の夜間納涼ビール付バス
が人気を博したことから、翌27（1952）年の新
年早々、神戸市交通局は新企画のツアーを発表
した。それは、出発当日まで行き先が秘密とい
う「ミステリーツアー」の企画である。敗戦か
ら 5 年が経過し、復興途上にあったとはいえ、
まだ戦争の爪痕が残っていた時代、このユニー
クな企画は空前の人気を呼び、申込者が殺到し
た。人気の高さに意を強くした神戸市交通局は、
毎月第 1 日曜日に定期的にミステリーツアーを
運行するようになった。また、納涼バスも昭和
27年度は、午後 5 時に出発する表六甲ドライブ
の「ロマンスバス」、バスと六甲ケーブルでの
眺めをセットした「ビールバス」が企画され、「ビ
ールバス」は六甲山頂で飲む一杯のビールが好
評を博した。昭和28（1953）年 2 月 1 日からは、
毎日曜日と祝日に会員制の貸切バス「サンデー
ツアー」を開始した。
　昭和27年 4 月に神戸市交通局の観光バス事業
の区域拡大が認可されたことで行き先もぐっと
遠方へと拡大した。奈良、京都、宇治など、近
畿圏の数多ある観光スポットへの手頃なドライ
ブ旅行ができるとあって、大変な人気を集めた。
続いて昭和28年には、貸切バス事業区域に関す
る法改正により、神戸市・明石市・芦屋市・西
宮市・武庫郡の範囲から出発または帰着する旅
客はどこへ輸送しても良いことになり、貸切バ
スを利用して神戸周辺から遠隔地への宿泊旅行
も可能になった。
　事業区域の拡大に続いて、翌29（1954）年 9
月13日、民営交通機関との連絡運輸協定が認可
され、観光客が旅行取扱業者に予約する段階で、
市営観光バスと私鉄との連絡船車券発売が可能
になった。この協定により、淡路交通、京阪神
急行電鉄、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、六甲
越有馬鉄道、摩耶鋼索鉄道、関西汽船、播淡連

絡汽船の 8 社に連絡してツアー運行ができるよ
うになり、九州や四国、淡路島からの旅行者に
も便利に市内観光バスを利用してもらえるよう
になった。
　また、同じく昭和29年には、一周 6 時間半だ
った市内定期観光バスが午前・午後の 2 コース
に分割され、昭和31（1956）年には、乗合バス
と同様に、途中の立ち寄り観光スポットのどこ
からでも乗車できる形式に変更された。この乗
客にとって自由度の高い運行方式の採用と同時
に、市内観光バスは毎日同一コースを運行する、
乗合バス事業の一部として経営することとなっ
た。この乗合バス方式の市内観光バスは昭和32

（1957）年 6 月に免許を得て、平成12（2000）
年 3 月31日の運行終了まで、同じ体制で継続さ
れた。
　神戸市における外国人向けの観光バス運行
は、日本人向けに先んじて開始されたが、政府
も昭和32年に外国人観光客の誘致促進のため、
全国の主要観光地に外国人観光客専用貸切バス
配置を計画し、神戸市にも 1 両の割当てがあっ
た。神戸市交通局は、従来の車両よりも一回り
大きい36人乗りの特別設計の豪華車両「KOBE
号」を導入した。「KOBE号」は外国人観光客の
予約がないときは日本人を乗せて運行した。
　昭和20年代末になると、神戸市の夜景は“100
万ドルの夜景”と称され、摩耶山や六甲山から
眺める夜景の美しさが一般に知られるようにな
った。昭和33（1958）年の 7 、 8 月には、納涼
しながら本格的に神戸市の夜景を楽しむための

「ナイトツアー」が企画され人気を博した。
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▪奥摩耶ロープウェー
　大正14（1925）年に設置された摩耶山ケーブ
ルは戦争末期、資材徴発のために撤去された。
戦後、観光開発のため復活することになり、
ケーブルに加えて奥摩耶ロープウェーを架設す
るための調査が昭和28（1953）年に開始された。
この奥摩耶については、神戸市交通局は戦前か
ら着目しており、昭和18（1943）年 8 月に、交
通局特別不動産資金を用いて灘地区の13の村が
所有していた奥摩耶山林を買収し、一時は代燃
車用の薪や木炭の自給地として利用していた。
　占領が終わり、観光バス事業が本格化してき
た昭和27（1952）年頃、市営ロープウェー建設
計画が持ち上がった。当初の計画は、摩耶鋼索
鉄道株式会社のケーブルカーで海抜450ｍまで
登り、そこから標高690ｍの奥摩耶八洲嶺（その
後、市営奥摩耶遊園地になる。現在は閉園し、
摩耶自然観察園になっている）に至る間をロー
プウェーで結ぶというものであった。
　索道の形式はゴンドラを 1 条の支索に懸垂
し、 2 条の曳索で引き上げ、ゴンドラの後尾に
2 条の尾索を設けて常にこれを平衡に保つ、交
走 3 線式を採用し、 2 条の曳索を常に等張力で
働かせるために差動装置を設けた。また、ロー
プウェイは輸送人数が限られることから、乗客
の集中する日曜・祝日、夏期に予測される輸送
人数を円滑輸送できることを主眼に検討を加え

た結果、25人の定員、運転速度を毎秒3.6ｍと
した。当時としては許容される最大の規模能力
を有するロープウェーで、 1 時間あたり最高片
道250人の輸送力を持っていた。
　奥摩耶ロープウェー建設計画案は昭和29

（1954）年 3 月の市会に上程され、可決された。
着工は同年12月のことで、翌30（1955）年 7 月
11日に無事開通式が行われた。ロープウェーは
開業当初から大人気で、 8 月だけで18万人もの
人が利用した。
　摩耶山上には奥摩耶遊園や神戸市営国民宿舎

（現オテルド摩耶）、展望台（掬星台）などが設
けられ、アクセスの良い山の観光地として賑
わったが、ロープウェーは昭和52（1977）年、
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摩耶ケーブルとともに神戸市都市整備公社（現
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社）に移
管された。昭和30年から同52年までの22年間の
総乗客数は623万人にのぼった。
　その後、阪神・淡路大震災で被災し、しばら
く休止していたが平成13（2001）年に再開、現
在も手軽に行ける観光地として来訪者が多く、
特に有名な夜景スポットでもあるため、夜間の
利用も多い。

▪須磨水族館の開設
　昭和30（1955）年 3 月の市会に交通局の新規
事業として須磨海浜公園内に水族館を建設する
計画が上程された。当時は、団塊の世代が小学
校に入学しようとする時期であり、多くの家族
連れ来館者が期待された。また、阪急電鉄（当
時は箕面有馬電気軌道）が宝塚に遊園地や少女
歌劇を設けて、沿線の通勤客とは逆方向へ向か
う乗客を増やし効率的に電鉄経営を進めようと
したのと同じ手法で、市電・市バスの利用客を
増やすことも期待された。神戸市としては、須
磨海浜公園の整備を市当局が行うには財政的に
難しいことから、昭和28（1953）年以来、黒字
を増やしている交通局の資金をあてにした側面
もあった。
　水族館建設計画は、すぐに可決され、昭和32

（1957）年 5 月10日に開館した。当初の 1 日平
均の入場者数は6,711人で、設備の良さ、魚種の

開館当初の須磨水族館（昭和32（19５7）年 ５ 月10日）着工直前の須磨水族館建設予定地

豊富さから東洋一の水族館と呼ばれた。しかし、
昭和43（1968）年 4 月、交通事業財政再建計画
に基づいて、須磨水族館は交通局の手を離れ、
市経済局の所管となった。

　

▪電気事業復元対策委員会
　神戸市交通局は、かつては電気局という名称
で、電気事業と軌道事業を経営し、電気事業の
高い収益性が軌道事業の強い支えとなって経営
の実を上げてきた。しかし、昭和13（1938）年、
戦争のための電力国家管理が決定され、神戸市
の発電事業は国策会社、日本発送電に譲渡され
た。続く昭和17（1942）年には、配電事業が関
西配電株式会社へ譲渡されて電気事業のすべて
を失い、神戸市電気局は神戸市交通局と改称す
ることになった。
　敗戦を経て、戦争遂行の名の下に強制的に統
合した電力国家管理の根拠が消失したこと、配
電事業は市民生活に密着しているため公益事業
として自治体が経営することが適切であるとの
考えから、電力事業を元のかたちに戻そうとい

公営電気復元運動
―電気事業を再び市営に

第8節
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う運動が始められた。昭和21（1946）年 2 月に
東京都議会が配電事業の公営移管を求める決議
をしたことをきっかけに、京都や仙台でも同様
の決議があり、神戸市でも同年 5 月、市会に「電
気事業復元対策委員会」を設置して、電力復元
運動を推進することになった。そして、同年 7
月16日、「電気事業復元ニ関スル意見書」を議
決して政府・国会に送付した。
　同意見書には、①神戸市の電気事業が公営企
業として常に公益優先で公正に運営され市の発
展に寄与してきたこと、②電気事業統合の当初
の目的を再検討すべきこと、③政府は電気事業
を地方自治体の経営に移し、都市財政の確立、
都市復興計画の円満迅速な遂行を図って市民の
福祉増進に役立てるべきであるといった見解が
表明されていた。
　電力復元運動は、かつて公営電気事業を経営
していた自治体を中心に全国に広がり、統一的
な組織運動へと発展していった。そして、昭和
21年11月、東京、京都、大阪、横浜、神戸、仙
台の 6 都市が「 6 大都市議会配電事業都市移管
に関する協議会」を設置、翌22（1947）年12月
には、これら 6 都市に金沢、静岡、酒田、都城
の 4 市が加わって、10都市で「配電事業都市移
管期成連絡委員会」を結成し、公営移管をめざ
して同一歩調をとることになった。

▪電力事業再編成案
　GHQは、日本の非軍事化を徹底するため民
主化を進め、経済政策としては財閥解体や独占
禁止法制定、独占・寡占企業の整理を目的とす
る過度経済力集中排除法（集排法）を制定し、
昭和22（1947）年、日本発送電株式会社と 9 つ
の配電会社を集排法の対象とした。
　当時、電気事業の再編をめぐっては、①日本
発送電が打ち出した全国の発・送・配電を一社
で運営し、民間委員会の諮問を受けるかたちは
取るが、実質的に国家管理を強化する案、② 9

配電会社が主張する地区別会社を設立して、各
社に地区内の発・送・配電を一貫して経営させ
ようという案が出された。また、労働界などか
らは、電気事業国営案が推奨された。
　様々な案が出てくるなか、政府は昭和23

（1948）年 4 月に「電気事業民主化委員会」を
設置し、電気事業再編成の基本方針と具体案を
諮問した。半年後の同年10月に政府に提出され
た答申案は、北海道と四国に発・送・配電を一
貫して行う会社を設立するが、そのほかは現状
のままにするという実質的に日本発送電社を温
存しようとするものだったが、これは、GHQの
了解を得ることができなかった。折しも、芦田
内閣が昭和電工事件で総辞職したことで電力事
業再編成の行方は混迷を深め、問題は振り出し
に戻ってしまった。
　そうしたなか、今までとは違う動きが起こっ
てきた。それは、同年 4 月に、10都市の電気事
業復元を求める活動に呼応して、新たに電気事
業の公営化を求める 1 都 1 道25県が「配電事業
全国都道府県営期成同盟会」を結成したことで、
同会は配電事業都市移管期成連絡委員会と合流
し、昭和24（1949）年 5 月に「配電事業公営期
成同盟会」を発足させた。配電事業公営期成同
盟会が強く訴えていたのは、①現在の配電会社
は利用者のためではなく戦争のためにできたも
のである　②電気は公共財であり私営ではなく
公営にすべきだ　③発電送電は全国一本化が望
ましいが配電は公平有効に電力の小売りを行え
る府県営か都市営が最適という 3 点であった。
公営にした場合、料金値下げや設備の改良など
利用者本位の民主的な経営ができるといったメ
リットがあるとした。
　しかし、こうした全国自治体の動きに対して、
GHQは突然、「日本発送電分割とそれに伴う配
電事業統合の基本方針（ 7 ブロック案）」を発
表し、各関係方面に大きな衝撃を与えた。 7 ブ
ロック案とは、日本発送電社を 7 つに区分して、
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7 つのブロックに発・送・配電を一貫して行う
会社を設立しようというもので、配電事業公営
期成同盟会の考えとは大きく隔たるものだった。

▪ポツダム勅令で潰えた配電事業公営化
　GHQの 7 ブロック案を受けて、政府は、昭和
24（1949）年11月、 5 人の委員からなる「電気
事業再編成審議会」（会長は「電力の鬼」とい
われた松永安左ヱ門）を設置し、さきの電気事
業民主化委員会に続いて、再度、電気事業再編
成に関する基本方針を諮問した。
　同審議会は昭和25（1950）年 2 月に答申書を
提出したが、委員の意見が一致しなかったため
多数意見として「電力融通会社案（三鬼隆委員
案）」― 9 ブロックに分割・民営化し、日本発送
電社の施設の 6 割を移管。残り 4 割を国営の融
通会社が調製するもの―、参考意見として「 9
分割私案（松永会長案）」―全国を 9 ブロックに
分けて発・送・配電事業を一貫して行う会社を
設立するもの―が両論併記の形で提出された。
　GHQは三鬼案には強硬に反対、松永案は不
十分だとした。そして政府は松永案を受け入れ
て、難色を示すGHQを説得し、第 7 回国会に電
気事業再編成法案と公益事業両法案を提出し
た。しかし、電気事業国営論に立つ野党の社会
党は反対（全国の発電送電事業を行う日本発送
電には戦後、電産労組という全国組織を持つ強
力な労働組合が設立されており、分割案が電産
の解体につながることも反対の一因であった）、
与党内にも公営復元の立場から政府原案に反対
する議員も少なくなく、第 7 回国会は荒れ、つ
いに審議未了、廃案になってしまった。
　続く第 8 回臨時国会において電気事業再編
成に関する法案の提出が見合わされたことに
GHQは強い不満を示し、これが進捗しない限
り、電源開発資金の融資を停止するとの通告を
してきた。この通告を受けて急きょ政府は局面
打開のため、公営復元を正式に採り入れた電気

事業再編成要綱を閣議決定し、昭和25年11月
21日開会の第 9 回臨時国会に関係法案を提出
した。ところが、その翌日の11月22日、GHQ最
高司令官マッカーサーは吉田首相に、第 7 回国
会に提出した松永案を基本とした電気事業再編
を早期実現するよう書簡をもって要請してきた。
　占領下、マッカーサーの「要請」は命令に等
しかったことに加えて、国民が電力不足に苦し
んでいるさなか、電源開発資金の融資停止を甘
受するのは困難であった。政府は同月24日、電
気事業再編成令と公益事業令の 2 政令（いわゆ
るポツダム勅令）を公布し、12月15日に施行し
た。翌26（1951）年 5 月、日本発送電社と 9 社
の配電会社は解体し、発・送・配電を一貫経営
する 9 地区電力会社がそれぞれ発足した。近畿
地区では関西電力が誕生した。
　昭和21（1946）年から神戸市をはじめとする、
かつて電気事業を経営していた自治体や、配電
事業公営化を目指した全国の自治体がねばり強
く続けてきた公営復元運動は、実現寸前の所ま
で行きながら、この「ポツダム勅令」によりあ
えなく挫折したのだった。

▪占領終結後の公営復元運動
　「ポツダム勅令」で電力事業の公営復元実現へ
の道は閉ざされたかのようであったが、昭和27

（1952）年 4 月のサンフランシスコ講和条約発
効で占領が終了し、主権が回復されたことで、
占領下に公布施行されたポツダム勅令がすべて
失効するという新たな事態に直面し、再度、公
営復元問題が政治の舞台に登場するようになっ
た。一旦は公営復元が否定されたが、政府与党
の自由党内にも公営復元に賛意を表する議員が
おり、議員立法として「電気設備等の復元に関
する法律案」を作成し、第14回国会へ提出する
ことを決定した。
　一連の動きは公営復元を願う自治体にとって
希望を持たせるものだったが、それもつかの間
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のことで、政府は昭和27年 8 月28日、突然、抜
き打ち解散に打って出て、電力事業の公営復元
をめざす法案は審議未了となってしまった。
　その後も公営復元法案は政治日程に上り、電
気事業法の制定問題とからんで議論が展開され
ていったが、政局の混迷や、会社側の強力な阻
止運動で、進捗することがなかった。

▪自主的な“解決”へ
　水資源の豊富な宮崎県では、開発事業の一環
として県が建設した 2 つの発電所の公営復元を
求めて九州電力に対して強力な運動を展開して
いた。両者の調整を図っていたのが、自民党幹
事長の三木武吉ら党 3 役で、昭和32（1957）年
5 月、彼らは復元について立法措置を通じてで
はなく、当事者間の話し合いで解決することを
提案し、これを突破口に10年以上にもわたる電
力復元運動に終止符を打とうとした。
　立法措置によって復元が行われれば、事業が
細分化されてしまう恐れがあり、それによって
電力事業の公共性が失われ、産業発展にも重大
な影響が生じるというのが三木らによる立法措
置に依らない解決法で、具体的には、各々の自
治体が地域の電力会社と自主的に個別に交渉し
て金銭による解決を図るものであった。元々、
電力復元運動を成功させて独自の財源を確保し
たいというのが自治体側の思いであった。そし
て、当時、大部分の自治体が財政難に苦しんで

おり、電力復元の金銭的解決が受け入れられて
いった。
　神戸市も関西電力と自主交渉を行うことに
なったが、ともに電力復元運動を行ってきた京
都市、大阪市と協同で交渉をすることとし、昭
和32年10月、京阪神 3 都市連名で関西電力に対
して正式に復元を申し入れ、翌11月から 3 市議
会関係者、同理事者と関西電力首脳部との共同
交渉が開始された。交渉は昭和34（1959）年10
月まで、 4 回にわたって行われたが、関西電力
側から、復元問題は事業協力のかたちで、各市
の事業に対して「資金的協力」によって解決し
たいとの回答があった。
　関西電力の事業協力に対する基本方針は、
①電気事業に関係のある事業　②市民の福祉に
寄与するもの　③会社の事業協力が明らかなも
の　④分割払いができるものとし、神戸市に対
する事業協力を 1 億9,000万円とした。神戸市
側も協力事業を具体的にあげて交渉の早期解決
を図ったが、会社側の提示額と神戸市側の要求
額との隔たりは大きく、解決の運びには至らな
かった。
　そこで、神戸市は関西電力が支出する協力金
の最終的金額の見通しがつくなら協力事業を
2 、 3 点にしぼって提出しても良いとの意思表
示を行い、昭和37（1962）年 2 月、協力事業と
して総合体育館（建設費 4 億円）、迎賓館（同
2 億円）、市庁舎別館（同 3 億円）の 3 建設事

公営電気復元運動の解決策として昭和38（1963）年10月に完成
した相楽園会館

公営電気復元運動の解決策として昭和４0（196５）年10月に完成
した市立中央体育館
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業を提示し、協力金の拡大を求めた。
　これを受けて関西電力から、総合体育館の建
設についてのみ現金と起債で協力したい旨の回
答があった。神戸市はさらに迎賓館についても
強く要望し、結局、翌38（1963）年 9 月になっ
て寄付金 1 億9,000万円、起債の引き受け 1 億
5,500万円、無利子貸付金 1 億3,000万円、解決
寄付金3,000万円、合計 5 億500万円で合意が成
立し、芦原義重関西電力社長と原口忠次郎市長
との間で協定書が交わされた。ここで、昭和21

（1946）年から続けられてきた電力公営復元運
動に終止符が打たれ、解決を見た。神戸市が要
望していた電力事業の復元はできなかったが、
その見返りに、昭和38年10月に相楽園会館が、
翌40（1965）年10月には市立中央体育館が完成
した。

　

▪戦前の地下鉄建設構想
　世界最初の地下鉄は1863年に開業したロンド
ンの地下鉄である。当時のロンドンの中心部は
過密化し、新たに路線を引く場所がなかったた
め、やむを得ず地下鉄が通されたのである。開
通時は蒸気機関車がトンネル内を走っていた
が、その後、地下鉄は電化され、都市の過密化
という共通の悩みを抱える世界の主要都市にひ
ろがった。日本では東京市において昭和 2

（1927）年、東京地下鉄道株式会社によって浅
草－上野間（現在の東京メトロ銀座線）に開通
させたのが最初の地下鉄である。
　神戸市においても大正15（1926）年、「神戸
地下鉄道株式会社企業目論見書」が作られ、昭
和 3 （1928）年 3 月31日の市会で「神戸地下鉄

神戸高速鉄道の建設
第9節

道株式会社敷設案」が市長諮問第 6 号として上
程された。同案によると、同社の発起人は神戸
財界の有力者、滝川儀作、金子直吉ら13人、事
業費は8,000万円、市内を東西に 2 本の地下鉄

（第 1 期線は住吉町を起点に都賀村、葺合区、
神戸区、湊東区、湊西区、林田区西須磨まで、
第 2 期線は脇浜町を起点に神戸区、湊東区、湊
西区を経て林田区西須磨まで）を通す計画で
あった。市会では15人の委員に調査を付託し、
審議がなされ、同年 7 月 4 日の市会において報
告が出されたが、結果は「支障アリ」であった。
その理由は、市電経営に影響が出ること、地下
鉄は市営であるべきこと、電力供給統一の見地
からも市営にすべきだ、といったことだった。
　昭和 3 年 3 月 9 日の市会では、市長諮問第 4
号として阪神海岸鉄道の敷設申請が審議され
た。こちらは大阪市東淀川区国次町を起点とし、
神戸市葺合区真砂通 2 丁目を終点とするもの
で、申請者は阪神海岸鉄道株式会社発起人福沢
大四郎ら 7 人であった。同鉄道の目論見書によ
ると、一般旅客及び貨物の運輸営業が目的で本
社設置地は大阪で、神戸市域線についてのみが、
諮問の対象であった。 3 月31日の市会で付託を
受けた委員から、こちらは「支障ナシ」との報
告がされた。付された条件は、貨物輸送専業に
するということで、当時、既に阪神、阪急、国
道電車が阪神間を走っており、旅客用の鉄道は
いらないが、貨物用なら将来の発展のために必
要だという判断だった。委員会報告は異議なく
可決されたが、阪神海岸鉄道は実現に至らな
かった。
　そして翌昭和 4 （1929）年、神戸市も市内に
乗り入れている私鉄各線の終着駅を有機的に結
ぶ交通網の整備を主な課題に調査を開始し、同
6 年に調査結果を市会に報告しているが、こち
らも具体化には至らなかった。
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▪神戸市復興計画と高速鉄道建設
　都市計画を策定し、実行するには、既存の道
路や建物がない場所ほど容易である。そういう
意味では、敗戦直後の状況は千載一遇のチャン
スであった。神戸市では敗戦から 3 か月後の
昭和20（1945）年11月、神戸市復興本部を立ち
上げ神戸市復興基本計画の策定を急いだ。自宅
や店舗の再建を急ぐ市民の復興努力の妨げとな
らないよう、計画を作らねばならないからで
ある。
　策定された「神戸市復興基本計画要綱」は地
下鉄建設について次のように書いている。

　「国有、市営及び私設鉄道、軌道網を再吟味
し、山陽、神有、阪神、阪急各電鉄の連絡及
び之等と国鉄各駅の連絡を図ると共に、新た
に市内を東西に貫通する地下式高速度電鉄を
施設し、東部及び西部の郊外住宅地域と都心
部を直結せしむるよう計画するものとす、な
お弾丸列車駅は三宮に置くものとす」

　この高速鉄道建設方針は検討が加えられて、
「神戸高速鉄道建設計画要綱」にまとめられ、

昭和21（1946）年 4 月26日、市長に答申された。
その概要は以下のとおりであった。

＜東西連絡路線＞
　①　東西連絡路線は京阪神急行、阪神、山陽

各電鉄を連結する　
　②　東西連絡路線は神戸市中心部、幹線街路

下を利用する地下式　
　③　路線の主要通過地点は、阪神元町終点駅

より阪神既設地下道を延長して国鉄北側に
出て、一方京阪神急行は阪急三宮の高架線
を延長して漸次地下に入り、阪神延長線と
合流して神戸総合駅に至る。それより多聞
通を西進し、大開通より山陽電鉄路線に
沿って西代駅付近で地上に出て山陽電鉄に
連絡する

＜神有連絡路線＞
　地勢、勾配及び鉄道との連絡の関係上高
架式として、勧業館（現兵庫区役所）東側
及び福原町を通り、相生町で左折して省線

（JR）神戸駅に連絡する

当初の神戸高速鉄道計画路線図（昭和23年 7 月1４日決定）
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　前記「復興基本計画要綱」に書かれていると
おり、市内には東西に縦断する国鉄と市内に乗
り入れている 4 つの私鉄の起点・終点駅があり、
阪神は元町、阪急は三宮、山陽は兵庫、神有（神
戸電鉄）は湊川と、ばらばらに分散しているた
め利用客の連絡に問題を抱えていた。駅が分散
していた理由の一つは神戸市の「市是」ともい
うべき、市内交通の市営一元化という「壁」が
厚かったことである。この「壁」の存在で、阪
神電車が湊川駅まで地下鉄道で連絡するという
計画は実現せず（元町が終点となった）、山陽電
鉄が企図した神有鉄道湊川駅との接続もできず
に終わった。そして、その不便さを市電や市バ
スが連絡路線を作って補完していたわけであ
る。この「神戸高速鉄道」は市街地を東西に縦
断しながら各私鉄の駅を結びつける鉄道をつく
る計画であった。

▪神戸高速鉄道計画路線決定と
　神戸高速鉄道委員会の設置

　昭和23（1948）年 2 月に神戸市会は「高速鉄
道建設計画要綱」を次のような希望条件を付し
て可決した。
①　従前の各社の特許線は毀

き

棄
き

させること
②　具体的路線は市民の意思を尊重し、施工は

可及的に速やかな実現を期すること
③　高速度鉄道建設及び運営については市もこ

れに加入して共同経営とすること
　そして、同年 5 月24、25日の両日、神戸市交
通局において運輸省大阪鉄道局、兵庫県、神戸
市、阪急、阪神、山陽、神有の 4 私鉄の関係者
による神戸高速鉄道協議会が開催され、 7 月14
日に、同協議会は次のような路線大綱を決定し
た。

東西路線（総延長　8.10㎞）
　①　阪急延長線（2.08㎞）

　三宮より高架で北長狭中学（現神戸生田

中学）に至り、地下となって中央幹線道路
の山側を通り、花隈、相生町を経て神戸総
合駅に至る。

　②　阪神延長線（1.47㎞）
　阪神元町より中央幹線道路の浜側を通
り、相生橋で省線（JR高架）と交差し神
戸総合駅に至る。

　③　山陽延長線（4.55㎞）
　多聞通、新開地、大開通、長田を地下式
で通り、西代で高架となり板宿に至る。

神有連絡線（南北線　1.65㎞）
　高架式で湊川公園東側の土手沿いに福原、
相生町を経て省線（JR）神戸駅に至る。

　協議会が決定した路線計画は、前掲の神戸市
復興委員会の計画案とほぼ同様であったが、阪
神がJR線北側で阪急と合流して神戸総合駅に
至る案が、相生橋でJR線と交差して直接神戸
総合駅に入るように変わり、神有も勧業館から
福原を経る案が、湊川公園東側土手沿いに変更
されたほか、高架線と地下線の位置が明確に
なった。
　そして、計画実行に向けて、昭和24（1949）
年 5 月18日に、神戸市会、神戸市、 4 私鉄で構
成する「神戸高速度鉄道委員会」が設置された。
同委員会では、資金調達、工事計画、高速鉄道
の企業形態の在り方などを審議し、同年12月12
日付で、東西連絡線の敷設免許申請が行われた。
免許申請内容は次のようなものだった。

神戸高速度鉄道㈱起業計画（概要）
1.　発 起 人　　原口神戸市長ほか 8 名
2.　資 本 金　　 8 億円
3.　事業資金　　25億4,000万円
　　　　　　　　（キロあたり建設費約 3 億円）
4.　営業収入　　旅 客 数　 1 日 19万4,400人
　　　　　　　　収入合計　 1 日 78万274円
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5.　起業理由　　神戸市と 4 私鉄が共同で高速
度鉄道を建設し、市内交通の
整備連絡を図るとともに、東
西郊外電鉄の直結によって京
阪神明姫間輸送力をさらに増
大するため（抄）

　東西連絡線の敷設許可は昭和27（1952）年 1
月22日に出された。神戸市は昭和25（1950）年
度予算が50万円、翌26（1951）年度は80万円の
調査費が予算化されたが、会社設立の運びには
なかなか至らなかった。

▪市会で表明された懸念
　敷設許可が出て 3 年が経過した昭和30（1955）
年 3 月の市会において、予算が計上されていて
も一向に実現に至らない高速度鉄道の現状を難
じ、退職した人の失業対策事業として維持され
るのは遺憾なことで、作れないなら早急に解散
すべきだとの質問が出された。原口忠次郎市長
は、50億円が必要なので時間を要する、兵庫県
知事にも発起人になってもらい、京都・大阪へ
も呼びかけているので、議会にも協力してもら
いたいとの答弁を行った。
　そして、翌昭和31（1956）年 3 月 2 日の市議会
において「出資の件」ほか 2 件が上程され「高速
度鉄道事業は神戸市多年の懸案である郊外電鉄
を直結するもので、市民の利便はもとより神戸
市将来の発展の根幹をなすものなので、事業経
営に参加し事業の促進を図るとともに、他方公
共の利益を確保したい」との説明がされた。
　同議案では、神戸市の出資額は1,000万円、
昭和34（1959）年度までに第 1 期資本金 8 億円
のうち 2 億円を分担支出することになってい
た。会社の事業費総額は52億9,200円、資金調
達内訳は、資本金が10億円、社債 5 億5,000万円、
借入金36億5,000万円、事業収入9,200万円で
あった。

　市の出資をめぐって議会は紛糾した。「市バ
スや市電が発達した今日、事業の必然性は低く、
しかも多額の財政赤字を抱えているのだから高
速度事業の実施は時期尚早だ」、「戦前の民鉄市
内乗入れの際は会社より市へ寄付があったのに
何故今回は多額の資金を出すのか」、「高速度鉄
道が完成すると市電・市バスの経営に悪影響が
出るのではないか」、「市内の交通は市営とする
と言う“市是”に違反している」といった意見
が議員から出された。
　こうした意見に対して、原口市長は、「市独
自で行うのが理想だが高速度鉄道の株式を市が
所有することで公企業の性質を持たせる」、「出
資により 4 私鉄と同等の発言力を持つ」、「市電
への影響はあるだろうが交通事業は公共事業で
あって交通局が減収となっても市民の利便性が
向上するなら敢えてやるべきだと考える」と答
えた。
　その後も議論は続き、同じ年の 8 月には市会
議員30人で構成する高速度鉄道特別委員会が設
置され、①構想の検討　②資金関係　③市への
利害関係　④損益関係　⑤建設費関係　⑥公営
民営の可否について審議が重ねられた。次いで
同年10月には市当局に高速度委員会が設けら
れ、関係部局の連絡調整を図り、各機能を結集
する体制が整えられた。
　問題とされたのは以下のようなことであった。
⑴　経営主体方式については官民合弁の株式会

社であるが将来的には市営化が最適。私鉄と
の共同経営は困難ではないか。

⑵　事業計画において乗客人数の予測を立てて
いるが、現在、国鉄が複々線化と電化をすす
めており、これに並行する高速度鉄道は相当
の影響があるのではないか。経営が成り立つ
か懸念され、果たして高速度交通機関の要請
度が高いといえるかどうか疑問だ。

⑶　市営交通事業への影響は避けられない。最
悪 1 日 7 万人減との予想があり減収は年 3 億

140 神戸市交通局100年史



円になる。市営事業の犠牲によって会社経営
が成り立つというなら、市行政の総合的発展
とは言い難く、さらなる調査を要す。

⑷　資金計画について、市と私鉄以外からの 4
億円の出資金の引き受け手は見つかっている
のか。工事資金として40億近く借り入れる計
画だが金融機関からは未承認である。会社設
立後に誤算が生じた場合、市にしわよせがか
かるのではないか懸念される。

⑸　湊川線は、計画では高架式とされているが、
高架にすると市街地を分断するので地下方式
にすべきだ。高架式としているのは、神戸電
鉄が将来、国鉄との相互乗入れを意図してい
るからではないか。

　以上のような意見のほかにも「交通が便利に
なれば買い物客などは神戸を素通りして大阪へ
行ってしまい、客を取られてしまう」、「阪急、
阪神のいずれかと山陽電鉄を結び、事業成績を
見たうえ、後の計画を考えたらどうか」などの
声があり、また湊川線については「周辺の商店
街を衰退させる」として地元の強力な反対運動
も起こり、計画推進を困難なものにした。
　こうしたなか、昭和32（1957）年 7 月に、特
別委員会の全メンバーが辞任し、同日、議長が
あらためて新委員を指名で決定し、特別委員会
審議が続けられた。そして、同年11月28日に開
催された公聴会において賛否両論が 3 時間半に
わたって述べられたが、学識経験者は 7 人全員
が賛成、市民代表15人のうち賛成 7 人、反対 8
人であった。しかし、反対 8 人のうち 6 人は湊
川高架線への反対であり、計画自体に対する反
対は 2 人だけであった。
　特別委員会の審議はその後も継続され、昭和
33（1958）年 2 月19日、事業の実施にあたって、
重要事項については市会に設置する高速度鉄道
対策委員会の意見を聴くこと、湊川線について
は工事計画をさらに検討し、適当な機会に市会
に提示することなど 9 項目にわたる条件を付け

て出資案を承認することになった。特別委員会
設置から 3 年余りの歳月が経過していた。そし
て 3 月 1 日の市会本会議に「出資の件」ほか関
連議案が上程されて満場一致で可決され、同年
10月 2 日、神戸高速鉄道株式会社が設立された。

▪湊川線（南北線）高架問題
　反対運動が強かった神有連絡線（神戸電鉄延
長線）は、当初計画では神戸電鉄湊川駅とJR
神戸駅を高架で連絡する案だったが、市街地を
2 分して将来の発展を阻害する、地元商店街が
衰退するなどの反対があったことは前述のとお
りである。昭和36（1961）年 2 月、神戸電鉄か
ら、地下方式によって三角公園付近で東西線と
Ｔ字型に接続するとの提案があり、検討するこ
とが了解された。しかし、用地問題と、同38

（1963）年に国鉄（JR）側がホームによって連
結することに難色を示してきたことから、東西
線との同時開通が難しい見通しとなった。
　そこで、神戸市関係者と 4 電鉄の役員で構成
する連絡役員会で協議し、高速度鉄道新開地駅
へ地下でＴ字型に接続する案にルート変更案を
まとめ、昭和38年12月16日の市会に計画変更の
審議を申し入れた。新たなルートへの変更理由
は以下のようなものだった。
①　高架で乗り入れて地下ホームへ乗り換える

よりも地下ホームから乗り換える方が便利で
ある

②　湊川－新開地間は距離が短く工費も高架方
式の半額である

③　東西線との同時開通ができる　
④　高架案は用地買収に時間がかかって政府資

金借入の機会を失いかねず、しかも国鉄との
連絡ができなければ効果は半減する

　市会高速鉄道対策委員会は、以上のような理
由のほか、当時、北神地区に住宅団地が相次い
で建設されて開発が進んでおり、神戸電鉄との
連絡の重要性が高まっていることを考慮し、同
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39（1964）年 5 月20日、上記変更案を正式に承
認した。これで神有鉄道連絡線（南北線）の実
現見通しが立ち、昭和36年12月に関係者間の調
印が済んでいた東西連絡線に次いで、同41

（1966）年に調印がされた。また、阪急、阪神
両電鉄の特急電車が山陽電鉄の須磨浦公園駅ま
で、山陽電鉄の特急電車が阪急の六甲駅、阪神
の大石駅まで乗り入れて、乗客の利便を図るこ
とも決められた。

▪昭和42年水害と神戸高速鉄道の完成
　計画案が出されてから16年後、会社設立から
4 年後の、昭和37（1962）年 3 月 5 日、兵庫区
の大開小学校前の工事予定地で原口市長をはじ
め関係者が出席して起工式が行われ、同年 8 月
に東西線の建設が開始された。
　工事の進捗に伴い、市電の軌道切替え、電車
線、信号線の移設などが行われ、昭和43（1968）
年 4 月の開業をめざして80％近くの工事が完了
していた同42（1967）年 7 月 9 日、市内だけで
79人の死者を出した集中豪雨に襲われた。市
電・市バスの被害は軽微であったが、高速鉄道
の駅や機械設備などに多くの被害が出た。20か
所で雨水の流入が起こり、神戸駅、西元町駅で

は中 2 階天井まで、高所にある長田駅ではホー
ムの上まで浸水し、復旧工事に 1 か月を要し、
損害額は 3 億円に達した。まだ送配電線信号機
材などの大部分を設置していなかったのが不幸
中の幸いであった。
　高速鉄道では、鉄砲水の恐ろしさを教訓に当
初の計画に手直しを加え、阪神境界の元町駅西
端に鋼製防水ゲート、山陽境界に角落（かくお
とし。両側の柱に溝を刻んで角材をはめ込み堰
にするもの）、各出入口に角落または防水パネ
ル、歩道に面する出入口のかさ上げ、歩道部通
気口の浸水防止蓋の取付けなど、浸水対策に万
全を期した。
　そして昭和43年 4 月 7 日、計画立案から23年、
会社設立から10年、着工してから 7 年の歳月を
経て、日本初の「電車を持たない鉄道」（路線が
地下なのでトンネル会社とも言われた）が誕生
した。総工費は当初予算を大きく上回って160
億円となった。開通式典において神戸高速鉄道
社長であった原口前神戸市長は「高速鉄道の竣
工開通は……100年の後までも大きな恵沢をも
たらすもの」と述べた。高速鉄道の開通で、各
私鉄の乗換えの利便性が大きく向上することと
なった。

神戸高速鉄道建設予定線と
して拡張された多聞通付近
の都市計画道路。駐留軍ウ
エストキャンプの跡地だっ
た
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▪高度成長経済下の神戸市と市電・市バス
　昭和27（1952）年10月に施行された地方公営
企業法により、地方公共団体の経営になる交通
事業や水道事業が新しく地方公営企業として発
足することになった。神戸市交通局は、地方公
営企業として市一般財政から切り離して企業会
計制度による独立採算をとるようになり、効率
的運営に努力することになった。神戸市交通局
は、車両の改良やバス路線網の拡張を行うほか、
奥摩耶ロープウェーや須磨水族館など観光事業
も手掛け増収を図った。
　市電・市バスの収入も、111頁の表「市電・
市バスの収支」のとおり、大幅値上げした昭和
28（1953）年以降、同34（1959）年までは黒字
を出していることがわかる。しかし、子細に見
ると、昭和32（1957）年には収益が前年度から
半減、翌33（1958）年、34年も、黒字は確保し
ているものの、黒字幅が減少し続けている。そ
して、昭和30（1955）年からは市バスの収益が
市電を上回るようになってきた。
　敗戦から10年が経過した昭和30年、国際収支
が大幅に改善し、それ以降、全国で神

じん

武
む

景気、

経済高度成長下における
都市公共交通の不振

第1節

伊
い ざ な ぎ

弉諾景気などと言われた好景気が続いた。神
戸経済は、造船、鉄鋼などのいわゆる重厚長大
産業に牽引され、時代とともに順調に成長した
ものの、総生産の伸びは全国平均以上とはなら
なかった。それは、工業用地の不足や零細な下
請け企業が多いこと、経済的に東京・大阪・名
古屋などの広域中心都市への集中が著しくなっ
たことなどが理由であった。住宅開発が進んで
急増の一途をたどっていた人口も、昭和35

（1960）年以降、その伸びが鈍っていた。開港
以来、他に類を見ないほどの発展を続けてきた
神戸市であったが、日本中が経済の高度成長に
沸くなか、新たな道への模索を始めなければな
らなかった。

▪都市公共交通の収支悪化
　昭和34（1959）年まで黒字が続いていた市電・

神戸市交通局100年史

第6章

市電廃止と市営地下鉄計画

戦後13年ぶりに復活した市電女子車掌
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市バス事業は、同35（1960）年から赤字に転落
する。これは神戸市に特有の現象ではなく、好
景気に沸く世間一般とは対照的に、全国の公営
交通が「お先真っ暗」という状態になっていた。
その原因の一つは、戦後、急速に進んだ人口の
都市集中である。神戸市においても、昭和20

（1945）年11月には37万8，592人まで落ち込んで
いた人口が、昭和25（1950）年10月の国勢調査
では80万4，501人に増加し、昭和31（1956）年
には戦前の最高記録である昭和16（1941）年の
人口である100万人を超え、同35年には111万 
3，977人と増加の一途をたどった。
　人口集中の度合いは、公営交通を経営する東
京や大阪、名古屋などの大都市において著しく、
様々な問題が生じていた。都市中心部の住宅は
次々に事業所へと変わり、郊外に住宅地がどん
どん広がって、中心部の人口減、周辺部の人口
増、いわゆるドーナツ化現象が起きた。かつて
は通勤通学にさほど時間がかからない近距離の
移動であったものが、遠距離の移動にかわり、
朝夕の通勤通学時間帯には大変な混雑が発生し
た。
　乗客が増加すれば収入が増加すると思われる
が、こうした変化は、公共交通にとって経営効
率を落とすものだった。ラッシュアワーに対応
するためには車両数や乗務員数、駅務員数を増
やし、駅の設備の拡張などが必要になるが、乗
客は朝夕の通勤通学の時間帯に集中するので、

いわゆる「片道輸送」が生じるうえに、昼間の
時間帯は乗客が少なく、経費がかかるわりには
運賃収入はあがらない。また、職域と住宅地、
学校と住宅地との距離が遠くなったことは、車
両の回転率を低下させ、経営上の負担となった。

▪交通渋滞に巻き込まれる市電・市バス
　戦後、急速にモータリゼーションが進み、昭
和20（1945）年には全国で4，351両にすぎなか
った自動車保有台数は、昭和35（1960）年には
340万3，768両を数え、15年間で23倍にもなった。
神戸市においても同様に、昭和24（1949）年に
3，853両であったものが、同35年には 5 万4，668
両と14倍になった。もっとも、当時の自動車は、
トラックや商用車、タクシーなどがほとんどであ
った。
　しかし、自動車の増加に見合う道路整備は非
常に立ち遅れており、国道と府県道の総延長は
昭 和35年 ま で の10年 間 で、13万2，000 ㎞ か ら
14万7，000㎞に増えただけであった。しかも有
効幅員が5．5ｍ以上の道路の延長キロ数は7,500
㎞にすぎず、 4 tトラックが通れる道路は全道
路の60％、小型四輪のすれちがいができない道
路が65％もあったうえ、舗装率はわずかに 4 ％
だった。
　神戸市の交通の中心である三宮交差点におけ
る自動車の 1日あたりの交通量も、昭和31（1956）
年には 3 万4，682両だったのが同35年には 5 万 
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2,023両と1．5倍に増加し、道路の容量を超えた。
翌36（1961）年に磯上線が整備されて、海岸通
－税関線－三宮交差点－阪神国道の車の流れ
が、海岸通－磯上線－阪神国道に転換したため、
昭和37（1962）年には、ようやく 1 日の通行量
が 3 万8，091両に減り、交通整理の限界ぎりぎ
りで落ち着くという状況であった。
　自動車の交通量が限界に達すると、神戸市内
では東西方向の主要交通がマヒして渋滞が起き
る。県警本部の昭和38（1963）年度の調査によ
れば、神戸市内では東西幹線である国道 2 号線
の渋滞が全体の73％を占め、市道は13％であっ
た。また、都市計画局が実施した昭和37年と38
年の交通量調査によれば、市内の交通渋滞は、
浜手幹線の兵庫区西出町交差点付近で300ｍま
でが540回、500ｍまでが396回、500ｍ以上が22
回となっており、また、鈴蘭台の宅地化などに
よって兵庫区平野交差点から天王谷付近では
300ｍまでの渋滞が183回、500ｍまでが62回、
500ｍ以上が14回であった。このような路面交
通の混雑と渋滞は常態化し、市周辺部から中心
部へ向かう主要な道路は特に朝夕、非常に混雑
し渋滞した。
　混雑と渋滞は幹線道路だけでなく、市中心部
では狭い道路を自動車が走りまわり、当時は駐
車場も整備されていなかったため、路上駐車す
る車両が交通を阻害した。こうした自動車の急

増によってもたらされた道路混雑により、市電
と市バスは大きな影響を受け、交通渋滞に巻き
込まれて運行速度が年々低下していった。
　こうして定期運行が阻まれたことで、時間の
かかる市電や市バスに乗客は見切りを付け始
め、ほかの交通機関への乗換えが進んだ。
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▪市電の受難
　昭和33（1958）年度の決算を審議する昭和34

（1959）年 7 月15日の市会で、吉田清交通局長は、
「電車事業の経営不振は神戸市だけでなく、 6
大都市とも数年前から非常な苦境に陥っている。
昭和32（1957）年まで黒字であったのは神戸、
京都 2 市、……33年度は京都がようやく収支を
償った程度で、あとの 5 市は全部赤字だった。
それをバス事業の黒字でカバーしているという
のが 6 大都市の現状だ」と市営交通事業の財政
悪化が神戸市だけでなく、全国で進んでいるこ
とを述べた。
　この年の 4 月 1 日から公安委員会で「自動車
等の軌道敷内通行許可」が出され、車道にあふ
れた自動車が市電軌道内を走ることが許可され
た。軌道上を自動車が走行し始めたことで、ま
すます市電のスピードは低下し、昭和32年の時
速15㎞（表定速度）から25％以上もダウンして
時速11㎞となり、「亀の子」と道路上で邪魔者
扱いされるようになった。
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　市電の不振と道路の混雑が酷くなっていく状
況を受け、その翌年の35（1960）年 5 月30日の
市会で、「電気軌道の一部廃止等の件」という
議案が提案された。その提案理由は「自動車交
通の発展で路面交通が混雑し、市の運輸事業に
大きな影響を及ぼしており、監督官庁からも休
止中の路線あるいは特許申請中のものについて
の処置をするよう要請があったので、検討の結
果これらを整理するため提案した」というもの
で、自動車交通優先の姿勢が示された。

　ここでいう「休止中の路線」とは第 1 期 3 号
線のこと、「特許申請中のもの」は、第 3 期 3
号線、同 4 号線、第 4 期 1 号線～ 3 号線、第 5
期 1 号線は出願中で（表「廃止・取り止めを提
案された市電路線一覧」参照）、いずれも未敷
設であったから、廃止しても市民生活に影響は
なかった。しかし、軌道設置計画の立案から特
許申請・認可という一連のプロセスには相当の
時間と労力がかけられていたことを考えると、
この決定は、市電の将来像の否定に等しく、交

自動車の軌道敷地内
通行許可で市電の運
命は決した

廃止・取り止めを提案された市電路線一覧

路 線 名 区　　　　　　　間 キロ程 議決年月日 特許年月日 摘要

第 1期 3号線 神戸市兵庫区船大工町21番地先から
　〃　　〃　羽坂通 1丁目 4番地先まで 1,172m

大正 6年
3月30日
（買収）

大正 6年
11月17日 休止中

第 3期 3号線 神戸市長田区大橋町 9丁目 2番地先から
　〃　　〃　駒ケ林町 5丁目17番地先まで 371m 大正10年

11月12日
大正11年
8 月17日 未敷設

神戸市須磨区平田町 2丁目 6番地先から
　〃　　〃　前池町 3丁目 2番地先まで 221m

第 3期 4号線 神戸市兵庫区下沢通 1丁目 1番地先から
　〃　　〃　楠谷228番地先まで 2,790m

神戸市兵庫区楠谷町228番地先から
　〃　　〃　生田区下山手通 7丁目264番地先まで 459m

第 4期 1号線 神戸市生田区加納町 6丁目12番地先から
　〃　　〃　相生町 5丁目69番地先まで 2,484m 昭和11年

2 月10日
昭和12年
3 月 1 日

第 4期 2号線 神戸市生田区海岸通 1丁目10番地先から
　〃　　〃　西町35番地先まで 244m

第 4期 3号線 神戸市生田区弁天町25番地先から
　〃　　〃　相生町 1丁目10番地先まで 215m

第 5期 1号線 神戸市兵庫区西出町149番地先から
　〃　　〃　松原通 6丁目 1ノ 4番地先まで 1,172m 昭和27年

3 月26日 出願中
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▪交通事業審議会の設置と第 １ 次答申
　神戸市交通局の市電・市バス事業の収支を見
てみると、乗車券の値上げを行った昭和28

（1953）年をピークにその後は下降線をたどり、
昭和35（1960）年には赤字に転落、同年以降は
市電、市バス共に赤字が続き、その金額も拡大
の一途をたどっていたことがわかる。148頁の
図「年間欠損金と累積欠損金」をみると、 1 日
200万円（昭和38年度の市電）もの赤字を出し
ており、このままでは公営交通事業が再起不能
となることは明らかであった。
　全国の都市交通が共通に抱えた問題につい
て、政府は自治大臣の諮問機関として「地方公
営企業制度調査会」を設置したが、神戸市も昭
和39（1964）年、独自の立場で「神戸市交通事
業審議会」を設置して、学界、財界、報道界な
ど各界識者の意見を求めることになった。
　交通事業審議会に対する市長からの諮問事項
は以下のとおりであった。
諮問第 1号　神戸市交通事業の経営悪化に鑑
み、その財政措置について
①　神戸市交通事業の経営悪化の原因をどう

考えるか
②　不良債務及び累積欠損金に対して、どの

ような措置をとるべきか

交通事業財政再建計画と
市電廃止案

第2節

諮問第 2 号　神戸市交通事業の経営の安定を図
るための合理的な対策について
①　経営の合理化のため、どのような措置を

取るべきか
②　神戸市交通事業の健全な運営を図るため

の適正料金について
諮問第 3 号　企業環境の変化に即応する公営交

通事業将来のあり方について
①　路面電車について
②　バスについて
③　将来の交通対策について

諮問第 4 号　神戸市交通事業の財政再建のあり
方について
①　累積赤字の解消策について
②　路面電車転換までに生ずる赤字の解消策

について
　有岡信道氏を会長とする同審議会は、翌昭和
40（1965）年 1 月23日、諮問事項第 1 号と 2 号
について、次のような第 1 次答申を行った（抄
録）。

諮問第 1 号 1 （経営悪化の原因）
①　公営事業の経営悪化は地方公営事業法

上、料金改定には政府の認可が必要で、政
府が公共料金据え置きの政策を採って、交
通料金抑制を強制してきたことにある。

②　代替交通機関との競争関係の激化、路面
交通の輻輳化による輸送能率の低下、割引
率の高い定期券乗客数の相対的増加傾向
で、市電事業の料金収入は長期的に下降線
をたどるであろう。

③　公務員のベースアップにより人件費は
年々逓増する一方で、物件費総額の相対的
節減も行われているため総経費中において
大半を占める比率である。かつ交通労働の
特殊性により数種の乗務手当が加算され、
人件費総額の増嵩に拍車をかけている。

④　最近の一般物価指数の上昇率が特に著しい。

通局自身が市電事業に見切りをつけ始めたこと
を示していた。
　そして、昭和32年頃から実質赤字となってい
た交通事業財政は、昭和40（1965）年度末には
累積赤字が総額37億円にもなっていた。
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年間欠損金と累積欠損金 （単位：百万円）　
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億円

市　　電 市バス 市電・市バス
収　入 支　出 収支差引 収　入 支　出 収支差引 収支合計

昭和20年度 16,444,424 15,192,378 1,252,046 466,662 1,630,549 －1,163,887 88,159

昭和21年度 36,524,494 45,582,875 －9,058,381 2,598,003 7,154,413 －4,556,410 －13,614,791

昭和22年度 153,946,372 139,239,618 14,706,754 11,489,635 36,859,591 －25,369,956 －10,663,202

昭和23年度 472,593,829 359,206,277 113,387,552 55,420,540 116,261,960 －60,841,420 52,546,132

昭和24年度 763,259,937 596,047,311 167,212,626 127,920,461 204,714,537 －76,794,076 90,418,550

昭和25年度 864,487,419 747,722,039 116,765,380 202,554,795 265,430,687 －62,875,892 53,889,488

昭和26年度 992,506,464 924,709,355 67,797,109 258,608,422 340,386,186 －81,777,764 －13,980,655

昭和27年度 1,163,190,304 1,116,894,033 46,296,271 348,756,910 405,188,839 －56,431,929 －10,135,658

昭和28年度 1,353,001,119 1,199,692,037 153,309,082 473,920,945 496,204,293 －22,283,348 131,025,734

昭和29年度 1,329,263,255 1,292,432,968 36,830,287 549,494,825 584,954,705 －35,459,880 1,370,407

昭和30年度 1,339,739,614 1,333,044,099 6,695,515 628,872,506 617,133,066 11,739,440 18,434,955

昭和31年度 1,427,693,478 1,390,781,868 36,911,610 717,249,638 692,494,877 24,754,761 61,666,371

昭和32年度 1,521,637,173 1,515,425,961 6,211,212 824,398,342 799,372,788 25,025,554 31,236,766

昭和33年度 1,536,022,012 1,540,058,376 －4,036,364 913,571,043 902,005,228 11,565,815 7,529,451

昭和34年度 1,563,412,644 1,561,877,241 1,535,403 1,040,412,151 1,037,658,424 2,753,727 4,289,130

昭和35年度 1,603,436,114 1,683,178,284 －79,742,170 1,162,670,339 1,192,130,084 －29,459,745 －109,201,915

昭和36年度 1,640,408,383 1,916,552,957 －276,144,574 1,313,205,975 1,421,221,600 －108,015,625 －384,160,199

昭和37年度 1,754,975,727 2,057,265,121 －302,289,394 1,458,646,078 1,755,154,679 －296,508,601 －598,797,995

昭和38年度 1,897,989,822 2,237,402,946 －339,413,124 1,610,040,719 1,997,557,722 －387,517,003 －726,930,127

昭和39年度 1,790,989,586 2,322,395,658 －531,406,072 1,750,128,610 2,245,444,376 －495,315,766 －1,026,721,838

昭和40年度 1,895,296,411 2,680,744,769 －785,448,358 2,032,417,583 2,463,344,042 －430,926,459 －1,216,374,817

昭和41年度 2,044,845,562 2,875,490,705 －830,645,143 2,318,914,447 2,762,934,211 －444,019,764 －1,274,664,907

昭和42年度 2,298,986,261 3,348,317,474 －1,049,331,213 2,588,621,433 3,109,803,381 －521,181,948 －1,570,513,161

昭和43年度 1,943,544,553 3,280,345,915 －1,336,801,362 2,768,009,580 3,448,928,093 －680,918,513 －2,017,719,875

昭和44年度 1,148,432,939 2,317,964,382 －1,169,531,443 3,144,653,438 3,789,969,539 －645,316,101 －1,814,847,544

昭和45年度 898,860,105 1,783,322,667 －884,462,562 3,747,179,393 4,559,930,968 －812,751,575 －1,697,214,137

市電・市バスの収支（昭和20～45年） （単位：円）
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⑤　路面交通の輻輳化による輸送能率低下の
傾向

⑥　ラッシュアワー現象による乗客輸送に片
道輸送（空車キロ）を生じせしめる度合い
が、ほかの大都市よりも著しい傾向にあり、
運賃コストを割高にしている。

⑦　年々の収支不均衡から累積赤字が増える
ため借入資本に対する利子負担が拡大して
いる。

⑧　公営交通事業は公共性という事業の性質
上、多くの不採算路線を経営しなくてはな
らない。

⑨　神戸市交通事業関係者の努力にかかわら
ず、なお経営合理化の余地がある。

諮問第 1 号 2 （不良債務累積欠損金に対してど
のような措置を取るべきか）
①　政府の交通料金抑制政策によって生じた

とみなされる赤字部分については、政府に
対して国家補償を強力に要請し、今後は適
切妥当な交通料金政策を早急にとるべきこ
とを要請すべきである。

②　水族館、摩耶山における諸施設及び病院
事業の運営などに関連して生じる経営赤字
については可及的に、その自立再建の方策
について再検討を加え、できる限り有償的
な帰属転換措置を考えるとともに、将来に
おいて市交通事業と切り離し、妥当な所管
につき研究することが望ましい。

諮問第 2 号 1 （経営の安定を図るための合理的
な対策について）
①　経営合理化を目的として輸送コストを合

理的なものにすること、料金増収対策を考
究することが必要である。このため前者に
あっては、ア機械化または技術革新により
人員の合理的配置などの諸方策を研究し、
一層の能率向上を図る、イワンマンバス、

急行電車及び急行バスなどの運行とその拡
充を図る、ウ給与体系のありかたについて
同種民間事業の給与体系、労働条件、労働
生産性などを十分に参考にして生産性の向
上に努めること。
　後者については、運行系統の効率化、配
車の適正化、適切なターミナルの設置など
を図ることを考慮する。それぞれの対策を
断片的ではなく統一的観点から、組織的に、
専門的に考究された合理化対策とするた
め、上記以外の点についても組合の協力を
得て進んで専門的な知識を十分に取り入
れ、絶えず組織的、かつ統一的立場からこ
れらの方策を研究し、その成果を実施して
いくことが望ましい。

諮問第 2 号 2 （交通事業の健全な運営を図るた
めの適正料金について）
①　市交通料金は本来できるだけ低廉であるこ

とが望ましいが、市交通事業がその独立採
算制を維持すべき建前上、自己資本に対す
る公正、妥当な報酬を加算した総原価と予想
見込乗客数との関係から決定すべきである。

②　交通料金は相当期間、同一料金が維持で
きるよう配慮すべきである。市電と市バス
は独立採算を図るべきであるが、別々に原
価を償うに足るだけの料金を算定すること
が困難なら、両者の総合経営という観点か
らそれらをプールして採算可能になるよう
料金を決定すべきである。

③　定期券の料金は割引率が社会政策及び文
教政策上の立場から考慮され決定されてい
るものである。これらについては、軌道維
持補修費負担問題とともに、別途、政府ま
たは自治体の負担を強く要請すべきであ
る。定期以外の料金は極力、一般適正原価
を維持する建前のもと、適正な料金を算定
することが望ましい。
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　答申では諮問第 1 号、同 2 号の冒頭に交通料
金についての言及がされているが、神戸市交通
局の赤字が累積した一因は、諸物価が高騰する
中、国民の生活を直撃する公共料金値上げを押
さえるため、政府が公営交通運賃の値上げを押
さえてきたことにあった。人件費、物件費、燃
料費すべてが高騰した昭和28年から同37（1962）
年に至る約10年間、神戸市交通局の料金改定は
据え置かれ、その後の 6 年間に 2 回の改定を行
ったものの、物価上昇に見合う値上げはできな
かった。神戸市交通局の財政が悪化するのは当
然の成り行きとも言えた。

▪第 2 次答申にあらわれた市電廃止案
　料金の適正化や関連施設の帰属替えなどが提
案された第 1 次答申に続いて、昭和42（1967）
年 9 月 5 日、諮問第 3 号と 4 号に対する第 2 次
答申が市長あてに提出された。諮問第 3 号の

「企業環境の変化に即応する公営交通事業将来
のあり方について」に対しては、⑴道路交通の
渋滞、混雑の解消を図るため路面電車の「早急」
な廃止、⑵バスについては、市街地域内では根
幹機関の補完機関として有機的連携を図り、近
郊地域内では、開発計画等を勘案し、機能的一
体的に整備するという内容であった。
　また、諮問第 4 号の「神戸市交通事業の財政
再建のあり方について」に対しては、次のよう
な答申がされた。
⑴　経営収支の相償わない路面電車は早急に廃

止すべきである。
⑵　国の援助を得て不良債権について再建債を

発行し利子補給にも援助を求めるべきである。
⑶　一般会計から国の利子補給に準ずるもの等

適当な援助を求めるべきである。
⑷　経費負担について一般会計等と明確に区分

し、将来欠損を出さないように努力すべきで
ある。

⑸　資産の有効利用と遊休資産の処分を図り再

建債償還に充てるべきである。
⑹　料金抑制政策による減収分について国によ

る適当な補償的措置を求めるべきである。
⑺　路面電車の廃止は交通渋滞の解消にも役立

ち、都市活動にも寄与するので一般会計から
相応の援助を求めるべきである。

⑻　企業努力として経営の合理化を図るべきで
ある。

⑼　料金の合理化を図るべきである。
　以上の項目について努力を促すとともに、大
都市の交通問題は地方公共団体のみで解決でき
る性質のものではなく、国の援助と市民の協力
が必要なため関係者と一般の理解と支援を得
て、 1 日も早く経営の安定化と近代的都市交通
機関を実現するよう要望している。

▪財政再建計画の策定
　神戸市交通局では第 2 次答申を受けて財政再
建計画の策定を行い、答申提出から23日後の 9
月28日の市会に、昭和46（1971）年度までの市
電廃止などの項目を盛り込んだ 8 か年（昭和41

（1966）年度～48（1973）年度）にわたる再建
計画案を提出した。

▪神戸市交通事業財政再建計画
第 1 　財政再建の基本方針
1 ．財政再建期間は昭和41（1966）年度から昭

和48（1973）年度までの 8 か年間とする。
2 ．昭和40（1965）年度末の交通事業会計の不

良債権35億円については、財政再建債を発行
し、この償還は昭和43（1968）年度まで据え
置き、昭和44（1969）年度までの 5 か年で元
金均等償還する。

3 ．財政再建を推進するため、次のとおり事業
の整備を行う。

　⑴　軌道事業
　路面電車の現状及び将来の動向と、その
経済性に鑑み都市交通機関近代化の見地か
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ら高速軌道の建設及びバスによる代替輸送
の整備等を勘案し、昭和46（1971）年度末
までにこれを廃止する。

⑵　自動車運送事業
　市街地においては、路面電車の縮小に伴
う代替輸送を行うとともに新たに建設する
高速軌道との有機的連絡を図り、また市周
辺地域あるいは市周辺と市中心部との路線
網の整備により輸送力の確保に努める。

⑶　索道事業
　乗客需要の増大を図り、輸送力の確保と
その効率的運営に努める。

第 2 　各年度において解消する不良債務指定日
の属する年度の前年度末日の不良債務

35億504万1,000円

第 3 　不良債務を解消し、健全性を回復するた
めの具体的措置

1 ．収入の増加に関する事項
⑴　一般会計からの繰入

　財政再建を推進するため、一般会計から
の繰入を次のとおり行う。（右上表参照）

⑵　料金の改正
　交通事業の健全な運営を確保するため、
経済事情の変動に即応して、料金の改正を
行う。

⑶　財産の処分
　事業の整備に伴って生ずる余剰財産の処
分を次のとおり行う。なお処分にあたって
は可能な限り、公共施設等に振り向け効率
的運用を図る。（右中表参照）

⑷　事業整備近代化による収入増
　事業整備計画に基づき、バス路線の増強、
再編成を推進し、積極的経営のもとに収入
の増加を図る。

2 ．支出の節減に関する事項
⑴　路面電車の縮小

　路面電車は次の計画により逐次縮小し、
昭和46年度末までに廃止する。

⑵　路面電車のワンマン化
　路面電車の縮小計画に並行して、次のと
おりワンマン化を行う。（以下 2 表参照）
　

路面電車縮小計画
年　　度 縮	小	キ	ロ	程
昭和41年度 1 	㎞
昭和42年度 7 	㎞
昭和43年度 7 	㎞
昭和44年度 5 	㎞
昭和45年度 7 	㎞
昭和46年度 9 	㎞
合　　計 36	㎞

年 度 別 繰 入 額

年　　度 繰　入　額

昭和41年度 10,000 千円

昭和42年度 71,250 千円

昭和43年度 225,400 千円

昭和44年度 227,275 千円

昭和45年度 221,775 千円

昭和46年度 205,275 千円

昭和47年度 187,775 千円

昭和48年度 173,275 千円

合　　計 1,322,025 千円

財 産 処 分 計 画

年　　度 面　　　積

昭和41年度 6,622.13 ㎡

昭和42年度 8,729.15 ㎡

昭和44年度 9,089.99 ㎡

昭和46年度 15,117.71 ㎡

昭和47年度 9,682.94 ㎡

合　　計 49,241.92 ㎡
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⑶　乗合自動車のワンマン化
　バス路線の再編成とあいまって表「乗合
自動車ワンマン化計画」のとおり逐次ワン
マン化を推進する。

⑷　水族館、病院等の移管
　交通事業が本来の使命である市民輸送の
確保に専念し、また財政再建を推進するた
め、水族館、病院その他の付帯事業はかか
る事業を担当する部局に移管する等これら
事業の改善策を行う。

⑸　職員の配置
　路面電車の縮小、その他経営改善等によ
り生ずる余剰職員は自動車運送事業及び新
たに建設する高速軌道事業に適正配置換
し、なお余剰が生じるものについては一般

路面電車ワンマン化計画

年　　度 系　統　数 車　両　数

昭和42年度 2 	系	統 32	両

昭和45年度 2 	系	統 24	両

合　　計 4 	系	統 56	両

乗合自動車ワンマン化計画

年　　度 系　統　数 車　両　数

昭和41年度 3 	系	統 41	両

昭和42年度 3 	系	統 70	両

昭和43年度 11	系	統 67	両

昭和44年度 13	系	統 172	両

昭和45年度 5 	系	統 102	両

昭和46年度 4 	系	統 52	両

昭和47年度 1 	系	統
△　 1 	系	統 30	両

昭和48年度 ― 3 	両

合　　計 39	系	統 537	両

部局へ配置換する。

⑹　経費の削減
　事務の簡素化及び機械化並びに外注委託
の拡大等を実施し、人員及び経費の節減を
図るほか、給与制度の合理化による人件費
の節約に努める。

第 4 　財政再建債の償還計画
　　借入額　　3,500,000千円
　　利　率　　年 7 分 3 厘

　当面の累積赤字解消策としては、昭和40年度
末の不良債務額35億円分の財政再建債を年利 7
分 3 厘で発行するとともに、国から再建債の利
子補給のかたちで 5 億6,500万円の補助を受け、
一般会計からは13億2,202万 5 千円（昭和41年
度から48年度まで）の繰入をあおいで、神戸市
交通局自身は昭和43年度から 5 か年で元利均等
返済を行うということであった。
　赤字解消のための神戸市交通局の経営合理化
策としては、第一に市電を昭和46（1971）年度
までに徐々に廃止していくことがあげられ、各
年度の縮小キロ数が定められた。そして事業所

職　員　計　画� （単位：人）

事業別
年度 軌道事業 自 動 車運送事業 索道事業 計

昭和41年度 1,512 1,907 13 3,432

昭和42年度 1,472 1,864 13 3,349

昭和43年度 1,215 1,911 13 3,139

昭和44年度 943 1,979 13 2,935

昭和45年度 703 2,008 13 2,724

昭和46年度 424 2,160 13 2,597

昭和47年度 ― 2,269 13 2,282

昭和48年度 ― 2,272 13 2,285

152 神戸市交通局100年史



未明に可決され、同月27日、自治省において承
認された。

▪高架市電とモノレール
　市営交通事業の今後について、神戸市交通局
自身も考究を重ねた。神戸市交通事業審議会が、
市電の代替機関を何にするかを決定したうえで
市民交通機関建設の全体計画をまとめる方針を
出したのに対し、神戸市交通局は、代替交通機
関決定に際してより慎重な姿勢を示し、技術陣
を外国の都市交通の調査に派遣するなど、検討
を行った。神戸市交通局のプランとして昭和41

（1966）年12月25日に明らかにされたのが、高
架市電を設置する構想である。
　高架市電計画とは、道路上に幅 6 ｍ、高さ
7.5ｍの一本足のアンブレラ方式の高架軌道を
建設して、その上に市電車両を走らせるもので
ある。高架にすれば専用軌道にすることができ
るので高速化が可能であり、停留所間の距離を
市電の350ｍから700ｍに延長して、 2 両連結で
平均時速25㎞、最高速度は時速60㎞で運行可能
とのことだった。次のような計画が作られた。

高 架 市 電 計 画
＜工事計画＞　施工区間23.5㎞
　第 1 期　石屋川線　　第 2 期　山手・上沢線
　第 3 期　栄町（海岸）線
＜車庫計画＞　和田岬及び石屋川両車庫を立体

化し、車庫 1 階はバスターミナルとする。
＜路線変更＞　三宮駅付近は現在の路線を廃止

し、国際会館前南側を回って北上、新聞会館

市電廃止後の
都市交通プラン

第3節

などの統合で生じる用地49,241.92ｍ2の処分
（できるだけ公共施設に振り向けることとして
いる）、物価上昇に見合う料金の適正化を図る
ほか、水族館や病院などの付帯事業を市の担当
部局に移管して交通局は本来の使命である市民
輸送の確保に専念することとした。
　経費節減の方策に関しては、市電と市バスの
ワンマン化の推進、変電所・信号所の無人化、
事務の簡素化や機械化、運輸事務所の統合、中
古市電車両購入による車両大型化、長田総合工
場建設により整備量の増加と人員削減、定年制
の実施と高齢退職者の不補充による人員削減、
諸手当の整理統合や時間差給の廃止などによる
給与体系の適正化、料金箱制度の実施を進める
ことなどがあげられた。人員削減を主とする人
件費の削減が柱となっており、 8 年間で 3 分の
1 の職員の減数が計画されていたが、余剰人員
はバス事業や、新たに建設される高速軌道事業
へ適正に配置し、それでもなお余剰が生じた場
合は一般部局へ配置換えをすることとして、全
員の雇用を保障していた。
　これらの合理化計画で年間 4 億3,000万円の
節減を図る一方で、交通事業そのものの収益性
を高めることもうたわれた。特に市バスについ
ては、市電廃止に伴う代替輸送機関として、ま
た、郊外地域で進展する宅地開発によって生ま
れてくる交通需要にこたえるために輸送力の増
強が図られることになり、バス車両の大型化、
営業所の増強、路線の合理的整備などを実行す
ることとなった。ロープウェーと奥摩耶遊園地
については、旅客増加を図るために新しい角度
で改善策を取ることとした。
　交通局が提出した財政再建計画案は昭和42

（1967）年 9 月28日に定例市会にかけられたが、
継続審議となり、その後、連日、交通委員会が
精力的に開かれ審議された。10月には利害関係
者及び学識経験者らによる聴聞会が開かれ、 1
か月近く審議が続けられた結果、同年10月21日
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西側に新設予定のバスターミナルの上を通
り、国鉄線を越える。脇浜線も一部路線を変
更する。

＜工費の調達＞　総額約152億円は全額起債に
よるが、できれば地下鉄並みの国の補助を交
渉する。

＜採算の見通し＞　現在、 1 日33万人の市電利
用者は、高架完成後は並行するバス路線の乗
客を吸収して 1 日47万人となる見込み。また、
車両運用が能率化することと、一部でワンマ
ン制を採用するため、現在880人の運行要員
は450人に押さえられ、余剰人員は本庁など
に配置転換する。

　152億円の工事費は地下鉄建設の 5 分の 1 で
済み、市電の車両や変電所もそのまま使用でき
るため経済的であり、5 年後には建設費を償却、
10年後には昭和40（1965）年度までの赤字もな
くすことができるとの採算見通しが立てられて
いた。まさに市電の起死回生策というべきもの
で、交通局長は「これまでの市電のイメージと
全く違った新しい交通機関として脚光を浴びる
だろう」と自信のほどをのぞかせ、昭和42（1967）

年度中にも着工するかと思われた。
　しかし、既に国鉄・阪急線の高架をはじめ市
内には数多くの立体交差があることや、騒音公
害の懸念、都市美観を損なう恐れなどの問題に
突き当たり、さらに、昭和43（1968）年に政府
から高速鉄道は地下軌道にせよという方針が示
されたことで高架市電計画は宙に浮いてしまっ
た。
　また、モノレールを造るという案も日本モノ
レール協会の売り込みを受けて検討され、地下
軌道よりも建設費がかなり安いため研究された
が、決め手を欠き、具体的計画を作成できない
まま月日が過ぎていった。そして、後述するよ
うに、神戸市交通事業審議会から高架、地下折
衷のかたちで軌道建設を提案する第 3 次答申が
出され、市営地下鉄建設に向けて事態は進んで
いくことになった。

▪神戸市交通事業審議会第 3 次答申
　神戸市交通事業審議会は、諮問第 3 号「企業
環境の変化に即応する公営交通事業将来のあり
方について」のうち③「将来の交通対策につい
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て」、より具体的には市電に代わる交通機関を、
地下鉄、高架市電、モノレールのどれにするの
か、審議を専門委員会に委ねていたが、昭和43

（1968）年 5 月21日、米谷栄二専門委員会委員
長から答申が出され、同年 6 月24日に交通事業
審議会としての答申が行われた。
　同答申は、今後も大都市に人口と産業の集中
が続き、神戸市の人口は昭和60（1985）年には
165万人に増加するとの予測のもと、 1 日230万
人が市内交通機関を利用すると推定して、高速
軌道の設置が必要との認識を示した。そして、
ドーナツ化現象による人口移動を勘案し、昭和
40（1965）年に策定した「神戸市総合基本計画」
との有機的調和を図ること、また、国鉄、私鉄
との輸送分担やバス網などにも考慮を払いつ
つ、神戸市の将来的発展に資する高速軌道であ
るべきだ、とした。
　そして、下記のような提案がされた。

1 ．路　線
　神戸市の主要な業務・商業地区は三宮から神
戸駅付近に至る地域であり、臨海地域には大小
の工場が集まって工業地区を形成し、また山手
方面には住居・文教施設が多く存在するが、さ
らに西神・北神の急速な開発も予想されている。
したがって高速軌道の路線は、他の国、私鉄の
路線を考慮しつつ、次のとおりとすることが適
当と考えられる。
⑴　海岸線（約 9 ㎞）

　三宮において、国、私鉄と連絡し、栄町・
神戸駅付近を経由して、和田・高松地区を通
り、西の副都心地区に至るものとする。

⑵　山手線（約 7 ㎞）
　三宮から山手寄りを経由して西の副都心地
区に至り海岸線に接続して環状線を構成する
ものとする。

⑶　西神線（約16㎞）
　基本計画にも策定されているように、西の

副都心地区から西神ニュータウンに至るもの
とする。

⑷　東部線（約 6 ㎞）
　三宮から布引付近において山陽新幹線との
接続を図り、さらに東部の住宅地区に延長す
るものとする。なお、将来北神と接続するこ
とについても考慮を払うべきものと考える。

2 ．路線構造
　高速軌道は、高速、安全、正確な輸送を行う
ために、専用軌道を有し、道路と平面交差をし
ない構造とすべきである。市街地内の路線は、
建設費、建設期間からみれば、高架が有利であ
るが、都市環境及び道路利用の効率化等を考え
ると路線の大部分は地下構造にすべきである。
ただし、運河、河川の連続的横断を必要とし、
低地帯でもある和田・高松地区やその他地形並
びに道路交通上支障のないところについては高
架とすることが望ましい。西神線は曲線、勾配
について高速性を確保するように配慮するとと
もに経済性をも考慮し努めて地平を利用するも
のとする。

3 ．機　種
　機種の選択にあたっては、高速性、確実性、
運行計画の弾力性等を考慮し、最も技術的に問
題の少ないものを選ぶべきである。このような
見地に加えて、市街地内においては路線の大部
分が地下構造であることと、西神線等との乗入
れを考慮すると、普通鉄道方式（鉄輪）を選択
することが適当であると考える。

4 ．建設順序
　建設順序としては、交通需要と用地等の路線
条件から考えて、東部線のうち一部布引付近か
ら三宮に至る区間及び海岸線の合計約11㎞を第
1 次線とし、ほかを第 2 次線とする。なお西神
線についてはその沿線開発の進度に即応し、あ
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わせて市街地内の路線効率の向上を図るため可
及的速やかに着工することが望ましい。

5 ．財政計画
　本建設計画については多額の建設費を必要と
するが、利用者の負担限度を考えると、短期間
に収支の均衡を期待することはきわめて難し
く、長期的な見通しによらなければならない。
したがって、建設初期における資金操作が苦し
く、さらにその後にも影響するものと考えられ
るので、ぜひとも次のような措置を関係方面に
強く要請する必要がある。
⑴　長期低利な建設資金の確保　
⑵　国・地方公共団体の補助　
⑶　建設にあたって必要とする道路拡幅等に対

する国・地方公共団体の費用負担
⑷　鉄軌道用地等についての特別措置　
⑸　開発利益還元の方法についての考慮

6 ．運　営
　高速軌道の建設には、多額の建設費を必要と
するので、その運営は効率的に行うことはもち
ろん、ほかの交通機関と密接に連絡して行うべ
きである。なお、補完機関であるバスについて
は、高速軌道との有機的な連繋を保ちながら輸
送の円滑化に努めるべきであり、特に山手幹線
上に建設を期待される高速道路の積極的利用を
図るべきである。

むすび
　以上、高速軌道に関する諮問に対して関連す
る諸点も含めて検討を加え、ここに結論を得た
のであるが、これを実施するには幾多の困難を
伴うことが予想される。したがって、この際、
市民の十分な理解のもとに、市当局の努力はも
ちろんのこと、国並びに関係方面の絶大な支援
を仰ぎ、本計画の早期実現を望んでやまない。

　この第 3 次答申により、市電廃止後の市営交
通の将来像が示され、市営地下鉄の建設構想が
第一歩を踏み出したのであった。

▪都市交通審議会神戸部会
　神戸市交通審議会で財政再建や市電廃止を含
む答申を出したことは前述したが、国において
も神戸市将来の交通計画について積極的に審議
が行われることとなり、昭和44（1969）年 2 月、
運輸大臣の諮問機関「都市交通審議会」におい
て「神戸地方における都市交通のあり方」とい
うタイトルで採り上げられた。そして、この問
題は都市交通審議会神戸部会で審議が続けられ
ることになった。
　昭和44年 6 月に開かれた第 4 回の神戸部会で、
井尻昌一交通局長は交通局が青写真を描いてい
る地下鉄計画の 3 路線について以下のように説明
し、昭和60（1985）年をめどに完成させたいとし
た。
①　海岸線

　三宮を起点に市電路線を西に向かい、国鉄
神戸駅の南側を経て浜手幹線を斜めに横断、
西出町から高松線を通り、長田区駒栄町に出
て北上、新長田駅を経て長田区西代を終点と
する延長 9 ㎞。殆どを地下、西出町－駒栄町
は地上または高架。

②　山手線
　西代付近から東へ山手幹線を通り、兵庫県
庁舎の西に出て、東南に向かい、生田前筋を
三宮に出て、ここから税関線を北へ向かい、
葺合区布引から原田線を経由して東神戸に至
る延長12㎞。全線地下。

③　西神線
　西代あるいは板宿付近から須磨区北部の白
川、落合、名谷などの団地群の中心部を貫き、
西神ニュータウン地区に至る延長16㎞で、市
街地部分を地下、郊外部分は高架式。

　地下鉄計画の説明を受けた都市交通審議会神
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▪廃止第 １ 号は税関線
　経済の高度成長と逆行するかたちで苦境に陥
った市電を廃止する動きは、昭和35（1960）年
の「未着工路線の廃止決定」に始まり、昭和42

（1967）年の神戸市交通事業審議会の第 2 次答
申で明確化された。この答申が出される 1 年前
の昭和41（1966）年 5 月 1 日に、現在のフラ
ワーロードで運行されていた三宮－税関前を結
ぶ税関線が姿を消している。同線は昭和 8

（1933）年 1 月 1 日に開通し、昭和16（1941）
年には 1 日の乗客数7,700人を数えたほどで
あったが、その後、港湾関係事業所が自家用バ
スを運行したことなどで乗客数が減り、昭和36

（1961）年からは朝夕ラッシュ時だけの運行と
なり、 1 日の運行本数も減らされていた。同年
の平均利用客数は860人と少なく、年間600万円
の赤字を計上する路線となっていた。同線は、
全長 1 ㎞と短いため乗客への影響が少なく、フ
ラワーロードの混雑緩和効果が期待されること
から廃止されることとなったが、税関線の廃止
だけでは赤字削減効果は得られなかった。

姿を消していく市電
第4節

戸部会は審議を重ね、同年10月 8 日に報告をま
とめた。その内容は、交通局による高速鉄道の
建設を認め、神戸電鉄に宅地開発の進む北神地
区の住民の足として三宮－箕谷間の新線建設
と、三田線（有馬口－三田）・粟生線（鈴蘭台
－三木）の完全複線化を要請すること、それに
加えて既設の国鉄・民鉄の輸送力アップを図れ
ば、ラッシュアワーにおいて定員の 2 倍以下の
混雑に押さえられるというものだった。そして、
新線建設費用の捻出については、運賃の適正化、
長期低利資金の確保など国からの助成獲得、新
線によって利益を受ける沿線から負担金を徴収
するなどの提言を行った。また、今後は神戸市
だけでなく大阪市との関連で将来の都市交通を
再検討すべきだと将来に向けての方向性も示さ
れていた。
　その 1 か月後の昭和44年11月17日に開かれた
都市交通審議会において、同神戸部会がまとめ
た「神戸市を中心とする旅客輸送力の整備増強
に関する基本的計画」は原案どおり承認され、
同日付で運輸大臣に答申された。この都市交通
審議会の答申により、地下鉄建設に向けて具体
的な作業が開始された。  

市電撤去線の第 1 号となっ
たありし日の税関線

（現在のフラワーロード）

157第 ６章　市電廃止と市営地下鉄計画



▪神戸高速鉄道開通による乗客減少
　昭和43（1968）年 4 月 6 日に神戸高速鉄道が
開通した。乗客が新設線に流れたことで、 1 日
平均の乗客数が開通前と比較して、市電で29万
1,210人から25万8,922人（11％減）、市バスで
も29万8,575人から27万6,618人（ 8 ％減）にそ
れぞれ減少した。しかし、これは予測されたこ
とであって、同月21日には神戸高速鉄道と並行
する①市電第 1 号だった栄町線の一部（湊川－
新開地－兵庫駅前）、②平野線（有馬道－平野）、
③湊川線（湊川公園－新開地）、④須磨線（須
磨駅前－絹掛町）、⑤東部国道線（三宮駅前－
脇浜）の 5 路線、 7 ㎞が廃止された。
　市電路線の廃止を受けて、市電代行バスの運
行（後述）が開始されたが、その 3 か月後の同
年 7 月に実施された調査で明らかになったのは、
昭和41（1966）年 6 月の調査と比較すると、 1
日平均乗客数が、市電で33万3,623人から19万
7,232人（40.88％減）、市バスは30万207人から
28万2,130人（9.39％減）へと大幅に減少したこ
とであった。交通事業の再建計画では、昭和
43年度の 1 日平均 乗 客 数予想は、 市電25万
8,013人、市バス33万6,401人、合計59万4,414
人であったから、その予測を大きく下回る実績
であった。これは、累積赤字49億円（昭和41年
度末時点）を料金値上げと市電の撤去などの合
理化策で解消しようという「交通事業財政再建
計画」を根本から崩す状況で、このまま推移す
れば赤字がさらに拡大していくことを意味した。
　昭和43年 5 月27日の委員会で、片山交通局長
は「神戸高速鉄道の開通と市電の路線撤去によ
り乗客が予想外に減少、年間 5 ～ 6 億円の減収
見込みとなったため、財政再建計画を手直しす
る必要がある」と報告した。
　昭和43年11月22日に開かれた市会港湾委員会
において、市電廃止の第 3 次計画として、昭和
43年度末までに、石屋川、布引、松原、須磨の

4 路線の各一部、7.413㎞の廃止計画が明らか
にされた。この廃止により、赤字 1 億5,000万
円を解消し、バス事業で 1 億円の黒字が出せる
と交通局は予測した。だが、148頁の表「市電・
市バスの収支」にあるように事態は予測どおり
に進まず赤字が続いた。

▪財政再建計画の見直し
　予想していなかった乗客減少の影響で、財政
再建計画の最終年にあたる昭和48（1973）年に
赤字が解消されるどころか95億円（内訳は運輸
収入減少で54億円、職員ベースアップで21億円、
諸経費増嵩で20億円）の赤字が生じるという事
態が予測されたため、昭和44（1969）年 3 月、
交通局は再建計画の一部変更案を市会に提出し
た。
　計画変更の理由として、①運輸収入が当初計
画に比して大きく減少したこと　②昭和42

（1967）年度の職員給与改定を実施しなくては
ならないこと　③金融費、諸経費が増加したこ
となどがあげられた。
　計画の変更点として、①市電撤去完了を 1 年
繰り上げて昭和45（1970）年度とすること、②
バス路線を一段と整理統合し運営の効率化を図
ること、③不要の事業用資産などを処分するこ
と、④職員の減数を133人積み増すこと等であ
った。一般会計からの繰入を増やすことができ
なかったため、資産売却を当初計画の33倍の
164万㎡としていることをみても、当時の財政
再建の道のりの厳しさが表れている（当初の財
政再建計画は150頁を参照）。

第 1 　財政再建の基本方針
1 ．財政再建期間は昭和41（1966）年度から昭

和48年度までの 8 か年とする。
2 ．昭和40（1965）年度末の交通事業会計の不

良債務35億円については、財政再建債を発行
し、この償還は昭和43（1968）年度末まで据
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え置き、昭和44年度から昭和48年度までの 5
か年間で元金均等償還する。

3 ．財政再建を推進するため、次のとおり事業
の整備を行う。
⑴　軌道事業

　路面電車の現状及び将来の動向とその経
済性に鑑み、都市交通機関近代化の見地か
ら高速軌道の建設及びバスによる代替輸送
の整備等を勘案し、昭和45年度末までにこ
れを廃止する。

⑵　自動車運送事業
　市街地においては、路面電車の縮小に伴
う代替輸送を行うこととともに、新たに建
設する高速軌道との有機的連絡を図り、ま
た市周辺地域あるいは市周辺と市中心部と
の路線網の整備により、輸送力の確保に努
める。

⑶　索道事業
　乗客需要の増大を図り、輸送力の確保と
その効率的運営に努める。

第 2 　各年度において解消する不良債務
　指定日の属する年度の前年度末日の不良債務

3,505,041千円

第 3 　不良債務を解消し、健全性を回復するた
めの具体的措置

1 ．収入の増加に関する事項
⑴　一般会計からの繰入財政再建を推進する

ため、一般会計からの繰入を次のとおり行
う。

　　　繰入額合計　　1,310,354千円
⑵　料金の改正

　交通事業の健全な運営を確保するため経
済事情の変動に即応して料金の改正を行う。

⑶　財産の処分
　事業の整備に伴って生じる余剰財産の処
分を次のとおり行う。なお、処分にあたっ

ては可能な限り、公共施設等に振り向け効
率的運用を図る。

　　（財産処分計画―略）
　　　財産処分面積合計　　1,639,280.35㎡

⑷　事業整備近代化による収入増
　事業整備計画に基づき、バス路線の増強、
再編成を推進し、積極的経営のもとに収入
の増加を図る。

2 ．支出の節減に関する事項
⑴　路面電車の縮小

　路面電車は次の計画により、逐次縮小し、
昭和45年度末までに廃止する。

　　路面電車縮小計画
　年　度　　　　　　　縮小キロ数
昭和41年度　　　　　　　 1 ㎞
昭和42年度　　　　　　　 7 ㎞
昭和43年度　　　　　　　 7 ㎞
昭和44年度　　　　　　　 9 ㎞
昭和45年度　　　　　　　12㎞
　合　計　　　　　　　　36㎞

⑵　路面電車ワンマン化計画
　路面電車の縮小計画に並行して次のとお
りワンマン化を行う。

　　路面電車ワンマン化計画
　　　年　度　　　　　系統数　　　　車両数
　　昭和43年度　　　　 2 系統　　　　　32両
　　　合　計　　　　　 2 系統　　　　　32両

⑶　乗合自動車のワンマン化
　バス路線の再編成とあいまって、次のと
おり逐次ワンマン化を推進する。

　　乗合自動車ワンマン化計画
　　　年　度　　　　　系統数　　　　車両数
　　昭和41年度　　　　 3 系統　　　　　41両
　　昭和42年度　　　　 3 系統　　　　　70両
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（単位：千円）

年　　　度 元　　利
償還期日 未償還元金 償 　 　 　 還 　 　 　 額

元　　金 利　　子 計

昭和42年度
上　期 9月30日 ― ― ― ―

下　期 3月31日 3,500,000 ― 107,352 107,352

昭和43年度
上　期 9月30日 3,500,000 ― 127,750 127,750

下　期 3月31日 3,500,000 ― 127,750 127,750

昭和44年度
上　期 9月30日 3,150,000 350,000 127,750 477,750

下　期 3月31日 2,800,000 350,000 114,975 464,975

昭和45年度
上　期 9月30日 2,450,000 350,000 102,200 452,200

下　期 3月31日 2,100,000 350,000 89,425 439,425

昭和46年度
上　期 9月30日 1,750,000 350,000 76,650 426,650

下　期 3月31日 1,400,000 350,000 63,875 413,875

昭和47年度
上　期 9月30日 1,050,000 350,000 51,100 401,100

下　期 3月31日 700,000 350,000 38,325 388,325

昭和48年度
上　期 9月30日 350,000 350,000 25,550 375,550

下　期 3月31日 ― 350,000 12,775 362,775

合　　　　　　計 ― 3,500,000 1,065,477 4,565,477

財政再建債の償還計画

（単位：人）

事業別
年度 軌道事業 自 動 車運送事業 索道事業 計

昭和41年度 1,512 1,907 13 3,432

昭和42年度 1,424 1,918 13 3,355

昭和43年度 1,115 1,883 13 3,011

昭和44年度 858 1,867 13 2,738

昭和45年度 442 1,931 13 2,386

昭和46年度 ― 2,115 13 2,128

昭和47年度 ― 2,121 13 2,134

昭和48年度 ― 2,140 13 2,153

職　員　計　画（期末）　　昭和43年度　　　　 6 系統　　　　　57両
　　昭和44年度　　　　12系統　　　 　156両
　　昭和45年度　　　　12系統　　　 　145両
　　昭和46年度　　　　 7 系統　　　　　86両
　　昭和47年度　　　　 4 系統　　　　　35両
　　昭和48年度　　　　　　　　　　　　 2 両
　　　合　計　　　　　47系統　　　 　592両

⑷　水族館、病院等の移管
　交通事業が本来の使命である市民輸送の
確保に専念し、また財政再建を推進するた
め、水族館その他の付帯事業は、かかる事
業を担当する部局に移管する等これら事業
の改善策を行う。

⑸　職員の配置路面電車の縮小その他の改善
等により生ずる余剰職員は、自動車運送事
業及び新たに建設する高速軌道事業へ適正
配置換えし、なお余剰が生じるものについ
ては、一般部局へ配置換えする。

⑹　経費の節減、事務の簡素化及び機械化並

びに外注委託の拡大等を実施し、人員及び
経費の節減を図るほか、給与制度の合理化
による人件費の節約に努める。

第 4 　財政再建債の償還計画借入額利率
　　借入額　　3,500,000千円
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電車運転系統図（昭和37年 7 月）

　　利　率　　年 7 分 3 厘
　左記、財政再建変更案は昭和44年 3 月18日
の市会に提案され、以下のような希望意見を
付けて同年 3 月25日に議決された。
①　地方公営企業法の改正など国に対する働

きかけの強化
②　再建期間の延長を積極的に働きかけ財政

再建に万全を期すること
③　路面電車撤去に伴う代替バスの円滑な運

行につとめ市民の足の確保に万全の措置を
講じること

④　代替機関としての高速軌道の早期着工と
その実現に格段の努力をすること

⑤　将来の交通職員給与は、一般職員との均
衡を失しないよう配慮すること

⑥　職員の配置転換にあたっては本人の希望
を十分聴取し円滑な実施を図ること

⑦　財産の処分にあたっては適正価格による

売却を行い極力財源の確保に努めること
　しかし、この変更を経ても財政再建は思うに
任せず、昭和49（1974）年には第 2 次財政再建
計画が作られることになった。

▪さようなら市電
　税関線廃止から 2 年後、神戸高速鉄道開業直
後の昭和43（1968）年 4 月21日に 5 路線が廃止
された。その中には明治43（1910）年から運行
し、市電の 1 号線として、市街地中心部を走る
姿が長年市民に親しまれてきた、いわば市電の
顔ともいうべき栄町線の一部も含まれていた。
　続いて昭和44（1969）年 3 月には 3 路線、翌
45（1970）年 3 月には 5 路線、そして昭和46

（1971）年 3 月13日に残りの市電が廃止され、
長く市民に親しまれてきた市電は、その姿を消
した。路線の廃止は、中心部を循環する路線を
最後まで残し、この循環路線から東西北へと伸
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市電廃止順序
昭和41年 5 月 1 日 税関線 三宮－税関

昭和43年 4 月21日

栄町・羽坂延長線 湊川神社－新開地－兵庫駅前
平野線 有馬道－平野
湊川線 湊川公園－新開地
須磨線 須磨駅前－衣掛町
東部国道線 三宮駅前－脇浜

昭和44年 3 月23日
石屋川線 上筒井 1丁目－石屋川
松原線 東尻池 2丁目－中之島
布引線 加納町 3丁目－上筒井 1丁目

昭和45年 3 月15日

布引線 加納町 3丁目－三宮阪神前
山手・上沢線 加納町 3丁目－五番町
楠公東門線 大倉山－湊川神社東門
須磨線 本庄町－東尻池 2

昭和45年10月15日 花電車運行
昭和46年 3 月13日 市電路線全廃

ばされていた路線から廃止する形で進められ
た。
　路線廃止にあたり神戸市交通局は、利用者へ
の周知に努め、市電利用者のアクセス確保のた
めに市電代行バス路線を設定して、乗換えを進
めた。代行バスはいずれもワンマン運転で、営
業時間は市電と同じく午前 5 時55分から午後10
時40分、市電廃止の 3 日前からテスト運行を開
始して、新事態に備えた。また、廃止区間を含
む市電定期券をバスでも有効に取り扱うことと
し、バス 1 区料金で市電・バスに乗り継ぐこと
ができる特別定期券を 1 年の期間限定で発売し
た。
　市電運行最後の日々、神戸市交通局は美しく

飾り付けた花電車を運行し（昭和45（1970）年
10月15～18日）、記念乗車券を発行するなどに
より、市民への感謝を表した。百貨店では「さ
よなら神戸市電展」が開かれ多くの市民が訪れ
た。昭和46（1971）年 3 月13日の市電最終日に
は、横断幕とモールで飾られた市電が運行し、
多くの人々が乗車し、また、沿道で別れを惜し
んだ。
　市電の車両のうちPCC車両など新しい高性能
の車両は広島市の市電にもらわれていき、古い
車両は解体されたが、なかには須磨の海に沈め
られて魚礁となるもの、野外教室に利用される
ものなど、再利用されるものもあった。架線な
どの設備が撤去され、路面の軌道が撤去されて

市
電
路
線
一
部
廃
止
の
字
幕
が
寂
し
い
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▪市バス路線の充実
　（昭和30年代後半～40年代前半）

　大都市への人口集中は住宅問題を深刻化さ
せ、その打開策として、神戸市でも東舞子住宅
団地建設事業、須磨ニュータウン団地開発、鈴
蘭台土地区画整理事業、玉津土地区画整理事業
など郊外に大規模な住宅団地の開発事業が始め
られた。
　164頁の表「市バス路線の新設・変更」のと
おり、これらの郊外団地へのバス路線が次々に
新設されていった。住民の足を確保するため、
神戸市交通局は路線の新設、既設路線の延長や
枝線の設置、経由地変更、循環バス化などによ
り対応した。郊外地域には神姫バスや神戸電鉄
バス、阪急バスなども運行しており、路線によ
ってはこれら民営バスとの共同運行も実施され
た。明舞団地へのバス路線では、舞子駅や明石
駅、新設された朝霧駅から山陽バス、神戸市、

市バス事業の拡大と
市電代行バスの運行

第5節

市電に代わって登場した代行バス（県庁前）

沿
線
に
は
市
電
撤
去
反
対
の
看
板
も

明石市の三者協定により「共通定期券」を発行、
昭和43（1968）年 7 月から共通乗車ができるよ
うにして、利用者の利便向上を図った。各団地
の人口が増加するに伴い、運行本数も増えてい
った。
　バス路線は、中突堤のポートタワーに観光客
を運ぶため、あるいは、完成した摩耶埠頭への
アクセス確保のため、郊外に開設された学校へ
の通学のためなど、様々な場所へのアクセスを
確保するツールとして大いに活用された。経済
の高度成長期にあたる1960年代のバス路線新

市
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いくにつれ、市内の道路は自動車であふれ、市
電の記憶は急速にうすれていった。
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市バス路線の新設・変更
系統 路線経由地など 設定年月
� 三宮駅前－有馬直行バス 昭和37年 7 月
� 阪神御影－六甲台（神戸大学） 昭和38年 5 月
� 山陽舞子駅前－舞子墓園（神戸商大、星陵高校など通学バス） 昭和38年 8 月
� 神戸駅南口－鈴蘭台 昭和38年10月
� 税関前－阪神打出（阪神国道バスと共同運行） 昭和38年11月
� 中突堤－税関前－阪神打出に延長（ポートタワー完成で） 昭和38年11月
⑨ 駅前混雑により須磨駅前の折り返し運転を止めて勤労会館海の家まで延長運転 昭和39年 9 月
⑨の 1 一ノ谷で路線をカットし定時ダイヤを確保 昭和39年 9 月
� 西舞子団地－送信所下－西舞子団地（循環） 昭和40年 1 月
④ 新開地起点が神戸駅前発着場起点に変更 昭和40年 8 月
⑤ 新開地起点が神戸駅前発着場起点に変更。板宿－川上町間の南北分離運行実施 昭和40年 8 月
�の 3 舞子駅前－多聞団地センター 昭和40年 9 月
⑧ 月見山バス回転地廃止で月見山－松風町間の東西行き分離運行 昭和40年11月
新⑭ 神戸駅南口～明石駅前（白川－車大道－板宿－長田－上沢－楠 6）神姫バスと共同運行 昭和40年11月
新� 舞子駅前－公団住宅前－多聞団地 昭和41年 1 月
⑦ 完全ワンマン化 昭和41年 5 月
⑨ 完全ワンマン化 昭和41年 5 月
新� 三宮駅前－摩耶埠頭（摩耶埠頭の完成） 昭和41年 6 月
④の 1 神戸駅前－大日丘住宅前 昭和41年10月

� 神戸駅南口－西出町－東尻池 2－離宮西町－放射道路経由、神ノ脇・名谷・高丸インター
停車－多聞 昭和41年12月

� 高尾台－新長田駅前（高尾台団地） 昭和42年 4 月
新� 舞子駅－舞子駅（循環）南多聞台・狩口台の宅地造成による 昭和42年 5 月
② ワンマン化 昭和42年 8 月
⑱ ワンマン化 昭和42年 8 月
⑰ ワンマン化 昭和42年 8 月
� 舞子駅－西舞子団地（大坪経由） 昭和43年 5 月
� 舞子駅－西舞子団地（舞子小学校経由） 昭和43年 5 月
新� 舞子駅－朝霧駅前 昭和43年 6 月
新�の 1 明舞センター前－多聞団地センター 昭和43年 6 月
新�の 2 西岡橋－朝霧駅前 昭和43年 6 月
� 朝霧駅前－明舞北センター 昭和43年 6 月
新⑥ 須磨駅前－北須磨団地 昭和43年 8 月
新� 三宮駅前－唐櫃団地（平野経由）神姫バス・神鉄バスとの共同運行 昭和43年11月
� 三宮駅前－有馬町（ 4社共同運行） 昭和43年11月
新� 阪神御影－鶴甲団地へ延長 昭和43年12月
� 本山駅南口～魚崎車庫 昭和44年 3 月
⑰ 阪神前－海岸通経由－神戸駅（路線延長） 昭和44年 7 月
⑯ ワンマン化 昭和44年 7 月
� ワンマン化 昭和44年 7 月
⑥ 須磨駅－多井畑を一ノ谷まで延長 昭和44年10月
� 須磨駅－下畑を一ノ谷まで延長 昭和44年10月
� 神戸駅前－高座金生橋を水呑まで延長 昭和45年 2 月
�の 1 魚崎車庫－東部市場前 昭和45年 8 月
�の 2 魚崎車庫－神岡町 昭和45年 8 月
� 阪神御影－森市場を神岡町～神岡町（循環、阪神御影・阪急岡本経由）に変更 昭和45年 8 月
� 阪神御影－神岡町（循環）を神岡町（本山駅、阪神御影駅経由） 昭和45年 8 月
� 阪神御影－阪神御影（循環） 昭和45年 8 月
� 有馬口駅前－有野団地 昭和45年 9 月
� 阪神御影－渦ヶ森団地 昭和45年 9 月
⑤の 9 板宿－白川台団地 昭和46年 6 月
① 石屋川－板宿　ワンマン化 昭和46年 7 月
� 有馬口駅前－有野団地ワンマン化 昭和46年 7 月
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設・変更が多いのは、この時期の神戸市が、市
域西・北・東部の開発を積極的に行い、市街地
を拡大していたことの証であった。
　市電の廃止に伴う利用者のアクセス確保のた
めに市電代行バスが運行されたことは前述した
が、代行バスの路線設定は 4 回にわたって行わ
れ、表「市電代行バス」のような路線バスが新
たに誕生した。各住宅団地への路線設定がされ
たことに加えて市電代行バスが設定されたこと
で、路線はさらに複雑になり、重複箇所も少な
くなかったため、昭和47（1972）年に市バス路
線再編成が行われることになった。
　市バスの路線網が充実してきたことに比例し
て乗客数も年平均700万人以上増加し、昭和37

（1962）年度の総乗客数は 1 億人を超えるまで
になった。バス路線増加による駅前バスターミ

市 電 代 行 バ ス
第 1次市電代行バス
�系統 神戸駅－神戸駅（循環） 6.35㎞
�－ 1系統 神戸駅－神戸駅（循環） 7.28㎞
�系統 神戸駅－灘駅 5.54㎞
�系統 松原 5丁目－神戸駅 2.96㎞
�系統 東尻池 2丁目－須磨浦公園 5.64㎞
①系統 石屋川－兵庫駅前－板宿 （経由地変更）
⑦系統 神戸駅－新開地－湊川公園 （経由地変更）
�系統 神戸駅－新開地－湊川公園 （経由地変更）
第 2次市電代行バス
�系統 石屋川－海岸通先行－石屋川（循環） 17.02㎞
�系統 石屋川－山手先行－石屋川（循環） 17.02㎞
�系統 石屋川－明石町 6.65㎞
�系統 須磨浦公園－松原－東尻池 2 （経由地変更）
第 3次市電代行バス
�系統 三宮駅前－山手－尻池－新開地－三宮駅前（循環） 17.184㎞
�系統 �系統の逆回り 17.184㎞
�系統 衣掛町－尻池－湊川－神戸駅－尻池－衣掛町（循環） 15.51㎞
�系統 �系統の逆回り
�系統 三宮－海岸通－新開地－湊川公園－東尻池 2 6.99㎞
第 4次市電代行バス
�系統 神戸駅前－板宿 7.59㎞
�系統 笠松 7丁目－吉田 1丁目（循環） 10.78㎞
�系統 神戸駅前－板宿 7.09㎞

ナルの設置・拡充、新道開通によるルート変更
などが行われる一方で、交通渋滞による影響を
避けるための路線変更や路線廃止が行われた。
また、後述するようにワンマンバスの運行も、
この時期に開始された。車庫や操車場など運行
を支える施設の充実も進んだ。この時期に設定
された各路線の詳細は以下のとおりである。

⑴　白川までの路線延長
　市東部や西北部に比べ市中央部周辺での住宅
開発のスピードは緩やかだったが、民間開発業
者によるミニ開発が山麓地帯一帯で進行してき
た。市バス 5 系統（新開地－車大道）以北でも
県道神戸三木線沿いにアパートや住宅が建ち始
め、新住民から市バス乗入れが要望されるよう
になった。しかし、このルートは神姫バスが明
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石駅前－神戸駅間を営業運転していたため、同
社と交渉して同意を得たうえで、昭和36（1961）
年 4 月から 5 の 3 系統新開地－白川12.315㎞の
市バス運行を 1 日 1 回の運転回数で開始した。

⑵　三宮－有馬間の市バス運行実現
　東灘区や明石市方面への路線バスの運行数に
比べて北部地域の市バス路線はわずかに111系
統（箕谷駅前－下衝原）のみが運行されていた。
このため北部地域の住民は神戸電鉄と、西脇・
北条方面から神戸へ向かう神姫バス、有馬－平
野間の神鉄バスを利用するしかなかった。
　神戸市交通局は北部地域の住民のニーズと有
馬温泉への湯治客誘致を狙い、昭和36年に三宮
から有馬に至る直行バス運行を計画し、同年 4
月に路線免許を得た。しかし、前述の民営バス
と競合することから 2 社との交渉は難航し、同
年 8 月25日にようやく運輸協定が成立した。
　この有馬直通バスは三宮駅前を起点に、加納
町 3 丁目、楠町 6 丁目、平野、箕谷、大地、有
馬口を経て有馬町へ至る24.441㎞の長大路線で
あった。また、 3 社による相互乗入れ路線でも
あり、事業開始のための負担や、バスの運行回
数について 3 社の比率が決められており、それ
ぞれ神戸市 5 、神戸電鉄 3 、神姫バス 3 であっ
た。
　有馬直通バスが市バス路線60系統として運行
開始したのは、路線免許取得から 1 年以上が経

過した昭和37年 7 月 1 日のことである。全線 9
区、運賃95円、片道約 1 時間の行程だったが、
電車を乗り継いで行くよりも早くて便利だと好
評を博し、路線開通 1 週間の輸送実績は乗車人
員2,800人、運賃収入10万6,000円、乗車効率23
％とまずまずの出足であった。
　しかし、その後、道路の混雑などで運行時間
が不定になったことや、昭和43年11月に六甲ト
ンネルが開通したこともあって、三宮から六甲
トンネル経由で有馬へ向かうルートに変更し
た。それまでは21か所の停留所に停車する「直
行バス」であったが、ルート変更により文字ど
おり有馬へ直行するバスになった。

⑶　神戸大学新キャンパス設置と六甲台線の　
新設

　敗戦後、一面の焼け跡となった市中心部、葺
合区小野柄通一帯にイーストキャンプ、生田区
多聞通一帯にウエストキャンプが設けられてア
メリカ軍が進駐した。これらの土地の接収が解
除されたのは、イーストキャンプが昭和29

（1954）年、ウエストキャンプが翌30（1955）
年であった。そして昭和33（1958）年には、灘
区六甲台町にあった進駐軍家族用住宅であった
六甲ハイツが返還された。その後、六甲ハイツ
の跡地において、昭和35（1960）年に神戸大学
が総合大学化をめざして農学部、工学部などの
校舎建設に着手したことにより、六甲台町はに

第 1 六甲トンネル開通
で文字どおり直通とな
った有馬線

（六甲有料道路入口）
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わかに大学のまちに変貌した。六甲台町周辺に
は16系統（阪神御影－六甲ケーブル下）が運行
されていたが、学生が急増したため新設路線と
して昭和38（1963）年 5 月から36系統阪神御影
－六甲台4.753㎞の運行を開始した。

⑷　舞子墓園線
　高校や大学への進学率の高まりで、広い土地
を購入できる神戸市郊外に多くの学校が設置さ
れるようになった。垂水区には県立神戸商大

（現 兵庫県立大学）、県立星陵高校、県立神戸
商業高校、市立六甲工高（現 神戸工業高等専
門学校）、私立愛徳学園などが進出していたが、
通学する学生生徒のため、新たに51系統山陽舞
子駅前－舞子墓園前3.0㎞が開通し、昭和38年
8 月15日から、神戸商大行きが15回、墓園行き
5 回が山陽バスと共同運行された。この路線が
できたことで、山陽電鉄舞子駅前を起点とする
バス路線は 4 系統に増強され、バスの発着回数
は138回と頻繁になった。

⑸　鈴蘭台線
　住宅開発が進む北神地域の住民のアクセス確
保のため、神戸市交通局は民営バス会社との交
渉を続け、昭和38年10月に神戸電鉄との共同運
行で市バスの鈴蘭台乗入れが実現し61系統が誕
生した。61系統神戸駅南口－鈴蘭台8.535㎞の
1 日の運行回数は、市バス 6 往復、神鉄バス 6
往復で、鈴蘭台の住民はもとより、開校した県
立鈴蘭台高校の通学生にとって神戸駅前まで40
分足らずで行ける路線バスの運行開始は大きな
福音となった。

⑹　第 2 阪神国道線
　　（阪神打出－税関前－中突堤）
　昭和38年11月、阪神国道バスとの共同運行で
市バス65系統税関前－阪神打出13.13㎞の走行
が開始された。運賃は全線40円、国道バスと合

わせて運行本数44往復のバスであったが、国道
での渋滞で定時運行確保が難しく、利用率は大
変低かった。その後、ポートタワーが完成した
ことで税関前から中突堤までの1.41㎞を延長し
て、観光客には重宝されたが不採算は避けられ
ず、昭和46（1971）年 3 月に三宮－中突堤に路
線短縮、同49（1974）年 2 月に廃止となった。

⑺　三宮－須磨駅前間急行バスの道路事情によ
る変更

　急行バス 9 系統はマイカーの駐車などで混雑
する須磨駅前での折り返し運転が難しくなって
きたことから、昭和39（1964）年 9 月に市立勤
労会館海の家の前にできたバス転回地までの延
長運行に変更された。同時に、神明国道の渋滞
を避ける意味で須磨浦公園まで延長運行してい
た 9 の 1 系統について、大部分を一の谷でカッ
トし定時ダイヤを維持することにした。

⑻　西舞子団地線
　垂水区は神戸市の中でも住宅開発が急ピッチ
で進んだところであるが、県営西舞子団地の完
成にあわせて昭和40（1965）年 1 月に運行開始
したのが、山陽バスとの共同運行の52系統西舞
子団地－送信所下－西舞子団地6.48㎞の循環路
線バスである。山陽バスと合わせて 1 日20回ほ
ど運行したが、朝夕のラッシュ時のみ運行する
特異な系統であった。同年 9 月には山陽電鉄舞
子駅前のバス発着場が250ｍ北へ移転したのと
同時にダイヤ改正が行われ、 54の 3 系統舞子駅
前－多聞団地センター4.33㎞が新設された。

⑼　神戸駅～明石駅前路線の設定
　昭和40年11月、それまでの最長路線であった
24系統三宮－田井間38.985㎞に次ぐ、新14系統
神戸駅南口－明石駅前26.9㎞が開通した。同区
間には部分的に市バス（明石駅－太山寺）と神
姫バス（白川－長田区役所前）が運行していた
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が、住宅開発の進む伊川谷、太山寺、布施畑な
どの沿線から、神戸、明石方面へ向かう通勤通
学者の増加により新系統が設定された。このバ
スは神姫バスとの共同運行で、片道所要時間は
90分、 1 日12往復、料金は全線70円（市内普通
1 区と近郊 6 区の組合せ）だった。

⑽　多聞台線の充実
　計画人口7,000人の垂水区多聞台団地の一部
完成に伴い、昭和41（1966）年 1 月、前記54の
3 系統（舞子駅前－多聞団地センター）を新54
の 3 系統（舞子駅前－公団住宅前－多聞団地セ
ンター　5.22㎞）とし、元の54の 3 系統を新54
の 5 系統とする大幅なダイヤ改正が行われた。
昭和41年 4 月には市バス須磨運輸事務所・車庫
が竣工し（配置バス車両46両、 1 ・ 6 ・ 8 ・34
系統担当）、西神戸の市バス拠点として機能す
るようになった。

⑾　丸山団地　
　市営丸山団地の造成が進むにつれて市バス 4
系統（神戸駅－花山町）が、朝のラッシュ時に
乗客が乗り切れないほどの混雑となったことか
ら、昭和41年10月、 4 の 1 系統（神戸駅前－大
日丘住宅前　7.625㎞）を新設し、萩乃町、丸
山団地前、大日丘住宅前の 3 停留所を設置する
とともに、大幅なダイヤ改正も実施された。

⑿　摩耶大橋完成
　神戸市では、外国貿易専用の近代的大型埠頭

（摩耶埠頭）の建設を、総工費220億円かけて進
めていた。昭和42（1967）年 6 月に架橋された
摩耶大橋を渡って摩耶埠頭に至る唯一の公共交
通機関として、同年10月、市バス29系統（三宮
駅前－第八突堤）が東へ 2 ㎞延長され新29系統

（三宮駅－摩耶埠頭　4.74㎞。復路は4.84㎞）
として設定された。これとともに摩耶大橋、摩
耶埠頭、第六突堤の 3 停留所が新設され、第七
突堤停留所が廃止された。従来の29系統は往路
復路を分離し、往路は29系統の 1 （第八突堤ま
で）、復路は29系統の 2 （第六突堤から）と
なった。これは保税区域内での税関監視所の関
係による措置であった。

⒀　神明放射道路（第 2 神明道路）でのバス運行
　国道 2 号線（神明国道）のバイパスとして建
設された神明放射道路（第 2 神明道路）は、須

西神戸のマンモス団地
多聞台線が開通

（多聞団地センター）

神戸駅前ターミナルを発車する丸山団地行き
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磨区離宮西町から鉄拐山、ジェームス山、千鳥
ケ丘などの山々を縫い、垂水区伊川谷に至る全
長15.8㎞の有料道路で、昭和39年10月に開通し
た。神戸市交通局では同道路と須磨、垂水区内
の南北道路との交差地点での道路交通に着目
し、同道路完成前の昭和38年に市バス運行を計
画した。そして、昭和41年11月に市バスの臨時
運行免許を得て、同年12月、市バス70系統の運
行を開始した。70系統は、神戸駅南口から離宮
西町を経由して放射道路へ入り、神ノ脇から名
谷、高丸両インターチェンジに停車、終着点多
聞に至る全長15.095㎞の路線で、 1 日14往復、
所要時間は片道45分、運賃は神戸南口－名谷50
円、高丸まで60円、多聞までは70円だった。

⒁　高尾台団地線
　昭和39年 5 月、離宮公園と妙法寺川のある恵
まれた環境に計画人口1,200人の市営高尾台団
地（須磨区高尾台）が完成したが、アクセスが
悪かったため（最寄りバス停まで徒歩25分、山
陽電鉄月見山駅まで同20分）、住民の要望を受
けて昭和42年 4 月に市バス80系統高尾台－新長
田駅前循環8.0㎞が営業開始した。ラッシュ時
20分、昼間は45分間隔で、1 日24回運行したが、
新長田駅まで20分で行けるため住民に喜ばれ
た。

⒂　第 1 次市電代行バスの運行
　昭和43年 4 月21日に神戸市交通局財政再建計
画の移管で市電 5 路線が廃止された。廃止区間
は、須磨駅－衣掛町、湊川公園－新開地、兵庫
駅－楠公前、平野－有馬道、三宮－脇浜の各区
間で、これに伴い、既存の市電の基本系統が大
きく変更された。具体的な箇所は161頁の図「電
車運転系統図（昭和37年 7 月）」を参照してい
ただきたいが、 5 路線の廃止で影響を受ける 1
日 6 万人（予想値）にたいして、市電代行バス
を運行した（詳細は161頁の「さようなら市電」

参照）。代行バスとして新設された市バス系統
は以下のとおりである。

41　　　神戸駅－神戸駅（循環） 6.35㎞
41の 1 　神戸駅－神戸駅（循環） 7.28㎞
42　　　神戸駅－灘駅 5.54㎞
43　　　松原 5 丁目－神戸駅 2.96㎞
20　　　東尻池 2 丁目－須磨浦公園 5.64㎞

　このほか 1 系統（石屋川－板宿）を兵庫駅前
経由、 7 ・11系統（神戸駅－湊川公園）を新開
地経由に変更するなどの措置も行われた。

⒃　国鉄舞子駅ターミナル完成と舞子関係バス
路線の変更

　昭和43年 5 月、国鉄舞子駅南側にバスターミ
ナルが完成し、市道舞子・多聞線の整備も完了
したため、山陽電鉄舞子駅前を起点にしていた
舞子関係のバス路線が新ターミナルに移され51
系統（舞子駅－舞子墓園）は大坪経由、 52系統

（舞子駅－舞子駅）は大坪、舞子小学校経由の
西舞子団地行きになり、 53系統（舞子駅－大坪）
と平池停留所が廃止された。

⒄　国鉄朝霧駅開駅と明舞団地線
　南多聞台、狩口台の住宅団地完成に伴い、昭
和42年 5 月、 52系統（舞子駅前～西舞子団地）
が路線延長し、新52系統新舞子駅～舞子駅循環
7.55㎞となった。同系統は、道路事情の関係で
午前中は奥ノ池から左回りして清水、西岡橋、
西舞子団地を先行し、午後は右回りして狩口台、
南多聞台を先行する変則的循環バスであった。
　昭和43年 6 月に国鉄朝霧駅が開駅し、市バス
と山陽バスの共同運行による新バス路線の営業
を開始した。朝霧駅と明舞団地、西舞子団地を
結ぶ中央センター道路に、明舞団地口、狩口台
1 丁目、明舞センター前、南多聞台 7 丁目、明
舞北センターの 5 停留所を新設し、新52系統舞
子駅－朝霧駅前5.42㎞、新52の 1 系統明舞セン
ター前－多聞団地センター3.94㎞、新52の 2 系
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統西岡橋－朝霧駅前2.92㎞、 55系統朝霧駅前－
明舞北センター1.96㎞の 4 系統を設定した。こ
の 4 系統の運行開始により前記の舞子駅を起点
に西舞子、明舞両団地を循環した52系統などの
関連バス路線は廃止になった。
　明石市バスも神戸市バスと同時に、朝霧駅－
明舞センター前－明石駅前の路線を設置した。
そして、明舞線について神戸市、明石市、山陽
バスの三者協定で「共通定期券」の発行がされ
るようになった。

⒅　北須磨団地乗入れ
　兵庫労働金庫創立15年を記念して建設された
北須磨団地が昭和43年度に入居を開始したこと
を受け、 6 の 1 系統（須磨駅－国立療養所前）
を増発し、同年 8 月からは同路線を団地センタ
ーまで延伸し新 6 の 1 系統須磨駅前－北須磨団
地6.42㎞とした。

⒆　北区唐櫃団地への 3 社による共同運行バス
　住宅開発の波は北区へも及び、唐櫃団地での
開発の進捗に対処するため、神戸市、神姫バス、
神戸電鉄バスの 3 社共同運行による新60系統三
宮駅前－唐櫃団地20.611㎞が 1 日 8 往復での運
行を開始した。旧60系統（三宮駅前－有馬町）
を六甲トンネル経由に変更し62系統三宮駅前－
有馬町21.16㎞として、新たに阪急バスとの共
同運行路線として設定した。新60系統の運行比

率は神戸市バス 3 、神姫バス 2 、神戸電鉄バス
3 、 62系統は神戸市バス 3 、神姫バス 2 、神戸
電鉄バス 3 、阪急バス 3 であった。

⒇　灘区鶴甲団地への路線延伸
　昭和43年12月から灘区鶴甲団地の入居者増加
と、神戸大学教育学部新校舎完成による利用者
増にこたえるため36系統（阪神御影－六甲台）
を鶴甲団地まで延伸して新36系統阪神御影－鶴
甲センター5.763㎞として営業を開始した。

�　第 2 次市電代行バス
　昭和44（1969）年 3 月23日に、市電石屋川線、
布引線、松原線が廃止された。この 2 線を利用
していた乗客 4 万6,800人の足を確保するため
の市電代行バスとして、 92系統石屋川－海岸通
先行－石屋川17.02㎞（循環）、 93系統石屋川－
山手先行－石屋川7.02㎞（循環）、 94系統石屋
川－明石町6.65㎞の 3 線を新設、 91系統（須磨
浦公園－東尻池 2 丁目）は松原経由で神戸駅ま
で3.62㎞延長した。

�　幻のハイウェイバス
　国道 2 号線の混雑が激化し、昭和34（1959）
年 7 月から 1 日 1 便を運行してきた市バスの最
長路線24系統（三宮駅前－田井）を昭和44年 3
月末で廃止した。渋滞は定時運行を旨とする路
線バスにとって大問題であり、渋滞に巻き込ま
れない、高速道路を走行するハイウェイバスの
路線設定が企画された。それは、阪神高速道路
神戸・西宮線の若宮－生田川間の開通を機に、
高速道路を利用して須磨浦公園から三宮駅前に
至る11.8㎞を20分で走らせる「特急バス」の計
画である。そのコースは須磨浦公園を起点に、
須磨水族館前停留所を経て阪神高速道路の若宮
ランプウェイに入り、京橋ランプウェイを出て、
京橋、京町、市役所前から三宮駅前に至るもの
であった。既存のバスで50分かかっているもの造成中の北須磨団地センターを発車する新 6 系統
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を快速電車並みの速さで走行する「ビジネス特
急」バスの実現は、須磨区の住民の通勤の足と
して大きな期待がかけられた。
　しかし、同様の計画を神姫バス、神戸電鉄バ
ス、山陽電鉄バスも企画しており、路線バスと
しての認可争いの様相を呈してきたことや、高
速道路を走行する車両には立ち席を作ることが
できないため採算が合わなくなること、また運
転手不足であったことも加わって、高速ビジネ
ス特急バスは実現に至らなかった。

�　既存路線の延伸
　昭和44年度には既存の数路線について以下の
延伸を図り、路線網が拡充していった。

17系統（阪神前－外大前－阪神前）を海岸通
経由で神戸駅前まで延長（昭和44年 7 月）

6 系統（須磨駅前－多井畑）34系統（須磨駅
前－下畑）の両系統を一の谷まで延長（同
8 月）

71系統（神戸駅前－高座金清橋）を水呑まで
延長（昭和45（1970）年 2 月）

�　職員労働時間短縮によるダイヤ改正
　昭和44年、神戸市交通局では、週48時間だっ
た労働時間を44時間に短縮することになり、そ
のための運転ダイヤ改正を実施した。それは、
同年 5 月 1 日に 1 ・ 5 ・ 9 ・10・11・65各系統
の改正から始まり、同月19日に 4・8・19系統、
同25日に 6 ・29・34系統、そして 6 月 1 日には
明石方面の12・13・14系統、舞子方面の51・
52・54・55・70の各系統、同月 8 日に 7 ・20・
22系統の改正を実施して終了した。

�　第 3 次市電代行バス
　昭和45年 3 月15日、市電上沢線と山手線の廃
止に伴い、第 3 次市電代行バスが運転を開始し
た。この 2 つの市電路線廃止により、市街地の
山手と浜手を 1 周する循環路線がなくなり、残

すは市街地を東西に走る 4 路線のみとなった。
市電廃止で影響を受ける利用者 3 万5,000人に
むけて次の 5 つの市電代行バス路線が新設され
た。

81・82系統
三宮駅前－三宮駅前循環　17.184㎞
81系統は三宮から山手を湊川公園に至り、
南行して吉田町、東尻池、上沢経由で三宮
に至る。 82系統はその逆まわり。

83・84系統
衣掛町－衣掛町循環　15.51㎞
83系統は衣掛町から東尻池を経て上沢、湊
川公園、神戸駅から吉田町を通り衣掛町に
至る循環。 84系統はその逆回り。

85系統
阪神前－東尻池 2 丁目　6.99㎞
三宮阪神前から海岸通、新開地、湊川公園、
五番町 7 丁目を経て東尻池 2 丁目に至る往
復系統。

　以上 5 系統運行のためにバス車両53両が準備
され、市電廃止当日から 1 日300回に及ぶワン
マンバス運行を開始した。大幅なワンマン化に
より市電関係の交通局職員約200人が同月20日
付で市長部局などに出向した。

�　東部路線の再編成
　東灘区一帯の住宅開発や都市計画道路の整備
に対応するため東部路線の再編が、同地区路線
設定から20年を経て実施された。東部路線31・
32・33の 3 路線は狭く勾配のある道路が多いた
め国道 2 号線を出たり入ったりと屈曲が多く、
運行ルートもわかりにくいため利用者数が伸び
悩んでいた。神戸市交通局は、国鉄北側の都市
計画道路の一部完成を機に路線再編を行い、東
部路線のかかえる課題解決を図るとともに、新
ルートは大型車両が通行できる幅員にゆとりの
ある道を選んで、ワンマンバスの導入を行った。
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　昭和44年 3 月に新設された30系統本山駅（現
在は摂津本山）南口から魚崎車庫前3.14㎞の延
長路線として30の 1 系統魚崎車庫前－東部市場
前6.15㎞、30の 2 系統魚崎車庫前－神岡町（現
森北町 1 丁目）4.93㎞が45年 8 月から運行を開
始した。次いで32系統（阪神御影－森市場 現 
森南町 1 丁目）12.53㎞を、神岡町－神岡町（循
環）12.53㎞に変更し、阪急岡本と阪神御影を
経由する系統が誕生した。また、33系統（阪神
御影－本山駅前）も、神岡町－神岡町（循環）
14.76㎞に変更し、本山駅、横屋、阪神御影南
口経由の浜手循環線となった。新たに37系統阪
神御影～阪神御影（循環）9.72㎞も設定され、
阪神深江方面まで区内東西が結ばれた。

�　北区有野団地線の運行
　北区にある、緑深い有馬の山々をのぞむ有野
団地は、昭和41年11月に開発許可申請が出され、
5 年を経て完成した高層住宅群が立ち並ぶ団地
である。神戸電鉄三田線の沿線に位置し、計画
人口は12,000人と予測されていたが、団地住民
の足として昭和45年 9 月に63系統有馬口駅前－
有野団地3.0㎞が運行を開始した。有馬口は神
戸電鉄有馬線と同三田線の分岐点で、神戸への
アクセスが便利な場所である。運行回数は 1 日
18回、所要時間は10分の小規模系統のツーマン
運行であったが、団地住民の足として重宝され
た。

�　東灘区渦ケ森団地へのバス運行
　神戸市開発局の手により東灘区住吉地区の標

市バス事業の営業状態

営業キロ数 1日平均乗車人数 1日平均走行キロ数 在 籍 車 両 収支差し引き

昭和30年 207㎞ 116,763人 22,520㎞ 243両 11,739,440円

昭和35年 250㎞ 226,519人 35,159㎞ 352両 －29,459,745円

昭和40年 277㎞ 296,318人 44,161㎞ 452両 －430,926,459円

昭和45年 316㎞ 435,809人 56,741㎞ 650両 －812,751,575円

高300ｍを超える地に開発されたのが渦ケ森団
地で、計画人口約6,000人、面積は34.3haの広
さであった。昭和46年 2 月、同地の造成完了に
先立って、38系統阪神御影－渦ケ森団地6.773
㎞のワンマン運転を開始した。その後、住吉川
沿い道路が一方通行であることなどから甲南経
由を廃止し、ルートを変更した。

�　第 4 次市電代行バス
　最後まで残っていた、三宮阪神前から吉田町
を経由して板宿に至る10.664㎞の市電が昭和46
年 3 月13日をもって廃止となり、明治時代から
市街地を走り続けてきた路面電車が完全に姿を
消した。神戸市交通局は路線廃止で影響を受け
る利用者にむけて第 4 次市電代行バスを廃止翌
日から運行させた。86系統神戸駅前－板宿7.59
㎞、87系統笠松 7 丁目－吉田町 1 丁目（循環）
10.78㎞、 88系統神戸駅前－板宿7.09㎞の 3 系
統を主とした総計 8 系統が新設された。代行バ
スでの輸送対象乗客数は 1 日 4 万人と想定さ
れ、バス車両56両、乗組数61組が用意された。
同時に17系統（外大前－神戸駅－外大前）を外
大前－京橋7.81㎞に短縮、ツーマン運行してい
た65系統（中突堤～阪神打出）を三宮－中突堤
2.32㎞に変更しワンマン運行に切り替えた。

▪市バス関連施設の拡充
　市街地の拡大に伴い、市バスの営業キロ数は、
昭和35（1960）年から45（1970）年までの10年
で26％増加した。乗車人数では92％増（同30年
から同40年ではほぼ倍増）、多数の乗客を運ぶ
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ためにバスの車両数も84％増え、走行キロ数も
61％増えた（172頁の表「市バス事業の営業状態」
参照）。
　バス車両の増加と路線の増加は、車両整備機
能の拡充、車庫の増築や操車場の拡張・設置を
必要とする。バスの大型化や車両数の増加に対
応して、灘・東尻池両工場の整備能力では不足
が生じてきたことから、昭和38（1963）年 5 月、
長田区北町 3 丁目に完成した電車のための車両
工場に併設して、総合的な自動車整備を行うこ
とができる施設を開設することになった。この
長田車両工場は自動車分解整備事業認証工場、
優良自動車整備事業 2 級重整備工場、指定自動
車整備事業指定工場として、昭和39（1964）年
3 月31日に竣工、同年 5 月 1 日から業務を開始
した。「長田車両工場」完成に伴い、東尻池と
灘の整備工場は廃止することとなった。
　一方、車庫についても不足が生じ、昭和41

（1966）年には既設の灘・布引・松原の 3 車庫
に加えて須磨自動車車庫・運輸事務所が竣工し
た。須磨自動車車庫は須磨電車車庫の跡地に建
設された。その後、市電廃止に伴う代替バスの
運行が開始されると、バス車庫拡張が次々に行
われ、昭和43（1968）年 3 月には、東神戸の拠
点である灘車庫が飽和状態になっていたことか
ら、造成工事が終了した「東部公有海面埋立地
第 3 工区」（魚崎浜）に魚崎車庫が建設された（同
車庫は開業直後から地盤沈下に悩むことにな
り、10年後に新車庫が下水処理場の上屋を利用
して建設された）。翌44（1969）年には、市電
石屋川車庫をバス車庫に転換して、同年 6 月、
収容車両数72両の市バス石屋川車庫として業務
を開始した。また、昭和46（1971）年には、住
宅局との協力で、 1 階が車庫で階上が住宅とい
うユニークなバス車庫、須磨運輸事務所が整備
された。
　操車場については、昭和44年に京橋操車場が
新設され、同46年 8 月には、北神地区の団地住

民のアクセスのため、箕谷の山田車庫を発展的
解消して有野操車場が開設されている。市電関
連の施設の市バス関連施設への転用が進めら
れ、和田市電車庫兼運輸事務所は市バスの操車
場として昭和47（1972）年12月に生まれ変わっ
た。
　バス路線が増加するにしたがい各鉄道駅には
バスターミナルが設置されるようになった。昭
和36（1961）年 4 月には三宮駅前バスターミナ
ルが新聞会館北側に新設され、同40年 8 月には
神戸駅前バス発着場の設置により新開地操車場
が廃止された。しかし、神戸駅前付近の道路は
狭く、乗り場も 3 か所に分かれて移動に一苦労
するといった状態であった。昭和42（1967）年
7 月 9 日は集中豪雨により六甲山系の南斜面の
新興住宅地を鉄砲水が襲い、神戸市全体で77人
が亡くなるという大水害が起きた。復旧が急が
れ、同年 8 月には阪急六甲駅に新たな操車場が
設置された。また、同43年には国鉄舞子駅前に
バスターミナル、翌44年には市バス京橋操車場
が新設された。
　市電と同様に市バスも道路の混雑による影響
は大きく、開発に伴う道路の開通や、人口増加
と自動車の増加で著しく渋滞する道路が発生す
るなどの事情により、バスの経由地を変更した
り、路線を途中でカットするなどの対策が講じ
られた。また、路線の新設に伴う施設設置や車
両整備のための投資的支出もしなければならな
かった。172頁の表「市バス事業の営業状態」
のとおり、乗客数や走行キロ数は増加していた
が、赤字が続き、その金額も増えていた。

▪ワンマンバスの採用
　ワンマンバスの運行は、昭和35（1960）年に
ラッシュアワーの時間帯をのぞいて試験的運行
が一部で行われていたが、その後、ワンマンバ
スの採用への動きはなかった。その理由は、道
路状態や車両保安基準などの法規制のためであ
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り、また、職員の労働条件もからんで労働組合
との折り合いが付かなかったということも一因
だった。しかし、全国ではワンマンバスの採用
が進み、昭和40（1965）年の調査で全国のバス
事業者の23.3％が採用しており、大阪市では所
有車両の56.4％がワンマンバスになっていた。
東京陸運局白書においてワンマンバスの事故発
生率はツーマンバスの 3 分の 1 で、客の苦情は
皆無であるとの評価も出ていた。
　こうした趨勢のもと、神戸市交通局は昭和39

（1964）年頃からワンマンバスに転用できるワ
ン・ツーマンバス車両の購入をはじめ、ワンマ
ン化の具体案の検討を重ねていった。ワンマン
化は、運転手にとって運転業務の上に、金銭授
受に正確さが求められる料金収納業務が加わ
り、負担が大きくなることが懸念されたが、昭
和41（1966）年 5 月 1 日より、 7 系統（三宮－
神戸駅）と29系統（三宮駅前－第八突堤）でワ
ンマンバスの運行が実施されることとなった。
　その後、昭和42（1967）年 8 月に 2 系統（三
宮駅前－阪急六甲）、18系統（三宮駅前－摩耶
ケーブル下）、同年12月に17系統（三宮阪神－
外大前）がワンマン化し、神戸市交通局のワン
マン化率は昭和42年度末で23.1％となった。昭
和44（1969）年 3 月には、市バスの主要系統の
1 つである22系統（三宮－新開地－東尻池－名
倉町－新開地）のうち最も乗車密度が高い三宮
－新開地－東尻池をワンマン運転として20系統

が誕生し、同月、30系統（魚崎運輸事務所－国
鉄本山駅）もワンマン化した。また、東灘区の
路線再編に伴ってワンマンバスの導入が図ら
れ、昭和44年 3 月末にはワンマン化率は60％に
達した。さらに、ワンマン運転する市電代行バ
スの増加などもあいまって、昭和46（1971）年
度末には70％近くへと高まった。

▪観光バス事業の不振
　戦後、多くの観光客を集めて盛況だった観光
バス事業も、昭和36（1961）年をピークに、次
第に下降線をたどり始めた。観光業そのものは、
豊かになった市民の懐具合を反映して好調であ
ったが、乗用車の登録台数が昭和37（1962）年
に26万台だったものが翌38（1963）年には37万
台に急増し、マイカーブームが到来したことは、
神戸市交通局の観光バス事業にとって打撃とな
った。
　加えて、マイカーブームに呼応するかのよう
に全国で自動車専用の道路・高速道路が開通し
ていった。神戸市の周辺では、昭和38年 1 月に
第 2 阪神国道が東灘区新在家－尼崎東本末間で
開通し、続いて同年 7 月には名神高速道路の尼
崎市－滋賀県栗東町間が部分開通した。より遠
方へのドライブ旅行が可能になったことで、市
内と市周辺を巡回観光する市バスによる観光は
難しい立場に立たされたのだった。昭和36年に
は年間70万人を数えた観光バス利用者が、翌37

神戸市バスの本格的な
ワンマン化は 7 系統を
皮切りに 2 ・18系統へ
と拡大していった

（三宮駅前西行のりば）
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28系統新神戸－三宮連絡バス（新神戸駅）

年度は60万人、同38年は57万人へと減少した。
　前述したとおり、当時の神戸市交通局は主要
事業であった市電の不振に苦しむ一方で、市バ
スは少しずつ輸送実績を上げ、バス路線網の拡
張と新車両購入で輸送力増強が急がれていた。
こうした状況のなか、観光バスの乗客減少への
対応策として、昭和39（1964）年 6 月に、観光
専用バス27両のうち10両を路線バス用に改造し
て一般路線に振り向けた。戦後、デラックス車
両をつくって振興を図ってきた観光バス事業は
その規模を縮小し、昭和43（1968）年には在籍
車両10両という小規模なものとなった。
　観光バス事業の低迷は観光バスガイドの採用
においても顕著で、最盛期には競争率が数十倍
にも達した応募者が、昭和46（1971）年には人
集めにも苦労するようになった。神戸市交通局
は退職職員を対象にアルバイト車掌の導入に踏
み切るなどの対応をしたが、その後10年ほどの
間、低迷が続いた。

▪山陽新幹線との連絡運行開始
　昭和47（1972）年 3 月15日、山陽新幹線新大
阪－岡山間が開通し、新神戸駅も同時に開業し
た。これを受けて神戸市交通局では、布引付近
を運行する 1 ・ 2 ・18系統の新神戸駅乗入れを
計画した。
　駅舎 2 階正面広場への市バス停留所設置は認
められなかったため、改札口から離れた 1 階出
入口前に停留所を設け、新設の28系統三宮駅前
－新神戸駅1.8㎞のワンマン運行を開始した。
これにより、昭和46（1971）年度の市バスワン
マン化率は70％に達した。
　しかし、停留所が改札口から遠いため、市バ
スの乗客数は当初予想を大きく下回る1,600人
にとどまり、改札口に直結する 2 階正面広場前
に乗り付けるタクシーに乗客を奪われる状況が
続いた。
　一方、臨時免許による運行を行っていた70系

統神戸駅南口－多聞については、昭和47年 7 月
21日に全線廃止することとなった。不採算と交
通渋滞によってダイヤ運行が困難となったこと
が、その理由であった。

▪神陵台団地住民の不便を解消
　31系統阪神御影－白鶴美術館は、道路事情が
悪いため別注した40人乗りの小型バスで営業を
行っていたが、大幅な赤字が改善せず、昭和47

（1972）年10月28日限りで廃線することとなっ
た。これに代わって、新31系統神岡町－渦森台
7.0㎞の運行を開始した。旧白鶴線の利用者は、
新31系統及び38系統阪神御影－渦森台が引き受
けることになった。
　また同月29日には、 55の 1 系統朝霧駅－明舞
北センターが神陵台まで延長された。神陵台団
地の住民は、明舞北センターバス停まで片道
900ｍの道のりを歩くという不便を強いられて
いたが、それがようやく解消された。

175第 ６章　市電廃止と市営地下鉄計画



花電車
　神戸市電が走っていた頃を知る人は、「みなと
の祭」（現在の「神戸まつり」の前身。昭和４6（1971）
年から「神戸カーニバル」と統合して「神戸まつ
り」となった）などで、華やかに飾りつけられた
花電車が列をなして市内を走る姿を覚えておられ
ると思う。街に色彩が乏しかった時代、美しく飾
った車両が街なかを走る風景は市民の目を引き、
たくさんの見物人が押し掛けた。戦後の花電車を
知る奥田英夫は、著書の『神戸市電と花電車』（神
戸新聞総合出版センター、平成22年）で次のよう
に書いている。

「（みなとの）祭当日は、神戸市内の市立小中学校
は一斉に休みとなり、我々神戸っ子はこぞって（花
電車の）見物に出かけたものだった。
… 懐かしい『みなと音頭』を奏でつつ走る光景
を見る楽しさは、その場に居合わせた人だけに分
る楽しさであったろう」

　花電車の初お目見えは、路面電車の登場と時を
同じくしている。のちの神戸市電の前身にあたる
神戸電気鉄道が初めて神戸の市街地で路面電車を
運行させた明治４3（1910）年、車両に造花が飾ら
れた花電車が登場し、その 7 年後の大正 6 （1917）
年、神戸電気鉄道の市営化を祝う花電車では、凝
った美しい装飾が施された。特別な日に限って運
行される花電車は、その特別さゆえに写真に撮ら

れ、名所旧跡並みに絵はがきにもなって愛でられ
た。花電車は路面電車の晴れ姿のような存在だっ
たといえるかもしれない。
　路面電車の走る都市では、どこでも地域の記念
行事への協賛、戦前ならば天皇の即位を祝う御大
典等の皇室関連行事などで花電車を運行した。神
戸市電の場合、有名だったのは「みなとの祭」の
花電車である。「みなとの祭」はアメリカ、ポート
ランド市のローズフェスティバルを模して昭和 8

（1933）年に始まった市民参加型の祭典で、 2 日間
にわたり「みなとの女王」の戴冠式、国際行列、
懐古行列が行われ、百貨店などのスポンサー付き
の花電車が市内を巡行した。このときの花電車の
写真を見ると、車両の外側に飾り付けを施すスタ
イルではなく、台車部分にオブジェを載せて飾った
本格的な山車のスタイルになっている。これは、車
両の保有台数が増え、花電車用に使える余剰の台
車を持つようになって初めて可能になったことで、第一次世界大戦後、戦勝を祝った時代の花電車

第 1回みなとの祭と花電車（昭和 8（1933）年11月）
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趣向を凝らした華麗な花
電車は、市民を驚かせた
に違いない。しかし、「み
なとの祭」は開始から ４
年後、戦争で実質的に中
断されてしまった。
　敗戦後、「みなとの祭」
が復活したのは、まだ戦
災の爪痕が街の各所に残
り、人びとの暮らしが苦
しかった昭和23（19４8）
年秋のことである。花電
車も再登場し、神戸市の
復興発展に伴い、豪華に

第30回みなとの祭（昭和37（1962）年）の花電車

なっていった。昭和30年代に入ると、色とりどり
の飾りに加えて、ふんだんに付けられた電飾によ
るイルミネーションの美しさが人々を魅了し、人
気を博した。その運行ルートは、長田車両工場を
出発して西は須磨駅、東は石屋川、さらに脇浜か
ら国道 2 号線に敷設されていた阪神国道線の路線
も借りて山打出まで、市内を縦横に約 6 時間かけ
て回り、車両工場へ戻るというもので、イルミネ
ーションを楽しめる午後から夜にかけての運行
と、昼前から夕方までの運行があった。「みなと
の祭」の最終日は市内 8 区から選ばれた 8 人のミ
スたちが花電車に乗り込んで沿道の人々に手を振
った。ちなみに花電車は振動が大きいうえに、10

月に吹きさらしの台車の上は寒く、乗り心地は良
くなかったという。
　市民を楽しませた花電車であったが、市電の廃
止とともに姿を消した。自動車の増加に追われる
ように事業不振に陥った市電は、昭和４6（1971）
年 3 月13日に全線廃止に至り、イルミネーション
が華やかな花電車の運行は、その前年秋の「みな
との祭」が最後となった。そして、市電最後の日、
市電各車両は造花やモールで飾られ、白地に黒く
筆文字で「長い間のご利用有難うございました」

「さよなら神戸市電」と大書した板を付けたシン
プルな花電車スタイルで運行し、市民に別れを告
げた。

神戸市復興祭と花電車（昭和21（1946）年） 最後となった花電車から手を振る当時のミス神戸
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　神戸市は、東西36.1㎞、南北29.7㎞、面積約
550㎢の市域が、六甲山系を境として南北に二
分されている。南側は瀬戸内海沿いに拡がる既
成市街地、北側は内陸部に続く西神・北神地域
である。このうち既成市街地は、東西約30㎞、
南北約 2 ～ 4 ㎞と東西に細長く帯状に連なって
おり、山麓台地とその南の海岸低地で構成され
る。ここに、市の全人口の約 7 割が居住してい
る。
　こうした地勢の特徴を反映して、神戸市域に
おける鉄軌道網は、既成市街地の東西方向を中
心に形成されてきた。近隣地域と連絡している
鉄軌道は、明治 7 （1874）年 5 月に現在のJR
東海道線の大阪－神戸間が開業したのを皮切り
に、順次延伸されてきた。明治38（1905）年に
は阪神電鉄、明治43（1910）年には山陽電鉄、
大正 9 （1920）年には阪急電鉄、昭和 3 （1928）
年には神戸電鉄が、それぞれ神戸市内で開業し
ている。そして昭和43（1968）年には、これら
4 私鉄を接続する神戸高速鉄道が整備された。
さらに昭和47（1972）年には、国土幹線鉄道で
ある山陽新幹線（新大阪－岡山間）が開業し、
神戸の窓口となる新神戸駅が営業を開始した。

神戸市内の
鉄軌道網の概要

第1節

神戸市交通局100年史

第7章

都市の発展と地下鉄の建設

神戸市における鉄軌道整備の変遷
鉄軌道整備の変遷年表

開業（廃止）時期 鉄道事業者 開　業　区　間

明治 7年 5月11日 JR西日本 大阪 神戸

明治21年11月 1 日 JR西日本 兵庫 西明石

明治22年 9 月 1 日 JR西日本 神戸 兵庫

明治23年 7 月 8 日 JR西日本 兵庫 和田岬

明治38年 4 月12日 阪神電鉄 大阪 神戸

明治43年 3 月15日 山陽電鉄 兵庫 須磨

大正 6年 4月12日 山陽電鉄 須磨 明石

大正 6年 8月 1日 神戸市電（買収） ― ―

大正 9年 7月16日 阪急電鉄 十三 上筒井

昭和 3年11月28日 神戸電鉄 湊川 有馬温泉

昭和 3年12月18日 神戸電鉄 有馬口 三田

昭和11年 4 月 1 日 阪急電鉄 三宮 西灘

昭和11年12月28日 神戸電鉄 鈴蘭台 広野ゴルフ場前

昭和43年 4 月 1 日 神戸高速 湊川 新開地

昭和43年 4 月 7 日 神戸高速 西代 三宮

昭和43年 4 月 7 日 神戸高速 高速神戸 元町

昭和46年 3 月13日 神戸市電（廃止） ― ―

昭和47年 3 月15日 山陽新幹線 新大阪 岡山

昭和52年 3 月13日 神戸市営地下鉄 名谷 新長田

昭和56年 2 月 5 日 神戸新交通 三宮 中公園

昭和58年 6 月17日 神戸市営地下鉄 新長田 大倉山

昭和60年 6 月18日 神戸市営地下鉄 大倉山 新神戸

昭和60年 6 月18日 神戸市営地下鉄 名谷 学園都市

昭和62年 3 月18日 神戸市営地下鉄 学園都市 西神中央

昭和63年 4 月 2 日 北神急行 新神戸 谷上

平成 2年 2月21日 神戸新交通 住吉 マリンパーク

平成13年 7 月 7 日 神戸市営地下鉄 新長田 三宮・花時計前

※鉄道事業者は現在における名称とする
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現　在　の　鉄　道　網　図
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　一方、神戸市内における鉄軌道については、
既に述べてきたように大正 6 （1917）年、神戸
電気鉄道の営業を引き継ぐ形で神戸市電が開
業。昭和46（1971）年に廃止されるまで半世紀
以上にわたって、神戸市民の身近な移動手段と
して親しまれてきた。市電に代わり、本章で記
すとおり神戸市営地下鉄が整備されることにな
り、昭和52（1977）年に西神・山手線の名谷－
新長田間が開業。続いて平成13（2001）年には、
海岸線も開業した。このほか、人工島の整備に
合わせて、既成市街地と海上都市を結ぶために、
新交通ポートアイランド線が昭和56（1981）年、
六甲アイランド線が平成 2 （1990）年に、それ
ぞれ開業している。

西神線・山手線の建設1

▪前史
　神戸市における地下鉄建設の計画は、既に大
正時代から検討されていた。大正11（1922）年
7 月20日の定例市参事会で、次のような発言が
見られる。日本で初めての本格的な地下鉄（東
京地下鉄道の浅草－上野間）が開業したのは昭
和 2 （1927）年だから、その 5 年前のことであ
る。
「年々膨張して行く神戸市の状勢を見るに、
将来は必ずや高速度の地下電鉄を必要とする
に至るであろう」

　参事会で非公式の了解を得た後、 3 か年の継
続事業として調査費26万8,000円を予定し、具
体案の作成が進められた。しかし、それ以上の

地下鉄西神線・山手線
の建設

第2節

動きがないまま、時代は昭和になった。
　昭和 3 （1928）年、神戸財界の有力者である
滝川儀作、金子直吉らを中心に、神戸地下鉄道
株式会社設立計画がまとめられた。計画された
路線は、第 1 期が武庫郡住吉町－市内中央部－
林田区西須磨、第 2 期が葺合区脇浜町－市内海
岸部－林田区西須磨という東西を貫く 2 ルート
で、事業費は8,000万円を予定していた。この
計画案は同年 3 月31日の市会に上程され、調査
委員会が設けられて審議された。その結果、「民
営による地下鉄建設は市の地下鉄計画に支障あ
り」など 5 項目の報告が行われ、否決された。
　その後、戦争をはさんで40年を経た昭和43

（1968）年 4 月、この“まぼろしの地下鉄計画”
は、神戸高速鉄道となって実現を見るに至った。

▪神戸市交通事業審議会第 3 次答申
　地下鉄建設が具体的な計画として浮上したの
は、第 6 章第 2 節で述べたように、昭和43（1968）
年 6 月24日の神戸市交通事業審議会第 3 次答申
においてである。「企業環境の変化に即応する
公営交通事業将来のあり方について」の諮問に
応じ、専門委員会での検討結果を踏まえて答申
を行ったもの。
　答申の「まえがき」では、次のように神戸市
の将来を予測している。
「京阪神都市圏の西の核である神戸市も将来
の発展が大いに見込まれ、昭和60年には人口
165万人、大量交通機関を利用して市内に乗
降する乗客数 1 日約230万人と推計され、さ
らに神戸市を通過する乗客も増加するものと
思われる。
　また、自動車の交通量は今後も増加するも
のと予想されるので、路面混雑はますます激
化の一途をたどり、路面電車及びバスの表定
速度は年々低下し、その機能を果たしえなく
なるであろう。」

　そして、神戸市の土地利用の現状と将来を次
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のようにまとめている。
「神戸市の主要な業務・商業地区は、三宮か
ら神戸駅付近に至る地域であり、臨海地域に
は大小の工場が集まって工業地区を形成し、  
また、山手方面には住居・文教施設が多く存
在するがさらに西神・北神の急速な開発も予
想されている。」

　こうした将来見通しと現状把握のもと、整備
すべき高速軌道の路線として、海岸線・山手線・
西神線・東部線の 4 線が示された。建設順序に
ついては、東部線のうち一部布引付近から三宮
に至る区間及び海岸線の合計11㎞が第一次線と
されている。そして、この高速軌道の路線構造
については、「建設費、建設期間等からみれば
高架が有利であるが、都市環境及び道路利用の
効率化等を考えると路線の大部分は地下構造に
すべき」と述べられていた。

▪都市交通審議会神戸部会
　神戸高速鉄道開通の翌44（1969）年 2 月、運
輸大臣は都市交通審議会に対して、「神戸市を
中心とする旅客輸送力の整備増強に関する基本
計画」について諮問した。第 6 章第 2 節で記し
たとおり、同審議会は神戸部会を設置し、同年
6 月11日に開催された神戸部会第 4 回会合で
は、神戸市交通局による地下鉄建設計画が説明
された。
　井尻昌一交通局長が説明した計画は、前述の
神戸市交通事業審議会第 3 次答申をベースに、
少し修正を加えるとともにより具体化したもの
である。その中で、海岸線、山手線、西神線と
いう 3 線の路線と構造についても説明がなされ
た。
　この説明を受けて、都市交通審議会神戸部会
は 7 回にわたる会合を重ね、沿線人口の見通し
や流動状態、各交通機関の輸送力増強計画など
を多角的に検討した。そして、昭和44年10月 8
日に報告をまとめた。その内容は、神戸市交通

局が計画している高速鉄道の計画を認めるもの
である。また神戸電鉄に対しては、北神地区住
民の足として三宮－箕谷間の新線の建設、粟生
線（鈴蘭台－三木間）の完全複線化を要請して
いる。
　地下鉄の建設に莫大な費用が発生する点につ
いては、次の 3 点を指摘した。
①　国民所得の向上に見合った運賃の適正化を

図ること。
②　利用者負担が困難な費用については、国の

長期低利資金の確保、補助率の引き上げなど
助成措置の強化に努めること。

③　鉄道によって利益を受ける沿線から特別に
固定資産税負担金などを徴収して施工者に利
益を還元することも検討すること。

▪都市交通審議会答申
　神戸部会による報告を受けて、都市交通審議
会は昭和44（1969）年11月17日、「神戸市を中心
とする旅客輸送力の整備増強に関する基本的計
画」を原案どおり承認し、同日付で運輸大臣に
答申した。京阪神圏における広域的な輸送網整
備の緊急性を指摘し、昭和60（1985）年を目標
に次の対策を推進するべきことを提言してい
る。①神戸市営地下鉄の建設。②国鉄・私鉄の
輸送力増強。③道路の立体交差化と路面の効率
的使用。
　神戸市営地下鉄については、前述の神戸市交
通事業審議会第 3 次答申にほぼ沿う形で、次の
4 線を昭和60年までに整備すべき路線として答
申した。
①　海岸線……西代－吉田町－三宮間
　　　　　　　延長 9 ㎞
②　山手線……西代－湊川－三宮間
　　　　　　　延長 6 ㎞
③　西神線……西神－西代間
　　　　　　　延長16㎞
④　東部線……三宮－布引－原田間
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　　　　　　　延長 6 ㎞
　また将来的に、北神・北摂地区の通勤輸送需
要が予測を上回れば、東部線をこれらの地区へ
延伸することとしている。

▪神戸市総合基本計画での位置づけ
　昭和61（1986）年 2 月に策定された第 3 次神
戸市総合基本計画において、都市圏交通網の整
備の基本方針が示されている。市民にとって身
近な移動手段としての整備を進めるとともに、
高齢者・障害者の積極的な社会参加や市民ニー
ズに対応するため、質的充実に努めるというも
のである。
　また、そのための施策として、市営地下鉄西
神・山手線の西神ニュータウンまでの延長と、
北神急行電鉄北神線の建設を推進するととも
に、西神ニュータウンから東播地域などへの再
延伸を検討することが記されている。
　そのほか、地下鉄海岸線や新しい交通システ
ムについても、次のように記述されている。
①　既成市街地域

　都心部－兵庫南部－西部副都心を結ぶ市
営地下鉄海岸線の建設を検討する。

②　海上都市地域
　ポートアイランド（第 2 期）及び神戸空
港の建設に伴い、新交通ポートアイランド
線の南への延伸線を建設する。また、市街
地と六甲アイランドを連絡する新交通六甲
アイランド線の建設を進めるとともに、六
甲アイランド南への延伸を検討する。
　なお、将来的な海上都市地域の都市機能
整備に合わせ、同地域内を東西に連絡する
新たな交通システムについても検討する。

③　神戸西・神戸北地域
　西神ニュータウン、六甲北ニュータウン
などの新しい住宅団地では、団地内及び周
辺地区との交通サービスの充実を図るた
め、新しい交通システムの導入を検討する。

▪第 １ 次線計画
1 ．西神・山手線先行の背景
　前述のとおり、神戸市は六甲山系と瀬戸内海
に挟まれた狭隘な台地や海岸沿いの平地に人口
が集中しており、さらなる発展のためには新た
な住宅地や港湾・産業用地の確保が急務となっ
ていた。そのため、昭和40年代から地先水面の
埋立を進めて人工島を造成し、新たなコンテナ
バースを整備するとともに、島内に都市機能用
地を確保してきた。一方、内陸部においては、
人工島建設に必要な土砂を確保するため山を削
った場所を造成するなどして、住宅団地や工業
団地を整備してきた。
　こうして次々に開発されつつあるニュータウ
ンと既成市街地とを効率的に連結する必要性の
高まりを受けて、神戸市の中心である三宮と山
陽新幹線の神戸の窓口である新神戸とを接続す
る西神・山手線を、最初に整備することとなっ
た。

2 ．市会での計画説明と審議
　神戸市は、前述の都市交通審議会答申（昭和
44（1969）年11月17日）の内容を実現すべく、
高速鉄道建設計画の具体化を急いだ。そして、
昭和45（1970）年 2 月20日に開かれた市会港湾
交通委員会において、第 1 次線計画の概要を公
表した。
　全体計画の 4 線のうち、西神線の一部、東部
線の一部と山手線を合わせた区間を第 1 次線と
するもので、区間は名谷から新長田（答申では
西代付近と表現されていた）、上沢、山手を通り、
三宮を経て布引に至る全長14㎞。西神地区の開
発が急ピッチで進んでいること、山陽新幹線の
新神戸駅が布引に昭和47（1972）年 4 月開設さ
れることなどを考慮した。
　14㎞のうち、地下部分は10㎞、地上部分は 4
㎞。 1 ～ 3 ㎞ごとに駅を設ける。車両について
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昭　　　　　和

43年 6 月24日 神戸市交通事業審議会
都市高速鉄道網を答申

44年11月17日 都市交通審議会答申第11号
「神戸市を中心とする旅客輸送力の整備
増強に関する基本的計画について」

46年10月15日 西神線・山手線地方鉄道事業免許
47年11月25日 西神線起工式
51年11月 新神戸市総合基本計画の策定
52年 3 月13日 西神線名谷－新長田間（5.7㎞）開業
52年12月17日 山手線工事着手
57年 2 月17日 西神延伸線地方鉄道事業免許
57年 8 月30日 西神延伸線工事着手
58年 6 月17日 山手線新長田－大倉山間（4.3㎞）開業

60年 6 月18日 山手線大倉山－新神戸間（3.3㎞）開業
西神延伸線名谷－学園都市間（3.5㎞）
開業

61年 2 月 第 3次神戸市総合基本計画の策定

62年 3 月18日 西神延伸線学園都市－西神中央間（5.9
㎞）開業

内陸部宅地造成事業
項目

団地名
面積
（ha）

計画人口
（人） 事業年度

須
磨
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

高 倉 台 96 12,000 Ｓ36～58
名 谷 276 36,000 Ｓ44～56
横 尾 142 12,000 Ｓ46～Ｈ 8
落 合 239 35,000 Ｓ48～53
白 川 台 66 10,000 Ｓ41～45
北 須 磨 76 8,000 Ｓ39～52
小　　　　　計 895 113,000

西
神
ニュ
ー
タ
ウ
ン

西 神 住 宅 団 地 634 61,000 Ｓ46～Ｈ11
西神住宅第 2団地 334 24,000 Ｓ55～Ｈ11
神戸研究学園都市 303 20,000 Ｓ55～Ｈ13
小　　　　　計 1,271 105,000

合　　　　　　　計 2,166 218,000

神戸市営地下鉄建設の経緯

ニュータウンの概要

平　　　　　成

元年 5月31日 運輸政策審議会答申第10号
「大阪圏における高速鉄道を中心とす
る交通網の整備に関する基本計画につ
いて」

元年12月 神戸市インナーシティ総合整備基本計
画の策定

5年 4月26日 海岸線　鉄道事業免許
5年11月24日 　〃　　道路下敷設許可
5年11月30日 　〃　　工事施行認可（運輸省）
6年 1月 7日 　〃　　都市計画決定
6年 2月25日 　〃　　工事施行認可（建設省）
6年 3月18日 　〃　　環境影響評価書縦覧
6年 3月29日 　〃　　工事着手

7年 6月30日 神戸市復興計画の策定
「西部復興プロジェクトの主要事業と
して位置づけられる」

7年10月 第 4次神戸市基本計画の策定

内陸部工業団地
項目

団地名
面積
（ha）

計画従業者
数（人） 事業年度

西 神 工 業 団 地 275 19,000 Ｓ46～Ｈ 8
西神第 2工業団地 94 5,700 Ｓ58～Ｈ 9
神戸流通業務団地 113 6,300 Ｓ50～Ｈ13
神戸複合産業団地 245 10,200 Ｓ 3 ～Ｈ15
合　　　　　計 727 41,200

計画中の内陸部宅地造成事業
（都市計画決定手続き中：平成12年11月現在）

項目
団地名

面積
（ha）

計画人口
居住（人） 従業（人）

学園南地区（住宅系） 108 12,000
神戸複合産業団地拡張 25 2,300

名　　　　称 面　積 開校時期
神戸市外国語大学 13.0ha 昭和61年 4 月
神戸市立看護大学 5.0ha 平成 8年 4月
兵庫県立神戸商科大学 16.0ha 平成 2年 4月

進出教育機関の概要
名　　　　称 面　積 開校時期

流通科学大学 13.8ha 昭和63年 4 月
神戸芸術工科大学 11.4ha 平成元年 4月
神戸市立工業高等専門学校 8.7ha 平成 2年 4月
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は、 1 両あたり定員145人の国電型電車とする。
建設費は、土木費355億円、電気費40億円、車
両費25億円、諸経費20億円の合計440億円との
試算が示された。
　続く 3 月10日の市会予算委員会では、佐野雄
一郎交通局長から、第 1 次線については昭和50

（1975）年度の完成を目指すこと、45（1970）
年度予算には11億円を計上して西神線の用地買
収、設計調査を行う予定であること、財源につ
いては国・県の補助が50％で残りは市出資金や
企業債発行などで賄うことなどの説明がなされ
た。
　議員からは、財政計画や収支見込みについて
不安視する声もあったが、 3 月28日の本会議に
おいて、「神戸市高速鉄道の建設及び経営に関
する件」は可決成立した。残る課題としては、
事業運営について運輸省の主管する地方鉄道法
によるか、建設省主管の軌道法によるかという
点があった。これについては、宮崎辰雄市長が
上京して運輸・建設両大臣と会い、地方鉄道法
によって建設することで了解を得た。

▪事業免許の申請から認可まで
　こうして昭和45（1970）年 5 月18日、運輸大
臣に対して、名谷－布引間13.6㎞の高速鉄道を
建設する地方鉄道事業免許の認可申請を行っ
た。
　当初は45年中にも認可されるのではないかと
考えられていたが、結局 1 年以上がいたずらに
経過し、運輸審議会に諮問がなされたのは昭和
46（1971）年 9 月 7 日のことであった。手続き
が遅れた主な理由は、神戸のほかにも東京、名
古屋と認可申請が相次ぎ、建設費の国庫補助に
ついて大蔵省との協議が手間取ったためであ
る。
　ようやく諮問がなされ、10月中にも認可の見
通しとなったことから、市は 9 月 9 日に神戸市
高速鉄道建設技術委員会（委員長＝村上朔郎京
都大学教授）を設置した。地下鉄建設に伴う工
法上の問題など、技術面に関する調査研究を行
うための組織である。
　昭和46年10月15日、待望の事業免許認可がな

○×　○
○× ○

○○×
○× ○

○×○
○× ○

○× ○
○× ○

○×○
 ○ ○×

○ ○
○×○

○× ○
○× ○

 ○
○× ○

○× ○

○×○

×

○×

６２６１６０５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８４７４６４５
事 業 免 許
工 事 施 行 認 可
道路下敷設許可
着 工 、 開 業
事 業 免 許
工 事 施 行 認 可
道路下敷設許可
着 工 、 開 業
事 業 免 許
工 事 施 行 認 可
道路下敷設許可
着 工 、 開 業
事 業 免 許
工 事 施 行 認 可
道路下敷設許可
着 工 、 開 業
事 業 免 許
工 事 施 行 認 可
道路下敷設許可
着 工 、 開 業

　○申請、着工　　○× 認可、開通

西　神　線

名谷～新長田
５．７㎞

山

手

線

〈３．５㎞〉

新長田
　－大倉山

〈４.３㎞〉

大倉山
　－新神戸

〈３.３㎞〉

西
神
延
伸
線

〈９.４㎞〉

名　谷
－学園都市

〈３.５㎞〉

学園都市
－西神中央

〈５.９㎞〉

年　度　

地下鉄事業の経過
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された。関係者はただちに工事施行認可申請の
準備を進め、翌47（1972）年 2 月18日、運輸大
臣に対してまず名谷－新長田間7.5㎞区間の第
1 次分割（土木関係）施行認可申請を提出した。
　同年 3 月21日の市会では、交通局が第 1 期の
工事計画を発表した。前述の区間について、昭
和50（1975）年春の開通を目指すものである。
47年度予算として52億円を計上し、運輸省の工
事施行認可を待って早ければ 8 月頃に着工する
と説明した。52億円の内訳は、用地買収費、移
転補償費、地下権の補償費（住居の下を地下鉄
が走るため）などである。

▪西神線の着工
　昭和47（1972）年 9 月26日、第 1 期工事区間
として名谷～新長田間5.7㎞の都市計画決定が
行われた。同年11月には同区間の第 1 次分割工
事施行認可及び道路下敷設工事認可等の諸手続
きを完了した。
　着工に向けた手続きは着々と進められたが、
神戸市交通局にとって悩みの種となったのが建
設費である。当初想定していた建設費総額は前
述のとおり440億円であったが、計画が具体化
していくにつれて膨れ上がり、47年度の段階で
は530億円と試算された。
　国庫補助も多くは望めなかった。地下鉄建設
に対する補助は、国と県が 4 分の 1 ずつ（計 2
分の 1 補助）とされていた。しかし正確には、

全体の事業費から自己負担分を差し引いた 9
割、さらに人件費などを控除するため85％を乗
じた額の 2 分の 1 が補助額となるので、結局は
事業費総額の38％しか、国・県からの補助は得
られない。しかも 8 年間の分割払いとなるので、
47年度は事業費52億円に対して、わずか1,200
万円の補助にとどまった。
　そこで神戸市は、水道事業やバス事業で実施
されている「開発者負担制度」に着眼した。水
道を敷設したりバスを運行することで当該地域
の住宅や団地を有利に売り出すことができるの
で、その事業費の一部を当該地域の開発者に負
担してもらうという考え方である。「市営地下
鉄の開発者負担のあり方」について諮問を受け
た神戸市交通事業審議会は、昭和47年 8 月 1 日、

「市営地下鉄の建設費の一部を沿線の大規模住
宅団地の開発者に負担させるのが妥当」との中
間答申を行った。健全経営が成り立つためには
相応の運賃設定や国の大幅な補助が必要だが、
経過的措置として開発者の積極的な協力が望ま
れる、との意見である。そして 9 月21日の最終
答申では、「団地内と最寄り駅までの鉄道用地
費とトンネル建設費はすべて団地開発者が負担
すべき」との見解を示した。
　昭和47年11月25日、国鉄新長田駅南広場にお
いて、神戸市営地下鉄第 1 次路線第 1 期工事の
起工式が挙行された。鍬入れを行った宮崎市長
は、「排気ガス公害のないクリーンなまちづく

昭和４7（1972）年11月2５日
挙行された市営地下鉄建設
起工式でクワ入れする宮崎
市長（新長田）
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りを目指し、市営地下鉄を130万市民の財産と
して、次代の市民に残す重要な都市施設の 1 つ
と考えている」と挨拶した。
　こうして第 1 期工事区間の工事が始まり、そ
の一方で新長田－新神戸間の第 2 期工事区間に
ついても手続きを進め（「山手線の建設」の項
で詳述）、昭和52（1977）年 3 月15日に都市計
画決定、同年 8 月第 1 次分割の認可、 9 月に道
路下敷設の認可がそれぞれあり、12月17日に着
工された。
　さらに、名谷－西神中央間9.4㎞の区間につ
いても、昭和55（1980）年12月13日に地方鉄道
事業免許を運輸大臣に申請。57（1982）年 2 月
17日、免許を得て、西神・山手線全線の免許を
取得するに至った（「西神線の延伸と山手線の
全面開業」の項で詳述）。

▪西神線の完成
　着工から数えて 1 年 4 か月後の昭和50（1975）
年 2 月15日には、西神線掘削工事の第一の難関
とされていた落合トンネルが貫通した。名谷と
妙法寺を結ぶ全長1,273.5ｍのトンネルで、六
甲山系の花崗岩と神戸地層の接点にある断層地
帯にあたるため、掘削は難航を極め、 1 日に90
センチ掘り進むのがやっとという日もあった。
続いて同年 5 月24日には、全長1,800ｍの横尾
トンネルが貫通した。こちらは1000分の29とい
う急勾配のため、土砂の搬出に手間取った。さ
らに 6 月28日には、板宿駅から須磨区宝田町ま
でのシールド区間362.5ｍの工事が目的地点に
到達した。シールドと呼ばれる掘削機を用いて、
地中を掘進しながら地盤中にトンネルを構築し
ていく工法で、工事費は山岳トンネルの 3 倍に
達した。商店と住宅が立ち並ぶ人口密集地のた
め、騒音や振動に細心の注意を払いながらの難
工事であった。
　昭和51（1976）年 2 月 4 日には、新造電車の
披露式典が催された。長年親しまれてきた神戸

市電の色彩を受け継ぎ、緑と薄水色のツート
ン・カラーが採用されている。明るいグリーン
はまた、神戸市のシンボルカラーでもある。当
時の地下鉄としては珍しい冷暖房設備も備え
た。車両の建造費は 1 両あたり 1 億3,000万円、
24両で計32億円を要した。
　同年夏からは、名谷駅、妙法寺駅、板宿駅、
新長田駅が次々に完成した。名谷駅は掘割橋上
式構造、地上 2 階地下 1 階、延べ面積9,460㎡。
ニュータウンの玄関駅に相応しく希望あふれる
イメージということで、「春の駅」と名付けられ、
清水焼のモザイク壁画「春の風」が駅正面を飾
った。
　妙法寺駅は掘割橋上式構造、地上 1 階地下 1
階、延べ面積2,600㎡。山に囲まれた詩情あふ
れる立地に相応しく、山小屋風のしゃれた駅舎
となった。「秋の駅」と名付けられ、カキ・クリ・
モミジをあしらった清水焼の陶板が飾られた。
　板宿駅はその名前にちなんで「板の駅」の愛
称がつけられ、ホーム壁面は大板目模様のプリ
ント、待合いベンチは丸太組み風のデザインと
した。新長田駅は地下 2 階構造、延べ面積
6,000㎡。神戸市の西の副都心として大きく羽
ばたくことを願って、「鳩の駅」の愛称がつけ
られた。 1 階コンコースの片隅には、川の流れ

西神線（第 1期工事区間）の基本情報

区　分 数　　　　量

営業路線長 名谷－新長田間　5.7㎞

駅 数 4駅
（名谷、妙法寺、板宿、新長田）

駅 間 距 離 最長2.9㎞、最短1.2㎞、平均1.9㎞

速 度
表定速度　44.1㎞/h
最高速度　75.0㎞/h
平均速度　47.2㎞/h

表 定 時 分 名谷－新長田間　 7分45秒

1 日 車 両
走 行 キ ロ

平日　3,921.6㎞
休日　3,328.8㎞
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と陶製の群鳩が遊ぶ「鳩の泉」、地下 2 階の
ホームにも鳩が群れ飛び、ホームのベンチも鳩
を形どった。
　昭和51年 8 月から、みどりの車両が全線試運
転を開始し、駅舎も完成して駅務機器の据え付
けも完了、年明けの52（1977）年 2 月18日には
監督官庁による開業保安監査も無事に済んだ。
2 月24日 に は 運 行 ダ イ ヤ が 発 表 さ れ た。
朝のラッシュ時は 7 分30秒間隔、夕方ラッシュ
時は10分間隔、昼間時間帯は15分間隔で、平日
86往復、休日73往復となった。始発及び終発時
刻については、①神戸市の都市活動が集中する
三宮へ、朝は午前 6 時までに到着できること、
②夜は三宮で午後11時過ぎまで活動できるこ
と、の 2 点を考慮して決定された。
　運賃については、昭和51年12月定例市会で「神
戸市高速鉄道乗車料条例」が可決され、翌52年
2 月 7 日に運輸大臣あて運賃認可申請を行い、
3 月 1 日に認可を受けた。開業当時の運賃は、
大人が 3 ㎞まで80円（小児40円）、 3 ㎞を超え 6
㎞までが100円（小児50円）であった。

▪西神線の開業
　昭和52（1977）年 3 月12日、待ちに待った開
業式典が催された。新長田駅において開駅式が
行われ、宮崎市長、吉本市会議長をはじめ招待
客と地元住民ら600人を乗せた第 1 号車が、午
前10時30分、「祝開業」のヘッドマークをつけ

て新長田駅を出発。途中、妙法寺駅で地元住民
代表から花束贈呈があり、10時43分、名谷駅に
到着した。
　開業式典で、宮崎市長は次のように述べた。
「この地下鉄は、21世紀の新しい神戸を築く
ために欠くことのできない布石であります。
みどり鮮やかな車両や、各駅それぞれにテー
マを持ち、一目でそれとわかる工夫を施すな
ど、ユニークな地下鉄ができ上がりました。」

　本格的な営業開始は翌 3 月13日、よく晴れた
日曜日であった。この日は 6 年前に神戸市電が
姿を消した“運命の日”である。市営地下鉄は
市民にとって、また神戸市交通局にとって、姿
を変えた市電の再来であり、その 2 世の誕生で
あった。
　また神戸は、東京、大阪、名古屋、札幌、横
浜に次いで、日本で 6 番目の地下鉄開業となる。
そして昭和52年という年は、神戸市交通局の創

昭和５2（1977）年 3 月12日
午前10時1５分
宮崎市長・吉本市会議長の
手で発車式のテープが切ら
れた（新長田駅）

開業を待ちわびて名谷駅に並ぶ人々
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業60周年であり、日本に地下鉄が誕生して50年
目という節目の年でもあった。
　開業初日はまさに“熱気の 1 日”と言える状
況であり、各駅には朝から開通を待ちわびた市
民が詰めかけ、始発 1 時間前の午前 4 時半には
名谷駅に約200人の市民が集まっていた。名谷
駅午前 5 時23分発、正真正銘の一番列車に約
400人が乗り込み、営業が開始された。その後
も各列車とも満員の盛況で、この日だけで輸送
人員は 7 万4,000人を数えた。

▪山手線の建設
　山手線は、新長田駅と新神戸駅を結ぶ7.7㎞
の路線である。昭和50（1975）年 3 月 7 日の市
会予算特別委員会において、交通局は同年秋に
都市計画決定を得て51（1976）年度から着工す
るとの予定を表明した。総工費は800億円、完
成すれば須磨ニュータウンから都心まで乗換え
なしで約23分で行けると説明された。
　実際の手続きはこれより少し遅れ、都市計画
決定がなされたのは昭和52（1977）年 3 月15日、
第 1 次分割工事の施行認可が下りたのは同年 8
月 3 日、道路下敷設工事施行の認可が下りたの
は 9 月 3 日であった。 8 月22日の市会港湾交通
委員会において、交通局は工事概要を明らかに
した。新長田駅から東に向かって、長田、上沢、
湊川、大倉山、県庁前、三宮、布引（新神戸）
の 7 駅を設置。長田駅では神戸高速鉄道と、湊
川駅では神戸電鉄と、三宮駅では国鉄・阪急・
阪神と、布引駅では山陽新幹線と、それぞれ連
絡する。完成すれば神戸市交通網の一大幹線と
なる。
　工事区間はすべて市街地のため、地表面から
掘削していくオープンカット工法を採用。事業
費は西神線より約20％アップの120億円／㎞、
総額960億円と試算された。
　昭和52年12月17日に着工となり、同月19日に
最終手続きと言える工事着手届が出された。翌

53（1978）年 2 月13日、第 1 期工事区間となっ
た兵庫区上沢－生田区（現中央区）大倉山間
4.3㎞の第一着手地点である神戸市立中央体育
館において、工事安全祈願祭がとり行われた。
　第 2 期工事区間の大倉山－新神戸間3.3㎞に
ついては、昭和54（1979）年 8 月 1 日に着工し
た。以後、第 1 期区間と第 2 期区間の工事が並
行して進められた。
　昭和56（1981）年には、 3 月20日から半年間
にわたって神戸ポートアイランド博覧会（ポー
トピア’81）が開催され、会場周辺は大変な賑
わいを見せた。そのため、道路の混雑を回避し
ようと、三宮－新神戸間の工事を一時見合わせ
たり、三宮－県庁前間は 7 月初旬まで工事を中
止した。
　ポートピア’81終了後、昭和58（1983）年の
新長田－大倉山間部分開業を目指して急ピッチ
で工事を再開。57（1982）年 1 月14日、新長田
駅の東で西神線と山手線の貫通式が行われ、両
線がつながった。そして翌58年 6 月17日には、
新長田－大倉山間4.3㎞が開業日を迎えた。こ
れによって、名谷－大倉山間約10㎞が15分で結
ばれ、ベッドタウンから都心へのアクセスが飛
躍的に便利になった。
　同日10時からの開通記念式は、大倉山駅コン

山手線建設工事は大倉山から西に向けて開始された
（昭和５3（1978）年 3 月）
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コース広場をメイン会場として、関係者ら約700
人が出席して催された。このときの市長挨拶で
は、次のように開業の意義が説明されている。
「このたびの開通区間はかつて神戸市電が走
っていたところであり、12年ぶりに地下を同
じグリーンの車体が走るわけで、一層親しみ
をもって利用いただけると思います。西神線
がニュータウンと市街地を結ぶ西の大動脈と
すれば、山手線は市街地中心部を横断する中
枢的な大動脈となるものです。」

　続いて、午前10時30分からは各駅で開駅式が
行われ、改札口前でテープカットやくす玉割り
により開駅が祝われた。その後、大倉山駅で発
車式が行われた。
　また、待望の山手線部分開通を迎えた沿線の
商店街では、地下鉄が活性化につながるものと
して歓迎ムードに溢れ、思い思いに開通記念
サービスや記念セールなどが催された。湊川公
園駅周辺の 9 商店街・市場では、開通記念の「地
下鉄まつり」を 6 月18・19日の両日にわたって
湊川公園で開催。まるで神戸まつりのような賑
わいとなった。
　なお、大倉山～新神戸間3.3㎞については、
昭和58年 2 月15日に貫通し、11月 6 日には軌道
敷設工事も完了してレール締結式が行われた。

▪西神線の延伸と山手線の全面開業
　西神線を名谷から西神中央まで延伸する計画

については、昭和55（1980）年12月13日、同区
間9.4㎞の地方鉄道事業免許を運輸大臣に申請。
約 1 年 2 か月後の昭和57（1982）年 2 月17日、
事業免許を得た。同年 8 月25日には第 1 次分割
施行認可があり、同月30日に一部で工事を開始
した。翌58（1983）年 1 月21日には起工式を挙
行し、本格的な建設に取り掛かった。工事は順
調に進み、同年12月18日には早くも名谷－学園
都市間で車両の入線テストが始まった。
　山手線と西神延伸線は、昭和60（1985）年 8
月に開催されるユニバーシアード神戸大会に間
に合うよう開業することが強く望まれていた。
また、都心・三宮への地下鉄乗入れを、神戸市
民の誰もが待望していた。
　そうした期待を受けて、工事は急ピッチで進
められた。
　一方、ソフト面でも、新神戸・三宮－学園都
市間の開通を目前に控え、開通記念事業の一環
として地下鉄シンボルマークを制定することに
なった。地下鉄の愛称「みどりのＵライン」に

新
長
田
～
大
倉
山
間
の
開
通
式

神戸市営地下鉄　シンボルマーク
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学園都市駅でのテープカット コミュニティプラザで催された開通式典

相応しいシンボルマークをということで、昭和
60年 3 月15日から 1 か月間、広く一般公募を行
った。その結果、市内はもとより全国30都道府
県より、 5 歳の幼稚園児から85歳のデザイナー
まで1,154人、2,600点の多彩な作品が寄せられ
た。
　審査は、大高猛・大高デザインプロダクショ
ン代表を委員長とするシンボルマーク審査委員
会によって行われ、東京のデザイナーの作品（一
部補作）に決定した。
　マークは誰にでもわかりやすく、親しみを
持ってもらえるよう、「Ｕ」をデザイン化した
ものである。Ｕ は地下鉄を意味する英語
UndergroundのＵであり、同時にユニバーシ
アード大会を祝うUniversiadeのＵを意味する。
斜めになったＵは鳥の翼の形を表し、スピード
感のある高速鉄道を象徴している。マークのメ
インカラーはグリーン（使用色：DIC216）で、
車体の色であるグリーン、そして緑地の保全と
緑化の推進を図っている市政のイメージを表現
している。
　こうして制定されたシンボルマークは早速、
最後の仕上げにかかっていた駅舎や、開通記念
印刷物、また車両などに幅広く意匠され、晴れ
の開通の日を迎えようとしていた。
　そして昭和60年 6 月18日、山手線の新神戸－
大倉山間3.3㎞と名谷－学園都市間3.5㎞が開業
し、58年に開通した新長田－大倉山間と合わせ

て、新神戸から学園都市まで16.8㎞のレールが
つながった。
　新たに営業を開始した駅は、西神線の名谷以
北の総合運動公園、学園都市と、山手線の大倉
山以東の県庁前、三宮、新神戸の 5 駅。このう
ち総合運動公園駅は、 8 月に開催されるユニバ
ーシアード神戸大会のメイン会場である神戸総
合運動公園の最寄り駅である。大会の開幕に向
けて、会場と都心を結ぶ動脈が整ったことにな
る。また、神戸市営地下鉄の開業以来 8 年の歳
月を経て、念願であった都心への乗入れが実現
した。
　 6 月18日の営業開始当日、新神戸駅では午前
5 時26分発の一番列車、もう一方の始発駅であ
る学園都市駅では 5 時35分発の一番列車を前
に、局内関係者が出席してそれぞれ発車式を行
った。学園都市駅ではそれに加え、市バス・山
陽バス・神姫バスの同駅前乗入れを記念して、
バスの共同発車式も催された。
　開通式典は、同日午前10時30分から、学園都
市駅の北側に新設された広場「コミュニティプ
ラザ」で挙行され、約1,200人が列席した。挨
拶に立った宮崎市長は、「この開通によって、
地下鉄は市の交通体系の中核として、市民生活
の向上、神戸の発展に大きく寄与できるように
なりました。さらに工事を進め、北神急行電鉄
の開業によって文字どおり“みどりのＵライン”
完成に努めます」と述べた。
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　開業当日の乗客数は15万4,400人、開業後 1
週間の 1 日平均乗客数を見ても13万5,700人で、
それ以前の約1.6倍に急増した。市民がいかに
都心直結を熱望していたかが、この数字からも
読み取れる。
　都心への乗入れに伴い、輸送力も増強した。
新たに車両20両を投入し、75両（15編成× 5 両）
体制とするとともに、運転本数を13本増便。朝
のラッシュ時を中心に、運転間隔もさらに短く
した。

▪西神・山手線の全線開通
1 ．始発式
　学園都市－西神中央間の工事は急ピッチで進
められ、昭和61（1986）年10月30日には建設途
上の西神中央駅でレール締結式が行われた。そ
して翌62（1987）年 3 月18日、学園都市－西神
中央間5.9㎞が開業し、伊川谷と西神中央の 2
駅が営業を開始した。これで、西神・山手線
22.7㎞の区間がついに全線開通を迎えることと
なった。建設着工以来15年余り、幾多の難工事
を乗り越えて、神戸市内の大動脈が動き始めた
のである。西神地区から三宮へは、32分で直結
することになった。
　当日、まだ夜も明けきらない西神中央駅で、
営業一番列車の始発式が催された。 2 番線ホー
ムで坪田交通局長らによるテープカットが行わ
れた後、午前 5 時24分発の一番列車が約100人

の乗客を乗せて出発した。
　また、全線開通に伴って西区を中心とするバ
ス路線網が再整備され、その拠点として西神中
央駅前バスターミナルがつくられた。同日午前
6 時からは、市バスと神姫バスによる共同発車
式がバスターミナルで行われた。両社の関係者
が見守るなか、 6 時16分発の市バス、18分発の
神姫バスが相次いで発車した。

2 ．記念イベント
　全線開通式典は午前10時30分から、学園都市
駅北のユニバドームで約1,500人の列席により
実施された。宮崎市長は、「開港120周年の記念
すべき年に全線開通したことは誠に意義深く、
市の均衡ある発展と経済活性化に寄与するもの
と確信します」と力強く挨拶した。
　この日を中心に、全線開通を祝うたくさんの
記念イベントが沿線などで催された。Ｕライン
杯市民ゴルフ大会やラグビー招待試合「全早大
－神戸製鋼」をはじめとする12のスポーツイベ
ント、地下鉄市民試乗会、スタンプテーリング、
パネル展「神戸の交通展」などである。また、
開通ポスターや記念テレホンカードを作成し、
人気女性タレントを起用した駅貼りポスターが
盗まれたり、テレホンカードが早々に売り切れ
るなど、市民の人気を呼んだ。

全
線
開
通
式
典
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3 ．ダイヤ改正
　全線開業に先立つ 3 月 8 日、運転ダイヤを改
正した。新たに15両の新造車両を投入し、18編
成（90両）体制として、運転本数を大幅に増便
した。新神戸－名谷間は平日145本だったのが
148本に、名谷－学園都市間は96本だったのが
104本に、という具合である。新しく開業した
学園都市－西神中央間は、 1 日91本の運転で、
運転間隔は朝ラッシュ時 6 ～ 8 本、夕ラッシュ
時 6 ～12分、昼間時15分である。
　全線開業後 1 か月間の乗客数は15万6,461人
で、それ以前の 1 か月間に比べて 1 万9,000人
余り（13.8％）の増となった。新しくできた駅
については、西神中央駅が約6,500人。伊川谷
駅が約1,000人で、ほぼ当初予測のとおりで
あった。

▪建設費と財源
1 ．建設費
　新神戸－西神中央間の営業キロ数は総計で
22.7㎞、建設費総額は約2,508億円である。路
線別に見ると、次のとおり。

全線開業前後のダイヤ編成
～ 3月 8日 （平日）

区　　　間 新神戸－
名谷

名谷－
学園都市

学園都市－
西神中央

運 転 本 数 145本 96本 81本

運
転
間
隔

朝ラッシュ 4分	 8 分 8 分

昼 間 7分30秒 15分 15分

夕ラッシュ 6分 6分 6分～12分

3 月 8 日～ （平日）

区　　　間 新神戸－
名谷

名谷－
学園都市

学園都市－
西神中央

（参考）
新神戸
－谷上

運 転 本 数 148本 104本 91本 90本

運
転
間
隔

朝ラッシュ 3～ 4分 6～ 8分 6～ 8本 6～ 8分

昼 間 7.5分 15分 15分 15分

夕ラッシュ 6分 6分 6～12分 6 ～12分

・山手線（新神戸－新長田間）
営業キロ数は7.6㎞で建設費は1,458億円（キ
ロあたり192億円）。神戸の市街地中心部の道
路下を走っており、三宮、県庁前付近の 2 ㎞
については、道路幅員の関係で 2 階建て構造
となっている。

・西神線（名谷－新長田間）
営業キロ数は5.7㎞で建設費は625億円（キロ
あたり110億円）。全長の90％が地下構造だが、
55％が山岳トンネルで占められている。また
建設年が昭和47（1972）～51（1976）年とい
うこともあって、地下鉄としては比較的低い
建設費である。

・西神延伸線（名谷－西神中央間）
営業キロ数は9.4㎞で建設費は425億円（キロ
あたり45億円）。80％が地上部で占められて
おり、構造物も高架、橋梁及び土工（路盤）
を主としている。土木構造物は山手線に比べ
ると格段に安価である。

2 ．建設資金
　財源については、総建設費2,508億円の95.6
％となる2,398億円を地方債の発行で賄った。
発行総額の10％にあたる240億円については、
市の一般会計で発行され、高速鉄道事業会計に
出資金として繰り入れることとなった。地方債
の残り2,158億円については、企業債として発
行され、高速鉄道事業会計がその元利償還をし
ている。
　また、開発者負担金として64億円を収入して
いる。これは、ニュータウン開発者負担制度に
基づき、施工基面以下の土木構造物に要した工
事費の 2 分の 1 の額をニュータウンの開発事業
者である神戸市開発局が負担したものである。
開発者負担としてはほかにも、鉄道用地を素地
価格で開発者から譲渡されている。
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3 ．補助金
　補助金として、名谷－新神戸間については地
下高速鉄道建設補助制度（地下鉄補助）、名谷－
西神中央間についてはニュータウン鉄道建設費
補助制度（ニュータウン線補助）が採用された。
　上記のうち地下鉄補助は、次の算式で求めら
れる額が、対象となる工事等が行われた年の翌
年度から10年分割で、国と地方（市の一般会計）
の折半により交付された。

　　（直接工事費＋建設利息）×0.9×0.7

　ニュータウン線補助は、次の算式で求められ
る額が、対象となる工事等が行われた年の翌年
度から 6 年分割で、国と地方（市の一般会計）
の折半により交付された。

　　（直接工事費－開発者負担金）×0.9×0.36

　交付額は上表のとおりで、地下鉄補助は計
892億1,100万円、ニュータウン線補助は計64億
7,800万円、総合計956億8,900万円となってい
る。
　これらの補助金の会計方式は、地下鉄補助、

ニュータウン線補助のいずれについても営業外
収益として経理され、営業開始後、乗客数が比
較的少ない期間の経営安定化を図る運営費補助
の考え方が採り入れられている。
　もう 1 つの補助金として、地下高速鉄道事業
助成金がある。昭和47～51年（地下鉄補助制度
の補助率が66％の期間）に発行された地下鉄事
業債の支払利息相当額を対象として、昭和58

（1983）年度以降10年間にわたって助成金が交
付される仕組みであった。

▪開業後の状況
1 ．開業当初の状況
　開業時の運行ダイヤは、平日86往復、休日73
往復で、運転間隔は、午前ラッシュ時で 7 分30
秒、昼間時15分、午後ラッシュ時10分であった。
初めての地下鉄営業であり、ダイヤの編成に際
しては輸送需要予測に困難を極めたが、団地か
ら都心への流れを主流に考え、須磨ニュータウ
ンの開発進捗度なども踏まえて検討した運行計
画であった。
　運賃は対距離区間制を採用するとともに、初

国庫補助金13億円（0．5%）

一般会計補助金13億円（0．5%）

その他20億円（0．8%）
開発者負担金64億円

（2．6%）

大　蔵

　571億円

郵　政

356億円

公　募

351億円

共済41
億円

公　庫　727億円

縁故
112億円

一般会計
　出資金
　240億円

　

　（9．6%）

企業債　2,158億円
（86．0%）

建設費総額
2，508億円

建 設 資 金 内 訳 補 助 金 の 推 移

補助金受入額（百万円）

地下鉄 ニュータウン

補　

助　

金　

受　

入　

年　

度

47～55年度 25,002 25,002

56 5,632 5,632

57 5,837 5,802 35

58 7,322 7,214 108

59 7,436 7,036 400

60 6,691 5,869 822

61 8,221 7,331 890

62 7,586 6,842 744

63 7,740 6,519 1,221

1 8,844 7,606 1,238

2 5,378 4,358 1,020

合　計 95,689 89,211 6,478
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乗運賃については周辺の地下鉄などを参考にし
て、1 区（ 3 ㎞まで）大人80円、2 区（ 3 ～ 6 ㎞）
100円とした。
　当時の神戸市営地下鉄は、乗客数がニュータ
ウンの入居状況に大きく影響される運命にあっ
た。開業時の名谷駅周辺は、まだニュータウン
とは名のみで、ダンプカーが砂煙を上げて行き
交う“荒野”であった。そのため、午前ラッシ
ュ時でも車内は閑散としており、混雑率は60～
70％にとどまっていた。「空気を運ぶ地下鉄」
と揶揄する向きもあったほどである。
　開業から 8 か月を経た昭和52（1977）年11月
18日に実施した交通調査でも、終日乗客数は 2
万2,517人、駅別では名谷駅約8,000人、妙法寺
駅約2,000人、板宿駅約5,000人、新長田駅約
7,000人といった状況であった。

2 ．開発の進展と乗客の増加
　しかし、昭和53（1978）年 4 月に落合団地、
54（1979）年 4 月に横尾団地の入居が始まるな
ど、開発が進展するにしたがって地下鉄利用者
も徐々に増え、昭和54年 4 月には 3 万6,000人
という乗客数を記録した。昭和55（1980）年 3
月15日には、ニュータウンの中核的な商業施設
となるショッピングセンター「須磨パティオ」
が名谷駅前にオープンし、団地外からも買い物
客を誘引することになった。須磨パティオは、
百貨店（売場面積 1 万㎡）、量販店（同7,000㎡）
の大型店を中心に、専門店（同5,000㎡）、娯楽・
飲食店群（同4,000㎡）によって構成される大
規模商業店舗モールである。
　こうして乗客数は順調に伸び始めた。昭和54
年春頃にはラッシュ時の平均乗車率が121.9％
に高まり、最混雑列車では154.3％に達した。
昭和55年度には、年間1,651万人、 1 日平均 4
万5,238人と、開業時のほぼ 2 倍になり、朝の
ラッシュ時の平均乗車率は140％とさらにアッ
プした。

3 ．輸送力増強策
　神戸市交通局は輸送力増強のため、昭和56

（1981）年 4 月 5 日から車両数を、従来の 6 編
成から 2 編成増強。 8 編成32両体制とするとと
もに、運転ダイヤも改正した。改正後の運転本
数は、平日101本、休日91本と、開業時よりそ
れぞれ15本、18本増えた。運転間隔は、朝のラ
ッシュ時で 6 分、夕方のラッシュ時で10分、昼
間時12分となった。昭和58（1983）年 3 月から
は、従来の 4 両連結編成に客車を 1 両連結し、
5 両× 8 編成で運行を開始した。この増結によ
って、朝のラッシュ時の乗車率は160％から127
％へ大幅に緩和された。
　さらに、山手線の部分開業にあわせて昭和58
年 6 月からは、 5 両×11編成に増強。運転本数
は平日109本、休日92本、運転間隔は朝のラッ
シュ時で 6 分、夕方のラッシュ時で7.5分、昼
間時12分と、特に夕方の混雑緩和を図った。
　乗客数も増え続け、昭和58年度の 1 日平均乗
車人員は 6 万8,291人（前年度比22.5％増）、昭
和59（1984） 年 度 は 7 万7,526人（13.5 ％ 増 ）
となった。昭和58年 8 月31日には、通算乗客数
が 1 億人を突破した。また、55～57（1982）年
度の乗車人員のうち定期券利用者が64～65％を
占めていたのに対し、58・59年度は61％弱に減
少した。これは、地下鉄が単にニュータウン居
住者の通勤通学の手段として利用されるだけで
はなく、より多様な理由で都心に移動する際の
便利な交通手段として定着してきた証といえる。

北神急行との相互直通運転2

▪北神急行電鉄株式会社の設立
　六甲山系の北に位置する北神地域は、戦後
次々に神戸市と合併し、現在では市域面積の約
45％（241.85㎢）を占める広大な地域である。
従来は山林と農地が主であったが、昭和40
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（1965）年頃から丘陵地を利用した宅地開発が
急激に進展し、人口は増え続けた。
　しかし、この地域と都心部を結ぶ鉄道は神戸
電鉄のみであった。しかも、神戸市北部だけで
なく北は三田、西は三木・小野に至る広大な圏
域が都心部への通勤圏となっており、そこに住
む人々の多くが鈴蘭台を経由して新開地へ至る
ルートを利用している。神戸電鉄では利用者の
増加に対応するため、三田線の一部で複線化工
事や公園都市線の建設などを行ってきたが、そ
れ以上に乗客の増加は続いた。神戸電鉄の湊川
駅及び神戸高速鉄道の新開地駅は、地下構造で
あるため物理的に最大編成車両は 6 両が限度
で、運転間隔を短縮するにも限界があった。
　神戸市は「総合基本計画」の中で、市民交通
機関の整備の一環として北神線の建設を打ち出
した。北神地域の人口増加に対応するとともに、
神戸電鉄鈴蘭台－湊川間の混雑緩和を図るた
め、北神地域と既成市街地を結ぶ鉄道の建設を
促進する、との趣旨である。
　昭和52（1977）年 9 月22日、兵庫県と神戸市
は北摂・北神地域鉄軌道委員会を設置し、神戸
電鉄の輸送力を補完する新線整備について検討
を行った。その結果、市民交通機関の整備の一
環として北神線の建設が打ち出された。北神地
域の人口増加に対応し、かつ神戸電鉄鈴蘭台－
湊川間の混雑緩和を図るため、北神地域と既成
市街地を結ぶ鉄道の建設を促進するという方針
である。
　これを受けて昭和54（1979）年10月 9 日、民
間資本100％となる北神急行電鉄株式会社が設
立された。出資内訳は、神戸電鉄と阪急電鉄が
各33％、その他34％である。

▪北神急行線の建設
　北神急行線は、新神戸駅から六甲山をトンネ
ルで貫いて北上し、神戸電鉄有馬線の谷上駅と
接続する路線で、昭和55（1980）年 3 月、新神

戸－谷上間7.5㎞の鉄道事業免許を受け、57
（1982）年 3 月に着工した。
　建設は、日本鉄道建設公団による民鉄線工事
方式で行われた。建設キロ7.9㎞のうち、新神
戸から 4 ㎞までのトンネル部を同公団が担当
し、その他を北神急行電鉄が施工するという方
式である。総建設費は約555億円に上った。ト
ンネル延長は7,276ｍで、これは当時の民鉄線
のトンネルの中で最長であった。また、谷上駅
の建設に合わせて神戸電鉄谷上駅を南へ約120
ｍ移設し、両社線のプラットホームが隣接した
一体構造の総合駅とした。

▪直通運転の開始
　そして昭和63（1988）年 4 月 2 日、北神急行
線谷上駅－新神戸駅間が開業し、同時に神戸市
営地下鉄と北神急行との相互直通運転が開始さ
れた。
　相互直通運転は当初から予定されていたもの
で、昭和54（1979）年 8 月 4 日、神戸市と北神
急行電鉄との間で、「相互直通運転に関する覚
書（名谷－谷上駅間）」に調印が行われている。
これをもとに、次のようなルールが取り決めら
れた。
①　神戸市・北神急行それぞれの車両の主な規

格仕様を統一し、接続駅である新神戸駅で乗
務員が交替・引継ぎを行う。

②　列車の貸借関係は、自社保有列車の他社走
行キロ数が等しくなるよう相互に直通運転を
行うことで相殺する。

③　接続駅である新神戸駅は、北神急行との共
同使用駅として、建設費、運営経費について
は共同負担とする。ただし、新神戸駅の運営
管理は従来どおり神戸市が行う。

　北神急行開業時の直通運転本数は、名谷－谷
上間が平日17本、学園都市－谷上間が 9 本、西
神中央－谷上間が64本、計90本であった。これ
によって、谷上－三宮間が乗換えなしで結ばれ、
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それまでの神戸電鉄谷上駅から新開地を経由し
て三宮に至るルートに比べ、30分もの大幅短縮
となった。
　市営地下鉄では、直通運転の開始に合わせて
輸送力の増強を行った。モデルチェンジした新
造2000形の車両 4 編成を新たに導入して、110
両体制とした。運転本数は、朝のラッシュ時に
増便して運転間隔を 1 ～ 2 分短縮した。

経営安定化の取組み3

　地下鉄事業には、建設費など多大な先行投資
を必要とする。神戸市営地下鉄も、開業後は債
務の償還を計画どおりに進め、健全な経営を維
持していくため、様々な工夫を重ねて乗客増に
努め、乗車料金の収入増を図るとともに、広告
や付帯事業を積極的に展開して多角的な収入の
道を確保するべく努力を重ねた。広告では、車
両の中吊り広告や駅の内照式広告といった一般
的なものに加えて、車両の外壁面への広告、車
両内のステッカー式の広告、プラットホームの
乗車位置表示の広告、改札機のステッカー広告
など、多様な広告媒体の活用に取り組んだ。
　営業路線の延伸により駅舎などの施設が増加
するのに伴い、駅ビルや業務ビルの中に商業床
を設けるほか、事業用地や空間を積極的に活用
し、テナントを誘致して賃料収入による収益増

を図った。特に斬新なアイデアとして注目を浴
びたのが、軌道上に人工地盤を造成してその上
に建設した百貨店ビルである。西神中央駅の手
前部分の掘割に蓋をする形で人工地盤をつく
り、その上に百貨店ビルと駐車場を建設した。

▪乗客増対策
　定期客以外の乗客誘致のため、年間を通じて
各種のイベントを実施してきた。主なものとし
ては、 8 月 1 日の「市営交通の日」イベント、
夏休みの「親子施設見学会」「地下鉄ファミ
リー号ペイント大作戦」、10月14日の「鉄道の日」
イベントなどである。
　乗客増対策の 1 つとして、マイカー利用者を
地下鉄に誘導するパーク・アンド・ライドにも
取り組んできた。
　乗客誘致に資することになった沿線の施設の
一つに、昭和63（1988）年 3 月に神戸市総合運
動公園内にオープンした野球場「グリーンスタジ
アム神戸」がある。両翼99.1ｍ、中堅122.1ｍで、
公認野球規則に定められた大きさを満たす数少
ない野球場である。当初はオリックス・ブルー
ウェーブの本拠地となっており、震災直後の平
成 7 （1995）年・ 8 （1996）年にはオリックス
がパシフィックリーグを連覇し、市民を大いに
力づけた。

市営地下鉄西神中央駅
北神急行谷上駅
直通運転開始記念式典
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▪禁煙タイムの全駅導入
　昭和58（1983）年12月20日からは、全駅で禁
煙タイムが導入された。朝の最混雑時間帯（ 1
時間）の乗車率が約150％に達したことから、
ラッシュ時のトラブルを未然に防ぎ、駅構内の
快適性を保つ狙いで実施に踏み切ったものであ
る。午前 7 時～ 9 時、午後 5 時～ 7 時という朝
夕 2 時間を禁煙タイムとして設定した。
　当時、神戸市内のほかの鉄道駅では、阪急三
宮駅で昭和55（1980）年 9 月から、阪神三宮駅
で昭和58年 4 月から、神戸高速鉄道の 2 駅で昭
和55年11月から、それぞれ禁煙タイムが実施さ
れていた。したがって、全駅実施は神戸市にお
いては画期的なことであった。一方、全国の公
営交通に目を転じると、 7 都市・団のうち札幌
市、東京都、京都市、福岡市の 4 都市が全駅実
施しており、神戸市は 5 番目の導入となった。

▪ユニバーシアード大会・
　グリーンエキスポへの支援
　前述のとおり、地下鉄新神戸・三宮－学園都
市間の開業は、ユニバーシアード神戸大会の開
催にあわせることを一つの大きな目標に置いた
ものであった。同大会は昭和60（1985）年 8 月
24日に開幕、 9 月 4 日までの12日間を会期とし
た。また、これをはさむ形で、もう一つの大き
なイベントが神戸総合運動公園で開催された。

同年 7 月21日から11月 4 日までを会期とするコ
ウベグリーンエキスポ’85である。この二つの
イベントに際して、神戸市営地下鉄としては初
めて一定期間にわたるイベント客の計画輸送を
実施した。

⑴ コウベグリーンエキスポ’85
　まず昭和60年 7 月21日、コウベグリーンエキ
スポ’85が開幕した。正式名称は第 3 回全国都
市緑化フェアで、「人と緑のふれあい」をテー
マに、宮崎市長を会長とする神戸グリーンフェ
ア実行委員会が主催した。昭和60年は、神戸市
が推進してきたグリーン作戦の15周年にあた
り、県の全県土公園化構想と合わせて神戸の
新・緑化元年を広くアピールするねらいがあっ
た。また、総合運動公園の完成披露という意味
合いもあった。
　56haの会場には、10館のパビリオンや大花
壇が設けられ、敷地全体が色とりどりの花と緑
で飾られた。また、神戸と友好都市提携を結ぶ
中国・天津市から、孫悟空のモデルとされる金
色の猿・金

きん

絲
し

猴
こう

が 2 頭と、中国にしかいないミ
ニ馬・ 果

か

下
か

馬
ば

が 2 頭やってきて、来場者の人
気を集めた。107日間の会期中に221万4,107人
が訪れ、11月 4 日大盛況のうちに無事閉幕した。

⑵ ユニバーシアード神戸大会
　同年 8 月24日には、ユニバーシアード神戸大

グリーンエキスポ’8５会場風景
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会が12日間にわたる熱戦の幕を開けた。この大
会は国際大学スポーツ連盟（FISU）が主催す
る学生スポーツの祭典で、2 年ごとに開催され、
神戸大会は13回目であった。106か国から4,352
人が参加する史上最大規模の大会となり、前年
のロサンゼルスオリンピックでは参加をボイコ
ットしたソ連からも、多数の選手が派遣された。
多くの市民が裏方として大会運営に関わったの
も大きな特徴で、8,368人（延べ 4 万2,000人）
のボランティアが各方面で活躍した。会期中は
約86万人の観客を集め、神戸の街を熱気と興奮
で包んだ。
　神戸市交通局ではこれら 2 つの大イベントを
輸送の面から支えるため、特別態勢を組んで臨
んだ。ダイヤの面では、グリーンエキスポ’85
の開幕以降ユニバーシアードの閉会まで、名谷
駅止まりの西行き列車を学園都市駅まで延長運
転した。平日77本、休日72本の学園都市駅行き
定期列車に加え、午前 9 時から午後 9 時までの
間、平日28本、休日25本を延長運転して来場者
の足を確保した。また券売対策として、往復乗
車券の券売機を三宮（ 3 台）、新神戸、湊川公園、
新長田、板宿（以上各 1 台）の 5 駅に設置し、
帰りの乗車券をあらかじめ購入できるようにし
た。
　加えて、特に混雑が予想されるユニバーシ
アード大会の開幕日と閉幕日には、臨時増発や
臨時乗車券発売所の設置といった対応をとっ

た。臨時増発については、開会式・閉会式の開
始時刻・終了時刻に合わせて 8 ～17本の増発を
行い、平均 4 ～ 5 分間隔で運転した。臨時乗車
券発売所は陸上競技場周辺とグリーンエキスポ
会場周辺に設け、開会式には28窓口、閉会式に
は18窓口で手売り発売を行った。
　ユニバーシアード大会終了後も、グリーンエ
キスポ’85開催期間中は延長運転や臨時増発を
継続した。延長運転については、 9 月 5 日から
30日まで、土曜・休日の午前 9 時～午後 6 時の
時間帯にそれぞれ21往復・19往復を学園都市ま
で延長。10月 1 日から閉幕までは、これに加え
て平日も21往復を延長運転とした。会期終了直
前の11月 3 ・ 4 日には、多数の駆け込み入場者
を想定して、延長運転に加えて西行き33本、東
行き30本の臨時便を増発した。

⑶ 阪神タイガース優勝
　なお、この年の秋はもう一つのイベントが待
っていた。プロ野球で阪神タイガースが、21年
ぶりの日本一に輝いたのである。神戸市交通局
では10月 9 日から30日までの間で計11日間、地
下鉄三宮駅コンコースにタイガースショップを
出店した。虎マーク入りのメガホンやハッピと
いった応援グッズ、サインボール、キーホルダ
ーなど81種類の商品を公済会の特設売り場で販
売し、タイガースファンの人気を集めた。

ユニバーシアード神戸大会開会式
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総合運動公園駅
グリーンスタジアム神戸を
望む

乗車券サービス4

▪連絡定期券
　乗客の利便性向上を目指したサービスの一つ
として、昭和55（1980）年 4 月に地下鉄・市バ
ス連絡定期券を発売した。それまでは地下鉄と
市バスで別々に定期券を買わなければならな
かったのを、 1 枚の定期券にまとめたものであ
る。当初の料金は単純に両方の定期券を合算し
た額であったが、昭和60（1985）年 6 月からは
地下鉄・市バスとも10％の乗継ぎ割引を導入し
た。
　同時に、他社の鉄道（阪神、阪急、ポートラ
イナー）との連絡定期券も発売した。連絡定期
券については、同62（1987）年12月に山陽、63

（1988）年 4 月には神戸電鉄、北神急行も加わ
った。また、バス・地下鉄の連絡定期券につい
ては、市バスまたは市バスと共同運行する民営
バスの間に限り発行していたが、昭和63年 3 月
からは、神姫バス単独運行路線との間にも拡充
した。

▪回数券
　昭和57（1982）年10月から回数券の販売を開
始した。10枚分の料金で11枚つづりの乗車券が
購入できるサービスで、割引率は9.1％、有効

期間は発売日から 3 か月間。翌58（1983）年 4
月からは、自動券売機でも回数券を購入できる
ようにした。

▪Ｕラインカード
　昭和63（1988）年 3 月には、カード時代に対
応した地下鉄専用プリペイドカード「Ｕライン
カード」の発売をスタートした。乗客にとって
は、現金を用意しなくてもカード専用券売機で
スピーディーに乗車券を購入できるという利便
性があり、また神戸市交通局としては、高まり
つつあったカードの人気を増収につなげようと
いう意図もあった。
　第 1 回発売では、1000円券 3 種類、3000円券
2 種類を用意し、3000円券については3,200円
分が利用できるプレミア付きであった。1000円
券のデザインは「2000形新型車両」「神戸市立
農業公園」「ラインの館」、3000円券は「相楽園」

第 1 回発売「地下鉄専用Uラインカード」
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「太山寺」である。その後も、沿線の名所や施
設等をシリーズ化して発売し、好評を博した。
また、カード利用者の経費負担で自由に券面の
デザインができるフリーデザインカード（500
円券）も発売した。

市バス路線の再編成1

　市電路線の撤去に伴い、神戸市交通局は、昭
和43（1968）年 4 月の第 1 次から46（1971）年
3 月の第 4 次まで代行バス路線を順次整備して
いった。しかし、在来のバス路線と重複する部
分も多く、利用者からは「バス路線がわかりに
くくなった」との声が高まっていた。そこで、
ルート重複等の無駄を省くため市バス路線の見
直しを行った。
　昭和47（1972）年11月22日の市会港湾交通委
員会において、第 1 次バス路線再編成計画が公
表され、12月 4 日から実施された。「短時間で
目的地へ、そしてバス利用者がひと目でわかる
運行経路」が基本コンセプトで、市内系統69本
のうち19本を、次のように 3 大幹線として整備
した。系統を統合して同一系統の運行回数を多
くしたので、待ち時間を短縮できた。また、こ
れまで乗継ぎしなければ行けなかった区域が、
東西を結ぶ長距離系統の実現によって直通利用
できるようになった。
①　石屋川を起終点に、山手－東尻池－栄町を、

山手先行と浜手先行の 2 通りで走る「東循環
路線」

②　衣掛町を起終点に、山手－三宮－吉田町を

バス事業の再編と
経営合理化

第3節

同じく 2 通りに走る「西循環路線」
③　吉田町を起終点に、西出町－夢野－東尻池

を、同様に 2 通りで走る「中央循環路線」
　第 1 次バス路線再編成でもう 1 つの柱となっ
たのは、兵庫区と灘区で「区民バス」を新設し
たことである。市民が日常的に利用する区役所、
病院、商店街など、区内の主な公共施設を結ん
で走るもので午前10時から午後 4 時の遊休バス
車両の活用もねらいとしていた。昼間客の利用
を喚起するためのテストケースとしても全国的
に注目を集めた。当初は 6 か月間のテスト運行
とし、利用状況によっては廃止するという計画
でスタートした。

▪全市バス路線を再編
　昭和52（1977）年 3 月に行った地下鉄西神線
関連の市バス路線再編成に続いて、同年 7 月 1
日には旧市内を中心とする全市バス路線の再編
成を実施した。この再編成は、昭和期における
神戸市交通局事業の中でも、阪神大風水害から
の回復、電力国家統制への対応、戦災復興、そ
して市電全廃に次ぐ大規模な改変であった。
　この時期の市バス事業は、交通事情の変化な
どによって10年間で乗客数が半減するという極
めて厳しい状況にあった。昭和52年度の決算で
は、 1 日あたり約900万円の赤字を出し、累積
赤字額は160億円に達していた。
　昭和51（1976）年度から、こうした厳しい経
営状態からの脱却を目指して、ワンマン化の推
進とあわせて従来の64路線を54路線に減らし、
総営業キロ数を333㎞から300㎞へと約10％縮小
するとともに、 1 路線あたりの平均延長距離も
これまでの10.7㎞から8.0㎞に短縮したのであ
る。

▪地下鉄延伸と市バス路線再編成
　昭和60（1985）年 6 月18日の地下鉄延伸（新
神戸・三宮－学園都市間開業）に伴い、市バス
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は 8 年ぶりに路線再編成を行った。前年 8 月27
日には、神戸市交通事業審議会によって「神戸
市バス路線再編成の考え方に関する答申」が出
されており、これに沿って実施されたものであ
る。答申における再編成の基本的考え方は、次
のとおり。
①　地下鉄開通に伴う再編成

　地下鉄と近接し、あるいは並行している区
間は、路線の統廃合または運行回数の調整等
により対応すべきである。また、新規需要地
域に対しては、採算面を適正に考慮して効率
的な路線の新設・増強を行っていく必要があ
る。

②　運行効率の適正化
　次の観点に立って路線のあり方を見直し、
運行効率の適正化を図っていくべきである。
・路線を単純化しわかりやすくする。
・運行効率の低い路線は運行時刻や回数を調

整する。
・乗客数が少ない路線は中型バスの導入につ

いても研究する。
③　乗客サービスの充実と乗客増対策

　次の施策を積極的に推進し、乗客サービス
の充実と乗客増を図る努力が望まれる。
・団地地域では始・終発時刻の延長を検討す

る。
・停留所の位置、間隔の見直しによって乗客

増が期待できる場合はその具体化を検討す

る。
・運行管理システムの導入を検討する。

　以上のような考え方を踏まえ、次の 3 点を基
本方針として再編成が実施されることになっ
た。
①　地下鉄開通に伴う再編成

　地下鉄・バスを有機的に結び、効率的な乗
客輸送が図れるよう、地下鉄の近接・並行区
間の路線を廃止または運行回数を調整。また、
ニュータウンなど乗客の新規需要が見込まれ
るところでは、路線の新設・延長や増強を実
施

②　運行効率の適正化
　路線を単純化し、「わかりやすくて乗りや
すい市バス」を目指すとともに、乗客数に見
合った運行回数に調整

③　乗客サービスの充実と乗客増対策
　バスの特性である手軽さ、便利さを十分に
発揮できるように、団地路線の始・終発時刻
の延長を図るとともに、停留所を増設

ワンマン化の推進2

▪試験的導入から本格スタートまで
　市バスのワンマン運行は、第 5 章第 4 節で述
べたように昭和35（1960）年12月15日から一部

学園都市駅前バスターミナルでの市・山陽・神姫 3 社合同バス発車式
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で試験的に導入された。その後ワンマン化はな
かなか進まなかったが、第 6 章第 3 節で記した
とおり、昭和41（1966）年 5 月 1 日から 7 系統

（29系統含む）及び26系統について終日ワンマ
ン運転を実施。本格的なワンマン化がスタート
した。翌42（1967）年 8 月20日からは、 2 系統

（三宮駅前－阪急六甲）及び18系統（三宮駅前
－摩耶ケーブル下）がワンマン運行を開始し、
12月20日には17系統（三宮阪神前－外大前）も
続いた。これによって、10.3％だったワンマン
化率は23.1％に拡大した。なお、ツーマン車の
購入は昭和51（1976）年 2 月が最後となった。

▪ 2 区間ワンマン
　昭和46（1971）年 6 月21日から、白川台団地
の入居者増加に伴い 5 の 9 系統板宿－白川台
6.983㎞を新設。次いで 7 月12日には、 1 系統
石屋川－板宿のワンマン運転が始まった。この
1 系統は、市バスとしては初めて 2 区間ワンマ
ン運転となった。また、民間各社で行われてい
る整理券方式でなく、相互信頼を前提とする申
告制を採用したことも注目される。
　同日には、63系統有馬口駅－有野団地も、開
業後 1 年足らずでワンマン運転に移行した。こ
れは、北区箕谷の山田操車場から有野団地内の
有野操車場（バス収容力25両）に担当が替わっ
たことに伴うものである。同年 8 月16日からは、
布引運輸事務所より朝夕回送されていた有野線

と独立操車場だった箕谷線が、すべて有野操車
場に統合された。

▪ワンマンバスの拡大
　市営地下鉄の建設が進むにつれ、市バスの合
理化による地下鉄要員の確保が要請されるよう
になり、ワンマン化への動きが活発化していっ
た。そして昭和51（1976）年11月26日には、 4
系統、72系統、 6 の 5 系統でワンマン運行がス
タートした。
　これら一連のワンマン化によってバス部門か
ら生じたマンパワーは、地下鉄部門で活躍する
ことになった。
　その後もワンマン化は進められ、昭和56

（1981）年 4 月26日からは19系統（阪神御影－
鴨子ヶ原）が全線ワンマン運転となった。さら
に翌57（1982）年 4 月12日からは、111系統（箕
谷駅前－衝原）の多区間ワンマン運転を実施し、
ワンマン化率は99.6％となった。

▪車両のワンマン化
　ワンマンバスの運行には、当然ながらワンマ
ンに対応した車両が必要である。神戸市交通局
では昭和35（1960）年12月に、ワン・ツーマン
仕様のいすゞ車 6 両を導入し試験運行。昭和39

（1964）年頃から、新車購入に際しては一部を
除いてワン・ツーマンもしくはワンマン車両に
する方針を打ち出した。

昭和3５年式　ワン・ツーマン車　いすゞBR1５
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▪後ろ乗り前降り方式への統一
　ワンマン化が進みつつあった昭和48（1973）
年 2 月25日、舞子線など一部を除いて「後ろ乗
り前降り」方式に統一された。この方式には次
のようなメリットがある。
・乗客がバスの進行方向に進むため、スムーズ

な車内整理ができる。
・料金後払いのため、走行中でも支払い準備が

できる。
・乗車未済事故が防げる。
　乗降方式転換に際しては、側面経由幕の後方
への移設、危険物持ち込み禁止の法定放送装置
やインターホンの取付けのほか、乗降事故防止
のため次のような設備工事が行われた。
・大型車外用バックミラー及び大型室内ミラー

の取付け
・車外照射灯及びステップ灯の取付け
・乗車作業灯を後扉戸袋上部外側に取付け
・ステップ確認ブザー及び安全装置（ステップ

に足をかけた状態又は握り棒を持った状態で
は開扉しない装置）の取付け

・後輪巻き込み防止装置（中央扉車のみ）の取付け

▪料金箱の変遷
　ワンマン運行の普及に伴い、料金箱（料金収
受装置）も進歩した。その主なものは以下のと
おり。
＜昭和35（1960）年＞

ワンマン試験運行時のワン・ツーマン車に投
げ込み式料金箱（富士式）を設置した。

＜昭和44（1969）年＞
ワンマン用料金箱を富士式からレバー式両替
機のついたネプチューン式に変更した。

＜昭和45（1970）年＞
ワンマン全車にNEC自動釣銭器付料金箱を
設置した。

＜昭和54（1979）年＞
昭和45年に設置した料金箱を更新し、NEC
製NV－K4898Eを玉津操車場配置車両を除く
全車に導入。そのうち20両には、紙幣両替付
の機械をテスト導入した。

＜昭和61（1986）年＞　
料金箱を小田原機器製RX－BLHに更新し、
全車両の載せ替えを実施した。新しい料金箱
は、500円硬貨と1000円札の両替機能を備え
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たものである。
＜平成 8 （1996）年＞

プリペイドカードなどカードシステムの普及
に対応するため、ストアードフェアシステム
対応が可能な小田原機器製LC－21型料金箱
を採用し、全車載せ替えを実施した。

＜平成 9 （1997）年＞
LC－21型料金箱にカードシステムを組み込
んだ。

＜平成11（1999）年＞
関西圏共通カード「スルッとKANSAI」に
参入した。

バスロケーションシステム3

　バスロケーションシステムとは、バスが走行
している位置の情報を把握し、停留所で待つ乗
客にバスがもうすぐ来ることを知らせる仕組み
である。道路の渋滞などで時刻表どおりに到着
しないことによるイライラを少しでも緩和し、
快適に利用してもらうことを主な目的とし、運
行管理にも役立てられる。1970年代の終わりに
東京で運用が始められ、その後国の補助制度が
できたこともあって、全国に広がっていった。
　神戸市においてバスロケーションシステムが
初めて導入されたのは、昭和58（1983）年 5 月
30日のことである。全国を見ると、57（1982）
年の段階で既に17事業者で実施されており、 6
大都市の公営バスもほとんどが導入済みであっ
た。ただ、兵庫県においては初めての実施とな
った。
　このシステムがまず採用された路線は、都心
の三宮を経由する急 1・91・92という 3 系統で、
1 日平均利用客約 3 万5,000人（全線の約 1 割）
に上る中枢路線である。バスロケーションシス
テムのテストケースとしてここに白羽の矢が立
ったのは、次のような理由による。

①　通勤通学などバスへの依存度が高く、シス
テムの有効利用が期待できる。

②　運行間隔が適当で、定時運行もほぼ守られ、
利便性の向上に効果的な路線である。

③　道路環境（車線数、歩道幅等）がシステム
導入に相応しい。

　接近表示器を設置したのは、 3 路線の各停留
所のうち、 1 日の乗車人員650人以上、乗降人
員1,000人以上という基準を満たした16か所で
ある。この表示器と音声とによって、バスが近
づいていることを知らせる。
　その後も、都市新バス（10系統）の導入など
に伴って、 4 路線42か所の停留所に接近表示器
が設置された。しかし、阪神・淡路大震災や地
下鉄海岸線工事などにより、当時のシステムは
使われなくなっていった。

バス関連施設の整備4

▪石屋川車庫の解体と新築
　旧市電石屋川車庫は、市電廃止後そのままの
形で、 4 つの系統の代行バスの基地として使用
されていた。その後、バス車庫への転換工事が
進められ、昭和44（1969）年 3 月23日には第 1
期工事が完了して、車両収容能力40両の新車庫
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が完成した。そして同年 6 月15日には、トラ
バーサ（軌道間列車移動装置）の撤去など第 2
期工事が完了、車両収容能力は72両に増加した。
　しかし、営業所事務所棟、操車係員詰所、車
両整備棟が分散していて使い勝手が悪く、建物
自体の老朽化も進んでいたことから、昭和54

（1979）年度末より解体工事に着手した。昭和
55（1980）年 3 月26日、灘区弓ノ木町 1 丁目に、
敷地面積6,419㎡の新営業所がオープンした。

▪高倉操車場の新設
　昭和48（1973）年 8 月 2 日、50台のバス収容
能力を誇る高倉操車場が、須磨運輸事務所の出
先として完成した。須磨離宮公園の西側に高倉
団地ができたことから、この新団地住民の移動
の便を確保することが目的である。同月17日よ
り、75系統（須磨一の谷－高倉台）が運行を開
始した。

▪松原運輸事務所及び整備事務所の改築
　老朽化が進んでいた松原運輸事務所及び整備
事務所の改築が昭和49（1974）年 3 月31日に完
成した。職員住宅を併設し、敷地面積9,723㎡、
鉄筋コンクリート 5 階建で、車両収容能力160
台の新事務所である。
　その後、松原運輸事務所は松原営業所と名称
を変更した。なお昭和62（1987）年 4 月から、
全市的に「運輸事務所」から「営業所」への名
称変更を行った。
　松原営業所所属の玉津操車場は、昭和51

（1976）年 2 月の垂水営業所開業に伴い、同営
業所の所管となった。

▪旧市電和田車庫及び運輸事務所の改装
　旧市電の和田車庫及び運輸事務所は、昭和46

（1971）年 3 月の市電撤去以来、一部を単独系
統の操車場と臨時定期券売場として使用してい
た。しかし、上記の松原車庫改築に関連して、

バス車両約50両を収容するため、バス操車場に
改築することになった。工事は47（1972）年12
月14日に完成し、その後松原運輸事務所の完成
に伴って、昭和49（1974）年 3 月31日をもって
再び松原運輸事務所の出先操車場に縮小され
た。

▪垂水車庫の新設
　昭和50（1975）年12月 2 日には、垂水区本多
聞 3 丁目に垂水車庫が完成した。舞子・多聞方
面の新興団地群と鉄道駅を結ぶバス路線の充実
を目的として、西神戸の市バス総合基地として
新設したものである。敷地面積71万8,100㎡、
車両収容能力は72両であった。

▪落合営業所の新設と灘営業所・
　高倉操車場の閉所

　昭和 8 （1933）年12月に営業開始した灘営業
所は老朽化が進み、車庫内が手狭になっていた。
また、年々人口が増加する須磨ニュータウンに
市バスの拠点が必要であった。そこで昭和58

（1983）年12月 5 日、灘運輸事務所の一部と須
磨運輸事務所所管の高倉操車場を統合して、落
合営業所を新設した。これに伴って、同年12月
4 日灘営業所及び高倉操車場を閉所した。灘営
業所の跡地は、環境局灘事業所の建設候補地と
して、有効活用を図ることとなった。
　落合営業所の新設とともに、ニュータウン内
に77系統の落合北循環線と78系統の落合南循環
線が新しく設けられ、同年12月 5 日から運行を
開始した。77系統は、名谷駅前を起点として須
磨東高校－白川台 4 －北落合 2 －名谷駅前を循
環するコース。78系統は、名谷駅前から友が丘
中学校前－南落合 4 －花谷小学校－名谷駅を循
環するコースである。このほか、75系統（須磨
一の谷－高倉台）を、高倉台から地下鉄妙法寺
駅まで路線延長した。
　さらに、落合運輸事務所の担当により、昭和

206 神戸市交通局100年史



60（1985）年 4 月 1 日より66系統の山麓バイパ
ス線が運行を開始した。三宮から山麓バイパス
を経由し、ひよどり台団地へ乗り入れる路線で
ある。山麓バイパスは、昭和59（1984）年11月
2 日に開通した有料道路で、中央区布引町～須
磨区車の延長8.9㎞の背山をトンネルで短縮す
るものであった。

▪中央営業所の新設と布引営業所の閉所
　布引営業所は、市電当時の面影を唯一残す赤
レンガの建物で、市バスの市内中央基地として
の役割を担ってきた。しかし、市内バス路線の
充実に伴って車庫が手狭となり、建物が老朽化
していたこともあって、建て替えることになっ
た。
　そして平成 5 （1993）年 4 月12日、中央区小
野浜町に、布引営業所に代わる新たな市バスの
中央基地として中央営業所が完成した。敷地面
積 1 万6,868㎡、鉄骨造 2 階建の建物である。

▪西神操車場の新設
　昭和62（1987）年 3 月18日の地下鉄全線開通
に合わせて、西区内のバス路線の再編成を行っ
た。新しいバス路線網の基地として、垂水営業
所所管の西神操車場が建設され、同日から営業
を開始した。住所は西区竹の台 1 丁目、敷地面
積は 1 万2,436㎡である。これに伴って、それ
まで西神地域のバス路線を担当していた玉津操
車場を廃止した。
　その後、西神ニュータウンの人口はますます
増加し、バス路線網のさらなる充実を図った。
そのため、西神操車場を垂水営業所から独立さ
せ、平成 5 （1993）年 4 月 1 日付で西神営業所
とした。

その他のトピック5

▪低床バスと優先座席の導入
　昭和48（1973）年度に購入したワンマン車54
両のうち、 4 両について初めて低床バスを導入
した。乗降口ステップの高さを従来車より10～
12㎝程度低くしたのが低床車である。旧市電は、
道路面より一段高くなった停留所プラットホー
ムからそれほど高低差を感じず乗車できてい
た。これに対して、市バスは道路面や歩道から
乗車するため、特に高齢者や子どもにとっては
高低差をきつく感じやすい。低床バスはこうし
た問題への対策として導入されたものである。
ただし、急坂で走行時にスカート部を損傷する
可能性もあるため、一部の路線では低床バスの
運行ができなかった。
　高齢者等への配慮としてはもう一つ、優先座
席の採用も昭和47（1972）年のことであった。
11月より全車両を対象に、右側中央部の 1 人掛
けシート 2 座席を優先座席とし、目印としてカ
バーをかけた。そのカバーの色にちなみ、優先
座席はオレンジシートと名付けられた。

▪多井畑に新道完成
　北須磨周辺の住宅地造成の進捗とともに、高
倉山－神戸療養所間に新道が開通した。これに
伴って、多井畑厄神前の旧道を運行していた 6
系統（須磨一の谷－多井畑）が廃止され、昭和
48（1973）年 4 月 1 日から新 6 系統（須磨一の
谷－新道経由－北須磨団地6.19㎞）がワンマン
運行を開始した。
　同時に、34系統（須磨一の谷－下畑）も72系
統（須磨一の谷－須磨一の谷循環12.72㎞）に
変更された。この72系統については、道路事情
からツーマン運行を行った。
　同年 8 月17日には、高倉団地への入居者増加
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に対応するため、 6 の 3 系統（須磨一の谷－こ
ども病院前）に代わって、75系統（須磨一の谷
－高倉台4.34㎞）がワンマン運行を開始した。

▪電気バスの導入
　昭和48（1973）年 8 月 6 日、神戸市営として
初めて電気バスを 2 台導入した。翌49（1974）
年 1 月 7 日にも、さらに 2 台が加わった。神戸
市が提唱する「人間環境都市づくり」の一環で、
走行時に排気ガスを出さない無公害車両として
注目を集めた。エンジン音がなく静かで、乗り
心地がいいので利用者には好評であった。
　その反面、当時の電気バスは様々な面で課題
を抱えていた。 1 回の充電で走行できる距離は
60㎞程度にとどまり、充電には最新式の充電装
置を使用しても 4 時間以上かかった。さらに、
電池の重量が3,050㎏もあったことから、運行
範囲は平坦地走行の多い東循環路線の91・ 2 系
統と西循環路線の81・82・83・84系統の 6 路線
に絞られていた。
＜電気バスME460型の概要＞
　全長＝9.38ｍ
　全幅＝2.49ｍ
　全高＝3.06ｍ
　定員＝70人（座席26）
　車両重量＝10,350㎏
　車両総重量＝14,200㎏
　最高速度＝時速60㎞
　電動機＝直流直巻自己通風型、72kW、360Ｖ、
　　　　　224Ａ、2,100rpm
　制御装置＝サイリスタチョッパ回生付
　電池＝鉛電池（クラッド式）、
　　　　340Ｖ、310AH/ 5 HR、3,050kg
　現在の低公害車時代を先取りした電気バスで
はあったが、前述した性能上の問題や維持費の
増大などにより、昭和52（1977）年度をもって
廃止された。

電気バス始動式　くす玉を割って、さっそうと発車

▪新多聞団地線の運行開始
　垂水区の新多聞団地が昭和49（1974）年 8 月、
ほぼ完成し2,000戸が入居を開始した。新多聞
団地は、日本住宅公団が 3 年をかけて造成した
マンモス団地で、計画人口 2 万数千人、住宅
9,100戸、舞子高校をはじめ教育施設が12か所
設けられた。バスの運行は計画当初から予定さ
れており、団地内にバスターミナルが整備され
た。
　そして同年 8 月24日、新多聞線の開通式が催
された。市と山陽バスの共同運行で、53系統、
舞子駅前と舞子高校前を結ぶ4.25㎞の路線であ
る。
　国鉄舞子駅前でもバスターミナルの整備が進
められた。乗り場専用ホームと降り場専用ホー
ムが 2 本ずつ、バス12両が同時に発着できる、
西神戸最大規模のターミナルとなった。ホーム
と駅舎はドーム式通路で結ばれている。
　53系統の開通で、国鉄舞子駅前は県商方面の
51系統、朝霧駅方面の52系統、多聞団地センタ
ー方面の54系統と、四方へ向けてバスが運行す
る拠点となり、舞子、垂水北部の団地輸送体系
はいよいよ充実することとなった。
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▪神戸駅前ターミナル
　昭和48（1973）年、市は神戸駅周辺整備事業
を開始した。その一環として地下街「サンこう
べ」が同年 2 月に着工され、翌49（1974）年10
月 1 日にオープンした。その名のとおり、地下
街中央部には巨大なガラス張りのドームが作ら

れ、太陽光が降り注ぐ構造であった。地下部に
は南洋植物の生い茂る大温室が設けられた。
　そしてドームの地上部は、八角型のバスター
ミナルとなった。北から順に淡緑、黄、橙、赤、
紫、青、淡青、緑の 8 色に彩られた待合所と、
それぞれの方向を示すためのうさぎや虎などの
ペットマークが描かれた。また地下街には、飲

神戸駅前バスターミナルの着工から完成まで
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食街、ファッション街のほか定期券売場、観光
案内所、大型案内板も設けられた。
　バスターミナルは昭和49年10月 2 日に運用が
開始され、17路線に上る市バス系統がここを発
着、あるいは経由するようになった。

▪団地線の新設・増強
　昭和50（1975）年 4 月より、 2 つの団地の入
居開始などに伴って、市バス 5 路線が新たに運
行を開始し、あるいは延長運転を始めた。まず、

「ひよどり台団地」において同年 3 月末に約
1,000戸の入居が開始されたのを受けて、65系
統（神戸駅－ひよどり台間8.7㎞）が平日45便、
休日37便でスタートした。運賃については、当
初近郊区制を採用して 1 区50円、2 区90円とし、
その後普通区となった。
　次に、「名谷団地」の第 1 期分380戸が、やは
り 3 月末に入居を開始した。これに対し、従来
の 6 系統（須磨一の谷－北須磨団地）を1.79㎞
延長して、名谷団地まで乗り入れるルートとし
た。同時に、運行回数を90往復から109往復に
増やした。
　このほか、白川台団地を走る 5 系統関係を増
発。また、有馬街道小部トンネルの開通に伴い、
71系統を61系統へ統合した。
　 6 月15日には、北区有野団地内を循環する新
たな63系統の路線が運行を開始した。従来の63
系統は、神戸電鉄有馬口駅と団地南端の有野会

館前を結ぶ3.0㎞の連絡路線であった。今回、
神戸電鉄五社駅のプラットホームの改造によ
り、同駅前を起終点とする団地内循環路線4.1
㎞に変更された。

▪市バス相談所の開設
　昭和50（1975）年 4 月より、神戸市交通局内
に市バス相談所が開設された。市バスに関する
市民からの問い合わせ窓口を相談所に一本化
し、電話で対応するもので、全国に先駆けての
導入であった。市バスに関する問い合わせには、
忘れ物、乗り場案内、発車時刻、料金など様々
なものがある。これらすべてを相談所で受け付
けることにより、市民からの問い合わせを効率
的に処理できるようになった。初日から100件
を超える問い合わせ電話が寄せられた。

▪有野団地に循環バス
　昭和50（1975）年度は、ひよどり台団地をは
じめ、名谷、高倉台、鈴蘭台、白川台など、市
内各地の団地バス路線の新設や増強が実施され
た。同年 6 月15日には、北区有野団地内を循環
する新63系統が運行を開始した。これまで63系
統は、神戸電鉄有馬口駅と団地南端の有野会館
を結ぶ3.0㎞という短区間の連絡路線であった。
新63系統は、神戸電鉄五社駅のプラットホーム
改造により、同駅前を起終点とする4.1㎞の団
地内循環路線となった。この団地内循環で、県

市バスのことなら何でも……
とテレフォンセンターを開設
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道神戸－三田線の常態的停滞を回避することが
できた。

▪絵入り方向幕の登場
　「市バスの行き先がわかりにくい」　　 そん
な市民の声にこたえて、昭和50（1975）年 6 月
1 日、交通局長自らの発案による全国初の「絵
入り方向幕」が市バスに登場した。後部乗車口
のすぐ左手の窓枠を使い、縦60㎝、横70㎝とい
う従来型の 3 倍の大きさで、行き先停留所名と
ともに浜手回りは船の絵、山手回りは山の絵を
添えている。方向幕の操作は、運転席からリモ
ートコントロールできる。
　この絵入り方向幕は、50年度中に100両のバス
に装備され、以後の新車すべてに採用された。

▪西神に新路線開通
　西神の野中・古郷地区では、区画整理事業が
進展するとともに宅地開発が盛んに行われた。
昭和51（1976）年 5 月 1 日には、県道上村－二
見線が拡幅整備されたのを機に、初の市バス乗
り入れが実現した。同地区は、明石市と加古郡
稲美町に挟まれた格好で西へ張り出し、神戸市
の最西端に位置している。従来は最寄りの市バ
ス路線である12系統を利用するにも、 1 ～ 2 ㎞
の距離を徒歩か自転車で出かけていくしかなか
った。このため、市バス開通は地元住民が強く
待ち望んでいたものであった。

　新設された路線は、12の24系統（明石駅前－
上岩岡15.76㎞）と、12の26系統（国道大久保
－上岩岡8.06㎞）である。一方、12の 3 系統（国
道大久保－六十丁）など神戸市と稲美町母里方
面を結んでいた市バス路線の上村－六十丁
2.06㎞の区間は廃止となった。

▪パーク・アンド・ライド
　昭和51（1976）年 5 月15日、新神戸トンネル

（第 2 六甲トンネル）が完成し、供用が開始さ
れた。これに伴い、翌16日から市バス64系統（三
宮駅－箕谷駅前9.5㎞）の運行を開始した。同
時に、全国に先駆けてパーク・アンド・ライド
の試行が始まった。
　パーク・アンド・ライドとは、パーク（駐車場）
とライド（電車やバスに乗る）の組み合わせと
いう意味で、自家用車の利用は駐車場までにし
て、そこからは公共交通機関を使うことで交通
渋滞や都心部での駐車場難といった問題を解決
する取組みである。現在では、地球温暖化防止
や省エネルギーという観点から広く普及してい
るが、その当時の日本では画期的な試みであっ
た。
　パーク・アンド・ライドを促進するため、ト
ンネルの箕谷側入口付近に、乗用車200台、自
転車140台の大規模な公営駐車場が設けられた。
そして、バス利用者には駐車料金半額という特
典を設けた。

新神戸トンネルの完成を待って神戸市は全国に先がけてパーク・アンド・ライド
方式の実用化に乗り出し見事に成功させた（箕谷駐車場）
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　市バス64系統は、当初こそ 1 日平均300人程
度の利用にとどまっていたが、 3 か月後には 1
日平均1,200人と急増。昭和51年 9 月からは増
発とともに営業時間を延長した。

▪冷房車の導入
　昭和52（1977）年度、初めて冷房車を導入し
た。その後も、乗客サービス向上のため冷房車
の増車を進め、昭和56（1981）年度末で 4 両に
1 両、58（1983）年度末で 2 両に 1 両の割合ま
で冷房化率が高まった。猛暑となった昭和58年
の夏には、約50％の冷房化体制のもとで配車方
法を工夫・調整し、暑い日中の走行車の約90％
を冷房バスで運行した。なお昭和63（1988）年
度末には、在籍車両すべてが冷房バスとなった。

▪市バス50周年
　昭和55（1980）年は、須磨－桜口間に初めて
神戸市営バスが走ってから50年という節目の年
であった。創業当初は、在籍車両55両、営業キ
ロ44.4㎞、 1 日平均乗車数約8,600人。それが半
世紀を経て、在籍車両726両、営業キロ306.6㎞、
1 日平均乗車数約35万1,000人にまで成長した。
　ただ、昭和54（1979）年から55年にかけては、
石油ショックをきっかけとする軽油価格の高騰
がピークを迎えた年であり、財政的には非常に
厳しい時代であった。燃料油脂費の支出額は、
昭和53（1978）年度の 4 億3,155万円に対し、
54年度 7 億78万円、55年度には 8 億7,703万円
と跳ね上がり、神戸市交通局では、京阪神ブロ
ック間や通産省、自治省と協議しながら、軽油
の確保に全力を尽くした。軽油価格は、昭和56

（1981）年に入りようやく沈静化に向かった。
　また、昭和55年12月 1 日には都心の生田区と
葺合区が合併し、中央区が誕生した。都心部の
人口が減り周辺部へ移っていくドーナツ化現象
の進行に伴うもので、当時区制を敷いていた10
大都市としては戦後初めての合区となった。こ

れに伴い、同日からダイヤ改正を行って 6・7・
10・18系統の路線を変更した。 6 ・ 7 系統の起
終点停留所を三宮駅前から中央区役所前に延長
し、10系統（西行）、18系統（南行）はそれぞ
れ中央区役所前経由とした。また、17系統「小
野柄通 5 丁目」バス停を「中央区役所前」とす
るなどの名称変更も行った。

▪団地路線の新設
　昭和56（1981）年10月から12月にかけて、名
谷周辺地区の宅地開発に伴い新たに 2 つの路線
を新設した。
　 1 つは76系統神の谷線で、名谷駅を起点に国
立神戸病院前、神の谷 7 丁目を経て名谷駅へ戻
る循環線である。病院への通院者や神の谷団地
住民の移動の便を確保するため、11月20日から
運行を開始した。
　もう 1 つは15系統桃山台線で、名谷駅－北須
磨高校前－奥畑口－つつじが丘－桃山台という
ルートを山陽バスと共同運行するもので、12月
12日から運行が始まった。この15系統について
は、昭和61（1986）年 6 月 2 日から青山台まで
延長され、同時に滑－奥畑口間は垂水妙法寺線
の新道を走行する路線変更が行われた。
　昭和57（1982）年 4 月 1 日には、西神ニュー
タウンへの足となる21系統の新路線を開設した。
名谷駅前から太山寺小学校前、友清、福谷など
を経由し、西神住宅団地（狩場台）を結ぶコー
スである。西神ニュータウンの居住者の通勤・
通学などの移動の便を確保するものであった。
　この路線は当初、地下鉄延長開業時までの暫
定路線と位置づけられていたが、沿線住民から
強い存続要望があったため地下鉄開通後も路線
を継続した。平成元（1989）年 2 月にはハイテ
クパークまで延長し、平成 5 （1993）年 3 月に
は西神南駅－友清間に短絡、同年 9 月には西神
住宅団地内の路線再編成に伴い系統番号を45に
変更した。
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ユニークなボディペインティングが好評の“かもめバス”

▪区民バスの廃止
　昭和52（1977）年 7 月に運行を開始した兵庫
区と灘区の区民バスは、昭和56（1981）年 3 月
20日、 4 月 1 日にそれぞれ廃止された。
　昼間時間帯のバス利用者誘致をねらいとして
運行時間を午前 9 時半から午後 4 時半までに限
った“お買い物バス”として話題を集めたが、
昭和54（1979）年度の 1 日平均利用者は両路線
とも約870人にとどまり、やむなく廃止するこ
とになったものである。

巻き返し作戦1

▪かもめバス
　マイカーブームの進展と反比例するように縮
小の一途をたどっていた観光バス事業だが、昭
和50年代に入って巻き返しを図ることになっ
た。まず51（1976）年 8 月、市営観光バスのイ
メージチェンジを目指し「かもめバス」が導入
された。

観光開発と観光事業
第4節

　市民に憩いの場を提供する観光バス事業は、
「明るい空気、楽しい雰囲気が必要」との声を
受けて、職員からアイデアを募っての観光バス
のボディ・デザイン・コンクールを実施。その
優秀作をもとに、かもめバスとして「みかげ」「ふ
たたび」「きぬがけ」の 3 両を製作した。バス
の車体を事業PRのための“動く媒体”と捉えて、
デザインを施すという試みは、当時としては全
国にも例のない画期的なことであった。
　かもめバスのボディデザインは、両側面全体
をキャンバスとして、中央部分に緑・青・赤・
オレンジ・黄の 5 色で虹を描き、背景に神戸港
を表すコバルトブルーのライン、そして側面か
ら屋根にかけては純白のかもめが群れ翔ぶとい
う、斬新で楽しさあふれるものであった。

▪風見鶏バス
　観光バス事業の巻き返し策の第二弾は、昭和
52（1977）年12月17日の「風見鶏バス」運行開
始である。
　「神戸の海と山と異人館めぐり」と銘打った
コースを巡るもので、特に異人館周辺は、同年
10月から始まったNHK朝の連続テレビ小説「風
見鶏」の舞台となったことで一躍脚光を浴び、
特にアンノン族と呼ばれる若い女性たちにとっ
て注目のスポットとなっていた。風見鶏バスは
翌年の 6 月末まで運行し、約半年間に延べ運行
回数430両、利用客数 2 万800人、総売上高1,980
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万円という好成績を残した。

観光バスコースの充実2

▪昭和39年以降のコース
　神戸市内観光バスは、昭和39（1964）年 8 月
1 日以降、Ａ・Ｂの 2 コース編成で運行されて
いた。Ａコース（普通コース）は、ポートタワー、
相楽園、湊川神社、須磨浦公園、水族館といっ
た名所を巡る。Ｂコース（海と山を結ぶコース）
は、中突堤港内巡覧と六甲観光牧場・六甲回転
展望台の見学を組み合わせたプランである。Ｂ
コースについては、冬季（12～ 3 月）は運休し、
かわりに冬季限定のＣコースとして、中突堤港
内巡覧、相楽園、湊川神社、水族館を巡るプラ
ンを用意していた。

▪昭和53年改定のコース
　これらはいずれも好評であったが、風見鶏バ
スの成功を機に観光バスコースを見直し、昭和
53（1978）年11月 1 日から新しいコースをス
タートさせた。神戸ポートタワー、須磨水族館、
異人館（風見鶏の館、ラインの館）を巡るコー
スを年中運行するほか、神戸港めぐりと六甲山
等の組み合わせを中心に、冬季限定で新たに酒
蔵見学を組み入れたコースの運行を開始した。
酒蔵（菊正宗記念館）では、利き酒も楽しむこ
とができた。
　また、これを機にバスガイドの制服を一新し
た。鮮やかなブルーのスリーピースにエンジ色の
リボンのついた帽子という、当時のニューモー
ドであった。こうした積極姿勢が功を奏し、低
迷していた観光事業は再び活気を取り戻した。
　さらに、昭和54（1979）年 3 月 1 日には、さ
らに観光事業の拡大を図るため、神戸市交通局、
神戸市交通局共済会、徳島市交通局の三者で観

光業務提携協定を結び、相互に観光地・観光施
設・宿泊所などの紹介と斡旋、企画の交流・情
報交換などを行った。

▪会員制貸切バスの企画の多様化
　ポートピア’81（後述）を機に、神戸は異国
情緒豊かでおしゃれなまちとして一層注目され
るようになり、市営観光バスも会員制貸切バス
の企画を充実・多様化させていった。
　昭和58（1983）年 7 ・ 8 月には、夏休み企画
として「サマーナイトツアー」バスを運行。“リ
ッチでエキゾチックな納涼バス”をコンセプト
として、次の 3 つのコースを設定した。いずれ
のコースも、7 月19日～ 8 月31日の期間限定で、
午後 5 時30分出発、 3 時間半の行程である。
　ポートピアコース、異人館コース、六甲山納
涼コースの 3 コース合わせて延べ42台を運行
し、1,981人の利用があった。
　昭和59（1984）年の夏は、「市内再発見バス
ツアー」を企画した。市内の史跡、文化・レジ
ャー・レクリエーション施設、公共施設、ユニ
バーシアード会場、市内外の工場などをバスで
巡るツアーで、主に自治会、婦人会、PTAな
どの地域団体の研修旅行で利用してもらおうと
企画された。工場見学を中心とする「親と子の
見学会コース」などモデルコースを用意し、 8
時間の行程で 1 人5,000円（貸切）という割安
の料金設定にしたこともあって好評を博した。
　また、同年は源平の合戦から800周年にあた
っていたことから、神戸市が広域的な観光キャ
ンペーンを展開していた。神戸市交通局も、観
光バスに新型の「エアロバス」を導入した記念
イベントを兼ね、キャンペーン協賛行事として
英語版市内観光「神戸エキゾチックツアー」を
実施した。源平合戦の史跡（清盛塚、須磨寺）
や神戸の新しい名所（北野異人館街）を、国際
都市に相応しく英語の解説で楽しんでもらおう
という趣向で、局ガイドとともにアメリカから
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の女子留学生 2 人が交替でガイド役を務めた。
昭和60（1985）年 4 月に 6 回運行し、各回平均
31人の乗客数を記録した。
　昭和62（1987）年の神戸開港120周年の協賛
行事の一環として、「KOBE七福神めぐりバス」
を企画した。長田神社、湊川神社、生田神社な
ど七福神にゆかりの深い 7 つの社寺を10時間か
けて巡るツアーで、昭和60年12月 7 日から翌61

（1986）年 2 月17日までの 7 の付く日に計 7 回
運行するという“ 7 づくし”の企画は大好評で、
第 1 便の運行開始までに各便の予約が満席とな
った。そこで 6 便の増便を行ったものの、これ
も早々に予約が埋まる程であった。

▪昭和62・63年の新コース
　神戸観光の入込客数の増加に伴って、従来の
コースでは対応しきれない状況になり、昭和61

（1986）年には 4 月から 7 月の間だけで約1,500
人の断り客が発生していた。
　そこで、昭和62（1987）年 8 月から新たに「周
遊観光バス」4 コースを試行的に新設運行した。
そのポイントは、次の 4 点である。①山と海（港）
を中心に、東西にコースを分けたこと。②海洋
博物館や須磨海浜水族園などの新施設を重点的
に組み入れたこと。③ホテル宿泊客への便宜に
配慮したこと。④出発時刻を統一してわかりや
すくしたこと。また、冬季についても同様に 2
コースを新設した。
　その結果、昭和62年 4 月～翌63（1988）年 2
月の定期観光・周遊観光バス乗客数は、前年同
期比32.1％増の約 3 万4,000人と大きく伸びた。
周遊バス増便後だけを比較すると、52.5％増と
いう飛躍的な伸び率を示した。

▪定期観光バスに関する懇談会
　昭和63（1988）年度、助役を座長とし関係局
長12名をメンバーとする庁内組織「定期観光バ
スに関する懇談会」が設置された。魅力的な観

光資源・文化施設を観光バスによってつなげ、
観光客のさらなる誘致を目指すことをねらいと
していた。文化財めぐり、グルメ・ナイトツアー、
文化レクリエーション施設めぐりなどのコース
設定や運行方法などについて検討された。
　懇談会での検討も踏まえ、これまでは観光バ
ス15両のうち市内定期観光バスとして 1 両、貸
切バスとして14両を運行していたのを、定期観
光バス 3 両体制とした。また、観光バスはすべ
て魚崎営業所に配置していたのを、布引・落合
の両営業所にも配置して回送ロスを少なくした。

様々なバス車両3

▪花バス
　みなとの祭の花電車といえば長年にわたって
市民に親しまれてきたが、市電廃止に伴い花電
車の運行も昭和45（1970）年10月15～18日が最
後となった。しかしその後、みなとの祭は翌46

（1971）年から神戸まつりと名前を変え、50
（1975）年の第 5 回神戸まつりには、花電車を
引き継いだ花バスが登場した。電飾や楽しいデ
ザインを施して神戸市内を巡回し、最終日のパ
レードにも参加。市バスのイメージアップに貢
献した。
　この花バスは、廃車車両の中で台車として最
も適したセンター・アンダフロア・エンジン型
式の日野BT51型 6 両を用いたもので、腰板を
残して窓から上を切断し、トラック状に改造し
て、発電器を搭載していた。いずれの車両も老
朽化が著しかったため、昭和58（1983）年、大
阪市交通局で同じセンター・アンダフロア・エ
ンジン型式の車両が廃車になったのを購入し、
同様に改造してBT51型の後継とした。しかし
その後は、センター・アンダフロア・エンジン
型式の車両がほとんど姿を消したため、車両の
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テレビドラマにあやかっての
「風見鶏バス」は昭和５2（1977）
年12月17日その第 1 号車がスタ
ート
当初計画を延長し、翌年の５3

（1978）年 6 月30日まで運転約
20,000人が乗車した　そして最
終日には地元のデパー卜から花
束が贈られた

市内定期観光バスが 8 年ぶりに
新コースとなり昭和５3（1978）
年11月 1 日からスター卜した
またこの日から観光ガイドの制
服もブルーもあざやかなニュー
モードとなった
発車式では異人館ガールから花
束が贈られた

灘の生一本と異人館そして神戸
港めぐりを組み合わせた市内定
期観光バス新コースは冬期だけ
だったが連日超満員

（菊正宗酒造記念館前）
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老朽化が限界まで来た昭和61（1986）年 5 月、
役割を終えて廃車とした。

▪パノラマデッカ型バス
　観光バスの魅力をさらに高めようと、昭和54

（1979）年には11年ぶりに観光専用バスの増強
を図ることになった。 7 月20日、パノラマデッ
カ型バス 3 両を導入し、それぞれ「まいこ」「す
ま」「なだ」と名付けられた。テレビ、カラオ
ケ付きの大型バスで、主な仕様は次のとおり。

型式＝三菱パノラマデッカＢ905Ｎ型
全長＝11.24ｍ、全幅＝2.50ｍ
全高＝3.40ｍ、車両重量＝ 1 万970㎏
乗車定員＝57人（乗務員含む）
最高速度＝135㎞/ｈ、登坂能力＝31％
最小回転半径＝11.2ｍ
エンジン＝型式 8  DC―2
総排気量＝ 1 万3,720㏄、馬力数＝265HP

▪ 2 階建てバス
　昭和55（1980）年 5 月21日からは、公営バス
として初めての 2 階建てバスの運行を開始し
た。翌56（1981）年 3 月から開催される神戸ポ
ートアイランド博覧会のPRを目的として西ド
イツから輸入したもので、この 2 階建てバス用
観光コースを設定した。春・秋コースが「市内
めぐりと須磨離宮公園」、夏・冬コースが「市
内めぐりと須磨水族館」である。主な仕様は次

2 階建てバス

のとおり。
型式＝ネオ・プラン社スカイライナー
　　　Ｎ122/ 3 改良型
全長＝12.0ｍ、全幅＝2.50ｍ
全高＝3.80ｍ、車両重量＝ 1 万5,720㎏
乗車定員＝76人（乗務員含む）
最高速度118㎞/ｈ、登坂能力＝22％
最小回転半径＝11.0ｍ
エンジン＝型式ダイムラーベンツOM―403、
総排気量＝ 1 万5,950㏄、馬力数＝320HP

神戸ポートアイランド博覧会と
観光振興4

▪ポートアイランドの完成
　昭和56（1981）年 2 月 4 日、神戸都心から南
へ約 3 ㎞の沖合で埋立が進められていたポート
アイランドが完成し、竣工式が催された。ポー
トアイランドは東西 3 ㎞、南北2.1㎞、面積
436ha（甲子園球場の約120倍）の人工島で、
昭和42（1967）年の埋立着手以来、15年の歳月
と約2,300億円の事業費が投入されていた。
　既に昭和54（1979）年 3 月に公団住宅の一部
入居が始まっており、同月29日から市バス臨時
ポートアイランド線の運行を開始している。三
宮駅前－税関前－ポートアイランド－税関前－
三宮駅前の循環線であった。
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▪ポートライナーの開業
　ただし、島と本土を結ぶ連絡道が神戸大橋の
みであることから、ポートアイランドへの輸送
手段をバスに頼るのは難しいというのが当初か
らの見解だった。かといって、夜間人口 2 万人・
昼間人口 4 万人という想定規模では、鉄道だと
過剰輸送になる。そこで、鉄道とバスの中間的
な位置づけである新交通システムが導入される
ことになった。
　新交通ポートアイランド線（愛称ポートライ
ナー）は昭和53（1978）年 3 月に着工し、56（1981）
年 2 月 5 日、わが国初の新交通システムとして
開通した。三宮から南下して市街地を高架で抜
け、神戸大橋と並行して海を渡り、島内を一周
して三宮に戻る延長6.4㎞の路線に、 9 つの駅
が設置された。第三セクターの神戸新交通株式
会社が運営を担い、無人運転の自動列車運転装
置ATOと自動列車制御装置ATCを備えて、コ
ンピュータによって運行・駅務等の管理を行っ
ている。
　ポートライナーの開業に伴って、市バス臨時
ポートアイランド線はその役割を終え、昭和56
年 2 月 4 日をもって廃止となった。 1 年弱の間
に313日間の運行で約83万人を運び、団地入居
者はもちろん、タクシーか会社関係車両しか利
用できなかった通勤者、ガイドブック片手の観
光客らに喜ばれた。

ポートピア会場を結ぶ市バス ポートライナー

▪ポートピア’8１
　完成したばかりのポートアイランドを舞台に、
神戸ポートアイランド博覧会（愛称ポートピ
ア’81）が、昭和56（1981）年 3 月20日から 9 月
15日まで開催された。人工島ポートアイランド
の新しいまちづくりを国内外にお披露目するこ
とを主な目的とし、「新しい“海の文化都市”の
創造」がメインテーマとして掲げられた。会場面
積は80万㎡、展示館は32館（国内展示館27、国際
展示館 5 ）、海外参加国は31か国39団体に上った。
　主催する財団法人神戸ポートアイランド博覧
会協会は、期間中の入場者数について、延べ
1,310万人、 1 日最高21万人、 1 日平均 8 万人
と予測。この数値に基づいて、 1 日 8 万人を輸
送するための交通手段別輸送計画を次のように
立てた。
　ポートライナー＝ 4 万3,000人（54％）
　ピストンバス＝5,000人（ 6 ％）
　貸切バス＝8,300人（11％）
　タクシー＝1,000人（ 1 ％）
　船＝3,300人（ 4 ％）
　自家用車＝ 1 万9,400人（24％）
　このうち神戸市交通局は、市街地から会場ま
でのピストンバスの運行を担当した。昭和55

（1980）年 7 月10日、局内に神戸ポートアイラ
ンド博覧会バス輸送対策本部を設置し、円滑な
バス輸送のための準備に取り組んだ。輸送体制
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としては、バス81両（ほかに貸切バス 3 両）、
乗組は新神戸ルートで16組、三宮ルートで13組

（ 1 日平均）を投入、接客や料金徴収などのた
めに期間中延べ2,700人の事務職員、3,000人の
アルバイトなどを配した。
　ピストンバスは、新神戸駅－博覧会会場と三
宮－博覧会会場の直行 2 ルートで、新神戸ルー
トについては、阪急・阪神・山陽バスなどの各
社との共同運行であった。利用者が間違うこと
のないよう、車両の行き先案内、道路上の指示
看板、会場ターミナル料金徴収ゲートなどを、
新神戸ルートはブルー、三宮ルートはオレンジ
に色分けした。
　前述のように、会場への陸路は神戸大橋を通
るルートしかないため、渋滞が予想された。そ
こで県警などに働きかけ、浜手バイパスに公共
交通（バス、タクシー、港湾車両など）の専用
車線を確保するとともに、信号機の設置により
南北交通優先にサイクル調整するなど、バス優
先対策が講じられた。
　 9 月15日、ポートピア’81は大成功のうちに
無事閉幕した。期間中の入場者は、当初予想を
大きく上回る1,610万人、 1 日平均にすると 8
万9,000人であった。
　局を挙げて取り組んだピストン輸送について
は、期間中に199万1,560人（民営分除く）を運
んだ。 8 ～ 9 月の46日間に全体の輸送人数の半
分以上が集中し、終盤は文字どおりのピストン
輸送となった。輸送の主力であるポートライナ
ーが一時故障するハプニングもあり、バス輸送
の適応性、迅速性、安全性などをアピールする
こととなった。
　一方、博覧会開会直前の 3 月14日、ポートア
イランド内に市立中央市民病院がオープンし
た。延べ床面積約 6 万㎡、ベッド数1,000床、
神戸の基幹病院としての役割を担う同病院に
は、初日から多くの患者が通院していた。ポー
トピアの開幕に伴い、入場者によるポートライ

ナーの混雑が激しくなったことから、病院への
直通バス運行の要望が高まった。神戸市交通局
はこれにこたえ、 4 月27日から 9 月14日までの
間、三宮駅と病院前を結ぶ直通バスを運行した。

「ゆったりと病院まで行けるのでとても便利」
と、通院者にはたいへん好評であった。
　なお、ポートピア会期中の 8 月13日、市バス
が全焼する出来事があった。午後 9 時半すぎ、
65系統神戸駅前発ひよどり台行きの車両が、北
区の西神戸有料道路を走行中、左後輪付近から
突然出火。車内には勤め帰りの人など約60人の
乗客がいたが、乗務員の誘導で迅速に避難し、
けが人はなかった。火はその後、バス全体を焼
き尽くした。

第 2 次財政再建計画の概要1

　昭和48（1973）年制定の「地方公営交通事業
の経営の健全化の促進に関する法律」に基づい
て「神戸市交通事業財政再建計画（第 2 次）」
が策定され、同年12月に市会で議決の後、49

（1974）年 3 月に自治大臣の承認を受けた。そ
の概要は次のとおりである。

＜第 1 　財政再建の基本方針＞
⑴　財政再建の期間は、昭和48（1973）～62
（1987）年度の15年間

⑵　昭和47（1972）年度末の交通事業会計の不
良債務83億円については、交通事業再建債を
発行。その元金償還及び利子の支払いは、国
及び一般会計の補助によって行う。

　・昭和48（1973）年度発行額　75億7,700万円

財政再建の取組み
第5節
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　・昭和49（1974）年度発行額　 7 億円
　　　　　　　　　　　（旧再建債未償還額）　
⑶　財政再建を促進するため、次のとおり企業

環境の改善整備を促進し、省力化等事業運営
の効率化・サービスの向上に努める。
①　企業環境の改善整備

　バスの円滑な運行を確保し、利用者利便
の向上を図るため、バス専用・優先レーン
の拡充その他バス優先通行のための特別措
置及びバスターミナル等の施設の整備につ
いて関係行政機関等に積極的に働きかけ、
その実現に努める。

②　事業の整備
　市周辺部の発展、宅地開発等に伴う輸送
需要の増大に対応するとともに、高速鉄道
との有機的な連絡及び乗客の流動状態に適
合した系統の整備を行い、効率的運営によ
って輸送力の確保に努める。

③　サービスの向上
　運行速度の向上と定時運行の確保を図る
ほか、停留所施設の整備その他の乗客サー
ビスの向上に努める。

＜第 2 　前年度末の不良債務額と財政再建債＞
⑴　不良債務額　93億6,030万9,000円
⑵　借入額　　　82億7,700万円
　　利　率　　　48年度発行分　年8.05％
　　　　　　　　49年度発行分　年8.50％

※借入額と不良債務額との差額のうち、10億
8,301万8,000円については、財産処分によ
り財源措置

＜第 3 　不良債務を解消し、健全性を回復する
ための具体的措置＞

⑴　収入の増加に関する事項
　①　国からの補助
　②　一般会計からの繰入れ
　③　料金の適正化

　④　余剰財産の処分
⑵　支出の削減に関する事項
　①　バスのワンマン化
　②　路線の整備
　　　乗客の流動状態に適合した系統の整備等
　③　業務の簡素化
　④　職員配置の適正化

　バスのワンマン化、その他経営改善等に
より生じる余剰人員は、自動車運送事業や
高速鉄道事業へ適正配置を行う

　⑤　諸経費の削減
　事務事業の簡素化、機械化等により諸経
費の節減を図る

　以上が財政再建計画の全容である。また次に
示すのは、その基本的な視点となる 3 つの柱に
ついて述べたものである。

＜ 1 　企業環境の整備と事業運営の効率化＞
⑴　都市交通環境の悪化により著しく機能が低

下したバス運行について、その定時制を確保
し、市電の代替交通手段としての十分な輸送
機能を果たすため、バス専用・優先レーンの
拡充その他バス優先通行のための特別措置等
について、関係行政機関等に積極的に働きか
けその実現を図る。

⑵　高度成長とともに進展した市周辺部の宅地
開発等により増大した輸送需要に対応するた
め、乗客の流動状況に適合した系統の整備を
行う。その一方で、高速鉄道との有機的な連
携及びバスのワンマン化推進等による効率的
事業運営によって、輸送力の確保に努める。

⑶　路線の整備・業務の簡素化等に伴って生じ
る余剰資産は、できるだけ公共施設等に振り
向ける形で処分し、不良債務の解消に充てる。

⑷　バスのワンマン化、路線の整備、業務の簡
素化、事務機械化等に伴い、その職員につい
て、高齢退職者不補充等を含め、適正配置に
努める。
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＜ 2 　国及び市の援助＞
⑴　国の援助

　再建債に係る利子について、発行利率の
3.5％を超える部分＋1.75％～3.5％の間で、
地方公共団体の財政力指数に応じた率の利子
補給を受ける。

⑵　市の援助
　再建債の元金償還補助金及び利子のうち、
国から利子補給がない部分についての利子補
給を受ける。なお、一般会計による再建債の
元金償還補助金については、交付税措置があ
る。算入率は徐々に上昇し、最終的には60％
となった。

＜ 3 　料金の適正化＞
　昭和48年度から62年度までの15年間で 5 回の
改定があった。それらは高度成長に伴う人件費
や物件費等物価上昇に見合った適時適切なもの
であった。

第 2 次財政再建計画の変更2

　その後、予想を超えるバス乗客数の減少、高
度成長に伴う諸物価の高騰など各種の悪化要因
によって、財政再建計画はその遂行が困難にな
った。交通局は再建計画を練り直し、昭和50

（1975）年 2 月の市会に計画の一部変更案を提
案し、承認を得た。
　計画変更の理由としては、次の 3 点が挙げら
れた。
①　運輸収入が当初計画に比し大きく減少した

こと
②　昭和49（1974）年度の職員給与改定をしな

ければならないこと
③　諸物価高騰による諸経費及び建設改良費の

増加
　計画の基本方針としては、財政再建期間を当

初計画のとおり昭和48（1973）年度から62（1987）
年度までの15年間とし、事業計画の一部を変更、
企業運営の効率化を図り、財政再建を強力に推
進するものとした。事業整備計画の要点は、①
バス路線の一層の整理統合、運営の効率化、②
不要の事業用資産などの処分、③一般会計から
の長期借入などであった。
　しかし、その後も社会情勢の変化や財政再建
計画の実施状況に鑑み、さらに14回にわたる計
画変更がなされることとなった。

第 2 次財政再建計画終了後の取組み3

⑴　基本方針
　第 2 次再建計画終了に先立つ昭和62（1987）
年12月、神戸市交通事業審議会より「神戸市バ
ス事業の財政再建計画終了後の財政運営のあり
方」について中間答申がなされた。これを受け
て交通局は、計画終了後の財政運営について次
の方針を決定した。
①　当面、一般会計からの任意補助制度は再建

期間中の制度が存続されるよう措置する。
②　再建計画期間中、強力に推進してきた経営

改善への取組みの姿勢を計画終了後も厳しく
堅持する。

③　公共負担を考慮しながら、利用者負担の適
正化について慎重に検討していく。

⑵　料金改定
　上記の 3 つの方針のうち、利用者負担の適正
化については、審議会の中間答申を踏まえて、
慎重な配慮のもとで次のような料金改定が行わ
れた。
＜市バス＞
・昭和63（1988）年10月…暫定料金改定（160円

→170円）、 6 か月定
期の新設、バス地下
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鉄連絡定期の割引率
拡大

・平成元（1989）年10月…料金本改定（170円
→180円）

・平成 4 （1992）年 4 月…料金再改定（180円
→200円）、通勤定期
への持参人方式の導
入、昼間割引回数券
の割引率拡大

＜地下鉄＞
・昭和63（1988）年10月…料金改定（初乗り

140円→160円、 1 区
増30円）、 6 か月定
期の新設、バス地下
鉄連絡定期の割引率
拡大

・平成 4 （1992）年 4 月…料金再改定（初乗り
160円→180円、 1 区
増30円）、昼間・土
休日割引回数券の割
引率拡大

⑶　その他の具体的取組み
①　事業の整備に伴い生じた余剰財産の処分

・元・松原厚生病院跡地の売却（昭和63年度）
・玉津操車場用地の売却（昭和63～平成元年

度）
・長田車両工場用地の売却（平成元～ 2
（1990）年度）

②　効率的な経営
・事務の機械化、OA機器の設置など事務の

見直し
・事務事業の見直しによる職制の改廃
・バス路線の増強、地下鉄ダイヤ改正に対応

した職員定数の適正化
・予算の執行管理の強化による経費の削減
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　本章では、時代が平成に入ってから、概ね平
成12（2000）年度までの出来事を取り扱う。ま
ず、この期間で最大の出来事となった阪神・淡
路大震災について記述する。
　平成 7 （1995）年 1 月17日午前 5 時46分、淡
路島北部沖の明石海峡を震源とするマグニ
チュード7.3の地震が発生した。阪神間及び淡
路島の一部は、震度 7 の激震を観測史上初めて
記録した。
　大都市の直下で起こった大地震は、家屋の倒
壊、阪神高速道路の高架崩落、神戸市中心部の
ビルの相次ぐ倒壊、長田区等での大規模火災、
埋立地の液状化など、広範囲に及ぶ甚大な被害
をもたらした。電気、ガス、水道、電話といっ
たライフラインは広域にわたって長期間ストッ
プし、道路や鉄道は至る所で寸断された。早朝
の地震で就寝中の人も多く、たくさんの人が倒
壊した建物の下敷きになるなどして亡くなっ
た。

阪神・淡路大震災の
被害と復旧

第1節

阪神・淡路大震災の概要1

　死者・行方不明者は合わせて6,434人、負傷
者数は 4 万3,792人（うち重傷者 1 万683人）、
家屋被害は63万9,686棟（うち全壊10万4,906棟）
に上った。

 

▪市バスの被害
　地震発生時、市バスは既に営業所から12台が
出庫しており、営業所内では約90台が出庫準備
中であった。地震の揺れによるバス相互の接触、
車止めコンクリートの突き上げによるステップ
下部の損傷、電柱の倒壊による破損、リアブレ
ーキパイプの損傷など、83両のバスが被害を受
けた。なかでも、松原車庫において駐車してい
た 2 両には、板バネの折損が発生し、地震によ
る衝撃の大きさを物語っている。

市バス・観光バスの被害2

神戸市交通局100年史

第8章

阪神・淡路大震災による被災と復興
（平成元～12年度）

電柱が倒れて損傷を受けたバス
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　営業所施設等の被害については、地震による
被害が大きかった旧市街地に立地する営業所で
顕著であった。バス停留所など路線施設につい
ては、道路の陥没などによる歩道や縁石などの
損傷が多発し、それに伴ってバス停のテント、
標識柱、ベンチなどに被害が発生した。
　震災発生直後のバス運行については、比較的
被害の少なかった西神など近郊地域で、落合・
垂水・西神の 3 営業所を中心として、当日のう
ちに18路線の運行を再開した。一方、市街地中
心部の路線は大打撃を受け、陥没した道路、破
損した橋梁、道路上に倒壊した家屋やビルの残
骸、交通規制などの路線状況、走行環境が整わ
ないなど、バスが走行できる道路がほとんどな
い状況であった。そのため、震災当日は全73路
線のうち55路線が運休を余儀なくされた。
　石屋川車庫では、車庫駐車車両の一部が被災
者の一時避難所として使用された。
　鉄道各線が麻痺状態になるなか、バスによる

代替輸送を行う一方、仮設住宅入居者の足を確
保するため、 5 両の観光バスを改造し、ワンマ
ンバス構造要件の緩和を受け運行した。

▪観光バスへの影響
　震災によって市内の観光施設や交通手段は壊
滅的な被害を受け、観光バス事業は 1 年 2 か月
にわたって休止を余儀なくされた。市民の移動
手段を確保するため、平成 7 （1995）年 1 月24
日から 8 月23日までは観光バス全15両をポート
ライナー、六甲ライナーの代替輸送に投入し、
8 月中旬からは仮設住宅建設の進捗状況に応じ
て、 8 両を路線バスとして北区藤原台、しあわ
せの村に投入した。残り 7 両は、復興関連の貸
切運行等にあたった。こうした震災対応は平成
11（1999）年 4 月25日まで続いた。代替輸送関
連の取扱件数は平成 6 （1994）年度668件、 7
年度1,544件に上った。

震災直後の神戸市（写真提供：神戸市）
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被災状況一覧表
路 線 名 建設キロ 施工年次 主　　な　　施　　設 主　　な　　被　　害　　内　　容

西神延伸線
（西神中央駅
　　－名谷駅）

9.4㎞
昭和57年
～

昭和62年

　　　山岳トンネル	 約0.7㎞

線路　明り巻きトンネル	 約1.8㎞　　　高架・橋梁	 約2.0㎞
　　　土工	 約4.9㎞

駅舎　掘割式	 2 駅
　　　高架式	 1 駅
車庫	 9.13ha
変電所	 2 か所

・名谷高架橋橋脚損傷（12本）、伊川谷高架橋電柱クラック（ 5本）

・伊川谷駅プラットホーム支柱損傷等

西　神　線
（名谷駅 　　
 －新長田駅）

5.9㎞
昭和47年
～

昭和52年

　　　開削	 約1.6㎞
　　
　　　シールド	 約0.4㎞
線路　山岳トンネル	 約3.3㎞
　　　明り巻きトンネル	 約0.1㎞
　　　高架・橋梁	 約0.1㎞
　　　土工	 約0.5㎞

駅舎　掘割式	 2 駅
　　　地下鉄	 2 駅
名谷業務ビル（指令所）
新長田駅地下鉄ビル
車庫	 5.40ha
変電所	 3 か所

・新長田駅及び駅西線路部
　開削トンネルのコンクリート中柱が損傷し、一部鉄筋が露出した（52本）。
　　ランクⅢ　せん断クラックが発生した（ 9本）。
　　ランクⅣ　軽妙なクラックが発生した（43本）。
・板宿－新長田間線路部側壁・床版にクラックが発生した。

・板宿駅、新長田駅消火水槽破損、間仕切り壁の損傷等

・柱、梁、壁のせん断破壊

山　手　線
（新長田駅 　
 －新神戸駅）

7.6㎞
昭和52年
～

昭和60年

線路　開削	 約7.6㎞

駅舎　地下式	 7 駅

変電所	 3 か所

・新長田駅東線路部、上沢駅及び駅東西線路部、三宮駅開削トンネルのコンク
リート中柱が損傷し、一部鉄筋が変形した（405本）。
　　ランクⅠ　コンクリートがせん断破壊し、鉄筋が直径の 3倍以上変化した

（18本）。
　　ランクⅡ　コンクリートがせん断破壊し、鉄筋が直径の 1～ 3倍変化した

（44本）。
　　ランクⅢ　せん断クラックが発生した（199本）。
　　ランクⅣ　軽妙なクラックの発生（144本）。
・新長田－新神戸間線路部側壁・床版にクラックが発生した。
・長田駅、県庁前駅、三宮駅、プラットホーム支柱損傷等
・上沢駅、三宮駅、間仕切り壁の破壊、構築と出入口のずれ等
・全駅間仕切り壁の損傷等
・上沢変電所き電線の破損等

合　　計 22.9㎞ 	―― ―――― ――――

土木施設被災状況総括表
※総柱本数：板宿－新神戸間（開削区間）の中柱の全数

場　　　　　所 ランクⅠ ランクⅡ ランクⅢ ランクⅣ ランク計 被 害 の 程 度 ・ 概 要

開
削
ト
ン
ネ
ル
部
・
中
柱

新長田駅
　 及び
駅東西線路部

板宿－新長田間線路部 ― ― ― 4本 4本 ・中柱にクラックが発生している。また、一部につ
いて軸方向鉄筋が屈曲しコンクリートと鉄筋が分
離している（延長400ｍ）。

新　長　田　駅 ― ― 9本 39本 48本
新長田－長田間線路部 ― 6本 55本 13本 74本

長　田　駅 ― ― 2本 3本 5本 ・中柱にクラックが発生している。

上 沢 駅
　 及び
駅東西線路部

長田－上沢間線路部 ― 1本 34本 ― 35本 ・中柱にクラックが発生している。また、一部につ
いて軸方向鉄筋が屈曲しコンクリートと鉄筋が分
離している（延長720ｍ）。
・駅部の上床版、側壁等にクラックが発生している。

上　沢　駅 10本 23本 59本 20本 112本
上沢－湊川公園間線路部 ― ― 1本 58本 59本

大倉山駅
　 及び
駅東西線路部

湊川公園－大倉山間線路部 ― ― 1本 ― 1本
・中柱にクラックが発生している。大　倉　山　駅 ― ― ― 14本 14本

大倉山－県庁前間線路部 ― ― ― 2本 2本

三 宮 駅
　 及び
　駅東線路部

三　宮　駅 8本 14本 23本 34本 79本
電気室（Ｂ 1Ｆ）
換気機械室（Ｂ 1Ｆ、Ｂ 2Ｆ）
・中柱にクラックが発生している。また、一部につ
いて軸方向鉄筋が屈曲しコンクリートと鉄筋が分
離している（延長310ｍ）。

・駅部の上床版、側壁等にクラックが発生している。
三宮－新神戸間線路部 ― ― 24本 ― 24本

被　災　柱
総　数

駅　　　部 18本 37本 93本 110本 258本 総柱本数　1,609本（鋼管柱388本含む）	 ※
線　路　部 ― 7本 115本 77本 199本 総柱本数　1,961本（鋼管柱 0本）	 ※
　　計 18本 44本 208本 187本 457本 総柱本数　3,570本（鋼管柱388本含む）	 ※

高架部
・橋脚 名谷高架橋 ― ― 1本 11本 12本 ・橋脚にクラックが発生している。

駅
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
支
柱

伊川谷駅 ― ― 6本 19本 25本

・支柱にクラックが発生している。
長田駅 ― ― ― 14本 14本
県庁前駅 ― ― ― 25本 25本
三宮駅 ― ― 117本 ― 117本
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▪地下鉄の被害概要
　地震発生時、北神急行を含む営業線上には 7
編成の列車（うち 2 編成は北神急行の列車）が
運行中であった。電車線が停電したため、駅停
車中及び駅出発直後の列車は非常停止した。走
行中の列車は惰行により次駅まで走行しようと
したが、山手線の 1 列車と北神急行線内の 1 列
車は駅間に停止してしまうこととなった。
　ほどなく運転指令からの指示に基づき、乗客
を駅構外に避難誘導し、全員を無事地上に脱出
させた。車両の脱線や構造物との接触が起こら
ず、停車後の誘導もスムーズに行うことができ
たため、最も心配された乗客への被害は避ける
ことができた。
　一方、施設の被害は大きかった。開削トンネ
ルの中柱や高架橋に損傷が見られたほか、トン
ネル内の漏水、駅舎の内装材のひび割れなど、
全駅で被害が発生した。なかでも、地震の影響
を強く受けた既成市街地区間での被害は大きか
った。三宮駅、上沢駅、新長田駅及びその周辺
線路部については、開削コンクリート中柱が被
災したほか、駅舎や駅ビルなどにも被害が発生
した。
　軌道設備については、西神延伸線で大きな軌
道狂いが発生した。しかし、神戸市交通局整備
班の昼夜を徹した作業によって震災翌日の 1 月
18日午前 5 時までに復旧を完了し、西神中央駅
－板宿駅間の部分開業に備えた。
　電気・機械・車両設備には、深刻な被害はな
かった。コンコースやホームといった乗客の利
用スペースの柱についても、鋼管柱の異常が見
られず、早期の運転再開が可能となった。

地下鉄の被害状況3

▪土木施設の被害
①　開削トンネル

　最も大きな被害が出たのは、土木施設、特
に開削トンネルのコンクリート中柱であっ
た。開削トンネルは板宿駅－新神戸駅間の
8.8㎞あり、コンクリート中柱総本数約3,600
本のうち457本が何らかの被害を受けた。被
害箇所は、地上構造物の倒壊や道路の陥没が
著しい地域と一致しており、三宮地区（駅部
約310ｍ）、上沢地区（駅部及び線路部約720
ｍ）、新長田地区（駅部及び線路部約400ｍ）
の合計約1.4㎞区間に集中していた。三宮駅
で約 5 割、上沢駅では 7 割ものコンクリート
中柱が被災した。
　せん断クラックは柱の中央付近から梁との
接合部にかけて斜めに発生しており、クラッ
ク方向は、柱の西面を見た場合、三宮駅では
右上がり型が多く、新長田駅から上沢駅まで
では右下がりがほとんどを占めた。また、三
宮駅、上沢駅の地下 1 階では、軸方向鉄筋が
屈曲して、コンクリートと鉄筋が分離した柱
も見受けられた。
　損傷の程度を第Ⅰ～Ⅳランクの 4 段階に区
分したところ、鋼板巻など何らかの補強をし
た第Ⅰ～Ⅲランクが270本、軽微なクラック
が生じた程度でエポキシ樹脂などの注入のみ
で済んだ第Ⅳランクが187本であった。

せん断クラック
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三宮駅被災状況（平面図・縦断図）

三宮駅被災状況（横断面図）

地下１階平面図

地下２階平面図

縦断図

地下３階平面図
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上沢駅被災状況（平面図・縦断図）

上沢駅被災状況（横断面図）

地下１階平面図

地下２階平面図

縦断図
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　ランクⅠ～Ⅲは、コンクリートが斜めせん
断破壊を受けており、鉄筋の変状（芯のずれ）
度合いが直径の 3 倍を超えるものはランク
Ⅰ、 1 ～ 3 倍のものはランクⅡ、直径未満の
ものはランクⅢとランク分けした。
　ランクⅠは三宮駅地下 1 階換気機械室の 8
本と、上沢駅地下 1 階電気室の10本、計18本
であった。ランクⅡは、三宮駅地下 1 階電気
室、地下 2 階換気機械室、上沢駅地下 1 階電
気室のほか、新長田－上沢間の線路部の一部
にも見られ、計44本あった。ランクⅢは軌道
階を中心に208本であった。
　なお、プラットホーム・コンコースなど一
般乗客が通行する部分の中柱は、鋳鋼もしく
は鋼製の円柱が用いられている。これら鋼管
柱については、超音波検査や磁粉末探査など
によって中柱本体の検査を行ったところ、異
常は見られなかった。また、中柱以外にも三
宮駅、上沢駅では、側壁や床板に0.2㎜以上
の目視できるクラックが多数発生していた。
これに伴い湧水が横断方向の打継ぎ部及び下
床板と側壁との打継ぎ部から漏れており、震
災前に比較すると一時的にせよ湧水量は 3 ～
10倍に増えた。
　その他、名谷高架橋の12本の橋脚において、

軸方向鉄筋の段落ち部分に水平クラックが発
生し、そのうちの 1 本は被りコンクリートが
剥離して鉄筋が露出した。また、全線にわた
って側壁や床板に軽微なクラックが発生し、
さらに側壁に接する相対式ホーム（長田駅、
県庁前駅、三宮駅）では、開削トンネル中柱
と同じくホームスラブを支える柱にせん断ク
ラックが見受けられた。

②　シールドトンネル・山岳トンネル
　激震地域に隣接した板宿シールドは、地上
の建物がかなりの被害を受けたにもかかわら
ず、軽微な被害にとどまった。また山岳トン
ネルについては、激震地から離れていたため、
やはり被害は軽微であった。ただし、漏水が
一時的ながら増加した。

③　高架橋・橋梁等
　橋梁等についても、被害は比較的軽微であ
ったが、名谷高架橋において12本の橋脚に水
平クラックが発生した。そのうち 1 本では、
被りコンクリートが剥離して鉄筋が露出した
部分があった。また、伊川谷駅のプラットホ
ーム及び上屋部を支える橋脚支柱の25本にク
ラックが発生し、うち 6 本はコンクリートが
部分的に剥離した。

④　プラットホーム
　プラットホームの被害は、側壁に接する相
対式ホームにおいて、開削トンネルや中柱と
同様、ホームスラブを支える柱にせん断クラ
ックが見られた。

▪電力設備の被害
　地震発生と同時に関西電力からの電力供給が
ストップ、全変電所が停電した。地下鉄の電力
運用を行う電力指令所は名谷にあり、比較的被
害は軽微であったが、関西電力に確認したとこ
ろ復旧の目処が立たないとのことであった。
　このため、名谷変電所の周辺を点検した後、
非常用発電機の運転を開始。ほかの発電機の運

上
沢
変
電
所
の
ラ
ッ
ク
の
被
害
状
況
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転と併せて重要設備、保安照明等の電力を確保
した。その後、 8 時30分頃から関西電力の電力
供給が順次復帰したため、発電機から買電に切
り替え、12時頃には地下鉄全線の電力供給が可
能になった。
①　上沢変電所

　土木構造物の被害は、上沢駅、新長田駅、
三宮駅を中心に、ずい道を含めて特に柱の損
傷が大きかった。なかでも上沢駅にある上沢
変電所は、ほとんどの柱がかなりの損傷を受
けた。また、電車線へ給電するき電ケーブル
がラックとともに落下し、損傷を受けた。

②　伊川谷高架部のコンクリート柱の被害
　電車線支持コンクリート柱 5 本にクラック
が発生した。

▪信号通信設備の被害
　直接的な被害は軽微なものであり、発災翌日
には西神中央駅－板宿駅間の運転が再開され
た。特に自営の電話回線である業務電話は、増
設や移設を行って、対策本部の設置、被害調査、
部分開業の臨時駅管区の設置、復旧工事などに
大いに役立った。

▪建築施設の被害
⑴　地下駅舎の被害状況
　 9 つの地下駅舎すべてで、間仕切り壁、仕上
材の浮き・破損、タイルの浮き・剥離、漏水な
どの被害があった。特に激震地となった三宮・
上沢・新長田の 3 駅では、土木構造物に大きな
被害が生じたため、被害調査や補強、中柱の仮
支柱設置などのために建築仕上げ材の撤去が必
要となった。さらに三宮・上沢の両駅では、駅
務関係の諸室が使えなくなった。詳しい被害状
況は次のとおりである。
①　出入口・階段

　三宮・上沢の 2 駅で構造物にずれが発生し
た。特に上沢駅では、駅本体の構造体と出入

口のそれとの間で約 5 ㎝上下方向のずれが生
じた。三宮駅では、出入口の階段仕上材が突
き上げられたような形で浮き上がった。

② 　壁・エレベーターシャフトなど
　横断方向の間仕切り壁で鉄筋コンクリート
造・コンクリートブロック造のものは、 9 駅
すべてでせん断亀裂が発生し、激震地の 3 駅
では大破した。スパンクリート製やALC製
の間仕切り壁では、被害が少なかった。また、
コンコースとホームを結ぶエレベーターのシ
ャフト（鉄筋コンクリート造）が、上沢・新
長田の 2 駅で横断方向にせん断破壊を受け
た。

③　漏水
　すべての駅舎で、震災後長期にわたって漏
水が発生した。特に、記録的な降水量となっ
た 5 月には、新長田駅などでコンコースを停
電させるほどの激しい漏水が生じた。一部の
コンコースの床防水が破断した可能性も考え
られたが、確認できなかった。漏水の場所と
しては、駅本体の構造体と出入口のそれとの
エキスパンションジョイント部分や、地上に
通じる階段部の天井折れ曲がり部分などで特
に目立った。三宮と新長田の両駅では、出入
口通路の床からも漏水が発生した。

⑵　建築物単独の被害状況
　激震地にある新長田地下鉄ビルが大破した
が、それ以外は比較的軽微な被害にとどまった。
ただし、随所で建物周辺の陥没などが確認され
た。被害の概略は次のとおりである。
①　地上駅舎

　タイルの亀裂や浮き、ボードの目地分か
れ・破損、ガラスの破損など建築仕上げの被
害が中心で、壁の亀裂を除いて構造物そのも
のの被害はほとんどなかった。

②　名谷業務ビル
　被害は軽微。
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③　新長田地下鉄ビル
　鉄骨鉄筋コンクリート造の柱主筋の座屈・
梁のせん断破壊、梁主筋圧接部の破断、鉄筋
コンクリート造の壁のせん断破壊、階段スラ
ブの破壊などが建物西側に発生している。ビ
ルと一体構造の地下鉄の換気塔も壁面が破壊
されたが、換気・排煙機能は確保できた。仕
上材では、駅コンコースとの接続部の吹き抜
け部の壁タイルが、高さ20ｍ、幅 8 ｍにわた
り剥離した。

▪設備の被害
⑴　空調・換気設備
　地下鉄のほぼ全駅でダクトの吊りボルトに変
形が見られ、一部の駅では吊りボルトが脱落し
てダクトが変形した。送排風機、冷凍機、冷却
塔、捕機類については、特に被害はなかった。
　地上駅においては、一部天井埋込エアコン、
吹出口などにずれが生じた。新長田地下鉄ビル
では、空調機やダクトの破損、天井埋込エアコ
ンや吹出口などのずれがあった。名谷業務ビル
では、床置エアコンの転倒、吹出口のずれや脱
落が発生した。

⑵　給排水・消火設備
　地下駅の板宿駅と新長田駅で、消火水槽（FRP
製）が破損した。また、 5 駅で給水管の小規模
な漏水が発生した。地上駅については、 2 駅で
便器の破損、給水管の小規模な漏水があった。
新長田地下鉄ビルでは、高架水槽（FRP製）が
破損した。

⑶　電気設備
　新長田駅のケーブルラックが一部落下した
が、その他の駅では大きな被害はなかった。地
上駅においては、伊川谷駅のホームの吊下げ照
明器具の金具（レースウェイ）が外れ、照明器
具が垂れ下がった。

⑷　昇降機設備
　地下駅の新長田駅と上沢駅では、エレベータ
ーシャフトが破損し、新長田駅ではエスカレー
ターが落下物により損傷した。地上駅について
は、エレベーター、エスカレーターとも被害は
なかった。新長田地下鉄ビルでは、エレベータ
ーシャフトが破損した。

⑸　その他
　土木構造物に大きな被害を受けた新長田・上
沢・三宮駅では、復旧工事のため、地震そのも
のによる被害は受けなかった中柱周囲のダク
ト・機器・給排水管・消火管・電線管・分電盤
類の設備の撤去を余儀なくされた。特に三宮駅
機械室内では、主要機器の約70％、ダクトの約
60％を一時撤去した。

▪一丸となった復旧への思い
　阪神・淡路大震災では「全市防災指令第 3 号」
が適用され、発災直後から全職員出動体制が敷
かれた。しかし、当日はバスの郊外路線を除い
て市内中心部を走るバスや鉄道が全面ストップ
し、車も走れるような道路状況になかったため、
物理的に出勤できない職員も多かった。また、
地震は市バス・地下鉄を支える神戸市交通局職
員やその家族にも多大な被害をもたらした。し
かし、「今は地下鉄・市バスを 1 日でも早く走
らせることで、少しでも市民に元気を出しても
らおう」という気持ちで職員が団結し、地下鉄
の応急復旧、市バス路線の復旧に取り組んだ。

▪地下鉄の復旧までの経過
　地震発生直後に災害対策本部を設置し、被災
状況の把握、復旧方針の決定などを急ぐととも
に、停止した列車の引き上げを進めた。引き上

復旧から復興へ4
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げは 1 月17日23時頃から開始し、翌18日 2 時20
分に完了した。その後、トロリーを使用して全
線の調査を実施した。
　その結果、新長田駅以東はずい道部中柱など
の土木施設に被害を受けていたため、当面の運
転再開は見合わせて復旧状況を見ることとし
た。軌道・車両・電気施設などは使用可能の状
況であったことから、土木設備に被害のない西
神中央－板宿駅間13.9㎞を当面の営業区間と定
めた。総合運動公園駅－名谷駅間については、
西行線の橋脚が損傷していたため、東行線のみ
を使用し、西神中央駅－名谷駅間、名谷駅－板
宿駅間の折り返し運行を実施することとした。
単線運行の際には指導指令式の運行となる。こ
れは、選定された指導者が乗車している車両の
みを単線区間に進入可能とするもので、こうす
ることにより、複数の車両が単線区間に進入す
るのを防ぐものである。
　この方針に基づき、地震発生翌日の 1 月18日
15時33分、上記区間で運転が再開された。翌19
日には一部ダイヤを変更し、25日には被災橋脚
の復旧が完了したため、複線による西神中央駅
－板宿駅間の直通運転を再開した。
　板宿駅－新神戸駅間約8.8㎞については、被
災した中柱のうち特に被害程度が深刻なものに
ついて、鉄道構造物の安全性を確保するためＨ
鋼材を中柱に沿わせて設置した。そして約 1 か
月後の 2 月16日、応急復旧として西神中央駅－
新神戸駅間全線の運転を再開した。ただし、こ
の時点では、駅構内の防災設備の回復が遅れて
いた新長田駅、本復旧のための準備工が必要で
あった三宮駅、上沢駅については、やむなく通
過駅とした。山手線で最も利用者の多い三宮駅
を通過するという変則的な措置だったが、既に
震災翌日から復旧していた西神中央駅－板宿駅
間、北神急行新神戸駅－名谷駅間と合わせて、
応急復旧とはいえ市営地下鉄Ｕラインを復活さ
せることができた。

　その後、軌道上の本復旧を急ぐため、営業時
間を 5 時45分から23時までに短縮し、夜を徹し
て工事を行った。 3 月16日には、新長田駅にお
いて消火水槽が復旧し 2 方向で入口の確保が可
能になったこと、三宮駅では中柱の本工事のた
めの仮受け柱をホーム上に設置する工事及び排
煙機能の仮復旧措置が完了したことから、両駅
が開業した。さらに同月31日には、上沢駅でも
開駅に必要な施設の復旧が完了したため営業を
再開した。 3 駅とも、本復旧工事を行うため出
入口の一部が使用不能状態であったものの、震
災後73日で全線・全駅の営業再開を果たすこと
ができた。本復旧工事を引き続き行い、営業時
間を完全に震災前に戻すことができたのは 7 月
21日、発災から195日目のことであった。

▪地下鉄の復旧工事
⑴　工事の概況
　地下鉄の復旧工事に際しては、資材の搬入路、
作業スペース、作業時間の確保など、地下構造
物ゆえの各種制約のもとで実施しなければなら
ない難しさがあった。さらに、直接被害を受け
なかった電気室や換気機械室の機器類、軌道階

（線路のある階）の信号ケーブルやトラフなど
を、中柱の補修のために移設したり防護する必
要性があり、そうした煩雑な作業の付加もあっ
て困難な工事となった。また、本復旧時には駅
部において昼間時の施工が一部可能だったもの
の、軌道階の作業時間は営業終了後の深夜 4 時
間に限定されるなど、時間的な制約が大きかっ
た。
　そのような状況ではあったものの、前述のと
おり電気・機械・車両・軌道設備に大きな被害
がなく、三宮駅・上沢駅で一般乗客が通行する
区域にある鋼管柱が被害を受けなかったことか
ら、被災柱の防護工を行うことで本復旧を待た
ずに営業再開することができた。また、復旧用
にモーターカー 1 台、運搬トロ 2 台をただちに
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阪神・淡路大震災と復興の経緯
月　日 神戸市営地下鉄復旧経緯 他 の 鉄 道 復 旧 経 緯

1月17日 5 時47分、全区間で停電 5列車が本線停止状態。
12時前に全区間復電完了。

神戸高速、新交通、北神、JR、阪神、阪急、山陽、神鉄
全面運行停止

1月18日

未明に本線停止の全列車を車庫に回送。運転再開
のための点検、試運転実施後、15時33分に西神中
央－板宿間の臨時運転を再開。ただし学園都市－
名谷間は東行線のみで単線運転。

北神急行運転再開

1月19日
～

伊川谷高架部コンクリート柱クラック仮復旧
（ 1月27日まで） 1月19日

神戸電鉄鈴蘭台－三田、鈴蘭台－粟生間運転再開し、三
田を経由して大阪方面と接続。1月25日 学園都市－名谷間複線運転開始、営業時間延長、

運行本数増便した。

～
2月15日

〔新長田－新神戸間の復旧〕
1月20～28日　構築補強工事支障物件移設・撤去
1月29日～ 2月 7日　線路部構築補強工事
2月 7～11日　　　　電気関係復旧工事
2月12・13・14～15日　限界検査・試充電・試運転

1月30日　JR神戸以西運転再開（新長田通過）
2月 7日　神戸電鉄鈴蘭台－長田運転再開
2月20日　JR神戸－灘運転再開、阪神電鉄高速神戸－
　　　　　岩屋運転再開
3月10日　JR新長田駅再開
4月 1日　JR全線復旧
6月 1日　阪急電鉄神戸線復旧
6月18日　山陽電鉄全線復旧
6月22日　神戸電鉄全線復旧
6月26日　阪神電鉄神戸線復旧
8月末　　神戸高速鉄道、新交通全線復旧

2月16日 始発より西神中央－谷上間運転再開
（三宮、上沢、新長田 3駅は通過）

2月16日
以降

3月16日　三宮、新長田駅再開
3月17日　伊川谷高架部支持柱復旧完了
3月31日　上沢駅再開
4月27日　構築補強工事後の上沢変電所復旧
5月 8日　震災前ダイヤに復旧（終電は繰上げ）
7月21日　ダイヤ改正実施

復　旧　工　程
平成８年平　成　７　年

４
月

３
月

２
月

１
月
　
月
１２　

月
１１　

月
１０９

月
８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

３
月

２
月

１
月

        　三 宮 駅土
木
施
設－

中
柱

        　上 沢 駅

     　新長田駅

        　線 路 部

              　建築物・設備

　軌 道 施 設

          　電 気 施 設

     土 木 施 設
トンネルクラック

増備して昼夜を徹した工事を行い、当初の見込
みを上回るペースで復旧を進めることができ
た。
　順調に復旧工事が進んだほかの要因として
は、海岸線の建設工事に中止命令を出して復旧
にすべての資源を注ぎ込んだこと、大阪市交通
局から迅速な職員の派遣を受けたことなどがあ
る。大阪市交通局の職員派遣は各都市の地下鉄
事業者の代表幹事として来ていただいたもの
で、発災直後から 2 月下旬までの間に、延べ68
人の職員派遣などの支援を受けた。

⑵　土木施設の復旧
　被災した中柱及び橋脚のうち、設計耐力を維
持していないものについては、支保工を建て込
み、地下構造物の安全性を確保した。余震に対
しては、支保工のジャッキアップ、ブレーシン
グの設置を行い、 2 次災害防止と地上の路面交

通の安全性確保を図り、地下鉄の運行をしなが
ら本復旧を行うこととした。
　三宮駅と上沢駅については、被害の大きな柱
のクラックの進行を防ぐとともに、軸力を下層
の健全な柱に伝達できるよう、被災柱に密着し
て支保工を建て込み、柱の防護を行って運転再
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開に備えた。震災直後の混乱や道路の渋滞に加
え、地下での作業であったことから、約190本
の仮支柱がすべて建て込まれたのは震災発生か
ら20日たった 2 月 6 日であった。また、仮支え
を必要としない被災柱についてはエボキシ樹脂
を注入し、 2 月16日の全線再開までに応急復旧
を完了した。
　本復旧の方法については、 2 月28日に運輸省

（現・国土交通省）の鉄道施設耐震構造検討委
員会において承認を受けた方法を基本に進めて
いった。すべて営業線内作業であり、列車運行
及び乗客の安全確保の必要性から施工もかなり
制限を受けたが、 9 月末には作業を終了した。
施工にあたっては現場での作業時間短縮のた
め、鋼板の加工はすべて工場加工とし、また無
収縮モルタル及び流動化コンクリートと鋼板の
間に硬化後隙間が生じたため、エボキシ樹脂を
注入して中柱との一本化を図った。

⑶　電気設備の復旧
　電気設備の復旧工事には、地震により直接被
害を受けた設備の復旧と合わせて、土木設備復
旧に伴う支障設備の仮移設及び復旧を行った。
前者は、上沢変電所のき電設備などで、これに
ついては隣接変電所からの延長き電によって、
復旧までの運用に支障がないよう処置した。後
者については、土木設備の復旧に伴ってATC
トラフや各種機器を仮移転しており、土木設備
の復旧工事終了後に本復旧を行った。
①　上沢変電所

　大きな余震があれば二次災害を引き起こす
恐れもあったため、柱の仮復旧は緊急を要し
た。そのため、落下したラックやき電ケーブ
ルを撤去し、柱の仮復旧のための整流器の移
設などを行った。このような状況から上沢変
電所は一時休止せざるを得ず、再開できたの
は 4 月28日であった。

②　伊川谷高架部のコンクリート柱の被害

　電車線支持コンクリート柱のクラックにつ
いては、薬液注入と鋼製バンドによる応急措
置の後、コンクリート柱を鋼管柱に交換する
工事を行った。1 月27日に応急措置を完了し、
本復旧は 3 月10日であった。

⑷　通信信号設備の復旧
　構築の被害が大きかった三宮駅信号通信室で
は、柱の復旧のため機器全体に仮囲いをした。
また、ずい道内の柱復旧には、柱に取り付けて
いる信号用電欄棚とケーブル、ずい道照明器具
と照明用ケーブルなどの移設が必要となった。
これら復旧に支障となる設備の移設は、 1 月28
日に完了した。その後、損傷した柱に対する仮
支柱の設置工事が行われ、 2 月16日にはまだ復
旧作業中の三宮、上沢、新長田を通過する形で
西神中央－谷上間の運行を再開した。支障移設
した信号設備などを元に戻す作業を行ったの
は、柱の本復旧と仮支柱の撤去後となったため、
平成 7 （1995）年12月であった。

⑸　建築関係の復旧
　復旧にあたっては現状復帰を基本としたが、
同時にいかに乗降客の安全を確保しつつ復旧を
早めるかが重要であった。特に 3 月頃までは、
道路交通状況や災害廃棄物の処分状況などを考
慮し、できるだけ残材を出さない工法や、迅速
に復旧できる工法に変更したケースもある。
①　 1 月18日段階

　西神中央－板宿、新神戸－谷上（北神急行）
の運転を再開。早期運転再開を優先させるた
め、応急復旧工事を行った。板宿駅では南階
段壁面仕上げが落下する恐れがあったため、
運転再開時にはやむなく南階段を閉鎖し、地
下駅にもかかわらずホームとコンコースの連
絡階段が 1 つしかない状況での営業再開とな
った。
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補強された中柱 夜間の復旧作業

②　 2 月16日段階
　同日の全線運転再開という方針が決定した
のを受けて、この日から営業を再開する地下
駅 4 駅について、乗降客の安全を確保するた
め防災設備の作動確認、タイルやボードなど
落下の危険がある部位の撤去などの作業を急
いだ。特に階段室部分は、仕上材の落下は大
きな事故につながりかねないため、徹底的な
調査・撤去を行った。通過駅となる上沢・三
宮・新長田の 3 駅では、緊急時の停車避難駅
としての対応ができるよう、復旧工事中のプ
ラットホームやコンコースに仮囲いを設け、
地上までの 2 方向の経路を確保した。

③　 3 月16日段階
　この日、三宮駅・新長田駅の営業を再開し
た。三宮駅の開駅にあたっては、防災設備の
仮復旧などを行った。また、新長田駅につい
ては、エレベーターシャフトを復旧してエレ
ベーターを使用できるようにする等の対応を
行った。

④　 3 月31日段階
　上沢駅の営業を再開した。同駅は最も被害
が甚大で、中柱等の被害のほか建築における
損傷も大きかった。開駅にあたっては、地上

への出入口 4 か所のうち 2 か所を工事資材搬
入口にあて、残る東西 1 か所ずつの出入口に
ついて乗降客用通路として安全確認を徹底す
る等の対応を行った。

⑤　新長田地下鉄ビルの復旧
　鉄道施設で唯一大破した新長田地下鉄ビル
については、解体か復旧かの方針を決定する
ため被害度調査を実施。その結果、部材の断
面にかなりの余力がある部分も多いとの判断
から、建築基準法その他関係法令の基準を満
たすよう補強工事等を実施した。

⑹　設備関係の復旧
　被害のあった各駅設備の復旧にあたっては、
旧耐震基準で設計施工された板宿、新長田駅に
ついては新耐震基準で復旧を行う必要があっ
た。消火水槽についても、新耐震基準に基づい
て復旧させた。
　落下したケーブルラックについては、従来の
吊り下げ方式ではなく床から支持する方式に変
更した。
　新長田・上沢・三宮の 3 駅における設備復旧
に際しては、工事の節目ごとに主として火災対
策設備の排煙機能の確保に重点を置いて復旧を
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行った。特に制約の厳しかった三宮駅では、次
のような対応をした。
・ 2 月16日の段階では、ずい道部の排煙機能を

確保するため、一度撤去していたずい道排煙

ファンのケーシングを土木支柱の復旧工事に
支障のない形状で復旧させた。

・ 3 月16日の段階では、駅部のホーム及びコン
コース部の排煙機能を確保する必要があるも

復旧方法の考え方
ランク 設計軸力の耐力の考え方 施　　　工　　　方　　　法 判定基準 備　　　考

Ⅰ

・Ｈ鋼材と既設コンクリ
ート柱（鉄筋は考慮せ
ず）により軸力を分担
する。
・補修された既設コンク
リート柱は、鉄筋を考
慮しないで算定した許
容軸力の80％の耐力を
持つものとする。

①破壊部のコンクリート及び鉄筋を除去した後、除去部
に新しい鉄筋を建て込み、コンクリートを打設する。
②クラックにエポキシ樹脂等を注入する。
③柱に沿わせてＨ鋼材を建て込む。
④フラットジャッキにてプレロードをかけ、Ｈ鋼材の上
下端をケミカルアンカー等により固定する。
⑤柱周りに鋼板（ｔ＝ 6 ㎜）を巻き、流動化コンクリー
ト等を打設する。
⑥幅 1ｍを超える柱については、柱を削孔して高さ 1ｍ
ピッチにPC鋼棒で鋼板を拘束する。

柱全断面に貫通クラ
ックがあり、軸方向
鉄筋の曲がりが鉄筋
径以上の場合
（ 3Ｄ以上）

※①帯鉄筋及び中間帯鉄
筋を増強する。

Ⅱ

・Ｈ鋼材と既設コンクリ
ート柱（鉄筋は考慮せ
ず）により軸力を分担
する。
・補修された既設コンク
リート柱は、鉄筋を考
慮しないで算定した許
容軸力の80％の耐力を
持つものとする。

①破壊部のコンクリートを除去した後、除去部にコンク
リートを打設する。
②クラックに、エポキシ樹脂等を注入する。
③柱に沿わせてＨ鋼材を建て込む。
④フラットジャッキにてプレロードをかけ、Ｈ鋼材の上
下端をケミカルアンカー等により固定する。
⑤柱周りに鋼板（ｔ＝ 6 ㎜）を巻き、流動化コンクリー
ト等を打設する。
⑥幅 1ｍを超える柱については、柱を削孔して高さ 1ｍ
ピッチにPC鋼棒で鋼板を拘束する。

柱全断面に貫通クラ
ックがあり、軸方向
鉄筋の曲がりが鉄筋
径以上の場合
（ 1Ｄ～ 3Ｄ）

・鉄筋の曲がりが 2Ｄ～
3Ｄの場合、その部分
の鋼板厚を 9とする。
※①コンクリートの破損
度が大きい場合は、破
損部コンクリートを除
去し、帯鉄筋、中間帯
鉄筋を増強し、コンク
リートを打設する。

Ⅲ

・補修された既設コンク
リート柱は、従前の耐
力を持つものとする。

①クラックにエポキシ樹脂等を注入する。
②柱周りに鋼板（ｔ＝ 6 ㎜）を巻き、エポキシ樹脂等の
注入を行う。
③幅 1ｍを超える柱については、柱を削孔して高さ 1ｍ
ピッチにPC鋼棒で鋼板を拘束する。

柱に剪断クラックが
発生しているが、軸
方向鉄筋の曲がりが
鉄筋径未満の場合

Ⅳ
・補修された既設コンク
リート柱は、従前の耐
力を持つものとする。

①クラックにエポキシ樹脂を注入する。
②被りコンクリートの剥離のみの場合はポリマーセメン
トモルタルによって断面修復する。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲランク以
外で軽微なクラック
が発生している場合

被災程度 ランクⅠ（破壊） ランクⅡ（破損） ランクⅢ（損傷）

被
災
の
イ
メ
ー
ジ

復
旧
の
考
え
方

部材の破壊部を新設する場合 破損しているが、破壊に至って
いない部材を修復する場合

被災によるクラックを修復する場合
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のの、ともに東半分しか排煙設備が本復旧し
ていなかった。そこで、ホーム西端のずい道
排煙設備を改造し、さらに隣接の県庁前駅の
排煙設備も作動させるように改造して、西側
半分の必要排煙風量を確保した。

・ 5 月中旬には、駅部のホーム、コンコース部
の排煙機能のうち、 1 番線ホームの西側半分
及び西側コンコース部の排煙設備を本復旧さ
せた。

・ 7 月初旬には、残っていた 2 番線ホームの西
側半分についても排煙機能を本復旧させた。
また、 3 月16日の段階で改造したホーム西側
のずい道排煙設備と県庁前駅の排煙設備を復
旧させ、三宮駅の排煙設備はすべて復旧をみ
た。また、冷水管、冷却水管、自動制御設備
などの復旧も行い、冷凍機、冷却塔の試運転
を経て冷房運転を開始した。

▪地下鉄運行再開の手続きと検査
①　手続き

　被害状況及び復旧作業状況については、鉄
道事業など報告規則（昭和62年 2 月28日運輸
省（現・国土交通省）令 8 号）第 4 条に基づ
いて、災害発生直後から近畿運輸局に報告し
ていた。さらに、当面の復旧計画等の内容及
び安全性の確認のため、新しく「復旧内容」
と「運転再開」について報告又は連絡するよ
う通達が出された（「兵庫県南部地震に伴う
被災施設の復旧について」平成 7 年 2 月10日
近畿運輸局運転保安課長通達）。
　神戸市交通局においても、復旧の基本的な
考え方などについて検討を進め、平成 7（1995）
年 2 月27日付で近畿運輸局長あてに復興計画
書を提出。翌28日には、確認の通知を受けた

（「兵庫県南部地震に伴う被災施設の復旧工事
計画書」平成 7 年 2 月27日神戸市交通局事業
管理者届出。「兵庫県南部地震に伴う被災施
設の復旧について」平成 7 年 2 月28日近畿運

輸局長通知）。
　中柱及び高架橋については、復旧後は主要
構造物の形状寸法が変更となるため、復旧本
数及び復旧方法の確定後、平成 7 年 8 月16日
付で運輸省（現・国土交通省）に鉄道施設の
変更届を行い、10月30日には61条許可範囲に
ついても建設省に同様の届出を行った。
　運転再開にあたっては、その都度近畿運輸
局長あてに運行計画変更の届出を行った。

②　自主検査
　復旧までの間、数度にわたって自主検査及
び確認を実施した。そのうち、全線開業時

（ 2 月14～16日）、三宮駅・新長田駅開業時
（ 3 月14日）、上沢駅開業時（ 3 月29日）、中
柱の復旧工事の完成時（ 8 月22日）について
は、運輸省（現・国土交通省）立ち合いのも
とで検査が実施された。

▪本復旧
①　復旧方法の考え方
　　本復旧の基本方針については、本市の「震

災復旧対策委員会」において検討がなされ、
中柱と橋脚の被害程度に応じて下表及び図の
ように 4 ランクの復旧方法を決定、運輸省

（現・国土交通省）の「鉄道施設耐震構造検
討委員会」で承認された。

　　被災した中柱のうち、鉄筋が屈曲している
ランクⅠ及びランクⅡの中柱については、鉄
筋の代替としてＨ鋼材を建て込み、フラット
ジャッキにより約25ｔ/本のプレロードを作
用させた。なお、屈曲した鉄筋は切断撤去し
た後、新たな鉄筋を設置した。

　　被災した中柱は、地震により発生したせん
断力に比べて耐力が不足していたため、ラン
クⅠ～Ⅲの中柱については鋼板被覆（厚さ 6
㎜）によりせん断耐力の向上を図った。さら
にランクⅠ・Ⅱの中柱については、被災箇所
のはつりの後に新しく設置する帯鉄筋の直径
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耐 震 補 強 一 覧

区分 内　　容 8年度 9年度 計

地
下
部

開削トンネル
中柱鋼板巻 3本 33本 36本

場　　所 長田－
新長田

長田－
新長田 ――

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
部

高架橋鋼板巻
橋桁落下防止

4本
3か所 ―― 4本

3か所

場　　所

　鋼板巻は
　　櫨谷高架橋
　落下防止は
　　名谷架道橋、
　　小寺架道橋、
　　櫨谷架道橋

――

を13㎜とするとともに、間隔をすべて125㎜
としてせん断耐力の一層の向上を図った。

　　はつりをせずに鋼板被覆する中柱のうち柱
寸法が幅 1 ｍを超える場合は、中間帯鉄筋の
代替としてPC鋼棒を打設し、鋼板の拘束力
を強化した。鋼板と中柱の間隙には、高架橋
ではエボキシ樹脂を、中柱には無収縮モルタ
ルを充填した。しかしランクⅠのようにコン
クリート部分をはつって鋼板を被覆する場
合、新たに打設するコンクリートは空隙充填
も兼ねるため、膨張高流動コンクリートを採
用した。

　　鋼板の内面塗装については、エボキシ樹脂
注入の場合はジングリッチプライマー、その
他はエッチングプライマーとした。外面塗装
については、駅部は鉛丹錆止ペイントに長油
性フタル酸樹脂塗料、軌道部では浸透性エボ
キシ樹脂を投入した。

②　耐震補強
　　被害を受けなかった柱のうち、地質上ある

いは構造上の問題から、構造物の破壊が曲げ
モーメントよりもせん断による破壊が先行し
て生じるものについては、運輸省（現・国土
交通省）の通達に基づいて緊急耐震補強工事
を実施した。右表のとおり、開削トンネル中
柱の補強を、市街地（新長田－長田間）で36
本、ニュータウン部（西神南－西神中央間）
で 4 本、それぞれ行ったものである。

　　またニュータウン部では、名谷、櫨谷の各
高架橋において落橋防止工を実施した。

▪被災者を勇気づけたオリックスの優勝
　阪神・淡路大震災のあった平成 7 （1995）年、
神戸市民にとって忘れることのできないのが、
プロ野球オリックス・ブルーウェーブのパシフ
ィックリーグ優勝である。開幕当初は神戸での
試合開催も危ぶまれたが、チームは「がんばろ
うKOBE」を合言葉に戦った。イチロー選手ら

の活躍は打ちひしがれていた人々を元気づけ、
復興に向けたエネルギーの源となった。この年
の総観客数は過去最高の179万4,000人を記録
し、本拠地のグリーンスタジアム神戸は連日賑
わった。スタジアムへの主要な輸送機関である
市営地下鉄も、臨時増発列車を運行するなどし
て観客輸送の円滑化に貢献した。また、職員に
よる私設応援団も結成されるなど、市民と一つ
になって盛り上がった。

▪市バスの復旧
運行再開まで
　地震被害が特に甚大であった市街地のバス路
線については、倒壊した家屋やビル、電柱など
に阻まれてバスの運行が困難であること、乗客
の安全に責任が持てないこと、渋滞が発生して
おり運行には、平常時の 5 倍もの時間がかかる
可能性があることなど、復旧に向けて数々の問
題があった。
　しかし、危険な状況の間はツーマンで走るこ
とや、部分区間の運転・路線の変更などにより、
少しでも運行可能な路線についてできる限り早
期に運行を再開することを目指した。
　市街地の路線のうち 2 ・ 3 ・ 4 ・11・61・65
系統の 6 路線については、発震から 2 日後の 1
月19日から運行を再開。 1 月30日の時点で、三
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宮には 6 つの系統が乗入れできるようになっ
た。その後、順次路線の復興に取り組み、発災
から約 5 か月後の 6 月22日には、一部迂回や短
絡をしている変形ルートの路線があるものの、
全系統での運行が再開された。
　今回の震災では地下鉄をはじめ鉄軌道の被害
も大きく、復旧までには長い時間を要した。そ
の代替輸送を担うため、神戸市交通局の観光バ
ス車両やシティー・ループ車両はもちろんのこ
と、全国各地からあらゆるバス車両が投入され、
鉄軌道の再開まで市民の移動の便を確保した。
　また、応急仮設住宅が市内各所に約 3 万2,000
戸建設され、 1 月27日から最初の入居者募集が
始まった。仮設住宅入居者の移動手段として、
既設路線の増便や路線の新設・変更等の対応を
行った。
　 4 月10日から、24系統の一部を路線変更し、
糀台南や狩場台南経由路線を設定した。 8 月10
日からは68系統を神鉄道場駅まで延長し、岡場
駅から北神星和台経由神鉄道場駅までの路線の
運行を開始した。 9 月11日には、しあわせの村
－三宮間の直行66系統の運行を開始した。これ
は、路線バスの増車ができない状況のなか、震
災の影響で利用の少ない観光バス車両を使用す
るという苦肉の策によるものである。乗降口が
1 か所しかないため、途中停留所での乗降が難
しく、しあわせの村－三宮間の直行運転とした。
翌平成 8 （1996）年 5 月 1 日には、臨時65系統

でひよどり台－ひよどり台住宅団地南口間の運
行を始めた。これらの路線はいずれも、応急仮
設住宅解消までの間、仮設住宅入居者の買い物
や通院などに大いに利用された。

▪観光バス事業の再開
　震災復興事業の進展を受けて、平成 8 （1996）
年 3 月21日、定期観光バスの運行が再開された。
市内ホテルでの昼食付きコースを含む暫定 4 コ
ース。案内役は従来のガイドから、コンパニオ
ン「シティーエンジェルス」に変更し、観光案
内はビデオによる方式となった。またグルメバ
スも、同年 7 月20日から11月末まで 3 コースで
再開し、約4,000人の観光客を運んだ。

代替輸送する観光バス
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日　別　復　旧　状　況

月／日 運行開始路線数 当日運行路線数 運　　　行　　　系　　　統
Ｈ 7　
1／17 18 18 ⑫、⑬、⑭、⑳、�、�、�、�、�、�、�、�、�、

�、�、�、�、◯111

1 ／18 9 27 �、�、�、�、�、�、�、�、�
［地下鉄　西神中央－板宿間運行再開］

1／19 16 43 ②、③、④、⑪、⑮、�、�、�、�、�、�、�、�、
�、�、◯120

1 ／20 7 50 ⑩、⑯、�、�、�、�、◯150
1 ／21 1 51 �
1 ／22 ― 51 ［リムジンバス　運行再開］
1／24 ― 51 〔ポートライナー・六甲ライナー代替輸送開始〕
1／25 2 53 ⑲、�
1／27 5 58 ⑤、⑥、⑦、�、�

1／30 1 59 �・�
（②、⑥、⑦、�、�　三宮乗入れ）

2／ 1 1 60 ◯200（路線新設）
2／ 5 ― 60 〈ポートライナー代替バス　ループバス投入〉
2／ 7 2 62 �、�・�

2／ 8 ― 62 （⑥、⑦　路線変更）
〔六甲ライナー代替バス　路線延長〕

2／10 ― 62 （⑯、�　阪神御影乗入れ）
2／11 1 63 �

2 ／13 1 64
⑧
　�　通常路線復帰
　�・�、⑩　 2号線経由に変更

2／16 ― 64 　地下鉄　全線運行再開
　（三宮・上沢・新長田駅は通過）

2／20 1 65

�
　�・�　通常路線復帰
　⑩　神戸駅前まで通常路線復帰
　〔ポートライナー代替バス　三宮乗入れ〕

2／24 ― 65 （⑧、�　通常路線復帰）
2／25 1 66 ◯101
2 ／28 ― 66 （�、�　渦森台まで路線延長）
3／13 1 67 �・�

3／27 ― 67
（�・�　新開地まで路線延長）
〔ポートライナー代替バス　市役所前に変更〕
〈ポートライナー代替バスのうちループバス運行廃止〉

3／31 ― 67 ［地下鉄　全駅営業再開］

4／ 1 ― 67 　⑯、�　JR六甲道駅乗入れ
　�　通常路線復帰

4／10 4 71 �、�、�、◯123
（⑥、⑦　分離）
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月／日 運行開始路線数 当日運行路線数 運　　　行　　　系　　　統
4／14 ― 71 〔六甲ライナー代替バス　島内循環開始〕

4／17 ― 71 　②　JR六甲道駅乗入れ
　⑥、⑦　磯上公園前乗入れ

4／24 ― 71 〈六甲ライナー島内循環代替バス　ループバス投入〉

5／12 ― 71
［六甲ライナー島内運行再開］
　六甲ライナー代替バス　島内循環廃止及び
　魚崎－アイランド北口運行開始

5／29 ― 71 （�・�　西岡本方面運行再開）

6／ 5 1 72
⑱
　⑯　通常路線復帰
　�　北行　地下鉄三宮駅前から運行

6／19 1 73 ①
6 ／22 1 74 ⑨

7 ／ 5 1 75
�　（路線新設）
　①、②、⑱、	�・	�　通常路線復帰
　�　南行　地下鉄三宮駅前まで運行

7／20 ― 75

　�、�　三宮駅ターミナル前乗入れ
　�　通常路線復帰
　［六甲ライナー　魚崎まで運行再開］
　六甲ライナー代替バス　住吉神社－アイランド
　北口・魚崎－アイランド北口廃止及び住吉神社
　－魚崎運行開始

7／31 ― 75 ［ポートライナー　運行再開］
〔ポートライナー代替バス　廃止〕

8／ 1 ― 75 　�　摩耶埠頭乗入れ
　東遊園地まで路線迂回・摩耶埠頭は臨停

8／10 ― 75 （�　神鉄道場駅まで路線新設延伸）
8／14 ― 75 （�　通常路線復帰・摩耶埠頭は臨停）
8／16 ― 75 （�　通常路線復帰）

8／23 ― 75 ［六甲ライナー　全線運行再開］
〔六甲ライナー代替バス　廃止〕

9／ 1 1 75
◯158（路線新設）
　�　休止
　⑩　通常路線復帰

9／11 ― 75 （直行�　運行開始）
10／16 ― 75 （⑥・⑦　東行のみ通常路線復帰）
10／23 ― 75 （⑪　通常路線復帰）

11／ 6 ― 75 　�　北行　通常路線復帰
　　　南行　磯上公園前まで延伸

H 8　
3／21 ― 75 　�　通常路線復帰

　�　路線一部短絡

4／28 ― 75 　⑤　新長田方面運行再開
　⑥・⑦　通常路線復帰　

5／ 1 ― 75 （臨時�　運行開始）

12／ 1 ― 75 　�　西山小学校前（旧北神星和台）－
　　　北神星和台まで路線延伸
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▪海岸線の位置づけ
　海岸線の沿線となる神戸市南部の中央区、兵
庫区、長田区は、幕末の神戸港開港以来、神戸
の経済と産業の発展を支えてきた地域である。
しかし、時代の変化とともに市街地の中心が神
戸・元町・三宮と東へ移り、一方で若い世代が
内陸部のニュータウンへと転出していったこと
などから、人口の減少と住民の高齢化が進み、
経済活動の停退傾向が見られるようになった。
昭和46（1971）年 3 月の市電廃止で公共交通が
バスのみになったことは、こうしたいわゆるイ
ンナーシティ化に拍車をかけるのではないかと
懸念されていた。
　神戸市は、平成元（1989）年12月に「神戸市
インナーシティ総合整備基本計画」を策定。こ
の地域の活性化を図るため、再開発事業や区画
整理事業などによる住宅整備、街路・公園や港
湾などのインフラ整備、ハーバーランドや元町
などの商業・業務地整備などを総合的に推進す
ることになった。そして、地域振興の先導的な
役割を果たす事業として、地下鉄海岸線の整備
が位置づけられたのである。したがって、西神
線のように人口増加に伴う需要対応型の鉄道と
は位置づけが異なる。
　また、同年 5 月31日に出された国の運輸政策
審議会答申第10号「大阪圏における高速鉄道を
中心とする交通網の整備に関する基本計画」に
おいても、ポートアイランド線延伸とともに目
標年次の平成17（2005）年までに整備すべき路
線と位置づけられ、次のようにコメントされた。

海岸線の建設経緯1

「ハーバーランド、長田南、兵庫南など市内
臨海部の再開発に伴い発生する輸送需要に対
応するとともに、三宮、新神戸、新長田など
のターミナルとの結節を図るために必要な路
線であり、中量規模の輸送力を持つ地下鉄と
して整備する路線。」

　前述のとおり、神戸は平成 7 （1995）年 1 月
17日の阪神・淡路大震災によって壊滅的な打撃
を受け、とりわけ既成市街地の被害は想像を絶
するものであった。同年 6 月に策定された神戸
市復興計画では、海岸線が市街地復興の核とし
ての新たな役割を担って整備が進められること
になった。

▪路線の概要
　海岸線は、神戸市の西の副都心である新長田
駅を起点として、神戸の中心地・三宮に至る延
長7.9㎞（工事キロは8.1㎞）の路線であり、両
駅を約15分で結ぶ。前述の運輸政策審議会答申
では、海岸線を新長田から三宮を経由して新神
戸までの区間とされていたが、免許取得区間は
三宮までとした。これは、三宮から新神戸への
延伸に加えて、ポートアイランド地区・神戸空
港への延伸、東部新都市（HAT神戸）への延
伸という選択肢も残しておくためであった。
　新長田と三宮・花時計前の両駅間には、平成
14（2002）年の日韓ワールドカップで会場の 1
つとなった神戸ウイングスタジアム（現ノエビ
アスタジアム神戸）のある御崎公園、臨海型重
工業の集積地である和田岬・川崎町、神戸の新
しい顔となった神戸ハーバーランド、古くから
金融機関などが集まる栄町、中華街のある商業
地区・元町など、特色のある地域が並んでいる。
　ルートは、既存施設の集積、都市計画道路や
都市再開発計画など都市計画事業との整合性、
既存構造物の状況などを考慮して選定した。海
岸線は既成市街地の南部地域を通るため、運河
や河川、地下街、地下駐車場、下水道やガス管な

地下鉄海岸線の開業
第2節
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どの地下埋設物が輻輳しており、平面及び縦断
線形の設定に際しては多くの厳しい条件をクリ
アする必要があった。
　海岸線は、車庫も含めて全線地下構造を採用
した。これは、家屋の密集している市街地を通
過する場所が多いことから、騒音及び振動によ
る沿道住民への影響を最小限にするためと、景
観上の配慮、さらには地上交通の分断の回避と
いった理由による。
　最小平面曲線半径は、駒ヶ林駅南側の大阪ガ
ス跡地及び南京町東側の線路部において100ｍ
を採用している。これは、民地下の通過を極力
避けるためである。また最急縦断勾配は、 3 か
所において50パーミルを採用している。これは、
中央市場前駅前後の線路部においては運河に架
かる橋梁の基礎杭を、また南京町部分の線路部
においては既存の民間建物の地下室及びその建

設時に存置した土留杭を、それぞれ避けるため
である。
　駅は、他鉄道との乗換え、鉄道の高速性、駅
間距離のバランス、沿線プロジェクトとの関係
などを総合的に考慮し、新長田駅と三宮・花時
計前駅を含めて10駅を配置した。新長田駅から
順に東へ、駒ヶ林、苅藻、御崎公園、和田岬、
中央市場前、ハーバーランド、みなと元町、旧
居留地・大丸前、三宮・花時計前の各駅である。
駅舎は 2 層式が 4 駅、 3 層式が 5 駅、 4 層式が
1 駅となった。海岸線ではワンマン運転を実施
することから、乗客の乗降の安全確認をしやす
いよう全駅のホームに島式を採用した。御崎公
園駅については、神戸ウイングスタジアムで催
しがあるときの臨時便増発に備えるのと、故障
車両の一時留置及び車庫の出入庫線への接続の
ため、島式ホームを 2 面とった 3 線構造として

海岸線の路線図（平面図・断面図）
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いる。
　他の鉄道との連絡については、新長田駅で
JR及び地下鉄西神・山手線、和田岬駅ではJR
和田岬線、ハーバーランド駅ではJR及び神戸
高速鉄道、旧居留地・大丸前駅ではJR及び阪
神電鉄、そして三宮・花時計前駅ではJR、阪
急電鉄、阪神電鉄、地下鉄山手線、新交通ポー
トライナーと接続している。
　既存の地下街などとの接続については、ハー
バーランド駅においてデュオ神戸と地下で接
続。また三宮・花時計前駅においては、さんち
か及び国際会館と地下で接続している。

▪建設の着工
　平成 5 （1993）年 4 月26日に運輸省（現・国
土交通省）より鉄道事業免許が交付され、11月
24日に道路下敷設工事施行の認可、同月30日に
は第 1 次工事施行認可を運輸省（現・国土交通
省）から受けた。翌平成 6 （1994）年 1 月 7 日
に都市計画決定がなされ、 2 月25日には建設省
の工事施行認可が出された。 3 月18日には環境
影響評価書が縦覧に付された。そして同年 3 月
29日、平成10（1998）年度中の完成を目指して、
和田岬工区で建設工事が開始された。起工式は
翌 4 月19日に催された。運輸省（現・国土交通
省）の第 2 次工事施行認可も 9 月29日に出され
た。

▪阪神・淡路大震災による中断
　しかし、平成 7 （1995）年 1 月17日に発生し
た阪神・淡路大震災で、工事は中断を余儀なく
された。当時、和田岬工区と御崎車庫工区で工
事が行われており、御崎車庫においてはSMW

（ソイルミキシングウォール）を打設中であっ
た。そのソイルモルタル壁に軽微なクラックが
発生して、漏水するなどの被害が生じた。また、
工事現場であった御崎公園が震災の瓦礫置き場
として利用されることになったため、工事の継
続が不可能となった。
　さらに、営業している西神線、山手線も被害
を受けて運転が停止したため、その復旧を最優
先する必要があったこと、また道路の使用が極
めて困難であったことなどから、発災当日に工
事中止命令が出された。その後 4 か月弱の中断
期間を経て、復旧の進展に伴い御崎公園の瓦礫
撤去が完了し、道路復旧の目途が立ったことか
ら、 5 月 8 日に工事中止命令が解除された。工
事再開にあたっては、営業線の被害状況などを
踏まえ、同規模の大地震が発生しても崩れるこ
とがないよう耐震設計を見直した。また工事再
開にあたって、地元住民に理解を求めるため地
元自治会役員らと協議を重ね、家屋の再検査の
実施方法や耐震性に対する不安を解消するため
の説明会を開催した。
　震災などの影響で、当初の計画をめぐる次の

海岸線の起工式
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ような問題が顕在化した。
・震災後 4 か月間にわたって工事を停止させた

こと
・工事再開後も地元の説明、周辺家屋の再検査

と手戻りが多かったこと。また、市街地の道
路は災害復旧工事やそのための資材輸送のた
め混雑が著しく、工事の遅延が発生している
こと

・災害復旧を優先したことから、阪神高速道路
との近接工事となる神戸工区では、高速道路
の復旧まで工事に着手できなかったこと

　こうした問題に対応するため、次のような工
期短縮や工費削減の工夫がなされた。
・駅レイアウトの見直し
・土木工事における昼夜施工、作業班の増員、

施工サイクルの短縮
・塗膜防水による防水加工の短縮、電気・設備

工事の一部先行施工
・工法の工夫（Ｕターンシールド工法の採用、

シールド縦断を下げて橋脚の支障杭を回避す
ることなど）

・構造の変更（深い開削部分をシールド工法に
変更）

・設備の削減（変電所の見直しによる当面の削
減）

▪工事の再開
　平成 7 （1995）年 6 月に策定された神戸市復
興計画では、市街地復興の核としての新たな役
割を担い、あらためて建設が推進されることに
なった。なお沿線の御崎公園、苅藻島運河や長
田港、大阪ガス跡地などでは、再整備や再開発
を行って地域の集客力を高めるとともに、防災
拠点としても活用するなど、都市の防災力強化
も図られることになった。
　再開後は順調に工事が進み、平成 8 （1996）
年 3 月 5 日には全工区の工事に着手した。以下、
次のような経過を経て開業に至った。

・平成 9 年度
　予算額478億103万7,000円。土木工事継続実

施（全工区）、用地取得・地上権設定、業務
ビル・駅舎等建築設備工事、電力線路・通信
信号線路設備工事。 2 月26日、市会で事業費
2,400億円を発表。 2 月27日、苅藻工区でシ
ールド発進

・平成10年度
　予算額356億5,313万3,000円。土木工事継続

実施（全工区）、用地取得・地上権設定、駅
舎等建築・設備工事、軌道敷設工事、電力線
路・信号通信線路工事、電力機器・信号通信
機器工事

・平成11年度
　予算額341億9,312万9,000円。駅出入口区分

所有権取得・地上権設定、土木工事継続実施
（全工区）、駅舎等建築・設備工事、軌道敷設
工事、電気システム等工事。12月 8 日、受電
開始（御崎・駒ヶ林変電所）。 2 月14日、中
之島工区でシールドが貫通し、軌道階全線開
通

・平成12年度
　予算額386億8,248万3,000円。土木工事、駅

舎等建築・設備工事、軌道敷設工事、電気シ
ステム等工事、車両搬入、試運転調整等。協
働の駅舎づくりについては愛称の募集、手
形・足形タイルの募集等。環境負荷の少ない
システムづくりについては、相対温度差制御
システム、地域冷暖房システム等。 6 月14日、
1 号車両搬入。 6 月26日、構内試運転開始。
7 月26日、市会で平成13（2001）年 7 月開業
を発表。 8 月10日、全線レール締結式。 8 月
22日、本線一部試運転開始（新長田－苅藻間）。
11月15日、全線試運転開始

・平成13年度
　予算額163億3,838万9,000円。 2 月 1 日、習

熟運転開始。 6 月 4 ～ 7 日、開業前検査。 7
月 6 日、開業式典。 7 月 7 日、開業
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　開業関連事業……開業前試乗会の実施、オー
プニングフェアの開催、開業記念スタンプ
ラリーの実施、ボンネットバスの運行「兵
庫津の道」、沿線マップ・ポスター等によ
るPR活動

　

▪海岸線の開業
　こうして平成13（2001）年 7 月 7 日に記念す
べき開業の日を迎えたが、その前日に開業記念
式典が催された。

▪リニアメトロの採用
　海岸線にはいくつかのこれまでにない特徴が
ある。その最大のものは、リニアメトロ（鉄輪
式リニアモーター駆動地下鉄）を採用している
ことである。動力にリニア誘導モーターを使用
し、車両の支持・案内には車輪とレールを使用
して走行する列車を鉄輪式リニアモーターカー
といい、これを地下鉄に採用したのがリニアメ
トロである。その構造上、車高を低く抑えるこ
とが可能であり、その分、建設費も軽減するこ
とができる。リニアメトロを海岸線に導入した
のは、次のような理由による。
①　海岸線の 1 日あたりの乗客需要は、既に営

業されている西神・山手線の半分程度と予測

海岸線の開通と特徴2

される。このような中規模の需要に対しては、
在来型の地下鉄では輸送力が過大となる。

②　リニアメトロは電車の床下寸法が小さいた
め、トンネル断面積も小さくなり、トンネル
建設費の低廉化を図ることができる。

③　リニアメトロはレールと車輪の摩擦力で推
進する粘着駆動方式でないため、急勾配の走
行が可能である。また、車両長が在来型の地
下鉄に比べて約 8 割と短く、セルフステアリ
ング機構付台車を採用することにより、急曲
線の走行が可能となる。したがって、路線計
画を立てる上での制約が少なくなるので、こ
の点からも建設費の低廉化が図られる。

　日本におけるリニアメトロの採用は、大阪市
長堀鶴見緑地線、東京メトロ大江戸線に次いで
3 例目である。

▪まちづくりとの連携
　第 2 の特徴は、沿線のまちづくりやプロジェ
クトとの連携を重視したことである。土地の有
効利用の目的もあり、隣接する再開発ビルや住
宅ビル等との合築を積極的に進めた。具体的に
は、次のようなものが挙げられる。
　新長田駅では再開発ビル「ピフレ新長田」、
駒ヶ林駅では二葉町 5 丁目再開発ビル、御崎公
園駅では「エクセルシティ御崎公園」「ネオシ
ティ御崎公園」「キャナルシティ御崎公園」と
いう民間共同建替ビル、みなと元町駅の旧大林

海岸線開業式典
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組神戸支店跡地、旧居留地・大丸前駅のＲ＆Ｂ
神戸元町と大丸神戸店、三宮・花時計前駅の国
際会館及び三宮ビル南館
　また沿線では、神戸市復興計画に位置づけら
れたものなど、次のような23のプロジェクトが
進められ、海岸線の開業による相乗効果が期待
された。
①　新長田駅前再開発
　　面積約1.5ha、駅前広場5,100ｍ2、再開発

ビル（店舗＋都市型住宅140戸）
②　五位池線整備
　　未整備区間500ｍの拡幅。沿道での再開発

事業
③　大規模工場跡地の活用
　　集客施設（暫定公園）、下水高度処理用地
（駐車場ほか）、インナー工業団地、高速道路
用地

④　長田港再開発
　　マリーナの整備（350隻）、埠頭用地（ 1 ha）、

賑わいのある水辺のアメニティ空間としての
整備

⑤　新湊川沿整備
　　都市高速道路 2 号線（地下）整備と地上部

の一体的整備
⑥　“歴史の道”キャナルプロムナード整備
　　史跡、文化財を結ぶプロムナード、“歴史

の道”の整備、運河の整備

⑦　苅藻島運河再開発
　　市民に親しまれるマリーナの整備、マリン

インダストリーの振興
⑧　御崎公園再整備
　　魅力ある集客性の高い公園としての再整備
⑨　兵庫突堤再開発
　　埋立後の面積約33ha。青果物等の輸入基

地としての整備
⑩　中央卸売市場再整備
　　西側部分の再開発及び市場機能の強化（約

13ha）
⑪　兵庫貨物駅跡地整備（キャナルタウン兵庫）
　　35.6ha、都市型住宅の建設（1,700戸）及

び地域拠点施設（キャナルタウンホール等）
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の整備
⑫　新開地再整備
　　商店街のモール整備、都市型住宅の整備促

進、アート・ビレッジ等の整備
⑬　東川崎周辺整備
　　面積22.6ha、湊町線整備や老朽木造住宅

等の建替え促進による下町の再生
⑭　ハーバーランド整備
　　旧国鉄湊川貨物駅跡地を中心とした再開

発。複合的な都市機能の整備と情報ネットワ
ークの形成

⑮　中突堤周辺再開発
　　埋立面積約7.5ha、商業・業務・文化施設

等複合機能の導入、旅客ターミナルの整備
⑯　新港突堤再開発
　　国際貿易港としての機能拡充、文化交流施

設等の導入
⑰　浜山地区再整備
　　建物の建替え、生活道路の整備、市場の再

整備、公的住宅の整備
⑱　真野地区再整備
　　建物の建替え、生活道路の整備、公的

住宅の整備、コミュニティセンターの整備
⑲　神戸駅再整備
　　JR高架下の再開発、商業施設の整備
⑳　元町周辺地区再整備
　　商業店舗の共同化による再開発ビルの

建設

�　元町東地区駐車場整備
　　都心部における駐車場不足を解消するため

に、市道の地下に駐車場を整備
�　三宮南地区再整備
　　地下鉄の駅の整備に合わせて周辺建築物を

再整備、地下街の歩行者ネットワークの強化
�　新長田駅南再開発
　　面積約20ha、若松公園約1.85ha、再開発

ビル（店舗約49,000ｍ2、住宅約3,000戸）

▪協働の駅舎づくり
　ソフト面では、市民・事業者・行政の三者協
働による「愛され親しまれる駅舎づくり」が挙
げられる。海岸線の愛称と駅名の提案を一般公
募で募集した。愛称については971通の応募が
あり、その中から「夢かもめ」が選ばれた。駅
名提案については、7,410件もの応募があり、
これを参考にしながら駅名を決定した。
　駒ヶ林駅では、市民から募集した魚の絵をも

新長田再開発の街並み

手形・足形タイル
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とにタイルを製作し、壁面に設置した。また、
2000年に生まれた子どもたちの「手形・足形タ
イル」を製作して各駅に飾った。それぞれの地
区と街をイメージするアートパネルも、各駅の
コンコース壁面に掲示された。地域・学校・文
化教室等の活動の展示場としてのアートギャラ
リー、ふれあいコーナー、メッセージボードな
ども各駅に設置され、地域に密着した親しみや
すい駅づくりが展開された。

▪環境にやさしい地下鉄
　21世紀の公共交通機関として、環境への配慮
は欠かせない要素である。駅舎に関しては次の
ような取組みが行われた。
①　地域冷暖房の導入
　　ハーバーランド、旧居留地・大丸前、三宮・

花時計前の各駅において、地域冷暖房を導入
した。地域冷暖房とは、個々の施設ごとに冷
暖房機器を設置するのでなく、 1 か所に集中

した熱源プラントから蒸気、温水、冷水など
を配管で供給するシステムである。電気エネ
ルギーの消費削減と、施設の集約化によるエ
ネルギー消費の平準化をねらいとするもの。
また全駅で、外気温と連動した「相対温度差
制御システム」を導入し、電気エネルギーの
節約を図った。

②　地下水の有効利用
　　神戸市は扇状地に位置しているため、地下

には山側から海側に向かって伏流水が流れて
いる。地下に駅舎や線路部を東西方向に連続
して建設すると、伏流水が遮断され、上流側
において地下水位が上昇して下流側では下降
する現象（＝ダムアップ現象）が起こる可能
性がある。その対策として、駅舎側壁に貫通
管を通して上流側の地下水を下流側へ放流し
ている。駅舎内に取り込んだこの地下水を、
三宮・花時計前など 6 駅でトイレの洗浄水や
機器冷房などに利用している。

駒ヶ林駅地下通路の壁面タイル アートパネル（旧居留地・大丸前駅）
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　神戸研究学園都市に続く住宅団地として、西
神南ニュータウンが平成 5 （1993）年 3 月に街
びらきされた。伊川谷駅と西神中央駅のちょう
ど中間に位置する住宅団地で、神戸市交通局で
は西神南ニュータウンの完成に合わせて新駅の
開設を予定していた。運行しながらでは工事を
しにくいプラットホームについてはあらかじめ
整備しており、街びらきに合わせて新しく駅舎
を建設し、同年 3 月20日、「西神南駅」がオー
プンした。
　西神南駅は、虹をイメージテーマとして設計
された。レインボーカラーをアクセントにした
スマートな外観、陽光をたっぷり採り入れるこ
とのできる大きな窓ガラス、高い天井が作り出
す広々としたコンコースなど、温もりのあふれ
る空間が現出している。
　西神南駅の 1 日あたり乗車人員は、開駅当初
の平成 5 年度は2,537人と16駅中最少であった。
　西神南ニュータウンには、阪神・淡路大震災
の後、多数の応急仮設住宅、復興公営住宅が建
設された。
　その後、人口定着が順調に進展しており、平
成26（2014）年度を見ると、 1 万3,050人（16
駅中 8 番目）となっている。

地下鉄の発展と
サービス向上の取組み

第3節

西神南駅の開駅1

▪終日禁煙の実施
　昭和58（1983）年に禁煙タイムを設けたが、
その後たばこによる健康への悪影響が社会の共
通認識として広く浸透し、喫煙者が減少すると
ともに、公共の場所での禁煙を求める声が日増
しに大きくなっていった。他都市の地下鉄でも
次々と終日禁煙に踏み切り、平成元（1989）年
1 月に大阪市が実施した段階では、全面禁煙で
ないのは神戸市営地下鉄のみとなった。そこで
神戸市交通局は、同年 4 月から事前PRを展開
したうえで、 7 月から終日禁煙に移行した。た
だし、運転間隔の長い名谷より西の地上駅では、
ラッチ内に喫煙コーナーを設置していた。

▪混雑緩和対策
　ニュータウンの人口定着に伴って乗客需要は
増大を続け、ラッシュ時の混雑緩和が大きな課
題となっていった。平成元（1989）年春の調査
では、最も混み合う午前 7 時～ 8 時半の混雑
率は妙法寺・板宿間で182％となっており、さら
にその後も混雑がひどくなることが予測された。
　そこで同年11月 6 日より、従来 5 両編成だっ
た列車を 6 両編成に順次変更していった。こ
れによって 1 編成の輸送力が約20％アップし、
平成 2 （1990）年春の混雑率も160％に収まる
見通しとなった。 6 両化にあたっては、22両の
車両を新造するとともに、ホーム設置等の改造
を約20億円かけて行った。相互直通運転を実施
している北神急行の車両も、これに合わせて 6
両編成に移行。最終的に平成 2 年 1 月24日には、
すべての車両の 6 両化を終えた。

▪新型車両の導入
　平成 5 （1993）年 1 月からは、3000形という

快適な地下鉄を目指す取組み2
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新しい車両を導入した。前述のとおり 6 両化を
実施して以降も乗客数が順調に伸びており、増
備を行うに際して新型車両を投入することにし
たものである。
　3000形は従来の1000形、2000形と大きく異な
り、VVVF制御装置や静止型低圧電源装置など
の最新技術を採り入れている。空調のコンピュ
ータ制御、立ち席ポストの採用など、乗客の快
適性・利便性向上が図られた。さらに、LED
式社内案内表示装置も採用された。LED画面
によって、進行方向、行き先、次駅案内、乗換
え案内を行うもので、車内放送を補完して、聴
覚障害者などにも必要な情報を正確に伝える機
能を果たすことになった。
　3000形車両は、平成 4 （1992）年度に 2 編成、
5 年度には 4 編成が投入された。

▪快速電車の運行
　平成 5 （1993）年 7 月 9 日より、西神・山手
線で快速電車の運行を開始した。公営地下鉄と
しては全国初の取組みであった。停車駅を西神
中央駅・名谷駅・新長田駅・三宮駅・新神戸駅
に限定し、（イベントなどの多客時は総合運動
公園駅に臨時停車）10時から16時の間に、30分
間隔、13往復を運行した。
　これを機に、全車両の行先表示幕を「快速幕」
挿入分に差し替えた。側面用幕は「快速」表示、
前面幕は「快」の 1 文字表示であった。

　しかし、平成 7 （1995）年の阪神・淡路大震
災以降運休しており、翌平成 8 （1996）年 5 月
24日、正式に快速電車の運行休止を発表した。

▪輸送人員１0億人達成と地下鉄20周年
　平成元（1989）年 7 月30日、神戸市営地下鉄
開業からの総乗客数が 3 億9,000万人となり、
三宮駅コンコースで祝賀セレモニーを開催し
た。 3 億9,000万という数字にちなみ、「地下鉄
サンキューフェスタ」と銘打って 1 か月間にわ
たってイベントを行った。
　平成 3 （1991）年 6 月26日には、総乗客数が
当時の世界の総人口の10分の 1 にあたる 5 億
5,000万人に到達。三宮駅と名谷駅で祝賀セレ
モニーを行うとともに、数字にちなみ「ゴーゴ
ーフェスタ」と称してイベントを開催した。
　そして平成 8 （1996）年 4 月 5 日、開業から
の乗客数がついに10億人の大台に達した。午前
11時、三宮駅東コンコースで記念式典を行い、
乗客に記念品が配られた。新長田、名谷、学園
都市、西神中央の各駅でも、記念品の配布が行
われた。式典終了後は記念ワゴンセールにより、
オリックスグッズや鉄道部品などが販売され
た。
　翌平成 9 （1997）年 3 月13日には、地下鉄20
周年の記念イベントを開催した。三宮駅東コン
コースでの式典の模様はラジオのAM KOBEで
生中継された。

西
神
南
駅
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▪国民年金号
　車体広告と社会啓発を組み合わせた取組みと
して特筆されるのは、平成12（2000）年 2 月に
走行を開始した「国民年金号」である。国民年
金法の施行40周年を記念して、保健福祉局が広
告主となり、地下鉄車両 1 編成の外側全面に広
告を掲出した。国民年金制度をより多くの人に
理解してもらうためのキャンペーンの一環とし
て実施したもので、山側と浜側で全くイメージ
の違うデザインが施されていた。山側には森の
動物が、浜側には地下鉄沿線の各区の花が描か
れており、それぞれの絵の中に国民年金に関す
る標語がはめ込まれている。平成12年当時、バ
スでは車体全面を広告に使う例も見られたもの
の、電車では非常に珍しく画期的であった。
　国民年金号の発車式は 2 月10日に西神中央駅

で行われ、西神ニュータウンにある入江幼稚園
の児童約140人が拍手で迎える中を、名谷駅か
ら回送された国民年金号がホームに滑り込ん
だ。その後、児童たちを最初の乗客として、営
業運転を開始した。国民年金号は 1 年間にわた
って運行され、国民年金制度の周知と地下鉄の
イメージアップに大きく貢献した。

▪昼間割引回数券・
　土休日割引回数券の発売
　平成11（1999）年 8 月には、より割引率の高
い昼間割引回数券と土休日割引回数券を新設し
た。昼間割引回数券は、平日の午前10時から午
後 4 時までと土、日、祝日・休日等に限って利

回数券やカードの充実3

1 0 億人達成までの推移

年 度 年 度 別
乗車人員 累　　計 1日平均

（人） 記　　　　　　　　　　事

昭和51 895,762 895,762 47,145 昭和52年 3 月13日　名谷－新長田間開業
52 8,371,230 9,266,992 22,935
53 10,882,613 20,149,605 29,815
54 14,291,151 34,440,756 39,047
55 16,511,733 50,952,489 45,238
56 18,638,866 69,591,355 51,065
57 20,341,166 89,932,521 55,729
58 24,994,640 114,927,161 68,291 昭和58年 6 月17日　新長田－大倉山間開業
59 28,297,154 143,224,315 77,526
60 44,511,635 187,735,950 121,950 昭和60年 6 月18日　大倉山－新神戸、名谷－学園都市間開業
61 52,220,520 239,956,470 143,070 昭和62年 3 月18日　学園都市－西神中央間開業
62 59,572,009 299,528,479 162,765
63 70,504,260 370,032,739 193,162 昭和63年 4 月 2 日　北神急行と相互直通運転開始

平成元 76,502,540 446,535,279 209,596 平成元年 7月30日　乗客数 3億 9千万人達成
2 83,448,490 529,983,769 228,626
3 89,964,630 619,948,399 245,805 平成 3年 6月26日　乗客数 5億 5千万人達成
4 92,554,875 712,503,274 253,575 平成 5年 3月20日　西神南開業
5 94,743,491 807,246,765 259,571
6 88,633,667 895,880,432 242,832 平成 7年 1月17日　阪神・淡路大震災
7 104,966,055 1,000,846,487 286,793
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用できるもので、5 枚分の料金で 6 枚を発行（割
引率16.7％）、土休日割引回数券は土、日、祝日・
休日等に限って利用できるもので、 5 枚分の料
金で 7 枚を発行（割引率28.6％）。いずれも有
効期間は発売日から 3 か月間で、通常の回数券
は子ども券もあるがこちらは大人券のみであ
る。

▪NEW Uラインカード
　キャッシュレス化が進展するのにあわせて、
カードの機能の向上に努めた。「Uラインカー
ド」だとカード専用券売機で乗車券を購入する
必要があったが、平成 5 （1993）年 4 月には、
カードをそのまま改札機に通して入退場できる

「ストアードフェアシステム」を導入した。乗
車の際カードを改札機に通すと乗車駅情報が記
録され、降車時に改札機に通すと乗車駅～降車
駅間の運賃が差し引かれる仕組みである。スピ
ード・スマート・サービスの 3 Ｓがセールスポ
イントであった。
　ストアードフェアシステムに対応した新しい
カードは「NEW Uラインカード」と名付けら
れ、1000円券、3000円券（3,200円分）、5000円
券（5,400円分）の 3 種類が発行された。平成

9 （1997）年 4 月からは、市バスとの共通化を
図った。

国
民
年
金
号

ストアードフェアシステム対応「NEW Uラインカード」

市バス・地下鉄共通「NEW Uラインカード」
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▪スルッとKANSAIカード
　平成11（1999）年10月には、スルッとKANSAI
ネットワークに加入した。スルッとKANSAI
は、近畿圏を中心とする公共交通機関のストア
ードフェアシステムのネットワークで、加盟し
ている各社局の路線なら 1 枚のカードで自由に
乗り降りできる。平成 8 （1996）年 3 月に阪急
電鉄、能勢電鉄、阪神電鉄、大阪市交通局、北
大阪急行電鉄が加盟して運用が開始され、その
後ネットワークはどんどん広がっていった。

「スルッとKANSAIこうべ」カード

「スルッとKANSAI」エリア拡大版 「スルッとKANSAI」神戸 1 dayチケット

「
ス
ル
ッ
と
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｉ
」３
ｄ
ａ
ｙ
チ
ケ
ッ
ト

　神戸市交通局では、「スルッとKANSAIこう
べ」の名称でカードの発売を開始した。大人用
が500円、1000円、3000円、5000円 の 4 種 類、
小児用は1000円、身体障害者等割引カードは大
人用が1000円、小児用500円。
　 平 成12（2000） 年 4 月 か ら は、 ス ル ッ と
KANSAI加入全社局で乗り放題の 3 dayチケッ
トが発売された。さらに同年 9 月15日から10月
末までの期間限定で、神戸地区加入社局乗り放
題の神戸 1 dayチケットを発売した。

254 神戸市交通局100年史



▪「しあわせの村」の開村
　平成元（1989）年は神戸市制100周年の年で
もあり、様々な記念事業が行われた。総合福祉
ゾーン「しあわせの村」の建設もその 1 つで、
同年 4 月23日に開村した。北区のひよどり台団
地に隣接する205haの広大な敷地に、福祉施設
ゾーンと広域公園ゾーンを整備。その目的は、
次のようなものだ。
・高齢者や障害者などハンディキャップのある

人に必要な訓練・介護・指導など総合的なサ
ービスを提供し、その自立と社会参加を支援
すること。

・高齢者、障害者、児童、婦人、勤労者など広
くすべての市民を対象とし、市民相互の交流
を促進すること。

・神戸市における在宅福祉推進の核として、情
報提供、研究、開発、相談、啓発などの指導
的役割を担うこと。

・緑豊かな自然の中で、ウェルネスパークとし
てすべての市民にリフレッシュできる場を提

バス事業
第4節

バス事業の歩み
（平成元～12年度）1

供すること。
・福祉、保健・医療、教育、労働及びスポーツ・

レクリエーションなど関連分野の連携を図
り、総合的な福祉サービスを提供すること。

　開村に先立つ 4 月20日より、名谷駅から「し
あわせの村」まで120系統の運行を開始した。
既に運行されている三宮駅、神戸駅からの路線
も含めて 3 路線となり、来村者の利便性が高ま
った。

▪フェスピック神戸大会
　平成元（1989）年 9 月15日から20日までの日
程で、「フェスピック神戸大会（第 5 回極東・
南太平洋身体障害者スポーツ大会）」が開催さ
れた。身体障害者スポーツの発展、障害者がス
ポーツを通じて社会参加の機会や自己の可能性
を拡大すること、国内外の障害者と市民の交流
を通じて障害者問題についての理解を深めるこ
となどを目的とする大会である。
　41か国・地域から1,650人が参加し、「しあわ
せの村」など市内 5 か所の会場で、陸上競技や
車いすバスケットボールなど13競技で熱戦が繰
り広げられた。
　市バスは選手や観客の輸送で大会の成功に貢
献した。
　選手の輸送にあたるため、同年度に廃車予定
であった車両10両について、車いすが車内で離
合できるよう改造するとともに、車検整備を実

しあわせの村を走る120系統
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施した。車体には大阪芸術大学の学生のデザイ
ンによる外装が施されて楽しい雰囲気を演出し
た。これらの車両は大会期間中、選手や役員ら
の輸送に大活躍した。

▪無担当車制への変更
　平成元（1989）年 9 月 1 日には、これまでの
担当車制から無担当車制への変更が行われた。
バス車両 1 両を 2 名の運転士が交代で使用して
いた仕組みを、フリーで使用できるようにした
もの。昭和63（1988）年の市バス・地下鉄料金
改定の際、市議会で「経営健全化のための内部
経営改善策を進めること」という附帯決議が行
われたことを受けての取組みの一環である。同
時に、保有車両の出庫率についても、87％から
90％へと見直しを行い、路線バス30両を減車し
た。

▪市バス60周年
　平成 2 （1990）年、市バスは“還暦”となる
60周年を迎えた。そしてこの年、老朽化した長
田車両工場に代わるものとして西区のハイテク
パーク内に建設されていた新車両工場が、 5 月
2 日にオープンした。同工場は、約 1 万2,000
㎡の敷地に総事業費約22億円をかけて建設、 2
階建て鉄骨造で延べ床面積は約5,000㎡。
　 4 月 7 日からは、都心部の観光ポイントを結
ぶ循環バス「シティー・ループ」が運行を開始

した（後述）。
　 4 月10日には、登山バスを除く路線バスで唯
一ツーマン運行していた神戸駅南口から鈴蘭台
までを結ぶ61系統をワンマン化した。国道428
号などの道路が狭隘なことや交通量が多いこと
からツーマン運行を続けていたが、国道の改良
工事が進んだことなどからワンマン化したもの
である。なお、より一層の安全確保のため、前
部ボディを橙色にして運行している。61系統の
ワンマン化により、昭和41（1966）年 5 月 1 日
から 7 系統・29系統を皮切りに進められてきた
ワンマン化が、24年の歳月を経て100％に達し
た。

▪路線の新設・変更
　平成元（1989）年以降、乗客需要に応じてバ
ス路線の新設や延長などを相次いで実施した。
　同年 2 月 1 日から21系統（西神中央駅－学園
都市駅）が、ハイテクパーク内に乗り入れた。
ハイテクパークは、神戸市の産業の多様化・高
度化への寄与や産業全体の活性化を図る目的
で、西区室谷において整備が進められていた産
業団地である。
　また 4 月 8 日からは、西神住宅団地線の22・
23・27系統を春日台小学校から西体育館までそ
れぞれ路線延長した。
　 9 月 1 日からは、74系統を多井畑厄神から垂
水区の柏台まで路線延長し、名谷駅と結んだ。

新
車
両
工
場
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同日には72系統についても、終日時計回り一方
循環から午前のみ逆時計回りに運行方法を変更
した。
　さらに12月 1 日には、学園緑が丘の人口定着
に合わせ、56系統（学園都市駅－学園緑が丘間）
を路線新設した。
　平成 2 （1990）年 4 月 8 日には、24系統を工
業団地回りに変更し、 7 月 1 日からは28系統を
西神中央駅から樫野台経由西体育館までの間で
路線新設した。
　10月16日からは、13系統を西区の若宮団地内
に乗り入れた。
　11月20日からは50系統（朝霧駅前－学園都市
駅間）を路線新設した。
　12月 1 日からは、62系統・64系統をそれぞれ
路線延長し、北区の神戸北町内の路線を充実さ
せた。
　また同日、西区の池上地区に57系統を乗り入
れた。
　平成 3 （1991）年 7 月22日からは、 2 系統に
ついて従来からの要望にこたえ、阪急六甲から
六甲道駅までの路線延長を行った。
　12月 1 日には、北区の藤原台団地にバス路線
を新設した。藤原台団地は、神戸・三田国際公
園都市内に住宅・都市整備公団が建設していた
ものである。67系統が岡場駅から藤原台南町循
環、68系統が岡場駅前から藤原台北町を経由し
て北神星和台間で、それぞれ運行を開始した。

　平成 4 （1992）年 3 月 1 日には、32系統（六
甲道駅－御影山手循環路線）を新設した。東灘
区の御影山手地区は道路が狭隘で坂道が多いた
め、大型バスの運行が難しい。しかし、高齢化
が進む同地区団地住民からバス路線新設の強い
要望が従来から寄せられており、中型バスを導
入することでその思いにこたえることになっ
た。
　 4 月26日からは、 9 系統で兵庫区南部地区か
ら区役所、病院、市場等を結ぶ南北路線を新設
した。こちらも住民からの熱い要望にこたえた
ものである。これに伴い、磯上公園前から吉田
町 1 丁目間で運行していた100系統を同日付で
廃止した。同路線は大部分が 7 系統と重複し、
運行効率が悪く利用も少なかったため、廃止に
至ったものである。

▪バス料金の改定
　昭和63（1988）年以降、消費税の導入などの
状況もあって市バス料金の改定を数度にわたり
実施した。63年10月の改定では、暫定170円と
した。
　平成元（1989）年 4 月、 3 ％の消費税が導入
されたことに伴い、近郊区定期料金のみ消費税
を転嫁することとした。同年10月には180円に
改定するとともに、「定期券の日売り」制度を
導入した。従来は月単位としていたため月末か
月始の購入しかできなかったのを、鉄道と同じ

61系統 32系統
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ように必要な日から購入できるようにしたもの
である。さらに、市バス均一区に 6 か月定期券
を導入したこと、バス・地下鉄連絡定期券の割
引率を各々10％引きに拡大したこと、全線定期
券を通勤定期券の1.5倍に割引したことなど、
利用者の利便性向上を目的とする数々の制度を
実施した。
　しかし、その後も市バス事業を取り巻く環境
は厳しさを増していき、平成 4 （1992）年 4 月
には再び料金を改定。これによって、市バス
200円の時代が到来した。この料金改定に際し
ては、通勤定期券は山陽バスとの共同運行路線
を除いてすべて持参人方式とした。また、障害
者割引を30％、50％と拡大したほか、同伴小児
の無料扱いを地下鉄に合わせて 2 人までとし
た。昼間回数券の割引率についても拡大した。
ただ、市内均一区に限り割引率を22.2％、28.6
％としたため、割引率の高い昼間回数券を利用
できない近郊区や共用区の利用者から、「同じ
神戸市民で同じ市バスを利用しているのに納得
できない」など、多くの苦情をいただくことと
なった。

▪市バス走行環境改善キャンペーン
　平成に入った頃から、バスの走行環境はさら
に悪化し、定時性の確保が困難となっていた。
そして、それが市民のバス離れに拍車をかける
という悪循環に陥る恐れがあった。そこで平成

2 （1990）年度から「市バス走行環境改善キャ
ンペーン」を開始した。市や警察などの協力も
得ながら、違法駐車の追放やマイカー利用の規
制を広く市民に呼びかけ、快適で便利な市バス
を実現することをねらいとしたものである。
　具体的なキャンペーンの内容としては、小学
生による違法駐車追放作文コンクールや市バス
ペイントバスの実施、メディアを利用した啓発
活動などであった。

▪中央営業所の完成
　平成 5 （1993）年 3 月17日、旧国鉄神戸港駅
跡地に建設を進めていた中央営業所が完成し
た。将来の北神地域でのバス需要増大に対応す
ることを目的として新設したものである。中央
営業所の完成に伴って、布引営業所の業務はす
べて中央営業所に引き継がれ、昭和34（1959）
年に旧市電車庫を転用して開設された赤レンガ
の事務所は34年目にその幕を下ろすこととなっ
た。
　 3 月20日には、新たに誕生した中央営業所管
内にある東有野団地と北神地域の中核である岡
場駅とを結ぶ60系統を路線新設した。岡場駅周
辺に公共施設、医療施設、ショッピング施設な
どが充実してきたことから、有野台や東有野団
地の住民より路線新設の要望があり、その声に
こたえたものである。
　同日には地下鉄西神南駅が開業した。昭和62
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（1987）年 3 月の地下鉄全線開通以来 6 年ぶり
の新駅誕生である。これに伴い、学園都市駅－
友清間を運行していた21系統（後に45系統に変
更）を西神南駅－友清間に短絡させた。また、
西神南駅－ハイテクパーク循環路線も20系統

（後に46系統に変更）として運行を開始した。
同月26日には、14系統の明石駅前－吹上間の路
線を廃止した。

▪アーバンリゾートフェア神戸’93
　平成 5 （1993）年 4 月から 9 月まで、アーバ
ンリゾートフェア神戸’93が市内一円を舞台に
開催された。21世紀に向け神戸が目指している
アーバンリゾート都市の姿を提案するととも
に、その体験の場を設け、集った人々の声をま
ちづくりに生かしていくことを目的としたイベ
ントである。神戸市交通局は、来場者の市内の
移動の利便を図るため、市内の交通機関（JR、
阪急、阪神、山陽、神鉄、北神急行、神戸高速、
神戸新交通、市バス、地下鉄）を 1 枚のパスで
利用できる「アーバンリゾートパス」を発行し
た。
　路線では、通勤・通学者の地下鉄利用を促進
するため、 4 月 8 日から朝霧駅－伊川谷駅間を
58系統として運行開始した。
　 4 月20日には、北区にフルーツ・フラワーパ
ークが開園した。地域の農業振興の拠点として、
また市民の憩いと安らぎの場として整備された

施設である。開園に伴い、岡場駅前とフルーツ・
フラワーパークとを結ぶ路線を69系統として、
神姫バスと共同で運行開始した。開園当初はマ
イカーが殺到し、六甲北有料道路から同園まで
の間で発生した渋滞によりバスが立ち往生した
ため、途中で乗客に降車してもらい同園まで誘
導したこともあった。
　 9 月 6 日からは、神戸駅－しあわせの村経由
－西鈴蘭台駅前間を150系統として運行開始し
た。
　また同月13日には、西神住宅団地内の路線再
編成を行った。これは、神姫バスの西神住宅団
地内でのクローズドドア方式解消に伴う過度の
競合を避けるとともに、団地内のきめ細かな路
線設定によって乗客サービスの向上を図ろうと
するものであった。クローズドドア方式の解消
は、これまでの営業権益の枠を超えて、乗客の
利便性向上を優先させたものである。
　この神姫バスとの協議により、西区で新たに
2 つの路線が誕生した。 1 つは平成 6 （1994）
年 8 月 1 日から運行を開始した西神中央駅前－
桜が丘経由－押部谷（栄）間の20系統である。
これは神姫バス、神姫ゾーンバスとの共同運行
であった。もう 1 つは、平成 7 （1995）年 2 月
1 日から運行開始した西神中央駅前－平野地域
経由－西体育館間の200系統である。
　その一方、貿易センター前－六甲道駅前間を
運行していた17系統については、平成 6 （1994）
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年 9 月 1 日に廃止した。経路の大部分が阪神バ
スと重複しており運行効率が悪かったためであ
る。また、神戸市が発行する福祉パスが平成 5
年度から民営バスにも適用されるようになった
ため、17系統を廃止しても乗客に与える影響は
少ないとの判断もあった。

▪阪神・淡路大震災
　平成 7 （1995）年 1 月17日午前 5 時46分、マ
グニチュード7.3の大地震が未明の兵庫県南部
を襲った。発災当時、市バスは12台が出庫し、
地下鉄は 7 列車が運行中であった。幸いなこと
に乗客の被害はなく、避難誘導も適切に行われ
た。しかし、市街地周辺を中心に駅施設や土木
施設などに多大な被害が発生し、神戸市交通局
は一丸となって早期の復旧に取り組んだ。詳細
は本章第 1 節を参照されたい。

▪震災からの復興
　震災の傷痕がまだ色濃く残るなかでも、新た
な乗客需要に対応するため路線の新設が進めら
れた。平成 7 （1995）年 7 月 5 日には、中突堤
周辺地区の再開発によって大型旅客船ターミナ
ルなどの複合施設が整備されたのに合わせ、石
屋川車庫前－中突堤間で90系統の運行を開始し
た。また、北区北部地域と「しあわせの村」と
を結ぶため、神鉄バスと共同で、158系統「し
あわせの村」－箕谷駅間を 9 月 1 日付で新設し

た。同時に乗客数の増加が見込めない谷上駅－
神戸北町間の62系統を廃止した。
　震災により、バス路線への影響以外にも、バ
ス車両や営業所施設、バス停施設なども被害を
受けた。特に、乗客サービスの一環として設置
し、好評をいただいていたバスロケーションシ
ステムは壊滅的な被害を受けた。石屋川線（急
行 1 系統、91・92系統）は全壊、都市新バス線

（10系統）は一部損壊で、休止状態が続いた。
このうち石屋川線については、国の災害復旧事
業補助を受けてシステムを復旧することができ
た。
　震災の教訓を踏まえ、災害や緊急時において
も迅速に対応できるよう、従来の有線方式から
無線方式に変更した新たなバスロケーションシ
ステムを構築し、平成 8 （1996）年 3 月18日か
ら急行 1 ・90・91・92系統の主要停留所に27基
を設置して運用を開始した。音声案内はもちろ
んのこと、バス接近案内にLEDの採用や所要
時間表示など、旧システムに比べて格段に使い
やすく便利になった。
　なお、新都市バス線（10系統）についても復
旧させたが、地下鉄海岸線工事のため、やむな
く平成 9 （1997）年度末に撤去された。

▪厳しさを増す経営状況
　震災前における市バスの 1 日あたり乗客数は
約32万人であったが、震災後の平成 8 （1996）

無線方式のバスロケーションシステム
により復旧した地下鉄三宮駅前バス停
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年度は約29万人まで減少した。累積欠損金は
112億円と大きく膨らんだ。早急な経営改善が
不可欠となり、その一環としてバス路線の見直
しが行われた。
　まず、山陽電車の地下化により、旧軌道敷を
整備した都市計画道路山下線が平成 9 （1997）
年 4 月28日に開通。それまで板宿の北側で発着
していた11系統を地下鉄板宿駅前まで延長し、
乗客の利便を図るとともに、道路上で方向転換
していた 8 系統を山下線経由西代方面のルート
に変更した。
　次に、路線の大部分が並行して運行していた
2 系統と18系統を見直し、 2 系統を阪急六甲－
元町 1 丁目間とし、18系統を阪神前－摩耶ケー
ブル下経由－JR六甲道間として、系統別に行き
先を統一し、 9 月22日からそれぞれ運行を開始
した。
　また、90系統を中突堤中央ターミナルの完成
に合わせて、平成10（1998）年 3 月28日から同
ターミナルまで路線延長した。
　さらに 4 系統と大部分が並行して運行してい
た101系統を見直し、従来から要望のあった駒
ヶ林公園から長田箕谷線を経由して「しあわせ
の村」へ至る17系統の路線として、同年 3 月30
日から運行開始した。その一方、同日付で駒ヶ
林公園－丸山間の101系統を廃止した。
　同年 6 月 1 日からは、11系統の一部を従来か
ら要望のあった平野・大学病院経由とし、板宿

－平野経由－神戸駅間で路線の運行を開始し
た。これに伴い、平野－神戸駅間を並行して運
行する 6 系統を大幅に減便した。
　11月 1 日には、41系統の磯上公園－湊川公園
西口間を廃止し、湊川公園西口－吉田町 1 丁目
間に路線短縮した。
　従来から強い要望のあった51系統の学園都市
駅延伸については、第二神明道路を跨ぐ高丸大
橋が未完成であったことがネックとなってい
た。その高丸大橋が平成10年 7 月23日に完成し
たことから、山陽バスと協議し、12月24日から
共同運行の形で、舞子駅前－県商前経由－学園
都市駅前の路線として運行開始された。
　平成11（1999）年 6 月28日には、鉄道や他社
のバス路線と並行・重複する12系統の大久保駅
前－明石駅前間を廃止し、西神中央駅前－大久
保駅前間に路線短縮した。

▪きめ細かな路線網の設定
　中央区東部及び灘区西部の臨海部で整備が進
められていたHAT神戸内に災害復興住宅が建設
されたのに伴い、平成10（1998）年10月12日よ
り臨時系統として六甲道－HAT神戸・灘の浜間
の運行を開始した。この路線は、災害復興住宅
入居者の多くが高齢者であるため、買い物や通
院の足を確保するため運行することになったも
のである。
　また、垂水区内に建設された西部在宅障害者

板宿駅地上
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福祉センターへの足として、121系統（53系統
の一部）が平成10年10月28日から運行開始した。
学園都市駅前－西部在宅障害者福祉センター間
の路線で、山陽バスとの共同運行である。山陽
バスは舞子駅前－西部在宅障害者福祉センター
間を運行し、センター－学園都市駅間は市バス、
舞子駅へは山陽バスと役割を分担し、運行の効
率化を図っている。車両についても、市バスは
ノンステップバス、山陽バスはワンステップバ
スと、高齢者や障害者にやさしい車両を導入し
ている。

▪平成１１年 7 月の審議会答申
　モータリゼーションや少子化の進展など社会
状況の変化に加え、阪神・大震災の影響もあっ
て、市バスは乗客数の減少が続いた。平成10

（1998）年度決算では累積欠損金が182億円に達
するなど、財政状況は厳しさを増していた。需
給調整規制の廃止が見込まれる平成13（2001）
年度までに、現時点での乗客需要の動向に見合
うよう、全市的なバス路線の再編成が急務とな
っていた。
　平成10年 5 月には、局内にバス路線再編成検
討委員会を設置。全路線を対象にバス路線の見
直し案の検討を進めた。翌11（1999）年 6 月に
は、全路線で市バス交通調査を実施した。その
結果と、同年 7 月21日に神戸市交通事業審議会
が出した「神戸市バス路線再編成の考え方に関
する答申」を踏まえて、平成11～13年度の 3 か
年を期間とする再編成案をまとめた。審議会答
申の基本的な考え方は、次のようなものである。
　まず、見直しの視点として、①わかりやすく、
利用しやすい路線設定を行う、②路線の統廃合、
短絡、変更など運行の効率化を行い、経営の健
全化を図る、③新たな乗客需要への対応を検討

市バス路線再編成2

する、という 3 点を挙げた。そして、再編成の
基本方針として次の 7 点を掲げた。
①　路線の整理、単純化と街の構造に応じた路

線設定
②　長大路線の整理
③　最寄り鉄道駅への短絡
④　鉄道並行路線の見直し
⑤　重複路線の統廃合
⑥　不採算路線の見直し
⑦　需要増大地域への新設、増強
　次に、見直しにあたって、①客観的基準の作
成、②運行の適正化、③コスト削減等、④乗継
割引制度、⑤小型バスの導入、⑥公共負担のあ
り方、というそれぞれの項目について、具体的
な考え方を示した。
　さらに、再編成にあたって配慮すべき事項と
して、次の 5 点を列挙した。
①　利用者の利便性を考慮し、トータルとして

利用者サービスの低下を招かないようにする
こと

②　地下鉄海岸線の開業を機に、より一層市バ
スと地下鉄とのネットワークの維持・向上を
図ること

③　利用者の視点に立って民間事業者との協
働・連携に努めること

④　福祉、環境、まちづくり等市の行政施策と
の連携に努めること

⑤　乗客誘致策の充実に努めること
　その後、平成11年11月16日及び25日に市会港
湾交通委員会が開かれ、市バス路線再編成計画
案を報告。審議の結果、当局案のとおり実施す
ることが確定した。

▪再編成計画の実施
　再編成計画は、全市79路線のうち、延長 1 、
変更 6 、短絡 9 、統廃合 2 、廃止 6 、再編成に
よる増減便17。計41路線の大幅な見直しとなっ
た。また、路線の廃止や短縮・変更だけでなく、
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新たな需要に対応するため、小型バスの運行も
含めた 5 路線の新設が予定された。
　再編成は平成11（1999）年度以降順次実施に
移され、本格的には平成12（2000）年 3 月27日、
東灘区路線の30・34・35系統の再編成を行った
のがスタートとなった。30系統については、魚
崎車庫前－JR本山駅前間を廃止し、JR甲南山
手に接続。原則としてJR甲南山手－第 4 工区
間の路線とした。また、第 4 工区内の東灘高校
前から深江浜町に一部延伸を行った。34・35系
統については、JR甲南山手－岡本 9 －阪神御
影－魚崎車庫前－JR甲南山手の両循環路線を
3 分割し、新たに33系統をJR甲南山手－岡本
9 －阪神御影の路線とし、JR高架（田中地下道）
回りを山手幹線回りに経路変更。新34系統を魚
崎車庫前－JR甲南山手間、新35系統を魚崎車
庫前－阪神御影間の路線とするとともに、通勤
対応のため一部について第 3 工区内を循環する
路線とした。こうして33・34・35系統に 3 分割
したことで、乗客需要に応じた運行回数の設定
が可能になった。また利用者の利便向上を図る
た め、30・33・34・35系 統 を 共 通 系 統 と し、
34・35系統の定期券で乗降車できることとした。
　平成12年 4 月 1 日には、西区内の路線再編成
が実施された。西神南駅前－ハイテクパーク－
友清間を運行していた45系統、西神中央駅前－
平野－西体育館間を運行していた200系統につ
いては、いずれも乗客需要が少なく、代替交通

機関もあることから廃止した。また、大久保駅
前－岩岡－西神中央駅前間を運行する12系統に
ついては、西神工業団地内の 3 ルート（高塚高
校経由、西神工業会館経由、農業公園経由）を
西神工業会館経由の 1 ルートに整理・統合する
ことで、利用者にわかりやすい路線とした。
　同年 6 月から 9 月にかけては、長年地元から
の要望があり需要を見込むことができる路線の
新設あるいは変更を相次いで実施した。まず 6
月19日には、灘区南北路線を新設。この路線は
狭隘な道路や急坂が多く、大型バスの通行がで
きなかった地域である。ここに小型バスを導入
することで、地元要望にこたえることができた。
また、地域に密着したデザインバスを採用し、
これまでのような系統番号は付さず、バスその
もので識別できるようにした。
　 7 月21日には、 5 系統の一部を高齢化の進む
須磨区の若草団地内に乗り入れ、妙法寺駅との
間を結ぶ路線に変更した。
　 9 月 1 日には、西区の西神南団地内に西神南
駅前－井吹台西町の路線として47系統を新設
し、団地の東側は46系統、西側は47系統とする
ことにより、団地住民の利便性向上を図った。
　また同日、西神団地路線のうち23・27系統を、
それぞれ乗客需要に応じて西神中央駅から西神
工業団地や農業公園への路線に短絡した。12月
20日には、HAT神戸脇の浜から三宮駅前への
101系統を新設した。
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　平成13（2001）年に入り、 3 月 2 日には垂水
区に待望の総合病院である掖済会病院が誕生し
た。その開業に合わせ、121系統を掖済会病院
に乗り入れ、学園都市駅からの通院の便を確保
した。舞子駅には、山陽バスが191系統で病院
からの路線を結んだ。
　同月 5 日には、神鉄バスと共同で箕谷駅－し
あわせの村間を運行している158系統を谷上駅
まで延長した。
　 4 月 1 日、石屋川－メリケンパーク間を運行
している急行 1 系統を廃止した。路線の大部分
が鉄道や他系統と重複しており、震災以降乗客
数も減少していることから、廃止に至ったもの
である。
　 7 月 7 日には、地下鉄海岸線が待望の開業を
迎えた。 5 時35分、新長田駅から三宮・花時計

前駅行きの5000形車両が発車。そして、この日
は平成11年度から続けてきたバス路線再編成の
総仕上げの日でもあった。路線変更 2 路線、路
線短絡 2 路線、統廃合 2 路線、廃止 3 路線、
関連路線の増減便といったダイヤ改正が一斉に
行われた。前夜から時刻表や案内板の取り換え
作業を行い、当日は職員が手分けして始発から
終発まで主要停留所や地下鉄駅で案内にあたっ
た。局職員が一丸となって対応したため、大きな
トラブルもなく、長い 1日を終えることができた。
　こうして、 3 か年計画で実施してきた市バス
路線再編成が終了した。大量輸送を担う地下鉄
とそれを補完する市バスが役割を分担すること
で、市民にとってより利便性の高い公共交通ネ
ットワークが構築されたと言える。

平成13年 7 月 7 日実施の再編成の内容

実施区分 系統 現　　　　　行 再編成実施後

変　

更

⑧ 鷹取町─板宿─兵庫駅─吉田町 1
　　　　　　　 宮川 9　　　　  地下鉄 　兵庫
鷹取町─板宿─ 

山下 4（西代） 
─
長田駅前

─
駅前

⑨ 吉田町 1─大学病院前─平野─吉田町 1 神戸駅前─大学病院前─平野─吉田町 1

短　

絡

⑪ 三宮─神戸駅前─名倉町─板宿 神戸駅前─名倉町─板宿

�・� 石屋川車庫前─湊川公園─石屋川車庫前 石屋川─三宮（一部元町 1）

統
廃
合

�・� 須磨水族園─上沢─神戸駅前─須磨水族園
　　　　　　　　 地下鉄長田駅前
須磨一の谷　 新長田駅前

� 須磨一の谷─松原 5─神戸駅前
　　　　　　　　　　　新開地　
駒ヶ林公園─松原 5　　

七宮町
　　　神戸駅前

廃　
　

止

⑥ 磯上公園前─平野─神戸駅前 ⑦⑨系統を乗り継いで利用

⑩
磯上公園前─元町─神戸駅前─吉田町 1─
板宿

地下鉄海岸線・③⑤�系統を利用

� 湊川公園西口─吉田町 1 ③系統を利用

新系統
� 番号

新系統
� 番号
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▪平成元～ 6 年度の観光バス事業
　昭和63（1988）年度には、 1 年を通して観光
客の需要にこたえるため、12月 1 日から 3 月20
日までの期間、冬季コースとして午前・午後の
半日コース各 2 コースを新設した。また、平
成元（1989）年 9 月15日から20日まで、神戸
総合運動公園を中心にフェスピック神戸大会

（アジア及び太平洋地域の障害者スポーツの総
合競技大会）が開催された。その効果もあって、
昭和63年度の定期観光バス乗客数は前年度比64
％増の 4 万4,818人、平成元年度も 4 万6,390人
と前年度を上回った。
　平成 4 （1992）年度には、新神戸オリエンタ
ルホテル、ポートピアホテルからの出発、神戸
ワイン城での自由昼食制の導入などにより利用
者の利便性を高め、また新しくオープンした施
設をコースに編入するなどの取組みの結果、市
内全域を会場とするアーバンリゾートフェアが
開催された平成 5 （1993）年度まで、毎年 5 万
人前後の乗客数を記録した。
　平成 5 年度には、新たにグルメバスの運行を
開始した。「 1 日周遊観光・異人館コース」「六
甲山納涼バス」の 2 コースで、合わせて約

4,400人の利用があった。翌 6（1994）年度には、
建設途中の明石海峡大橋の展望施設として舞子
タワーをコースに加え、グルメバスについては
有馬温泉入浴コースを加え好評をいただいた。
　しかし、平成 7 （1995）年 1 月17日の阪神・
淡路大震災により、観光バス事業は休止を余儀
なくされた。
　貸切バス事業については、平成元年のフェス
ピック神戸大会、翌 2 （1990）年の大阪での国
際花と緑の博覧会と大きなイベントが続き、ま
たバブル経済の絶頂期を迎えていたこともあっ
て、乗客数は増加を続けた。取扱件数を見ると、
昭和63（1988）年度が約2,740件だったのに対し、
平成元年度4,072件、 2 年度3,523件、 3 （1991）
年度2,873件と推移している。乗客数も、昭和
63年度の約32万人から平成 3 年度は約64万人と
倍増した。
　平成 4 年度は、バブル崩壊や料金改定の影響
もあって、取扱件数は前年度比 3 ％減となった
が、平成 5 年度はアーバンリゾートフェアが開
催されたこともあって再び増加に転じ、取扱件
数は3,088件と 3 年度比約 7 ％増となった。
　平成 6 年度は、阪神・淡路大震災前日までの
取扱件数が前年度比 2 ％減、運輸収入は約 8 ％
減となった。この年は、阪神高速湾岸線の開通
や関西国際空港の開港など、観光、ビジネスに
わたって特に関西圏の人の流れに大きなインパ
クトをもたらす出来事があったが、旅行業界の

観光バス事業からの撤退
第5節
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価格破壊の影響が貸切バス事業にも影響を及ぼ
す形となった。

▪震災復旧後の観光バス事業
　平成 7 （1995）年 1 月の阪神・淡路大震災に
より、市内観光施設や交通手段は壊滅的な打撃
を受けた。第 1 節でも述べたが、神戸市交通局
では観光バス全15両をポートライナー、六甲ラ
イナーの代替輸送や北区藤原台やしあわせの村
の仮設住宅路線の対応、その他復興関連の貸切
運行にあてた。
　平成 8 （1996）年 3 月より、約 1 年 2 か月ぶ
りに観光バス事業を再開した。当初は 4 コース
を 4 両体制で、コンパニオン乗務による近郊・
日帰りを主体として運行した。同年 9 月には阪
神高速道路が全線復旧し、翌 9 （1997）年 3 月
21日には震災前の 6 コースに戻して、神戸ファ
ッション美術館など新しい施設を加えたが、貸
切需要は低調なままで、平成 8 年度の取扱件数
は 5 （1993）年度に比べて約46％の1,421件に
とどまった。平成 9 年度は、消費税率のアップ
などの影響があったものの、前年度比 2 割増と
なった。
　平成10（1998）年度は、 4 月 5 日に明石海峡
大橋が開通したのに伴い、大橋中心のコース設
定に見直しを行うとともに、ナイトコースを新
設した。大橋の開通で淡路方面への日帰り貸切
需要が高まり、取扱件数は前年度に比べ5.4％

増加した。しかし、 1 運行あたりの実収入額は
減少傾向にあった。その背景には、経済の長期
低迷、さらに平成11年度実施予定の規制緩和に
向けバス事業者間の競争が激化していることな
どがある。さらには、全国的な観光旅行形態の
変化も見逃せない。社員旅行などの団体旅行が
減り、個人や小グループの旅行についても、定
められたコースを巡るツアーから自由に行き先
を選択する旅へとシフトしつつあった。

▪観光バス事業からの撤退
　前述のような諸要因により、観光バス事業の
経営環境は悪化する一方であった。神戸市交通
事業審議会でも、平成10（1998）年 2 月の答申
で観光バス事業の見直しの必要性を指摘。答申
を受けて神戸市交通局では存続に向けて検討を
重ねたが、貸切観光バス事業から平成11（1999）
年度期首に撤退し、定期観光バス事業について
も同年度末をもって撤退することを決めた。
　定期観光バス最後の運行は、平成11年12月 1
日から冬コースとしてスタートした次の 3 コー
スとなった。
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＜Ｇコース＞　港めぐりと明石海峡大橋
　　　　　　　半日（午前）コース（平日）
＜Ｈコース＞　須磨海浜水族園と明石海峡大橋
　　　　　　　半日（午後）コース（平日）
＜Ｉコース＞　明石海峡大橋 1 日周遊
　　　　　　　 1 日コース（土・日・祝日）

　平成12（2000）年 3 月の 1 か月間は最後を飾
るイベントとして、かもめのデザインのヘッド
マークを装着した「ありがとうかもめバス」を

運行した。また、Ｉコースは 3 月25・26日、Ｇ・
Ｈコースは 3 月30・31日を感謝デーとして、乗
客に記念乗車証と観光バスチョロＱを進呈し
た。
　平成12年 3 月31日、Ｈコースのバスが帰着し、
最後の出迎えが行われた。昭和11（1936）年10
月 1 日の運行開始以来、市民や観光客に愛され
てきた神戸市の観光バスは、64年の間に延べ約
2,170万人を運びすべての運行を終了した。

貸切・定期観光バス乗客数昭和11年度～平成11年度
年度別 貸　　　切 定　　　観 年度別 貸　　　切 定　　　観
昭和11 8,705 昭和47 311,985 19,469

12 18,698 48 281,490 20,667
13 7,758 49 281,008 20,278
14 7,542 50 276,503 17,909
15 8,644 51 294,049 18,130
24 5,088 52 338,787 20,294
25 35,280 53 292,838 25,204
26 79,296 54 268,002 28,403
27 115,057 55 325,136 28,644
28 176,674 56 349,321 30,786
29 220,193 57 346,866 29,321
30 252,192 58 347,473 30,128
31 335,753 59 389,347 32,203
32 346,073 60 393,153 27,717
33 360,700 61 334,078 30,185
34 602,492 62 317,451 28,277
35 673,492 63 316,855 44,809
36 704,200 平成元 353,327 46,390
37 614,400 2 629,606 55,530
38 574,300 3 636,276 50,211
39 546,450 4 594,740 50,594
40 482,950 15,670 5 773,948 49,357
41 475,200 17,502 6 920,081 37,873
42 312,400 19,628 7 1,027,917 846
43 282,800 14,679 8 486,124 22,550
44 270,100 13,578 9 561,615 24,221
45 296,003 18,212 10 636,945 26,912
46 330,499 17,646 11 531,185 22,916

計
　5,684,234人（貸切・定観含）昭和12年度～39年度の間。
　15,066,138人（貸切のみ）、956,755人（定観のみ）
　合計21,707,127人
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▪労使経営改善研究会
　阪神・淡路大震災は、財政再建の取組みにも
大きな影を落とすことになった。それまでも、
マイカーの増加に伴うバス走行環境の悪化、週
休 2 日制の定着による土・日曜日の利用者減、
少子化の進展など、公共交通を取り巻く環境は
厳しさを増していた。一方、市営交通事業には、
環境施策や福祉施策まちづくりなどの行政施策
と一体となった事業展開が期待されている。
　震災は交通事業の経営をますます厳しいもの
にした。市財政が破綻寸前の状況に直面してお
り、一般会計からの支援には期待できなくなっ
ている。
　このように厳しい経営状況のもと交通事業に
課せられた責務を再認識し、交通事業の発展に
向けて、経営改善に取り組んだ。

▪規制緩和の流れ
　平成 8 （1996）年12月の行政改革委員会規制
緩和小委員会において、新規参入に一定の規制
をかけていた需給調整規則の廃止が提言され、
これを受けて翌 9 （1997）年 3 月の閣議で、規
制緩和推進計画の再改定がなされた。その要点
は、次の 2 点である。
・貸切バス事業及び鉄道事業については、平成

11（1999）年度に需給調整規則を廃止する。
・乗合バス事業については、生活路線の維持方

策の確立を前提に、遅くとも平成13（2001）
年度までに需給調整規則を廃止する。

　続いて運輸政策審議会でも、平成10（1998）
年 6 月に自動車部会及び鉄道部会からの答申が
あり、翌11年 4 月には乗合バス事業に関する答
申がなされた。これを受けて、鉄道事業につい

財政再建への取組み
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ては平成11年12月に鉄道事業法が改正、貸切バ
スについては12（2000）年 2 月に道路運送法が
改正され、乗合バスについても14（2002）年 2
月に改正道路運送法が施行された。道路運送法
改正により、バス事業は需給調整規制を前提と
する免許制から、輸送の安全確保に関する資格
要件をチェックする許可制に移行した。

▪委員会中間報告
　神戸市交通局にとって規制緩和の動きは極め
て影響が大きい問題であり、平成 9 （1997）年
7 月には交通事業審議会が委員会に対し、「規
制緩和の動きと今後の交通事業のあり方につい
て」研究・検討を依頼した。委員会は、同年11
月に中間報告をまとめた。その要旨は次のとお
りである。
・市場主義の流れの中で民間事業者と競争して

いくには、これまで以上に経営の効率化を進
めていく必要がある。

・民間事業者の進出により、黒字路線の利益が
減少し赤字路線の維持が困難になると考えら
れる。市バス路線のあり方について公共負担
と利用負担の問題を含めて研究する必要があ
る。

・民間事業者との関係では、これまでのような
エリア別すみ分けがなくなることも考えら
れ、利用者の視点に立ってどのように調整を
図っていくかが課題である。

・民間事業者との競争に勝ち残るため、これま
で以上に企業活動等の情報の公開・提供を進
める必要がある。

・市営交通事業は、市との連携により地球環境
問題などの行政課題の解決と改善に積極的役
割を果たすべきである。

▪新たな経営健全化計画
　これまでも経営改善に取り組んできたが、さ
らに厳しさを増しつつある、経営状況を踏まえ、
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経営の効率化を一層効果的、計画的に進めるこ
とが必要となった。このため、これまでの具体
的な取組項目の見直しを含めて検討を重ねた結
果、平成11（1999）年 4 月、「神戸市交通事業
経営健全化計画」を策定した。概要は次のとお
りである。

⑴　お客様サービスの向上及び乗客誘致策
＜バス・地下鉄共通＞

①　接客マナーの向上
②　広報・広聴の充実
　　（イメージアップの推進）
③　スルッとKANSAIへの参入
④　イベントの誘致・企画
⑤　料金制度の見直し
⑥　営業活動の強化

＜バス事業＞
①　バス路線の見直し
②　走行環境の改善
③　バリアフリー化の推進
④　環境定期の導入

＜地下鉄事業＞
①　沿線での人口・企業の早期定着
②　バリアフリー化の推進
③　時差・土休日回数券の導入

⑵　経営効率化及び組織の活性化の推進
＜バス・地下鉄共通＞

①　間接部門の削減
②　外注化・OA化の推進
③　勤務条件の見直し
④　希望退職の募集
⑤　職員研修の充実など職員意識の向上
⑥　職員提案制度の充実

＜バス事業＞
①　事務事業の見直し
②　組織の見直し
③　嘱託化の推進
④　表彰制度の見直し

＜地下鉄事業＞
①　事務事業の見直し
②　組織の見直し
③　嘱託化の推進

⑶　財政基盤の確立
＜バス・地下鉄共通＞

①　付帯事業の展開
②　利用者負担の適正化

＜バス事業＞
①　公共助成の拡充
②　資産の有効活用

＜地下鉄事業＞
①　公共助成の拡充
②　付帯事業の展開
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公共交通としての
サービス向上

第1節

　阪神・淡路大震災からの復興が進み、時代は
ネットワークを活用した利便性が求められるよ
うになってきた。また、平成13（2001）年に米
国で同時多発テロが起こり、平成23（2011）年
に東日本大震災が発生。その他にも、地震や台
風等による風水害が全国各地で頻発しており、
自然災害に悩まされる時代となった。交通機関
の安全に対する期待は一層高まり、事業者の危
機管理に対する取組みの強化が求められるよう
になった。

キャッシュレス時代に向けた
ICカードの導入1

▪ICカードシステムの導入
　ICカードによる交通乗車は、平成13（2001）
年に関東圏でJR東日本の「Suica」の取扱いが
開始されたのが最初である。平成15（2003）年
にはJR西日本の「ICOCA」、平成16（2004）年
には阪急電鉄等で 「PiTaPa」が導入され、関
西圏でも徐々にICカードのエリア拡大が進む
なか、神戸市交通局においてもICカードシス

テムの導入を検討していた。
　導入するとなれば、地下鉄、バスを含め全機
種の更新が必要となり、その更新費用が多額に
及ぶため、厳しい経営状況のもと、なかなか導
入に踏み切れなかった。
　しかし、鉄道ネットワークの充実による利用
促進と、乗客の利便性の向上を図るため、IC
カード「PiTaPa」、「ICOCA」による乗車が可
能となるようなシステムの整備を行い、駅務機
器の更新時期にあわせて、平成18（2006）年10
月より市営地下鉄においてICカードによる乗
車サービスを開始した。
　導入したサービスは、スルッとKANSAI協
議会加盟事業者での利用及びJR西日本との相
互利用を可能とするものである。一枚のICカ
ードで神戸地域はもとより関西圏へと公共交通
機関の利用可能エリアが広がった。
　市バスについても、地下鉄と同様に車載機の
更新時期にあわせて平成20（2008）年 9 月に同
じシステムを導入した。

▪ICカードサービスの変遷
　平成18（2006）年10月にICカードシステム

「PiTaPa」を、平成19（2007）年 9 月にIC定期
サービス（「PiTaPa定期」）を導入して以来、
以下のとおり交通系ICカードサービスの充実
に取り組み、利便性向上を図ってきた。
・平成20年 9 月　市バスにICカードシステム
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「PiTaPa」導入
　→市バスでも「PiTaPa」及び「ICOCA」の

利用が可能となった。
・平成20年10月　敬老優待乗車証IC化運用開始
　→市内在住の満70歳以上の高齢者に交付され

る敬老優待乗車証をIC化した。
・平成25年 3 月　地下鉄にICカード全国相互

利用サービス導入
　→地下鉄で「Suica」や「PASMO」などの

全国相互利用のできる交通系ICカードの
利用が可能となった。

・平成25年 4 月　福祉乗車証IC化運用開始
　→市内在住の障害のある人などに交付される

福祉乗車証をIC化した。
・ 平 成26年 3 月　 市 バ ス にIC定 期 サ ー ビ ス
（「PiTaPa定期」）導入

　→地下鉄と同様、市バスでもIC定期サービ
スを導入し、「PiTaPa」での定期利用が可
能となった。

・平成26年 4 月　ICカードによる市バス乗継
割引制度を新設

　→「PiTaPa」や「ICOCA」などを利用し、
1 乗車目の降車から 2 乗車目の降車まで60
分以内に連続して市バスを乗り継ぐ場合の
割引を新設した。割引金額は210円（小児
は110円）を上限とし、 2 乗車目が普通区
の場合は無料となるような制度とした。

▪「ICOCA定期券」の発売等、
　さらなる交通系カードサービスの充実

　これまで「PiTaPa」を中心に取り組んでいた
ICカードの普及・促進をより一層進めるため、
平成29（2017）年 4 月15日より「ICOCA」及び

「ICOCA定期券」の発売を開始した。
　また、それに併せて、他社鉄道連絡IC定期
券の発売範囲の拡大、市バス交通系ICカード
全国相互利用サービスの開始など、さらなる
ICカードサービスの充実に努めた。

【参考】平成29年 ４ 月1５日より新たに開始した
ICカードサービス

⑴　「ICOCA」及び「ICOCA定期券」の発売
①　「ICOCA」の発売
（発売場所）地下鉄西神・山手線及び海岸線
各駅窓口及び定期券発売所

（券種）大人・小児
※小児は定期券発売所のみで発売

②　「ICOCA定期券」の発売
（発売区間）市バス全線及び地下鉄全線（連
絡定期券を含む）

（発売箇所）定期券発売所及び各駅自動定期
券発行機

　※自動定期券発行機は継続定期券のみ発売
　　（券種）通勤（大人）定期券及び通学（大人・

小児）定期券
　　それぞれ 1 か月、 3 か月、 6 か月。通学定

期券については学期定期も発売
⑵　他社鉄道連絡IC定期券の発売範囲拡大
①　「ICOCA定期券」（新規）
　　地下鉄自線内、市バス自線内
　　地下鉄－市バス 連絡、市バス－市バス 連絡
　　地下鉄－阪急 連絡（三宮、三宮花時計前接続）
　　地下鉄－阪神 連絡（三宮、三宮花時計前接続）
　　地下鉄－神鉄 連絡（湊川公園接続）
　　地下鉄－北神 連絡券面イメージ
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　　地下鉄－北神－神鉄 連絡
　　地下鉄－山陽 連絡（板宿接続）
　　地下鉄－ポートライナー 連絡
　　（三宮、三宮花時計前接続）
　※市バスには山陽バス共用区も含む
②　「PiTaPa定期券」（連絡定期発売範囲拡大）
　　地下鉄－阪急 連絡（三宮、三宮花時計前接続）
　　地下鉄－阪神 連絡（三宮、三宮花時計前接続）
　　地下鉄－神鉄 連絡（湊川公園接続）
　　地下鉄－山陽 連絡（板宿接続）
⑶　市バスの交通系ICカード全国相互利用の

開始
　市バスで「Suica」や「PASMO」などの
全国相互利用のできる交通系ICカードの利
用が可能となった。

乗客の安全・安心に対する取組み2

▪新型インフルエンザ対策実施
　平成21（2009）年 4 月末より、メキシコをは
じめ海外で、新型の豚インフルエンザ（A/
H 1 N 1 ）の流行が始まり、メキシコ、アメリ
カで多数の死者が発生した。 4 月25日にWHO
がヒトへの新しいインフルエンザの感染が確認
されている段階である「フェーズ 3 」を宣言（ 4
月27日フェーズ 4 、 4 月29日にフェーズ 5 へ引
上げ）し、26日に「神戸市保健所健康危機管理
連絡会議」を神戸市で開催、28日には神戸市新
型インフルエンザ対策本部を神戸市で設置し
た。
　その後も海外での感染は拡大し、 5 月16日に
は神戸市で国内第 1 号の新型インフルエンザ患
者が報告され、神戸まつりの中止や市内学校園
の休校措置などがとられた。
　神戸市交通局では、新型インフルエンザの発
生を受け、平成20（2008）年に策定した「神戸

市新型インフルエンザ対策実施計画」に基づく
対策を実行した。具体的には、 4 月28日に交通
局新型インフルエンザ対策本部員会議を設置
し、公共交通機関の事業者は社会機能維持のた
め、できる限り運行を続けることが基本という
原則にしたがい、職員に対してはマスクの着用、
手洗いやうがい励行の指示、点呼時の入念な健
康状態のチェックを行うなど感染予防策の徹底
を図り、運行にかかわる乗務員等の健康管理に
万全を期した。
　同時に、お客様に対して、マスクの着用や不
要不急の外出を控えること、うがい・手洗い及
び咳エチケットの励行を駅構内での掲示や市バ
ス・地下鉄の車内放送で呼びかけるなど、でき
る限りの対策を図った。
　そのほかにも、資材の備蓄及び配備、外郭団
体や営業所委託事業者に対する情報提供及び連
携した対応、発熱相談センターへの応援出務な
ども行い、的確な初動対応を行った。
　その後感染は次第に終息へ向かい、5 月28日、
矢田市長より「ひとまず安心」宣言が発表され
た。交通局では同日以降、順次車内アナウンス
やポスター掲示等を取り止めた。情報集積、感
染予防対策の指揮にあたってきた交通局新型イ
ンフルエンザ対策本部員会議の開催回数は、 5
月28日までに11回に及んだ。
　平成21年10月、「神戸市交通局新型インフル
エンザ対策行動計画」が策定され、新型インフ
ルエンザ発生時の来客や職員に対する感染防止
策や車両・施設の取扱い、職員への感染が拡大
した際の欠勤率に応じた人員確保・運行計画が
定められた。
　平成23（2011）年 9 月、国において、より病
原性の高い新型インフルエンザが発生しまん延
する場合に備えるため、「新型インフルエンザ
対策行動計画」が改定された。また、神戸市も
これにあわせて平成24 （2012）年 2 月、「神戸市
新型インフルエンザ対策実施計画」を改定した。
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　このような国計画・市計画の改定を受け、神
戸市交通局においても、平成21年10月に策定し
た「神戸市交通局新型インフルエンザ対策行動
計画」を改定した。
　改定後の計画では、新型インフルエンザは発
生時期や毒性を予測するのは困難で、取るべき
対策も不確定要素が大きいため、実際の新型イ
ンフルエンザ発生時には、計画に定める対策の
中から感染の状況に応じて選択実施するよう見
直した。

▪運輸安全マネジメントに関する取組み
　平成17（2005）年 4 月のJR福知山線脱線事
故等、当時の運輸分野における事故発生状況等
を受けて、国土交通省は運輸事業者における輸
送の安全確保の取組みの強化を図るため、道路
運送法及び鉄道事業法を改正することにより、
自動車事業、高速鉄道事業ともに、全職員が一
丸となって運輸安全マネジメントを推進し、輸
送の安全性の向上に努めることとされた。
　神戸市交通局では、国土交通省の運輸安全マ
ネジメントに基づき、平成18（2006）年10月に
自動車事業、高速鉄道事業両部門において、安
全管理規程を制定するとともに、「安全統括管
理者」 を選任し、輸送の安全に関する基本方針、
重点目標、重点施策及び実施計画の策定を行い、
安全管理体制の強化に取り組んでいる。
　また、両事業とも安全管理規程や関連施策等
の全職員への周知、内部監査の実施とその結果
に基づく改善、乗客への啓発活動、ヒヤリ・ハ
ットなどの「事故の芽」情報の収集と活用、取
組状況のホームページでの公表（安全報告書）
など、PDCAサイクルに沿った運輸安全マネジ
メントを行っている。
　さらに、安全方針・目標・計画等を策定する
とともに、経営管理部門と現場部門とのコミュ
ニケーションを図る必要がある。このため、高
速鉄道事業では安全管理推進委員会（月 1 回）・

安全対策室会議（月 1 回）を設置し、自動車事
業では市バス安全管理推進委員会（年 4 回以
上）、安全対策会議（月 1 回）を設置している。
　このほか、神戸市交通局内に監査室を設置し
て内部監査を実施するなど、さらなる事故等の
未然防止に取り組んでいる。
　これらの運輸安全マネジメントの取組状況に
関して、平成19（2007）年から、毎年 1 回（平
成25（2013）・27（2015）～29（2017）年度は
実施延長）、国土交通省大臣官房運輸安全監理
官室により、運輸安全マネジメント評価が行わ
れている。

【地下鉄の具体的な取組み】
①安全管理規程や重点目標・重点施策・実施計

画の見直しと周知（ 2 月～ 4 月）
②安全対策室会議（毎月）で地下鉄全部署の安

全情報を共有、事故防止対策、再発防止策、
取組みの進捗状況等を報告、審議

③安全管理推進委員会（毎月）と見直し会議（ 4
月）を開催

④運輸安全マネジメント内部監査の実施（ 3 月）
と指摘事項の改善

⑤関西鉄道協会主催の運輸安全マネジメント研
修に参加、外部講師による高速鉄道部ヒュー
マンエラー防止研修・神戸市交通局安全講演
会（年各 1 回）を実施

⑥局長や安全統括管理者の現地視察、安全統括
管理者の巡視点検（年 4 回）、所属長等によ
る各駅巡視（毎月）、他の事業者等との合同
訓練を実施

⑦お客様への啓発等のため、ティッシュ配布（年
4 回）、ポスター掲出、アンケート（年 1 回）
の実施、ホームページ（随時）によるお知ら
せ

⑧現場職員の定期教育訓練で各種実地訓練や机
上研修を実施、アンケートにより「事故の芽」
情報や安全に関する意見を集約
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⑨高速運輸連絡会議、班長会議等でお客様から
の苦情・要望及び安全対策室会議での報告事
項等を毎月現場職員へフィードバック、報告
書月報（事故、トラブル等）を現場の職場へ
配付

【市バスの具体的な取組み】
①安全管理推進委員会（年 4 回）と見直し会議
（年 1 回・ 3 月）を開催

②安全対策会議で安全情報を共有、事故防止対
策、取組みの進捗状況等を報告（毎月）

③局長や安全統括管理者の現地視察、安全統括
管理者の巡視点検

④事故防止研究会の開催（事故原因やヒヤリ・
ハット情報の分析）

⑤運輸安全マネジメント内部監査の実施（ 2 ・
3 月）と指摘事項の改善

⑥安全運転強化月間の取組み
　（平成14（2002）年の死亡事故を教訓に毎年

8 月20日から 9 月19日の間実施）
⑦厳正な点呼の実施（運転者の健康状態の把握

と検知器によるアルコールチェック）
⑧管理職立番、添乗調査の実施（年 4 回実施）
⑨乗務員研修の実施（全乗務員対象、 3 年に一

度適性診断を受診、平成28（2016）年度から
新たなメニューで実施）

⑩ドライブレコーダーの導入（平成24（2012）
年度全車両に装備）

⑪安全だよりの発行
⑫神戸市交通局安全講演会（年 1 回）に参加

乗客に親しまれる
バス・地下鉄を目指して3

▪市営交通友の会
　市営交通の日と定めた平成11（1999）年 8 月
1 日に、「神戸の市バス・地下鉄を愛し、その

発展を願う方々にご参加いただき、市営交通へ
の理解を深めていただくとともに、会員相互の
交流と親睦を図ること」を目的に市営交通友の
会を設立した。
　会員向けのイベントや、神戸市交通局のお仕
事内容などの情報を掲載している会報紙を発行
している（平成29（2017）年 7 月末現在で39号）。
　また、地下鉄の車両を製造している川崎重工
業株式会社 兵庫工場の見学会など、会員限定
のイベントを実施している。過去には会員数が
約1,500名を超える時期があったが、現在の会
員数（18期：平成29年 8 月 1 日～平成30（2018）
年 7 月31日）は約200名となっている。令和元

（2019）年 8 月 1 日に設立20年目となる。

▪イメージキャラクター
　「ゆうちゃん・ばっしーくん」

　「ばっしーくん」は平成12（2000）年 4 月に、
市バスのイメージキャラクターとして認定され
た。市営地下鉄西神・山手線の愛称“みどりの
Ｕライン”などから命名された「ゆうちゃん」は、
平成13（2001）年 7 月に市営地下鉄のイメージ
キャラクターに認定された。各種のイベントな
どで活躍している。

≪プロフィール≫

名前：ばっしー君

所属：神戸市交通局営業推

進課

お仕事：市バスのイメージ

キャラクター

各種イベントでのPR活動

性格・趣味など：男の子、やんちゃでおちゃめ。

趣味はいろんなお友達と遊ぶこと。

自己PR：平成 ９（1９９7）年 ９月に、市バス走

行環境改善キャンペーンのイメージキャラクタ

ーとしてデビューしました。
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みんなへのひとこと：

『これからも僕（市バス）に乗ってね！』

≪プロフィール≫

名前：ゆうちゃん

所属：神戸市交通局営業推

進課

お仕事：市営地下鉄イメー

ジキャラクター

市営地下鉄のイメージアップを図り、お客様に

親しみをもってご利用いただくこと

性格・趣味など：男の子、恥ずかしがりや（時々

表に出て遊びます）。

趣味はどうくつ探検。

自己PR：平成13年 7 月に、市営地下鉄のイメ

ージアップキャラクタ

ーとして、地下鉄海岸

線開業と共にデビュー

しました。

みんなへのひとこと：

『恥ずかしがりやだか

ら、会いに来てね！』

地域とともに発展をめざす取組み4

▪映画撮影への協力
　神戸市交通局では、映画やドラマ、各種出版
物など多くの媒体で、バスや地下鉄の車両など
を利用した取材・撮影の申し込みがあったとき
は積極的に協力をしている。平成12（2000）年
に神戸フィルムオフィスが設立された後は、フ
ィルムオフィスを通じての依頼が増え、神戸市
交通局の良いアピールの機会となっている。

◆近年の主な実績
⑴　交渉人　真下正義
（本広克行監督　平成16（2004）年撮影、平
成17（2005）年公開）

　大ヒット作「踊る大捜査線」のスピンオフ作
品として製作。最新型の地下鉄車両クモハE
4 -6000が、ハッカーの遠隔操作により首都圏
の地下鉄網を縦横無尽に暴走するというストー
リーで、神戸市交通局では 2 週間にわたり地下
鉄が登場する各シーンの撮影を行った。
　また、地下鉄を舞台とした作品であり、現役
の地下鉄関係者として各種専門機器・専門用語
の使い方・使われるタイミングや指令室での動
き等を指導するため、神戸市交通局から東京の
スタジオへ職員を派遣するなど、様々な面で協
力を行った。
撮影場所：西神・山手線（本線、上沢駅、県庁
前駅、三宮駅）、海岸線（御崎公園駅、御崎車
両基地）

⑵　紙の月
（吉田大八監督　平成25（2013）年撮影、平
成26（2014）年公開）

　直木賞作家・角田光代氏が第25回柴田錬三郎
賞を受賞した原作小説の映画化。主人公が年下
の青年と心を通わせるシーンや電車を待つシー
ンなどで、朝・夕ラッシュ時間帯や早朝・深夜
に西神・山手線や名谷車両基地を使用して撮影
された。神戸市営地下鉄のほかにも、そごう西
神店や旧居留地、神戸市役所 1 号館など市内各
所で撮影が行われている。
撮影場所：西神・山手線（本線、長田駅、県庁
前駅、西神中央駅、名谷車両基地）

⑶　その他主な協力案件
◆映画

「GO」（行定 勲監督　平成 13（2001）年撮影、
公開）
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撮影場所：上沢駅
「Run 2U」（カン・ジョンス監督　平成 13 年撮
影、平成 15（2003）年公開）
撮影場所：新神戸駅

「ゴジラ FINAL WARS」（北村龍平監督　平成
16（2004）年撮影、公開）
撮影場所：御崎車両基地

「ふたたび swing me again」（塩屋 俊監督　平
成 21（2009）年撮影、平成 22（2010）年公開）
撮影場所：脇の浜住宅西停留所、東遊園地前停
留所

「少年 H」（降旗康男監督　平成 24（2012）年
撮影、平成 25（2013）年公開）
撮影場所：名谷車両基地（市電庫）

◆ドラマ
「アイ’ム ホーム 遥かなる家路」（平成 16 年撮
影、公開　放送局：NHK）
撮影場所：大倉山駅

「蹴鞠師」（平成 18（2006）年撮影、公開　放送局：
関西テレビ）
撮影場所：新神戸駅

▪ノエビアスタジアム神戸
　利用促進事業

　ノエビアスタジアム神戸へのアクセス手段と
して、地下鉄海岸線の利便性はきわめて高い。
このため、地下鉄海岸線の利用者増に繋がるノ
エビアスタジアム神戸の活用のため、「ノエビ
アスタジアム利用促進事業」を平成24（2012）
年度から実施している。同スタジアムの施設使
用料の減額や一定の広報協力を神戸市交通局と
神戸ウイングスタジアム株式会社で行うことに
より、スタジアムの利用促進と地下鉄海岸線の
乗客増を図っている。
　天然芝部分を使用できない制約があるなか、
神戸市交通局と神戸ウイングスタジアム株式会
社が連携し、以下のとおり様々なイベントを実

施した。

◆実績
平成25年10月 6 日（日）　ウイングフード祭り
　（集客：約1,000人）※演歌祭りと同時開催。
平成25年11月 4 日（月・祝）　リレーマラソン
　（集客：約100人）
平成25年12月21日（土）　リレーマラソン
　（集客：約400人）
平成26年 3 月21日（金・祝）
　中央卸売市場即売会（集客：約7,000人）
　※ウイング健康フェスタと同時開催
平成26年 6 月15日（日）
　Ｗ杯パブリックビューイング
　（VS.コートジボワール）
　（集客実績：約12,000名）
平成26年 7 月21日（月・祝）　リレーマラソン
　（集客実績：約700人）
平成26年 9 月15日（月・祝）　リレーマラソン
　（集客実績：約650人）
平成26年11月 8 日（土）　リレーマラソン
　（集客実績：約450人）
平成26年12月20日（土）　リレーマラソン
　（集客実績：約550人）
平成27年 1 月17日（土）
　阪神・淡路大震災20年1.17チャリティーマッチ
　（集客実績：約24,000人）
平成27年 1 月18日（日）
　出張！なんでも鑑定団 in 神戸
　（集客実績：約10,000人）
平成28年 7 月16日（土）　マラソンレース
　（集客実績：約700人）
平成28年 9 月11日（日）　マラソンレース
　（集客実績：約600人）
平成28年11月27日（日）　マラソンレース
　（集客実績：約400人）
平成28年 8 月 9 ～21日　ご当地グルメ合戦
　（集客実績：約6,660人）
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平成28年10月23日（日）
　第 2 回ウイング歌謡ショー
　（集客実績：約4,000人）
平成29年 5 月14日（日）　マラソンレース
　（集客実績：約450人）
平成29年 7 月17日（月・祝）　マラソンレース
　（集客実績：約720人）
平成29年 9 月10日（日）　マラソンレース
　（集客実績：約380人）
平成29年11月 5 日（日）　マラソンレース
　（集客実績：約390人）
平成29年 5 月 6 日（土）　第 9 回ウイング寄席
　（集客実績：約4,000人）
平成29年 6 月18日（日）　全国地酒試飲大会
　（集客実績：約1,680人）
平成29年10月 9 日（月・祝）
　第 3 回ウイング歌謡ショー
　（集客実績：約8,000人）
平成29年10月15日（日）
　ウイングスポーツチャレンジパーク
　（集客実績：約3,000人）

乗車券メニューの拡充5

▪エコファミリー・
　エコショッピング制度

　都市部での渋滞を緩和して市バス運行の定時
性を改善するとともに、地球環境への負荷の軽
減を図るため、マイカー利用から公共交通への
転換を図る動機付けの施策として、土、日、祝
日とお盆休み（平成22（2010）年度からは夏休
みに拡充）・年末年始に、大人 1 人につき小学
生以下 2 人まで市バス・地下鉄に無料で乗車で
きる「エコファミリー制度」を平成17（2005）
年10月から本格導入している。この制度は、他
都市にはほとんど例を見ない取組みであり、平

成15（2003）年10月からの社会実験を経て、本
格実施をしたものである。社会実験の期間も含
めて、平成28（2016）年度末までの利用者は約
1,437万人となっている。
　一方、市バス･地下鉄を利用して、提携店や
施設での催し等に出かけた方に割引などのサー
ビスを提供する「エコショッピング制度」につ
いても、平成17年度から実施しており、平成28
年度末までに約 5 万 5 千人にご利用いただいて
いる。

▪KANSAI ONE PASS
　関西への訪日外国人旅行者の受入れ環境整備
の一環として、訪日外国人旅行者向けに販売さ
れているJR西日本の「ICOCA」をベースとし
たチャージ式交通ICカード。平成28（2016）年
4 月からの試験販売を経て、平成29（2017）年
度は 1 枚2,000円（デポジット500円）で本格実
施された。
　西日本旅客鉄道、阪神電気鉄道、阪急電鉄、
京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、
大阪市交通局、京都市交通局、神戸市交通局の
関西の鉄道 9 社局、関西経済連合会及び関西国
際観光推進本部が参画し、関西空港駅及び京阪
神の各社局主要駅を中心に19か所で販売されて
おり、神戸市交通局では、三宮駅の市バス・地
下鉄お客様サービスコーナーで販売している。
　訪日外国人旅行者の回遊性の向上、消費意欲
の喚起、及び観光情報の発信強化を図ることを
目的としており、「ICOCA」エリアや「PiTaPa」
エリアなど、「ICOCA」利用可能エリアの鉄道・
バスを 1 枚のカードで周遊できる。
 カードを提示すると、関西国際空港内の店舗
を含めたショッピング施設や観光スポットで優
待特典を受けることができる。
　カード販売時に、関西広域の鉄道路線マップ
付き利用ガイドを配付しており、利用ガイドに
は、専用のモバイルサイトに誘導する二次元バ
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ーコードを掲載している。また、専用モバイル
サイト（http://kansaionepass.com）ではカー
ドの利用方法、優待特典情報（150か所）及び
関西の観光情報（300か所）を紹介している。
　専用のモバイルサイト及び鉄道路線マップ付
き利用ガイドは、英語、中国語（簡体字、繁体
字）、韓国語の 4 言語に対応している。

▪各種企画乗車券の販売
　神戸市交通局では地下鉄 1 日乗車券、市バ
ス・地下鉄 1 日乗車券などのお得な乗車券をは
じめ、ゴールデンウィークフリーチケットや年
末年始 3 dayチケットのような期間限定で利用
できる乗車券など、多様な企画乗車券を取り扱
っている。特に近隣の交通事業者等と企画・作
成している有馬・六甲周遊パスなど、特定施設
での優待サービスが付加されている乗車券は、
国内外の観光客から好評をいただいている。ま
た、神戸街めぐり 1 dayクーポンは、三宮を中
心とした神戸市内の観光に便利な街遊券が付い
ており、海外や他府県から訪れる観光客に人気
が高い企画乗車券となっている。

その他の取組み６

▪東日本大震災に対する
　神戸市交通局からの支援

　平成23（2011）年 3 月11日に発生した東北地
方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波に
よって、東北地方の太平洋沿岸部は甚大な被害
を受けた。
　神戸市は、災害時応援協定を結んでいる仙台
市等に、消防関係、医療関係、避難所運営、ボ
ランティア関係等への職員派遣、緊急支援物資
の提供、見舞金等の物的支援等を行った。神戸
市交通局では、避難所運営、仮設住宅関係、各

種給付金申請受付関係、被害家屋調査等の業務
等を行う職員延べ19人を派遣し、応援出務を行
った。

▪神戸市交通局公済会の解散
　神戸市交通局公済会は昭和24（1949）年 7 月
に「社団法人神戸市電公済会」として発足し、
市電の廃止を控えた昭和45（1970）年 8 月には
名称を「社団法人神戸市交通局公済会」に変更
して、乗車券の販売やバス・地下鉄車両の清掃、
駅構内営業といった様々な事業を行っていた。
同じく神戸市交通局の外郭団体である神戸交通
振興株式会社は、各種受託事業とともに駅ビル
経営事業、売店事業やバス運輸事業などを行い、
お客様サービスの向上と、神戸市交通事業の経
営基盤の安定化を目的とした事業を実施してい
る。
　神戸市交通局では利用者減に伴い交通事業の
経営状況が非常に厳しい局面を迎え、抜本的な
経営改革が必要となっていた。平成15（2003）
年に「神戸市交通局新たな経営計画」を策定す
るなど経営改善に取り組む中で、公済会・交通
振興を含めて、お客様サービスの向上の観点、
業務内容・採算面から精査を行い、効率化への
検討が行われた。
　公済会においては、収益事業が事業の大部分
を占めており、また、両団体が実施している事
業の中には、駅構内営業や駅売店事業、保険代
理事業や駐車場事業など同種あるいは類似した
ものがあった。
　このような状況を踏まえ、公済会と神戸交通
振興の類似事業を統合、効率的に事業を展開す
ることで、よりよいサービス提供を図るととも
に、経営基盤の強化を図るため、平成16（2004）
年 4 月 1 日をもって公済会を解散し、事業を交
通振興に移管した。
　神戸交通振興と神戸市交通局公済会は、それ
ぞれ株式会社と社団法人であるため、法人とし
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ての位置づけが異なり、法的に合併は不可能で
あった。そのため形式的には公済会の解散、そ
の実施事業の交通振興への移管という形をとっ
た。公済会の職員は解散日をもって全員解雇と
なり、4 月 1 日に交通振興で雇用するとともに、
公済会で保有の資産は交通振興に引き継がれ
た。これにより交通振興の営業規模は倍増、社
員数は 3 倍を超える陣容となり、交通振興が神
戸市交通局唯一の外郭団体となった。
　平成16年 4 月に、交通振興に移管されたのは
以下の11事業である。
・市バス及び市営高速鉄道事業の車両・駅

舎・営業所清掃
・駅掌業務
・市バス運行・運転業務
・売店業務など高速鉄道駅構内営業事業
・コンビニ事業
・パルティ事業
・広告事業
・乗車券事業
・駐車場経営事業の一部
・自転車駐輪場事業
・保険事業の一部

▪須磨浦荘の営業終了
所在地　神戸市須磨区須磨浦通 2 丁目 2 番40号
構造・規模　鉄骨造　地上 2 階
敷地　1,395.10㎡
建物　981.44㎡
　須磨浦荘は、神戸市交通局共助組合の保養施
設として、昭和54（1979）年 6 月 1 日に業務を
開始した。30人収容の大広間、40人収容の大会
議室、20人収容の小会議室、客室 5 室から構成
されていた。須磨浦荘は、須磨海水浴場に面し
ている好立地であることから、夏季には「海の
家」としても大いに利用された。
　しかし、福利厚生事業の見直しのため平成21

（2009）年度に神戸市交通局共助組合が市職員

共助組合に一元化されたことに伴い、平成22
（2010）年 3 月31日をもって営業を終了した。

▪消費税率引き上げに伴う
　市バス・地下鉄料金改定

　平成26（2014）年 4 月に、消費税率が 5 ％か
ら 8 ％へ引き上げられた。
　消費税は、消費一般に広く負担を求める税で
あり、最終的には消費者が負担するべき性格の
ものであることから、国土交通省から示された
処理方針に沿って、税率の改定に合わせて市バ
ス及び地下鉄の料金に消費税率を転嫁する料金
改定を実施した。
　その結果、普通料金については、市バスの普
通区料金を200円から210円に、地下鉄の初乗り
料金を200円から210円とした。定期料金につい
ては、地下鉄は値上げとした一方、市バス普通
区については据え置きとした。

自動車事業
第2節

人にやさしいバスへの取組み1

▪全車両をバリアフリー化
　神戸市交通局ではすべての乗客にとって乗降
しやすいバスとするため、低床で車いすの方が
そのまま乗り降りできるノンステップバスを平
成10（1998）年度に試験的に導入した。その結
果、以降も継続して導入し、平成12（2000）年
に交通バリアフリー法※が施行されたことか
ら、平成13（2001）年度以降は導入するすべて
の車両を、交通バリアフリー法に適合したノン
ステップバスまたはワンステップバスとした。
　平成17（2005）年度の「神戸市交通バリアフ
リー基本構想」に係る「公共交通特定事業計画」
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では、平成22（2010）年度末に交通バリアフリ
ー適合車を約80%としていたところ、結果は
87%と目標を達成。その後、平成23年度の「神
戸市交通バリアフリー基本構想検証等実施報告
書」などで、すべての車両を交通バリアフリー
適合車とする提言を行い、ノンステップバス等
の導入を進めた結果、平成24（2012）年度末に
交通バリアフリー法適合車が100%となった。

※「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移転円滑化の促進に関する法律」…高
齢者や身体障害者をはじめとするすべての利
用者にとって公共交通機関を利用する際の身
体の負担を軽減することにより、その移動の
利便性及び安全性を向上させることを目的と
した法律

▪ふるさと納税制度を活用した
　「ハートフルベンチ」事業の実施

　バス停でより快適にバスをお待ちいただける
よう、設置基準を満たしているバス停には上屋
やベンチの設置を進めると同時に、老朽化等に
より修繕が必要な箇所について順次補修を行っ
ている。
　ベンチについては、税制上の優遇措置のある
ふるさと納税制度を活用した「ハートフルベン
チ」事業を実施している。 1 口5,000円単位で
寄付を受け付け、10口50,000円の寄付をいただ

いた場合、ベンチを 1 基設置するとともに、ご
希望によりベンチや神戸市交通局のホームペー
ジに寄付者名を掲載している。
　上屋については、民間の広告付き上屋事業者
と上屋整備に関する契約を締結する等、都心部
における景観を統一する観点にも配慮しながら
リニューアルを図っている。

ハートフルベンチ
（平成28（2016）年当時）

ネームプレート
（電話番号は当時のもの）

▪市バス福祉体験授業
　市バスを神戸市内の小学校の校庭などに乗り
入れ、小学生（ 4 年生対象）に福祉について学
んでいただく「市バス福祉体験授業」を行って
いる。ノンステップバスの外観や特徴を知って
もらいながら、車いすや高齢者疑似体験装具を
使用して、乗車体験や介助体験をしてもらうも
のである。市バスの運転士や整備に従事してい
る職員が講師を務め、日頃の経験などを基に、
小学生に理解しやすく楽しみながら学べるよ
う、授業内容を工夫している。
　さらに、交通事故防止の観点から、運転士か

低床で幅広い乗降口車いす用スペース

バリアフリー適合車両

281第 ９章　次代へつなぐ多様なニーズへの対応と経営改善



ら見た死角の説明など、安全啓発も行っている。
　平成11（1999）年度から始めたこの授業は、
平成29（2017）年度までの19年間で、のべ217校、
約14,260名の児童に利用されている。

より利用しやすい
乗客サービスの取組み2

▪市バス乗継割引制度の導入
　これまで、路線延長が長い路線の分割、ター
ミナルへの短絡などバス路線の再編を通して、
定時性の向上や効率化を図ってきた。その結果、
目的地によっては複数のバスを乗り継いでいた
だかなければならないケースが生じる。そこで、
乗継による運賃の負担感を軽減することによ
り、利用増進とICカードの利用促進を図るた
め、平成26（2014）年 4 月より市バス乗継割引
制度を導入した。ICカード利用者を対象に一
定時間内に市バス－市バスを乗り継いだ場合、
2 乗車目以降の運賃を自動的に割引するもので
ある。概要は次のとおり。
⑴　対象カード
　PiTaPaカード・敬老ICパス・ICOCA
⑵　適用条件
・制限時間
　 1 乗車目の降車から60分以内の降車まで
・乗継系統制限

　設けない
・割引額

一般利用上限210円割引、敬老パス利用は上
限110円割引

⑶　実施時期　平成26（2014）年 4 月 1 日
⑷　その他

ICカードによる実施に伴い、乗継割引専用
カードは廃止する。

▪バスロケーションシステムの導入
　平成28（2016）年 2 月から 5 月まで、市バス
66系統を走行するバスを用いて実証実験を行っ
た結果、システムの有用性を十分に確認できた
ことから、平成29（2017）年 4 月 1 日より市バ
ス全路線・全車両で新たなバスロケーションシ
ステムのサービスを開始している。システムの
概要は次のとおり。
⑴　利用者向けバスロケーションシステム
　画面はウェブページ形式で提供され、スマー

車いす体験高齢者体験

利用者向けバスロケーションシステム
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トフォンやパソコンから閲覧できる。バス停の
名称や系統番号を指定することで、該当するバ
スが今どこを走行しているか、バス停にあと何
分で到着するのかを表示する。
⑵　営業所向け管理システム
　各営業所のPCから確認することができ、運
行中の車両の位置情報を地図上にバスのアイコ
ンで表示する。系統や行先、車両番号の確認を
容易に把握できるようになった。
⑶　無線通信システム
　それまで無線を導入していなかった営業所

（魚崎・落合・西神）においても、バスロケー
ションシステムの導入により、その通信機能を
利用した無線通信が可能となった。
　今後、バスロケーションシステムの機器が持
つ通信機能等を活用し、一部の路線において市
バス車両にデジタルサイネージを設置するな

ど、利用者・市民へのさらなる情報発信、機能
の実証実験を行う予定である。

▪直行便の運行
　これまで、駅のバスターミナルにおいては、
朝のラッシュ時に、学生と通勤者等の利用が混
在し、長蛇の列をなすなど非常に混雑している
状況であった。そのため、平成29（2017）年 4
月より高校や大学まで直行便の運行を開始し
た。これにより学生の利便性が向上するととも
に、通常便に乗車する学生が減ることで混雑緩
和を図ることができ、通勤者の利便性も向上さ
せることができた。その後、平成30（2018）年
4 月に直行便路線の拡充を行うなど、さらなる
利便向上を図っている。
　直行便の内容については以下のとおりであ
る。
⑴　平成29（2017）年 ４月からの実施内容
◦53系統
　舞子駅前から神戸国際大学附属高校まで。共

同運行路線のため、神戸市バス 2 便、山陽バ
ス 2 便の合計 4 便（朝のみ）を運行

◦47系統
　西神南駅前からいぶき明生支援学校まで。平

成29年 4 月に西区井吹台西町に新たに開校し
た同校に自力通学する生徒の登下校時間にあ
わせて 1 往復運行

◦16系統
　JR六甲道から神大国際文化学研究科前まで。

神戸大学への通学時間にあわせて 2 便運行
◦75系統
　須磨駅前から高倉台南口まで。神戸女子大学

への通学時間にあわせて 2 便運行（平成29年
5 月29日からは 1 便）

　なお、神戸女子大学の寮が「西須磨小学校前」
近くにあり、「西須磨小学校前」で乗り切れ
ない場合があることから 1 便を通常便の増便
に変更無線通信システム

営業所向け管理システム
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⑵　平成30（2018）年 ４月からの実施内容
◦ 2 系統・18系統
　混雑緩和及び沿線にある高校等の需要に対応

するため、登校時間に合わせて、停車するバ
ス停を学生の利用が多いバス停に限定して、
三宮から摩耶ケーブル下まで運行（ 1 日 3 便）

　（三宮駅ターミナル前－地下鉄三宮駅前－布
引－青谷－神戸高校前－摩耶ケーブル下）

　（沿線高校等：神戸龍谷中学校高等学校、松
蔭中学校高等学校、神戸海星女子学院、神戸
高校）

◦72系統
　神戸女子大学の学生の需要に対応するため、

下校時間に合わせて、大学構内から須磨駅前
までの直行便を運行（ 1 日 2 便）

◦39系統
　神大附属中等教育学校の需要に対応するた

め、登校時間に合わせて、JR住吉駅から学
校までの直行便を運行（ 1 日 6 便）。

　なお、現在阪急御影駅から利用する生徒のた
め、19系統において深田池から学校までの便
を運行していたが、これについても増便（ 1
日 2 便→ 6 便）

◦16系統
　平成29（2017）年度より運行しているJR六

甲道から神戸大学への直行便を運行の効率化
及び利用者の利便性向上を図るため、運行経
路を変更するとともに、大学の協力により大
学構内まで延伸する（ 1 日 3 便、ただし金曜
日 1 便）。
また、阪急六甲からも大学構内への直行便を
新たに運行（ 1 日 2 便、ただし金曜日 1 便）

乗客サービス向上とPR事業3

▪市バス開業70周年　路線再編成を実施
　経営健全化計画の中でも、緊急の課題として、
市バス路線の見直しに関し、平成11（1999）年
11月に「市バス路線再編成計画」を策定した。
この計画では、平成13（2001）年 7 月の地下鉄
海岸線開業時までの間を実施期間として、市バ
ス全79路線のうち、延長 1 路線、変更 6 路線、
短絡 9 路線、統廃合 2 路線、廃止 6 路線、再編
成による増減便17路線の計41路線を見直した。
一方、これまで市民からの要望が多かったもの
のうち、乗客需要の見込める 5 路線を新設した。

▪大学との連携によるPRの取組み
　大学との連携事業「大学生が企画する市バス
旅企画PR事業」を平成25（2013）年度から実
施している。観光学科を有する神戸夙川学院大
学並びに観光や社会連携事業に熱心な流通科学
大学の学生達に、市バスや地下鉄など公共交通
機関の利用促進のための企画を提案いただく取
組みである。
　平成25年度には、通勤、通学、日常の買い物
だけでなく、非日常的な市バス利用の促進を目
的として、グルメ、ショッピング、観光などの
スポットを市バスで周遊できるコース企画を 2
大学の学生よりそれぞれ提案していただいた。
　神戸夙川学院大学の企画「早春のこうべ、山
の手ツアー」と銘打った、岡本梅林公園から白
鶴美術館、深田池公園などを回るコースについ
ては、広告ポスターの掲示や、大学のホームペ
ージで紹介をする等のPRを実施した。
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▪八社巡り、重要文化財巡り、酒蔵バス、
　縁結びバスなど、路線バスを活用した
　乗客へのサービス

　平成26（2014）年には、三宮駅から神戸駅周
辺に点在する、一宮から八宮の神社を市バスで
巡拝する「八社巡り」のPRを展開。神戸市交
通局御朱印帳（日本語、英語、中国語版）を発
行した。
　平成28（2016）年 7 月には北区の国指定重要
文化財を巡る「北区重要文化財めぐり」を、12
月には灘の酒蔵を巡る「酒蔵めぐり」などの
PR企画を展開。市バスの営業路線を気軽に周
遊していただけるようなコースの案内などを行
っている。
　平成30（2018）年 2 月からは、市内の縁結び
スポットを紹介したPR企画「恋愛パワースポ
ットを市バスでめぐる」を開始。オリジナルデ
ザインの市バス・地下鉄 1 日乗車券（縁結び切
符）も発売している。

▪ボンネットバスの活用
　昭和31（1956）年に登場したボンネットバス

（こべっこ号）は、昭和47（1972）年に路線バ
スとしての引退後、様々なイベントで活躍して
いた。
　その後、こべっこ号の老朽化に伴い、平成 5

（1993）年に中型トラックを改造して後継のボ
ンネットバスとして登場したのがこべっこ 2 世
号。このバスは、すべて手作りで製作されたも
のである。
　当初は、自家用ナンバーで路線営業以外のイ
ベント等で活躍していたが、平成12（2000）年
に営業用ナンバーを取得し、臨時の路線営業な
ど多様な活躍ができるようになった。
　製造から満12年が経過した平成18（2006）年
度には、ディーゼル・エンジンに対する排ガス
規制に対応するため、規制をクリアできる圧縮

天然ガス（CNG）エンジンへの改造を行った。
　現在は、中央営業所に在籍し、神戸市交通局
が主催するイベント等で活躍している。
【最近の活動内容】
平成28年11月26日（土）

ボンネットバスで巡る兵庫区・長田区周遊ツ
アー

平成28年11月27日（日）
　新旧ボンネットバス特別展示会
平成29年 5 月21日（日）
　花バスデザインラッピングバスお披露目
平成29年 6 月～ 9 月の土曜日（10日間）
　ボンネットバスで巡る懐かしのお買い物ツアー
平成29年10月 8 日（日）
　ラジオ関西まつり ～ハーバーボンバー～　
など

その他の取組み4

▪ドライブレコーダーの導入
　市バスの安全な運行を推進するため、平成20

（2008）年度よりドライブレコーダーの導入を
開始し、平成24（2012）年度には委託営業所を
含め全営業所で設置を完了した。
　前方撮影用、車内撮影用、左側方撮影用と合
計 3 台のカメラ、加速度、ブレーキ、縦Ｇ横Ｇ
情報を計測する各種センサーを設置し、ドライ
バーの運転したデータ（車速、走行距離、運行
時間等）を記録・分析し、グラフ化する機能を
搭載している。これにより、車両の走行状況を
常時記録し映像や運行データを再現できるよう
になった。
　活用方法として、事故が発生した場合の原因
の解析や再発防止に役立てているほか、ヒヤリ
ハット情報の収集及び安全運転教育への活用な
ど、安全に対する取組みを強化することによっ
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て、一層の安全運行に役立てている。

▪須磨営業所の統廃合による廃止
　須磨営業所は、昭和41（1966）年 2 月に灘・
布引・松原に続く 4 番目の営業所として須磨電
車車庫跡地に開設された。昭和46（1971）年 3
月には市営住宅に併設された全国でも極めてユ
ニークな新事務所が完成した。
　平成 7 （1995）年の阪神・淡路大震災では、
管内の須磨区、長田区が甚大な被害を受けた。
営業所の運営も大混乱となったが、一日も早い
運行の確保に職員一丸となって取り組んだ。
　しかし、平成14（2002）年度に策定された「神
戸市交通事業　新たな経営計画」の中で、須磨
営業所を松原営業所に統合する案が示され、平
成17（2005）年 3 月25日に閉所式が行われた。
　営業所閉鎖後の跡地については、民間企業の
持つ活力によりこの土地の可能性を最大限に引
き出せるよう、平成17年 8 月に企業提案競技を
実施した。
　提案募集に対し 6 社の応募があり、学識経験
者や公認会計士等からなる審査委員会で審査が
行われた。その結果、食品スーパー事業案が採
択され、運営企業に対し20年間の事業用定期借
地として貸し付けることとなった。

▪市バス営業所の管理委託
　平成15（2003）年当時、予想を超えた乗客数
の減少に加え、平成14（2002）年に実施された
国における規制緩和等の動き、さらには本市の
財政状況などの要因により、自動車事業が深刻
な経営状況に陥ったことから、抜本的な経営改
善施策の一つとして市バス営業所の管理委託を
行うこととなった。
　まず、平成16（2004）年度に有野営業所の運
行を神戸交通振興株式会社に委託した。その後、
提案競技を行い、平成17（2005）年度から魚崎
と松原の 2 営業所、さらに平成18（2006）年度

からは落合・西神の 2 営業所の管理委託を実施
した。
　平成22（2010）年度には、平成21（2009）年
度末で契約が終了した有野・魚崎・松原の 3 営
業所について 1 年契約を延長したうえで、全 7
営業所のうち落合と西神を加えた 5 営業所につ
いて一括して提案競技を実施した。その後平成
25（2013）年 5 月に阪急バス株式会社に路線移
譲を行った有野営業所を除く 4 営業所につい
て、平成28（2016）年度に提案競技を実施、管
理委託を行っている。
　さらに、自動車事業の経営健全化を推進する
ため、平成30（2018）年度には、中央営業所が
担当している 2 系統の一部委託を実施した。受
託事業者の施設の一部を活用して新たに中央南
営業所を開設し、市バスの特定路線の一部委託
という新たな手法による管理委託を開始した。

▪市バス路線移譲
⑴　登山バス
　平成14（2002）年に実施された国における規
制緩和後の自由競争のもと、最小の経費でサー
ビス提供を継続するため、バス事業者にはより
弾力的な対応が求められた。こうした状況を踏
まえ、先述の「神戸市交通事業　新たな経営計
画」に基づき、コスト削減の一環として、当時、
民間バス事業者 2 社と協調運行していた登山バ
スを、平成16（2004）年 4 月、民間事業者に移
譲した。
【移譲路線】
系統 運行区間

26 摩耶ロープウェー山上駅－六甲山牧場－丁
字ケ辻－記念碑台－六甲ケーブル山上駅

39 阪急六甲－丁字ケ辻－記念碑台－六甲ケー
ブル山上駅

40 阪急六甲－丁字ケ辻－六甲山牧場－摩耶ロ
ープウェー山上駅
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⑵　西神地域 ５路線
　西神地域のニュータウン外の路線について
は、赤字幅が大きく、委託による効果だけでは、
十分な収支改善効果が得られないと判断した。
これらの路線の多くが、既に民間事業者と共同
運行していたこともあり、平成17（2005）年 4
月より路線を移譲することとした。
　西神地域の 5 路線の移譲は、西神営業所と連
携をとりつつ運行されることが望ましい。この
ため提案競技において、対象路線の運行を条件
として付したうえで、西神営業所を受託した民
間事業者に路線移譲を行った。
【移譲路線】
系統 運行区間

12 大久保駅前－上岩岡－田井－西神中央駅前
／五百蔵

13 明石駅前－櫨谷－西神中央駅前－寺谷／友
清

14 明石駅前－伊川谷連絡所－伊川谷駅－名谷
駅前

20 西神中央駅前－桜が丘・秋葉台－押部谷
（栄）

57 学園都市駅前－伊川谷駅－神戸学院大学

⑶　有野等 9路線
　有野営業所等 9 路線については、たいへん厳
しい経営状況が続いていた。多数の市バス路線
を有する市街地等とは異なり、ほかの路線との
一体運営による効率化が難しいことなどから、
さらなる効率化による路線の維持は困難であっ
た。
　そのため、当該地域にバス路線を有する民間
事業者が既存路線と一体的な路線の運営を行う
ことなどにより、一層の効率的な路線の運営が
期待できると判断し、平成25（2013）年 5 月に、
民間事業者 2 社に有野営業所等 9 路線を移譲し
た。

【移譲路線】
系統 運行区間

60 岡場駅－東有野台

61 神戸駅南口－鈴蘭台

62 有馬中学校前－五社駅－岡場駅－藤原台北
町－岡場駅－五社駅－有馬中学校前

63 五社駅前－有野台－五社駅前

67 岡場駅－藤原台南町－岡場駅

68 岡場駅－北神星和台

69 岡場駅－フルーツパーク

150 神戸駅前－しあわせの村－西鈴蘭台駅前

158 谷上駅－しあわせの村

▪評価委員会の取組み
　神戸市交通局は、危機的な財政状況を抜本的
に改善するため、平成16（2004）年 9 月に神戸
市交通事業の経営改革プラン「レボリューショ
ン2004」を策定したが、その中心施策の一つに

「市バス営業所の管理の委託」があった。当該
施策の実施の過程において、受託事業者の事業
運営を安全・安定運行、サービス水準などの観
点から検証、評価するため、平成17（2005）年
10月に「市バス営業所管理の受委託に関する評
価委員会」が設置された。
　受託事業者の実績の評価は、神戸市交通局が
当然第一義的に行う立場にあるものの、外部の
第三者による評価も併せて行うことが不可欠だ
と考えられたからである。
　この委員会による評価のまとめが平成19

（2007）年11月に公表された。同月に神戸市交
通事業管理者に行われた報告の中で管理の受委
託に関する評価について「一時的なものに終わ
らせず、恒常的なものとし、絶えず改善・改良
を重ねていくことが必要」とされている。
　報告を受けた神戸市交通局は、「神戸市バス
営業所管理の受委託に関する評価委員会」を常
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設の機関として位置付けることとし、制度的に
定着をみることとなった。

高速鉄道事業
第3節

安全な地下鉄を目指して1

▪列車非常停止装置の導入
　他都市及び神戸市営地下鉄において、ホーム
からの転落事故が相次いでいた。軌道上への転
落事故対策については、既にいろいろな方策が
進められてきているが、バリアフリー化に関す
る研究、取組みが進む中で、可動式ホーム柵（ホ
ームドア）等の設置が最も効果が高いと考えら
れている。
　しかし、たいへん厳しい経営状況が続く中で、
ただちに全駅に設置することは困難である。こ
のため、当面の転落防止策として、平成13（2001）
年の国通達「プラットホームからの転落事故に

対する安全対策について」に基づき、列車非常
停止装置（非常停止押しボタン）を順次全駅に
設置した。
　西神・山手線各駅における非常停止押しボタ
ンの設置は、平成14（2002）年度に着手、平成
22（2010）年12月には全16駅での設置が完了し
た。
　なお、海岸線は、運行本数が 1 時間当たり10
本と少ないため通達による整備を要する路線に
は該当しないが、開業当初より全駅に非常停止
押しボタンを設置している。
　非常停止押しボタンが押されると自動的に列
車を停止させる仕
組みであるが、運
転指令所から操作
することも可能と
なっている。

列車非常停止装置

西神・山手線 西神中央 西神南 伊川谷 学園都市 総合運動公園 名谷

合計
80

（84か所）

7 4 4 4 4 （ 8 ） 8

妙法寺 板宿 新長田 長田 上沢 湊川公園

4 4 4 6 4 4

大倉山 県庁前 三宮 新神戸

4 6 6 7

海岸線 新長田 駒ヶ林 苅藻 御崎公園 和田岬 中央市場前

合計
41か所

4 4 4 7 3 4

ハーバーランド みなと元町 旧居留地・大丸前 三宮・花時計前

4 3 4 4

列車非常停止装置設置駅（平成 30（2018）年 4 月現在）

※（　）内は、係員用を含んだ数
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▪ホームドアの設置
　近年、鉄道駅のプラットホームにおける視覚
障害のある人等の転落事故や列車との接触事故
に対する予防対策として、全国的にホームドア
の設置が進められている。
　市営地下鉄においては、プラットホームから
の転落が毎年10数件発生している。プラットホ
ームからの転落対策として、ホーム縁端を警告
するための内方線付き点状ブロックや列車非常
停止装置等の設置などを実施しているが、プラ
ットホームからの転落の抜本的な対策として
は、可動式ホーム柵（ホームドア）の設置が最
も効果が高いと考えられる。
　国土交通省が平成28（2016）年12月に示した

「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」
中間取りまとめでは、利用者が10万人以上の駅
については、原則として令和 2 （2020）年まで
に可動式ホーム柵の設置が求められている。ま
ず、この要件に該当する西神・山手線三宮駅に
おいて、可動式ホーム柵を設置し平成30（2018）
年 3 月 3 日に稼動した。
　今後も、車両更新と関連するATO等地上設
備の更新と併せて実施する予定である。令和 4

（2022）年度末には車両更新が完了し、令和 5
（2023）年度には西神・山手線全駅にホームド
アを設置する方針である。

▪震災の日の早朝臨時便の運行
　阪神・淡路大震災の発生から20年目となる平
成27（2015）年 1 月17日土曜日の早朝、多くの
市民が追悼行事に参加できるよう、西神・山手
線で臨時列車を運行した。神戸市交通局では初
の取組みであった。
　三宮東遊園地で毎年開催される追悼行事で
は、竹灯篭を並べるなどして多くの市民が集ま
り、震災が発生した午前 5 時46分に黙祷が捧げ
られる。西神・山手線の通常ダイヤでは、始発
電車の三宮駅到着が午前 5 時53分のため黙祷に
間に合わず、ほかに並行して走る鉄道もない。
　このため、通常ダイヤの始発より 1 時間10分
早い、西神中央駅を午前 4 時13分に出発、三宮
駅に午前 4 時43分に到着する臨時列車（ 6 両編
成・各駅停車）を 1 本運行し、約900人に利用
いただいた。

▪災害対策の取組み
⑴　海岸線大容量蓄電池整備事業
　大規模地震の発生に伴い電力会社が広域停電
した場合、走行中の列車は駅到着前に停止し、

三宮駅ホームドア設置状況
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乗客にはトンネル内を歩いて最寄駅まで避難し
ていただくことになる。海岸線の場合は、地震
後の津波の到達により 4 駅（和田岬・中央市場・
ハーバーランド・みなと元町）での浸水が想定
されており、一刻も早く駅間より脱出する必要
がある。そのため、停電時でも列車が非常走行
できるよう、列車走行用電力を供給する大容量
蓄電池の整備を行い、平成29（2017）年12月に
運用を開始した。
　この大容量蓄電池の整備により、今までは避
難完了までに約60分程度かかると想定していた
避難時間を約30分短縮できた。また、トンネル
内の徒歩移動が不要となり、より安全に避難誘
導できるようになった。

⑵　火災発生時の初期対応の検証
　平成29（2017）年 7 月30日（日）早朝、西神・
山手線 県庁前駅において、改札階とプラット
ホームとを連絡しているエスカレーターから白
煙が上がった。駅係員が初期消火を行ったが鎮
火せず、煙の勢いが増してきたため、消防、警
察に通報。駅構内すべての利用者等の避難誘導
を行った後、駅を一時的に閉鎖、さらに県庁前
駅を含む大倉山駅－新神戸駅間の列車の運行を
一時休止した。
　負傷や健康被害などの影響はなかったが、駅
の閉鎖は阪神・淡路大震災以来の出来事である。
この火災を受け、すべての駅係員を対象に、「火

災発生時の初期対応」をテーマとして、県庁前
駅で発生した火災の様子を記録した防犯カメラ
映像を用いて検証を行うとともに、消防設備（防
災装置、消化栓や消火器）の取扱い訓練を実施
するなど、火災予防と適切な初期対応の徹底に
努めることとなった。

人にやさしいサービスを目指して2

▪女性専用車両の導入
　神戸市営地下鉄で
は、女性を標的とし
た迷惑行為等を未然
に防止する観点か
ら、様々な調査・検
討を経て、平成14（2002）年12月16日より、女
性専用車両を導入した。これは、女性を対象と
した痴漢、盗撮、男性酔客等による嫌がらせな
どの迷惑行為が、現実としてなくならないこと
を踏まえ、女性を保護するという観点で導入に
至ったものである。
　痴漢行為については、朝夕ラッシュ時以外に
も発生していることから、西神・山手線及び海
岸線とも 4 号車を、平日休日にかかわらず、終
日（始発から終発まで）、女性専用車両の取扱
いとした。ただし、イベント開催時や緊急時に

火災発生時の様子 初期消火訓練
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はお客様の安全確保などの見地から、女性専用
車両を解除する場合がある。
　導入当初は、身体の不自由な方と介助者のど
ちらかが男性の場合、女性専用車に乗車できる
のか等の混乱もあった。
　しかし、近畿管区行政評価局が近畿運輸局に
対し、『障害を有する男性及び男性介助者等の

「女性専用車両」等に起因する身体的・精神的
な負担軽減を図るため、必要な対応を行うこと』
とあっせんしたことを受け、平成29（2017）年
4 月 1 日からは身体の不自由な方や、男性の介
助者、及び小学 6 年生以下の男児にも、より安
心して市営地下鉄をご利用いただけるよう、女
性専用車両の案内の内容を変更した。

▪西神・山手線で平日最終電車の延長を
　含むダイヤ改正の実施

　平成18（2006）年12月 1 日（金）より、市民・
利用者のニーズにこたえるため、西神・山手線
のダイヤ改正を実施した。
　主な改正内容としては
・平日の最終列車を32分繰り下げ、最終電車前

に東西行各 2 本を増便。
　また、土休日の谷上駅発最終列車を 4 分繰り
　下げた。これにより他鉄道から乗り換える旅
　客の利便の向上を図った。
・平日の朝 6 時台の西神中央駅発新神戸方面行

を 5 本から 7 本へ増便し、混雑緩和を図った。
・平日、朝夕ラッシュ時前後、土・休日の 9 時

台の便数を増やし、混雑緩和を図った。
・昼間の停車時間に余裕を持たせ、高齢者や障

害者の乗降に配慮した。具体的には、三宮駅
等主要駅での停車時間を 5 秒～10秒延長し
た。

▪地下鉄海岸線／「 １ キロきっぷ」実験
　短い区間でも気軽にご利用いただける地下鉄
海岸線をめざして、 1 ㎞ 以下のひと駅間の大

人 料 金210円 を110
円に割引（小児・敬
老は110円を60円に
割引）する地下鉄海
岸 線「 1 キ ロ き っ
ぷ」の実証実験を行
った。
　実績は、前年の同
時期との比較では
52人（715人 ⇒767
人）、7.3％の増加にとどまった。また、収支改
善のためには（半額の料金であるため）利用者
が少なくとも倍増以上になり、加えて機器改修
費用などの投資の回収も必要となることから、

「 1 キロきっぷ」のような短い区間の優遇案で
は収支を改善するほどの効果が得られないこと
が明らかになった。
　地下鉄海岸線「 1 キロきっぷ」の内容は以下
のとおりである。
・実施期間
　平成26（2014）年 7 月 1 日（火）～ 9 月30日（火）
・発売額
　大人110円、小児・敬老60円
・対象駅間
　地下鉄海岸線の 1 ㎞ 以下のひと駅
※ハーバーランド駅－中央市場前駅（1.4㎞）、

和田岬駅－御崎公園駅（1.1㎞）は除く。

▪子育て施策との連携
⑴　U-1５定期券
　わが国が本格的な人口減少時代を迎えるな
か、神戸市においては、特に若年世代・子育て
世代の人口定着が大きな課題として浮かび上が
ってきた。そのため、市は、若者が結婚、出産
の希望を神戸で実現し、安心して子育て、教育
ができるよう、結婚・妊娠・出産・子育て・教
育に切れ目のない支援等に取り組んでいる。
　神戸市交通局は市が進める「安心して子育
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て・教育ができる街
づくり」への貢献と
地下鉄の利用促進を
目的として、平成29

（2017）年 4 月 1 日よ
り「U-15定期券」の
発売を開始した。こ
れは、中学生以下を
対象に、従来通学目
的に限定していた地
下鉄通学定期券の要件をなくし、塾や習い事な
ど、自由な用途・目的に利用できるものである。
料金は、大人（中学生）、小児（小学生以下）
の通学定期券とそれぞれ同額であり、中学生以
下であれば、誰でも購入することが可能である。

⑵　地下鉄海岸線中学生以下無料化社会実験
　神戸市では、かねてより課題となっていた市
街地西部地域の活性化を図るため、夜間人口・
昼間人口・交流人口を増やすという方向性に沿
って、様々な取組みを進めてきた。
　神戸市交通局は、市街地西部地域への若年世
代・子育て世代の人口流入・定着を促進する施
策の一環として、平成29（2017）年 7 月 1 日、
地下鉄海岸線で中学生以下の乗車料金を無料化
する社会実験を開始した。
　本社会実験では、中学生以下でその確認がで
きる方を対象に、「海岸線中学生以下フリーパ
ス」（磁気カード）を交付し、このフリーパス
を持って地下鉄海岸線全線がいつでも、無料で
乗り放題となるようにしている。
・適用区間・時間帯

地下鉄海岸線「三宮・花時計前駅」から「新
長田駅」間　終
日（始発から終
発まで）

・対象者
中学生以下で、

学生証・住民票等、公的機関が発行した書類
等によりその確認ができる方

便利な情報提供・IT化への対応3

▪SNSを活用した情報発信
　（沿線NAVIほか）

　沿線で開催されるイベント等を紹介する情報
をタイムリーに発信し、市民のおでかけを促進
することによって、市バス・地下鉄の乗客増と
沿線地域の活性化を図ることを目的として、ホ
ームページ「沿線NAVI」を平成26（2014）年
に立ち上げた。ホームページの中には、おすす
めスポットやぶらり回遊ルート、市バスの接近
情報が分かるバスロケーションシステム、
KOBE乗継検索などの項目を設け、利便性の高
い魅力的なサイトになるよう工夫している。
　また、ホームページでは表現し尽くせない、
よりきめ細かな旬の情報を写真とともに多くの
方にお伝えできるよう、平成27（2015）年には
Facebookにページを開設した。このFacebook
ページでは、神戸市交通局のお知らせや周辺イ
ベントの情報のほか、SNSならではの「海岸線
管区駅長が選んだ百押しメニュー」といった情
報も掲載している。さらに、平成30（2018）年
には、Instagramも開設しており、フォロワー
の方にご満足いただけるコンテンツづくりを目
指している。

▪地下鉄空間内の携帯環境の整備
　平成14（2002）年から駅構内で携帯電話が利
用できるよう携帯電話設備の設置工事を開始
し、平成14年度には海岸線で、平成16（2004）
年度には西神・山手線新神戸駅から板宿駅まで
の各駅構内で携帯電話サービスの提供が始まっ
た。
　その後、携帯電話の普及とともに駅間のトン
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ネル内での携帯電話サービスの需要が高まった
ことから、平成26年度よりトンネル内での携帯
電話設備設置工事を進め、平成27（2015）年 4
月17日には西神・山手線新神戸駅から上沢駅の
区間で、平成28（2016）年 3 月31日には海岸線
全線と西神・山手線上沢駅から学園都市駅の区
間で携帯電話サービスの提供が受けられるよう
になった。
　さらに平成28年 9 月30日に西神・山手線学園
都市駅から西神中央駅までの区間での携帯電話
サービスの提供が開始されたことで、神戸市営
地下鉄全線で携帯電話の利用が可能となってい
る。

▪デジタルサイネージの設置
　デジタルサイネージとは液晶ディスプレイな
どに広告や案内情報を表示するもので、従来の
看板やポスターを電子化したいわば「電子看板」
である。ハードディスクに多数の表示情報を保
持することで、多様な映像や動画を展開するこ
とができる。
　広告媒体としてのデジタルサイネージの利点
としては、
・動画を表示するとともに音声も出せるため、

視聴者の注目度が高まる。
・ 1 台の表示機で複数の広告主に対し、時間単

位の広告表示枠を提供することができる。
・ネットワークを使って表示される広告内容を

随時に変更することができる。
・ポスターや看板のような印刷物の取替えの手

間がかからない。
等があり、昨今の広告媒体の主流となっている。
　神戸市交通局においては平成24（2012）年10
月から名谷駅・西神中央駅に設置したのをはじ
めとして、平成26（2014）年10月に学園都市駅、
平成27（2015）年11月に西神南駅、平成28（2016）
年11月に新神戸駅と順次設置を進めている。

乗客に親しんでもらえる
地下鉄を目指して4

▪たなばた列車の運行
　地下鉄海岸線開業 1 周年の平成14（2002）年
から、毎年 7 月に運行しており、沿線の保育所・
幼稚園の子どもたちに願いごとや夢を書いても
らった短冊や、笹・星を模したたなばた飾りを
貼り付けた「おりひめ号」と「ひこぼし号」を
西神・山手線及び海岸線で各 1 編成ずつ運行し
ている。
　運行開始の前日には、短冊を作成した保育
所・幼稚園の代表の園児に車内の飾り付けをし
てもらうなど、地域にも定着してきたイベント
で、これまでの16年間で参加した園児は約
16,000名にのぼる。

▪海岸線の乗客増加に向けた取組み
　神戸を本拠地とするヴィッセル神戸、INAC
神戸、神戸製鋼コベルコスティーラーズ等のト
ップスポーツチームと連携し、地下鉄を利用さ
れた方がお得に試合を観戦できるような企画
や、クイズラリーなどのイベントを実施してい
る。
　また、近年では、人気アニメ「かいけつゾロ
リ」や「クレヨンしんちゃん」とタイアップし
たスタンプラリーや宝探しなど、ご家族で海岸西神中央駅　設置イメージ
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線に乗車いただけるようなイベントを実施して
いる。一方、市街地西部活性化の取組みの一つ
として、中央卸売市場やランスタ神戸とタイア
ップし、ポスター・チラシを駅に設置するなど
の広報協力をしている。
　さらに、平成29（2017）年 6 月に中央市場前
駅にイオンモール神戸南が開業した際には、店
舗のメイン入口につながる連絡通路の整備や、
交通系ICカードを活用したポイント制度「グ
リーンスコア」の運用など、店舗と協力しなが
ら乗客増に努めている。

▪西神・山手線開業30周年記念事業の開催
　平成19（2007）年 3 月13日、神戸市営地下鉄
は開業から30年を迎えた。これを記念して、西
神・山手線において、記念列車「開業30周年記
念タイムトレイン」を運行した。この記念列車
には、当時の開業記念列車と同じく1000形1101
号編成を充当、列車の前面装飾を、30年前の開
業記念列車と同じデザインとした。車内では中
吊り広告を撤去し、開業してから30年間の、各
年の主な出来事と新聞紙面を展示した。
　「30周年記念タイムトレイン」は、通常の定
期列車の間を走る臨時列車としてダイヤ設定さ
れており、名谷駅 2 番線での出発式の後、名谷
駅10時54分発新神戸行きから夕方16時13分名谷
着まで、営業列車として西神中央－新神戸間を
3 往復半運行した。

▪海岸線周年企画（ 7 周年、１0周年）

◦ 7 周年
　平成13（2001）年 7 月 7 日に開業した海岸線
は、 7 周年と10周年に記念事業を開催した。
　 7 周年記念事業の際には、ハーバーランド駅
構内でのＮゲージジオラマ展示や、おりひめ号
とひこぼし号が御崎公園駅で出会うイベントを
開催した。また、これに合わせて、織姫と彦星
に扮したお客様が、天の川の上で金の笹飾りと
銀の笹飾りを交換するセレモニーも行った。
　また「さんちか」では、ゆうちゃんとばっし
ー君が共にパレードを実施し、たくさんの買い
物客などに祝っていただいた。

◦１0周年
　10周年記念事業では、記念列車の出発式や「海
岸線10周年まつり」、さんちかでの「市地下鉄
海岸線10歳お誕生日パレード」を行った。
　セレモニーでクス玉割りや花束贈呈などを行
ったあと、10周年記念列車（たなばた列車 お
りひめ号）が出発し、 7 月 7 日から12月31日ま
で運行した。期間中は「たなばた列車の10周年
バージョンヘッドマーク」や10周年ロゴをあし
らった「10周年記念ヘッドマーク」を掲出した。
　海岸線10周年まつりでは、「復活！　夢のお
もちゃ箱列車で遊ぼう！」と題して、車両ごと
に、プラレールやＮゲージ展示、運転台見学な

西神・山手線開業30周年記念事業
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どを実施するとともに、電車の側面に絵を描い
ていただいた。また、御崎公園駅から御崎車両
基地（海岸線の車庫）までを往復し、列車内か
ら基地を見学できる「御崎車両基地見学列車」
を実施したほか、御崎公園駅構内でのミニステ
ージ開催や、神戸市交通局特別販売ブースを設
けて記念カードなどを販売した。

快適な利用に向けた駅、
駅周辺施設や車両等の整備5

▪新神戸連絡通路のリニューアル
　新幹線の新神戸駅がリニューアルされたのは
平成19（2007）年10月のことだが、昭和60（1985）
年の開業以来30年以上が経過した地下鉄新神戸
駅は老朽化が目立ってきていた。そこで、「デ
ザイン都市」神戸の玄関口に相応しいものとな

るよう、最も効果的な箇所に重点をおいてリニ
ューアル工事を行った。
　まず、神戸市が『デザイン都市・神戸』推進
のための連携協力に関する協定を結んでいる神
戸芸術工科大学に、新神戸駅の現状分析、デザ
イン案の提案を委託し、学生たちの協力も得な
がらデザイン検討を行った。次にコンセプトの
作成にあたり、市内外に向けて広く意見募集を
行い、応募された意見を採り入れながら検討を
進めた。その結果、「山から海へ 神戸らしさの
展開」をデザインコンセプトに、連絡通路を大
きく 3 つのゾーンに分け、神戸らしい雰囲気が
感じられる内装や照明等のデザインとした。
　また、北出入口に大型ディスプレイを設置し
て、神戸の観光や物産をPRする仕掛けづくり
や通路に面した店舗のリニューアルもあわせて
行い、平成28（2016）年11月に完成した。

▪新型車両の導入
　平成30（2018）年度より、従来車両の老朽化
に伴う更新のため、西神・山手線では25年ぶり
に新型車両が導入される。新型の6000形車両は、
平成27（2015）年度に契約発注を行い、平成28

（2016）年度に詳細設計を実施した。平成31
（2019）年 2 月16日、西神中央駅10時 7 分発谷
上行の列車として営業運行を開始しており、令
和 4 （2022）年度にかけて、全車両の更新を計
画している。

海岸線 7 周年記念事業 海岸線10周年記念事業

新神戸連絡通路リニューアル状況
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　市民・利用者に新型車両への興味や親しみを
持ってもらうため、神戸市交通局100周年記念
事業の取組みの一つとして「新型車両デザイン
総選挙」を実施した。 3 つのデザイン案の中か
ら、平成28年度の交通フェスティバル会場及び
WEBでの一般投票により、採用するデザイン
を決定した。
　6000形車両は安全性向上、バリアフリー対
応・快適性向上、省エネ性能向上を重点項目と
しており、また、ホームドアとの連動対応やワ
ンマン運転に対応が可能な仕様としている。
　主な仕様については次のとおりである。

⑴　安全性の向上
①連結部全箇所に扉を設置、天井部材の耐溶融

滴下材料の使用などにより火災対策を強化し
ている。

②機器の運転を監視する装置により、機器故障
時等の迅速で的確な対応が可能となった。

③戸ばさみ事故防止対策として、乗降扉の戸閉
装置に、戸閉力を弱める減圧機能を設け、戸
ばさみの際に抜けやすくするとともに、検知
能力を向上させている。

落ち着きあるカラーリングと丸みを帯びたシンプルな形状を多
用した上質な室内を目指した。
外観で使用しているグリーン系を室内の座席にも取り入れ、西
神・山手線＝グリーンを印象付けている。
壁には木目や布目等の柄を使用して、親しみがあり人々が集い
会話が生まれるような空間としている。
座席表皮には千鳥柄を採用し、神戸らしいモダンなイメージも
加わっている。
大型袖仕切を採用し、立っているお客様と座っているお客様と
の干渉を避け、快適にご乗車いただけるよう配慮している。

仕切扉
全面をガラスにし、見通しを良くしている。ガラスには
大人・子供の目線高さに衝突防止の柄を入れている。

ホームと車両の床面
乗降がスムーズに行えるよう、車両床面高さを下げ、
ホームとの段差を緩和している。

VVVFインバータ制御装置／主電動機
1 台の制御装置で誘導電動機 ４ 台を一括制御する1 C ４
Mの駆動システムとしており、SiC（Silicon Carbide）を
応用した低損失なパワーデバイスを採用することで、装置
の小型・軽量化を図るとともに、低損失のフィルタリアク
トルも合わせて更なる省エネルギー化を実現する。
主電動機は効率的な三相かご形誘導電動機とし省エネル
ギーを追求している。また、全閉（内扇）形とすること
で、塵埃対策と低騒音化を図っている。さらに、軸受を
解体せずに交換できるなど、内部構造を最適化すること
により保守作業の軽減も図っている。

乗降口
戸挟み発生時に扉を閉める力を弱く
する減圧機能付きの戸閉装置を採用
している。
乗降口の扉と床にイエローラインを
施すことで、引き込みの防止や乗り
降り時の注意を促している。

車内案内表示器
視線を集めやすい乗降口上部に案内
モニターを設置し乗換案内や停車駅
情報を ４ か国語でご案内する。
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⑵　バリアフリー対応・快適性向上
①現在 1 編成で 2 両に設置している車いすスペ

ース・ベビーカースペースを拡大。またその
他の車両にフリースペースを設置した。

②優先座席を現在の 1 編成あたり36席から56席
に増加させた。

③車両内に案内表示装置を設置し、放送装置に
よる音声案内だけでなく、文字や画像による
情報提供を充実している。また停車駅案内等
の多言語表示を行う。（日、英、中、韓、ひ
らがな）

④吊手、縦型手すりを増設した。
⑤車両の床面高さを下げ、ホームとの段差を縮

小した。
※ホーム基準高さと車両床面高さの差　既存車

両70mm、新型車両40mm
⑥急速暖房機能による、冬期早朝の暖房能力の

向上など空調性能を向上させた。
⑶　省エネ性能の向上
①新型機器の導入により、車両の走行に必要な

電力を削減した。
②照明設備をLED灯とした。

▪駅ナカビジネスの推移
　駅ナカビジネスは、地下鉄の開業当初の駅売
店から公衆無線LANサービスまで幅広く駅構
内のスペースを活用した事業である。
　平成18（2006）年、西神南駅売店を従来の対
面式からウォークイン形式にリニューアルした
のをはじめ、平成19（2007）年には、新長田駅
と妙法寺駅でコンビニエンスストアの出店を発
表、翌年開店した。また、平成20（2008）年、
西神・山手線三宮駅に「Ｕラインスイーツステ
ーション」をオープンした。
　店舗ばかりでなく、平成21（2009）年 5 月に
ゆうちょ銀行のＡＴＭを設置したのに続き、平
成23（2011）年 3 月にはセブン銀行のATMを
三宮・花時計前駅に設置、その後新神戸、三宮、

新長田、学園都市、西神中央に順次設置した。
　また、 4 月には名谷駅構内でスイーツ専門常
設型ワゴンショップを開設し 5 月には三宮駅に
も拡大した。
　利用者の利便性のさらなる向上と神戸市交通
局収入増の観点から、平成24（2012）年以降は
駅売店の運営事業者を公募で決定する方式に改
めた。また、平成25（2013）年 3 月駅構内公衆
無線LANサービスを開始し、平成28（2016）
年には地下鉄の地下区域全域で携帯通信サービ
スを開始した。
　平成29（2017）年から新たな事業として宅配
ロッカーを西神中央駅と西神南駅に設置するな
ど、輸送サービスだけでなく、時代の要請にあ
わせて利用者の利便向上と収益拡大を目指し、
駅の空間を有効に活用して幅広いサービスを提
供している。

▪地下鉄海岸線の事後評価（H１8）
　国土交通省の指導により、公共事業を実施し
た場合、その効率性及び実施過程における透明
性の一層の向上を図ることを目的として、事業
完了（事業採択を行った区間がすべて供用を開
始した時点）後 5 年が経過した時点で事後評価
を行うことになっている。地下鉄海岸線は、平
成18（2006）年 7 月に開業 5 周年を迎えて「事
後評価」を実施し、平成19（2007）年 3 月に事
後評価報告を行った。
　地下鉄海岸線の整備計画時から事業評価当時
までの社会経済情勢の変化として、阪神・淡路
大震災による甚大な被害、事業計画時に比して
景気の大きな後退、少子高齢化の進展、モータ
リゼーションのさらなる進展があげられる。こ
のため、費用便益分析によると地下鉄海岸線事
業は、事業効率の発現性が比較的低いものであ
った。しかし、海岸線は、兵庫区・長田区南部
地域のインナーシティ活性化対策として整備さ
れ、阪神・淡路大震災後は、インナーシティの
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復興促進並びにまちづくりの先導的な役割を担
っている。今後、インナーシティ活性化のため
の総合的・長期的な対策が講じられ、活力と魅
力の豊かなインナーシティが実現に向かえば、
海岸線の事業効率の向上が見られると考えられ
る。
　開業後の実績及び社会経済情勢に基づく需要
予測では、開業後20年目（平成32年度）の輸送
人員を 1 日あたり5.3万人と予測している。こ
れを前提とした採算性（収支）を見ると、全線

（地下鉄全体）は償却前経常収支の黒字を維持
しているものの、累積資金不足解消には長期間
を要する。
　一方、地下鉄海岸線事業による効果・影響と
しては、
・インナーシティ再生プロジェクトの始動や実

現のペースを加速させ、インナーシティの都
市環境の改善と活力向上に一定の寄与をして
いること

・沿線地域の課題であった公共交通サービスの
利便性を改善し、生活・企業活動の行動圏を
都心（三宮）や副都心（新長田）まで拡大す
るなど、同地域の交通課題の解消と交通利便
性の向上に貢献したこと

・沿線プロジェクトの進捗により発生する都市
内交通需要に十分対応しており、道路整備や
沿線開発による自動車交通量の増加を最小限
に食い止め、道路混雑の緩和に一定の役割を
果たすとともに、並行する鉄道の車内混雑緩
和にも寄与していること

・海岸線利用者の66％が西神・山手線やほかの
鉄道路線との乗継利用であり、海岸線は、ほ
かの鉄道と連携してネットワークを形成し、
利用者のルート選択の幅を広げ、路線間の役
割分担を適正化する上で大いに貢献してお
り、また、鉄道ネットワークを多重化し、災
害時のリダンダンシー（代替性）向上にも大
きな役割を果たしていること

と評価された。
　今後の改善措置の必要性として、
・今後さらに事業効率を高めていくためには、

整備中の沿線プロジェクトの着実な推進と、
海岸線を軸とした集中的なまちづくりの推進
が必要不可欠であること

・さらなる経費節減と乗客増対策が必要である
こと

・市の強力な支援が必要であること
・市職員の率先した利用等、不断の地道な取組

が必要であること
とされ、高速鉄道事業の経営の健全化を図るた
めにも、この評価結果に示されたような各方面
での海岸線対策をあらためて検討し、講じてい
く必要があるとされた。

経営計画
第4節

❖ 経営改善に関する取組み
　 （～現在に至るまで）

▪神戸市交通事業　新たな経営計画
　（平成１4（2002）～１8（2006）年度）

⑴　策定経緯
　昭和40年代以降の市街地の発展と急激なモー
タリゼーションの進展に対応して、神戸市交通
局が都市において供給する公共交通サービスの
形態は、路面電車からバス、地下鉄へと変遷し
てきた。そうした時代の要請に応じた交通事業
の確立に要した費用を工面するため、神戸市交
通局は、第 1 次・第 2 次の財政再建計画を策定
し、着実に取り組んできた。しかし、モータリ
ゼーションの一層の拡大、バブル経済崩壊以降
の不況の長期化・深刻化、週休 2 日制の定着、
少子・超高齢化社会の到来などにより、自動車
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事業の乗客数は、震災による影響を除いて平成
5 （1993）年度より減少傾向に歯止めがかから
ない状態が続いている。また、高速鉄道事業の
乗客数についても、震災までは伸び率が低下し
ながらも増加していたが、平成 8 （1996）年度
より減少に転じた。
　このような状況を踏まえ、平成11（1999）年
4 月に「神戸市交通事業経営健全化計画」を策
定し、着実に取り組んだにもかかわらず、デフ
レ経済の進行は予想を超えたさらなる乗客減少
を招き、健全化計画の目標である平成13（2001）
年度の収支均衡を達成することができず、交通
事業の経営は危機的な状況に陥った。そこで、
事業の再構築を図り、神戸市における公営交通
事業としての役割を引き続き果たしていくこと
を目的として、平成14（2002）年度を初年度と
する「新たな経営計画」を策定した。

⑵　計画期間と財政目標
計画期間：平成14～18年度
財政目標：＜自動車事業＞平成18年度　単年度

収支均衡を図る。
　　　　　＜高速鉄道事業＞西神・山手線の早

期の単年度収支均衡を達成し、収支
の改善を図る。

⑶　主な取組み
お客様サービスの向上及び乗客誘致対策の強化
・市バス定期券の全線共通化
・地下鉄ゾーン定期券の範囲拡大
・CNGバスの導入
・沿線施設との連携（エコショッピング制度）
財務基盤の確立
・公共助成の維持
・駅構内のコンビニエンスストアの設置など、

関連事業の積極的な展開
経営の効率化
・退職者不補充と嘱託化の拡大

・労働生産性の向上
・勤務条件の見直し
・給与の削減（全市で実施）
・（社）神戸市交通局公済会、神戸交通振興（株）

の統合
柔軟でスピーディーな運営
・登山バスの民間事業者への移譲
・有野営業所の管理委託

▪神戸市交通事業の経営改革プラン
　《レボリューション2004》
　（平成１6（2004）～１8（2006）年度）

⑴　策定経緯
　全国的な公共交通利用者の減少に歯止めがか
からず市内の公共輸送機関輸送人員も減少が続
くなか、「新たな経営計画」に基づき、お客様
重視のサービスの展開や乗客誘致対策の強化に
努めたが、計画で見込んでいた乗客数の目標値
の達成は困難な状況となり、財政状況の悪化は
より一層深刻な事態となっていた。さらに、神
戸市の財政が極めて深刻な状況に直面していた
うえ、交通事業基金も枯渇するなど資金調達が
極めて深刻な状況となっていた。
　このような状況の中で、まず公営企業として
経営が安定的に継続していけるよう企業体質を
改善し、コスト削減を徹底して行うこと、市民
本位、顧客重視の立場に立って的確なニーズの
把握と迅速な対応に努めること、福祉、環境、
まちづくりとの連携という公営交通でしかでき
ない施策の充実を図ること、を基本方針に掲げ、
平成16年 9 月に「神戸市営交通事業の経営改革
プラン《レボリューション2004》」を策定した。

⑵　計画期間と財政目標
計画期間：平成16～18年度
財政目標：＜自動車事業＞平成18（2006）年度

の単年度収支均衡を図る。
　　　　　＜高速鉄道事業＞平成18（2006）年
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度に海岸線のランニング収支の赤字
を全線で解消するとともに、国、一
般会計に対し制度改正等の要望を粘
り強く行っていく。

⑶　主な取組み
サービス向上、乗客増対策の展開
・地下鉄へのICカードシステムの導入
・地域密着型バス路線の拡大
・地下鉄西神・山手線の増便、最終列車の繰り

下げ
資産の活用
・駅構内店舗の拡充
・資産の売却、流動化
効率的経営の展開
・営業所の管理委託の拡大（有野、魚崎、松原、

落合、西神）
・西神地域での一部路線移譲
・海岸線駅業務の委託拡大
・地下鉄保守業務の見直し、外注拡大
・特殊勤務手当の見直し、市長部局等への配置

転換

▪神戸市営交通ステップ・アップ　プラン
　（平成１9（2007）～22（20１0）年度）

⑴　策定経緯
　「神戸市交通事業の経営改革プラン《レボリ
ューション2004》」では、市営交通の存続を懸
けて、職員の大幅な削減も行いながら、管理委
託の拡大をはじめ収支構造の転換を図るための
抜本的な経営改革に取り組んだその結果、大幅
に収支を改善することができた。
　一方、本格的な少子高齢社会の到来など、公
共交通・公営交通を取り巻く社会経済情勢は変
化し続けており、その変化に対応しながら、神
戸市営交通に求められている役割に着実にこた
えていくための経営計画として、「神戸市営交
通ステップ・アップ　プラン」を策定した。

⑵　計画期間と財政目標
計画期間：平成19～22年度
財政目標：＜自動車事業＞累積損失の縮小
　　　　　＜高速鉄道事業＞平成22年度の営業

収支の均衡

⑶　主な取組み
時代のニーズに対応したサービスの向上
・地下鉄IC定期券サービスの開始、市バスIC

カードシステムの導入
・ノンステップバスの導入推進
・地下鉄駅のバリアフリー化の推進
快適な環境の将来への継承
・モビリティ・マネジメントの実施
・エコドライブの推進
まちのモビリティ・回遊性の向上
・利用者ニーズに対応した路線・ダイヤの設定
・バス停環境の改善
市営交通の根幹を支える経営基盤の強化
・給与構造の見直し、特殊勤務手当の原則廃止
・多様な雇用形態の導入（80％水準での新規採

用、再任用、派遣）
・駅施設等を活用した関連事業の展開

▪神戸市営交通事業経営計画20１5
　（平成23（20１１）～27（20１5）年度）

⑴　策定経緯
　これまでの経営計画に基づき経営改善に取り組
んできた結果、一定の成果が得られ、交通事業審
議会答申で「これからもあらゆる経営改善努力を
怠らないならば改善型地方公営企業として存立し
うる」とされるにいたった。しかし、リーマンシ
ョック以降の景気低迷に加え、少子高齢化の進展
により市バス・地下鉄の乗車人員は減少傾向にあ
り、自動車事業については平成27年度の経営健全
化団体への転落が、高速鉄道事業についても多額
の赤字決算が見込まれていた。
　このような状況の中、厳しい経営環境の中で
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も安定した経営を維持するため、「神戸市営交
通事業経営計画2015」を策定し、さらなる経営
改善に取り組んだ。

⑵　計画期間と財政目標
計画期間：平成23～27年度
財政目標：＜自動車事業＞単年度黒字の確保と

累積資金不足の縮小
　　　　　＜高速鉄道事業＞営業収支の黒字確

保と海岸線ランニング収支の均衡

⑶　主な取組み
安全で安心な「市民の足」の確保
・市バス全車両へのドライブレコーダーの設置
・地下鉄における交通系ICカード全国相互利

用サービスの導入
・市バスIC定期券サービスの開始
・ICカードによる市バス乗継割引の実施
人と環境にやさしい市バス・地下鉄
・市バス車両低床化100％達成
・地下鉄駅のバリアフリー化の推進
安定した経営を維持するためのさらなる経営改
善
・職員定数の削減
・民間委託の推進（市バス車検業務の一部委託

等）
・市バス車両更新期間の延長
・遊休資産の活用

▪神戸市営交通事業経営計画2020
　（平成28（20１6）～平成32（2020）年度）

⑴　策定経緯
　経営環境の変化に適切に対応しながら、数次
にわたる経営計画を策定し経営改善に取り組ん
できた結果、自動車事業は平成18（2006）年度
から24（2012）年度まで 7 年続けて単年度黒字
を計上、高速鉄道事業では平成25（2013）年度
に両線あわせて初めての黒字を計上するなど、

一定の成果をあげることができた。しかし、福
祉乗車制度の見直しなどにより、自動車事業は
平成25・26年度と 2 年連続で赤字となり、高速
鉄道事業では営業収支は黒字であるものの西
神・山手線の黒字で海岸線の赤字を補填してい
る状況であり、依然多額の債務・累積欠損金を
抱えていた。収支見通しを見ると、自動車事業
では、有料乗車人員が減少傾向にあり、何らか
の対策を講じなければ平成28年度に経営健全化
団体に陥る恐れがある。高速鉄道事業では、海
岸線の有料乗車人員こそ増加していく見込みに
あるものの、西神・山手線では有料乗車人員の
減少が見込まれるうえ、車両・設備の大規模な
更新を控えており、このままでは減価償却費の
増嵩等により平成32（2020）年度に赤字となる
見込みにあった。
　こうした厳しい状況の中で、これからも市民
に安全で信頼できるサービスを提供するため、
これを支えるしっかりとした経営基盤の確立に
取り組むことを目的として、「神戸市営交通事
業経営計画2020」を策定した。

⑵　計画期間と財政目標
計画期間：平成28～平成32年度
財政目標：＜自動車事業＞単年度収支の均衡
　　　　　累積資金不足額の縮減
　　　　　＜高速鉄道事業＞累積欠損金の縮減
　　　　　海岸線ランニング収支の均衡に向け

た収支改善

⑶　主な取組み
安全でお客様に信頼される公共交通を目指す
・西神・山手線新型車両の導入
・西神・山手線全駅でのホームドア設置に向け

た取組み
・ICOCAによるIC定期券の導入
・バスロケーションシステムの導入
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公共交通として神戸のまちづくりや地域社会に
貢献する
・新神戸駅における新幹線との連絡通路のリニ

ューアル
・「U-15定期券」の導入
・地下鉄海岸線中学生以下無料化社会実験の実

施
「市民の足」であり続けるために、経営基盤を
強化する
・市営交通100周年記念事業の実施
・勤務の効率化などによる時間外勤務手当等の

縮減
・事務事業の見直しによる職員定数の見直し

市営交通100周年
第5節

　神戸市営交通は、大正 6 （1917）年に神戸市
電気局として設置され、市営として発電、配電
及び市街地路面電車事業を開始して以来、平成
29（2017）年 8 月 1 日に100周年を迎えた。神
戸市交通局では、ご利用・ご支援いただいた方
への感謝の気持ちを発信するとともに、交通事
業に対する理解と関心を深めていただき、市バ
ス・地下鉄の利用促進につなげるため、 3 月よ
り運行している市電デザイン列車を皮切りに、
神戸市交通局ならではの特別企画を実施した。

【具体的な事業】
＜プレイベント＞
平成28（2016）年
〇 2 月15日（月）～ 4 月15日（金）
　100周年記念事業に関する企画アイデア募集

を実施
〇10月16日（日）～23日（日）
　新型車両デザイン総選挙

〇11月26日（土）
　ボンネットバス（こべっこⅡ世号）で巡る兵

庫区・長田区周遊ツアー
〇11月27日（日）
　新旧ボンネットバス特別展示会in市バス車両

工場
＜100周年記念事業＞
平成29（2017）年
〇 3 月 5 日（日）
　市電デザイン列車特別試乗会
〇 5 月20日（土）
　そごう西神店前でのボンネットバス（こべっ

こⅡ世号）の展示
〇 5 月20日（土）
　各区神戸まつりでの市営交通100周年PR
〇 5 月21日（日）
　花バスデザインラッピングバスお披露目＠神

戸まつり
〇 5 月28日（日）
　大丸須磨店での花バスデザインラッピングバ

スの展示
〇 6 月 3 日（土）～ 9 月 2 日（土）
　ボンネットバスで巡る懐かしのお買い物ツアー
〇 6 月20日（火）～ 8 月18日（金）
　小学生絵画・中学生作文コンクール
〇 7 月 6 日（木）～ 8 月16日（水）
　神戸花時計の図柄が神戸市交通局の局章に
〇 8 月 1 日（火）
　100周年記念グッズ発売開始
〇 8 月 1 日（火）～ 6 日（日）
　神戸市営交通100周年懐かしの写真パネル展
〇 8 月 1 日（火）～31日（木）
　花時計ギャラリー・アドウィンドーでの展示
〇 9 月23日（土・祝）
　湊川公園（手しごと市）でのボンネットバス
（こべっこⅡ世号）展示

〇 9 月24日（日）
　交通フェスティバル2017 in 名谷車両基地
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　～B-FREE～
　記念式典
　小学生絵画・中学生作文コンクール表彰式
　鉄道コレクション発売
〇10月21日（土）
　御崎車両基地見学ツアー
〇11月 4 日（土）
　100周年クイズ王決定戦
〇11月12日（日）
　市バス車両工場フェスティバル
〇12月 2 日（土）
　車両連結及び軌道内施設見学会

▪１00周年記念事業に関する
　企画アイデア募集

　 4 つのテーマ（「名谷車両基地を活用した企
画」、「御崎車両基地を活用した企画」、「市営交
通100周年記念グッズ・カードに関する企画」、

「その他市営交通と関係のある企画」）に応じて
企画を募集し、 2 か月間で427名から、合計573
件もの多くの応募があった。

▪新型車両デザイン総選挙
　名谷車両基地において開催した「交通フェス
ティバル2016 in 名谷車両基地～B-FREE～」
及びWEB（神戸市交通局沿線NAVI）で投票
を受け付けた。予め選定した 3 つの案の中から、
最も票を集めた次のデザインを新型車両に採用

新型車両デザイン総選挙 ボンネットバス（こべっこⅡ世号）で巡るツアー

することを決定した。
・投票日
　会場 ：平成28年10月16日（日）
　WEB：平成28年10月17日（月）～23日（日）
・投票総数　8,001票（会場・WEB合計）
　　　　　　うち採用案3,102票

▪ボンネットバス（こべっこⅡ世号）で
　巡る兵庫区・長田区周遊ツアー

　100周年のプレイベントとして、懐かしのボ
ンネットバス「こべっこⅡ世号」を特別運行し、
長田区・兵庫区を巡るツアーを開催した。
　当日は、御崎Uビルを出発し、新長田の鉄人
28号の前まで行く 1 周約50分のコースで、約
600名の応募をいただき、その中から当選され
た約80名の参加者と、兵庫区・長田区をめぐっ
た。
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・日程　平成28年11月26日（土）　
・コース
　御崎Uビル（集合）→清盛塚→兵庫大仏→
　新長田鉄人28号（解散）
・参加者数　約80名

▪新旧ボンネットバス特別展示会
　市バス車両工場に保管されている初代ボンネ
ットバス「こべっこ号」と、イベント等で活躍
中の 2 代目ボンネットバス「こべっこⅡ世号」
を並べて展示する特別展示会を市バス車両工場
で開催した。当日は、神戸市交通局の貴重な写
真等の閲覧コーナーの設置や、市バス車両工場
の部品等の展示をあわせて行った。
・日時　平成28年11月27日（日）10時から15時
・場所　市バス車両工場
・参加者数　約100名

▪市電デザイン列車特別試乗会
　市営交通100周年特別企画の第 1 弾及び地下
鉄開業40周年を記念して、特別試乗会を開催し
た。
　大正 8 （1919）年に最初に製造した市電をイ
メージした小豆色の車体と、昭和10（1935）年
に製造され、東洋一の市電と称された「700形
ロマンス・カー」をイメージしたカラーリング
を施した車両（3000形）に乗車いただいた。写
真撮影もできたこともあり、100名の募集に対

し、約1,300名もの応募をいただいた。
　特別試乗会の後、平成29（2017）年 3 月13日
から通常運行を行った。
・日時　平成29年 3 月 5 日（日）10時から15時
・場所　名谷車両基地
・参加者数　約100名

▪ふるさと納税制度の活用による
　寄付の受付

　平成29（2017）年 4 月 3 日から、神戸市営交
通100周年記念事業に対する寄付の受付を開始
した（ふるさとKOBE寄付金制度）。返礼品と
しては、⑴ 1 ～ 3 万円未満については市バス・
地下鉄共通NEW Uラインカードと平成30年秋
頃に実施予定の新型車両試乗会の参加券のセッ
ト、⑵ 3 万円以上の寄付については、鉄道コレ
クション（1000形車両・ 3 両セット）と平成30
年秋頃に実施予定の新型車両試乗会の参加券の
セットを設けた。
　136名の方から193件、約467万円の寄付をい
ただいた。

▪神戸市各区のまつりでの１00周年PR
　 5 月20日に行われた各区のまつりに神戸市交
通局のブースを出展し、なつかしの写真パネル
展示と100周年記念グッズが当たる抽選会を実
施した。地域に密着した身近なイベントである
各区のまつりに神戸市交通局職員が出向くこと

新旧ボンネットバス特別展示会 市電デザイン列車特別試乗会
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花バスデザインラッピングバスお披露目 ボンネットバスで巡る懐かしのお買物ツアー

で、市営交通100周年をPRにあわせて、日ごろ
市バス・地下鉄を利用いただいていることへの
感謝の気持ちをお伝えする機会となった。

▪花バスデザインラッピングバスお披露目
　昭和50（1975）年開催の第 5 回神戸まつりに
華々しく登場した 5 両の「花バス」のうち、 1
号車「太陽号」のデザインをモチーフに「花バ
スデザインラッピングバス」を製作した。
　神戸まつりで、花飾りをつけたボンネットバ
スと一緒にお披露目された後、ラッピングバス
は翌 5 月22日から12月まで、90・92系統で営業
運行した。
・日程　平成29年 5 月21日（日）
・場所　神戸まつりパレード

▪ボンネットバスで巡る懐かしの
　お買物ツアー

　平成28（2016）年度に実施し、好評だったボ
ンネットバスツアーを引き続き開催した。兵庫
区・長田区にある昔ながらの商店街や神社等の
スポットを、ボンネットバス（こべっこⅡ世号）
で巡るツアーとして実施した。
　神戸市在住の方で各区限定のツアー日や市
内・市外限らず応募できる日など、 6 月から 9
月にわたり合計で10日間開催し、 1 日あたりの
乗車人数は約30名のところ、全体で約1,400名
もの応募があった。

　募集にあたっては、実施日ごとに応募者の在
住区を限定したり、市外の方にも応募いただけ
る日を設けるなど工夫した。
・日程

平 成29年 6 月 3 日（ 土 ）、 6 月10日（ 土 ）、 6
月17日（土）、 7 月 1 日（土）、 7 月 8 日（土）、
7 月15日（土）、8 月 5 日（土）、8 月19日（土）、
8 月26日（土）、 9 月 2 日（土）

・コース
御崎Ｕビル（集合）→兵庫大仏→兵庫津歴史
館・岡方倶楽部→神戸新鮮市場→新長田鉄人
広場（解散）

・参加者数　約280名

▪“未来の市バス・地下鉄”小学生絵画
コンクール、「誰もが安全・安心に乗
車できる市バス・地下鉄」中学生作文
コンクール

　将来の神戸を担う子どもたちに交通事業への
理解・関心を深めてもらうため、市内在住・在
学の小学生を対象に“未来の市バス・地下鉄”
をテーマにした絵画コンクールを実施した。ま
た、市内在住・在学の中学生を対象に“誰もが
安全・安心に乗車できる市バス・地下鉄”をテ
ーマにした作文コンクールを実施した。 6 月20
日～ 8 月18日まで作品募集を行い、絵画87点、
作文26点の応募のうち最優秀・優秀作品・佳作
を選定した。最優秀・優秀作品については交通
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フェスティバルで展示・表彰したほか、表彰者
には地下鉄西神・山手線名谷駅～西神中央駅間
での運転台乗車体験に参加していただいた。

▪神戸花時計の図柄が
　神戸市交通局の局章に

　神戸市役所北側にある花時計が神戸市営交通
100周年を記念して「交通局の局章」となった。
・期間
　平成29年 7 月 6 日（木）～ 8 月16日（水）
・使用花苗

タマリュウ（濃緑）：600株、シロタエギク
（白）：2,400株　合計：3,000株

▪１00周年記念パンフレット
　及び記念動画の作成

　神戸市営交通100周年の周知・PR事業の一環

として、神戸市営交通100年の歩みを写真や年
表を使って紹介するパンフレット及び記念動画
を作成した。動画のBGMには地下鉄沿線出身
のデュオ「にこいち」に提供いただいた楽曲を
使用した。

▪ 8 月 １ 日に向けた周知・PR
・地下鉄駅やバスターミナルでのPR
　 7 月21日（金）から 8 月21日（月）にかけて、
地下鉄西神・山手線三宮駅で、柱巻きや駅構内
の壁面などを活用し、100年間の歩みや歴代の
市電・市バス車両などの写真を掲出した。また、
地下鉄全駅と市バス主要バスターミナルで、市
営交通100周年と神戸開港150年のロゴを用いた
のぼりを掲出し、併せてPRを行った。
・地下鉄での車内放送及び駅・バスターミナル
での職員によるPR

　 7 月25日から 8 月 6 日までの間、地下鉄車内
で100周年をお知らせするアナウンスを実施し
た。 8 月 1 日当日は、西神・山手線三宮駅など
主要駅やバスターミナルで、職員自らが、感謝
の気持ちを伝えるべく、100周年オリジナルポ
ケットティッシュや記念シールの配布を行った。

▪１00周年記念グッズ発売
　市営交通が100周年を迎えた 8 月 1 日より、

「100周年記念NEW Uラインカード（特別パッ
ケージ）」を販売した。大好評で用意した100セ

小学生絵画コンクール・中学生作文コンクール表彰者 神戸花時計の図柄が交通局の局章に

神戸市営交通100周年PR動画
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懐かしの写真パネル展 交通フェスティバル2017 in 名谷基地

ットはその日のうちに売り切れた。
・発売日
　平成29年 8 月 1 日（火）　※限定100セット
・内容物
　NEW Uラインカード3,000円（利用額3,200円）

神戸市営交通100周年×神戸開港150年記念タ
オル

　バス停型うちわ
　100周年記念パンフレット
　「神戸市営交通100年の歩み」
　100周年記念トートバッグ
　100周年記念ポストカード
・発売価格　3,000円

▪神戸市営交通１00周年
　懐かしの写真パネル展

　市営交通100周年を迎えた 8 月 1 日から 6 日
まで、市役所の市民ギャラリーで「市営交通
100周年懐かしの写真パネル展」を開催した。
初日のオープニングセレモニーには100周年関
連商品を製作した民間事業者のオリジナル商品
を展示するとともに、商品贈呈式などを行った。
期間中は夏休みを利用した家族連れや市電当時
を知る方など、 6 日間合計で約2,000名もの方
にご来場いただき賑わった。
・期間
　平成29年 8 月 1 日（火）～ 8 月 6 日（日）
・場所　市役所 1 号館 2 階市民ギャラリー

▪花時計ギャラリー・
　アドウィンドーへの展示

　Santicaから市役所につながる通路にある、
“花時計ギャラリー”と“アドウィンドー”に
市営交通100周年をPRする展示を行った。
・期間
　花時計ギャラリー：
　平成29年 7 月27日（木）～ 8 月 2 日（水）
　アドウィンドー：
　平成29年 8 月 1 日（火）～ 8 月31日（木）

▪交通フェスティバル20１7 
　in 名谷車両基地～B-FREE～

　鉄道の日（10月14日）を記念して、毎年「交
通フェスティバル」を開催しているが、市営交
通100周年記念事業のメインイベントとして位
置づけ、企画内容を充実させて開催した。100
周年記念セレモニーには、地元出身のデュオ「に
こいち」ほか、鉄道ファンとして有名なタレン
トの斉藤雪乃さんに出演いただき、神戸市交通
局職員とのトークセッションなどを行った。そ
のほか、記念式典や小学生絵画コンクール、中
学生作文コンクールの表彰式を行った。
　100周年特別企画として、名谷駅から名谷車
両基地まで「100周年記念特別便」を運行、車
内では斉藤さんに車掌を務めていただいた。会
場では100周年のヘッドマークをつけた車両が
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▪御崎車両基地見学ツアー
　御崎公園の地下に位置し、海岸線の車両の各
種点検を行っている「神戸市交通局御崎車両基
地」の見学ツアーを開催した。
　基地内の見学だけでなく、洗車体験やクレー
ンによる車体吊り上げの模様などを見学しても
らった。100名の参加者募集に対し約1,050名も
の応募をいただいた。
・日程　平成29年10月21日（土）
・場所　御崎車両基地
・参加者数　約100名

▪市営交通１00周年クイズ王決定戦
　神戸市交通局では初めて、電車車内を使った

「クイズ大会」を開催した。
　予選は西神・山手線の車内、決勝は特別MC
にタレントの斉藤雪乃さんを迎え、西神中央駅
前のプレンティ広場で開催した。途中、雨に見
舞われるなどハプニングもあったが、無事に初
代クイズ王が決定した。
・日時
　平成29年11月 4 日（土）9 時30分から13時頃
・場所

【予選】市営地下鉄西神･山手線「市営交通100
周年クイズ王決定戦」特別便
【決勝】プレンティ広場

・参加者数　約120名

並んだ「神戸市営地下鉄・北神急行の車両写真
撮影会」、模型やイラスト、写真など、貴重な
展示を行った「鉄道ファンによる自慢のコレク
ション展示会」が好評だった。
　神戸市交通局では初めての「鉄道コレクショ
ン」も販売をしたこともあり、グッズ販売には
長蛇の列ができた。
・日時　平成29年 9 月24日（日）10時から15時
・場所　名谷車両基地
・来場者数　約12,000名

イベント応募状況詳細
イベント名 応募者数 参加者数

100周年記念特別便の運行 891名 100組
190名

市営地下鉄・北神急行車両
写真撮影会 127名 20名

検車庫ピット見学ツアー 296名 50名

地下鉄運転
シミュレーター体験 182名 90名

御崎車両基地見学ツアー クイズ王決定戦
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市バス車両工場フェスティバル 車両連結及び軌道内施設見学会

▪市バス車両工場フェスティバル
　平成 2 （1990）年に神戸市西区室谷のハイテ
クパークにある市バス車両工場を公開するイベ
ント「市バス車両工場フェスティバル～車両工
場ってなんだろう～」を開催した。車両工場内
では、神戸市バスの整備や車両検査装置の見学
のほか、懐かしのボンネットバス特別運行、お
子様向けのミニバス運行やゲームコーナーなど
各種イベントを行った。
　ミニバスは神戸市交通局「ミニバス・プロジ
ェクトチーム」の手作りで、子どもたちにも大
人気であった。普段は一般の方が立ち入ること
のできない市バス車両工場をハイテクパークに
移転後、初めて公開する機会ということで約
1,200名もの参加をいただき大盛況となった。
・日時　平成29年11月12日（日）10時から15時
・場所　市バス車両工場
・来場者数　約1,200名

▪車両連結及び軌道内施設見学会
　営業運行が終了して、始発までの約 5 時間、
緊急時しか実施しない車両同士の連結や普段は
公開していない線路内各施設を見学していただ
いた。営業区間を利用したイベントとあって深
夜にもかかわらず、関東や四国等の遠方からも
含め約500名もの応募があるなど、大きな反響
があった。

　名谷駅で地下鉄開業当時の記録映像を鑑賞し
た後、板宿駅では車両が故障したことを想定し
た車両連結を行い、12両編成で新長田駅まで走
行した。県庁前駅から三宮駅までは軌道内を歩
いていただくなど、地下鉄の「裏側」を数多く
見学していただいた。
・日時

平成29年12月 2 日（土）深夜24時から
12月 3 日（日）早朝 5 時まで

・場所
神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」から

「三宮駅」間
・参加者数　80名

309第 ９章　次代へつなぐ多様なニーズへの対応と経営改善



保守車両（主なもの）

架線作業車　松山重車両工業　MS217

軌道モーターカー　松山重車両工業　MR839と作業用トロリー

電気作業車　堀川工機　WD-H15CTA

電気検測車　堀川工機　WD-H15EIA

電気検測車　松山重車両工業　MS153

軌道検測車　マティサ　MPV- 8

高所作業台車　堀川工機　TST- 6

架線作業車　堀川工機　BD-H23TA

310 神戸市交通局100年史



資料編

第1章

統計資料

事業規模の推移第１節

営業キロの推移1

年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
大正 6 12．262

7 12．262
8 12．960
9 12．968
10 17．713
11 19．734
12 21．458
13 24．541
14 27．353
15 29．274

昭和 2 29．274
3 30．313
4 30．261
5 30．261 44．390
6 30．241 44．390
7 30．752 51．000
8 31．842 65．514
9 31．350 66．820
10 31．391 69．610
11 31．391 69．773
12 32．578 78．483
13 32．578 62．014
14 32．578 56．962
15 33．343 55．972
16 33．343 39．036
17 33．343 42．853
18 33．343 29．851
19 34．569 24．283
20 31．866 24．283
21 34．314 20．877
22 34．314 77．244
23 34．314 97．411
24 34．953 115．645
25 34．953 119．710
26 34．953 119．935
27 34．873 173．448
28 35．543 184．408
29 35．543 202．781
30 35．543 207．436
31 35．543 203．763
32 35．543 214．832
33 35．543 240．872
34 35．632 245．792
35 35．606 249．542
36 35．606 249．891
37 37.583 261.821

（単位：㎞）
年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
昭和38 35．527 264．581

39 35．537 267．851
40 35．537 276．731
41 34．916 282．301
42 34．920 288．925
43 20．105 318．065
44 10．644 298．315
45 10．644 315．646
46 	 317．076
47 	 318．806
48 	 288．925
49 	 316．256
50 	 314．031
51 	 330．891 5．7
52 	 301．671 5．7
53 	 308．921 5．7
54 	 311．921 5．7
55 	 306．641 5．7
56 	 314．001 5．7
57 	 318．691 5．7
58 	 328．691 10．0
59 	 331．741 10．0
60 	 344．271 16．8
61 	 359．861 22．7
62 	 415．131 22．7
63 	 430．911 22．7

平成元 	 432．961 22．7
2 	 442．361 22．7
3 	 449．711 22．7
4 	 465．041 22．7
5 	 485．021 22．7
6 	 522．121 22．7
7 	 528．571 22．7
8 	 534．591 22．7
9 	 538．610 22．7
10 	 534．930 22．7
11 	 521．290 22．7
12 	 431．940 22．7
13 	 436．7 30．6
14 	 440．1 30．6
15 	 446．6 30．6
16 	 429．0 30．6
17 	 361．4 30．6
18 	 364．1 30．6
19 	 380．1 30．6
20 	 380．9 30．6
21 	 381．5 30．6
22 	 380．6 30．6
23 	 385．4 30．6
24 	 392．7 30．6
25 	 357．0 30．6
26 	 357．1 30．6
27 	 362．7 30．6
28 	 367．6 30．6
29 	 369．6 30．6
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年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
大正 6 94

7 94
8 94
9 114
10 162
11 178
12 203
13 236
14 248
15 258

昭和 2 270
3 275
4 275
5 289 55
6 289 90
7 289 112
8 289 171
9 289 183
10 289 203
11 289 247
12 289 253
13 299 250
14 299 222
15 299 217
16 296 232
17 294 200
18 294 200
19 272 200
20 162 125
21 164 73
22 179 109
23 220 147
24 243 174
25 247 181
26 249 182
27 237 191
28 240 218
29 245 229
30 246 243
31 246 249
32 246 261
33 241 302
34 243 324
35 240 351
36 240 364
37 240 391
38 236 398
39 230 421
40 230 452
41 230 502
42 230 535

在籍車両の推移2

（単位：両）
年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
昭和43 131 588
44 69 601
45 49 650
46 	 673
47 	 687
48 	 699
49 	 719
50 	 739
51 	 712 24
52 	 685 24
53 	 680 24
54 	 679 24
55 	 726 32
56 	 680 32
57 	 680 32
58 	 680 55
59 	 680 55
60 	 650 75
61 	 649 75
62 	 649 90
63 	 649 110

平成元 	 619 132
2 	 628 132
3 	 639 132
4 	 647 132
5 	 655 144
6 	 662 168
7 	 670 168
8 	 668 168
9 	 664 168
10 	 659 168
11 	 646 168
12 	 639 168
13 	 601 208
14 	 594 208
15 	 584 208
16 	 576 208
17 	 540 208
18 	 539 208
19 	 545 208
20 	 545 208
21 	 545 208
22 	 545 208
23 	 531 208
24 	 535 208
25 	 518 208
26 	 517 208
27 	 517 208
28 	 517 208
29 	 515 208
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（単位：㎞）
年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
昭和43 18，291 49，808
44 10，316 50，461
45 4，168 56，741
46 	 61，186
47 	 60，292
48 	 59，090
49 	 59，239
50 	 61，087
51 	 62，249 3，864
52 	 57，454 3，807
53 	 56，382 3，809
54 	 57，226 3，812
55 	 57，289 3，810
56 	 57，847 4，513
57 	 57，759 4，614
58 	 58，568 9，544
59 	 59，302 10，582
60 	 58，638 17，080
61 	 59，077 18，970
62 	 57，542 26，932
63 	 59，599 28，020

平成元 	 60，378 29，971
2 	 60，696 33，777
3 	 62，275 36，805
4 	 63，432 37，271
5 	 64，296 42，164
6 	 59，499 41，265
7 	 57，947 40，827
8 	 60，957 43，220
9 	 61，438 43，869
10 	 62，225 43，897
11 	 61，716 44，552
12 	 60，540 44，955
13 	 56，605 52，179
14 	 55，405 52，152
15 	 54，795 52，218
16 	 54，135 52，161
17 	 51，432 52，159
18 	 51，931 52，573
19 	 52，202 53，194
20 	 52，439 53，282
21 	 52，407 53，227
22 	 50，507 53，358
23 	 50，432 53，321
24 	 51，189 53，296
25 	 49，434 53，319
26 	 48，438 53，275
27 	 48，386 53，271
28 	 48，069 53，165
29 	 47，211 53，186

年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
大正 6 10，694

7 10，764
8 11，897
9 15，193
10 21，189
11 27，017
12 29，391
13 32，984
14 37，178
15 45，394

昭和 2 46，492
3 45，619
4 46，697
5 47，069 11，365
6 47，891 21，059
7 46，832 21，747
8 45，800 20，097
9 46，687 25，474
10 47，373 28，822
11 48，422 31，445
12 46，484 31，540
13 42，856 19，839
14 43，547 18，531
15 44，222 15，461
16 46，081 9，056
17 44，091 5，500
18 42，643 2，323
19 28，250 1，455
20 10，695 461
21 16，167 670
22 16，189 2，631
23 20，145 5，636
24 23，307 7，815
25 23，971 11，469
26 25，050 11，994
27 26，814 15，168
28 28，053 17，753
29 29，278 20，062
30 30，133 22，520
31 30，280 24，375
32 31，321 26，694
33 31，653 29，497
34 31，306 32，848
35 31，248 35，159
36 29，967 35，479
37 28，931 38，212
38 28，812 40，803
39 27，776 41，993
40 27，123 44，161
41 25，405 46，568
42 23，549 47，277

運転キロの推移（ 1日平均）3
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年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
大正 6 113，769

7 140，505
8 143，133
9 157，026
10 175，641
11 202，167
12 220，436
13 239，388
14 249，982
15 278，580

昭和 2 297，775
3 303，440
4 283，779
5 257，975 8，594
6 227，757 14，505
7 220，329 19，123
8 234，089 20，097
9 240，087 32，892
10 242，689 40，988
11 242，934 46，185
12 248，532 48，739
13 255，255 43，104
14 290，170 47，015
15 339，796 46，851
16 395，402 35，079
17 443，689 31，331
18 483，800 19，582
19 438，877 10，725
20 204，399 3，484
21 299，129 4，731
22 340，995 14，456
23 313，146 32，068
24 305，094 39，057
25 302，815 52，058
26 324，552 58，881
27 341，173 64，033
28 346，156 87，723
29 327，321 101，804
30 327，457 116，763
31 345，656 134，051
32 367，873 154，889
33 367，923 174，664
34 373，369 199，658
35 388，516 226，519
36 401，060 255，389
37 383，735 287，101
38 373，160 318，017
39 364，882 338，098
40 354，783 296，318
41 327，052 294，516
42 291，407 279，991

乗車者数の推移（ 1日平均）4

（単位：人）
年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
昭和43 195，597 268，118
44 107，920 301，207
45 42，077 354，809
46 　 392，152
47 　 388，954
48 　 365，296
49 　 369，530
50 　 364，741
51 　 328，732 47，145
52 　 350，426 22，935
53 	 340，853 29，815
54 	 337，217 39，047
55 	 351，299 45，238
56 	 345，997 51，065
57 	 335，718 55，729
58 	 331，018 68，291
59 	 328，770 77，526
60 	 321，293 121，950
61 	 319，684 143，070
62 	 314，419 162，765
63 	 320，065 193，162

平成元 	 323，897 209，596
2 	 326，931 228，626
3 	 330，051 245，805
4 	 333，992 253，575
5 	 325，120 259，571
6 	 305，730 242，832
7 	 290，091 286，793
8 	 292，941 284，109
9 	 284，467 276，298
10 	 279，621 268，344
11 	 268，206 261，578
12 	 261，492 252，154
13 	 246，802 310，421
14 	 237，521 310，060
15 	 232，207 306，928
16 	 227，795 302，430
17 　 216，027 303，101
18 　 225，481 306，486
19 　 225，252 307，519
20 　 211，176 309，447
21 　 198，540 304，258
22 　 194，608 304，257
23 　 192，034 301，689
24 　 191，850 303，634
25 　 189，337 303，753
26 　 189，286 303，383
27 　 189，564 306，785
28 　 189，174 306，403
29 　 185，577 309，235
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年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
大正 6 3，478

7 4，107
8 5，115
9 7，685
10 8，603
11 9，960
12 10，857
13 11，784
14 12，302
15 13，713

昭和 2 14，655
3 14，922
4 16，244
5 14，692 836
6 12，848 1，385
7 12，230 1，736
8 12，952 2，124
9 13，202 2，881
10 13，332 3，556
11 13，327 3，970
12 13，538 4，290
13 13，885 3，716
14 15，756 4，009
15 18，438 3，884
16 21，397 2，734
17 23，880 2，356
18 33，488 1，344
19 31，046 747
20 15，023 279
21 81，122 1，537
22 385，260 23，846
23 1，227，422 145，943
24 1，953，934 336，616
25 2，091，126 526，636
26 2，377，977 673，649
27 2，908，366 849，914
28 3，478，399 1，253，540
29 3，400，586 1，451，627
30 3，398，158 1，648，683
31 3，575，885 1，877，257
32 3，788，597 2，153，087
33 3，770，586 2，392，740
34 3，817，003 2，690，830
35 3，979，613 3，026，031
36 4，109，048 3，374，645
37 4，368，903 3，734，203
38 4，486，068 4，076，892
39 4，371，720 4，455，583
40 4，229，342 5，197，204
41 4，598，232 5，915，387
42 4，931，752 6，454，840

乗車料収入の推移（ 1日平均）5

（単位：円）
年　度 市　　電 市 バ ス 地 下 鉄
昭和43 3，901，086 6，986，406
44 2，154，611 7，930，723
45 842，825 9，364，408
46 　 10，441，758
47 　 12，447，164
48 　 15，351，827
49 　 16，103，784
50 　 18，416，674
51 　 24，838，562 3，670，614
52 　 27，013，221 1，574，440
53 　 29，554，322 2，046，728
54 　 31，767，291 2，696，060
55 　 34，079，681 3，641，441
56 　 38，185，108 4，218，202
57 　 38，999，316 5，019，294
58 　 38，784，593 7，306，241
59 　 42，100，503 8，445，876
60 　 42，777，451 16，323，666
61 　 42，586，068 19，512，549
62 　 41，690，288 23，050，528
63 　 43，105，828 28，364，588

平成元 　 45，210，675 31，401，766
2 　 46，557，128 34，298，770
3 　 46，910，928 37，301，705
4 　 52，206，740 41，621，003
5 　 51，053，865 43，731，723
6 　 48，211，260 41，630，706
7 　 45，812，793 49，243，757
8 　 46，128，643 49，244，382
9 　 44，695，826 46，827，005
10 　 43，999，251 45，155，938
11 　 42，091，819 46，373，843
12 　 41，143，068 47，008，293
13 　 38，758，000 49，855，000
14 　 37，276，000 48，819，000
15 　 36，193，000 47，670，000
16 　 36，548，000 46，844，000
17 　 34，839，000 46，410，000
18 　 35，447，000 46，748，000
19 　 33，642，000 46，708，000
20 　 32，552，000 48，251，000
21 　 31，224，000 48，536，000
22 　 30，505，000 49，184，000
23 　 30，784，000 49，123，000
24 　 31，197，000 49，299，000
25 　 28，586，000 50，844，000
26 　 27，598，000 50，451，000
27 　 27，506，000 51，183，000
28 　 27，612，000 50，752，000
29 　 26，931，000 51，148，000
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市内交通機関別シェア６

（上段：輸送人員（単位：人）、下段：シェア（単位：％））
年度

交通機関 昭和50年度 昭和55年度 昭和60年度 平成 2年度 平成 7年度 平成12年度

市 バ ス
1億4，256万 1億2，822万 1億1，727万 1億1，933万 1億617万 9，581万

25．9 22．6 20．6 18．7 17．2 16．5

市 営 地 下 鉄
― 1，651万 4，451万 8，345万 1億497万 9，204万

― 2．9 7．8 13．0 17．0 15．9

Ｊ Ｒ 西 日 本
1億3，664万 1億3，139万 1億2，181万 1億3，691万 1億7，746万 1億7，351万

24．8 23．1 21．4 21．4 28．7 30．0

私 鉄
1億9，826万 2億1，475万 2億2，072万 2億3，148万 1億8，211万 1億8，091万

36．0 37．9 38．7 36．2 29．4 31．2

タ ク シ ー
7，315万 7，688万 6，587万 6，835万 4，759万 3，714万

13．3 13．5 11．5 10．7 7．7 6．4

合 計 5億5，061万 5億6，775万 5億7，018万 6億3，952万 6億1，830万 5億7，941万

神 戸 市 内
自動車保有台数

256，383
（100）

312，518
（122）

389，838
（152）

512，886
（198）

589，531
（230）

613，833
（239）

神 戸 市 内
原動機付自転車
保 有 台 数

　54，262
（100）

106，678
（197）

184，407
（340）

171，330
（316）

181，059
（334）

167，338
（308）

年度
交通機関 平成17年度 平成22年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市 バ ス
7，885万 7，103万 6，938万 6,835万 6，817万

13．9 12．6 12．1 11．9 11．7

市 営 地 下 鉄
1億1，063万 1億442万 1億552万 1億527万 1億705万

19．5 18．6 18．3 18．3 18．5

Ｊ Ｒ 西 日 本
1億7，372万 1億7，978万 1億8，527万 1億8，612万 1億8，707万

30．7 32．0 32．1 32．3 32．3

私 鉄
1億7，584万 1億8，589万 1億9，898万 2億87万 2億380万

31．0 33．1 34．5 34．8 35．2

タ ク シ ー
2，769万 2，064万 1，749万 1，565万 1，318万

4．9 3．7 3．0 2．7 2．3

合 計 5億6，673万 5億6，176万 5億7，664万 5億7，626万 5億7，927万

神 戸 市 内
自動車保有台数

634，797
（248）

631，482
（246）

648，884
（253）

650，557
（254）

653，507
（255）

神 戸 市 内
原動機付自転車
保 有 台 数

161，987
（299）

149，224
（275）

140，318
（259）

136，378
（251）

132，114
（243）

（注）・神戸高速鉄道（昭和43年 4 月 7 日開通）、ポートライナー（昭和56年 2 月 5 日開通）、
　　　六甲ライナー（平成 2年 2月21日開通）は、私鉄に含まれる。
・（　）内は昭和50年を100とした指数。
・小型特殊自動車は、自動車保有台数から除く。
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事業成績の推移第２節

自動車運送事業（一般乗合・観光）1

年度別種　別 昭和 5年度 昭和 6年度 昭和 7年度 昭和 8年度 昭和 9年度
営 業 キ ロ（㎞） 44．390 44．390 51．000 65．514 66．820

乗車者数
年 間（人） 1，693，046 5，308，852 6，979，845 8，759，514 12，005，451
一日平均（人） 8，594 14，505 19，123 20，097 32，892

走行キロ
年 間（㎞） 2，238，826 7，707，462 7，937，519 7，335，373 9，297，915
一日平均（㎞） 11，365 21，059 21，747 23，999 25，474

在 籍 車 両（期末）（両） 55 90 112 171 183

収 入
運輸収入（円） 164，772 507，148 633，975 775，538 1，051，703
そ の 他（円） 346 5，173 9，426 16，218 50，461
計 （円） 165，118 512，321 643，401 791，756 1，102，164

支 出（円） 183，058 559，247 599，939 719，024 1，029，094
収 支 差 引（円） △17，940 △46，926 43，462 72，732 73，070

（備考） 1　事業開始は、昭和 5年 9月16日　　 2　収支差引は、経常収益を示す。

年度別種　別 昭和10年度 昭和11年度 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度
営 業 キ ロ（㎞） 69．610 69．773 78．483 62．014 56，962

乗車者数
年 間（人） 15，001，785 16，857，838 17，789，756 15，740，806 17，207，521
一日平均（人） 40，988 46，185 48，739 43，104 47，015

走行キロ
年 間（㎞） 10，548，706 11，477，371 11，512，387 7，241，255 6，782，191
一日平均（㎞） 28，822 31，445 31，540 19，839 18，531

在 籍 車 両（期末）（両） 203 247 253 250 222

収 入
運輸収入（円） 1，301，697 1，449，150 1，586，371 1，364，504 1，476，419
そ の 他（円） 31，080 160，265 249，353 240，369 273，481
計 （円） 1，332，777 1，609，415 1，835，724 1，749，972 1，749，972

支 出（円） 1，243，137 1，472，330 1，761，971 1，465，512 1，629，488
収 支 差 引（円） 89，640 137，085 73，753 284，460 120，484

年度別種　別 昭和15年度 昭和16年度 昭和17年度 昭和18年度 昭和19年度
営 業 キ ロ（㎞） 55．972 39．036 42．853 29．851 24．283

乗車者数
年 間（人） 17，100，767 12，804，006 11，435，670 7，167，025 3，893，312
一日平均（人） 46，851 35，079 31，331 19，582 10，725

走行キロ
年 間（㎞） 5，643，410 3，305，592 2，007，445 850，253 531，002
一日平均（㎞） 15，461 9，056 5，500 2，323 1，455

在 籍 車 両（期末）（両） 217 232 200 200 200

収 入
運輸収入（円） 1，427，726 998，161 859，998 492，119 380，195
そ の 他（円） 88，696 69，543 282，263 298，497 140，010
計 （円） 1，516，422 1，067，704 1，142，261 790，616 520，205

支 出（円） 1，710，945 1，571，000 1，950，599 1，602，242 1，469，174
収 支 差 引（円） △194，523 △503，296 △808，838 △811，626 △948，969
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年度別種　別 昭和20年度 昭和21年度 昭和22年度 昭和23年度 昭和24年度

営 業 キ ロ（㎞） 24．283 20．877 77．244 97．411 115．645

乗車者数
年 間（人） 1，209，089 1，726，987 5，290，908 11，704，868 14，255，820

一日平均（人） 3，484 4，731 14，456 32，068 39，057

走行キロ
年 間（㎞） 152，281 255，142 962，780 2，057，147 2，852，691

一日平均（㎞） 461 670 2，630 5，636 7，815

在 籍 車 両（期末）（両） 125 73 109 147 174

収 入

運輸収入（円） 103，568 621，128 11，068，413 53，274，627 123，476，175

そ の 他（円） 363，094 1，976，875 421，222 2，145，913 4，444，286

計 （円） 466，662 2，598，003 11，489，635 55，420，540 127，920，461

支 出（円） 1，630，549 7，154，413 36，859，591 116，261，960 204，714，537

収 支 差 引（円）△1，163，887 △4，556，410 △25，369，956 △60，841，420 △76，794，076

年度別種　別 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度

営 業 キ ロ（㎞） 119．710 119．935 173．448 184．408 202．781

乗車者数
年 間（人） 19，001，321 21，550，357 23，372，095 32，018，806 37，158，306

一日平均（人） 52，058 58，881 64，033 87，723 101，804

走行キロ
年 間（㎞） 4，168，318 4，389，627 5，536，152 6，479，975 7，322，528

一日平均（㎞） 11，469 11，994 15，168 17，753 20，062

在 籍 車 両（期末）（両） 181 182 191 218 235

収 入

運輸収入（円）192，883，526 246，555，569 333，711，620 457，542，081 529，843，810

そ の 他（円） 9，671，269 12，052，853 15，045，290 16，478，864 19，651，015

計 （円）202，554，795 258，608，422 348，756，910 473，920，945 549，494，825

支 出（円）265，430，687 340，386，186 405，188，839 496，204，293 584，954，705

収 支 差 引（円）△62，875，892 △81，777，764 △56，431，926 △22，283，348 △35，459，880

年度別種　別 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度

営 業 キ ロ（㎞） 207．436 203．763 214．832 240．872 245．792

乗車者数
年 間（人） 42，735，131 48，928，877 56，534，342 63，752，237 73，074，819

一日平均（人） 116，763 134，051 154，889 174，664 199，658

走行キロ
年 間（㎞） 8，242，332 8，896，943 9，743，419 10，766，500 12，022，224

一日平均（㎞） 22，520 24，375 26，694 29，497 32，848

在 籍 車 両（期末）（両） 243 249 261 302 324

収 入

運輸収入（円）603，417，821 685，198，668 785，876，855 873，350，305 984，843，902

そ の 他（円） 25，454，685 32，050，970 38，521，487 40，220，738 55，568，249

計 （円）628，872，506 717，249，638 824，398，342 913，571，043 1，040，412，151

支 出（円）617，133，066 692，494，877 799，372，788 902，005，228 1，037，658，424

収 支 差 引（円） 11，739，440 25，754，761 25，025，554 11，565，815 2，753，727
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年度別種　別 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度

営 業 キ ロ（㎞） 249．542 249．891 261．821 264．581 267．851

乗車者数
年 間（人） 82，679，582 93，217，142 104，792，010 116，394，295 123，405，860

一日平均（人） 226，519 255，389 287，101 318，017 333，098

走行キロ
年 間（㎞） 12，833，211 12，949，755 13，947，415 14，933，856 15，327，359

一日平均（㎞） 35，159 35，479 38，212 40，803 41，993

在 籍 車 両（期末）（両） 352 364 391 398 421

収 入

運輸収入 （千円） 1，104，501 1，231，745 1，362，983 1，492，142 1，626，287

そ の 他 （千円） 58，168 81，460 95，662 117，898 117，898

計 （千円） 1，162，670 1，313，205 1，458，646 1，610，040 1，610，040

支 出 （千円） 1，192，130 1，421，221 1，755，154 1，997，557 1，997，557

収 支 差 引 （千円） △29，460 △108，016 △296，508 △387，517 △387，517

年度別種　別 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度

営 業 キ ロ（㎞） 276．731 282．301 288．925 318．065 298．315

乗車者数
年 間（人）108，156，210 107，498，167 102，476，602 97，863，048 109，940，462

一日平均（人） 296，318 294，516 279，991 268，118 301，207

走行キロ
年 間（㎞） 16，118，835 16，997，185 17，303，378 18，180，036 18，418，169

一日平均（㎞） 44，161 46，568 47，277 49，808 50，461

在 籍 車 両（期末）（両） 452 502 535 588 601

収 入

運輸収入 （千円） 1，896，979 2，159，116 2，362，471 2，550，038 2，894，713

そ の 他 （千円） 135，438 159，798 226，151 217，971 249，941

計 （千円） 2，032，417 2，318，914 2，588，622 2，768，009 3，144，654

支 出 （千円） 2，463，344 2，762，934 3，109，804 3，448，928 3，789，970

収 支 差 引 （千円） △430，927 △444，020 △521，182 △680，919 △645，316

年度別種　別 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度

営 業 キ ロ（㎞） 315．646 317．076 318．806 318．906 288．925

乗車者数
年 間（人）129，505，352 143，527，597 141，968，227 133，332，980 134，508，947

一日平均（人） 354，809 392，152 388，954 365，296 369，530

走行キロ
年 間（㎞） 20，710，395 22，394，078 22，006，408 21，567，789 21，562，909

一日平均（㎞） 56，741 61，186 60，292 59，090 59，239

在 籍 車 両（期末）（両） 650 673 687 699 719

収 入

運輸収入 （千円） 3，418，009 3，821，683 4，543，215 5，603，417 5，861，778

そ の 他 （千円） 329，170 373，526 398，457 1，031，700 2，020，844

計 （千円） 3，747，179 4，195，209 4，941，672 6，635，117 7，882，622

支 出 （千円） 4，559，931 5，200，246 6，824，785 8，394，893 10，829，677

収 支 差 引 （千円） △812，752 △1，005，037 △1，883，113 △1，759，776 △2，947，055
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年度別種　別 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度

営 業 キ ロ（㎞） 314．031 330．891 301．671 308．921 311．921

乗車者数
年 間（人）133，130，515 119，987，257 127，905，380 124，411，389 123，421，314

一日平均（人） 364，741 328，732 350，426 340，853 337，217

走行キロ
年 間（㎞） 22，296，607 22，720，828 20，970，571 20，579，609 20，944，851

一日平均（㎞） 61，087 62，249 57，454 56，382 57，226

在 籍 車 両（期末）（両） 739 712 685 680 679

収 入

運輸収入 （千円） 6，722，086 9，066，075 9，859，826 10，787，328 11，626，829

そ の 他 （千円） 2，107，795 2，357，479 1，679，652 2，070，063 2，135，598

計 （千円） 8，829，881 11，423，554 11，539，478 12，857，391 13，762，427

支 出 （千円） 12，103，338 13，290，638 13，856，096 14，186，147 14，539，832

収 支 差 引 （千円） △3，273，457 △1，867，084 △2，316，618 △1，328，756 △777，405

年度別種　別 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度

営 業 キ ロ（㎞） 306．641 314．001 318．691 328．691 331．741

乗車者数
年 間（人）128，224，020 126，289，027 122，537，231 121，152，724 120，001，146

一日平均（人） 351，299 345，997 335，718 331，018 328，770

走行キロ
年 間（㎞） 20，910，463 21，113，971 21，082，229 21，435，921 21，645，232

一日平均（㎞） 57，289 57，846 57，760 58，568 59，302

在 籍 車 両（期末）（両） 726 680 680 680 680

収 入

運輸収入 （千円） 12，439，083 13，922，632 14，234，750 14，195，161 15，366，683

そ の 他 （千円） 2，249，664 2，345，464 2，581，344 2，845，379 2，784，110

計 （千円） 14，688，747 16，268，096 16，816，094 17，040，540 18，150，793

支 出 （千円） 15，519，215 15，917，230 16，416，262 16，596，716 17，193，407

収 支 差 引 （千円） △830，468 350，866 399，832 443，824 957，386

年度別種　別 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度

営 業 キ ロ（㎞） 344．271 359．861 415．131 430．911 432．961

乗車者数
年 間（人）117，271，997 116，684，667 115，077，289 116，823，572 118，222，401

一日平均（人） 321，293 319，684 314，419 320，065 323，897

走行キロ
年 間（㎞） 21，403，106 21，562，891 21，096，909 21，753，658 22，037，660

一日平均（㎞） 58，639 59，076 57，542 59，599 60，377

在 籍 車 両（期末）（両） 650 649 649 649 619

収 入

運輸収入 （千円） 15，613，770 15，543，915 15，258，646 15，733，627 16，501，896

そ の 他 （千円） 2，869，755 2，762，453 2，655，978 2，437，371 2，789，019

計 （千円） 18，483，525 18，306，368 17，914，624 18，170，998 19，290，915

支 出 （千円） 17，995，816 17，413，621 17，708，612 18，079，602 18，971，563

収 支 差 引 （千円） 487，709 892，747 206，012 91，396 319，352
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年度別種　別 平成 2年度 平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度

営 業 キ ロ（㎞） 442．361 449．711 465．041 485．021 522．121

乗車者数
年 間（人）119，329，734 120，798，448 121，907，210 118，668，719 111，591，284

一日平均（人） 326，931 330，051 333，992 325，120 305，730

走行キロ
年 間（㎞） 22，153，651 2，279，582 23，152，786 23，468，060 21，716，752

一日平均（㎞） 60，695 62，275 63，432 64，296 59，498

在 籍 車 両（期末）（両） 628 639 647 655 662

収 入

運輸収入 （千円） 16，993，352 17，169，400 19，055，460 18，634，661 17，595，110

そ の 他 （千円） 2，760，146 3，301，326 3，749，251 3，956，079 4，027，163

計 （千円） 19，753，498 20，470，726 22，804，711 22，590，740 21，622，273

支 出 （千円） 19，641，090 21，119，177 22，626，921 23，373，942 24，176，967

収 支 差 引 （千円） 112，408 △648，451 177，790 △783，202 △2，554，694

年度別種　別 平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度 平成11年度

営 業 キ ロ（㎞） 528．571 534．591 538．610 534．930 521．290

乗車者数
年 間（人）106，173，257 106，923，511 103，830，610 102，061，609 98，163，537

一日平均（人） 290，091 292，941 284，467 279，621 268，206

走行キロ
年 間（㎞） 21，208，664 22，249，328 22，424，766 22，712，384 22，588，211

一日平均（㎞） 57，947 60，957 61，438 62，226 61，716

在 籍 車 両（期末）（両） 670 668 664 659 646

収 入

運輸収入 （千円） 16，767，482 16，836，954 16，313，977 16，059，727 15，405，606

そ の 他 （千円） 4，116，037 4，104，964 4，180，100 4，215，836 3，950，268

計 （千円） 20，883，519 20，941，918 20，494，077 20，275，563 19，355，874

支 出 （千円） 24，970，126 24，214，529 24，659，883 24，254，416 23，216，576

収 支 差 引 （千円） △4，086，607 △3，272，611 △4，165，806 △3，978，853 △3，860，702

年度別種　別 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

営 業 キ ロ（㎞） 431．940 436．700 440．100 446．600 429．000

乗車者数
年 間（人） 95，809，506 90，083，000 86，695，000 84，998，000 83，145，000

一日平均（人） 262，491 246，802 237，521 232，207 227，795

走行キロ
年 間（㎞） 22，097，256 20，660，650 20，222，995 20，055，135 19，759，255

一日平均（㎞） 60，540 56，605 55，405 54，795 54，135

在 籍 車 両（期末）（両） 639 601 594 584 576

収 入

運輸収入 （千円） 15，017，220 14，146，653 13，605，630 13，246，480 12，938，335

そ の 他 （千円） 3，730，536 3，864，548 3，647，905 2，883，744 2，839，456

計 （千円） 18，747，756 18，011，201 17，253，535 16，130，224 15，777，791

支 出 （千円） 22，887，549 20，472，767 20，040，381 18，964，471 18，416，010

収 支 差 引 （千円） △4，139，793 △255，362 △2，786，846 △2，834，247 △2，638，219
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年度別種　別 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

営 業 キ ロ（㎞） 361．400 364．100 380．100 380．900 381．500

乗車者数
年 間（人） 78，850，000 82，301，000 82，442，000 77，079，000 72，467，000

一日平均（人） 216，027 225，481 225，252 211，176 198，540

走行キロ
年 間（㎞） 18，772，615 18，954，735 19，106，146 19，140，142 19，128，464

一日平均（㎞） 51，432 51，931 52，202 52，439 52，407

在籍車両（期末） （両） 540 539 545 545 545

収 入

運輸収入 （千円） 12，275，827 12，286，611 12，313，122 11，881，553 11，396，760

そ の 他 （千円） 2，706，256 2，617，307 2，698，086 2，278，213 2，255，099

計 （千円） 14，982，083 14，903，918 15，011，208 14，159，766 13，651，859

支 出 （千円） 15，940，290 14，746，933 14，837，385 14，124，111 13，469，791

収 支 差 引 （千円） △877，428 156，985 253，323 154，080 218，869

年度別種　別 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

営 業 キ ロ（㎞） 380．600 385．400 392．700 357．000 357．100

乗車者数
年 間（人） 71，032，000 70，284，000 70，025，000 69，108，000 69，090，000

一日平均（人） 194，608 192，034 191，850 189，337 189，286

走行キロ
年 間（㎞） 18，434，897 18，458，325 18，684，004 18，043，265 17，679，760

一日平均（㎞） 50，507 50，432 51，189 49，434 48，438

在 籍 車 両（期末）（両） 545 531 535 518 517

収 入

運輸収入 （千円） 11，134，425 11，267，042 11，387，010 10，433，785 10，073，275

そ の 他 （千円） 1，977，464 1，587，250 1，486，699 1，367，086 1，092，725

計 （千円） 13，111，889 12，854，292 12，873，709 11，800，871 11，166，000

支 出 （千円） 12，965，692 12，703，563 12，666，888 12，137，686 15，301，308

収 支 差 引 （千円） 146，196 150，729 206，821 △27，791 △3，835，308

年度別種　別 平成27年度 平成28年度 平成29年度

営 業 キ ロ（㎞） 362．670 367．720 369．590

乗車者数
年 間（人） 69，380，000 68，348，000 68，168，000

一日平均（人） 189，564 187，255 186，763

走行キロ
年 間（㎞） 17，709，402 17，533，737 17，274，021

一日平均（㎞） 48，386 48，038 47，326

在 籍 車 両（期末）（両） 517 517 515

収 入

運輸収入 （千円） 10，067，207 9，915，303 9，865，818

そ の 他 （千円） 909，491 842，906 829，463

計 （千円） 10，976，698 10，758，209 10，695，281

支 出 （千円） 10，886，863 11，059，732 10，829，930

収 支 差 引 （千円） 284，489 △301，523 △134，649
（※平成13年度以降の年間乗車者数は、千人未満の数値を端数処理している。）
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高速鉄道事業2

年度別種　別 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度

営 業 キ ロ（㎞） 5．7 5．7 5．7 5．7 5．7

乗車者数
年 間（人） 895，762 8，371，230 10，882，613 14，291，151 16，511，733

一日平均（人） 47，145 22，935 29，815 39，047 45，238

走行キロ
年 間（㎞） 73，416 1，389，728 1，390，230 1，395，314 1，390，663

一日平均（㎞） 3，864 3，807 3，809 3，812 3，810

在 籍 車 両（期末）（両） 24 24 24 24 32

収 入

運輸収入（円） 69，742 574，670 747，056 986，758 1，329，115

そ の 他（円） 3，368，705 4，856，757 5，237，309 5，889，160 6，093，008

計 （円） 3，438，447 5，431，427 5，984，365 6，875，918 7，422，123

支 出（円） 520，568 8，406，218 8，659，770 8，463，307 8，442，267

収 支 差 引（円） 2，917，879 △2，974，791 △2，675，405 △1，587，389 △1，020，144
（備考）事業開始は昭和51年 3 月13日

年度別種　別 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度

営 業 キ ロ（㎞） 5．7 5．7 10．0 10．0 16．8

乗車者数
年 	 間（人） 18，638，866 20，341，166 24，994，640 28，297，154 44，511，635

一日平均（人） 51，065 55，729 68，291 77，526 121，950

走行キロ
年 間（㎞） 1，647，254 1，684，259 3，493，262 3，862，250 6，234，310

一日平均（㎞） 4，513 4，614 9，544 17，080 17，080

在 籍 車 両（期末）（両） 32 40 55 75 90

収 入

運輸収入 （千円） 1，539，644 1，832，042 2，674，084 3，082，745 5，958，138

そ の 他 （千円） 6，455，822 6，645，135 8，494，030 8，808，164 8，199，502

計 （千円） 7，995，466 8，477，177 11，168，114 11，890，909 14，157，640

支 出 （千円） 8，348，986 8，563，774 14，505，335 16，362，892 23，098，745

収 支 差 引 （千円） △353，520 △86，597 △3，337，221 △4，471，983 △8，941，105

年度別種　別 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度

営 業 キ ロ（㎞） 22．7 22．7 22．7 22．7 22．7

乗車者数
年 間（人） 52，220，520 59，572，009 70，504，260 76，502，540 83，448，490

一日平均（人） 143，070 162，765 193，162 209，596 228，626

走行キロ
年 間（㎞） 6，924，050 9，857，100 10，227，314 10，939，485 12，328，654

一日平均（㎞） 18，970 26，932 28，020 29，971 33，777

在 籍 車 両（期末）（両） 90 110 110 132 132

収 入

運輸収入 （千円） 7，122，080 8，436，493 10，353，074 11，461，645 12，409，531

そ の 他 （千円） 10，183，562 9，561，922 10，009，120 9，749，071 9，042，360

計 （千円） 17，305，642 17，998，415 20，362，194 21，210，716 21，451，891

支 出 （千円） 25，176，772 27，329，339 27，656，101 26，834，259 26，483，982

収 支 差 引 （千円） △7，871，130 △9，330，924 △7，293，907 △5，623，543 △5，032，091
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年度別種　別 平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度

営 業 キ ロ（㎞） 22．7 22．7 22．7 22．7 22．7

乗車者数
年 間（人） 89，964，630 92，554，875 94，743，491 88，633，667 104，966，055

一日平均（人） 245，805 253，575 259，571 242，832 286，793

走行キロ
年 間（㎞） 13，470，489 13，604，092 15，389，686 15，061，633 14，942，578

一日平均（㎞） 36，805 37，271 42，164 41，265 40，827

在 籍 車 両（期末）（両） 132 144 168 168 168

収 入

運輸収入 （千円） 13，542，924 15，072，180 15，845，595 17，230，917 18，023，215

そ の 他 （千円） 5，937，456 5，452，948 4，420，506 2，246，484 4，185，372

計 （千円） 19，480，380 20，525，128 20，266，101 19，477，401 22，208，587

支 出 （千円） 26，796，373 26，294，288 26，850，602 28，270，989 28，421，926

収 支 差 引 （千円） △7，315，993 △5，769，160 △6，584，501 △8，793，588 △6，213，339

年度別種　別 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

営 業 キ ロ（㎞） 22．7 22．7 22．7 22．7 22．7

乗車者数
年 間（人）103，699，699 100，848，805 97，945，471 95，737，593 92，036，357

一日平均（人） 284，109 276，298 268，344 261，578 252，154

走行キロ
年 間（㎞） 15，775，158 16，012，156 16，022，279 16，305，936 16，408，636

一日平均（㎞） 43，220 43，869 43，897 44，552 44，955

在籍車両（期末） （両） 168 168 168 168 168

収 入

運輸収入 （千円） 17，974，200 17，091，857 16，481，917 16，972，826 17，158，027

そ の 他 （千円） 3，854，944 3，719，502 3，772，086 3，784，515 3，585，884

計 （千円） 21，829，144 20，811，359 20，254，003 20，757，341 20，743，911

支 出 （千円） 26，797，343 25，901，000 25，081，103 23，567，300 22，515，224

収 支 差 引 （千円） △4，968，199 △5，089，641 △4，827，100 △2，809，959 △1，771，313

年度別種　別 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

営 業 キ ロ（㎞） 30．6 30．6 30．6 30．6 30．6

乗車者数
年 間（人）109，962，000 113，172，000 112，336，000 110，387，000 110，633，000

一日平均（人） 310，421 310，060 306，928 302，430 303，101

走行キロ
年 間（㎞） 18，341，941 19，035，490 19，111，765 19，038，769 19，038，119

一日平均（㎞） 52，179 52，152 52，218 52，161 52，159

在籍車両（期末） （両） 208 208 208 208 208

収 入

運輸収入 （千円） 17，839，976 17，818，800 17，447，040 17，098，094 16，939，808

そ の 他 （千円） 4，403，692 4，440，853 6，576，988 6，398，390 6，237，405

計 （千円） 22，243，668 22，259，653 24，024，028 23，496，484 23，177，213

支 出 （千円） 30，669，296 32，102，682 31，453，904 29，387，258 27，258，312

収 支 差 引 （千円） △8，425，628 △9，843，029 △7，429，876 △5，890，774 △4，081，099
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年度別種　別 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

営 業 キ ロ（㎞） 30．6 30．6 30．6 30．6 30．6

乗車者数
年 間（人）111，867，000 112，552，000 112，948，000 111，054，000 111，054，000

一日平均（人） 306，486 307，519 309，447 304，258 304，257

走行キロ
年 間（㎞） 19，189，102 19，469，052 19，447，967 19，428，036 19，475，679

一日平均（㎞） 52，573 53，194 53，282 53，227 53，358

在 籍 車 両（期末）（両） 208 208 208 208 208

収 入

運輸収入 （千円） 17，063，147 17，095，071 17，611，693 17，715，498 17，952，301

そ の 他 （千円） 5，901，796 5，691，482 5，026，907 4，430，636 4，251，380

計 （千円） 22，964，943 22，786，553 22，638，600 22，146，134 22，203，681

支 出 （千円） 26，245，328 25，742，484 24，061，143 23，475，246 22，835，113

収 支 差 引 （千円） △3，277，955 △2，955，931 △1，422，543 △1，329，112 △631，432

年度別種　別 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

営 業 キ ロ（㎞） 30．6 30．6 30．6 30．6 30．6

乗車者数
年 間（人）110，418，000 110，826，000 110，870，000 110，735，000 112，283，000

一日平均（人） 301，689 303，634 303，753 303，383 306，785

走行キロ
年 間（㎞） 19，515，361 19，452，922 19，412，880 19，445，093 19，497，005

一日平均（㎞） 53，321 53，296 53，319 53，275 53，271

在 籍 車 両（期末）（両） 208 208 208 208 208

収 入

運輸収入 （千円） 17，979，129 17，993，962 18，558，053 18，414，773 18，733，174

そ の 他 （千円） 3，999，764 3，859，652 3，713，982 6，466，336 6，764，529

計 （千円） 21，978，893 21，853，614 22，272，035 24，881，109 25，497，703

支 出 （千円） 22，756，503 22，565，791 22，109，089 30，010，510 23，321，681

収 支 差 引 （千円） △777，610 △712，177 181，873 △5，129，401 2，176，022

年度別種　別 平成28年度 平成29年度

営 業 キ ロ（㎞） 30．6 30．6

乗車者数
年 間（人）112，035，000 113,960,000

一日平均（人） 306，946 312,219

走行キロ
年 間（㎞） 19，463，959 19,460,605

一日平均（㎞） 53，326 53,317

在 籍 車 両（期末）（両） 208 208

収 入

運輸収入 （千円） 18，666，954 18,873,484

そ の 他 （千円） 6，763，825 6,292,282

計 （千円） 25，430，779 25,165,765

支 出 （千円） 23，663，734 23,483,998

収 支 差 引 （千円） 1，767，045 1,681,767
（※平成13年度以降の年間乗車者数は、千人未満の数値を端数処理している。）

325第 １章　統計資料



過去の事業3

⑴　観光バス事業

観光・貸切バス運輸成績

年度別 営業日数
使 用 車 数 運転キロ数 乗　客　数 乗　客　数　収　入

年度計 1日
平均 年度計 1日

平均 年度計 1日
平均 年　度　計 1日平均

昭和 日 両 両 ㎞ ㎞ 人 人 円　銭 円　銭
11 171 569 3 45，905 268 8，705 51 9，455．80 55．30
12 363 1，118 3 90，084 248 18，698 52 20，186．70 55．61
13 98 446 4 32，810 335 7，758 79 7，936．40 80．98
14 349 460 1 34，603 99 7，542 22 8，873．10 25．42
15 179 466 2 35，565 199 8，644 48 9，802．20 54．76

（こ　　　の　　　間　　　休　　　止）
24 243 106 1 10，721 44 5，088 21 876，850．― 360．84
25 365 735 2 74，948 205 35，280 97 4，686，800．― 12，840．54
26 366 1，652 5 170，203 465 79，296 249 14，148，148．― 38，656．14
27 365 2，317 6 238，418 653 115，057 315 23，226，890．― 97，420．87
28 365 3，347 9 371，841 1，019 176，674 484 38，746，722．― 104，471．32
29 365 4，555 13 489，782 1，342 220，193 603 51，017，515．― 104，163．71
30 366 4，385 12 520，328 1，422 252，192 689 55，909，476．― 152，758．13
31 365 5，150 14 580，018 1，589 335，753 920 61，233，369．― 167，762．65
32 365 5，308 15 618，717 1，695 346，073 948 64，935，164．― 177，904．55
33 365 5，274 14 617，590 1，692 360，700 988 66，201，886．― 181，375．03
34 366 4，874 13 577，857 1，579 602，444 1，646 64，277，992．― 175，622．92
35 365 5，641 15 667，024 1，827 673，492 1，845 72，660，017．― 199，069．53
36 365 6，033 17 659，258 1，806 704，200 1，929 73，082，473．― 200，225．95
37 365 5，853 16 585，490 1，604 614，400 1，683 67，061，790．― 183，730．93
38 366 5，221 14 550，202 1，503 574，300 1，569 62，111，575．― 169，703．75
39 365 4，421 12 487，095 1，335 546，450 1，497 56，554，360．― 154，943．45
40 365 5，624 15 420，968 1，153 482，950 1，323 58，467，000．― 160，183．56
41 365 5，444 15 416，184 1，140 475，200 1，302 57，730，410．― 158，165．50
42 366 5，834 16 440，587 1，204 312，400 854 61，308，360．― 167，509．18
43 365 5，073 14 391，431 1，072 282，800 775 51，650，860．― 141，509．20
44 365 5，443 15 361，319 990 270，100 740 53，033，520．― 145，297．31
45 365 5，522 15 371，586 1，018 296，003 811 63，026，700．― 172，675．89
46 366 4，772 13 408，071 1，115 330，499 903 67，421，900．― 184，212．84
47 365 4，089 11 427，503 1，171 311，985 855 74，094，220．― 202，997．86
48 365 4，041 11 461，671 1，265 281，490 771 83，004，250．― 227，408．90
49 364 3，749 10 455，792 1，252 281，008 772 117，626，200．― 323，148．90
50 366 3，275 9 394，460 1，078 276，503 755 143，084，520．― 390，941．31
51 365 3，385 9 469，053 1，285 294，049 805 161，310，150．― 441，945．61
52 365 3，626 10 482，881 1，323 338，787 928 181，626，600．― 497，607．12
53 365 3，228 9 456，731 1，251 292，838 802 186，608，900．― 511，257．26
54 366 3，079 8 519，023 1，418 268，002 732 205，625，900．― 561，819．40
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年度別 営業日数
使 用 車 数 運転キロ数 乗　客　数 乗　客　数　収　入

年度計 1日
平均 年度計 1日

平均 年度計 1日
平均 年　度　計 1日平均

昭和 日 両 両 ㎞ ㎞ 人 人 円　銭 円　銭
55 365 3，384 9 513，916 1，408 325，136 891 239，873，500．― 657，188．―
56 365 3，618 10 428，673 1，174 349，321 957 246，381，000．― 675，016．―
57 365 3，491 10 426，178 1，168 346，866 950 284，169，000．― 778，545．―
58 366 3，841 11 471，586 1，288 347，473 949 294，297，000．― 804，090．―
59 365 3，670 10 447，557 1，226 289，347 1，067 293，052，200．― 802，883．―
60 365 3，587 10 445，899 1，222 393，153 1，077 322，945，400．― 884，782．―
61 365 3，304 9 434，165 1，189 334，078 915 267，906，000．― 733，989．―
62 366 3，431 9 453，066 1，238 317，451 867 272，129，500．― 743，523．―
63 365 2，740 8 394，766 1，082 316，855 868 262，156，000．― 718，236．―

平成
元 365 2，779 8 382，637 1，048 353，327 968 274，495，195．― 752，042．―
2 365 2，669 7 393，231 1，077 629，686 1，725 319，726，265．― 875，962．―
3 366 2，094 6 342，540 936 636，276 1，748 298，548，571．― 815，706．―
4 365 1，926 5 330，276 905 594，740 1，629 297，647，248．― 815，472．―
5 365 2，164 6 318，783 873 773，948 2，120 329，295，688．― 902，180．―
6 291 3，084 10 326，906 1，123 920，081 3，162 339，469，316．― 1，166，561．―
7 256 2，331 9 138，984 543 1，027，917 4，015 230，069，055．― 898，707．―
8 365 536 2 66，634 183 486，124 1，332 140，284，391．― 384，341．―
9 365 921 3 99，880 274 561，615 1，539 182，219，511．― 499，232．―
10 365 1，042 3 165，689 454 636，945 1，745 202，094，944．― 553，685．―
11 366 ― ― 531，185 1，455 114，590，306．― 313，088．―
※ Ｈ11．3 ．31観光バス事業廃止
※ Ｈ11年度乗客数・収入はシティー・ループのみ
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（参考）歴代観光車愛称一覧表
導入年月 抹消年月 メーカー 型　式 愛　称

1950.	 2 1959.	 3 いすゞ BX91 むらさめ

1950.	 9 1957.	12 いすゞ BX95 ろっこう

1950.	10 1958.	 3 いすゞ BX81 ありま

1951.	10 1957.	12 日　野 BH－10 すま

1951.	10 1957.	12 日　野 BH－10 まいこ

1951.	11 1957.	12 いすゞ BX95 まや

1952.	 3 1960.	12 日　野 BH－10 ながた

1952.	 3 1962.	 1 日　野 BH－10 ぬのびき

1952.	 3 1962.	 3 日　野 BH－10 いくた

1953.	 3 1962.	 8 三　菱 B－25 つきしま

1953.	 3 1963.	 7 三　菱 B－25 すわやま

1953.	 3 1963.	 7 三　菱 B－25 ゆめの

1953.	 3 1963.	 7 三　菱 B－25 おおわだ

1953.	 3 1963.	 7 三　菱 B－25 ひよどり

1953.	 3 1964.	 7 三　菱 B－25 かるも

1953.	 3 1963.	 7 三　菱 B－25 みさき

1953.	 3 1964.	 7 日　野 BH11－54 たちばな

1953.	 3 1964.	 7 日　野 BH11－53 くすのき

1953.	 4 1962.	 7 三　菱 B－25 たるみ

1953.	 4 1963.	 5 三　菱 B－25 ひょうご

1953.	 4 1962.	 7 三　菱 B－25 ふきあい

1953.	 4 1963.	 5 三　菱 B－25 たかとり

1953.	 5 1963.	 5 日　野 BD－10 きぬがけ

1953.	 5 1963.	 5 日　野 BD－10 いそなれ

1953.	 6 1963.	 3 いすゞ BX95X みなと

1953.	 6 1962.	 7 三　菱 B－25 みぬめ

1953.	 6 1962.	 7 三　菱 B－25 すみよし

1953.	 6 1963.	 7 三　菱 B－25 みなとがわ

1953.	 6 1964.	 7 三　菱 B－25 もとまち

1953.	10 1963.	 3 日　野 BH－11 しおや

1953.	10 1963.	 3 日　野 BH－11 ひらの

1953.	10 1963.	 3 日　野 BH－11 みかげ

1953.	10 1963.	 3 日　野 BH－11 はなくま

1953.	10 1964.	 1 日　野 BH－11 せきもり

1954.	 3 1964.	 1 日　野 BH11－54 ながた

1954.	 3 1964.	 7 日　野 BH11－54 いくた

1954.	 3 1964.	 7 日　野 BH－11 なだ

1954.	 3 1964.	 7 日　野 BH11－54 ぬのびき

1955.	 3 1965.	10 三　菱 R－21 ろっこう

1955.	 3 1965.	10 三　菱 R－21 ありま

1955.	 3 1965.	 3 日　野 BD－12 こうべ

1955.	 3 1965.	10 日　野 BD－32 むらさめ

1955.	 3 1966.	12 日　野 BD－32 まつかぜ

1955.	 3 1966.	12 日　野 BD－32 ひらの

1955.	 3 1965.	10 三　菱 R－21 おくまや

導入年月 抹消年月 メーカー 型　式 愛　称

1955.	 3 1967.	 3 三　菱 R－21 むこ

1956.	 3 1966.	12 三　菱 R270 ふくはら

1956.	 3 1965.	10 三　菱 R270 さんのみや

1956.	 3 1967.	 3 日　野 BD－33 いちのたに

1956.	 3 1967.	 5 日　野 BD－33 すまうら

1956.	 3 1966.	12 三　菱 R270 かすがの

1956.	 4 1965.	10 日　野 BD－33 かみさわ

1956.	 4 1965.	10 日　野 BD－33 つきみやま

1956.	 5 1966.	12 三　菱 R270 たもん

1956.	10 1966.	12 日　野 BD－33 てっかい

1956.	10 1967.	 3 三　菱 R270 いわや

1956.	10 1967.	 3 三　菱 R270 あおたに

1957.	 4 1967.	12 日　野 BK－30 はちぶせ

1957.	 4 1967.	12 日　野 BK－30 いたやど

1957.	 4 1967.	12 日　野 BK－30 すさの

1957.	 5 1967.	 3 三　菱 R280 もとやま

1957.	 5 1967.	 3 三　菱 R280 くもち

1957.	 5 1967.	12 三　菱 R270 KOBE

1957.	 5 1967.	 5 日　野 BD－33 ひょうご

1957.	 5 1967.	12 日　野 BD－33 わかみや

1957.	 5 1967.	12 日　野 BD－33 やなぎはら

1957.	 5 1964.	 7 いすゞ BC－20－ 1 いかりやま

1957.	 6 1964.	 7 いすゞ BC－20－ 1 いそがみ

1958.	 4 1963.	10 いすゞ BC－20－ 1 ひらの

1958.	 4 1964.	 7 いすゞ BC－20－ 1 ゆめの

1958.	 4 1967.	12 いすゞ BA351 はなくま

1958.	 4 1967.	12 三　菱 R275 みかげ

1958.	 4 1969.	 8 三　菱 R275 ふきあい

1958.	 4 1969.	 9 三　菱 R275 みぬめ

1958.	 4 1969.	 8 日　野 BD－34 すま

1958.	 4 1969.	 8 日　野 BK－32 たかとり

1958.	 4 1969.	 8 日　野 BK－32 かるも

1958.	 4 1970.	 2 日　野 BD－34 まいこ

1958.	 4 1970.	 2 日　野 BD－34 たるみ

1958.	10 1969.	 8 三　菱 R380 すみよし

1958.	10 1969.	 8 三　菱 R380 なだ

1958.	10 1970.	 3 日　野 BK－32 ぬのびき

1958.	10 1970.	 3 日　野 BK－32 いくた

1959.	 3 1970.	 3 日　野 BD－34 おおわだ

1959.	 4 1970.	 2 日　野 BD－34 みなとがわ

1959.	 4 1970.	 2 日　野 BD－34 つきしま

1959.	 4 1969.	 8 三　菱 AR475 ひよどり

1959.	 4 1969.	 8 三　菱 R375 みなと

1959.	 4 1969.	 8 日　野 BD－14－P きぬがけ

1959.	 4 1970.	 2 日　野 BD－14－P いそなれ
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導入年月 抹消年月 メーカー 型　式 愛　称

1959.	 4 1969.	 8 三　菱 AR471 きくすい

1960.	 3 1970.	12 三　菱 R475 ろっこう

1960.	 3 1970.	12 三　菱 R475 ありま

1960.	 3 1970.	 2 日　野 BD－14－P むらさめ

1960.	 3 1970.	 7 日　野 BD－14－P まつかぜ

1960.	 3 1970.	12 日　野 BD－14 まや

1960.	 8 1970.	12 三　菱 R470A おくまや

1960.	 8 1971.	 6 日　野 BD－14 すまうら

1960.	 8 1971.	 6 日　野 BD－14 いちのたに

1960.	 8 1970.	 2 日　野 BD－14－P たちばな

1960.	 8 1970.	 2 日　野 BD－14－P くすのき

1961.	 1 1970.	 7 三　菱 R470 いわや

1961.	 1 1971.	 6 日　野 BD－15 ふくはら

1961.	 1 1971.	 6 日　野 BD－15 たもん

1961.	 1 1971.	 6 日　野 BD－15 あおたに

1961.	 1 1971.	 6 日　野 BD－15 かすがの

1961.	 7 1972.	 3 三　菱 R475 ふかえ

1961.	 7 1971.	 6 日　野 BD－15 つきみやま

1961.	 7 1971.	 6 日　野 BD－15 せきもり

1961.	 7 1971.	 6 日　野 BD－15 すわやま

1961.	 7 1971.	 9 日　野 BD－15 もとまち

1962.	 3 1972.	 4 日　野 RB－10 ひょうご

1962.	 3 1973.	 3 三　菱 R470 うおざき

1962.	 3 1973.	 3 いすゞ BC151 はなくま

1962.	 7 1971.	 6 日野Ｒ B－10 わかみや

1962.	 7 1971.	 6 日野Ｒ B－10 ながた

1962.	 7 1970.	 3 三　菱 MR470 なだ

1962.	 7 1970.	 3 三　菱 MR470 いくた

1962.	 7 1971.	11 三　菱 MR470 くもち

1963.	 2 1974.	 3 三　菱 MR470 みかげ

1963.	 2 1974.	11 三　菱 MR470 ぬのびき

1963.	 7 1974.	 3 三　菱 MR470 すみよし

1963.	 7 1974.	11 三　菱 MR470 さんのみや

1963.	 7 1974.	11 日野Ｒ B－10 たるみ

1966.	12 1975.	 8 日　野 RC100TP まや

1966.	12 1976.	 7 日　野 RC100TP こうべ

1967.	 1 1975.	 8 三　菱 MAR470 ろっこう

1970.	 3 1977.	 7 三　菱 B－805L KOBE

1970.	 7 1978.	 3 三　菱 B－806N すま

1970.	 7 1978.	 3 三　菱 B－806N あじさい

1971.	 6 1978.	 3 三　菱 B－806N むらさめ

1971.	 6 1978.	 3 三　菱 B－806N まつかぜ

1972.	 3 1980.	 2 三　菱 B－806N まいこ

1972.	 3 1979.	 7 三　菱 B－806N なだ

1972.	 3 1979.	 7 三　菱 B－806N いくた

1973.	 3 1982.	 3 三　菱 B806N きくすい

導入年月 抹消年月 メーカー 型　式 愛　称

1973.	 3 1982.	 3 三　菱 B806N みなとがわ

1973.	 3 1982.	 3 三　菱 B806N ありま

1975.	 9 1983.	 9 三　菱 B806N ぬのびき

1975.	 9 1983.	 9 三　菱 B806N さんのみや

1976.	 8 1985.	 3 三　菱 B905N ろっこう

1976.	 8 1985.	 3 三　菱 B905N まや

1976.	 8 1983.	 7 三　菱 B806N KOBE

1977.	 8 1986.	 2 三　菱 B905N みかげ

1977.	 8 1986.	 2 三　菱 B905N ふたたび

1977.	 8 1986.	 2 三　菱 B905N きぬがけ

1979.	 5 1988.	 4 ネオプラン N122／ 3 二階バス

1979.	 6 1988.	 4 三　菱 B905NP すま

1979.	 6 1988.	 4 三　菱 B905NP まいこ

1979.	 6 1989.	 5 三　菱 B905NP なだ

1981.	 4 1990.	 4 三　菱 MS615N かざみどり

1981.	 4 1990.	 4 三　菱 MS615N あじさい

1981.	 4 1990.	 4 三　菱 MS615N ごしきづか

1983.	 4 1991.	11 三　菱 MS615N ぬのびき

1983.	 4 1991.	11 三　菱 MS615N ありま

1983.	 4 1992.	 5 三　菱 MS615N こうべ

1985.	 3 1994.	 3 三　菱 P－MS725S ろっこう

1985.	 3 1994.	 3 三　菱 P－MS725S まや

1986.	 6 1994.	 4 三　菱 P－MS725S みかげ

1986.	 6 1994.	 4 三　菱 P－MS725S ふたたび

1986.	 6 1994.	 4 三　菱 P－MS725S きぬがけ

1988.	 4 1997.	 4 三　菱 P－MS725S すま

1988.	 4 1997.	 4 三　菱 P－MS725S まいこ

1988.	 4 1998.	 5 三　菱 P－MS725S むらさめ

1989.	 5 1999.	 4 三　菱 P－MS725S まつかぜ

1990.	 4 1999.	 4 いすゞ P－LV719N あじさい

1990.	 4 1999.	 4 いすゞ P－LV719N かざみどり

1990.	 4 1999.	 4 三　菱 P－MS725S ひよどり

1991.	11 1999.	 4 三　菱 U－MS726S ぬのびき

1991.	11 1999.	 4 三　菱 U－MS726S ありま

1992.	 5 1999.	 4 三　菱 U－MS726N こうべ

1994.	 3 1999.	 4 三　菱 U－MS821P ろっこう

1994.	 3 1999.	 4 三　菱 U－MS821P まや

1994.	 4 1999.	 4 三　菱 U－MS821P みかげ

1994.	 4 1999.	 4 三　菱 U－MS821P ふたたび

1994.	 4 1999.	 4 三　菱 U－MS821P きぬがけ

1997.	 4 1999.	 4 三　菱 KC－MS822PH ぬのびき

1997.	 4 1999.	 4 三　菱 KC－MS822PH ありま

1997.	 4 1999.	 4 三　菱 KC－MS822PH むらさめ
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⑵　軌道事業

年度別種　別 大正 6年度 大正 7年度 大正 8年度 大正 9年度 大正10年度

営 業 キ ロ（㎞） 12．262 12．262 12．960 12．968 17．713

乗車者数
年 間（人） 24，645，771 51，284，411 52，386，816 57，313，414 64，108，981

一日平均（人） 113，768 140，505 143，133 157，026 175，641

走行キロ
年 間（㎞） 2，598，642 3，928，742 4，354，230 5，545，270 7，734，140

一日平均（㎞） 10，694 10，764 11，897 15，193 21，189

在 籍 車 両（期末）（両） 90 90 90 110 156

収 入

運輸収入（円） 845，379 1，499，329 1，872，106 2，805，173 3，140，304

そ の 他（円） ― ― ― ― ―

計 （円） ― ― ― ― ―

支 出（円） ― ― ― ― ―

収 支 差 引（円） ― ― ― ― ―
（備考） 1　事業開始は大正 6年 8月 1日　　　 2　昭和46年 3 月14日軌道事業廃止
　　　  3 　銭以下は切り捨て

年度別種　別 大正11年度 大正12年度 大正13年度 大正14年度 大正15年度

営 業 キ ロ（㎞） 19．734 21．458 24．541 27．353 29．274

乗車者数
年 間（人） 73，791，111 80，679，672 87，376，615 91，243，582 101，681，548

一日平均（人） 202，167 220，436 239，388 249，982 278，580

走行キロ
年 間（㎞） 9，861，070 10，757，064 12，039，220 13，569，958 16，568，781

一日平均（㎞） 27，017 29，391 32，984 37，178 45，394

在 籍 車 両（期末）（両） 170 195 228 240 248

収 入

運輸収入（円） 3，635，410 3，973，737 4，301，364 4，490，340 5，005，577

そ の 他（円） ― ― ― ― ―

計 （円） ― ― ― ― ―

支 出（円） ― ― ― ― ―

収 支 差 引（円） ― ― ― ― ―

年度別種　別 昭和 2年度 昭和 3年度 昭和 4年度 昭和 5年度 昭和 6年度

営 業 キ ロ（㎞） 29．274 30．313 30．261 30．261 30．241

乗車者数
年 間（人）108，985，701 110，755，718 103，579，295 94，161，025 83，359，149

一日平均（人） 297，775 303，440 283，779 257，975 227，757

走行キロ
年 間（㎞） 17，016，035 16，651，073 17，044，338 17，180，281 17，528，015

一日平均（㎞） 46，492 45，619 46，697 47，069 47，891

在 籍 車 両（期末）（両） 260 265 265 275 275

収 入

運輸収入（円） 5，363，757 5，446，884 5，929，232 5，362，698 4，702，445

そ の 他（円） ― ― ― ― ―

計 （円） ― ― ― ― ―

支 出（円） ― ― ― ― ―

収 支 差 引（円） ― ― ― ― ―

大正 6年度～昭和45年度
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年度別種　別 昭和 7年度 昭和 8年度 昭和 9年度 昭和10年度 昭和11年度

営 業 キ ロ（㎞） 30．752 31．842 31．350 31．391 31．391

乗車者数
年 間（人） 80，420，103 85，442，384 87，631，889 88，824，009 88，670，894

一日平均（人） 220，329 234，089 240，087 242，689 242，934

走行キロ
年 間（㎞） 17，093，394 16，717，167 17，040，663 17，338，433 17，673，857

一日平均（㎞） 46，832 45，800 46，687 47，373 48，422

在 籍 車 両（期末）（両） 275 275 275 275 275

収 入

運輸収入（円） 4，464，132 4，727，663 4，819，037 4，879，855 4，864，467

そ の 他（円） ― 169，584 157，416 197，713 202，531

計 （円） ― 4，897，247 4，976，453 5，077，568 5，066，998

支 出（円） ― 4，535，774 4，538，344 5，258，440 4，315，180

収 支 差 引（円） ― 361，473 438，109 △180，872 751，818

年度別種　別 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度 昭和15年度 昭和16年度

営 業 キ ロ（㎞） 32．578 32．578 32．578 33．343 33．343

乗車者数
年 間（人） 90，714，346 93，167，947 106，202，044 124，025，639 144，321，713

一日平均（人） 248，532 255，255 290，170 339，796 395，402

走行キロ
年 間（㎞） 16，966，796 15，642，409 15，938，244 16，140，936 16，819，251

一日平均（㎞） 46，484 42，856 43，547 44，222 46，081

在 籍 車 両（期末）（両） 275 285 285 285 282

収 入

運輸収入（円） 4，941，658 5，068，150 5，766，949 6，730，079 7，810，225

そ の 他（円） 194，820 196，007 195，969 206，278 379，236

計 （円） 5，136，478 5，264，157 5，962，918 6，936，537 8，189，461

支 出（円） 4，220，074 4，359，177 4，384，841 4，493，388 5，120，696

収 支 差 引（円） 916，404 904，980 1，578，077 2，443，149 3，068，765

年度別種　別 昭和17年度 昭和18年度 昭和19年度 昭和20年度 昭和21年度

営 業 キ ロ（㎞） 33．343 33．343 34．569 31．866 34．314

乗車者数
年 間（人）161，946，475 177，070，872 159，751，238 74，605，695 109，182，103

一日平均（人） 443，689 483，800 438，877 204，399 299，129

走行キロ
年 間（㎞） 16，093，176 15，607，472 10，282，845 3，903，709 5，900，845

一日平均（㎞） 44，091 42，643 28，250 10，695 16，167

在 籍 車 両（期末）（両） 282 282 261 161 163

収 入

運輸収入（円） 8，716，367 12，256，902 11，377，762 5，530，826 29，846，926

そ の 他（円） 7，241，692 8，481，188 7，721，087 10，913，598 6，675，568

計 （円） 15，958，059 20，738，090 19，098，849 16，444，424 36，524，494

支 出（円） 8，140，816 7，732，136 9，606，128 15，192，378 45，582，875

収 支 差 引（円） 7，817，243 13，005，954 9，492，721 1，252，046 △9，058，381
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年度別種　別 昭和22年度 昭和23年度 昭和24年度 昭和25年度 昭和26年度

営 業 キ ロ（㎞） 34．314 34．314 34．953 34．953 34．953

乗車者数
年 間（人）124，803，999 114，298，392 111，359，226 110，527，480 118，786，156

一日平均（人） 340，995 313，146 305，094 302，815 324，552

走行キロ
年 間（㎞） 5，925，091 7，353，100 8，506，930 8，749，302 9，168，126

一日平均（㎞） 16，189 20，145 23，307 23，971 25，050

在 籍 車 両（期末）（両） 178 219 240 244 246

収 入

運輸収入（円）143，405，826 448，120，750 713，192，324 763，261，170 870，346，930

そ の 他（円） 10，540，546 24，473，079 50，067，613 101，226，249 122，159，534

計 （円）153，946，372 472，593，829 763，259，937 864，487，419 992，506，464

支 出（円）139，239，618 359，206，277 596，047，311 747，722，039 924，709，355

収 支 差 引（円） 14，706，754 113，387，552 167，212，626 116，765，380 67，797，109

年度別種　別 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度 昭和31年度

営 業 キ ロ（㎞） 34．873 35．543 35．543 35．543 35．543

乗車者数
年 間（人） 124，528，312 126，347，025 119，472，276 119，849，408 126，164，378

一日平均（人） 341，173 346，156 327，321 327，457 345，656

走行キロ
年 間（㎞） 9，787，289 10，239，224 10，686，525 11，028，693 11，052，104

一日平均（㎞） 26，814 28，053 29，278 30，133	 30，280

在 籍 車 両（期末）（両） 234 237 239 240 240

収 入

運輸収入（円）1，089，447，155 1，269，615，460 1，241，213，821 1，243，726，172 1，305，197，926

そ の 他（円） 73，743，149 83，385，659 88，049，434 96，013，442 122，495，552

計 （円）1，163，190，304 1，353，001，119 1，329，263，255 1，339，739，614 1，427，693，478

支 出（円）1，116，894，033 1，199，692，037 1，292，432，968 1，333，044，099 1，390，781，868

収 支 差 引（円） 46，296，271 153，309，082 36，830，287 6，695，515 36，911，610

年度別種　別 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度 昭和35年度 昭和36年度

営 業 キ ロ（㎞） 35．543 35．543 35．632 35．606 35．606

乗車者数
年 間（人） 134，273，660 134，291，729 136，652，950 141，808，363 146，386，741

一日平均（人） 367，873 367，923 373，369 388，516 401，060

走行キロ
年 間（㎞） 11，432，221 11，553，188 11，458，171 11，405，644 10，937，802

一日平均（㎞） 31，321 31，653 31，306 31，248 29，967

在 籍 車 両（期末）（両） 240 235 237 234 234

収 入

運輸収入（円）1，382，837，790 1，376，263，775 1，397，022，984 1，452，558，607 1，499，802，427

そ の 他（円） 138，799，383 159，758，237 166，389，660 150，877，507 140，605，956

計 （円）1，521，637，173 1，536，022，012 1，563，412，644 1，603，436，114 1，640，408，383

支 出（円）1，515，425，961 1，540，058，376 1，561，877，241 1，683，178，284 1，916，552，957

収 支 差 引（円） 6，211，212 △4，036，364 1，535，403 △79，742，170 △276，144，574
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年度別種　別 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度

営 業 キ ロ（㎞） 35．583 35．527 35．537 35．537 34．916

乗車者数
年 間（人） 140，063，171 136，576，619 133，181，919 129，496，151 119，374，049

一日平均（人） 383，735 373，160 364，882 354，783 327，052

走行キロ
年 間（㎞） 10，559，794 10，545，371 10，138，371 9，900，033 9，272，902

一日平均（㎞） 28，931 28，812 27，776 27，123 25，405

在 籍 車 両（期末）（両） 234 230 224 224 224

収 入

運輸収入（円）1，594，649，872 1，641，900，890 1，595，677，856 1，543，709，830 1，678，354，715

そ の 他（円） 160，325，855 256，088，932 195，311，730 351，586，581 366，490，847

計 （円）1，754，975，727 1，897，989，822 1，790，989，586 1，895，296，411 2，044，845，562

支 出（円）2，057，265，121 2，237，402，946 2，322，395，658 2，680，744，769 2，875，490，705

収 支 差 引（円）△302，289，394 △339，413，124 △531，406，072 △785，448，358 △830，645，143

年度別種　別 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度

営 業 キ ロ（㎞） 34．920 20．105 10．644 10．644

乗車者数
年 間（人） 106，654，867 71，392，763 39，390，732 14，600，559

一日平均（人） 291，407 195，597 107，920 42，077

走行キロ
年 間（㎞） 8，618，840 6，676，127 3，765，499 1，446，287

一日平均（㎞） 23，549 18，291 10，316 4，168

在 籍 車 両（期末）（両） 224 125 65 45

収 入

運輸収入（円） 1，805，021，587 1，423，896，541 786，432，868 292，460，242

そ の 他（円） 493，964，674 519，648，012 362，000，071 606，407，863

計 （円） 2，298，986，261 1，943，544，553 1，148，432，939 898，860，105

支 出（円） 3，348，317，474 3，280，345，915 2，317，964，382 1，783，322，667

収 支 差 引（円）△1，049，331，213 △1，336，801，362 △1，169，531，443 △884，462，562
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⑶　市営以前の市街電車事業
明治43年～大正 6年

年
　　　　　　　期
種　別

明治43年 明治44年 明治45年 大正 2年

上　期 下　期 上　期 下　期 上　期 下　期 上　期 下　期

運　転　日　数	 （日） 179 182 183 183 183 212 184 181

使　用　車　両	 （両） 6，142 6，784 7，032 6，772 6，981 8，922 8，369 9，893

運 転 マ イ ル	（マイル） 625，276 756，981 822，786 827，045 880，071 1，238，511 1，143，787 1，309，342

一　日
平　均

乗車者数	（人） 32，277 30，530 35，646 34，170 38，715 42，170 53，671 60，609

乗車収入	（円） 1，021 974 1，116 1，064 1，193 1，295 1，656 1，849

（備考）　上期： 4／ 1～ 9／30（明治45年まで）	 5 ／ 1 ～10／31（大正 2年以降）
　　　　下期：10／ 1 ～ 3 ／31（明治45年まで）	11／ 1 ～ 4 ／30（大正 2年以降）

年
　　　　　　　期
種　別

大正 3年 大正 4年 大正 5年 大正 6年

上期 下期 上期 下期 上期 下期 5／ 1～ 7／31

運　転　日　数	 （日） 184 181 184 182 184 181 92

使　用　車　両	 （両） 10，155 9，007 9，272 9，174 9，230 9，376 4，813

運 転 マ イ ル	（マイル） 1，295，931 1，186，974 1，202，792 1，186，974 1，202，792 1，185，763 641，619

一　日
平　均

乗車者数	（人） 63，028 60，521 64，710 69，644 77，146 84，982 92，427

乗車収入	（円） 1，911 1，836 1，957 2，116 2，344 2，593 2，805
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⑷　索道事業（奥摩耶ロープウェー）
昭和30年度～昭和52年度

年度別種　別 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度

運転回数
年 間（回） 12，308 15，989 16，434 16，060 16，333
一日平均（回） 48 44 46 45 46

乗車者数
年 間（人） 383，193 445，842 399，873 354，814 353，553
一日平均（人） 1，485 1，235 1，123 983 996

収 入
運輸収入（円） 13，441，780 15，990，114 14，496，868 12，933，294 12，804，632
そ の 他（円） 5，816，543 8，274，110 8，937，246 7，151，368 8，303，186
計 （円） 19，258，323 24，264，224 23，434，114 20，084，662 21，107，818

支 出（円） 15，337，060 23，368，207 26，251，901 22，097，722 23，574，099
収 支 差 引（円） 3，921，263 896，017 △2，817，787 △2，013，060 △2，466，281
（備考） 1　事業開始は昭和30年 7 月12日　　　 2　昭和52年 7 月 1 日で廃止（神戸市都市整備公社へ有償移管）

年度別種　別 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度

運転回数
年 間（回） 16，438 17，061 17，367 15，494 14，844
一日平均（回） 46 47 48 44 42

乗車者数
年 間（人） 342，155 389，597 381，987 328，071 310，739
一日平均（人） 964 1，079 1，070 924 888

収 入
運輸収入（円） 12，542，537 14，329，828 14，175，558 12，391，617 12，152，097
そ の 他（円） 8，212，615 8，726，519 8，557，544 6，902，144 6，382，928
計 （円） 20，755，152 23，056，347 22，733，102 19，293，761 18，535，025

支 出（円） 24，623，921 23，364，172 24，252，665 24，185，273 28，136，902
収 支 差 引（円）△3，868，769 △307，825 △1，519，563 △4，891，512 △9，601，877

年度別種　別 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度

運転回数
年 間（回） 14，340 14，018 13，005 12，854 13，436
一日平均（回） 40 40 37 36 38

乗車者数
年 間（人） 270，153 250，374 206，197 186，770 209，090
一日平均（人） 755 719 589 528 592

収 入
運輸収入（円） 12，250，620 15，376，702 13，530，145 16，998，106 19，296，640
そ の 他（円） 5，426，106 5，624，483 4，033，712 2，761，733 1，426，788
計 （円） 17，676，726 21，001，185 17，563，857 19，759，839 20，723，428

支 出（円） 29，706，385 26，491，748 27，599，718 27，487，363 36，096，313
収 支 差 引（円）△12，029，659 △5，490，563 △10，035，861 △7，727，524 △15，372，885

年度別種　別 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度

運転回数
年 間（回） 13，901 12，975 12，989 13，205 12，581
一日平均（回） 39 37 37 37 36

乗車者数
年 間（人） 208，639 194，768 185，313 203，556 209，980
一日平均（人） 586 550 522 575 600

収 入
運輸収入（円） 18，569，810 17，140，345 16，940，390 17，720，445 19，051，360
そ の 他（円） 1，793，751 1，472，738 1，114，342 665，420 954，464
計 （円） 20，363，561 18，613，083 18，054，732 18，385，865 20，005，824

支 出（円） 31，928，852 32，406，147 52，038，930 52，123，885 78，850，259
収 支 差 引（円） 11，565，291 △13，793，064 △33，984，198 △33，738，020 △58，844，435
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年度別種　別 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度

運転回数
年 間（回） 12，214 10，362 3，042

一日平均（回） 34 29 33

乗車者数
年 間（人） 198，271 176，674 44，898

一日平均（人） 557 499 493

収 入
運輸収入（円） 25，265，725 30，005，275 7，894，040

そ の 他（円） 576，668 341，690 79，899

計 （円） 25，842，393 30，346，965 7，973，939

支 出（円） 147，696，777 61，256，080 19，681，382

収 支 差 引（円）△121，854，384 △30，909，115 △11，707，443
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⑸　電気供給事業
大正 6年度～昭和16年度

年度別種　別 大正 6年度 大正 7年度 大正 8年度 大正 9年度 大正10年度

電 灯 取 付 数 （灯）　 291，030 335，261 382，302 423，182 464，722

電 力 供 給 量 （kW） 7，777．80 11，418．60 11，840．10 13，660．40 16，141．60

電 熱 供 給 量 （kW）　 80．5 60．8 250．8 583．9 657．4

使 用 電 力 量 （kWh）36，679，842 64，461，532 72，751，076 81，212，366 90，300，850

収 入 （円） 	1，661，833 3，266，753 4，495，473 5，990，580 6，659，046

（備考） 1　使用電力量及び収入は年度合計、その他は年度末実績
　　 　 2　市営開始は大正 6年 8月 1日、事業出資は昭和17年 4 月 1 日
　　 　 3　銭以下は切り捨て

年度別種　別 大正11年度 大正12年度 大正13年度 大正14年度 大正15年度

電 灯 取 付 数 （灯） 499，432 538，806 566，066 590，862 621，081

電 力 供 給 量 （kW） 17，231．30 19，644．60 20，390．20 21，001．30 27，826．20

電 熱 供 給 量 （kW） 777．8 3，357．40 3，720．80 5，874．70 5，981．40

使 用 電 力 量 （kWh）93，911，588 110，911，831 128，340，484 145，158，570 173，882，270

収 入 （円） 6，117，350 6，330，545 6，979，002 7，424，440 7，768，333

年度別種　別 昭和 2年度 昭和 3年度 昭和 4年度 昭和 5年度 昭和 6年度

電 灯 取 付 数 （灯） 651，058 683，120 718，915 740，265 756，751

電 力 供 給 量 （kW） 34，926．30 50，538．90 58，277．50 65，508．00 66，237．00

電 熱 供 給 量 （kW） 7，509．70 8，849．90 10，946．40 11，723．40 11，736．70

使 用 電 力 量 （kWh）184，216，280 225，945，819 286，963，339 287，336，466 305，698，682

収 入 （円） 8，082，572 8，820，175 10，161，334 10，006，871 10，140，188

年度別種　別 昭和 7年度 昭和 8年度 昭和 9年度 昭和10年度 昭和11年度

電 灯 取 付 数 （灯） 771，736 799，523 836，176 884，344 1，086，308

電 力 供 給 量 （kW） 66，560．00 84，578．00 89，331．00 98，722．00 109，296．00

電 熱 供 給 量 （kW） 11，692．60 11，193．00 11，757．00 13，291．90 15，892．40

使 用 電 力 量 （kWh）322，202，210 355，191，770 407，010，570 442，218，262 485，945，379

収 入 （円） 10，838，373 11，657，938 12，791，519 14，161，435 15，847，293

年度別種　別 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度 昭和15年度 昭和16年度

電 灯 取 付 数 （灯） 1,181,751 1，213，904 1，247，472 1，296，921 1，310，478

電 力 供 給 量 （kW） 117,422.40 140，535．10 144，155．10 159，275．40 160，235．20

電 熱 供 給 量 （kW） 17,072.10 17，556．90 17，144．80 18，518．80 14，188．40

使 用 電 力 量 （kWh）524，495，788 549，543，787 529，968，970 534，298，650 543，968，854

収 入 （円） 17，257，034 17，693，732 17，837，281 18，055，499 19，099，831
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⑹　市営以前の電気供給事業
明治21年～大正 6年

年種　別 明治21年 明治22年 明治23年 明治24年 明治25年

電

灯

白 熱（灯） 642 1，458 2，014 2，328 2，744

狐 光（灯） ― ― ― ― 6

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― ― ―

電 灯 収 入 （円） 2，813 17，318 24，464 28，242 30，312

電

力

電動機台数 （台） ― ― ― ― ―

馬 力 数 （馬力） ― ― ― ― ―

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― ― ―

電 力 収 入 （円） ― ― ― ― ―
（備考） 1　数量は毎年末。ただし、大正 2～ 5 年は10月末日、大正 6 年は 7月末日現在
　　　  2 　収入は 1か年の総額。ただし、大正 5 年は 1月から10月までの10か月、大正 6 年は前年11月から7月までの 9 か月

年種　別 明治26年 明治27年 明治28年 明治29年 明治30年

電

灯

白 熱（灯） 3，072 3，604 4，359 5，705 7，115

狐 光（灯） 10 16 22 46 60

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― ― ―

電 灯 収 入 （円） 35，878 39，404 49，199 58，923 83，724

電

力

電動機台数 （台） ― ― ― ― ―

馬 力 数 （馬力） ― ― ― ― ―

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― ― ―

電 力 収 入 （円） ― ― ― ― ―

年種　別 明治31年 明治32年 明治33年 明治34年 明治35年

電

灯

白 熱（灯） 8，065 9，499 11，559 12，811 14，532

狐 光（灯） 71 50 56 69 78

需 要 戸 数 （戸） 1，698 1，684 1，958 2，111 2，307

電 灯 収 入 （円） 108，722 119，948 148，518 159，890 174，730

電

力

電動機台数 （台） ― ― ― ― ―

馬 力 数 （馬力） ― ― ― ― ―

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― ― ―

電 力 収 入 （円） ― ― ― ― ―

年種　別 明治36年 明治37年 明治38年 明治39年 明治40年

電

灯

白 熱（灯） 16，269 17，678 20，739 25，130 31，940

狐 光（灯） 75 89 89 87 111

需 要 戸 数 （戸） 2，463 3，309 3，309 4，315 5，262

電 灯 収 入 （円） 188，756 223，139 223，139 271，398 326，074

電

力

電動機台数 （台） ― ― ― 22 40

馬 力 数 （馬力） ― ― ― 72．50 151．00

需 要 戸 数 （戸） ― ― ― 20 36

電 力 収 入 （円） ― ― ― 9，796 20，900
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年種 別 明治41年 明治42年 明治43年 明治44年 明治45年

電

灯

白 熱（灯） 40，908 66，129 111，028 146，526 166，732

狐 光（灯） 94 84 78 76 70

需 要 戸 数 （戸） 8，379 18，069 42，186 61，789 73，076

電 灯 収 入 （円） 396，284 516，661 768，153 983，971 1，098，135

電

力

電動機台数 （台） 67 81 108 167 381

馬 力 数 （馬力） 194．70 189．70 608．80 758．80 1，252．55

需 要 戸 数 （戸） 64 81 106 153 336

電 力 収 入 （円） 28，866 36，242 63，479 78，900 115，803

年種 別 大正 2年 大正 3年 大正 4年 大正 5年 大正 6年

電

灯

白 熱（灯） 179，141 194，937 210，203 241，061 262，229

狐 光（灯） 108 101 93 93 102

需 要 戸 数 （戸） 71，857 75，332 80，070 91，580 99，087

電 灯 収 入 （円） 962，036 1，250，258 1，324，310 1，477，666 1，287，808

電

力

電動機台数 （台） 611 760 919 1，220 1，465

馬 力 数 （馬力） 2，688．50 3，633．00 3，525．50 6，100．50 8，297．50

需 要 戸 数 （戸） 555 700 855 1，036 1，206

電 力 収 入 （円） 152，936 244，341 208，996 335，258 412，120
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営業損益等の推移（昭和41年度～平成10年度）4

（単位：千円）

年 度
昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度事

業 損 益

市
バ
ス

営業損益 △169，906 △214，345 △412，538 △369，074 △578，895 △641，639 △1，504，715 △1，379，590 △3，658，937

経常損益 △444，020 △521，182 △680，919 △645，316 △812，752 △1，005，037 △1，883，113 △1，759，776 △2，947，055

市

電

営業損益 △439，133 △602，942 △974，978 △889，659 △816，599 ―	 ―	 ―	 ―

経常損益 △830，645 △1，049，331 △1，336，801 △1，169，532 △884，454 ―	 ―	 ―	 ―

ロ
ー
プ

営業損益 △5，201 △9，427 △8，477 △15，371 △11，486 △13，894 △33，886 △33，813 △58，896

経常損益 △5，490 △10，036 △7，727 △15，373 △11，565 △13，793 △33，984 △33，738 △58，845

合

計

営業損益 △614，240 △826，714 △1，395，993 △1，274，104 △1，406，980 △655，533 △1，538，601 △1，413，403 △3，717，833

経常損益 △1，280，155 △1，580，549 △2，025，447 △1，830，221 △1，708，771 △1，018，830 △1，917，097 △1，793，514 △3，005，900

純 損 益 △1，208，812 △1，352，359 △2，414，395 △1，650，301 △898，139 89，840 △1，491，401 643，664 △1，543，040

累 積 損 益 △4，896，453 △6，248，631 △8，662，971 △10，311，212 △11，208，176 △11，118，336 △12，609，737 △11，966，073 △13，509，113

（単位：千円）

年 度
昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度事

業 損 益

市
バ
ス

営業損益 △3，974，222 △2，730，100 △2，538，884 △1，835，348 △1，450，871 △1，537，897 △492，436 △513，980 △389，676

経常損益 △3，273，458 △1，867，084 △2，316，619 △1，328，756 △777，405 △830，468 350，866 399，832 443，824

市

電

営業損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

経常損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ロ
ー
プ

営業損益 △122，203 △31，016 △11，729 ― ― ― ― ― ―

経常損益 △121，854 △30，909 △11，707 ― ― ― ― ― ―

合

計

営業損益 △4，096，425 △2，761，116 △2，550，613 △1，835，348 △1，450，871 △1，537，897 △492，436 △513，980 △389，676

経常損益 △3，395，312 △1，897，993 △2，328，326 △1，328，756 △777，405 △830，468 350，866 399，832 443，824

純 損 益 △2，692，810 △387，137 △1，034，568 32，069 △34，335 △178，298 1，444，174 1，028，327 2，895，128

累 積 損 益 △16，201，923 △16，589，060 △17，563，294 △17，531，225 △17，565，560 △17，743，858 △16，299，684 △15，271，357 △12，376，229
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（単位：千円）

年 度
昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度 平成 4年度事

業 損 益

市
バ
ス

営業損益 184，258 △511，596 △139，663 △970，287 △1，202，406 △1，266，615 △1，441，382 △2，148，824 △1，708，062

経常損益 957，386 487，709 892，747 206，012 91，396 319，352 112，408 △648，451 177，790

市

電

営業損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

経常損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ロ
ー
プ

営業損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

経常損益 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合

計

営業損益 184，258 △511，596 △139，663 △970，287 △ 1 ，202，406 △ 1 ，266，615 △ 1 ，441，382 △ 2 ，148，824 △ 1 ，708，062

経常損益 957，386 487，709 892，747 206，012 91，396 319，352 112，408 △648，451 177，790

純 損 益 1，768，495 967，111 1 ，889，915 1 ，265，851 316，377 607，748 734，647 △304，996 358，075

累 積 損 益 △10，607，734 △ 9 ，640，623 △ 7 ，750，708 △ 6 ，484，857 △ 6 ，093，948 △ 5 ，486，200 △ 4 ，751，553 △ 5 ，056，549 △ 4 ，698，474

（単位：千円）

年 度
平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度事

業 損 益

市
バ
ス

営業損益 △2，898，653 △4，843，093 △6，566，894 △6，543，434 △6，573，742 △6，512，106

経常損益 △783，202 △2，554，694 △4，086，607 △3，272，611 △4，165，806 △3，978，853

市

電

営業損益 ― ― ― ― ― ―

経常損益 ― ― ― ― ― ―

ロ
ー
プ

営業損益 ― ― ― ― ― ―

経常損益 ― ― ― ― ― ―

合

計

営業損益 △2，898，653 △4，843，093 △6，566，894 △6，543，434 △6，573，742 △6，512，106

経常損益 △783，202 △2，554，694 △4，086，607 △3，272，611 △4，165，806 △3，978，853

純 損 益 △506，239 △1，393，099 △3，051，588 △1，549，665 △3，055，816 △3，912，727

累 積 損 益 △5，204，713 △6，597，812 △9，649，400 △11，199，065 △14，254，881 △18，167，608
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 3，852，848 4，181，024 3，990，933 3，700，444 3，729，039 3，838，823 4，560，155

他会計補助金 10，000 62，579 185，400 264，179 586，097 145，106 135，306

国（県）補助金 0 54，773 133，000 126，350 99，750 29，260 18，620

そ の 他 521，913 606，796 421，981 222，837 251，525 200，633 245，646

計（ａ） 4，384，761 4，905，172 4，731，314 4，313，810 4，666，411 4，213，822 4，959，727

支

出

人 件 費 3，607，021 4，140，878 4，386，187 4，042，198 4，221，248 3，531，794 5，042，808

経 費 823，016 822，205 764，718 746，670 786，846 796，221 892，797

減価償却費 315，568 349，446 357，413 314，180 299，052 353，032 396，610

支 払 利 息 369，518 475，356 586，778 680，380 730，101 432，807 435，004

そ の 他 549，793 697，836 661，665 360，603 337，935 118，798 109，605

計（ｂ） 5，664，916 6，485，721 6，756，761 6，144，031 6，375，182 5，232，652 6，876，824

差引（ａ－ｂ）Ａ △1，280，155 △1，580，549 △2，025，447 △1，830，221 △1，708，771 △1，018，830 △1，917，097

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 180，993 391，138 176，247 669，943 1，554，367 2，216，714 2，309，388

損　　　失（ｂ） 109，650 162，948 565，195 490，023 743，735 1，108，044 1，883，692

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 71，343 228，190 △388，948 179，920 810，632 1，108，670 425，696

純　 損　 益（ Ａ ＋ Ｂ ） △1，208，812 △1，352，359 △2，414，395 △1，650，301 △898，139 89，840 △1，491，401

累 積 欠 損 金 △4，896，453 △6，248，631 △8，662，971 △10，311，212 △11，208，176 △11，118，336 △12，609，737

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 379，620 359，525 214，155 314，090 495，950 429，811 331，320

再 建 債 0 3，500，000 0 0 0 0 0

国（県）補助金 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 25，185 9，416 42，479 152，613 131，994 312，109 112，098

計（ｅ） 404，805 3，868，941 256，634 466，703 627，944 741，920 443，418

支

出

建設改良費 462，958 511，017 249，619 381，252 658，409 458，569 334，417

企業債償還金 149，911 164，225 182，627 197，069 211，114 216，839 279，756

再建債償還金 0 0 0 700，000 700，000 700，000 700，000

そ の 他 253，588 3，504，685 26，110 44，862 0 0 0

計（ｆ） 866，457 4，179，927 458，356 1，323，183 1，569，523 1，375，408 1，314，173

差　　引　（ｅ－ｆ）　Ｃ △461，652 △310，986 △201，722 △856，480 △941，579 △633，488 △870，755

不 良 債 務 △4，690，750 △5，789，571 △7，528，748 △8，594，928 △8，955，674 △7，954，046 △9，211，042

再 建 債 未 償 還 元 金 ― 3，500，000 3，500，000 2，800，000 2，100，000 1，400，000 700，000

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ― ― ―

⑴　第 1 次再建期間（昭和41年度～昭和47年度）の決算実績

再建計画第３節

決算実績1
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 5，781，137 6，318，525 7，242，213 9，859，561 9，867，720 10，787，328 11，626，829

他会計補助金 552，914 687，508 720，410 729，401 841，430 1，214，205 1，325，590

国（県）補助金 36，610 601，676 574，079 534，024 484，764 431，899 383，240

そ の 他 282，842 294，918 319，021 330，915 353，538 423，959 426，768

計（ａ） 6，653，503 7，902，627 8，855，723 11，453，901 11，547，452 12，857，391 13，762，427

支

出

人 件 費 5，945，995 8，105，513 9，125，481 9，765，585 10，165，091 10，376，733 10，667，679

経 費 970，672 1，317，578 1，474，423 1，731，906 1，878，225 1，855，340 2，193，956

減価償却費 367，384 417，528 504，478 665，689 678，084 766，990 562，964

支払利息（*1） 714，671 983，654 1，065，900 1，112，203 1，063，562 1，099，199 1，085，206

そ の 他 448，295 84，254 80，753 76，511 90，816 87，885 30，027

計（ｂ） 8，447，017 10，908，527 12，251，035 13，351，894 13，875，778 14，186，147 14，539，832

差引（ａ－ｂ）Ａ △1，793，514 △3，005，900 △3，395，312 △1，897，993 △2，328，326 △1，328，756 △777，405

特
別
利
益

利　　 　益（ｃ） 2，489，867 1，464，487 705，702 1，600，516 1，293，758 1，360，825 743，070

損　 　　失（ｂ） 52，689 1，627 3，200 89，660 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 2，437，178 1，462，860 702，502 1，510，856 1，293，758 1，360，825 743，070

純 損 益（ Ａ ＋ Ｂ ） 643，664 △1，543，040 △2，692，810 △387，137 △1，034，568 32，069 △34，335

累 積 欠 損 金（*2） △11，966，073 △13，509，113 △16，201，923 △16，589，060 △17，563，294 △17，531，225 △17，565，560

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 484，543 624，195 403，066 1，871，000 1，198，000 233，000 930，000

再 建 債 7，546，692 700，000 0 0 0 0 0

国（県）補助金 117，990 139，380 210，348 163，570 209，487 20，720 28，210

そ の 他 124，397 112，508 855 1，607，038 45，105 108，756 417

計（ｅ） 8，273，622 1，576，083 614，269 3，641，608 1，452，592 362，476 958，627

支

出

建設改良費 741，725 775，949 1，125，537 1，867，899 1，248，794 408，665 1，005，163

企業債償還金 344，131 219，044 199，249 211，110 252，317 515，448 568，641

再建債償還金 700，000 568，000 594，000 594，000 594，000 594，000 594，000

そ の 他 7，546，692 700，000 0 300，000 300，000 1，100，000 0

計（ｆ） 9，332，548 2，262，993 1，918，786 2，973，009 2，395，111 2，618，113 2，167，804

差　 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △1，058，926 △686，910 △1，304，517 668，599 △942，519 △2，255，637 △1，209，177

不　　良　　債　　務（*3） △930，309 △1，195，070 △4，464，750 △3，646，269 △1，557，672 △752，210 △1，194，212

再 建 債 未 償 還 元 金 7，577，000 7，709，000 7，115，000 6，521，000 5，927，000 5，333，000 4，739，000

長 期 借 入 金 残 高 0 1，000，000 1，000，000 2，300，000 5，500，000 6，400，000 6，500，000

＊1	 59年度からは、支払利息及び企業債諸費の値。
＊2	 48年度～51年度までは、バス事業と索道（ロープウェー）事業の累積欠損金との合計額、昭和63年度は、資本剰余金取崩後の値。
＊2・＊3　昭和52年度の累積欠損金及び不良債務は、索道（ロープウェー）事業の事業廃止に伴う、一般会計補助金、自己資本金の取崩し等

により、索道事業の累積欠損金及び不良債務解消後の値。

⑵　第 2 次再建期間（昭和48年度～昭和62年度）の決算実績
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 12，439，083 13，922，632 14，234，750 14，195，161 15，366，683 15，613，770 15，543，915 15，258，646

他会計補助金 1，438，262 1，564，269 1，857，125 2，062，737 1，928，197 1，925，788 2，035，735 2，044，777

国（県）補助金 340，122 298，908 254，481 215，389 166，217 119，689 75，204 31，387

そ の 他 471，280 482，287 469，738 567，253 689，696 824，278 651，514 579，814

計（ａ） 14，688，747 16，268，096 16，816，094 17，040，540 18，150，793 18，483，525 18，306，368 17，914，624

支

出

人 件 費 11，228，958 11，362，948 11，623，377 11，171，060 11，868，260 12，447，599 12，354，836 12，553，213

経 費 2，394，726 2，662，985 2，677，184 2，756，152 2，704，580 3，020，686 2，694，058 2，667，093

減価償却費 688，873 767，608 780，212 1，064，323 1，051，687 1，063，230 997，446 1，348，682

支払利息（*1） 1，089，596 1，089，288 1，130，953 1，216，114 1，116，132 1，011，982 948，159 848，767

そ の 他 117，062 34，401 204，536 389，067 452，748 452，319 419，122 290，857

計（ｂ） 15，519，215 15，917，230 16，416，262 16，596，716 17，193，407 17，995，816 17，413，621 17，708，612

差引（ａ－ｂ）Ａ △830，468 350，866 399，832 443，824 957，386 487，709 892，747 206，012

特
別
利
益

利　　 　益（ｃ） 1，107，434 1，587，589 1，053，195 2，665，355 1，024，665 732，957 1，329，929 1，059，839

損　　 　失（ｂ） 455，264 494，281 424，700 214，051 213，556 253，555 332，761 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 652，170 1，093，308 628，495 2，451，304 811，109 479，402 997，168 1，059，839

純 損 益（ Ａ ＋ Ｂ ） △178，298 1，444，174 1，028，327 2，895，128 1，768，495 967，111 1，889，915 1，265，851

累 積 欠 損 金（*2） △17，743，858 △16，299，684 △15，271，357 △12，376，229 △10，607，734 △9，640，623 △7，750，708 △6，484，857

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 842，000 1，537，000 2，925，000 1，096，000 1，029，000 2，013，000 2，211，000 706，000

再 建 債 0 0 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 22，620 21，490 49，621 18，720 18，500 18，172 125，540 15，124

そ の 他 791 24，310 11，985 6，800 341 1，805 158 1，460

計（ｅ） 865，411 1，582，800 2，986，606 1，121，520 1，047，841 2，032，977 2，336，698 722，584

支

出

建設改良費 864，976 1，574，399 1，851，359 1，175，460 1，050，028 2，033，046 2，341，556 743，966

企業債償還金 600，885 703，403 830，704 1，013，874 1，236，480 1，281，995 1，313，473 1，150，956

再建債償還金 594，000 594，000 594，000 594，000 594，000 594，000 594，000 581，000

そ の 他 900，000 639，181 1，583，267 1，370，876 800，000 900，000 1，774，400 1，274，400

計（ｆ） 2，959，861 3，510，983 4，859，330 4，154，210 3，680，508 4，809，041 6，023，429 3，750，322

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △2，094，450 △1，928，183 △1，872，724 △3，032，690 △2，632，667 △2，776，064 △3，686，731 △3，027，738

不 良 債 務 △2，745，084 △2，433，665 △1，721，053 △295，591 307，339 699，255 451，861 385，206

再 建 債 未 償 還 元 金 4，145，000 3，551，000 2，957，000 2，363，000 1，769，000 1，175，000 581，000 0

長 期 借 入 金 残 高 5，600，000 5，600，000 5，600，000 4，600，000 3，800，000 2，900，000 1，200，000 0

＊1	 59年度からは、支払利息及び企業債諸費の値。
＊2	 48年度～51年度までは、バス事業と索道（ロープウェー）事業の累積欠損金との合計額、昭和63年度は、資本剰余金取崩後の値。
＊2・＊3　昭和52年度の累積欠損金及び不良債務は、索道（ロープウェー）事業の事業廃止に伴う、一般会計補助金、自己資本金の取崩し等

により、索道事業の累積欠損金及び不良債務解消後の値。
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 15，733，627 16，501，896 16，993，352 17，169，400 19，055，460 18，634，661

他会計補助金 1，722，141 1，719，818 1，552，682 1，897，856 2，313，750 2，756，120

国（県）補助金 0 0 0 0 0 0

そ の 他 715，230 1，069，201 1，207，464 1，403，470 1，435，501 1，199，959

計（ａ） 18，170，998 19，290，915 19，753，498 20，470，726 22，804，711 22，590，740

支

出

人 件 費 13，371，285 14，144，410 14，758，049 15，512，291 16，717，406 16，562，921

経 費 2，802，633 2，958，620 3，224，609 3，282，674 3，412，091 4，014，275

減 価 償却費 1，143，475 1，138，358 941，075 1，015，797 1，149，254 1，441，510

支 払 利 息 687，613 696，402 715，973 1，282，805 1，320，654 1，322，081

そ の 他 74，596 33，773 1，384 25，610 27，516 33，155

計（ｂ） 18，079，602 18，971，563 19，641，090 21，119，177 22，626，921 23，373，942

差引（ａ－ｂ）Ａ 91，396 319，352 112，408 △648，451 177，790 △783，202

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 588，249 426，165 622，239 343，455 180，285 276，963

損　　　失（ｂ） 363，268 137，769 0 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 224，981 288，396 622，239 343，455 180，285 276，963

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） 316，377 607，748 734，647 △304，996 358，075 △506，239

累 積 欠 損 金 △6，093，948 △5，486，200 △4，751，553 △5，056，549 △4，698，474 △5，204，713

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 1，937，000 1，630，000 9，838，000 1，662，000 2，557，000 2.060，000

再 建 債 ― ― ― ― ― ―

国（県）補助金 15，281 14，451 12，988 26，528 12，272 17，225

そ の 他 579，813 2，748，602 3，815，031 7，124，299 7，612 120，751

計（ｅ） 2，532，094 4，393，053 13，666，019 8，812，827 2，576，884 2，197，976

支

出

建設改良費 1，979，804 1，650，415 9，855，986 1，709，637 2，660，824 2，198，809

企業債償還金 1，196，459 1，221，488 1，310，653 1，173，933 1，186，843 1，372，655

再建債償還金 ― ― ― ― ― ―

そ の 他 651，223 2，843，290 3，916，916 7，221，630 115，600 100，500

計（ｆ） 3，827，486 5，715，193 15，083，555 10，105，200 3，963，267 3，671，964

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △1，295，392 △1，322，140 △1，417，536 △1，292，373 △1，386，383 △1，473，988

不 良 債 務 756，907 1，297，183 1，712，775 1，231，097 1，491，138 1，144，506

再 建 債 未 償 還 元 金 ― ― ― ― ― ―

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ― ―

＊1　バス事業のみ。
＊2　消費税が導入されたため、平成元年度以降の収益的収支については税抜値、資本的収支については税込値。

⑶　昭和63年度以降の決算実績
　　（昭和63年度～平成10年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 17，597，110 16，767，482 16，836，954 16，313，977 16，059，727

他会計補助金 2，983，559 2，881，400 2，858，483 2，909，732 3，040，462

国（県）補助金 0 0 0 0 0

そ の 他 1,041,604 1,234,637 1,246,481 1,270,368 1,175,374

計（ａ） 21，622，273 20，883，519 20，941，918 20，494，077 20，275，563

支

出

人 件 費 16，986，591 18，022，550 16，645，286 16，832，227 16，850，049

経 費 4，060，090 3，910，615 4，535，350 4，627，576 4，378，699

減 価 償却費 1，773，574 1，711，979 1，733，818 1，865，965 1，803，069

支 払 利 息 1，322，336 1，293，084 1，257，891 1，225，183 1，167，341

そ の 他 34，376 31，898 42，184 108，932 55，258

計（ｂ） 24，176，967 24，970，126 24，214，529 24，659，883 24，254，416

差引（ａ－ｂ）Ａ △2，554，694 △4，086，607 △3，272，611 △4，165，806 △3，978，853

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 1，197，219 1，035，019 1，722，946 1，109，990 66，126

損　　　失（ｂ） 35，624 0 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 1，161，595 1，035，019 1，722，946 1，109，990 66，126

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △1，393，099 △3，051，588 △1，549，665 △3，055，816 △3，912，727

累 積 欠 損 金 △6，597，812 △9，649，400 △11，199，065 △14，254，881 △18，167，608

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 1，457，000 1，625，400 1，932，000 1，493，000 967，000

再 建 債 ― ― ― ― ―

国（県）補助金 18，973 12，924 11，807 71，230 25，770

そ の 他 118，008 230，233 148，136 198，501 73，238

計（ｅ） 1，593，981 1，868，557 2，091，943 1，762，731 1，066，008

支

出

建設改良費 1，655，611 1，834，500 2，021，220 1，718，154 1，068，706

企業債償還金 1，757，023 2，449，229 2，657，154 2，626，134 2，729，971

再建債償還金 ― ― ― ― ―

そ の 他 0 0 10，000 25，731 0

計（ｆ） 3，412，634 4，283，729 4，688，374 4，370，019 3，798，677

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △1，818，653 △2，415，172 △2，596，431 △2，607，288 △2，732，669

不 良 債 務 △131，592 △3，699，487 △5，998，852 △9，612，632 △14，361，515

再 建 債 未 償 還 元 金 ― ― ― ― ―

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ―
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 15，405，606 15，017，220 14，146，653 13，605，630 13，246，480 12，938，335

他会計補助金 2，746，919 2，662，658 2，917，401 2，793，387 2，058，464 2，002，992

国（県）補助金 0 0 0 0 2，000 0

そ の 他 1，203，349 1，067，878 947，147 854，518 823，280 836，464

計（ａ） 19，355，874 18，747，756 18，011，201 17，253，535 16，130，224 15，777，791

支

出

人 件 費 16，133，210 16，067，462 14，088，045 14，757，021 14，012，154 13，392，066

経 費 4，433，025 4，313，591 4，166，452 3，218，852 3，025，576 3，215，373

減 価 償却費 1，537，132 1，441，371 1，237，730 1，119，211 1，035，154 945，949

支 払 利 息 1，059，061 1，009，772 925，804 901，228 848，629 815，120

そ の 他 54，148 55，353 54，736 44，069 42，958 47，502

計（ｂ） 23，216，576 22，887，549 20，472，767 20，040，381 18，964，471 18，416，010

差引（ａ－ｂ）Ａ △3，860，702 △4，139，793 △2，461，566 △2，786，846 △2，834，247 △2，638，219

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 2，219，707 2，264，933 2，206，204 0 0 0

損　　　失（ｂ） 0 0 0 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 2，219，707 2，264，933 2，206，204 0 0 0

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △1，640，995 △1，874，860 △255，362 △2，786，846 △2，834，247 △2，638，219

累 積 欠 損 金 △19，808，603 △21，683，463 △21，938，825 △24，725，671 △27，559，918 △30，198，137

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 1，203，000 711，000 732，000 727，000 777，000 822，000

再 建 債 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 28，869 57，624 37，515 56，601 74，813 87，575

そ の 他 77，845 65，524 31，144 52，458 67，057 78，800

計（ｅ） 1，309，714 834，148 800，659 836，059 918，870 988，375

支

出

建設改良費 1，287，296 830，567 830，123 847，525 937，428 1，011，630

企業債償還金 2，572，508 2，345，021 2，472，825 2，192，783 1，964，855 2，028，452

再建債償還金 0 0 0 0 0 0

そ の 他 4，993 0 0 0 0 0

計（ｆ） 3，864，797 3，175，588 3，302，948 3，040，308 2，902，283 3，040，082

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △2，555，083 △2，341，440 △2，502，289 △2，204，249 △1，983，413 △2，051，707

不 良 債 務 △16，888，420 △19，564，903 △20，994，819 △24，796，571 △28，493，976 △31，864，090

再 建 債 未 償 還 元 金 0 0 0 0 0 0

長 期 借 入 金 残 高 0 0 0 0 0 0

〈自動車事業会計〉（平成11年度～平成16年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 16，972，826 17，158，027 17，839，976 17，818，800 17，447，040 17，098，094

他会計補助金 373，524 317，141 1，080，514 1，411，530 3，593，531 3，456，149

国（県）補助金 444，286 403，573 313，387 277，349 284，529 227，000

そ の 他 2，966，705 2，865，170 3，009，791 2，751，974 2，698，928 2，715，241

計（ａ） 20，757，341 20，743，911 22，243，668 22，259，653 24，024，028 23，496，484

支

出

人 件 費 6，134，545 6，159，089 7，406，964 7，754，754 7，573，940 6，608，855

経 費 3，888，155 3，864，348 4，276，194 4，465，702 4，411，355 4，524，406

減 価 償却費 5，458，191 5，239，255 10，362，884 10，802，061 10，895，015 10，242，941

支 払 利 息 7，583，658 6，745，566 8，115，842 8，580，069 8，023，185 7，508，642

そ の 他 502，751 506，966 507，412 500，096 502，233 502，414

計（ｂ） 23，567，300 22，515，224 30，669，296 32，102，682 31，405，728 29，387，258

差引（ａ－ｂ）Ａ △2，809，959 △1，771，313 △8，425，628 △9，843，029 △7，381，700 △5，890，774

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 0 0 0 0 0 0

損　　　失（ｂ） 0 0 0 0 48，176 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 0 0 0 0 △48，176 0

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △2，809，959 △1，771，313 △8，425，628 △9，843，029 △7，429，876 △5，890，774

累 積 欠 損 金 △108，070，793 △109，842，106 △118，267，734 △128，110，763 △102，008，119 △107，898，893

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 24，091，000 33，040，000 21，075，000 7，895，000 10，074，000 10，730，000

再 建 債 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 5，224，164 5，246，480 2，049，963 12，557 47，700 32，946

そ の 他 21，995，249 22，594，666 11，627，734 4，177，460 2，141，436 2，670，563

計（ｅ） 51，310，413 60，881，146 34，752，697 12，085，017 12，263，136 13，433，509

支

出

建設改良費 45，916，336 52，945，196 29，473，701 1，611，370 1，684，196 1，985，383

企業債償還金 9，969，853 11，853，952 10，254，300 10，807，266 13，433，682 14，885，905

再建債償還金 0 0 0 0 0 0

そ の 他 929，532 1，640，804 1，176，767 1，192，874 1，143，873 1，225，336

計（ｆ） 56，815，721 66，439，952 40，904，768 13，611，510 16，261，751 18，096，624

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △5，505，308 △5，558，806 △6，152，071 △1，526，493 △3，998，615 △4，663，115

不 良 債 務 △5，310，016 △5，758，133 △8，692，724 △9，151，265 △9，496，045 △9，601，799

再 建 債 未 償 還 元 金 ― ― ― ― ― ―

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ― ―

〈高速鉄道事業会計〉（平成11年度～平成16年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 12，275，827 12，286，611 12，313，122 11，881，553 11，396，760 11，134，424

他会計補助金 1，844，661 1，745，292 1，799，372 1，846，541 1，870，476 1，562，302

国（県）補助金 7，908 8，076 7，704 7，133 7，188 7，359

そ の 他 853，687 863，939 891，010 424，539 377，435 407，803

計（ａ） 14，982，083 14，903，918 15，011，208 14，159，766 13，651，859 13，111，888

支

出

人 件 費 9，212，841 6，821，020 6，767，811 5，986，856 5，470，710 5，185，899

経 費 4，896，618 6，019，450 6，203，476 6，618，951 6，259，338 6，257，479

減 価 償却費 909，548 1，057，082 1，133，147 1，209，809 1，509，009 1，336，495

支 払 利 息 768，892 732，529 618，559 196，742 147，746 108，473

そ の 他 87，035 116，852 114，392 111，753 82，988 77，346

計（ｂ） 15，874，934 14，746，933 14，837，385 14，124，111 13，469，791 12，965，692

差引（ａ－ｂ）Ａ △892，851 156，985 173，823 35，655 182，068 146，196

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 80，779 0 79，500 118，425 36，801 0

損　　　失（ｂ） 65，356 0 0 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 15，423 0 79，500 118，425 36，801 0

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △877，428 156，985 253，323 154，080 218，869 146，196

累 積 欠 損 金 △31，075，565 △30，918，580 0 154，080 364，949 500，145

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 1，326，000 1，281，000 1，365，000 2，399，000 1，313，000 1，124，000

再 建 債 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 152，638 96，342 83，028 62，664 77，317 47，527

そ の 他 1，060，833 87，945 33，172，658 624，235 116，432 39，769

計（ｅ） 2，539，471 1，465，287 34，620，686 3，085，899 1，506，749 1，211，296

支

出

建設改良費 1，636，415 1，475，638 1，929，093 2，560，095 1，184，282 907，854

企業債償還金 1，940，524 1，761，059 2，353，706 2，165，390 2，096，125 1，660，217

再建債償還金 0 0 0 0 0 0

そ の 他 26，272 40，150 3，092 4，498 123，499 69，905

計（ｆ） 3，603，211 3，276，847 4，285，891 4，729，983 3，403，906 2，637，976

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △1，063，740 △1，811，560 30，334，795 △1，644，084 △1，897，157 △1，426，680

不 良 債 務 △32，616，232 △33，087，756 △1，209，537 △1，168，466 △1，242，402 △1，087，790

再 建 債 未 償 還 元 金 0 0 0 0 0 0

長 期 借 入 金 残 高 0 0 294，000 294，000 185，514 117，059

〈自動車事業会計〉（平成17年度～平成22年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 16，939，808 17，063，147 17，095，071 17，611，693 17，715，498 17，952，301

他会計補助金 3，226，859 2，988，375 2，705，217 2，462，015 2，178，601 2，012，880

国（県）補助金 227，000 224，000 224，000 224，000 0 0

そ の 他 2，783，546 2，689，421 2，762，265 2，340，892 2，252，035 2，238，500

計（ａ） 23，177，213 22，964，943 22，786，553 22，638，600 22，146，134 22，203，681

支

出

人 件 費 5，847，722 5，844，182 5，993，161 5，695，500 5，774，833 5，631，932

経 費 4，113，029 4，144，829 4，192，028 4，604，007 4，369，869 4，373，487

減 価 償却費 9，724，076 9，138，073 8，749，236 8，488，768 8，618，763 8，534，699

支 払 利 息 7，043，760 6，604，192 6，277，453 5，222，374 4，653，300 4，263，726

そ の 他 529，725 514，052 530，606 50，494 58，481 31，269

計（ｂ） 27，258，312 26，245，328 25，742，484 24，061，143 23，475，246 22，835，113

差引（ａ－ｂ）Ａ △4，081，099 △3，280，385 △2，955，931 △1，422，543 △1，329，112 △631，432

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 0 2，430 0 0 0 0

損　　　失（ｂ） 0 0 0 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 0 2，430 0 0 0 0

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △4，081，099 △3，277，955 △2，955，931 △1，422，543 △1，329，112 △631，432

累 積 欠 損 金 △111，979，992 △115，257，947 △118，213，878 △119，636，421 △120，965，533 △121，596，964

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 11，001，000 8，544，000 16，879，321 18，528，707 12，874，486 6，191，974

再 建 債 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 34，572 1，745，520 2，029，198 2，054，391 0 0

そ の 他 3，310，740 4，055，035 34，870，587 3，789，860 3，361，017 2，914，704

計（ｅ） 14，346，312 14，344，555 53，779，106 24，372，958 16，235，503 9，106，678

支

出

建設改良費 2，196，044 2，832，764 3，385，682 4，893，045 3，192，626 3，067，227

企業債償還金 16，724，859 13，886，536 22，051，568 25，400，564 19，820，287 13，801，576

再建債償還金 0 0 0 0 0 0

そ の 他 1，237，148 3，474，837 33，962，131 1，420，658 694，845 263，685

計（ｆ） 20，158，051 20，194，137 59，399，381 31，714，267 23，707，758 17，132，488

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △5，811，739 △5，849，582 △5，620，275 △7，341，309 △7，472，255 △8，025，810

不 良 債 務 △9，654，496 △9，551，762 △9，338，075 △9，191，986 △9，040，393 △8，968，315

再 建 債 未 償 還 元 金 ― ― ― ― ― ―

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ― ―

〈高速鉄道事業会計〉（平成17年度～平成22年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 11，267，042 11，387，010 10，433，786 10，073，275 10，067，207 9，915，303 9，865，818

他会計補助金 1，208，689 1，150，350 1，001，768 697，425 558，720 494，450 401,362

国（県）補助金 7，143 7，261 6，855 7，011 7，492 7，344 6,857

そ の 他 371，418 329，088 358，463 388，289 343，279 341，112 346,887

計（ａ） 12，854，292 12，873，709 11，800，872 11，166，000 10，976，698 10，758，209 10,620,924

支

出

人 件 費 4，935，161 4，520，265 4，040，903 3，858，433 3，770，958 4，212，117 3,932,598

経 費 6，448，188 6，697，635 6，948，292 6，654，428 6，465，637 6，318，064 6,461,064

減価償却費 1，149，609 1，174，285 1，000，335 761，028 497，293 386，139 292,135

支 払 利 息 88，752 75，774 63，918 57，057 49，132 45，797 44,730

そ の 他 81，853 88，929 84，238 76，486 103，843 97，615 99,403

計（ｂ） 12，703，563 12，556，888 12，137，686 11，407，432 10，886，863 11，059，732 10,829,930

差引（ａ－ｂ）Ａ 150，729 316，821 △336，814 △241，432 89，835 △301，523 △209,006

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 0 0 309，023 300，000 194，654 0 74,356

損　　　失（ｂ） 0 110，000 0 3，893，876 0 0 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 0 △110，000 309，023 △3，593，876 194，654 0 74,356

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） 150，729 206，821 △27，791 △3，835，308 284，489 △301，523 △134,649

累 積 欠 損 金 642，875 841，696 813，905 △2，180，510 826，652 525，129 390,479

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 1，462，000 769，000 193，000 89，000 300，000 219，000 396,000

再 建 債 0 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 60，667 43，466 0 0 0 21，477 0

そ の 他 86，041 40，963 2，621 1，585 211，590 454，831 530,072

計（ｅ） 1，608，708 853，429 195，621 90，585 511，590 695，308 926,072

支

出

建設改良費 1，407，788 853，755 194，051 92，136 308，038 246，811 400,918

企業債償還金 1，373，181 1，275，019 1，197，456 1，119，155 1，135，814 701，253 452,280

再建債償還金 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 45，964 28，682 46，609 0 191 0 2,917

計（ｆ） 2，826，933 2，157，456 1，438，116 1，211，291 1，444，043 948，064 856,115

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △1，218，225 △1，304，027 △1，242，495 △1，120，706 △932，453 △252，756 69,957

不 良 債 務 △883，186 △652，472 △793，865 △2，581，594 △2，572，740 △2，318，850 △2，022,821

再 建 債 未 償 還 元 金 0 0 0 0 0 0 0

長 期 借 入 金 残 高 73，864 46，609 0 0 0 0 0

〈自動車事業会計〉（平成23年度～平成29年度）
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（単位：千円）

年　　度
項　　目

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

収

益

的

収

支

経

常

損

益

収

入

運 輸 収 益 17，979，129 17，993，962 18，558，053 18，414，773 18，733，174 18，666，954 18,873,484

他会計補助金 1，708，506 1，457，773 1，239，597 1，126，485 1，491，724 1，668，660 1,678,625

国（県）補助金 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 2，291，258 2，401，879 2，474，385 5，339，851 5，272，805 5，095，165 4,613,656

計（ａ） 21，978，893 21，853，614 22，272，035 24，881，109 25，497，703 25，430，779 25,165,765

支

出

人 件 費 5，764，155 5，795，024 5，519，940 5，901，503 5，684，718 6，154，788 6,351,689

経 費 4，509，057 4，596，529 4，722，796 4，801，283 4，928，367 5，142，014 5,013,010

減価償却費 8，236，992 8，096，119 8，030，492 9，722，966 9，240，568 9，060，663 8,904,176

支 払 利 息 4，182，702 4，035，328 3，804，349 3，617，049 3，426，081 3，255，726 3,011,419

そ の 他 63，597 42，791 31，511 25，026 41，947 50，543 203,704

計（ｂ） 22，756，503 22，565，791 22，109，088 24，067，827 23，321，681 23，663，734 23,483,998

差引（ａ－ｂ）Ａ △777，610 △712，177 162，947 813，282 2，176，022 1，767，045 1,681,767

特
別
利
益

利　　　益（ｃ） 0 0 18，926 0 0 0 0

損　　　失（ｂ） 0 0 0 5，942，683 0 3，130 0

差引（ｃ－ｂ）Ｂ 0 0 18，926 △5，942，683 0 △3，130 0

純　　損　　益　（Ａ＋Ｂ） △777，610 △712，177 181，873 △5，129，401 2，176，022 1，763，915 1,681,767

累 積 欠 損 金 △122，374，574 △123，086，751 △122，904，878 △82，591，850 △80，415，828 △78，651，913 △76,970,145

資

本

的

収

支

収

入

企 業 債 6，310，980 6，220，000 4，716，120 5，630，000 5，535，000 6，072，000 5,132,000

再 建 債 0 0 0 0 0 0 0

国（県）補助金 0 0 48，543 198，375 74，385 71，101 197,862

そ の 他 2，865，050 2，994，553 2，990，269 3，041，118 3，000，014 4，403，426 3,887,650

計（ｅ） 9，176，030 9，214，553 7，754，932 8，869，493 8，609，399 10，546，527 9,217,512

支

出

建設改良費 3，034，729 3，035，288 3，570，239 3，020，781 2，982，930 4，407，476 4,233,689

企業債償還金 13，571，229 13，492，606 10，768，897 11，349，035 11，293，030 12，007，851 11,151,491

再建債償還金 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 134，644 135，011 156，905 299，144 86，933 1，072，788 367,086

計（ｆ） 16，740，602 16，662，905 14，496，041 14，668，960 14，362，893 17，488，115 15,752,266

差 引（ ｅ － ｆ ） Ｃ △7，564，572 △7，448，352 △6，741，109 △5，799，467 △5，753，494 △6，941，588 △6,534,754

不 良 債 務 △8，874，842 △8，669，728 △6，864，962 △16，532，085 △14，289，316 △11，552，422 △8,854,797

再 建 債 未 償 還 元 金 ― ― ― ― ― ― ―

長 期 借 入 金 残 高 ― ― ― ― ― ― ―

〈高速鉄道事業会計〉（平成23年度～平成29年度）
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神戸市営交通事業
経営計画2020の概要2

1 ．経営理念
「市民の足」として、安全で信頼されるサー
ビスを提供し、ひとの暮らしとまちの発展を
支えていきます

　神戸市交通局は、今から約100年前の市街地
路面電車事業の開始以降、市民の生活と神戸の
発展を支える基盤としての役割を果たしてきま
した。
　これからも、皆様に必要とされる公共交通で
あり続けるために、「市民の足」としての役割
を積極的に果たし、神戸のひとの暮らしとまち
の発展を支えてまいります。
　また、そのためには安定した経営基盤の確立
が不可欠であることから、今後の厳しい経営環
境を踏まえ、神戸市交通局は、「改善型地方公
営企業」として、さらなる経営改善に取り組ん
でまいります。

2 ．経営方針
①安全でお客様に信頼される公共交通を目指し

ます
②公共交通として神戸のまちづくりや地域社会

に貢献します
③「市民の足」であり続けるために、経営基盤

を強化します

3 ．計画期間
　平成28年度～32年度
　ただし、経営環境をめぐる大幅な状況変化が
あった場合は、適宜見直しを行う。

4 ．財政目標
〔自動車事業〕
①単年度収支の均衡

②累積資金不足額の縮減
（目標額）
平成28年度～32年度の収支改善額累計 21億円

〔高速鉄道事業〕 
①累積欠損金の縮減
②海岸線ランニング収支の均衡に向けた収支改

善
＊海岸線ランニング収支：営業収益－営業費用
（減価償却費除く）

（目標額）
平成28年度～32年度の累積欠損金縮減額累計
17億円

5 ．経営戦略
　「市民の足」として、安全で信頼されるサー
ビスを提供し、ひとの暮らしとまちの発展を支
えていくため、 3 つの経営方針の下に12の経営
戦略を立て、事業に取り組んでいきます。
　また、計画の実行にあたっては、PDCAサイ
クルによる進行管理を実施することにより本計
画の着実な目標達成を目指します。

Ⅰ．安全でお客様に信頼される公共交通を目指
します

⑴安全性の強化
①安全管理体制の強化
②安全に配慮した重点的な投資
③防災対策等の強化

【主な取組み】
・西神・山手線全駅ホームドア設置に向けた

取組み
・海岸線における大容量蓄電池の設置や止水

板の改修 など

⑵利便性の向上
①分かりやすい案内・サインの充実
②ICカードサービスの充実
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【主な取組み】
・スマートフォン等での乗継検索サービス
・バスや地下鉄の案内の多言語化
・ICOCAによるIC定期券の導入、市バスに

おける交通系ICカードの全国相互利用等
に向けた取組み など

⑶快適性の向上
快適な利用環境の提供

【主な取組み】
・バス停の快適性の向上
　（上屋やベンチの設置）
・地下鉄車両の座席幅の拡張や快適な照

明 など

⑷お客様のニーズに応じた取組み
①お客様のニーズを把握し、経営戦略に活か

す
②需要に応じた路線・ダイヤの編成等

【主な取組み】
・高齢者・若者・通勤者など利用主体ごとの

きめ細かなニーズ把握
・乗り継ぎやすいダイヤの調整 など

⑸質の高いサービスの提供
①職員研修の充実と職員の資質向上
②お客様の意見を取り入れた業務改善

【主な取組み】
・マナー研修や資質向上研修の充実
・グッドドライバー賞など表彰制度
・市民モニター制度の導入 など

Ⅱ．公共交通として神戸のまちづくりや地域社
会に貢献します

⑹総合交通体系における取組み
①地域のくらしを支える交通環境の形成と
「地方創生」への貢献

②都心・観光地における魅力的な交通環境の

形成
【主な取組み】
・子育て世代が住みやすいまちづくりへの貢

献（地下鉄通学定期券割引率引き上げの検
討等）

・都心の回遊性向上に向けた検討 など

⑺人にやさしい公共交通
①ユニバーサルデザインの推進
②お客様へのおもてなし
③健康づくりへの貢献

【主な取組み】
・地下鉄車内の車いす・ベビーカースペース

の拡大
・お客様にやさしいソフトな運転の心がけ
・公共交通機関の利用による健康増進の啓発 

など

⑻環境にやさしい公共交通
①環境にやさしい車両・設備の導入等
②公共交通機関への利用転換

【主な取組み】
・エネルギー効率の良い地下鉄車両の導入や

照明のLED化などの省エネルギー対策
・エコファミリー制度 など

⑼地域との協働
地域との協働による活性化

【主な取組み】
・エコショッピング制度による市バス・地下

鉄の利用促進と沿線地域のにぎわい創出
・地域や学校の活動発表の場としての駅ス

ペースの提供 など

Ⅲ．「市民の足」であり続けるために、経営基
盤を強化します

⑽収益力の向上
①乗客増対策
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②附帯事業等の収入増対策・資産の活用
【主な取組み】
・乗客者数分析や地域の要望などからのニー

ズや動向の把握
・海岸線の需要喚起 など

⑾経営の効率化
①人件費の抑制
②物件費の縮減と計画的な投資
③組織力の強化

【主な取組み】
・勤務の効率化等による時間外勤務手当等の

縮減
・運行効率の向上
・人材の育成 など

⑿公営交通のあるべき姿を目指して
　公営交通のあり方の検討

Ⅰ．安全でお客様に信頼される公共交通を目
指します

　神戸市交通局は、安全・安心で誰もが利用し
やすい市バス・地下鉄として、安全性の強化や
利便性・快適性の向上、お客様のニーズに応じ
た質の高いサービスの提供に努め、お客様に信
頼される公共交通を目指します。

経営戦略⑴　安全性の強化
①安全管理体制の強化

綱領（運転の安全の確保に関する規程第 2 条）

ア　安全の確保は、輸送の生命である。
イ　規程の遵守は、安全の基礎である。
ウ　執務の厳正は、安全の要件である。

　運転の安全確保に関する綱領・安全方針を遵
守するとともに、国の運輸安全マネジメントに
基づき、安全管理体制を強化します。職場にお
けるヒヤリ・ハットや故障・トラブル等の「事
故の芽」情報の共有化・分析、内部監査の実施
などにより事故等の未然防止に取り組みます。
　また、市バス車両のドライブレコーダーなど
を活用した安全研修や技術研修、職場訓練を通
じて継続的に安全性の向上を図ります。

②安全に配慮した重点的な投資
　駅ホームからの転落や車両との接触事故を防
止するため、西神・山手線全駅へのホームドア
設置に向けた取組みを進めます。
　また、開業後39年以上を経過し車両・電気等
設備の更新時期を迎えた西神・山手線や開業後
14年を経過して一部の機器などの更新時期を迎
えた海岸線において、新型車両の導入や電気設
備・軌道など施設・設備を計画的に更新し安全
性を確保します。

③防災対策等の強化
　南海トラフ地震などの大規模災害に備え、海
岸線において、大容量蓄電池の設置や止水板の
改修などの施設整備を行います。また、営業所
や駅の地勢に即した行動計画の見直しや、研

軌道内重点パトロール（施設課 保線区） ホームドア（イメージ）
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修・訓練を通じて災害時の即応力を高めます。
　また、不審物や不審者を発見した際の応対な
ど、テロ対策を徹底します。

指標⑴
有責事故件数について、市バスでは、平成26 
年度目標と比較して毎年 5 ％削減すること、地
下鉄では、開業以来、責任事故ゼロの実績を維
持することを目指します。

経営戦略⑵　利便性の向上
①分かりやすい案内・サインの充実
　市バスをより多くの方にもっと便利にお使い
いただけるよう、スマートフォン等での乗継検
索サービスを提供するほか、お客様が必要な情

報 を 得 や す い よ う ホ ー ム
ページを充実するとともに、
お客様がバスの運行情報を確
認できるバスロケーションシ
ステムについて実証実験を行
い、本格導入について検討し
ていきます。
　また、市バス車内の行先表示やバス停での英
字表記、地下鉄での多言語案内やピクトグラム

（絵文字）表示を進めるほか、デザイン都市・
神戸の一環として進められる全市的な「まちの
案内サイン見直しプロジェクト」の取組みも踏
まえながら、観光客をはじめ誰もが分かりやす
い案内表示の整備を推進します。
　このほか、国外からのお客様に基本的な案内

止水板（海岸線）

平成26年11月28日（金）深夜の終車後に、南海トラフ巨大地震に伴う津波が発生（80分後に到達）し、
列車が駅間で停止したと想定して、実車を使用して約120名が参加する大規模訓練を実施しました。
想定内容は、『震度 6 強』の巨大地震が発生。その直後、停電が発生し、海岸線東行列車が中央市
場前駅〜ハーバーランド駅間にて停車、停電の復旧不可のため、列車乗客を次駅までトンネル内を
歩行にて避難誘導を行う訓練を行いました。

南海トラフ地震発生に伴う津波警報発令想定訓練

「かもめんnavi KOBE乗継検索」の検索画面

ピクトグラム
（ベビーカーマーク）
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ができるよう、職員への英語研修を実施します。

②ICカードサービスの充実
　お客様の利便性向上に資するため、新たに

「ICOCA」によるIC定期券の導入や、他社連絡
IC定期券の拡大、地下鉄に引き続き市バスにお
ける交通系ICカードの全国相互利用に向けた
取組みを進めます。
　また、ICカードを活用したエコショッピン
グ制度を充実します。
　これらの取組みにより、ICカード利用率の向
上を図るとともに、IC利用データ分析による
需要把握に取り組みます。

指標⑵
ICカードの利用率について、平成32年度まで
に、市バス・地下鉄で、それぞれ乗車人員の
70％にすることを目指します。

経営戦略⑶　快適性の向上
快適な利用環境の提供
　お客様にバスを快適にお待ちいただけるよ
う、バス停の上屋やベンチの設置を推進します。
整備にあたっては、民間事業者による広告付き
上屋や皆様からの寄付で設置する「ハートフル
ベンチ」などの様々な手法を活用します。
　地下鉄では、車両更新にあわせて座席幅の拡
張や照明のLED化など、快適な車内環境を整備
します。

　職員一人ひとりがお客様への「おもてなし」
の心を大切にし、笑顔でのあいさつ・声掛け・
親切丁寧な応対や接客業として相応しい服装・
身だしなみを徹底するなど、お客様に快適にご
利用いただけるよう努めていきます。

指標⑶
お客様の声ハガキ、メッセージBOXなど、お
客様からのご意見について、平成32年度までに、
お褒めの件数を、平成26年度から 5 ％増加させ
ることを目指します。

広告付き上屋

ハートフルベンチ

経営戦略⑷　お客様のニーズに応じた取組み
①お客様のニーズを把握し、経営戦略に活かす
　市バスや地下鉄の乗降データや交通調査、各
種アンケート、地域やお客様からいただいた要
望などを最大限に活用するほか、沿線の学校・

50.0
（％）

0.0
平成22年度

23.7

21.4

26年度

36.5

39.4

25年度

31.9

35.9

24年度

20.4

27.4

23年度

20.3

25.6

10.0

20.0

30.0

40.0

バス
地下鉄

ICカードの利用率
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企業・団体及び住民を対象にターゲットを絞っ
た営業活動等を行います。これにより、高齢者・
若者・通勤者・通学者など利用主体ごとのニー
ズや動向、地域の特性を的確に把握するととも
に、多様な手法により市バスや地下鉄の新たな
需要の創出や潜在需要の掘り起こしを図ります。
　さらに、集客イベントや通学、校外学習等の
ニーズにフレキシブルに対応し、臨時便の運行
や増発を行います。

②需要に応じた路線・ダイヤの編成等
　お客様のニーズや地域特性を踏まえながら、
需要に応じた路線編成・ダイヤの設定・見直し
を行います。また、市バス・地下鉄・その他の
交通機関の乗継ぎがスムーズに行えるよう、お
客様のご要望も踏まえながら、ダイヤの調整等
に取り組みます。
　さらに、市バスの路線を維持していくために
は、より多くのお客様にご利用いただくことが必
要であることから、路線別の経営状況をホーム
ページ等でお客様に分かりやすく掲載します。

指標⑷
乗車人員について、平成32年度までに、市バス
では改善前見込み（186千人／日）から 1 ％増加、
地下鉄では平成26年度（303千人／日）から 3 ％
増加させることを目指します。

経営戦略⑸　質の高いサービスの提供
①職員研修の充実と職員の資質向上
　応対マナー研修や職員の資質向上研修の内容
を充実し、お客様に気持ち良く乗車していただ
けるよう質の高いサービスの提供に努めます。
　運輸長表彰やグッドドライバー賞など優秀な
職員への表彰制度を活用し職員の意識啓発に努
めるとともに、職員提案制度を通じて、職員の
アイデアや創意工夫を活かし、サービスの向上
や業務の改善を図ります。

②お客様の意見を取り入れた業務改善
　市バスの「お客様の声ハガキ」や地下鉄の

「メッセージBOX」のほか、自治会や婦人会等
の地域の集まりなど、あらゆる機会をとらえて
お客様の声を積極的に伺います。
　また、新たにお客様満足度調査や市民の方に
市バス・地下鉄にご乗車いただき、ご意見をい
ただく「市民モニター制度」を導入します。
　これらの取組みによりいただいたご意見・ご
要望を、積極的に業務改善につなげるとともに、
ホームページの「よくある質問と回答（FAQ）」
に分かりやすく掲載します。

市バス営業係数
平成
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

営業
係数 112 108 106 112 109

＊「営業係数」とは、100円の収入を得るために、費用が
どれだけかかっているかを示す数値です。例えば、「営
業係数109」は、100円の収入を得るために109円の費用
がかかっていることを示します。 グッドドライバー賞表彰式

市バス路線別の収支状況

平成26年度
（80路線）

22年度
（85路線）

23年度
（89路線）

24年度
（89路線）

25年度
（81路線）

黒字22路線 赤字58路線

黒字21路線

黒字25路線

黒字25路線

黒字21路線

赤字60路線

赤字64路線

赤字64路線

赤字64路線
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指標⑸
お客様の声ハガキ、メッセージBOXなど、お
客様からのご意見について、平成32年度までに、
苦情の件数を、平成26年度から 5 ％減少させる
ことを目指します。

Ⅱ．公共交通として神戸のまちづくりや地域
社会に貢献します

　神戸市交通局は、総合的な交通環境の整備や
地域との協働、環境対策などの分野で公共交通
に求められている役割を積極的に果たし、神戸
のまちづくりや地域社会に貢献していきます。

経営戦略⑹　総合交通体系における取組み
①地域のくらしを支える交通環境の形成と「地

方創生」への貢献
　平成25年 9 月に「神戸市総合交通計画」が策
定され、交通施策における 3 つの基本方針に基
づき、市民・企業・交通事業者・行政の役割が
示されました。また、「神戸創生戦略（地方版
総合戦略）」では基本目標の 1 つに「時代に合っ
た地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する」ことが掲げられていま
す。
　交通局としては、「神戸市総合交通計画」や「神
戸創生戦略（地方版総合戦略）」において、生
活交通を支援する公共交通という観点から、交

通不便地域への対応など一般行政部門（住宅都
市局）及び地域が連携・協力するなかで市営交
通として果たすべき役割を検討していきます。
　地域密着型バスの運行や高齢化等の地域の状
況に配慮したバス路線の設定など日常生活を支
える交通環境の向上に取り組みます。また、子
育て世代が住みやすいまちづくりに貢献するた
め、地下鉄通学定期券の割引率の引き上げやエ
コファミリー制度の拡大を検討していきます。

②都心・観光地における魅力的な交通環境の形
成

　「神戸の都心の未来の姿〔将来ビジョン〕」で
示された都心の回遊性の向上に向けて全市的な
取組みが行われるなかで、市バスやシティー・
ループが果たす役割を検討していきます。また
地下鉄新神戸駅では、新幹線新神戸駅との連絡
通路を神戸の玄関口に相応しいデザインへリ
ニューアルするとともに、動線を分かりやすい
サインで表示します。

指標⑹
地域密着型バス路線のキロあたり乗車人員につ
いて、平成32年度までに、平成26年度から 5 ％
増加させることを目指すとともに、エコファミ
リー制度の利用件数について、平成32年度まで
に、平成26年度から 2 ％増加させることを目指

地域密着型バスの乗車人員

5,000 3.00

2.50

2.00

1.50

0.50

1.00

（人／日） （人／㌔）

4,500

3,500
4,000

3,000
2,500
2,000
1,500 2,969

2.35

3,136

2.492.49

一日あたり乗車人員
㌔あたり乗車人員

3,162

2.24

3,367

2.29

3,117

2.33

1,000
500
0 0.00
平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

お客様からのご意⾒の種別割合（2６年度）
その他
3.5%

（100件）

その他
3.5%

（100件）
お褒め
21.5%
（618件）

要望
31.2%
（898件）

苦情
43.9%

（1265件）
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します。

経営戦略⑺　人にやさしい公共交通
①ユニバーサルデザインの推進
　誰もが利用しやすい公共交通となるよう、地
下鉄車内の車いす・ベビーカースペースの拡大、
車両とホームの段差縮小、駅トイレの改修や、
バス車両の低床化に伴うバス停点字ブロックの
移設など、引き続き車両や施設のバリアフリー
化に取り組むとともに、バスでの英字表記や地
下鉄での多言語対応、ピクトグラム（絵文字）
の表示など分かりやすい案内表示の整備を推進
します。また、その取組みについて積極的に情
報を提供します。（一部再掲）

▪これまで実施してきたユニバーサルデザイン
の取り組み
◦市バス車両の低床化　100％
◦駅トイレのオストメイト対応　100％
◦駅の誘導点字ブロックの設置　100％
◦西神・山手線の全駅乗降位置案内の設置 
など

②お客様へのおもてなし
　お客様への丁寧な応対やマイクを使った声掛
け、お客様にやさしいソフトな運転を心がける
など、職員一人ひとりがお客様へのおもてなし

の心を常に持ち、お客様に満足いただけるサー
ビスの提供に努めていきます。

③健康づくりへの貢献
　マイカーの利用から公共交通機関の利用へ転
換することにより、歩行機会が増加し、健康増
進につながることを、一般行政部門（保健福祉
局）と連携して啓発します。

指標⑺
お客様の声ハガキ、メッセージBOXなど、お
客様からのご意見について、平成32年度までに、
バス停や案内表示等への要望の件数を、平成26
年度から 5 ％減少させることを目指します。

経営戦略⑻　環境にやさしい公共交通
①環境にやさしい車両・設備の導入等
　地下鉄車両の更新にあわせたエネルギー効率
の良い新型車両の導入や照明のLED化、ハイブ
リッドバスなど環境負荷の少ないバスの導入や
ソーラー発電を活用したバス停照明の設置な
ど、省エネルギー対策を推進します。
　さらに、KEMS（神戸環境マネジメントシス
テム）を活用した事業運営に引き続き取り組み
ます。

②公共交通機関への利用転換
　エコファミリー制度やエコショッピング制度
を充実・活用することで、モビリティ・マネジ
メントを推進し、環境にやさしい低炭素社会の
実現を目指します。（一部再掲）

指標⑻
神戸市地球温暖化防止実行計画に基づき、平成
32年度までに、最終エネルギー消費量を平成26
年度から 4 ％削減することを目指します。

車いす・ベビーカースペース
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経営戦略⑼　地域との協働
　地域との協働による活性化
　ウェブサイト「神戸市交通局沿線NAVI」や
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス）を活用した沿線地域の旬なイベント情報の
発信、エコショッピング制度の活用により、市
バス・地下鉄の利用を促進し、商店街など沿線
地域のにぎわいを創出します。また、沿線の地
域や学校の活動発表の場として駅スペースを提
供します。
　このほか、地域を支援する取組みについて、
一般行政部門と連携・協力していきます。（一
部再掲）

沿線の幼稚園・保育園の園児が願いごとを書いた短冊などを
張り付けた「たなばた列車－織姫号・彦星号－」の運行

神戸市交通局の最終エネルギー消費量

650,000,000

600,000,000

550,000,000

（MJ）
700,000,000

658,738,180

平成17年度 21年度 25年度 32年度（目標値）

「神戸市地球温暖化防止実行計画」より作成

631,791,718

600,517,673

564,538,620

500,000,000
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指標⑼
エコショッピング制度参加人数について、平成
32年度までに、平成26年度から10％増加させる
ことを目指します。

Ⅲ．「市民の足」であり続けるために、経営基
盤を強化します

　神戸市交通局は、厳しい経営環境の中でも、
将来にわたって「市民の足」として必要とされ
るサービスを提供できるよう安定した経営基盤
を確保するため、引き続き経営改善に取り組み
ます。

経営戦略⑽　収益力の向上
①乗客増対策
❖収益力の向上
　収益力に直結する乗客者数の動向の把握、こ
れに即応した乗客増対策は、交通事業の経営上
極めて重要です。
　交通事業管理者をトップとする営業推進会議
により、詳細な乗客者数の把握と分析を行い、
利用者数の変化を的確に捉えた乗客増対策を打
ち出します。
　特に、経営状況が厳しい自動車事業では、こ
れまでの集客事業に加え、沿線の学校・企業・
団体及び住民といったターゲットを絞った営業
活動に取り組み、高齢者・若者・通勤者・通学

駅スペースを活用した沿線の高校の生徒の作品展示

者など世代別・利用形態別のニーズを取り込み
ながら乗客増を目指します。また、集客イベン
トや通学、校外学習等の利用ニーズに応じた臨
時便を運行・増発します。（一部再掲）

❖海岸線の需要喚起
　沿線でのイベント開催などにより地域の活性
化を図りながら利用促進に努めるとともに、中
長期的な視点からの有効な需要喚起策として、
まちづくりや沿線プロジェクトを一般行政部門
と連携・協力しながら推進していきます。

❖その他営業活動の推進
　神戸市交通局100周年記念事業を通じた市営
交通ファンの拡大、ホームページや民間報道・
情報誌を活用した積極的な広報の展開、沿線へ
のコンサートやスポーツ等のイベントの誘致な
ど、多様な営業手法を活用し、乗客増に取り組
みます。

❖運賃・料金施策の検討など
　平成26年 4 月に導入したICカード利用によ
る「市バス乗継割引制度」を活用し市バス利用
を促進します。また、魅力的な企画乗車券の開
発など、料金施策の面からも新たな需要の掘り
起こしを行います。

ノエビアスタジアム神戸で行われたイベントの様子
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②附帯事業等の収入増対策・資産の活用
　地下鉄駅のデジタルサイネージなどの広告事
業の拡大や、駅施設内への店舗・ワゴンショッ
プの誘致など、活用可能なスペースは最大限活
かした駅ナカビジネスを展開し、収入増を図り
ます。また、神戸市交通局が所有する資産（土
地・建物）の利用状況を総点検し、売却・賃貸
など資産の有効活用を図ります。

指標⑽
広告事業や駅ナカビジネスなどの附帯事業収入
について、平成32年度までに、平成26年度から
3 ％増加させることを目指すとともに、乗車人
員について、平成32年度までに、市バスでは改
善前見込み（186千人／日）から 1 ％増加、地
下鉄では平成26年度（303千人／日）から 3 ％
増加させることを目指します。

経営戦略⑾　経営の効率化
①人件費の抑制
　総人件費及び一人あたり人件費を抑制するた
め、勤務の効率化等による時間外勤務手当等の
縮減を図るほか、事務事業の見直しを行い職員
定数の見直しを進めます。また、緊急時におけ

るバスの運転業務について迅速に対応できるよ
う、柔軟な勤務体制等を検討します。
　民間委託の推進として、市バス営業所の管理
委託やバス路線の委託、西神・山手線及び海岸
線における駅務業務、その他保守・整備業務の
民間委託を継続または拡充します。
　さらに、本計画期間内に、将来の西神・山手
線全駅でのホームドア設置にあわせたワンマン
運転化に向けて職員配置計画を検討します。

②物件費の縮減と計画的な投資
　市バス営業所の管理委託や地下鉄の駅務委託
など民間活力を活かした運営手法の継続や事務
事業の見直しなどにより運行経費を縮減すると
ともに、需要に応じた路線・ダイヤの編成によ
り、運行効率を高める取組みを進めます。
　施設・設備の長寿命化を図るとともに、更新

デジタルサイネージの設置（西神中央駅）

駅ナカへのコンビニ誘致（新神戸駅）
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投資にあたっては地下鉄の更新車両の一括発注
など効率的な投資に努めます。

③組織力の強化
　これまで培った技術を継承し将来の市営交通
を担う人材を育成します。
　運輸現業職員のキャリアパスの選択肢を増や
し、将来の管理職候補として幅広く職務を経験
させるために、経営管理部門への積極的な登用
を図ります。また、女性職員の管理職登用を積
極的に進めるなど、組織の活性化を図ります。
　職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向
上や指揮命令系統の徹底などにより、組織風土
の意識改革に取り組むほか、職員の健康増進・
風通しのいい職場づくりに取り組みます。

市バスの運行経費
（億円）

平成22年度

114

23年度

114

24年度

112

25年度

110

26年度

105

80

90

100

110

70

120

地下鉄の運行経費
（億円）

平成22年度

100

23年度

103

24年度

104

25年度

102

26年度

107

80

90

100

110

70

120

※運行経費：営業費用から減価償却費を除いたもの

1,200

職員定数
1,187

673

1,114

644

814

628
549
599

533
605

533
604

532
603

532
603

531
601

472

599

453

597

425

597

（人）

200
平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

400

600

800

1,000

職員定数 約4割削減
平成15年度 1,860人⇒26年度 1,022人（△838人）

120 総人件費

140

76

134

66

92

58
68
58

68
60 6057 5558 5256 49

58
45
58

40
55

39

59

（億円）

20
平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

40

60

80

100

総人件費 約5割削減
平成15年度 216億円⇒26年度 98億円（△118億円）

レボリューション2004 ステップアッププラン 経営計画2015（平成27年度まで）

140

自
動
車

高
速
鉄
道

自
動
車

高
速
鉄
道

職員定数・総人件費の推移
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指標⑾
運行経費について、平成32年度までに、市バス・
地下鉄それぞれで、改善前見込みから 5 億円改
善させることを目指します。

経営戦略⑿　公営交通のあるべき姿を目指して
公営交通のあり方の検討
　本計画に先立ちまとめられた交通事業審議会
の答申には、公営交通としての「経営の収支を
超えた取組みの推進」、さらには、今後の在り
方として「公営交通はどのような基準にもとづ
いて、どこまでサービスを提供すべきなのか」

「だれがどう分担し担うべきか」、また「経営改
善努力によっても費用負担できない場合の一般
会計との負担の在り方」などが今後の検討課題
として示されています。
　これらの課題はいずれも、短期間では、その
答えを容易に見い出すことは難しいですが、答
申にも示された一般行政部門との連携・協力を
軸に民間企業にはない「公営企業にしかできな
い強み」を活かしながら、引き続き市営交通の
あるべき姿とその方向性について幅広く検討し
ていきます。

指標一覧
経営戦略 指標 市バス 地下鉄

⑴安全性の強化 有責事故件数 平成26年度目標と比較
して毎年 5％削減

開業以来責任事故ゼロ
の実績を維持

⑵利便性の向上 ICカード利用率 平成32年度までに、市バス・地下鉄、それぞれで乗
車人員の70％にする

⑶快適性の向上
⑸質の高いサービスの
提供
⑺人にやさしい公共交
通

お客様からのお褒め・
苦情・要望の件数

平成32年度までに、
　お褒めの件数を、平成26年度から 5％増加
　苦情・要望の件数を、平成26年度から 5 ％減少さ
せる

⑷お客様のニーズに応
じた取組み
⑽収益力の向上

乗車人員 平成32年度までに、乗
車人員を、改善前見込
から 1％増加させる

平成32年度までに、乗
車人員を、平成26年度
から 3％増加させる

⑹総合交通体系におけ
る取組み

地域密着型バス路線の
キロあたり乗車人員

平成32年度までに、地
域密着型バス路線のキ
ロあたり乗車人員を、平
成26年度から 5 ％増加
させる

—

エコファミリー制度利
用件数

平成32年度までに、エコファミリー制度利用件数を、
平成26年度から 2％増加させる

⑻環境にやさしい公共
交通

最終エネルギー消費量 神戸市地球温暖化防止実行計画に基づき、平成32年
度までに、最終エネルギー消費量を平成26年度から
4％削減する

⑼地域との協働 エコショッピング制度
参加人数

平成32年度までに、エコショッピング制度参加人数
を、平成26年度から10％増加させる

⑽収益力の向上 附帯事業収入 平成32年度までに、広告事業や駅ナカビジネスなど
の附帯事業収入を、平成26年度から 3％増加させる

⑾経営の効率化 運行経費 平成32年度までに、市バス・地下鉄、それぞれで運
行経費を、改善前見込みから 5億円改善させる
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6 ．計画実施の効果
〔自動車事業〕
⑴　改善前収支見通し

（単位：億円）

年　　度 H26
（決算）

H27
（予算） H28 H29 H30 H31 H32

収益的収入 115 113 109 109 108 108 107

収益的支出 153 116 113 112 111 110 112

純損益 △38 △3 △4 △3 △3 △3 △5

累積損益 5 2 △1 △4 △7 △10 △15

累積資金過不足額 △12 △17 △24 △33 △36 △41 △45

⑵　財政目標
単年度黒字の確保と累積資金不足額の縮小

（目標額）平成28年度～32年度の収支改善額累計　21億円

⑶　収支改善額
（単位：億円）

年　　度 H28 H29 H30 H31 H32

経営の効率化 2.3 3.0 3.1 4.7 4.7

収益力の向上 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1

単年度改善額累計 2.5 3.5 3.8 5.6 5.8

H28～32年度改善額累計 21

⑷　改善後収支見通し
（単位：億円）

年　　度 H26
（決算）

H27
（予算） H28 H29 H30 H31 H32

収益的収入 115 113 110 109 109 108 107

収益的支出 153 116 111 109 108 106 107

純損益 △38 △3 △1 ― 1 2 ―

累積損益 5 2 1 2 3 4 4

累積資金過不足額 △12 △17 △17 △20 △19 △19 △19

※平成26年度決算の累積損益は資本剰余金処分後の数値
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⑵　財政目標
累積欠損金の縮減と海岸線ランニング収支均衡に向けた収支改善

（目標額）平成28年度～32年度の累積欠損金縮減額累計　17億円

〔高速鉄道事業〕
⑴　改善前収支見通し

（単位：億円）

年　　度 H26
（決算）

H27
（予算） H28 H29 H30 H31 H32

収益的収入 249 252 252 249 242 239 237

収益的支出 300 248 240 237 238 238 243

純損益 △51 4 12 11 5 1 △7

累積損益 △826 △822 △810 △799 △794 △793 △800

累積資金過不足額 △49 △32 △22 △7 ―	 1 1

海岸線ランニング収支 △4.8 △7.4 △6.7 △5.3 △4.8 △4.6 △4.8

⑶　収支改善額（累積欠損金縮減額）
（単位：億円）

年　　度 H28 H29 H30 H31 H32

経営の効率化 1.0 1.9 2.9 3.9 4.7

収益力の向上 0.1 0.3 0.4 0.5 1.7

単年度改善額累計 1.1 2.2 3.3 4.4 6.4

H28～32年度改善額累計 17

⑷　改善後収支見通し
（単位：億円）

年　　度 H26
（決算）

H27
（予算） H28 H29 H30 H31 H32

収益的収入 249 252 252 249 243 240 239

収益的支出 300 248 239 235 235 234 239

純損益 △51 4 13 14 8 5 ―

累積損益 △826 △822 △809 △795 △787 △782 △782

累積資金過不足額 △49 △32 △21 △4 3 9 15

海岸線ランニング収支 △4.8 △7.4 △6.5 △4.9 △4.2 △3.8 △3.8

※平成26年度決算の累積損益は資本剰余金処分後の数値
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地下鉄助成制度の変遷3
創設変更年月日 補　　給　　率 補 助 年 度 補助対象建設年度 制　　度　　内　　容

昭和37．2 ．7 利差補給（実勢金利と6.5％との利差） 昭和37～41年度 昭和36～40年度 補助対象建設費（間接費を含む）
＊国単独補助

昭和42．5 ．19 10．5 ％補給（3.5、2.8、2.1、1.4、0.7％ 5 年分割） 昭和42～44年度 昭和42～43年度
補助対象建設費（間接費を除く）
＊間接費＝利息利子＋測量監督費＋総係費
＊国単独補助

昭和45．1 ．30 25％補給（4、4、4、3、3、3、2、2％ 8 年分割） 昭和45～47年度 昭和44～46年度 ＊地方も国と同額を補助

昭和48．1 ．14 33％補給（6、6、6、5、5、5％ 　　　6年分割） 昭和48～52年度 昭和47～51年度 ＊営団…間接補助方式に変更（47年度～）

昭和53．1 ．26
35％補給
（6、5、4、3、3、3、3、3、3、2％　

10年分割）
昭和53年度～ 昭和52年度～ 補助対象建設費（総係費、測量監督費を除く）

昭和56．1 ．19 昭和56年度～ 昭和56年度～ 改良工事を56年度以降補助対象とする
補助対象建設費は 1／ 2とする

昭和60．12．26 昭和61年度～ 昭和60年度～ 運輸開始年度の翌年度から補助金交付
（従来は建設年度の翌年度から補助金交付）

平成元．12．26
35％補給
（1、2、3、4、4、5、5、4、4、3％	

10年分割）
平成 2年度～ 平成 2年度～

建設当年度（営団等は運輸開始年度の翌年度）から補助
金交付
2年度以降建設分に対する出資率20％（従来10％）

平成 2．12．28 35％補給（7、7、7、7、7％　　　　　5年分割） 平成 3年度～ 平成 3年度～

資本費補助に変更（繰越明許費創設）
補助対象建設費（車両費、総係費及び建設仮勘定利子を
除く）
営団の建設線で平成 4年度以降開業する特定路線は、鉄
道整備基金からの無利子貸付制度に変更

平成 3．12．28 35％補給（建設当年度一括交付） 平成 4年度～ 平成 3年度～ 補助対象建設費（車両費、総係費及び建設勘定利子を除
く）10％圧縮

平成 4．12．26 平成 5年度～ 昭和58～
平成元年度

昭和58年度から平成元年度建設分に対する出資率20％
（従来10％）

平成 6．2．15 平成 6年度～ 平成 6年度～ 地方公営企業に準ずる第三セクターの整備する地下鉄に
ついても助成を行う

平成 6．3．31 平成 6～ 8年度 平成 6～ 8年度 地方単独事業を活用する「地下鉄緊急整備事業」創設
平成 7．10．18 平成 7年度～ 平成 7年度～ 緊急耐震補強工事を補助対象とする
平成 9．4．21 平成 9～11年度 平成 9～11年度 「地下鉄緊急整備事業」3年間の延長

建設補助金受入額 （単位：千円）

受入年度 地　下　鉄　補　助　金 ニ	ュ	ー	タ	ウ	ン	補	助	金
国　　庫 一 般 会 計 国　　庫 一 般 会 計

昭和47年度 11，894 5，947 5，947
昭和48年度 193，350 96，675 96，675
昭和49年度 751，826 375，913 375，913
昭和50年度 1，613，644 806，822 806，822
昭和51年度 3，359，394 1，679，697 1，679，697
昭和52年度 4，500，760 2，250，380 2，250，380
昭和53年度 4，606，754 2，303，377 2，303，377
昭和54年度 4，880，020 2，440，010 2，440，010
昭和55年度 5，084，768 2，542，384 2，542，384
昭和66年度 5，631，766 2，815，883 2，815，883
昭和57年度 5，801，704 2，900，852 2，900，852 35，168 17，584
昭和58年度 7，213，506 3，606，753 3，606，753 108，538 54，269
昭和59年度 7，035，822 3，517，911 3，517，911 400，586 200，293
昭和60年度 5，869，214 2，934，607 2，934，607 821，868 410，934
昭和61年度 7，331，494 3，665，747 3，665，747 890，002 445，001
昭和62年度 6，841，906 3，420，953 3，420，953 744，114 372，057
昭和63年度 6，519，514 3，259，757 3，259，757 1，220，756 610，378
平成 1年度 5，801，180 2，900，590 2，900，590 1，238，263 436，143 802，120
平成 2年度 4，357，580 1，716，333 2，641，247 1，020，134 449，507 570，627
平成 3年度 4，887，653 2，724，624 2，163，029 733，296 450，991 282，305
平成 4年度 3，384，963 1，848，012 1，536，951 615，667 378，182 237，485
平成 5年度 1，246，933 675，212 571，721 785，490 442，125 343，365
平成 6年度 2，603，119 689，112 1，914，007 201，463 84，833 116，630
平成 7年度 2，110，836 1，588，858 521，978 178，023 84，686 93，337
平成 8年度 5，340，856 2，563，858 2，776，998 158，325 71，646 86，679
平成 9年度 10，020，528 5，305，138 4，715，390 71，584 70，161 1，423
平成10年度 12，841，211 6，100，145 6，741，066 65，361 64，929 432
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自動車事業の概要第４節

主な施設（平成30年 4 月現在）1

名　　　称 所　　在　　地 建物面積（延） 建　物　構　造 敷　地　面　積

営　

業　

所　

・　

車　

庫

㎡ ㎡
魚　崎営業所・車庫 東灘区魚崎浜町32-2 2,569 鉄筋コンクリート造 2階ほか （神戸市）　　	13,952

石屋川営業所・車庫 灘区弓木町1-2-1 2,614 〃 6,419

中　央営業所・車庫 中央区小野浜町7-65 3,174 鉄骨造 2階ほか 16,868

松　原営業所・車庫 兵庫区芦原通5-1-31 2,191 鉄筋コンクリート造 2階ほか 9,731

落　合営業所・車庫 須磨区東落合1-1-5 2,729 〃 14,585

垂　水営業所・車庫 垂水区本多聞3-10-1 1,943 〃 6,845

西　神営業所・車庫 西区竹の台1-407-2 2,093 〃 22,436

操　
　
　
　

車　
　
　
　

場　
　

・　
　

詰　
　
　

所

神 戸 北 町　操車場 北区大原 3 -20- 1 366 鉄骨造 2階ほか 1,872

甲 南 山 手　詰　所 東灘区森北町 1 - 5 - 7 11 軽量型鋼造 11

阪 神 御 影　詰　所 東灘区御影中町 3 - 1 -23 53 鉄骨造 111

阪 急 六 甲　詰　所 灘区宮山町 3 - 3 - 1 （阪急電鉄）　　　60 鉄骨造 2階建の内 2階部分 （阪急電鉄）	 420

ＪＲ六甲道駅前詰所 灘区永手町 4 - 2 88 鉄骨造 （神戸市）	 1,490

三 宮 駅 前　詰　所 中央区雲井通 8 19 軽量鉄骨造 （神戸市）	 22

メリケンパーク詰所 中央区波止場町 19 鉄骨造 （神戸市）	 44

神戸駅前★　詰　所 中央区相生町 3 - 2 - 1 259 鉄筋コンクリート造地上 1階及び地下 1階（地下中 1階付）（神戸市）	 930

和　　　田　詰　所 兵庫区御崎町 1 - 2 - 3 91 鉄筋コンクリート造（御崎Ｕビル 1階） （高速鉄道事業会計）	 10,497

名 谷 駅 前　詰　所 須磨区中落合 2 - 3 - 1 （高速鉄道事業会計）　　 96 鉄筋コンクリート造 182

衣　　　掛　詰　所 須磨区須磨浦通 1 - 1 - 5 39 軽量鉄骨造 （神戸市）	 1,490

一 の 谷　詰　所 須磨区一ノ谷町 5 - 2 - 1 （神戸市）　　　　47 鉄筋コンクリート造 3階建の内 1階部分 （神戸市）	 1,200

若 草 町　詰　所 須磨区若草町 2 -19- 3 7 軽量鉄骨造 （野村不動産）	 254

垂 水 駅 前　詰　所 垂水区天ノ下町 3 16 鉄骨コンクリート造 （神戸市）	 16

舞 子 駅 前　詰　所 垂水区東舞子町 3 8 軽量鉄骨造 （兵庫県）	 22

学園都市駅前　詰所 西区学園西町 1 -14 30 〃 （神戸市）	 43

伊川谷駅前　詰　所 西区伊川谷町前開南町
1 - 2 73 〃 （高速鉄道事業会計）	 274

西神南駅前　詰　所 西区井吹台東町 1 -67- 1 26 鉄骨造 （神戸市）	 56

西神中央駅前　詰所 西区糀台 5 -11 30 〃 （神戸市）	 8,971

そ
の
他
施
設

車 両 工 場 西区室谷 2 -12- 1 5,190 鉄筋コンクリート 3階建ほか 12,000

研 修 所 須磨区西落合 2 - 3 - 1 （高速鉄道事業会計）1,072 鉄筋コンクリート造地上 3階地下 1階の内 3階部分
（注）★のある詰所は案内所を兼ねる。
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年度別在籍車両数2

燃料別 ガ　　ソ　　リ　　ン　　車 木　 炭 　車

車名

年度別

シ
ボ
レ
ー

ダ

ッ

ジ

ホ
ワ
イ
ト

Ｇ
．
Ｍ
．
Ｃ
．

ス

ミ

タ

フ
ォ
ー
ド

六

甲

レ

オ

ト

ヨ

タ

ニ
ッ
サ
ン

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

ア
ン
ヒ
ビ
ア
ン

Ｇ
．
Ｍ
．
Ｃ
．

（
カ
ー
ゴ
）

ダ

ッ

ジ

（
キ
ャ
リ
ア
ー
）

い

す

ゞ

計

シ
ボ
レ
ー

フ
ォ
ー
ド

ト

ヨ

タ

ニ
ッ
サ
ン

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

ホ
ワ
イ
ト

計

昭和 5年度末 23 15 15 1 1 55
6 39 18 18 10 5 90
7 61 17 19 10 5 112
8 89 17 33 25 5 2 171
9 99 17 33 25 5 2 2 183
10 101 17 33 25 5 10 2 10 203

11 134 12 31 20 20 2 25 244
12 146 3 15 12 35 2 40 253
13 133 6 10 37 3 35 224 12 13 25
14 41 3 33 3 13 93 80 17 26 3 126
15 （不 明） 60 （不 明） 130

16 （不 明） 40 （不 明） 130
17 （不 明） 26 （不 明） 129
18 （不 明） 22 （不 明） 109
19 3 5 4 10 22 68 7 4 3 20 2 104
20 3 2 9 14 21 6 1 1 19 48

21 2 2 9 13 6 5 4 15
22 2 5 1 9 30 47 14 17 7 38
23 1 6 1 11 11 4 30 64 1 5 4 10
24 1 5 12 1 11 10 27 67 1 4 4 9
25 1 5 2 17 1 11 10 25 1 73 1 4 4 9

26 1 3 18 31 1 11 10 10 13 98
27 17 25 1 6 10 4 15 78
28 11 22 1 7 2 15 58
29 10 17 2 15 44
30 4 9 1 15 29

31 4 8 15 27
32 4 6 10
33 4 6 10
34 4 4 8
35 3 3

燃料別 コーライト車 薪　　　車 石　炭　車

車名

年度別

シ
ボ
レ
ー

フ
ォ
ー
ド

ト

ヨ

タ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

計

シ
ボ
レ
ー

フ
ォ
ー
ド

ニ
ッ
サ
ン

ト

ヨ

タ

計

ト

ヨ

タ

ニ
ッ
サ
ン

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

シ
ボ
レ
ー

フ
ォ
ー
ド

計

昭和14年度末 2 2
15 （不 明） 26

16 （不 明） 30 （不 明） 26 （不 明） 5
17 （不 明） 25 （不 明） 20
18 （不 明） 22 （不 明） 47
19 4 18 22 18 9 1 23 1 52
20 2 15 17 18 9 18 1 46

21 10 10 5 5 14 2 14 30
22 3 3 4 5 4 13 17 7 14 38
23 17 15 21 53
24 9 14 17 40
25 4 13 16 33

※各年度の年度末時点での在籍車両数
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燃料別 ディーゼル車 トレーラー 電気車

車名

年度別

い

す

ゞ

民

生

ふ

そ

う

日

野

ホ
ワ
イ
ト

日

産

計

ふ

そ

う
昭和13年度末 1 1

14 1 1
15 1 1

16 1 1

22 4
23 11 5 16 4
24 36 18 4 58
25 41 18 7 66

26 52 18 12 2 84
27 71 18 16 8 113
28 90 19 31 20 160
29 107 19 33 26 185
30 120 19 37 38 214

31 130 8 45 39 222
32 154 2 49 46 251
33 172 2 57 61 292
34 171 2 67 76 316
35 179 2 90 77 348

36 175 2 84 103 364
37 174 1 98 118 391
38 172 103 123 398
39 167 119 135 421
40 173 131 148 452

41 185 148 169 502
42 184 183 168 535
43 201 186 201 588
44 214 197 190 601
45 231 225 194 650

46 234 242 197 673
47 238 242 207 687
48 240 243 212 695 4
49 254 249 212 715 4
50 265 253 217 735 4

51 261 248 199 708 4
52 260 248 200 708 4
53 249 232 199 680
54 250 230 199 679
55 262 242 222 726

56 250 224 206 680
57 254 219 207 680
58 251 219 210 680
59 245 224 211 680
60 229 219 202 650

61 220 227 202 649
62 217 231 201 649
63 210 237 202 649

平成元年度末 193 232 194 619
2 193 236 199 628
3 193 244 201 638
4 187 254 205 646
5 190 258 205 653

6 188 260 211 659
7 189 262 216 667
8 189 261 215 665
9 187 259 215 661
10 183 257 214 2 656

11 178 245 218 2 643
12 176 235 215 6 632
13 156 228 203 6 593
14 156 215 194 15 580
15 148 205 193 25 571

16 150 195 186 35 566
17 149 173 166 39 527
18 142 172 149 65 528
19 132 163 147 83 525
20 130 150 136 107 523

21 121 135 142 123 521
22 122 129 133 123 507
23 122 129 133 123 507
24 158 111 125 121 515
25 155 101 119 121 496

26 155 101 119 121 496
27 155 101 119 121 496
28 155 101 119 121 496
29 155 101 119 121 496

燃料別 低公害車

車名

年度別

い
す
ゞ
電
気
デ
ィ
ー

ゼ
ル
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

日
野
電
気
デ
ィ
ー
ゼ

ル
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

ふ
そ
う
蓄
圧
式		

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

い

す

ゞ

（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）

ふ

そ

う

（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）

日
　

産

（
Ｃ
Ｎ
Ｇ
）

計

平成 3年度末 1 1
4 1 1
5 1 1 2

6 1 1 1 3
7 1 1 1 3
8 1 1 1 3
9 1 1 1 3
10 1 1 1 3

11 1 1 1 3
12 1 1 5 7
13 1 1 6 8
14 1 3 6 10
15 1 3 2 6 12

16 3 2 8 13
17 3 4 8 15
18 3 7 7 17
19 6 7 7 20
20 1 7 7 7 22

21 3 7 7 7 24
22 3 7 7 7 24
23 3 7 7 7 24
24 4 7 7 6 24
25 4 7 7 4 22

26 4 7 7 3 21
27 4 4 4 7 2 21
28 4 4 4 7 2 21
29 4 4 4 5 2 19
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市バス　料金制度変遷

実施日 普通料金 通勤定期料金 通学定期料金 通勤通学定期料金 全線定期
料金

昼間割引定期料金 その他
乗継なし 1乗継 大人 小児 乗継なし 1乗継 単系統 全線

S53.6.1 100円
（暫定） 4,500円 ？ 3,600円 1,800円 4,050円 ？ － ？ ？ ＊昼間割引定期券新設

S53.12.1 110円 4,950円 7,430円 3,960円 1,980円 4,460円 5,700円 － 2,400円 4,800円
S55.5.1 ＊バス・地下鉄連絡定期券（割引なし）
S56.2.1 130円

（暫定） 5,460円 8,190円 4,680円 2,340円 5,070円 6,440円 10,920円 2,840円 5,680円 ＊昼間割引回数券（70円券10枚綴500
円、130円券10枚綴1,000円・140円
券10枚綴1,000円）新設

＊全線定期券新設
S57.1.8 140円 5,880円 8,820円 5,040円 2,520円 5,460円 6,930円 11,760円 3,060円 6,120円

S59.4.28 150円
（暫定） 6,300円 9,450円 5,400円 2,700円 5,850円 7,430円 12,600円 3,280円 6,560円 ＊学期定期券新設

＊全線定期券持参人式に変更
＊市バス 1日乗車券（大人：500円、
小児：250円）、 2日乗車券（大人：
800円、　小児400円）新設

S59.12.1 160円 6,720円 10,080円 5,760円 2,880円 6,240円 7,920円 13,440円 3,490円 6,980円

S60.6.18 ＊バス・地下鉄連絡定期券（各 5％割
引）

S63.10.12 170円
（暫定） 7,140円 － 6,120円 3,060円 6,630円 8,420円 10,710円 3,710円 7,420円 ＊ 6か月定期新設

＊バス・地下鉄連絡定期（各10％割引）
＊通勤定期の乗継定期廃止
＊全線定期料金値下げ
　（通勤定期× 2⇒通勤定期×1.5）
＊市バス 1日乗車券（大人：560円、
小児：280円）、 2日乗車券（大人：
900円、小児：450円）料金改定

H1.10.1 180円 7,560円 － 6,480円 3,240円 7,020円 8,910円 11,340円 3,930円 7,860円

H4.4.1 200円 8,400円 － 7,200円 3,000円 7,800円 9,900円 12,600円 4,370円 8,740円 ＊通勤定期券持参人式
＊小児全線定期券（3,000円）新設
＊身体障害者等定期料金割引率拡大
　（30％⇒50％）
＊同伴児童無料取扱い拡大（ 1人⇒ 2
人）

＊市バス 1日乗車券（大人：600円、
小児：300円）、 2日券（大人：
1,000円、小児：500円）料金改定

H9.4.1 ＊市バスカード新設：1,000（1,100）円、
2,000（2,200）円、4,000（4,600）円

＊市バス昼間専用カード新設：
　1,000（1,300）円、2,000（2,600）円、
　4,000（5,600）円
＊市バス地下鉄共通NEW	Uラインカ
ード導入：1,000（1,000）円、3,000
（3,200）円、5,000（5,400）円

H11.4.24 ＊環境定期券制度導入
H11.10.1 ＊スルッとKANSAIカード導入

　（大人：500、1,000、3,000、5,000　
　小児：1,000　特割大人：1,000
　特割小児：500）

H13.7.7 ＊市バス・地下鉄乗継割引導入
　（NEW	Uラインカード利用、各10円
引）

＊NEW	Uラインカード小児券1,000
（1,100）円新設
＊市バス専用乗継割引カード新設
　（ 2乗車目、100円引）

市バス料金及び制度の推移
（昭和53～平成30年）3
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実施日 普通料金 通勤定期料金 通学定期料金 通勤通学定期料金 全線定期
料金

昼間割引定期料金 その他
乗継なし 1乗継 大人 小児 乗継なし 1乗継 単系統 全線

H14.7.1 ＊普通区定期券全線化（12,600円
→8,400円、　8,740円→4,370円）

H14.7.7 ＊市バス・地下鉄共通 1日乗車券発売
　（大人：1,000円、小児：500円）

H14.8.1 ＊普通区・近郊区連絡定期券
　（普通区50～100%割引）

H15.10.1 ＊近郊区  6 か月定期導入
H16.4.1 ＊伊川谷駅－伊川谷高校  6 か月定期・

学期定期導入
H17.10.1 ＊エコファミリー制度本格実施

　（H15.10～実証実験）
H20.9.1 ＊PiTaPa導入、利用額割引適用
H20.10.1 ＊敬老パスIC化、利用者負担の導入

　（50円/ 1 回）
H22.4.1 ＊高額磁気カード【5,000（5,400）円券、

4,000（4,600）円券、4,000（5,600）円
券、スルッと5,000円券・3,000円券】

　発売中止
H22.10.1 ＊敬老パス（100円/ 1 回）

H24.4.1 ＊朝霧駅－伊川谷高校  6 か月定期導
入

H25.4.1 ＊福祉パスIC化
H26.3.18 ＊PiTaPa定期券サービス開始
H26.4.1 210円 8,400円 － 7,200円 3,000円 － － － 4,370円 － ＊環境定期券制度廃止

＊通勤定期券持参人式廃止（経過措
置：H26.9.30まで）

＊市バス・市バス乗継割引導入（ICカー
ド利用、割引上限210円）

＊市バス 1日乗車券、 2日乗車券、市
バス専用乗継割引カード、市バス地
下鉄共通 1日乗車券小児券発売中止

＊敬老パス（110円/ 1 回）
H29.3.31 ＊スルッとKANSAIこうべカード発売

終了
H29.4.15 ＊ICOCA・ICOCA定期券発売開始

＊全国相互利用サービスの実施
H29.4.20 ＊特別割引用ICカード（スルッと

KANSAI発行）運用開始
H30.1.31 ＊スルッとKANSAIこうべカード利用

終了
H30.4.1 ＊通学パス運用開始
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企業環境整備状況4

バスターミナル
（平成12年10月現在）

ターミナル名 完成年月 市バスのりば数 関係系統数 1日発着回数 1日乗降客数
阪神御影駅前 昭和27年 4 月 4 4 約640回 約7,000人

舞子駅前
昭和49年 8 月

4 5 約790回 約8,300人
平成10年 4 月改築

神戸駅前 昭和49年10月 6 10 約1,320回 約17,800人
名谷駅前 昭和52年 3 月 7 10 約1,210回 約22,700人
妙法寺駅前 昭和52年 3 月 4 3 約490回 約8,300人
学園都市駅前 昭和60年 3 月 5 7 約870回 約8,900人
西神中央駅前 昭和62年 3 月 8 9 約800回 約10,800人
六甲道駅前 平成元年 4月 4 6 約880回 約9,400人
岡場駅前 平成 3年12月 3 4 約260回 約2,700人
西神南駅前 平成 5年 3月 2 2 約160回 約1,100人
（注 1）のりば数には、民営バス単独線専用のりば・未使用ののりばを除く。
（注 2）関係系統数は市バスの系統数（民営バスとの共同運行系統を含む。）
（注 3） 1日発着回数は市バスの発着回数（民営バスとの共同運行分を含む。）
（注 4） 1日乗降客数は平成11年 6 月実施の市バス交通調査による。　
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高速鉄道事業の概要第５節

主な施設（平成30年 4 月現在）1

名　　　称 所　在　地 建物面積
（延） 建　物　構　造 敷　地　面　積

駅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舎

（西神・山手線） ㎡

西 神 中 央 駅 西区糀台5 8,022 鉄骨鉄筋コンクリート造及び
鉄骨造地上 2階地下 1階

橋上式駅、島式ホーム 2面、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

西 神 南 駅 西区井吹台東町1 3,947 鉄骨造地上 3階 橋上式駅、島式ホーム、
エスカレータ 1基、エレベータ 1基

伊 川 谷 駅 西区前開南町1 4,772 鉄筋コンクリート造及び
鉄骨造地上 3階

高架駅、相対式ホーム、
エスカレータ 3基、エレベータ 3基

学 園 都 市 駅 西区学園西町1 4,707 鉄骨造地上 5階 橋上式駅、相対式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

総 合 運 動 公 園 駅 須磨区緑台 5,389 鉄骨造地上 2階
橋上式駅、島式ホーム、
相対ホーム 2（臨時ホーム）、
エスカレータ 1基、エレベータ 1基

名 谷 駅 須磨区中落合2 7,528 鉄骨鉄筋コンクリート造及び
鉄骨造地上 2階一部地下 1階

橋上式駅、島式ホーム 2面、
エスカレータ 4基、エレベータ 2基

妙 法 寺 駅 須磨区横尾1 3,141 鉄筋コンクリート造及び
鉄骨造地上 1階地下 1階

橋上式駅、相対式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

板 宿 駅 須磨区大黒町2 7,856 鉄筋コンクリート造地下 3階 島式ホーム、
エスカレータ 3基、エレベータ 1基

新 長 田 駅
（ 鉄 人 2 8 号 前 ） 長田区松野通1 6,195 鉄筋コンクリート造地下 2階 島式ホーム、

エスカレータ 4基、エレベータ 1基
長 田 駅
（ 長 田 神 社 前 ） 長田区四番町7 5,644 〃 相対式ホーム、

エスカレータ 2基、エレベータ 4基

上 沢 駅 兵庫区下沢通8 7,215 〃 島式ホーム、
エスカレータ 1基、エレベータ 2基

湊 川 公 園 駅 兵庫区下沢通1 7,502 鉄筋コンクリート造地下 3階 島式ホーム、
エスカレータ 3基、エレベータ 3基

大 倉 山 駅 中央区楠町3 9,405 〃 島式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

県 庁 前 駅 中央区下山手通5 6,899 〃 片相対式ホーム（ 2層）、
エスカレータ 3基、エレベータ 2基

三 宮 駅 中央区北長狭通1 12,003 〃 片相対式ホーム（ 2層）、
エスカレータ10基、エレベータ 2基

新 神 戸 駅 中央区加納町1 10,687 〃
島式ホーム、片相対式ホーム、
エスカレータ 8基、エレベータ 2基
（北神急行含む）

（　海　岸　線　）

新 長 田 駅
（ 鉄 人 2 8 号 前 ） 長田区若松町4 6,457 鉄筋コンクリート造地下 3階 島式ホーム、

エスカレータ 5基、エレベータ 1基
駒 ヶ 林 駅
（三国志のまち） 長田区庄田町4 6,956 鉄筋コンクリート造地下 2階 島式ホーム、

エスカレータ 2基、エレベータ 1基

苅 藻 駅 長田区浜添通5 4,662 〃 島式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

御 崎 公 園 駅 兵庫区浜中町1 7,469 〃 島式ホーム 2面、
エスカレータ 4基、エレベータ 3基

和 田 岬 駅 兵庫区上庄通2 8,537 鉄筋コンクリート造地下 3階 島式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

中 央 市 場 前 駅 兵庫区中之島1 5,574 〃 島式ホーム、
エスカレータ 4基、エレベータ 2基

ハーバーランド駅 中央区東川崎町1 10,368 鉄筋コンクリート造地下 4階 島式ホーム、
エスカレータ 6基、エレベータ 1基

み な と 元 町 駅 中央区栄町通4 4,869 鉄筋コンクリート造地下 2階 島式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 3基

旧居留地・大丸前駅 中央区三宮町2 5,140 鉄筋コンクリート造地下 3階 島式ホーム、
エスカレータ 2基、エレベータ 2基

三宮・花時計前駅 中央区御幸通8 9,182 〃 島式ホーム、
エスカレータ 4基、エレベータ 1基
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名　　　称 所　在　地 建物面積
（延） 建　物　構　造 敷　地　面　積

変　
　
　
　
　

電　
　
　
　
　

所

（西神・山手線） ㎡

西 神 変 電 所 西区美賀多台9 1,402 鉄筋コンクリート造平屋
地下総ピット 受電・配電・き電変電所

学 園 変 電 所 西区学園西町1 739 鉄筋コンクリート造
地下 1階地下 2階総ピット き電変電所

名 谷 変 電 所 須磨区中落合2 2,436 鉄筋コンクリート造
地上 2階地下総ピット 受電・配電・き電変電所

地　

下　

鉄　

変　

電　

設　

備

板 宿 須磨区大黒町2 （1,397） 板宿駅地下 2階部 配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

上 沢 兵庫区下沢通8 （1,716） 上沢駅地下 2階部 受電・配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

大 倉 山 中央区楠町3 （1,665） 大倉山駅地下 1・ 2階部 配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

布 引 中央区加納町1 （2,196） 新神戸駅地下 1階部 受電・配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

（ 海 岸 線 ）

駒ヶ林変電所 長田区庄田町4 （2,395） 駒ヶ林駅地下 1・ 2階部 受電・配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

御 崎 変 電 所 兵庫区御崎町1 （1,078） 御崎車両基地地下 2階部 受電・配電・き電変電所
（車両基地の面積に含まれている）

三 宮 変 電 所 中央区御幸通8 （1,391） 三宮・花時計前駅地下 2階部 受電・配電・き電変電所
（駅舎の面積に含まれている）

事　
　

業　
　

所　

・　

車　
　

両　
　

基　
　

地　
　

等

名 谷 業 務 ビ ル
（ 既 存 分 ） 須磨区中落合2-3-1 4,052 鉄筋コンクリート造

地上 4階地下 1階
名 谷 業 務 ビ ル
（ 増 築 分 ） 〃 2,672 鉄骨造地上 4階一部鉄筋

コンクリート造地上 2階

御 崎 Ｕ ビ ル 兵庫区御崎町1-2-1 8,419 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリ
ート造地上 4階地下 1階 関連事業部分を含む

苅 藻 業 務 ビ ル 長田区浜添通5-2-6 2,046 鉄筋コンクリート造
地上 3階地下 2階 関連事業部分を含む

（名谷車両基地）

総 合 事 務 所 須磨区西落合2-3-1 4,138 鉄筋コンクリート造地上 3階
地下 1階

検 車 庫 〃 3,973 鉄骨造平屋一部 2階 臨検庫を含む

車 両 整 備 工 場 〃 6,831 　　　〃 転削場を含む

電 気 作 業 所 〃 1,023 鉄骨造地上 2階一部平屋

保 線 作 業 所 〃 1,546 鉄骨造地上 2階

資 材 倉 庫 〃 434 鉄骨造平屋一部 2階

担 車 置 場 〃 378 鉄骨造平屋

（ 西 神 車 庫 ）

管 理 棟 西区美賀多台9-2 1,300 鉄筋コンクリート造
地上 3階一部平屋

電 気 保 線 作 業 所 〃 1,472 鉄骨造地上 2階

臨 検 庫 〃 1,646 鉄骨造平屋

き 電 開 閉 所 〃 202 　　　〃

資 材 倉 庫 〃 138 　　　〃

危 険 物 庫 〃 120 鉄筋コンクリート造平屋

（御	崎	車	両	基	地） 兵庫区御崎町1-2-1 41,147 鉄筋コンクリート造
地上 1階地下 2階 車両搬入棟、台車搬入棟を含む
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附帯事業施設（平成30年 4 月現在）

名　　　称 所　在　地 建物面積
（延） 建　物　構　造 敷　地　面　積

㎡

西 神 中 央 駅 ビ ル 西区糀台5-9-4 1,908 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地上 2階地下 1階 店舗（ 1・ 2階）

西神中央駅百貨店ビル及
び西神中央駅立体駐車場 　　　〃 39,615

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地上 6階地下 2階並びに鉄筋コンクリ
ート造及び鉄骨造地上 4階 5層

店舗（ 1～ 5階）及び駐車場

伊 川 谷 駅 ビ ル 西区前開南町1-2-1 1,185 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地上 3階 店舗（ 1・ 2階）

学 園 都 市 駅 ビ ル 西区学園西町1-13 1,773 鉄骨造地上 5階 店舗（ 2～ 4階）

名 谷 駅 ビ ル 須磨区中落合2-3-1 1,135 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地上 2階一部 3階地下 1階 店舗・事務所（ 1・ 2階）

新 長 田 地 下 鉄 ビ ル 長田区松野通1-2-1 1,921 鉄骨鉄筋コンクリート造
地上 7階地下 2階 店舗・事務所（出入口併設）

湊 川 パ ー ク サ イ ド 兵庫区下沢通1-5-11 624 鉄骨鉄筋コンクリート造
地上14階（うち 1・ 2階部分） 店舗・事務所（ 1・ 2階）

Ｕ ラ イ ン 三 宮 ビ ル 中央区中山手通1-4-2 299 鉄筋コンクリート造
地上 5階地下 3階 店舗（出入口併設）

御 崎 Ｕ ビ ル 兵庫区御崎町1-2-1 2,090 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造
地上 4階地下 1階（うち 1～ 3階部分）

店舗（ 1階）
事務所（ 2・ 3階）

み な と 元 町 Ｕ ビ ル 中央区栄町通3-6-10 516
鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
地上 4階地下 1階
（うち 1階の一部及び 2～ 4階）

店舗・事務所（出入口併設）

苅 藻 業 務 ビ ル 長田区浜添通5-2-6 57 鉄筋コンクリート造
地上 3階地下 2階（うち 1階の一部） 店舗（ 1階）
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地下鉄　料金制度変遷
実施日 普通料金 通勤定期料金 通学定期料金（小児料金） その他

S52.3.13 1 区 80円 3,120円 1,920円（　960円）

2区 100円 3,900円 2,400円（1,200円）

S55.4.5 1 区 100円 3,900円 2,400円（1,200円）

2区 120円 4,680円 2,880円（1,440円）

S55.5.1 ＊バス・地下鉄連絡定期券（割引なし）

S57.10.1 1 区 120円 4,680円 2,880円（1,440円）

2区 150円 5,850円 3,600円（1,800円）

S58.6.17 3 区 180円 7,020円 4,320円（2,160円）

S60.6.18 1 区 140円 5,460円 3,360円（1,680円） ＊特定区間（三宮－板宿）は20円割引
＊バス・地下鉄連絡定期券（各 5％割引）
＊学期定期券新設
＊福祉パス適用開始

2区 170円 6,630円 4,080円（2,040円）

3区 200円 7,800円 4,800円（2,400円）

4区 230円 8,970円 5,520円（2,760円）

5区 260円 10,140円 6,240円（3,120円）

6区 290円 11,310円 6,960円（3,480円）

S62.3.18 7 区 320円 12,480円 7,680円（3,840円）

8区 350円 13,650円 8,400円（4,200円）

S63.3.10 ＊Uラインカード導入：1,000（1,000）円、3,000（3,200）
円：普通乗車券への引換のみ

S63.10.12 1 区 160円 6,240円 3,840円（1,920円） ＊特定区間（三宮－板宿）は20円割引
＊バス・地下鉄連絡定期券（各10％割引）
＊ 6か月定期新設
＊同伴小児の無料扱い拡大（ 1人⇒ 2人）

2区 190円 7,410円 4,560円（2,280円）

3区 220円 8,580円 5,280円（2,640円）

4区 250円 9,750円 6,000円（3,000円）

5区 280円 10,920円 6,720円（3,360円）

6区 310円 12,090円 7,440円（3,720円）

7区 340円 13,260円 8,160円（4,080円）

8区 370円 14,430円 8,880円（4,440円）

H4.4.1 1 区 180円 7,020円 4,320円（2,160円） ＊特定区間（三宮－板宿）は20円割引
＊北神急行乗継割引（地下鉄のみ10円割引）
＊小児回数券導入
＊身体障害者・精神障害者割引拡大（ 1種⇒ 2種まで）

2区 210円 8,190円 5,040円（2,520円）

3区 240円 9,360円 5,760円（2,880円）

4区 270円 10,530円 6,480円（3,240円）

5区 300円 11,700円 7,200円（3,600円）

6区 330円 12,870円 7,920円（3,960円）

7区 360円 14,040円 8,640円（4,320円）

8区 390円 15,210円 9,360円（4,680円）

H5.4.15 ＊NEW	Uラインカード導入：1,000（1,000）円、3,000
（3,200）円、5,000（5,400）円

H11.8.1 1 区 200円 7,800円 4,800円（2,400円） ＊特定区間廃止（ただし、H12.3.31まで10円割引）
＊昼間割引回数券、土休日回数券新設
＊北神・神鉄連絡割引（地下鉄は20円、北神は10円割引）2区 230円 8,970円 5,520円（2,760円）

3区 260円 10,140円 6,240円（3,120円）

4区 300円 11,700円 7,200円（3,600円）

5区 330円 12,870円 7,920円（3,960円）

6区 360円 14,040円 8,640円（4,320円）

7区 390円 15,210円 9,360円（4,680円）

地下鉄料金と制度の推移2
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実施日 普通料金 通勤定期料金 通学定期料金（小児料金） その他

H11.10.1 ＊スルッとKANSAIカード導入（大人：500、1,000、
3,000、5,000　小児：1,000　特割大人：1,000　特割
小児500）

H13.7.7 8 区 420円 16,380円 10,080円（5,040円） ＊定期券の 2WAYサービス開始

9区 450円 17,550円 10,800円（5,400円） ＊全線定期券、ゾーン定期券（板宿）の新設

H14.1.7 ＊市バス・地下鉄乗継割引（NEW	Uラインカードの利
用により10円割引）

H14.7.7 ＊市バス・地下鉄共通 1日乗車券（大人1,000円、小児
500円）発売
＊地下鉄 1日乗車券（大人800円、小児400円）発売

H14.10.1 ＊ゾーン定期券（妙法寺、総合運動公園、伊川谷）の新
設

H18.10.1 ＊PiTaPa導入、利用額割引適用

H19.9.1 ＊PiTaPa定期券サービス開始

H20.10.1 ＊敬老パスIC化、利用者負担の導入（小児の半額）

H22.4.1 ＊高額磁気カード【NEW	Uライン5,000（5,400）円券、
スルッとKANSAI5,000、3,000円券】発売中止

H22.10.1 ＊敬老パス（緩和措置廃止：小児料金）

H25.3.23 ＊全国相互利用サービスの実施

H25.4.1 ＊福祉パスのIC化

H26.4.1 1 区 210円 8,020円 4,940円（2,470円） ＊市バス・地下鉄共通 1日乗車券の小児券の発売中止
＊地下鉄 1日乗車券の小児券の発売中止2区 230円 9,230円 5,680円（2,840円）

3区 270円 10,430円 6,420円（3,210円）

4区 310円 12,030円 7,410円（3,710円）

5区 340円 13,240円 8,150円（4,080円）

6区 370円 14,440円 8,890円（4,450円）

7区 400円 15,640円 9,630円（4,820円）

8区 430円 16,850円 10,370円（5,190円）

9区 460円 18,050円 11,110円（5,560円）

H29.3.31 ＊スルッとKANSAIこうべカード発売終了

H29.4.1 ＊U－15定期券発売開始

H29.4.15 ＊ICOCA・ICOCA定期券発売開始

H29.4.20 ＊特別割引用ICカード（スルッとKANSAI発行）運用開
始

H30.1.31 ＊スルッとKANSAIこうべカード利用終了
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附帯事業について第６節

　附帯事業とは、「地方公営企業の経営に相当
因果関係をもちつつ、地方公営企業に附帯して
経営される事業をいう。」（基本通達）とされて
いる。しかし、附帯事業収入の具体的範囲につ
いては、種々の捉え方があるため、ここでは、
広告料、土地建物貸付料、構内営業収入を対象
とする。
　最近 5 年間の附帯事業実績の推移は表 1 のと
おりである。また、平成29年度の主要な附帯事

業収入は、表 2 のとおりである。
　一方、他都市と比較した場合の神戸市の附帯
事業収入の特徴は、高速鉄道事業において、土
地物件貸付料の乗車料収入に対する比率が高い
ことであるが、これは、平成 2 年10月に開店し
た「西神そごう」や名谷駅や西神中央駅をはじ
めとする駅ビルの建物賃貸料収入が大きく影響
している。また、逆に自動車事業における土地
物件賃貸料の乗車料収入に対する比率が他都市
とくらべて小さいが、これは、自動車事業にお
ける附帯事業用地が少ないからである。（表 3
参照）

表 1 　最近 5 年間の附帯事業実績の推移 （単位：百万円、税抜）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

自
動
車

事　

業

広 告 料 64 111 103 104 108

貸 付 料 91 91 92 93 93

高
速
鉄
道

事　
　

業

広 告 料 342 329 353 332 328

貸 付 料 1,398 1,401 1,381 1,329 1,161

構内営業 477 470 472 463 457

合　　　計
（　　）内は
対乗車料収入比率

2,372
（8.2%）

2,402
（8.4%）

2,400
（8.3%）

2,321
（8.1%）

2,147
（7.5%）

注）決算額ベース
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表 2 　平成29年度主要附帯事業収入 （単位：千円、税抜）

自動車事業 高速鉄道事業
附帯事業収入合計 201,146 附帯事業収入合計 1,946,065
広告料 107,797 広告料 327,927

広告料 319,038
広告協賛金等 8,889
構内営業料 457,202

土地物件貸付料 93,349 土地物件貸付料 1,160,936
名谷駅前駐輪場 668 西神そごう・立体駐車場 459,467
須磨営業所跡地 81,600 湊川パークサイド 12,544
つつじが丘、桃山台回転地 1,079 みなと元町Uビル 8,524
委託営業所自動販売機設置 517 御崎Uビル 60,592

苅藻業務ビル 1,539
新長田地下鉄ビル 57,636
名谷駅ビル 64,923
学園都市駅ビル 85,549
伊川谷駅ビル 23,634
西神中央駅ビル 107,220
Uライン三宮ビル 6,057
北野坂壱番館用地 15,991
学園Uビル用地 9,081
伊川谷駅前用地 42,235
西神中央駅人口地盤 11,532
西神中央駅臨時駐車場（上部） 10,200
西神中央駅臨時駐車場（下部） 33,811
西神中央駅北立体駐車場 4,541
パルティ用地 76,569
伊川谷駅前駐車場 3,058
妙法寺駅前駐輪場 612
妙法寺駅前駐車場 1,284
PHS基地局 4,815
携帯電話基地局 6,337
御崎Uビル携帯電話基地局 877
光ファイバーケーブル 5,000
マルチメディア光ケーブル 7,565
光ファイバー芯線賃貸 20,011

注 1 ）決算額ベース　　　注 2）項目は主要なものを抜粋

表 3 　附帯事業収入の対乗車料比率各都市比較 （単位：％）

都市名 自動車事業 高速鉄道事業
広告料 賃貸料 計 広告料 賃貸料 構内営業 計

神 戸 市 1.1 0.9 2.0 1.7 6.2 2.4 10.3
札 幌 市 ─ ─ ─ 3.8 3.0 0.4 7.2
東 京 都 1.5 4.4 5.9 2.0 3.1 0.7 5.8
川 崎 市 0.9 1.3 2.2 ─ ─ ─ ─
横 浜 市 0.8 1.5 2.3 1.5 2.0 1.4 4.9
名古屋市 1.1 0.9 2.0 4.4 3.2 0.5 8.1
京 都 市 1.7 2.9 4.6 2.8 2.5 3.6 8.9
大 阪 市 0.8 0.2 1.0 2.8 3.5 ※ 6.3
福 岡 市 ─ ─ ─ 3.9 0.8 1.9 6.6
※	大阪市高速鉄道事業における「賃貸料」には「構内営業」を含む。
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❖ 職制の変遷 　

神戸市電気局の創立は、既に述べた大正 6 年 8
月 1 日であったが、創立時の従業員は、そのほ
とんどが神戸電気株式会社から、そっくり引き
継いだ人たちで、総数は1,200人以上という当
時としてはかなりの大世帯であった。
　創業時従業員の職種別内訳はつぎのようなも
のであった。
　課長 6 、書記48、技手51、書記補及び技手補

資料編

第2章

組　　織

創業当時の運輸課職員（大正 6 年11月Ｄ組親和会の人たち）

職制第１節 106、助手49、車掌及び同見習160、運転手及び
同見習179、工手及び工夫353、職工58、集金員
88、巡視 6 、電話手 5 、出札員10、給仕 5 、使
丁 8 、踏切番46、常人夫37。ほかに市役所より
転勤者として主事 2 、書記 6 、臨時雇員 1 であ
った。
　そして、これらの従業員は電気局条例及び電
気局処務規程によって、事務分掌を明確にすると
ともに、電気局職制として 7 課 1 係を設けて、公
営としての電気事業はスタートしたのであった。
　創業以来の大きな職制変遷はおおよそつぎの
とおり。
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〔創業時〕庶務課
　　　　　会計課
　　　　　電灯課
　　　　　電気課
　　　　　工務課
　　　　　発電課
　　　　　出納係

〔大正12年 6 月〕課制を廃止し、新たに科課制
を実施。
　　　　　総務科　庶務課　調査課
　　　　　電灯科　給電課　線路課
　　　　　電車科　運輸課　工務課

　　　　　電気科　発電課　配電課
　　　　　会計課
　　　　　電気試験所
　　　　　教習所
　　　　　電気事業拡張部　電力係　軌道係

〔昭和 2 年10月〕科課制を廃止し、新たに部課
制を実施。
　　　　　庶務課
　　　　　経理課
　　　　　会計課
　　　　　電気試験所
　　　　　教習所
　　　　電車部
　　　　　運輸課
　　　　　工務課
　　　　　車両課
　　　　　工場
　　　　電気部
　　　　　給電課　営業所
　　　　　動力課　発電所
　　　　　電路課

〔昭和 3 年 3 月〕電気局処務規程施行細則を制

電気局本庁舎の看板

大正1５年頃の
電車科運輸課職員

上段左から 2 人目は
石田局長
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定それぞれ各課に係を設置。
　　　　　庶務課　文書係　人事係
　　　　　経理課　主計係　調度係
　　　　　会計課　出納係　倉庫係
　　　　　電気試験所
　　　　　教習所
　　　　電車部
　　　　　運輸課　庶務係　運転係　乗車券係
　　　　　工務課　軌道係　建築係　電車線係
　　　　　車両課　車両係　工場
　　　　電気部
　　　　　給電課　庶務係　営業係　技術係
　　　　　動力課　工事係　電力係
　　　　　電路課　線路係　地下鉄係　検査係

〔昭和 5 年 8 月〕バス事業創設に伴い、電車部
を運輸部に改称、新たに自動車係を増設。
　　　　運輸部
　　　　　運輸課　庶務係　電車係　自動車係
　　　　　　　　　乗車券係

　　　　　　　　　　　（関係分のみ）　

〔昭和 6 年 8 月〕労働情勢の複雑化に伴う労務
係の設置、営業所廃止、計算係及び収納係設置
などのため、部課制を廃止し、新たに課制を実
施。
　　　　　庶務課　文書係　人事係　労務係
　　　　　経理課　主計係　調度係　倉庫係
　　　　　会計課
　　　　　運輸課　庶務係　電車係　自動車係
　　　　　　　　　車両係　教習所
　　　　　工務課　軌道係　建築係　電車係
　　　　　　　　　臨時建設係
　　　　　営業課　計算係　営業係　収納係
　　　　　　　　　技術係
　　　　　電気課　電力係　工事係　電路係
　　　　　　　　　調査係　発電所
　　　　　電気試験所

〔昭和10年 6 月〕電車係及び自動車係に運輸事
務所を設置。
　　　　　運輸課　電車係　春日野運輸事務所
　　　　　　　　　　　　　布引運輸事務所
　　　　　　　　　　　　　須磨運輸事務所
　　　　　　　　自動車係　灘運輸事務所
　　　　　　　　　　　　　東尻池運輸事務所

〔昭和13年 5 月〕課制を改め、新たに部課制を
実施。また、運輸事務所は課所属とし、給電部
営業課に営業所を設置。
　　　　　庶務課　秘書係　文書係　労務係
　　　　　会計課
　　　　　電気試験所　庶務係　試験係
　　　　財務部
　　　　　主計課
　　　　　経理課
　　　　　用品課
　　　　　営繕課
　　　　電気部
　　　　　電力課　庶務係　計算係　配電係
　　　　　　　　　建設係
　　　　　電路課　架空線係　地中線係
　　　　給電部
　　　　　料金課　庶務係　収納係
　　　　　営業課　営業係　普及係
　　　　　　　　　営業所（灘、三宮、湊町、
　　　　　　　　　長田、須磨）
　　　　　内線課　工事係　引込線係　査定係
　　　　運輸部
　　　　　業務課　庶務係　乗車券係、教習所
　　　　　電車課　運輸事務所（春日野、布引、
　　　　　　　　　須磨）
　　　　　自動車課　運輸事務所（灘、東尻池）
　　　　　車両課
　　　　工務部
　　　　　軌道課　庶務係　軌道係
　　　　　電車線課
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〔昭和17年 5 月〕配電部門出資により運輸事業
のみとなったため、局名を交通局に改称。

〔昭和19年 4 月〕部課制を廃止し、新たな課制
を実施。
　　　　　総務課
　　　　　労務課
　　　　　病　院
　　　　　教習所
　　　　　会計課
　　　　　業務課
　　　　　運輸課　運輸事務所（春日野、布引、
　　　　　　　　　須磨、灘、東尻池）
　　　　　車両課
　　　　　工務課
　　　　　電気課

〔昭和20年 3 月〕課制を廃止し、新たに部課制
を実施。
　　　　　総務課　秘書係　文書係　主計係
　　　　　　　　　不動産係
　　　　　労務課　労務係　厚生係　事業係
　　　　　会計課　調度係　統制物資係　用品
　　　　　　　　　係　出納係
　　　　　整備課　整備係　技術係
　　　　　病　院
　　　　業務部
　　　　　庶務課　庶務係　料金係　教習所
　　　　　運輸課　要員係　運転係　現業係
　　　　　　　　　運輸事務所（春日野、布引、
　　　　　　　　　須磨、灘、東尻池）
　　　　　車両課　工場　車両係
　　　　　工務課　軌道係　営繕係
　　　　　電気課　電車線係　配電係

〔昭和20年 9 月〕部課制を廃止し、新たに課制
を実施。なお、運輸事務所は須磨、東尻池及び
東部（春日野、布引、灘を臨時統合）のみとな

った。また同月13日、本局を生田区橘通 1 丁目
へ移転。
　　　　　総務課　秘書係　財務係　労務係
　　　　　　　　　厚生係　不動産係
　　　　　会計課　資材係　用品係　出納係
　　　　　運輸課　庶務係　運転係　料金係
　　　　　　　　　運輸事務所（東部、東尻池、
　　　　　　　　　須磨）
　　　　　技術課　庶務係　軌道係　電車線係
　　　　　車両課　庶務係　工場　車両係
　　　　　整備課　整備係　技術係
　　　　　教習所　庶務係　教務係
　　　　　病　院

〔昭和22年 8 月〕神戸市事務分掌条例、同細則
及び神戸市係設置規則が制定され、従来の課制
を廃止し、新たに部課制を実施。
　　　　総務部

昭和20年 9 月から2５年 ５ 月までの本局庁舎

昭和2５年 ５ 月から32年 ５ 月までの本局庁舎
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　　　　　庶務課　庶務係　財務係　管財係
　　　　　　　　　調査係
　　　　　労務課　労務係　厚生係
　　　　　会計課　資材係　用品係　出納係
　　　　　教習所
　　　　　職員厚生病院（21年 4 月改称）
　　　　運輸部
　　　　　業務課　庶務係　料金係　現業係
　　　　　電車課　運転係　乗客係　運輸事務
　　　　　　　　　所（東部、東尻池、須磨）
　　　　　自動車課　営業係　整備係　運輸事
　　　　　　　　　務所（灘、松原）
　　　　技術部
　　　　　工務課　庶務係　軌道係　営繕係
　　　　　電気課　電車線係　配電係
　　　　　車両課　庶務係　計画係　工場

〔昭和25年 5 月〕本局を生田区橘通 3 丁目 1 番
地へ移転。

〔昭和25年12月〕神戸市事務分掌条例及び同細
則の一部改正並びに係設置規則の全部改正によ
り、新たに部課制を実施。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　庶務係　財務係　管財係
　　　　　　　　　調査係
　　　　　労務課　労務係　厚生係
　　　　　会計課　管財係　用品係　出納係
　　　　　職員厚生病院
　　　　　教習所
　　　　運輸部
　　　　　業務課　庶務係　料金係　現業係
　　　　　電車課　運転係　乗客係　運輸事務
　　　　　　　　　所（春日野、布引、東尻池、
　　　　　　　　　須磨）
　　　　　自動車課　営業係　整備係　運輸事
　　　　　　　　　務所（灘、松原）
　　　　技術部

　　　　　工務課　庶務係　軌道係　営繕係
　　　　　電気課　電車線係　配電係　通信係
　　　　　車両課　庶務係　計画係　工場
　　　　　（事業所）

〔昭和27年 5 月〕係制度を廃止、これに代わっ
て課に分任主査を置く。また、職員厚生病院な
どは、神戸市事業所となる。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　庶務係　管財係

〔昭和27年10月〕地方公営企業法の施行に伴い
神戸市交通事業の設置等に関する条例の規定に
より神戸市交通局分課規程及び神戸市交通局事
業所規程を制定。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　庶務係　不動産係
　　　　　労務課　人事係　厚生係
　　　　　会計課　財務係　出納係
　　　　　調度課　契約係　用品係
　　　　営業部
　　　　　業務課　庶務係　現業係　乗車券係
　　　　　電車課　運転係　乗客係
　　　　　自動車課　営業係　整備係
　　　　技術部
　　　　　工務部　庶務係　軌道係　営繕係
　　　　　電気課　電車線係　配電係
　　　　　車両課　計画係
　　　　　（事業所）

種　別 所　　　属 事 業 所 名

第 1 類 交通局総務部 職員厚生病院

第 ２ 類

交通局総務部労務課

交通局運輸部電車課

交通局運輸部自動車課

交通局技術部車両課

交通局教習所
電車運輸事務所
　春日野、布引（東尻池、須磨）
自動車運輸事務所
（灘、松原）
電車車両工場

第 ３ 類 交通局運輸部自動車課の自動車整備工場
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〔昭和32年 5 月〕本局を生田区加納町 6 丁目 7
番地（市庁舎 7 階）へ移転。

〔昭和33年 4 月〕神戸市交通局分課規程を改正
し、係制を復活。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　庶務係　調査係
　　　　　労務課　労務係　給与係　厚生係
　　　　　　　　　教習所
　　　　　会計課　財務係　出納係　管財係
　　　　　調度課　契約係　用品係
　　　　営業部
　　　　　業務課　庶務係　現業係　料金係
　　　　　電車課　運転係　整備係　運輸事務
　　　　　　　　　所（石屋川、春日野、東尻
　　　　　　　　　池、須磨）
　　　　　自動車課　営業係　整備係　運輸事
　　　　　　　　　務所（布引、灘、松原）
　　　　技術部
　　　　　工務課　庶務係　軌道係　営繕係
　　　　　電気課　電車線係　配電係
　　　　　車両課　計画係　工場

〔昭和36年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、総務部より庶務課を独立、庶務調査係
を企画調査係に、労務課人事係を労務係に変更。
また、神戸市交通局事業所規程の一部改正によ
り教習所は第一類事業所となり 2 係を設置。

種　別 所　　　属 事 業 所 名

第 1 類 総　務　部 職員厚生病院

第 ２ 類

総務部労務課

運輸部電車課

運輸部自動車課

技術部車両課

教　習　所
電車運輸事務所
　春日野、布引（東尻池、須磨）
自動車運輸事務所
（灘、松原）
電車車両工場

第 ３ 類
運輸事務所出張所、自動車整備工場、軌道、
営繕、通信及び電車線現業所、変電所、車
庫、その他これらに類する事業所

　　　　　庶務課　庶務係　企画調査係
　　　　総務部
　　　　　労務課　労務係　給与係　厚生係
　　　　　教習所　庶務係　教務係
　　　　営業部
　　　　　自動車課　計画係　運転係　観光バ
　　　　　　　　　　ス係　整備係　運輸事務
　　　　　　　　　　所　　　（関係分のみ）

〔昭和38年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
改正により、自動車課及び車両課にそれぞれ車
庫係を設け、また同規程第 3 条第 2 項中「課に
主査を」改め「局に主幹を、部に副主幹を、課
に主査を」に改めた。また、交通局事業所規程
の一部改正を実施。
　この職制改正のねらいは、①自動車部門の拡
充強化、②運輸事務所管理体制の確立などであ
った。
　　　　　庶務課　庶務係　企画調査係　主査
　　　　総務部
　　　　　労務課　労務係　給与係　厚生係
　　　　　　　　　主査
　　　　営業部
　　　　　石屋川電車運輸事務所
　　　　　春日野電車運輸事務所
　　　　　須磨電車運輸事務所
　　　　　自動車課　計画係　運転係　観光バ
　　　　　　　　　　ス係　整備係　車庫係
　　　　　灘自動車運輸事務所
　　　　　布引自動車運輸事務所
　　　　　松原自動車運輸事務所
　　　　技術部
　　　　　車両課　計画係　車庫係
　　　　　副主幹

（関係分のみ）　

〔昭和39年 5 月〕神戸市交通局車両工場事務分
掌規程の制定、神戸市交通局分課規程等の一部
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改正を実施。車両工場完成に伴い電車・自動車
工場の統合及び電車課、自動車課と運輸事務所
の性格の明確化を図った。
　　　　　庶務課　庶務係　企画調査係　主査
　　　　総務部
　　　　　労務課　労務係　給与係　厚生係
　　　　　　　　　主査
　　　　　会計課　財務係　出納係　管財係
　　　　　調度課　契約係　用品係
　　　　　教習所　庶務係　教務係
　　　　営業部
　　　　　業務課　庶務係　現業係　料金係
　　　　　電車課　運転係　乗客係
　　　　　石屋川電車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　和田電車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　須磨電車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　水族館長　事務長
　　　　主幹
　　　　　自動車課　計画係　運転係　観光バ
　　　　　　　　　　ス係
　　　　　灘自動車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　布引自動車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　松原自動車運輸事務所　副所長　 2
　　　　　　　　　　　　　　　　玉津出張所
　　　　技術部
　　　　　工務課　軌道係　営繕係　主査
　　　　　電気課　電車線係　配電係　主査
　　　　　副主幹
　　　　　車両工場　管理係　計画係　電機係
　　　　　　　　　　機械係　車体係　電車車
　　　　　　　　　　庫係　自動車車庫係
　　　　職員厚生病院長
　　　　　副院長　事務長

〔昭和41年 3 月〕神戸市交通局自動車運輸事務
所分掌規程の一部を改正、出張所を第 2 類事務
所に改めた。
　　　　　自動車課　須磨運輸事務所

　　　　　　　　　　玉津運輸事務所

〔昭和41年 6 月〕神戸市交通局分課規程等の一
部改正を実施。会計課を経理課に、また、部に
も主査を設置。
　　　　　経理課　財務係　出納係　契約係
　　　　　　　　　用品係
　　　　　庶務課　庶務係　企画調査係　管財
　　　　　　　　　係　主査 2
　　　　　教習所長　副所長
　　　　　自動車課　計画係　運転係　観光バ
　　　　　　　　　　ス係　主査 1
　　　　　電気課　電車線係　配電係　主査 2
　　　　　技術部　主査 6

〔昭和42年 5 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正。労務係を人事係に、電車課に乗客第 1
係と乗客第 2 係を設置したほか、労務課、業務
課、工務課、電気課、技術部、水族館にそれぞ
れ主査を設置した。

〔昭和43年 3 月〕神戸市交通局事業所規程の一
部改正等により、第 2 類事業所として魚崎運輸
事務所を設置。また、同時に水族館及び職員厚
生病院移管に伴い、関係規程を整備した。

〔昭和44年 4 月〕神戸市交通局分課規程等の一
部改正を実施。軌道事業部門の縮少など交通事
業の財政健全化への体制づくりとしての、大幅
な職制及び事務分掌の改正が行われた。
　総務部では、庶務課を部内に、教習所を研修
係に。また営業部では乗客係を総合して業務課
所属に、自動車事業関係技術部門の組織編成替
えを図った。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　渉外広報係　企画調査係
　　　　　　　　　主査 3
　　　　　労務課　人事係　給与係　厚生係
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　　　　　　　　　研修係
　　　　　経理課　財務係　出納係　契約係
　　　　　　　　　主査
　　　　営業部
　　　　　業務課　庶務係　現業係　安全対策
　　　　　　　　　係　料金係　乗客係
　　　　　電車課　運転係　主査
　　　　　和田電車運輸事務所　副所長 2
　　　　　須磨電車運輸事務所　副所長 2
　　　　主幹
　　　　　自動車課　調整係　計画係　運転係
　　　　　魚崎自動車運輸事務所　副所長 2
　　　　　灘自動車運輸事務所　副所長 2
　　　　　布引自動車運輸事務所　副所長 2
　　　　　松原自動車運輸事務所　副所長 2
　　　　　須磨自動車運輸事務所　副所長 2
　　　　　石屋川自動車運輸事務所　副所長
　　　　　玉津自動車運輸事務所　副所長
　　　　技術部
　　　　　施設課　軌道係　営繕課　電気係
　　　　　　　　　主査 3

　　　　　車両工場長　計画係　整備係
　　　　　　　　　　　検査係　車庫係　主査
　　　　調査室
　　　　　副主幹 2 　主査 4

〔昭和45年 4 月〕機構改革に伴い、神戸市交通
局分課規程の一部を改正。改正に伴う読み替え
はつぎのとおり。

（関係分のみ）　

〔昭和46年 4 月〕機構改革により神戸市交通局
分課規程の一部を改正した。
　　　　総務部
　　　　　庶務課　庶務係　文書係　企画調査
　　　　　　　　　係　電子計算係
　　　　　労務課　人事係　給与係　厚生係
　　　　　　　　　研修係
　　　　　経理課　財務係　出納係　管財係
　　　　　　　　　施設係　主査 2
　　　　営業部
　　　　　業務課　庶務係　事業係　料金係
　　　　　　　　　主査　索道営業所長
　　　　　運転課　計画係　運転係　観光貸切
　　　　　　　　　係

旧 新

調　　査　　室 高速鉄道建設部

主幹（自動車事業担当） 営　業　部　長

主幹（高速調査事務担当） 高速鉄道建設部長

業務課（庶務係、料金係） 管　　理　　課

電　　車　　課
運　　転　　課

自　動　車　課

業務課（現業係） 乗客課（事故係）

業務課（安全対策係） 乗客課（安全対策係）

業務課（料金係） 管理課（料金係）

業務課（乗客係） 乗客課（乗客係）

電車課（索道営業所） 運転課（索道営業所）

第 ２ 類運輸事務所 　　　

旭　変　電　所 　　　

交通局本庁舎ビル（市役所 3 号館）
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　　　　　乗客課　安全対策係　乗客係　事故
　　　　　　　　　係
　　　　　車両課　計画係　整備係　検査係
　　　　　　　　　車庫係　車庫長（魚崎・灘・
　　　　　　　　　布引・松原・須磨）
　　　　高速鉄道建設部
　　　　　管理課　管理係　用地係
　　　　　計画課　計画係　調査係
　　　　　設計課　電機係　設計第 1 係　設計
　　　　　　　　　第 2 係　電路係　建築係
　　　　　　　　　主査 4
　　　　主幹
　なお、運輸事務所は魚崎・石屋川・灘・布引・
松原・須磨・玉津の第 1 類 7 か所となった。

〔昭和47年 4 月〕機構改革に伴い神戸市交通局
分課規程の一部を改正。
　　　　　労務課　労務係　厚生係　研修係
　　　　　経理課　財務係　出納係　契約係
　　　　　　　　　管財係
　　　　　管理課　管理係　調査係　用地係
　　　　　設計課　計画係　設計第 1 係　設計
　　　　　　　　　第 2 係
　　　　　工事課　工務係　技術係　工事係
　　　　　技術課　電力係　通信信号係　機械
　　　　　　　　　係　建築係　施設係

（関係分のみ）　

〔昭和48年 4 月〕機構改革に伴う神戸市交通局
分課規程の一部を改正。経理課に検収係、施設
係を設け、管理課に開業計画係を設け、用地係
は用地第 1 係、用地第 2 係、用地第 3 係とした。

〔昭和50年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正。労務課を職員課に、労務係を職員係に
営業部を自動車部に改め、高速鉄道建設部をつ
ぎのとおり改めた。
　　　　高速鉄道部

　　　　　管理課　管理係　調査係
　　　　　営業課　営業係　運輸係
　　　　　用地課　用地第 1 係　用地第 2 係
　　　　　設計課　計画係　設計第 1 係　設計
　　　　　　　　　第 2 係建築係
　　　　　工事課　工務係　技術係　工事係
　　　　　　　　　軌道係
　　　　　技術課　電力係　通信信号係
　　　　　　　　　設備係

（関係分のみ）　

〔昭和51年 8 月〕神戸市交通局分課規程の一部
改正及び高速鉄道事業所事務分掌規程の制定。

　　　　　電気課　信号通信係　電力係　設備
　　　　　　　　　係　変電区　電気区
　　　　　施設車両課　計画係　検車係
　　　　　　　　　　　軌道係
　　　　　営業課　営業係　運輸係　乗務区
　　　　　　　　　駅務区

（関係分のみ）　

〔昭和52年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正。庶務課から電子計算係を廃止、経理課
施設係を業務課へ移した。

〔昭和54年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正。経理課管財係を庶務課へ、業務課事業
係と料金係を統合し営業係に、運転課観光貸切
係を観光バス係と改称。また、高速鉄道部建設
事務所に建設第 4 係及び建設第 5 係を設けた。

〔昭和54年 8 月〕神戸市交通局建設事務所事務
分掌規程の一部を改正。高速鉄道山手線建設工
事区間の拡大に伴い、従来の建設事務所を第 1
建設事務所に、新たに第 2 建設事務所を設置、
第 1 建設事務所に建設第 1 係、建設第 2 係及び
建設第 3 係を、第 2 建設事務所に建設第 1 係、
建設第 2 係を設けた。
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〔昭和55年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、乗客課の安全対策係・乗客係を統合し
て乗客係に、用地課用地第 1 係・用地第 1 係を
管理課用地係とした。

〔昭和56年 4 月〕神戸市交通局事務分掌規程の
一部を改正、高速鉄道山手線・西神線建設区間拡大
に伴い、第 2 建設事務所に建設第 3 係を増設した。

〔昭和57年 4 月〕機構改革により、神戸市交通
局分課規程の一部を改正、自動車部の業務課を
営業課に改め、乗客課を廃止した。また、高速
鉄道部の営業課を運輸課に改めた。

〔昭和58年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、総務部庶務課文書係・管財係を統合し
て広報管財係に、自動車部営業係を運転課に、
運転課の観光バス係を営業課に、高速鉄道部管
理課の調査係を営業係に、運輸課の営業係・運
輸係を運輸係に、それぞれ変更した。

〔昭和58年12月〕神戸市交通局灘運輸事務所
（灘車庫を含む）を廃止、落合運輸事務所（落
合車庫を含む）を新設した。

〔昭和59年 4 月〕職制改正により、神戸市交通
局事業所規程を改正、高速鉄道部運輸課に第 2
類の事業所として、運転指令区を設置した。

〔昭和60年 4 月〕高速鉄道山手線の工事完了に
伴い、高速鉄道部第 1 建設事務所を建設事務所に
改め、第 2 建設事務所及び建設第 3 係を廃止し
た。また、高速鉄道部運輸課の駅務区を東部駅務
区・西部駅務区及び三宮駅に分割、設計課の設
計第 1 係・設計第 2 係を統合して設計係とした。

〔昭和61年 4 月〕職制改正により、高速鉄道部
の設計課を計画課に変更、施設課を新設した。

〔昭和62年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、職員課の職員係を人事係及び労務係と
し、経理課の検収係・営業課の施設係及び計画
課の設計係を廃止した。また、高速鉄道部の工
事課を工務課に、施設車両課を鉄道車両課に改
めた。同時に神戸市交通局事業所規程を改正、

「運輸事務所」を「営業所」に改めた。

〔昭和63年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、高速鉄道部に乗客サービス課を新設し、
管理課の用地係を廃止した。

〔平成元年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、自動車部営業課の事故係と運転課の乗
客係を統合し、乗客課乗客係・事故係を新設す
る。また、神戸市交通局営業所事務分掌規程を
改正、六甲アイランド操車場を魚崎営業所に、
有野操車場を布引営業所に、西神営業所を垂水
営業所の所管とした。

〔平成 2 年 4 月〕神戸市交通局営業所事務分掌
規程を改正、六甲アイランド暫定輸送の期間終了。

〔平成 2 年 2 月20日〕六甲アイランド操車場を
廃止、平成 2 年 4 月 7 日からのシティー・ルー
プバス運行に伴いポートアイランド操車場を新
設し、布引営業所の所管とした。

〔平成 3 年 4 月〕職制改正の実施に伴い、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、高速鉄道部計
画課を廃止し、新線準備室を新設、調査課・計
画課を設置した。

〔平成 4 年 4 月〕神戸市交通局分課規程の一部
を改正、高速鉄道部管理課の調査係を廃止した。

〔平成 5 年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、高速鉄道部を
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高速鉄道運輸部に、新線準備室を高速鉄道技術
部に改めた。これに伴い、工務課・施設課・電
気課及び鉄道車両課を高速鉄道技術部に移管し
た。また、自動車部の布引営業所を廃止し、代
替として中央営業所を新設、西神操車場を西神
営業所に変更した。

〔平成 7 年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、高速鉄道部調
査課の推進係を用地第 1 係・用地第 2 係に変更
した。また、神戸市交通局車庫事務分掌規程の
一部を改正、魚崎車庫・中央車庫・松原車庫を
東部車庫に、須磨車庫・落合車庫を西部車庫に
変更した。

〔平成 8 年 4 月〕職制改正の実施により、神戸市
交通局分課規程の一部をつぎのとおり改正した。

・庶務課と経理課を統合し、総務課とした。
・調度係を廃止した。
・乗客課を廃止し、渉外係は営業課へ、乗客

係は運転課に移管した。
・車両課整備係を廃止した。
・高速鉄道運輸部を高速鉄道部に、高速鉄道

技術部を技術部に変更した。
・管理課と乗客サ－ビス課を統合し、計画課

とした。
・調査課と計画課を統合し、計画課とした。
・建設事務所を西部建設事務所に名称変更

し、東部建設事務所を新設した。

〔平成 9 年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、職員課人事係
と厚生係を統合して職員係、計画課設計第 1 係
と設計第 2 係を統合して設計係、営業課の庶務
係を調整係に変更した。

〔平成10年 4 月〕職制改正を実施、高速鉄道海
岸線建設工事の推進を図るため技術部を廃止し

て海岸線建設室を新設した。また、営業推進課
を営業管理課に変更した。

〔平成11年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、総務課の庶務
係と企画係を統合して総務係とし、営業管理課
に事業調整係を新設した。また、観光バス事業
からの撤退に伴い、観光バス係を廃止した。

〔平成12年 4 月〕職制改正の実施により、神戸市
交通局分課規程の一部をつぎのとおり改正した。

・総務課の事業改善係を廃止した。
・営業企画推進室及び同室に企画係営業第 1

係、営業第 2 係を新設した。
・営業課と運転課を統合し、運転管理課とした。
・営業管理課を管理課と名称変更した。
・東部建設事務所・西部建設事務所を統合し

て建設事務所とし、建設第 1 係・建設第 2
係及び建設第 3 係を設置した。

〔平成13年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、総務部、自動
車部、高速鉄道部の部制を廃止し、新たな課制
を実施した。概略は次のとおり。

・「経営企画調整課」を新設した。
・「営業企画推進室」を「営業推進課」に、「運

転管理課」を「市バス運輸サ－ビス課」に、
「車両課」を「市バス車両課」に、「運輸課」
を「地下鉄運輸サ－ビス課」に、「電気課」
を「電気システム課」に、「鉄道車両課」
を「地下鉄車両課」に、「管理課」・「施設課」
を統合し「施設管理課」に各々改めた。

〔平成14年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、執行体制の見
直しに伴い総務課出納係を廃止し、総務係に業
務を移管した。電気システム課に新たにシステ
ム係を新設した。地下鉄海岸線の開業に伴い、
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海岸線建設室を廃止し、地下鉄運輸サービス課
乗務区を名谷乗務区と苅藻乗務区に再編し、管
区に新たに海岸線管区を新設した。

〔平成15年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、市バス運輸サ
ービス課運輸係を調査係、運転係に再編した。

〔平成16年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、地下鉄車両課
に新たに御崎検修係を新設した。

〔平成17年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、営業所の委託
化に伴い、魚崎営業所、松原営業所の 2 営業所
を委託し、須磨営業所を廃止した。安心・安全
な運行体制を確保するため、地下鉄運輸サービ
ス課に安全対策係を新設した。

〔平成18年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、市バス車両課
に整備係を新設し、営業所の委託化に伴い、東
部車庫、西部車庫を統合し、車庫を新設した。
営業所の委託により、落合営業所、西神営業所
の 2 営業所を委託した。

〔平成19年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、営業部門を強
化するため、営業推進課営業第 1 係、営業第 2 係
を推進係、資産活用係、事業活性係に再編した。

〔平成20年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、自動車部、高
速鉄道部を新設し、次長、 2 部制を採用した。
経営企画調整課計画係を廃止し、営業推進課営
業企画係を新設し、計画係の業務を移管した。
地下鉄車両課保線区を施設管理課へ移管し、施
設管理課保線区とした。施設管理課土木係を計

画係へ改めた。

〔平成26年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、市バス運輸サ
ービス課安全管理係を廃止し、バス停施設係を
新設した。駅務サービス体制の強化のため、地
下鉄運輸サービス課東部管区、西部管区を三宮
管区、名谷管区、西神中央管区に分割した。

〔平成27年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、審査機能の強
化のため、総務課に審査出納係を新設した。営
業力の強化と業務の効率化のため、営業推進課
営業企画係及び事業活性係を統合し、企画事業
係を新設した。業務内容に合わせた名称変更の
ため、電気システム課電気係を信号通信係に、
システム係を電力係に改めた。

〔平成28年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、業務内容及び
業務量に応じた執行体制の見直しに伴い、地下
鉄運輸サービス課を地下鉄運輸サービス課、運
転統括所、駅務統括所に分割した。

〔平成29年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、次長を廃止し、
新たに経営企画部を新設した。業務内容に応じ
た執行体制の見直しにより、経営企画調整課を
廃止し、企画係を総務課へ、調整係を営業推進
課へ移管し、施設管理課を施設課に改め、管理
係を廃止した。

〔平成30年 4 月〕職制改正の実施により、神戸
市交通局分課規程の一部を改正、市バス運輸サ
ービス課バス停施設係をお客様サービス係に、
市バス運輸サービス課お客様サービス係を安全
管理・教育係へ改めた。
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外郭団体第 2 節
❖ 神戸交通振興株式会社

沿　　　革1 　

　神戸交通振興株式会社は、市営交通を取り巻
く厳しい企業環境のもとにあって、市営交通事
業の経営改善に資する事業とともに、交通事業
に関連する事業の経営を行い、その事業活動を
通じて、市営交通事業の経営基盤の強化に貢献
し、乗客の利便・サービス向上に寄与すること
を目的として、昭和59（1984）年 3 月30日に設
立された。

①商　号
神戸交通振興株式会社

会社の概要2

②所在地
神戸市長田区松野通 1 丁目 2 番 1 号新長田
地下鉄ビル

③設　立
昭和59年 3 月30日

④資本金
払込資本金　55,000千円

（神戸市払込額50,000千円）
⑤役　員

7 名（平成31年 4 月 1 日現在）
代表取締役社長、代表取締役専務、取締役常
務（以上は常勤）、取締役 3 名、監査役 1 名

（取締役のうち 2 名は市職員、取締役のうち
1 名と監査役は民間から）

⑥社員数
384人（平成31年 4 月現在）

⑦事業内容
ア　ビル経営事業

　神戸市交通局が貸し付けた市営高速鉄道
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の駅ビル等（10ビル）及び自社ビル（ 2 ビ
ル）においてテナント賃貸事業を行ってい
る。

イ　自動車運輸事業
　バス事業（ 3 路線）を経営するとともに、
神戸市交通局から市バス営業所の管理運営
及び車両整備を受託している。

（ 1 ）自主路線
①山手線　三宮センター街東口－湊川公

園東口－神戸駅前
②シティー・ループ線　メリケンパーク
（かもめりあ）－ハーバーランド－旧
居留地－三宮－北野－新神戸駅前－三
宮－メリケンパーク

③神戸山麓線（ 7 系統）　市民福祉交流
センター前－湊川公園－神戸駅前

（ 2 ）受託業務
①車両整備
②魚崎営業所の管理運営

ウ　市営高速鉄道関連受託事業
　神戸市交通局から市営高速鉄道の駅務業
務を受託している。

エ　市営高速鉄道駅構内営業事業
　市営高速鉄道駅構内等においてコンビニ
エンスストア等の経営を行っている。

オ　パルティ事業
　市営高速鉄道西神車庫の未利用地（西区
美賀多台 9 丁目）を有効活用するため、商
業施設「パルティ」を経営している。

シティー・ループ
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カ　広告事業
　市バス・地下鉄の車内広告及び地下鉄構
内の広告について広告代理（取次）業務を
行っている。

キ　乗車券事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各種乗車券（定期券・カード）の販売（三
宮、神戸駅前、新長田、名谷の 4 か所）及
び忘れ物取扱所業務（三宮）を神戸市交通
局からの受託により行っている。

ク　駐車場・自転車駐車場事業
　市営高速鉄道西神中央駅南側の立体駐車
場及び西神臨時駐車場の経営を行っている。
　また、同駅において、神戸市交通局の用
地を有効活用するため、自転車駐車場の経
営を行っている。

第 1 章　総　　　則
（商　　号）

第 1 条　当会社は、神戸交通振興株式会社と
称する。

（目　　的）
第 2 条　当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。
⑴　神戸市交通局からの受託事業及び経営

改善に資する事業
⑵　神戸市交通事業に関連する不動産の取

得、建設、貸借、処分及び管理運営に
関する事業

⑶　雑誌、書籍、日用品雑貨、食料品及び
飲食物の販売業

⑷　酒類、切手及び印紙の販売業
⑸　神戸市交通事業にかかる乗客の利便・

サービス施設の経営管理に関する事業
⑹　広告代理業
⑺　旅客自動車運送事業
⑻　携帯電話販売業

定　　　款3

⑼　その他前各号に関連する業務及び前各
号の目的を達成する為に必要な事業

（本　　店）
第 3 条　当会社は、本店を神戸市に置く。

（公告方法）
第 4 条　当会社の公告は、官報に掲載する。

（機関の設置）
第 5 条　当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。
⑴　取締役会
⑵　監査役

第 2 章　株　　　式
（発行可能株式総数）

第 6 条　当会社が発行可能株式総数は 4,000
株とする。

（株券の発行）
第 7 条　当会社の株式については、株券を発

行する。
（株券の種類）

第 8 条　当会社の発行する株式は、 1 株券、
10株券、100株券の 3 種とする。

（株式譲渡の制限）
第 9 条　当会社の株式を譲渡により取得する

には、株主又は取得者は、取締役会の承認
を受けなければならない。

（株式取扱規則）
第10条　株式の名義書換その他株式に関する

取扱については、取締役会の定める株式取
扱規則による。

（基準日）
第11条　当会社は、毎年 3 月31日の最終の株

主名簿に記載された議決権を有する株主を
もって、その事業年度に関する定時株主総
会において権利を行使することができる株
主とする。

2 　前項のほか、必要があるときは、取締役
会の決議によってあらかじめ公告して、臨
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時に基準日を定めることができる。
（株券不所持の申出）

第12条　当会社の株主は、株券不所持の申出
をすることができる。

第 3 章　株 主 総 会
（招　　集）

第13条　定時株主総会は、毎事業年度末日の
翌日から 3 箇月以内に招集し、臨時株主総
会は必要に応じて随時これを招集する。

2 　株主総会は、法令に別段の定めがある場
合を除き、代表取締役社長が招集する。

（議　　長）
第14条　株主総会の議長は代表取締役社長を

これに任じ、社長に事故あるときは、取締
役会であらかじめ定めた順序により他の取
締役がこれに代わる。

（決議方法）
第15条　株主総会の決議は、法令または定款

に別段の定めがある場合を除き、出席した
議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数をもって決する。

（議決権の代理行使）
第16条　株主は、当会社の他の株主を代理人

として、その議決権を行使することができ
る。

　この場合には、代理権を証する書面を総会
毎に会社に提出しなければならない。

 第 4 章　取締役・取締役会及び監査役
（定　　数）

第17条　当会社に次の役員を置く。
　　　　　取　締　役　　　 3 名以上
　　　　　監　査　役　　　 1 名以上

（選任決議）
第18条　取締役及び監査役の選任決議は、株

主総会において議決権を行使することがで
きる株主の議決権の 3 分の 1 以上にあたる

株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
て行い、取締役の選任決議は累積投票によ
らない。

（任　　期）
第19条　取締役及び監査役の任期は、取締役

については、選任後 2 年以内、監査役につ
いては、同 4 年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終
結のときまでとする。但し、補欠または増
員によって選任された取締役の任期は、他
の在任者の残任期間と同一とし、補欠のた
め選任された監査役は、退任した監査役の
残任期間と同一とする。

（役付取締役）
第20条　取締役会の決議により、取締役社長

及び専務取締役各 1 名並びに常務取締役若
干名を選定することができる。

（代表取締役）
第21条　取締役社長及び専務取締役は各自当

会社を代表する。
2 　取締役社長及び専務取締役のほか、取締

役会の決議により、当会社を代表する取締
役を定めることができる。

（業務執行）
第22条　取締役社長は、取締役会を主宰する。
2 　取締役社長は、取締役会の決議を執行し、

社務を統轄する。
3 　専務取締役は、取締役社長を補佐して、

社務の処理にあたる。
4 　常務取締役は、取締役社長及び専務取締

役を補佐して、常務を処理する。
（取締役会の招集通知）

第23条　取締役会の招集通知は、各取締役に
対し会日の 3 日前に発する。但し、取締役
全員の同意がある場合は、招集手続を省略
して会議を開くことができる。

（取締役会の招集・議長）
第24条　取締役会は代表取締役社長がこれを
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招集し、かつ議長となる。代表取締役社長
が不在または事故あるときは、取締役会で
あらかじめ定めた順序により他の取締役が
これに代わる。

（取締役会の決議の省略）
第25条　当会社は、議決に加わることができ

る取締役の全員が取締役会の決議事項につ
いて書面または電磁的記録により同意した
ときは、当該決議事項を可決する旨の取締
役会の決議があったものとみなす。

（取締役会規則）
第26条　取締役会に関しては、この定款のほ

かに取締役会において定める規則による。
（監査役の監査の範囲）

第27条　当会社の監査役の監査の範囲は、会
計に関するものに限定する。

（非業務執行取締役等の責任免除等）
第28条　当会社は、会社法第427条第 1 項の

規定により、取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く）との間に同法第423条第
1 項の賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は同法第425条第 1 項の
最低責任限度額とする。

第 5 章　計　　　算
（事業年度）

第29条　当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日か
ら翌年の 3 月31日までとする。

（剰余金の処分）
第30条　剰余金は株主総会の承認を得て処分

する。
（剰余金の配当及び除斥期間）

第31条　当会社の剰余金の配当は、毎年事業
年度末日の株主名簿に記載された株主に配
当する。剰余金の配当が、支払い開始の日
から満 3 年を経過しても受領されないとき
は、当会社はその支払義務を免れる。

昭和59年 3 月　会社設立発起人会開催
　　　　〃　　創立総会開催
　　　　〃　　神戸交通振興㈱設立（本社を中

央区江戸町98番地に設置）
　　　　 4 月　広告事業開始（市バス関連媒体

の代理店業務）
　　　　〃　　受託事業開始

・地下鉄関連業務
駅舎清掃、駅務機器、機械設
備等の保守点検

・市バス関連業務
車両誘導警備及び施設管理

昭和60年 3 月　名谷駅構内店（書店）営業開始
　　　　 4 月　市バス車両整備受託業務開始
　　　　 6 月　地下鉄関連広告媒体の取次業務

等開始
　　　　〃　　学園都市駅ビル開業
　　　　 9 月　Uライン三宮ビル開業
　　　　12月　新神戸駅構内店（名産品店）営

業開始
昭和61年 4 月　地下鉄関連業務（空調・換気設

備等の保守点検）の受託事業開
始

　　　　11月　本社を中央区三宮町 1 丁目 9 番
1 －908に移転

昭和62年 3 月　西神中央駅ビル（ 1 階店舗）開
業

　　　　〃　　伊川谷駅ビル開業
　　　　〃　　西神中央駅臨時駐車場、伊川谷

駅駐車場営業開始
　　　　〃　　妙法寺駅構内店（レンタルショ

ップ）営業開始
昭和63年 3 月　市バス六甲アイランド暫定輸送

事業開始及び同輸送に係る営業
所の開設

　　　　〃　　西神中央駅ビル（ 2 階店舗）開

あ　ゆ　み4
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業。同駅ビルの愛称を「フェル
マータU」と決定

　　　　 4 月　地下鉄関連駅務機器保守点検業
務の受託事業開始

　　　　 9 月　新神戸駅構内店（観光案内コー
ナー）開業

平成元年 6 月　西神中央駅百貨店ビル起工式
　　　　 9 月　三宮駅構内店（喫茶店）開業
　　　　12月　 伊 川 谷 駅 駐 車 場 拡 張（110台

→240台）
平成 2 年 2 月　六甲アイランド暫定バス輸送事

業終了
　　　　 5 月　当社車両工場新築移転
　　　　 8 月　当社西神事務所開設
　　　　 9 月　西神中央駅百貨店ビル・西神中

央駅駐車場竣工
　　　　　　　同駐車場営業開始
　　　　10月　西神中央駅百貨店ビル開業
平成 3 年 9 月　本社事務所を三宮センタープラ

ザ14階へ移転
　　　　12月　 伊 川 谷 駅 駐 車 場 増 設（240台

→476台）
平成 5 年 3 月　西神南駅構内店（書店）開業
　　　　〃　　当社自社ビル「北野坂壱番館」

ビル建設着工
　　　　 4 月　布引臨時駐車場開設

　　　　 9 月　布引臨時駐車場閉鎖
平成 6 年 5 月　「北野坂壱番館」竣工
　　　　 6 月　「北野坂壱番館」開業
平成 7 年 1 月　阪神・淡路大震災による自社ビ

ル「北野坂壱番館」被災・営業
休止

　　　　 8 月　「北野坂壱番館」営業再開
　　　　 9 月　湊川パークサイド開業
平成 8 年 4 月　地下鉄車両・設備等の保守点検

業務の受託事業開始
　　　　 8 月　神戸都市振興㈱から新長田地下

鉄ビルの営業権譲り受け
平成 9 年 1 月　「北野坂壱番館」共同事業者か

ら、建物の持分及びその所有地
を買取

平成10年10月　学園都市駅変電所の上部有効利
用として当社自社ビル「学園U
ビル」の建設着工

平成11年 2 月　「学園Uビル」竣工・開業
　　　　 5 月　西神南駅構内店（喫茶・パン店）

開業
平成12年 3 月　西神中央駅駐車場自動化
　　　　〃　　御崎Uビル開業
　　　　 5 月　本社を兵庫区御崎町 1 丁目 2 番

1 号（御崎Ｕビル）に移転
　　　　 7 月　苅藻業務ビルの開業

パルティ 学園Uビル
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　　　　10月　みなと元町Ｕビルの開業
平成14年 2 月　地下鉄海岸線及び西神山手線の

駅業務の一部事業を受託
　　　　　　　バス自主事業・ポーアイキャン

パス線の運行開始
　　　　 8 月　バス自主事業・山手線の運行開

始
平成15年 4 月　バス自主事業・シティー・ルー

プ線の運行開始
　　　　10月　駅構内売店型コンビニエンスス

トア（フランチャイズ契約）を
西神中央駅に開店

平成16年 3 月　社団法人神戸市交通局公済会解
散

　　　　 4 月　神戸交通振興㈱に事業統合
　　　　〃　　神戸市交通局から有野営業所の

市バス運行事業を受託
平成17年 4 月　神戸市交通局から魚崎営業所の

市バス運行事業を受託
　　　　〃　　地下鉄海岸線（全10駅）の駅務

業務受託
平成19年 3 月　長田臨時駐車場を閉場

　　　　 4 月　バス自主事業（ポーアイキャン
パス線）について神姫バスとの
共同運行開始

平成20年 4 月　バス自主事業（ポーアイキャン
パス線）を民間バス事業者（神
姫バス）に引継ぎ

　　　　 5 月　地下鉄西神・山手線（11駅）に
駅掌の人材派遣開始

　　　　〃　　地下鉄西神・山手線三宮駅構内
店舗（Ｕライン　スイーツ　ス
テーション）開店

　　　　〃　　高倉臨時駐車場の閉場
　　　　10月　本社を長田区松野通 1 丁目 2 番

1 号（新長田地下鉄ビル）に移
転

平成22年 3 月　神戸市交通局から忘れ物取扱業
務の受託

平成23年 4 月　魚崎営業所の市バス運行事業を
提案競技により受託（ 5 年間）

　　　　 5 月　地下鉄西神・山手線 7 駅（新神
戸、県庁前、湊川公園、長田、
板宿、妙法寺、伊川谷）の駅務

神戸交通振興㈱が入居する新長田地下鉄ビル北野坂壱番館

401第 2章　組　　織



業務を受託
　　　　12月　駅構内売店型コンビニエンスス

トア（フランチャイズ契約）の
ミニ店舗を三宮東・新神戸駅に
開店

平成24年 3 月　神戸市交通局の有野営業所の受
託事業を終了

　　　　〃　　駅構内売店型コンビニエンスス
トア（フランチャイズ契約）の
ミニ店舗を妙法寺駅に開店

平成25年 4 月　神戸市交通局から地下鉄西神・
山手線 7 駅の管区業務を受託

　　　　 9 月　駅構内売店型コンビニエンスス
トア西神中央店及びミニ店舗

（新神戸駅・三宮駅・妙法寺駅）
の営業終了（フランチャイズ契
約の満了）

　　　　11月　駅構内売店型コンビニエンスス

トア10店舗を順次開店（新たな
フランチャイズ契約）

平成26年 8 月　神戸市交通局から地下鉄西神・
山手線上沢駅の駅務業務を受託

（計 8 駅）
平成28年 3 月　保険代理店業務の廃止
　　　　 4 月　魚崎営業所の市バス運行事業を

提案競技により受託（ 5 年間）
平成30年 2 月　ポートアイランド営業所移転、

かもめりあ営業所を開設
　　　　 3 月　バス自主事業・ポーアイキャン

パス線を廃止
　　　　 4 月　バス自主事業・山麓線の運行開

始
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資料編

第3章

市　バ　ス

⑴　創業～昭和13年　 

創業時のシボレー車
昭和 ５ 年 9 月、市営バス創業の第 1 陣としてアメ
リカ製シボレー車2４両を購入
それ以後昭和11年度末までに、シボレー車は六車
種13４両にふえた。
〈当時の仕様〉
　車　　長：4.85 ｍ
　車　　幅：1.82 ｍ
　座席定員：12 人

ホワイト車
シボレー車に遅れること 1 か月、昭和 ５ 年10月開
かれる海港博覧会輸送のため、アメリカ製ホワイ
ト車及びダッジ車各1５両を購入
市営バスの総勢は５５両となった。
〈当時の仕様〉
　車　　長：5.45 ｍ
　車　　幅：1.98 ｍ
　座席定員：16 人

❖ バス車両の変遷
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昭和10年式ダイヤモンド車　
流線型バスの自家製作の第 2 弾として、シボレー
車20両、ダイヤモンド車10両ができ上がり、ダイ
ヤモンド車はその後観光バスとして活躍した。
〈当時の仕様〉
　車　　長：5.615 ｍ
　車　　幅：2.05 ｍ
　座席定員：13 人

昭和12年式シボレー車
〈当時の仕様〉
　車　　長：6.30 ｍ
　車　　幅：2.05 ｍ
　座席定員：15 人

昭和 9 年式フォード車
市電車両製作の技術がバス車体製作にも生かさ
れ、昭和10年 ４ 月、フォードとシボレー流線型、
各10両が登場した。
〈当時の仕様〉
　車　　長：6.35 ｍ
　車　　幅：2.05 ｍ
　座席定員：16 人

昭和 8 年式シボレー車
車掌以外に立乗を認められなかったバスも、利用
客の増加に伴い、昭和 8 年から乗客の立乗が許可
され輸送力が伸びた。
〈当時の仕様〉
　車　　長：5.72 ｍ
　車　　幅：1.97 ｍ
　座席定員：16 人
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昭和13年式シボレー車
昭和13年には流線型も下火となり、むしろ輸
送力増強に車両大型化が始まった。
〈当時の仕様〉
　車　　長：6.90 ｍ
　車　　幅：2.20 ｍ
　座席定員：17 人
　立乗定員：20 人

⑵　戦後のボンネットバス（昭和23年～36年）　 

いすゞBX91　昭和23年式　43人　三菱重工業

いすゞBX91　昭和26年式　44人　新日国工業民生 3 L　昭和24年式　47人　新三菱重工業

いすゞBX91　昭和27年式　49人　帝国自動車工業ふそうB 2 　昭和25年式　61人　協和機械貿易

いすゞBX91　昭和25年式　47人　日国工業
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⑵　戦後のボンネットバス（昭和23年～36年）　 

いすゞBX95　昭和28年式　54人　川崎岐阜製作所

日野BH11　昭和28年式　59人　新日国工業 いすゞBX95　昭和29年式　54人　東浦自動車工業

ふそうB25　昭和29年式　65人　新日国工業

日野BH11　昭和29年式　64人　金沢産業

日野BH11　昭和29年式　62人　新日国工業

いすゞBX95- 7 　昭和29年式　54人　摂津車両

いすゞBX81　昭和27年式　49人　川崎岐阜製作所
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いすゞBX95　昭和30年式　55人　金沢産業

いすゞBX351　昭和31年式　61人　川崎航空機

いすゞBX131　昭和31年式　36人　川崎航空機

いすゞBX351　昭和32年式　64人　川崎航空機

神戸市交通局に残ったただ 1 両のボンネットバス

いすゞBX352　昭和32年式　58人　呉羽東浦自工

いすゞBX331　昭和34年式　38人　川崎航空機

いすゞBX721　昭和36年式　44人　川崎航空機
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

昭和30年式ふそう「ろっこう号」　61人乗り 昭和32年式日野「ひようご号」　61人乗り

昭和30年式日野「ひろの号」　61人乗り 昭和32年式いすゞセミロマンス　65人乗り

昭和31年式民生セミロマンス　58人乗り

昭和31年式ふそう「たもん号」　61人乗り

昭和33年式ふそう「みぬめ号」　62人乗り

昭和33年式日野セミロマンス　63人乗り
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昭和34年式ふそうセミロマンス　72人乗り ふそうR480　昭和36年式　東浦自工

昭和34年式いすゞセミロマンス　66人乗り 日野BD35　昭和36年式　金沢産業

昭和35年式日野AC型　座席仕様

昭和35年式いすゞAC型　座席仕様

日野RB10　昭和37年式　帝国自工

ふそうR470　昭和37年式　呉羽自工

409第 3章　市 バ ス



⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

いすゞBC151　昭和37年式　川崎航空機 いすゞBR20　昭和40年式　西日本車体

いすゞBR20　昭和38年式　川崎航空機 ふそうMR480　昭和40年式　三菱重工業

ふそうMB470　昭和38年式　東新浦自工（西工）

日野BT51　昭和39年式　金沢産業

ふそうMR480　昭和40年式　西日本車体

日野BT51　昭和40年式　西日本車体
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日野RB10　昭和41年式　富士重工業 日野RB10　昭和42年式　川崎航空機

いすゞBU05　昭和41年式　川崎航空機 日野RB10　昭和42年式　金産自動車

日野RB10　昭和41年式　帝国自動車

ふそうMR480　昭和42年式　西日本車体

ふそうMR410　昭和42年式　三菱重工業

ふそうMR410　昭和43年式　呉羽自工
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

日野RE100　昭和43年式　川崎航空機 いすゞBU05　昭和44年式　川崎重工業

三菱MR410　昭和44年式　三菱重工業 日野RE100　昭和45年式　西日本車体

三菱MR410　昭和44年式　西日本車体

日野RE100　昭和44年式　帝国自動車

日野RE100　昭和45年式　帝国自動車

いすゞBU05　昭和46年式　西日本車体
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日野RE100　昭和46年式　帝国自工 いすゞBU04　昭和48年式　川崎重工

ふそうMR410　昭和46年式　三菱自動車 日野RE100　昭和48年式　金産自動車

三菱MR410　昭和47年式　三菱自動車

日野RE100　昭和47年式　帝国自動車

ふそうMR410　昭和48年式　西日本車体

いすゞBU　昭和49年式　川崎重工
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

日野RE100　昭和50年式　金産自動車 日野RE100　昭和52年式　日野車体

三菱MR410　昭和50年式　三菱名古屋自動車製作所 いすゞBU04　昭和53年式　川重車体

日野RE100　昭和51年式　日野車体

いすゞBU04　昭和51年式　川重車体

三菱MP107　昭和53年式　三菱名古屋自動車製作所

日野RE101　昭和54年式　西工車体
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いすゞK-BU04　昭和55年式　川重車体 いすゞK-CJM470　昭和56年式　川重車体

いすゞK-BU04　昭和55年式　川重車体 三菱K-MP118K　昭和57年式　三菱名古屋自動車製作所

三菱K-MP118　昭和55年式　三菱名古屋自動車製作所

日野K-RC381　昭和56年式　日野車体

日野K-RC381　昭和58年式　日野車体

日野P-HT223AA　昭和59年式　日野車体
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

三菱P-MP118K　昭和59年式　三菱名古屋自動車製作所 いすゞP-LV314K　昭和61年式　川重車体

日野P-HT223AA　昭和60年式　西工車体 日野P-HT233BA　昭和62年式　西工車体

いすゞP-LV314K　昭和60年式　川重車体

三菱P-MP218K　昭和60年式　三菱名古屋自動車製作所

日野P-HT233BA　昭和63年式　日野車体

三菱P-MP218K　平成元年式　三菱名古屋自動車製作所
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日野U-HT 2 MLAA　平成 2 年式　西工車体 日野U-HU 3 KLAA　平成 4 年式　西工車体

三菱U-HU 2 MLAA　平成 3 年式　日野車体 三菱U-MK517F　平成 4 年式　新呉羽自動車工業

三菱U-MP618K　平成 3 年式　三菱名古屋自動車製作所

いすゞU-LV218K　平成 4 年式　アイ・ケイ・コーチ

日野U-HU 3 KLA　平成 5 年式　日野車体

日野U-HU 3 KLA　平成 6 年式　日野車体
※新ステップバス
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

三菱KC-MP617K　平成 7 年式　三菱名古屋自動車製作所 いすゞKC-LV280L　平成10年式　いすゞバス製造

三菱KC-MP717K　平成 8 年式　三菱自動車バス製造 三菱KC-MP717K　平成10年式　三菱自動車バス製造

いすゞKC-LV280L　いすゞバス製造

日野KC-HU 3 KLC　平成 9 年式　西工車体

三菱KC-MP717K　平成11年式　三菱自動車バス製造

いすゞKC-LV280L　平成11年式　いすゞバス製造
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日野KC-HU 3 KLC　平成12年式　日野車体

三菱KC-MP717K　平成12年式　三菱自動車バス製造

日野KC-HU 3 KLC　平成12年式　西工車体

いすゞKC-LV280L　平成12年式　いすゞバス製造

三菱大型ノンステMP37JK　平成13年式　三菱自動車バス製造

日野大型ワンステHU 2 PLEA　平成13年式　日野車体

三菱大型ワンステMP35JK　平成13年式　三菱自動車バス製造

三菱大型ワンステMP35JK　平成14年式　三菱自動車バス製造
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

日野大型ワンステHU 2 PLEA　平成14年式　日野車体

UD大型ワンステUA452KAN　平成14年式　西日本車体

いすゞ大型ノンステLV834L 1 　平成14年式　いすゞバス製造

三菱大型ノンステMP37JK　平成16年式　三菱自動車バス製造

三菱大型CNGノンステMP37JK　平成16年式　三菱自動車バス製造

日野大型ワンステHU 2 PLEA　平成15年式　日野車体

UD大型ワンステUA452KAN　平成15年式　西日本車体

いすゞ大型ノンステLV280L 1 　平成16年式　いすゞバス製造
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いすゞ大型ワンステロングLV280N 1 　平成16年式　いすゞバス製造

UD大型(AT)ノンステUA272KAN　平成16年式　西日本車体

UD大型ノンステUA452KAN　平成16年式　西日本車体

UD大型CNGノンステUA272KAN　平成16年式　西日本車体

三菱大型ワンステロングMP35JM　平成17年式　三菱ふそうバス製造

三菱大型CNGノンステMP37JK　平成17年式　三菱ふそうバス製造

いすゞ大型ノンステLV234L 1 　平成17年式　ジェイ・バス

UD大型ノンステRA273KAN　平成18年式　西日本車体
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

UD大型ノンステRA274KAN　平成18年式　西日本車体

三菱大型CNGノンステMP37JK改　平成18年式　三菱ふそうバス製造

三菱大型ノンステMP37JK　平成18年式　三菱ふそうバス製造

日野ワンステKV234L 1 　平成18年式　ジェイ・バス

UD大型ノンステRA273KAN　平成19年式　西日本車体

いすゞ大型ロングワンステLV234N 2 　平成19年式　ジェイ・バス

三菱大型ノンステAA274KAN　平成19年式　西日本車体

日野大型ノンステKV234L 2 　平成19年式　ジェイ・バス
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UD大型ノンステRA273KAN　平成20年式　西日本車体

いすゞ大型CNGノンステLV234L 2 改　平成21年式　ジェイ・バス

いすゞ大型ノンステLV234L 2 　平成20年式　ジェイ・バス

三菱大型ワンステMP35UK　平成20年式　三菱自動車バス製造

日野大型ハイブリッドノンステHU 8 JLFP　平成21年式　ジェイ・バス

UD大型ノンステRA273KAN　平成21年式　西日本車体

日野大型ノンステKV234L 2 　平成22年式　ジェイ・バス

日野大型ハイブリッドノンステHU 8 JLFP　平成21年式　ジェイ・バス
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⑶　箱型バスの時代（昭和30年～現在）　 

いすゞ大型ノンステLV234L 3 　平成22年式　ジェイ・バス

いすゞ大型ワンステLV234L 3 　平成22年式　ジェイ・バス

三菱大型ノンステMP37FK　平成23年式　三菱ふそうバス製造

いすゞ大型ロングノンステLV234L 3 　平成23年式　ジェイ・バス

日野大型ノンステKV234L 3 　平成23年式　ジェイ・バス

いすゞ大型ノンステLV234L 3 　平成24年式　ジェイ・バス

三菱大型ノンステMP37FK　平成24年式　三菱ふそうバス製造

日野大型ハイブリッドノンステHU 8 JLGP　平成25年式　ジェイ・バス
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いすゞ大型ハイブリッドノンステLV234L 3 　平成28年式　ジェイ・バス いすゞ大型ノンステLV290N 2 　平成30年式　ジェイ・バス
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資料編

第4章

市電・地下鉄

⑴　市営以前（神戸電気鉄道時代）　 

Ａ車
神戸電気鉄道㈱が明治４3年 ４ 月 ５ 日の創業に
際し、春日野道－兵庫駅前に走らせた最初の
市街電車。当時としては最新型のイギリス製
ラジアル式 ４ 輪客車で総数５0両、 1 台あたり
2,2５0円だったという。型式としてA車と呼
ばれた。

蓄電池カー
明治４５年 7 月2４日
試運転を行った蓄電池カ－。大正初期まで奥
平野線などを運行した。

❖ 市電・地下鉄車両の変遷
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⑵　市営前期（ポール時代）　　 

Ａ車
神戸電気鉄道㈱が神戸市街地で走らせた最初
の電車で、木造モニタールーフ、ウエスチ
ビュール型単車、当時としては極めて大型
で、外部塗装は小豆色ラッカー仕上げ、正面
側面とも窓下パネルには金パクの縁取りを配
し、その四隅は唐草模様をあしらい、側面中
央にマークを配し、内部は天井ともども軟ら
かい飴色のニス仕上げで、ポイントには彫刻
が施されていた。
　車　　長：9.750 ｍ
　車　　高：3.524 ｍ
　車　　幅：2.338 ｍ
　車両番号：1 ～50（のち331～380に変更）

Ｂ車
大正元年No.５1〜90の４0両が増やされたが、
車体はほとんどA車と変わらず台車がマウン
テンギブソン製のラジアルトラックであった
のでA車と区別してB車と呼ばれた。市営と
なってからNo.81〜90の10両は北九州電軌に
譲り渡され、残る30両は昭和 ５ 年にNo.301
〜330となって再登場した。
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300型単車
旧Ａ車、Ｂ車の高床式 ４ 輪単車トラックを、
低床式に改造して、初めて自家製作したス
チール車体を乗せたもの。屋根は浅く、腰羽
目は低く、当時としては、スマートなもので
あった。
　車　　長：9.750 ｍ
　車　　高：3.580 ｍ
　車　　幅：2.438 ｍ
　車両番号：No.301 ～ 330（Ｂ車）
　　　　　　No.331 ～ 380（Ａ車）

C車　①②
大正 9 年乗客増に対処するため、収容力が大
きく、乗降に便利な車両として、加藤製作所
で建造された 3 ドア式木製低床ボギー車

（No.91〜100）、入口扉は後方窓 1 つを戸袋
とする引戸式、中央は 2 枚両開き式、運転台
正面中央の窓ガラスが下降式でなく、右開き
の引戸式となっていた。台車はブリル39E－
2 型。マキシム・トラクション・トラックで
大きな動輪を外、小さな従輪を内に配し、制
動装置も従来の手動式に対し、空気・電気・
手動の 3 方式を採用、警笛もゴング式からエ
アーホンに変わった。のち、大正13年にスチー
ル製となりNo.５01〜５10に改番
　車　長：12.950 ｍ
　車　高：3.440 ｍ
　車　幅：2.440 ｍ

⑵　市営前期（ポール時代）　　 
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Ｄ車
大正 9 年に新造されたわが国最初の低床式単
車（No.101〜1５0）、外腰羽目板は垂直に短
冊板を並べた木工で、屋根は完全なシング
ル・ブレンアーチ型となり窓上部のＲもなく
なり、戸袋がないので、ステップ両側は垂直
に切り下がり、かってのウエスチビュール車
に比べると、実用一点張りの姿となった。
昭和 6 〜 9 年にかけて全車が４00型（No.４01
〜４５0）に改造された。
　車　長：8.150 ｍ
　車　高：3.350 ｍ
　車　幅：2.338 ｍ

Ｅ車　①②
大正10年に建造された木造 3 扉の低床ボ
ギー車（No.1５1〜170）、C車と殆ど同一設計
だが、中央入口は拡げられ、運転台もやや広
くなった。その他、屋根は浅く、腰羽目も狭
くなったので軽快な姿となった。
　車　長：13.400 ｍ
　車　高：3.350 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ
　改　番：No.511 ～ 530（大正 12 年）

400型単車
昭和 7 年頃から、D車・F車のスチール化が
行われ、完成したのが４00型（No.４01〜４５8）
である。若番10両は前後端面の腰羽目が両側
の腰羽目より若干高いが、No.４11以降は、
端面も側面なみに低くなりスマートになった。
昭和16年には、日華事変の進展とともに、 3
両を供出することになり新京交通へ譲渡した。
　車　長：9.100 ｍ
　車　高：3.556 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

⑵　市営前期（ポール時代）　　 
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Ｇ車　①
大正11年に建造されたわが国最初のスチール
カー（No.181〜200）。メリットが甚だ大で
あったので、その後、国鉄(当時は鉄道省）
をはじめ各方面で採用されるようになった。
形態的には、D車をそのままスチールカーに
したものだが正面と側面に角度をもった前せ
ばまりの平面部があるのが、この電車の特徴
　車　長：9.144 ｍ
　車　高：3.632 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ
　改　番：No.201 ～ 220（大正 12 年）

Ｇ車　②
大正11年に建造のスチールカーは、その後改
番してNo.201〜220となった。300型の高床
7５0㎜に対し、200型は718㎜とより低床式に
なっていった。
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Ｈ車
G車についで、大正12年に建造された単車

（No.221〜2４0）、初めて運転台横に、側窓が
設けられた。G車に比べると、屋根のアーチ
が少し深い。最初は出入口の扉が運転台横の
側窓を戸袋とした 2 枚引戸になっていた。
　車　長：9.373 ｍ
　車　高：3.708 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

Ｉ車
大正12年に建造された 3 扉のスチールカー

（No.５31〜５５0）、中央出入口両側の楕円窓は、
この後に建造されたＪ車Ｋ車にも採用され、
昭和初期における市電大型鋼製車の一大特徴
となった。
　車　長：13.410 ｍ
　車　高：3.760 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

Ｋ車
この車両は大正1５年大阪鉄工、昭和 2 年藤永
田、同 3 年田中車両で建造された。運転台側
窓比が大きくなり側面中央の横引きもなく
なった。（No.５63〜５87）
　車　長：13.564 ｍ
　車　高：3.755 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

⑵　市営前期（ポール時代）　　 
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Ｌ車
大 正 6 年 に 建 造 さ れ た 低 床 式 ボ ギ ー 車

（No.５88〜５97）Ｌ型台車を備えている。
　車　長：13.700 ｍ
　車　高：3.590 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

700型ロマンス・カー
画期的ボギー車700型ロマンス・カーが昭和
11年、当局長田工場から登場した。欧風の広
い窓はツートン・カラーと共により軽快にな
り、本邦初の市電ロマンス・カーは永くその
勇名を誇った。
　車　長：13.600 ｍ
　車　高：3.600 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ
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750型ボギー車
神戸市電初めての中型ボギー車で、7５0型以
降の各車の型式がこれである。そして、この
型式が出始めた頃より、集電装置は本格的に
ビューゲル化してきた。昭和2４年に建造の
No.7５1〜7５５はロングシートで、やや遅れて
昭和2４年に建造されたNo.7５6〜760は、転換
オール・クロスシート（ロマンス・シート）
となった。
　車　長：13.700 ｍ
　車　高：3.565 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

900型ボギー車
昭和23年に、700型戦災台車（E型）を転用
して、11両（No.916〜926）の 3 扉式の大型
ボギー車が建造された。
　車　長：14.000 ｍ
　車　高：3.540 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ
つづいて昭和2４年には、20両が建造された
が、のち昭和3５年には、中央出入口を撤去し、
座席を増やした。
　車　長：14.000 ｍ
　車　高：3.540 ｍ
　車　幅：2.500 ｍ

800型ボギー車
昭和12年の初建造につづいて、同22年に追加
建造された 3 扉式の大型ボギー車である。
　車　長：14.000 ｍ
　車　高：3.545 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

⑵　市営前期（ポール時代）　　 
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1000型ボギー車
昭和2４年に改造された 3 扉式の大型ボギー車
である。のち昭和3５年には、中央出入口の撤
去が行われ、座席の拡大が図られた。
　車　長：14.000 ｍ
　車　高：3.540 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

撒水車
市営開始当時（大正 6 年）の撒水車。神戸電
気鉄道から引き継いだ撒水車は ４ 両あった。
軌道面上の撒水を目的として作られたもの。
単車台の上に、丸型水槽を乗せたもので、水
槽内貯水の放射は、セントーフューガルポン
プによって行われた。

 

435第 4章　市電・地下鉄



⑶　市営後期（ビューゲル時代）　 

500型低床ボギー車　①
昭 和 2 年 に 建 造 さ れ た 低 床 式 ボ ギ ー 車

（No.５63〜５87）K型台車を備えている。
　車　長：13.564 ｍ
　車　高：3.690 ｍ
　車　幅：2.426 ｍ

500型低床ボギー車　②
昭和 ４ 年製造のＬ車で、車体は全溶接となり
全体として幾分低いものとなりずっしりした
感がある。のち、中央扉両側の装飾円窓が普
通の四角なものとなり、運転台側窓は開閉可
能となる。
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500型ボギー車
従来の５00型も、昭和４3年ワンマン化を目的
として、順次 2 扉に改造された。外観も相当
異なり、側窓も 2 段下降式となり、扉も引戸
式自動扉になった。

600型ボギー車
昭和 7 年に従来のC車をスチール化したもの
が、600型（No.601〜610）である。台車は
マキシム・トラクション・トラックのブリル
も 2 E－ 1 を採用しており、C車時代には、
小車輪を内側にしていたが、それを外側に出
した。
運転台左側の扉には、自動開閉装置をつけた
が、これは神戸市電初めての自動扉であった。
　車　長：11.500 ｍ
　車　高：3.600 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

700型低床ボギー車　701～720 700型低床ボギー車　721～740
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700型改造車

750型低床ボギー車

750型ロマンス・カー

800型低床ボギー車　801～810

800型低床ボギー車　811～818

900型低床ボギー車　911～915

900型低床ボギー車　937～946

900型低床ボギー車　916～926

⑶　市営後期（ビューゲル時代）　 
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1000型低床ボギー車　1001～1020

1100型ボギー車　①②
昭和29年に、7５0型後部車掌台及び出入口を
車体中央部に設けた試作車 3 両（No.1101〜
1103）を自家製作した。戦後初めての弾性車
輪、FS－62の新型台車など新設計であった。
その後昭和3５年にも 2 両（No.110４〜110５）
が、川崎車両で建造された。
　車　長：12.700 ｍ
　車　高：3.535 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

900型低床ボギー車　901～910

900型低床ボギー車　927～936
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1150型ボギー車　①
PCCカーの試作車として、昭和30年に11５0
型 2 両（No.11５1〜11５2）が建造された。い
ずれも間接制御方式で、台車は直角カルダン
台 車（No.11５1） 及 び 平 行W ・N台 車

（No.11５2）が使用されていた。
　車　長：12.700 ｍ
　車　高：3.555 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

1150型ボギー車　②
No.11５1．11５2以降、さらに検討改良を加え
られた同種カルダン駆動方式の11５0型 6 両

（No.11５3〜11５8）が、昭和31年に建造された。
のち、車両保守並びに運転上の都合により、
昭和39年度から４3年度の間に、11５0型全車が
直接制御に改造された。
　車　長：12.700 ｍ
　車　高：3.555 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ

⑶　市営後期（ビューゲル時代）　 
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大阪100型
昭和39年に、老朽車（300型及び４00型単車）
と代替するため、大阪市電800型ボギー車を
購入して、神戸仕様に一部改造した車両であ
る。
　車　長：11.070 ｍ
　車　高：3.799 ｍ
　車　幅：2.488 ｍ
　No.100 ～ 120

大阪200型
100型と同様、昭和39年に大阪市電900型ボ
ギー車を購入して、一部改造した車両
　車　長：11.590 ｍ
　車　高：3.797 ｍ
　車　幅：2.488 ｍ
　No.201 ～ 215

有蓋貨車　①
大正12年、各車庫への材料配給専用として、
当局工場で建造された。台車は、ワナーラジ
アルトラックを使用し、制動装置は、ハンド
用と電気制動の 2 種を併用していた。積載重
量は ４ t
　車　長：8.839 ｍ
　車　高：3.658 ｍ
　車　幅：2.438 ｍ
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無蓋貨車　①②
昭和18年に、撒水車 ５ 両（No. ５ 〜 9 ）を、
無蓋貨車に改造した。無蓋貨車は、工場と車
庫間の材料運搬に使用されると共に、恒例の
みなとの祭りには、花電車として、市民に親
しまれた。積載重量は 7 t
　車　長：9.140 ｍ
　車　高：3.515 ｍ
　車　幅：2.446 ｍ

有蓋貨車　②
昭和39年に、老朽化した木製有蓋貨車の代替
として、４00型単車を貨車構造に改造したの
がこの貨車である。室内中央部に回転式ジブ
クレーンを設備して、重量物の積み込みを容
易にした。積載重量は ５ t
　車　長：9.100 ｍ
　車　高：3.510 ｍ
　車　幅：2.500 ｍ

⑶　市営後期（ビューゲル時代）　 

442 資料編



⑷　地下鉄西神・山手線　 

1000形車両主要諸元表
項 　 　 　 目 ＭＣ2　・　ＭＣ́2 Ｍ1　 ・　 Ｍ́1 Ｔ   ・  　Ｔ́

形 式 1100　　　1600 1200　　　1500 1300　　　1400

定員［座席］（人） 140［48］ 150［56］ 150［54］

最 大 寸 法
（長×巾×高） 19,000㎜×2,790㎜×4,090㎜

台 車 形 式 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式（FS-393）

主 電 動 機 直流直巻補極付分割界磁方式（SE-624Ａ）
130kW× 4台/両× 4両/編成 ――――――――――

駆 動 装 置 平行可とう歯車継手式、はすば歯車一段減速方式
歯車比　98/15＝6.53 ――――――――――

制 御 装 置
チョッパー制御方式（自動可変界磁形）、定電流制御、
フロン冷却方式、回生ブレーキ（抑速、停止）付、
応荷重連動式

――――――――――

運 転 性 能 加速度　3.3㎞/h/S　　　減速度　常用　3.5㎞/h/S　　　非常　4.5㎞/h/S
均衡速度　100㎞/h

空 気 制 動 装 置 ATC装置連動、応荷重連動、電気指令式、電空併用ブレーキ、保安ブレーキ付
（HRD-1-R）

空 気 圧 縮 機
直流直巻補極付電動機、 2段圧縮
単動往復ピストン型、除湿装置付
2,000ℓ/min	CM2015T－HB2000CB

―――――――――― ――――――――――

集 電 装 置 ――――――――――――― PT-4822-B-M× 2台/両 ――――――――――

電 動 発 電 機
MG-111D-S半密閉自己通風式
出力電圧　 3相200V　60Hz
定格出力　75kVA

―――――――――― ――――――――――

連 結 装 置 編成両端　自動密着連結器及び電気連結器　中間部　棒状連結器

冷 房 装 置 17,000kcal/h× 2 台/両（CU-773形）

誘 導 無 線 装 置 金属帰路誘導無線方式 4波（非常発報・乗務員室間通話装置付）

自動列車制御装置 高周波連続信号受信方式、連続速度照査、車内信号機付、三重系（ 3者択 2）

自動列車運転装置 車上演算方式、車内放送指令付、地上子 6情報

電気方式・軌間 直流1,500V架空単線式　・　1,435㎜
車種説明
　MC 2 	・	 MĆ 2 	……………	 2 軸ボギー制動電動客車
　M 1 	 ・	  Ḿ 1 	 ……………	 2 軸ボギー電動客車
　T	 ・	 　　T́	……………	 2 軸ボギー付随客車
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2000形車両主要諸元表
項 　 　 　 目 ＭＣ2　・　ＭＣ́2 Ｍ1 　・　 Ｍ́1 Ｔ   ・  　Ｔ́

形 式 2100　　　2600 2200　　　2500 2300　　　2400

定員［座席］（人） 130［48］ 144［56］ 144［54］

最 大 寸 法
（長×巾×高） 19,000㎜×2,790㎜×4,090㎜

台 車 形 式 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式（FS-393）

主 電 動 機 直流直巻補極付分割界磁方式　MB-3299-A
130kW－375V－385A× 4台/両 ――――――――――

駆 動 装 置 平行可とう歯車継手式、一段減速歯車装置
歯車比　98/15＝6.53 ――――――――――

制 御 装 置 チョッパー制御方式（自動可変界磁形）、定電流制御、
回生ブレーキ（抑速、停止）付、応荷重連動式 ――――――――――

運 転 性 能 加速度　3.3㎞/h/S　　　減速度　常用　3.5㎞/h/S　　　非常　4.5㎞/h/S
均衡速度　100㎞/h

空 気 制 動 装 置 ATC装置連動、応荷重連動、電気指令式、電空併用ブレーキ、保安ブレーキ付
（HRD-1-R）

空 気 圧 縮 機 D-1215H-HS20J
2,000ℓ/miｎ ―――――――――― ――――――――――

集 電 装 置 ――――――――――――― PT-4822-B-M× 2台/両 ――――――――――

電 動 発 電 機
MG-111D-S半密閉自己通風式
出力電圧　 3相200V　60Hz
定格出力　75kVA

―――――――――― ――――――――――

連 結 装 置 編成両端　自動密着連結器及び電気連結器　中間部　棒状連結器

冷 房 装 置 17,000kcal/h× 2 台/両（CU-773形）

誘 導 無 線 装 置 金属帰路誘導無線方式（乗務員室間通話装置付） 4波＋ 3波

自動列車制御装置 高周波軌道回路連続誘導受信方式（車内信号付 3者択 2）

自動列車運転装置 車上演算方式、地上子 6情報

電気方式・軌間 直流1,500V　架空単線式　・　1,435㎜
車種説明
　MC 2 	・	 MĆ 2 	……………	 2 軸ボギー制動電動客車
　M 1 	 ・	  Ḿ 1 	 ……………	 2 軸ボギー電動客車
　T	 ・	 　　T́	……………	 2 軸ボギー付随客車

⑷　地下鉄西神・山手線　 
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3000形車両主要諸元表
項 　 　 　 目 ＭＣ2　・　ＭＣ́2 Ｍ1 　・　 Ｍ́1 Ｔ   ・  　Ｔ́

形 式 3100　　　3600 3200　　　3500 3300　　　3400　

定員［座席］（人） 129［48］ 144［56］ 144［54］

最 大 寸 法
（長×巾×高） 19,000㎜×2,790㎜×4,090㎜

台 車 形 式 軸箱板ばね支持、車体直結式空気ばね支持方式（FS-393）

主 電 動 機
3相かご形誘導電動機
線間電圧　1100V・130kW× 4台/両
絶縁種別　H種	SEA-340形）

――――――――――

駆 動 装 置 平行可とう歯車継手式、一段減速歯車装置
歯車比　98/15＝6.53 ――――――――――

制 御 装 置 VVVFインバータ方式　回生ブレーキ付
応荷重連動式　1C8M制御 ――――――――――

運 転 性 能 加速度　3.3㎞/h/S　　　減速度　常用　3.5㎞/h/S　　　非常　4.5㎞/h/S
均衡速度　100㎞/h

空 気 制 動 装 置 ATC装置連動、応荷重連動、回生ブレーキ併用補足ブレーキ装置付段制御方式の
電気指令電磁直通ブレーキ（遅れ込め方式）	HRDA- 1

空 気 圧 縮 機 D-1215H-HS20J
2,000ℓ/miｎ ―――――――――― ――――――――――

集 電 装 置 ――――――――――――― PT-4822-B-M× 2台/両 ――――――――――

電 動 発 電 機
CH-SIV
出力電圧　 3相200V　60Hz
定格出力　90kVA

―――――――――― ――――――――――

連 結 装 置 編成両端　自動密着連結器　・　中間部　半永久密着連結器

冷 房 装 置 17,000kcal/h× 2 台/両（CU-773形）

誘 導 無 線 装 置 金属帰路誘導無線方式（乗務員室間通話装置付） 4波＋ 3波

自動列車制御装置 高周波軌道回路連続誘導受信方式（車内信号付 3者択 2）

自動列車運転装置 車上演算方式、地上子 6情報

電気方式・軌間 直流1,500V架空単線式　・　1,435㎜
車種説明
　MC 2 	・	 MĆ 2 	……………	 2 軸ボギー制動電動客車
　M 1 	 ・	  Ḿ 1 	 ……………	 2 軸ボギー電動客車
　T	 ・	 　　T́	……………	 2 軸ボギー付随客車
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6000形車両主要諸元表
項 　 　 　 目 諸　　　　　　元 備　　　考

形 式 6100
（Tc 1 ）

6200
（M 1）

6300
（M 2）

6400
（T）

6500
（M 3）

6600
（Tc 2 ）

編 成 ○○　Ｔ台車
◦◦　Ｍ台車

定 員
（座　　　　席）

124人
（40人）

140人
（48人）

124人
（40人）

編成合計定員808人
編成座席定員272人

全 長
（連結面間距離）

18,570㎜
（19,000㎜）

18,500㎜
（19,000㎜）

18,570㎜
（19,000㎜）

全 幅 2,780㎜
全 高 4,055㎜
運 転 性 能 最大加速度：3.3㎞/h/s　減速度：常用3.5㎞/h/s，非常4.5㎞/h/s 最高速度：100㎞/h
台 車 ボルスタ付軸はり式空気ばね台車　軌間：1,435㎜　台車固定軸距：2,100㎜　車輪径：860㎜ ダイレクトマウント式
主 電 動 機 全閉内扇形三相かご形誘導電動機　170kW× 4台／両
駆 動 装 置 歯車型軸継手平行カルダン駆動方式　歯車比　100/15＝6.67
基礎ブレーキ装置 隙間自動調整機能付ユニットブレーキ 片押し式踏面ブレーキ

ブ レ ー キ 装 置 ATC／ATO装置連動応荷重装置付電気指令式電磁直通空気ブレーキ装置（遅れ込め制御） Tc 1 、Tc 2 のみ駐車ブレーキ付

制 御 装 置 VVVFインバータ方式　回生ブレーキ付　応荷重連動式 1 C 4 M制御　SiC素子適用 M 1、M 2、M 3に搭載
Ａ Ｔ Ｃ 装 置 高周波軌道回路連続誘導受信方式（車内信号方式）
Ａ Ｔ Ｏ 装 置 車上演算方式（トランスポンダ方式）
補 助 電 源 装 置 静止型インバータ方式　150kVA三相440Ｖ　SiC素子適用 M 1、M 3に搭載
空 気 圧 縮 機 スクロールコンプレッサ　実吐出量1,360NL/min Tc 1 、Tc 2 に搭載
蓄 電 池 アルカリ蓄電池　80Ah（ 1 HR） Tc 1 、Tc 2 に搭載

集 電 装 置 ばね上昇、空気下降式シングルアームパンタグラフ　上昇検知機能付 M 1、M 3に搭載
2台／両

冷 房 装 置 マイコン制御式　22.0kW（19,000kcal/h） 2 台／両
暖 房 装 置 客室：座席下吊下式シーズヒータ　乗務員室：ファンヒータ

列 車 無 線 装 置 誘導無線方式 非常発報、デッドマン発報
乗務員間連絡通話

戸 閉 装 置 電磁空気式両開きベルト駆動型　戸挟防止減圧制御付
車両情報制御装置 基幹二重系伝送　車上検査機能付
行 先 表 示 器 正面（先頭車）：フルカラーLED 1 台／両　側面：フルカラーLED 2 台／両
車内案内表示器 17インチLCD× 2面　 3か所／両

客 室 照 明 装 置 直管型LED照明 20灯／先頭車
22灯／中間車

西神中央寄 新神戸寄

Tc1 M1 M2 T M3 Tc2
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⑸　地下鉄海岸線　 

5000形車両主要諸元表
項 　 　 　 目 MC2 M1 Ḿ1 MĆ2

形 式 5100 5200 5300 5400

定員［座席］（人） 84［30］ 97［38］ 97［38］ 84［30］

最大寸法

長 15,800㎜ 15,600㎜ 15,600㎜ 15,800㎜

巾 2,490㎜

高 3,120㎜
（パンタ折りたたみ高さ）

3,105㎜
（冷房装置カバー高さ）

3,120㎜
（パンタ折りたたみ高さ）

台 車 形 式 リニアモータ駆動式空気ばね台車（FS-563）

主 電 動 機 車上 1次片側式 3相リニア誘導電動機　135kW× 2台/両

駆 動 装 置 リニア駆動方式

集 電 方 式 アルミニウム製シングルアーム、ばね上昇空気下降式

制 御 装 置 VVVFインバータ方式　回生ブレーキ付　応荷重連動式　1C2M× 2群

運 転 性 能 加速度　3.3㎞/h/S　　　減速度　常用　3.5㎞/h/S　　　非常　4.5㎞/h/S
最高速度　70㎞/h

ブ	レ	ー	キ	方	式 ATC/ATO装置連動、応荷重連動、電空併用電気指令式電磁直通ブレーキ
ディスクブレーキ（1軸 1ディスク）

空 気 圧 縮 機 3相誘導電動機駆動 2段圧縮水平対向型　2,100ℓ/miｎ

冷 房 装 置 薄型集約分散式14.54kW× 2台/両、冷媒R407C

暖 房 装 置 客室 2段階切換式シーズ線ヒータ、乗務員室ファンヒータ

保 安 装 置 高周波連続誘導方式ATC装置（緩和ブレーキ付、車内信号付）
車上演算方式ATO装置（トランスポンダ方式）

列 車 無 線 装 置 空間波（LCX）無線方式、	150MHz帯

車両情報制御装置 多重伝送方式、対地上データ伝送、制御指令、車上検査機能付

画 像 伝 送 装 置 光空間伝送方式（近赤外線）

放 送 装 置 音声合成自動放送装置、分散式、車内・車外スピーカ、スタンドマイク

電気方式・軌間 DC1,500V架空単線式　・　1,435㎜
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第5章

乗車券等の変遷

⑴　地下鉄乗車券　 

⑵　バス定期券　 

❖ 現在使用されている乗車券等
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⑶　地下鉄定期券　
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⑷　市バス専用カード　 
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⑸　NEW　Uラインカード　 
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⑹　スルッとKANSAIこうべカード　 
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⑺　企画乗車券　 
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年　表
神戸市交通局前史 明治19年～大正 ６ 年

年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

明治19年
（1886）

11･ 3 神戸に初の電灯（試点火）ともる 7･ 5 東京電灯開業、わが国初の電灯
会社

明治20年
（1887）

10･25 神戸電灯会社設立、仮事務所を元町通 ４丁目に設置 1･22
5･18

11･29

東京電灯が初点灯
私設鉄道条令公布
東京電灯、市内への送電を開始

明治21年
（1888）

1･26

9･10
11･ 3
12･31

神戸電灯、事業認可、資本金10万円、事務所を栄町
６丁目に移転し、発電所を同事務所内に設置、白熱
灯1６燭光４00灯用発電機 ４台を装備
神戸電灯開業、湊川神社社頭と相生橋上に点灯
神戸電灯、市内に点灯開始
市内点灯数６４2灯に（開業当時の全市戸数は 2 万
8,511戸、人口は11万5,954人）

4･25
11･ 1

12･23

市制、町村制公布
山陽鉄道（現：国鉄）兵庫－明
石間開通
山陽鉄道、明石－姫路間開通

明治22年
（1889）

4･ 1 神戸市政実施、神戸区と葺合村、荒田村を合わせて
神戸市となる（人口13万4,704人、面積21.28平方㎞）

2･11
5･－
6･21
7･ 1

7･－
9･ 1

大日本帝国憲法公布
大阪電灯開業
神戸市、開庁式を挙行
東海道線新橋－神戸間全通（ 1
日 1 往復・片道20時間）
京都電灯開業
山陽鉄道、兵庫－神戸間開通

明治23年
（1890）

5･ 4

5･17
9･－

東京・上野公園での第 3 回内国
勧業博覧会でわが国初の電車運
転
府県制・郡制公布
鉄道庁官制公布、鉄道局、鉄道
庁と改称し内務省所管となる

明治24年
（1891）

11･－

12･－

京都市、水力発電による電気供
給事営開始（最初の公営電気事
業で、水力発電としてもわが国
最初）
電気営業取締規則制定

明治25年
（1892）

7･21 鉄道庁、逓信省所管に

明治26年
（1893）

9 ･－
10･－

11･－

神戸電気鉄道（株）設立、経営免許出願
神戸電灯、臨時株主総会において電鉄事業の兼営を
決定（その後出願に至らず）
神戸電灯、株式会社となる（商法施行に伴うもの）
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年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

明治27年
（1894）

8･ 1 日清戦争勃発

明治28年
（1895）

1･31

4･17

京都電気鉄道、塩小路－伏見油
掛間開通、わが国初の市内電車
日清講和条約調印

明治29年
（1896）

4･ 1 林田村、湊村、池田村、尻池村の ４か村を神戸市に
編入

5･－ 電気事業取締規則公布（ 6 月 1
日施行）

明治30年
（1897）

4･－
11･－

神戸電灯、供給区域を神戸市全域に拡張
神戸電灯、発電所を兵庫入江通 7丁目に移転

明治31年
（1898）

5･ 6 神戸開港30年記念祝典を挙行 11･26 摂津電気鉄道設立（資本金150
万、翌32年 7 月阪神電気鉄道と
改称）

明治33年
（1900）

4･－
8･－

神戸電灯、 1万灯記念祝賀を挙行
神戸電灯、凍氷製造販売事業を兼営

3･16
5･15

私設鉄道法、鉄道営業法公布
北清事変勃発

＜この年＞
わが国に初めて自動車が出現

明治34年
（1901）

5･－

5･27
10･25

京阪財界恐慌、各銀行取り付け
受ける
山陽鉄道、神戸－下関間全通
軌道条例取扱心得公布

明治35年
（1902）

9･ 5 神戸電灯、供給区域を武庫郡須磨村まで拡張 1･30 日英同盟条約調印

明治36年
（1903）

1･－

9･12

広島でバス事業始まる（わが国
のバス第 1 号）
大阪市営電気軌道、花園橋－築
港桟橋間開通（わが国初の市営
電車）

明治37年
（1904）

2･10 日露戦争勃発

明治38年
（1905）

1･ 1
4･12

8･10
9･ 5

通行税設定
阪神電鉄、大阪（出入橋）－神
戸（三宮）間開通
ポーツマス平和会議
日露講和条約調印

457神戸市交通局前史



年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

明治39年
（1906）

3･－
5･－

11･17
12･－

神戸電灯、動力用電力の供給開始
神戸電気鉄道、設計及び発起人を変更し資本金を増
額、発起人、村野山人ほか６8人、資本金６00万円
神戸電気鉄道、軌道敷設特許
神戸電灯、資本金を120万円に増資

3･31
10･－

12･ 1

鉄道国有化法公布
宇治川電気設立（資本金1,250
万円）
山陽鉄道、国有となる

明治40年
（1907）

4･ 1
7･－

鉄道作業局、帝国鉄道庁と改称
財界恐慌、各地銀行支払い停止

明治41年
（1908）

11･－ 神戸電灯、葺合発電所を増設（総発電能力4,800kW） 10･ 5 阪神電鉄、電灯電力供給事業を
開始

明治42年
（1909）

6･－ 神戸電灯、資本金を2４0万円に増資

＜この年＞
神戸電気鉄道、事務所を浜崎通 ４丁目に設置し、そ
の後吾妻通 1丁目に新築移転

10･26 伊藤博文、ハルピンで暗殺され
る

明治43年
（1910）

1･－
4･ 5
8･11

12･－

神戸電灯、創業後初めて職制を確立
神戸電気鉄道開通（春日野－兵庫駅前、5,857㎞）
神戸市、神戸電気鉄道と報償契約を締結
神戸電灯、資本金を５00万円に増資

3･10

3･15

4･15

箕面有馬電気軌道（現：阪急電
鉄）、宝塚線、箕面支線開通
兵庫電気軌道（現：山陽電鉄）、
兵庫－須磨間開通
京阪電気鉄道、大阪（天満橋）
－京都（五条）間開通

明治44年
（1911）

7･15 神戸電気鉄道、電気供給開始、神戸電灯との競争激
化

2･28

3･30
8･1

大阪市、電気鉄道部設置（大正
12年10月電気局に）
電気事業法公布（10月 1 日実施）
東京市、電気供給及び電気軌道
事業開始（東京鉄道を買収）

明治45年
（1912）

2･18

8･30
9･－
9･28

12･28

神戸電灯、本社事務所を栄町 ６丁目から湊町 1丁目
に新設、移転
神戸電灯、楠橋及び番町変電所を増設
神戸電灯、湊川発電所（6,000kW）増設
神戸市、神戸電気鉄道と報償契約を更新（同社の電
灯・電力供給事業開始に伴うもの）
神戸電気鉄道、布引線（滝道－熊内 1 ）開通あわせ
て熊内（布引）、西柳原車庫を増設

6･15
7･30

11･ 1

東海道線特急列車運転開始
明治天皇崩御、大正と改元
阪神電鉄、神戸終点を滝道まで
延伸
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大正 2 年
（1913）

1･ 7

2･20
2･26

4･29
5･ 1

6･ 7
8･12
9･ 3

神戸電灯、神戸電気鉄道両社代表、仲裁者の調停案
に基づき合併仮契約書に調印
電灯、電鉄両社合併申請に対し、逓信大臣より認可
電灯・電鉄両社合併軌道敷設特許権継承申請に対し、
内閣総理大臣、内務大臣許可
神戸電灯、三宮及び相生橋変電所を増設
神戸電灯、神戸電気鉄道、合併し神戸電気（株）発足
凍氷製造販売事業を廃止
神戸電気、兵庫線の一部（楠公前－島上町）開通
神戸電気、兵庫線の残部（島上町－西柳原）開通
神戸電気、平野線（有馬道－平野）開通

2 ･13

8 ･－

憲政擁護運動起こり、神戸市で
も民衆騒優化、軍隊出動
宇治川電気営業開始

大正 3 年
（1914）

6･30

8･25

神戸電気、報償契約を継承し、神戸市と同契約を更
新締結
神戸電気、湊町変電所（電車専用）を一般電灯・電
力用に併用

4･ 1
4･30

7･28
12･18

宝塚少女歌劇初公演
大阪電気軌道（現：近鉄）、大
阪（上本町）－奈良間開通
第 1 次世界大戦勃発
東京駅竣工

大正 4 年
（1915）

1･ 8 神戸電気、運河変電所を増設 8･ 8 第 1 回全国中学校優勝野球大会
開かれる

大正 5 年
（1916）

6･－
7･20
9･11
9･12
9･14

10･16
10･21
11･18
12･ 1

神戸電気、兵庫発電所（1,700kW）を廃止
神戸市、神戸電気に対し買収を打診
神戸市会、電気事業買収を満場一致で可決
第 1回買収交渉委員会を開催、妥結に至らず
報償契約に基づき、神戸市、正式に買収を通告
神戸電気、市の買収に応じぬ旨回答
神戸商業会議所滝川会頭、市、会社仲裁に立つ
滝川会頭、仲裁裁定案を出す
神戸市、神戸電気、買収契約書に調印

＜この年＞
世界大戦の影響で産業活況

大正 6 年
（1917）

3･30
4･ 7
6･30
7･31

神戸市会、買収契約書を承認
電気事業譲渡を主務大臣に申請
主務大臣より事業譲渡許認可
神戸電気解散

4･12

5･ 8

10･15

兵庫電気軌道、兵庫－明石間全
通
第 3 回極東オリンピック大会開
かれる
神戸にわが国初の公立女子商業
学校
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年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

大正 6 年
（1917）

8･ 1 神戸市電気局発足、市営事業として軌道・電気両事
業を開始
　�事業規模概要△

軌道事業関係
線路亘長12.27㎞、車両数9４両（木造単車90、撒
水車 4 ）、車庫・工場施設 ４（葺合車庫・工場、
熊内車庫・工場、兵庫車庫、柳原車庫）、運賃制
度全線 7区、 1区 2銭（ほかに通行税 1 銭）の区
間制、月平均乗客277万2,810人、収入 8万４,1５0
円△

電気事業関係
電灯契約数2６万2,229灯（需用家数 9 万4,361戸）、
電力契約量8,290馬力、発電所数 3（湊川、運河、
葺合）、出力 1万3,６00kW、変電所数 7三宮、相
生橋、楠橋、番町、運河（以上一般電灯・電力供
給専用）、湊町、琴緒町（以上電鉄供給と併用）

11･ 7 ロシア革命

＜この年＞
工場電化率50％超える

大正 7 年
（1918）

3･19
5･ 1

5･28

10･ 1

有馬道変電所の供用を開始
電力料金を改定
1 kW時につき 1銭の値上げ
湊川発電所の６,000kW発電機増設工事完成、発電
開始
市電料金を区間制から市内均一制 ４銭（通行税共）
に改定

11･ 1 第 1 次世界大戦終結

＜この年＞
各地で米騒動起こる、労働争議
が続発し社会不安増す

大正 8 年
（1919）

3･ 1
3･10

4･ 1

4･ 5

市会に『電気事業検査委員会』設置
乗客増加対策として中央座席のみを残した“立ちん
坊電車”を運転
車内の混雑整理のため、市電に補助車掌を採用
電灯・電力・電車料金を改定
市電運賃 ５銭（通行税共）に、あわせて早朝割引、
通学回数券を新設
市電熊内延長線（熊内 1 丁目－上筒井）開通、これ
で第 1期線全通

1･－

6･28
8･ 9

9･－
12･－

阪急電鉄、神戸市内乗入れを出
願
内務省、「自動車取締令」を制
定
ベルサイユ平和条約調印
国鉄、神戸市内高架線建設の測
量開始
大正水力電気設立
日本電力設立

大正 9 年
（1920）

2･－

4･ 1

4･24
5･－
8･ 4

市電第 2期線・発電所拡張のため電気事業拡張部を
新設
電灯・電力・電車料金を改定
　�市電運賃 ６銭（通行税共）に
市電低床式ボギー車を製作
市電 2期線敷設特許変更許可
葺合変電所（電灯・電力用）を増設

1･16
2･ 2

4･ 1
5･15
7･16

国際連盟発足
東京市街自動車、初めて女子車
掌を採用
武庫郡須磨町を神戸市に編入
鉄道省設置（鉄道院廃止）
阪急電鉄、大阪－神戸（上筒井）
間開通
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10･30

11･15

市電運転系統を整備し、イ、ロ、ハ……の標識板を
採用
わが国初の婦人専用電車を運行（23日まで）

10･ 1 第 1 回国勢調査実施（総人口全
国5,596万3,053人、 兵 庫 県230
万1,799人、神戸市60万8,344人）

大正10年
（1921）

8･25

9･ 5
10･ 1

10･11

10･25

11･12
12･ 1

12･25

市電山手・上沢線（ 2 期 1 号線）の一部（加納町 3
丁目－大倉山）開通
須磨変電所（電灯・電力用）を増設
市電既成線の軌道補修で添板式電気溶接法による軌
条溶接の実験を開始
楠橋変電所に初めて外国製回転変流機を設備し、電
車用と併用
市電山手・上沢線（ 2 期 1 号線）の一部（大倉山－
楠町 6 丁目）開通
神戸市電気局共済組合設立
電灯・電力料金を値下げ、あわせてわが国で初めて
従量制を実施
市電山手・上沢線（ 2 期 1 号線）の一部（楠町 6 丁
目－上沢通 7 丁目）開通

4･ 1

4･13
6･10
7･－

11･ 4

横浜市、横浜電気鉄道を買収し、
電気局を創設
軌道法公布（軌道条例廃止）
時の記念日制定される
神戸三菱・川崎両造船所で大争
議
原敬首相、東京駅で暗殺される

大正11年
（1922）

1･ 7

3･－
3･ 1

3･23
4･10

6･14
7･12

8･10
8･17
8･31
9･30

10･ 5

10･18
12･ 3
12･15

市電山手・上沢線（ 2 期 1 号線）の一部（上沢通 7
丁目－五番町 2 丁目）開通
大正水力電気と受電契約を締結
初めて他社との連絡運輸（大阪－明石間）を実施
番町変電所を電車用に併用
宇治川電気からの受電設備工事完成
市電山手・上沢線（ 2 期 1 号線）の残部（五番町 2
丁目－四番町 7 丁目）開通、同線全通
和田変電所（電灯・電力・電車用）を増設
市電湊川線（ 2 期 3 号線）開通
市電尻池線（ 2 期 4 号線）の一部（四番町 7 丁目－
菅原通 5 丁目）開通
琴緒町変電所（電車用）を電灯・電力用に
市電 3期敷設特許
長田運輸課係員詰所完成
長田工場及び同車庫を新設
教習所（運輸課内）を新設
湊川発電所の 1万2,５00kW発電機増設完了、送電開
始
湊川発電所内の 1万2,５00kW発電機故障
市電楠公東門線（ 2期 2号線）開通
湊川発電所の発電機故障のため、川崎造船所（現：
川崎重工）より臨時受電（大正13年 ４ 月まで）

2･ 6

4･22

8･ 1

10･－

ワシントン海軍軍備制限条約調
印
健康保険法公布（大正15年 7 月
1 日施行）
名古屋市、名古屋電気鉄道を買
収し電気局を創設
大正水力電気、宇治川電気と合
併
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大正12年
（1923）

1･23
3･30
4･ 1
4･ 5

4･ 6
6･30

9･24
10･－

11･14
12･20
12･25

湊川発電所の６,000kW発電機故障
市会に再び「電気局検査委員会」設置される
市電葺合工場を廃止
市電尻池線（ 2 期 4 号線）の一部（菅原 5 丁目－東
尻池交差点）開通
宇治川電気からの受電始まる（当初は4,000kW）
わが国初の鋼鉄車（スチールカー）を製作（Ｇ型低
床四輪客車、20両）
市電布引乗務員詰所完成
宇治川電気からの受電量確保のため、同社揖斐川本
線と連絡、あわせて葺合変電所の受電設備を拡充
市営後初の本格的な乗客交通調査を実施（16日まで）
市電明治跨線橋、御幸跨線橋完成
市電尻池線（ 2 期 4 号線）の一部（東尻池交差点－
松原通 1 丁目）開通

8･19

9･ 1
10･ 1

神戸姫路電気鉄道（現：山陽電
鉄）明石－姫路間開通
関東大震災
大阪市、大阪電灯を買収、電灯・
電力事業を市営、電気鉄道部を
電気局と改称

大正13年
（1924）

2･20

2･26
3･22
4･ 1

7･20

7･30
8･ 5

8･23

市電運転系統を改正あわせて系統板イ、ロ、ハを�
1 、 2 、 3 の数字に
市電和田跨線橋完成
和田変電所（電灯・電力用）を電車用に併用
市電和田線（ 2 期 5 号線）の一部（笠松 7 丁目－高
松町）開通
市電尻池線（ 2 期 4 号線）の残部（松原通 1 丁目－
築島）開通、同線全通
市電和田車庫完成
市電和田線（ 2 期 5 号線）の一部（今出在家 2 丁目
－笠松 7 丁目）開通、この工事から電車線は側柱式
を採用
添板式電気溶接法による軌条接続、上筒井付近改修
工事において効果を発揮し、以後新線建設に実施

1･18
4･15

7･ 1
8･ 1
8･28

11･－

東京市バス、営業開始
京都市電気局発足（電気部を改
称）
メートル法実施
甲子園球場完成
阪神電鉄、神戸市地下乗入れを
出願
第 1 回全国選抜中等学校野球大
会開かれる

大正14年
（1925）

3 ･－

3･ 7

7･ 1

8･ 5

12･ 1

12･11

宇治川電気からの7,000kW受電を目的とした琴緒町変
電所の受電用設備工事完成（使用認可は同年 4 月23日）
市電和田線（ 2 期 5 号線）の一部（中之島－今出在
家町 2 丁目）開通
湊川発電所の 1万2,５00kW発電機（予備機）の増設
工事完了
宇治川電気からの受電量を最大４,000kWから
7,000kWに増加
市電須磨線（ 3 期 1 号線）の一部（東尻池交差点－
苅藻通 1 丁目）開通、軌条接続は、添板式電気溶接法、
電車線は単線によるカテナリー式吊架法を採用
千歳変電所（電灯・電力・電車用）を増設

1･ 6
4･22
5･ 5
7･12

摩耶ケーブル開通
治安維持法公布
普通選挙法公布
ラジオ放送始まる（JOAK）
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大正15年
（1926）

3･ 4

4･ 1
4･29

6･10
6･26

11･ 9

12･ 7
12･ 8

市電須磨線（ 3 期 1 号線）の一部（苅藻通 1 丁目－
鷹取町）開通
通行税廃止
第 2期発電拡張（中央発電所新設）を逓信大臣に申
請
市内主要か所（14か所）に電気時計を設置
市電須磨線（ 3 期 1 号線）の一部（鷹取町－離宮道）
開通
宇治川電気からの受電量を 1万3,000kW増加、あわ
せて 2万kWに
番町変電所に初めて国産回転変流機を設備
元町 ６丁目など主要市電停留場に木造式乗降場を試
験的に設置

2･ 1

8･20
12･25

神戸市内の電話、自動交換とな
る
日本放送協会（NHK）設立
阪神国道竣工
大正天皇崩御、昭和と改元

昭和 2 年
（1927）

3･ 1

4･－

4･ 1

7･25

11･28

市電須磨線（ 3 期 1 号線）の一部（離宮道－須磨浦
通 4 丁目）開通、同線全通
宇治川電気からの受電量を2,000kW増加、 2万
2,000kWに
葺合・運河両発電所、運転休止
テルミット溶接法による軌条接続を試験開始
大口需用家変電設備としてダンロップ内に変電所を
設置
大口需用家変電施設として神戸製鋼第 1変電所を設
置

1･ 1

2･25
3･21

4･ 1

4･ 3
4･18

7･ 1

12･30

宇治川電気、兵庫電気を合併
し、同社電鉄部（現：山陽電鉄）
となる
大阪市バス、営業開始
鉄道省（JR）新造客車はすべて
半鋼製とする方針を決定
宇治川電気、神戸姫路電鉄を合
併
鈴木商店倒産
台湾銀行、近江銀行等金融機関
の取り付けで休業続出し、財界、
金融界の不安極度に達す
阪神国道電軌、大阪（野田）－
神戸（脇浜）間開通
東京・上野－浅草間地下鉄開通

昭和 3 年
（1928）

4･－

7･31
8･14

11･19

11･24

宇治川電気からの受電量を2,000kW増加、 2万
４,000kWに
市電東尻池乗務員詰所完成
市電高松線（ 3 期 2 号線）の一部（東尻池 6 丁目－
東尻池 7 丁目）開通
高松跳開橋の完成で、市電和田線（ 2 期 5 号線）高
松線（ 3 期 2 号線）が全通
大口需用家変電施設として葺合川崎変電所を増設

1･ 1

4･ 1

5･10
8･ 2

8･26

11･ 5

11･10

神港タクシー、神戸市内でバス
事業を開始
阪神電気鉄道、阪神国道電軌を
買収
京都市バス、営業開始
第 9 回オリンピックで日本初優
勝
宇治川電鉄（現：山陽電鉄）、
兵庫－姫路間直通運転開始
陸運行政、逓信省から鉄道省に
移管（施行は昭和 8 年から）
横浜市バス、営業開始
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11･28 神戸有馬電気鉄道（現：神戸電
鉄）、神戸（湊川）－有馬温泉
間開通

昭和 4 年
（1929）

2･ 4

3･25
3･30

4･ 1

8･15

9･14

市電東部国道線（ 3 期 5 号線）、税関線（同 6 号線）
敷設特許
電気局と日本電力との電力供給協定成立
バス事業を出願
第 2期発電拡張計画（当初昭和 3 年度完成）を 3年
繰り延べ（昭和 6 年度完成予定）
市電料金を ６銭に改定、あわせて特別割引往復券及
び団体貸切制度を新設
市電車両の近代化（木造車→鋼鉄車）に着手
市電・電車線を中央柱式から側柱式に改修する工事
に着手
三宮駅前など30停留場をコンクリート造りの乗降場
に改築
電気供給区域の拡張（灘区）を申請

4･ 1

4･ 2
4･ 7
4･15

10･24

11･17

六甲村・西灘村・西郷町の 3 か
町村、神戸市に編入、灘区発足
阪国バス、営業を開始
六甲山乗合自動車、営業を開始
阪神パーク開園
大阪に初のターミナルデパート
阪急百貨店開店
米、ウォール街株価大暴落、世
界恐慌に発展
神明バス、営業開始

昭和 5 年
（1930）

3･31
7･ 1
9･16

10･11

11･ 7

11･10
11･21

日本電力から受電開始
バス事業の経営免許（路線長、46.25㎞）
市営バス営業開始
事業規模概要
路線須磨－桜口（15.1㎞）、車両12人乗り2４両、
車庫・工場及び詰所 1（東尻池）、運賃区間制

（普通区 1 区10銭）
市バス須磨－上筒井、川上町－上筒井、名倉町－上
筒井、離宮町－多井畑が開通
市バス名倉町－桜口、石井橋－桜口が開通、免許路
線全通
大口需用家変電施設として川崎変電所を設置
有馬道変電所を新築強化し、旧変電所を廃止

1･11
2･ 1
7･ 1

10･ 1

11･14

金輸出解禁
名古屋市バス、営業開始
国鉄、神戸市内高架線第 1 期工
事竣工
東京－神戸間に特急つばめ号運
転
浜口首相、東京駅で狙撃される

昭和 6 年
（1931）

4･ 2
4･30
6･20
8･ 8
9･30

10･10

日本電力から市内送電設備を買収
市バス東尻池車庫を増設
大口需用家変電施設として三菱変電所を設置
三宮変電所廃止
市電春日野車庫完成、同車庫の新設で葺合車庫を廃
止
市電と国鉄との高架切替工事完成

1･31

4･－

4･ 1 
9･ 1

神明バス、神港タクシー（神戸
バス）を合併
改正電気事業法公布、政府の監
督・統制強まる

「自動車交通事業法」公布
神戸市区制実施、灘・葺合・神
戸・湊東・湊・湊西・林田・須
磨の 8 区発足
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12･ 1

12･13

市バス料金を普通区10銭とし、均一制に、あわせて
市電・市バスの相互自由連絡制度を実施（市電→市
バス 4 銭、市バス→市電無料）
市電の特別割引往復制度廃止
市電春日野乗務員詰所完成

9･18
9･20

12･13

満州事変勃発、日中関係悪化
六甲ロープウェイ開通
金輸出禁止

昭和 7 年
（1932）

7･20
7･31

10･11
12･ 1

観光バス事業を出願
第 2期発電拡張計画をさらに 3年繰り延べ（昭和 9
年度完成予定に）
市電須磨乗務員詰所完成
市バス、中之島－兵庫突堤運行開始

1･28
3･ 1
3･10
4･ 1

5･15

9･15
12･ 1

上海事変勃発
満州国建国
六甲ケーブル開通
京都市にわが国初のトロリーバ
ス
5 ･15事件、犬養首相暗殺され
る
日本政府、満州国を承認
国鉄、片町線（片町－四条畷）
で関西初の電車運転を開始

昭和 8 年
（1933）

1･ 1

3･11
3･28
4･ 1
4･22

9･21

10･ 1
11･11

11･ 7
12･31

市電税関線（第 3 期 6 号線）単線開通
市バス、布引町 3－生田町 1　運行開始
市バス、神戸駅－松原通 ４　運行開始
大口需用家変電施設として神戸製鋼変電所を設置
市電の車体をグリーンに統一
市電須磨車庫完成、同車庫の新設で和田、西柳原、
兵庫の 3車庫を廃止
市電東部国道線（ 3 期 5 号線）の一部（敏馬－脇浜
3 丁目）開通
共済組合に診療所を創設
六甲山乗合自動車株式会社及び六甲越有馬鉄道株式
会社のバス事業を神戸市が買収
市バス、桜口－石屋川運行開始
市バス、灘車庫・工場・詰所完成

1･ 1

1･30
3･27
5･20

6･ 6

6･17

10･ 1

11･ 7

神戸市、行政区画変更及び区名
改称を実施（湊西区を兵庫区に）
独、ヒトラー内閣成立
日本、国際連盟を脱退
大阪市営地下鉄、梅田－心斎橋
間開通
宇治川電気から電鉄部分離し、
山陽電気鉄道発足
阪神電鉄、岩屋－三宮間の地下
線開通

「自動車交通事業法」施行（乗
合自動車事業は公益事業として
法律に基づく免許事業となる）
第 1 回みなとの祭開催（ 2 日間）

昭和 9 年
（1934）

1･ 1
3･ 1
6･28
7･10
7･20
8･ 5
9･ 7
9･21

11･ 1
11･25

市バス、長田 8－檜川（大日温泉線）運行開始
市バス、川上町 3－車大道（車村線）運行開始
市会に「火力発電所促進委員会」再度設置される
市会、政府に火力発電所建設の早期認可を要望
省線・市バス・六甲ケーブルの連絡運輸券を発売
摩耶鋼索鉄道（株）のバス事業を買収
市電税関線（ 3 期 6 号線）複線開通
室戸台風襲来し、電柱４４本倒壊するなど給電事業に
被害
長田工場で流線型バスを自家製作
騒音除去のため、ゴム使用の市電弾性車輪を試作

7･20

12･ 5

12･21
12･29

国鉄、吹田－須磨間の電車（省
線電車）の運行を開始、同年 9
月には明石まで延長
国鉄、神戸市内高架線第 2 期工
事竣工
丹那トンネル完成
日本、ワシントン海軍軍備制限
条約廃棄通告
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昭和10年
（1935）

1･ 1

1･20
1･28
2･ 5

2･24
4･ 1
6･24
9･10

12･24
12･25

市電東部国道線（ 3 期 5 号線）全通、同線の完成で、
栄町本線のうち、滝道－春日野間（磯上線）を休止
市電女子車掌を採用
阪神電鉄に灘区電気事業買収を打診
第 2期発電拡張計画を三度 3年繰り延べ（昭和元年
度～昭和12年度の継続事業に）
元湊川変電所施設を利用し、菅原変電所を増設
阪神電鉄との灘区電気事業買収交渉成立
「乗務員詰所」を「運輸事務所」と改称
市バス、湊川町 ６－熊野神社前運行開始
市電磯上線（滝道－春日野）撤去
市電ロマンス・カーの運転を開始

3･16
5･ 2
7･ 2

10･ 3

ドイツ、再軍備宣言
再度山ドライブウェイ完成
再度山公園開園
イタリア・エチオピア戦争勃発

昭和11年
（1936）

2･ 1

5･23
6･ 1

7･ 1
7･17
8･22
9･ 1

10･11
12･ 1
12･19

12･20

市バス、徳井大和町－日尾町 2、八幡町 3－篠原南
町運行開始
市会、政府に火力発電所建設の早期認可を再度要望
阪急三宮乗入れに伴い、琴緒町変電所を廃止し、旭
変電所を新設
阪神電鉄より灘区電気供給権及び施設を買収
観光バス事業免許
大口需用家変電施設として大丸変電設備所を設置
市電スピードアップ最高時速3５キロに
市内観光バス運行開始（61.18㎞、所要時間 6 時間半）
市バス、籠池通 3－青谷町 ４運行開始
大口需用家変電施設として川崎車両変電所を設置、
あわせて川崎車両第 1開閉所及び第 2開閉所を設置
市バス灘車庫を拡張（収容車両数80両から132両に）

1･15
2･26
3･18
4･ 1
6･－

7･18

日本、ロンドン軍縮会議脱退
2.26事件起こる
阪神電鉄、元町乗入れを開始
阪急電鉄、三宮乗入れを開始
逓信省、電力国家管理案（「頼
母木案」）発表
スペイン内乱勃発

昭和12年
（1937）

1･28

3･ 1

4･ 1

6･11
7･ 4

8･30
12･23

市電須磨線（ 3 期 1 号線）を延長（須磨浦通 4 丁目
－同通 5 丁目）
市電海岸線（ 4 期 1 号線）、宇治川線（同 2 号線）、
鯉川線（同 3 号線）敷設特許
市電板宿線（ 3 期 3 号線）、大橋 9丁目－板宿間開
通
市会に再度「火力発電促進委員会」設置される
市バス、中山手通 3－修法ケ原（再度登山線）運行
開始
市バス、敏馬－三宮駅前（東部国道線）運行開始
貸切バス事業開始

7･ 7
10･10

11･ 9
12･17

日華事変勃発（蘆溝橋事件）
国鉄、京都－吹田電化工事竣工
し、京都－明石電車直通運転開
始、神戸－大阪間複々線も開通
日独伊防共協定調印
政府、電力国家管理（「永井案」）
決定
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昭和13年
（1938）

1･10

4･ 1

4･19
5･ 1

5･17
5･20
7･ 5

7･13

7･16
7･26
8･ 5
8･11
9･ 1

9･ 2
12･15

市電普通往復券制度を廃止、市バス通学回数券を新
設、あわせてバス乗換え度数制限を撤廃
市内観光バスに第 2観光コースを追加（36.26㎞、
所要時間 4 時間）
休止中の葺合、運河両発電所を廃止
市バス、篠原本町－篠原中町運行開始
ガソリン消費規制により、市バス路線の一部運行休
止
市電長田車庫を工場に統合
バス代燃車運転開始
阪神大水害発生、市電、市バス運転不能
神戸市の被害、死者６1６人、負傷者1,011人、家屋全
壊５,9６1戸、 半 壊 1万６,６92戸、 浸 水11万8,091戸、
被害総額 1億４,399万円
不通の市電三宮町 1丁目－栄町 3丁目折り返し運転
を開始
市電栄町線開通（92％復旧）
市電栄町線－東部国道線連絡運転開始（94％復旧）
市電山手線との連絡運転開始（96％復旧）
湊川発電所に出資命令
宇治川電気より鐘紡兵庫工場に対する電気供給事業
及び施設（変電所その他）を買収
市電残部不通区間復旧、初発より全線開通
市バス、多聞通 2－阪急西灘駅前、諏訪山下－中突
堤運行開始

4･ 6

5･ 1

5･ 5
5･15

7･－

8･17
9･14

10･ 1

電力管理法、日本発送電株式会
社法、社債処理に関する法律、
電気事業法中改正法公布
重要産業統制令改正実施、ガソ
リン切符制となる
国家総動員法施行
航空機滞空時間の世界新記録樹
立
鉄鋼、銅等の使用制限並びに
金属その他の廃品回収始まる
ヒトラー来日
ゼロ戦の試作機完成
石炭配給統制規則施行

昭和14年
（1939）

2･15
3･27
4･ 1

12･ 6

第 2期発電拡張を断念
大水害による市バス路線、再度登山線を除き復旧
国策会社へ湊川発電所を出資
水害で運休していた市内観光バスを再開
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）敷設特許

4･ 1
4･12
5･11
7･ 7
9･ 1

10･ 1

10･18

日本発送電株式会社発足
米穀配給統制法公布
日ソ両軍ノモンハンで衝突
国民徴用令公布
ドイツ軍、ポーランドに侵入
し、第 2 次世界大戦勃発
神戸市の人口100万突破（国勢
調査）
電力調整令公布

昭和15年
（1940）

5･11
9･14

10･ 1

市電長田車両工場で市バスの修理を実施
県警、観光バスの一般乗合への転用を要請
市内観光バス、運転休止

2･ 1
4･24

8･ 1

陸運統制令公布
米、みそ、しょう油、塩、マッ
チ、木炭、砂糖など10品目に切
符制採用
トラック、バス等配給制に
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9･27

10･12
11･23

政府、第 2 次電力国策要綱（配
電統制）決定
日独伊 3 国同盟締結
大政翼賛会発足
大日本産業報国会創立

昭和16年
（1941）

1･16

1･20
2･ 1
4･ 1
6･26
9･ 1

9･ 5
9･ 6

市電石屋川線（ 4 期 4 号線）の一部（上筒井－原田）
開通
市会に「配電統制対策委員会」設置される
市電急行運転を実施（平日のラッシュ時）
共済組合診療所を電気局病院と改称
市会、政府に「配電統合ニ関スル意⾒書」提出
ガソリン供給停止のため、市バス路線中市電との並
行・重複路線を休止
満州・新京交通へ市電４00型 3 両を供出
逓信大臣、神戸市など全国7４電気事業者に配電会社
設立命令

3･20
3･31
4･ 1
4･10

6･28
7･ 1

8･30
9･ 1

12･ 8

改定国家総動員法施行
生活必需物資統制令公布
6 大都市に米穀通帳制実施
政府、「電力国策実施要綱」発表、
配電統制具体化
トラック・バス販売許可制に
垂水町、神戸市（須磨区）に編
入

「配電統制令」公布
ガソリン使用禁止
太平洋戦争勃発

昭和17年
（1942）

4･ 1
5･19
7･14
7･27
8･31
9･21

配電事業を出資、関西配電株式会社発足
局名を神戸市交通局に改称
鉄道大臣に神明バス買収調停を要請
神明バス買収の協議成立
市バス上筒井駐車場事務所竣工
市電急行運転終日に

4･18

6･ 5
10･－

10･14
11･15

米軍機、本土初空襲（東京、名
古屋、神戸など）
ミッドウェイ海戦
戦時陸運の非常時体制確立に関
する件公布
重要物資強制買上実施
国鉄、京都－神戸間急行電車の
運転休止

昭和18年
（1943）

1･13
1･17
3･31
6･16

7･29
12･ 1

神明バス事業譲渡許可
神明バス買収（路線須磨以東33.31㎞、車両110両）
市電停留場のほとんどに乗降場を設置
市電料金を10銭に改定、あわせて定期券を新設。ま
た市バスも全線均一制（10銭）に改定
市電車内片側座席を撤去
長田工場、国家管理を受け、鉄道局指定管理工場に

1･16
2･15
7･ 1

10･21
12･ 1

電力消費規正強化
関門海底トンネル開通
東京都制実施
学生の徴兵延期停止
学徒出陣始まる

昭和19年
（1944）

4･ 1

6･ 1

学徒勤労報国隊・勤労協力隊・女子挺身隊の受け入
れ、女子車掌の運転手への変更、一般職員の乗務な
どを順次実施
男女別乗車、シリース運転を実施
荷物電車の運転を開始
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）の一部（原田－将軍通）
開通

2･11

6･15
6･16
7･ 7

10･24

11･24

金属回収のため摩耶ケーブル撤
去、六甲ケーブルも営業休止
学童疎開始まる
B29、本土初空襲
サイパン島守備隊全滅
レイテ海戦で連合艦隊が事実上
消滅し、制海権失う
B29、80機が東京を大空襲
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8･ 5

8･15
10･ 7
11･ 1

市バス大修理を再び灘車庫で実施、あわせて市所有
の一般自動車の整備も
市電（野菜運搬専用車）の阪神国道線乗入れ許可
市電架線の単線化実施
回数券の車内発売を停止、あわせて乗換券様式の簡
略化を実施
防空活動上、三宮駅前を除く市電乗降場を撤去
観光バス事業免許を返還

昭和20年
（1945）

3･10
3･17

5･ 6

6･ 5

7･12
8･ 2
8･15
8･31

9･13
9･14
9･30

10･ 1

運輸部門を大開小学校（兵庫区）へ疎開移転
大空襲で教習所・長田工場・市電23両焼失、全線終
日運休、市内の 3分の 1が被災
運輸・技術両部門及び教習所を池田小学校（長田区）
へ疎開移転
大空襲で布引運輸事務所・車庫、春日野運輸事務所、
須磨車庫焼失、市電98両も全焼、全線マヒ状態に
湊町変電所の電動発電機 1台を供出
市電東部国道線復旧
終戦、事業復旧を開始
G.H.Q、市バス東尻池工場・車庫を接収
奥摩耶周辺山域100万坪を買収
本局庁舎を橘通 1丁目（旧：市庁舎）へ移転
市電加納町 3丁目－原田復旧
市電、ほぼ全線復旧
布引・灘両運輸事務所を仮復旧の春日野運輸事務所
に臨時統合し東部運輸事務所と改称
市電、市バスの乗換え制度を廃止し、乗り切り制を
実施

2･ 4
3･ 6
3･17

4･ 1
5･ 1

5･ 7
6･ 5

8･ 6

8･14

8･28
9･ 9
9･29

10･11
11･ 1
12･ 9

B29、約100機神戸市爆撃
国民勤労動員令公布
B29、60機神戸を無差別爆撃、
死 者2,598人、 負 傷 者8,558人、
被害者23万人、神戸市の西半分
焦土と化す
米軍沖縄上陸
神戸市、戦災措置・戦時行政強
化のため 8 区を 6 区に再編成、
神戸区→生田区、林田区→長田
区、湊東・湊両区は廃止
ドイツ無条件降伏
B29、約350機神戸を爆撃、死者
3,184人、負傷者5,824人、神戸
市の東半分を焼失
広島に原子爆弾投下、 9 日には
長崎にも
ポツダム宣言受諾、日本無条件
降伏・第 2 次世界大戦終わる
連合国軍日本本土に進駐
神戸市本庁舎、兵庫区松本通へ
戦時諸法令廃止
G.H.Q、民主化 5 大改革を指令
神戸市復興本部発足
G.H.Q、農地改革を指令

昭和21年
（1946）

1･31
4･ 1

6･ 6
9･17

12･15

市電完全整備車100両を確保
神戸市交通局病院を職員厚生病院と改称
市電・市バス料金を30銭に改定、あわせて市電定期
券の種別を通学・普通・全線に改正
市電長田車両工場事務所・倉庫復旧
松原軌道現業所・営繕現業所復旧
市バス北町車庫新設、仮車両置場（正慶町）を廃止

2･17

4･10
4･26

5･ 1
5･ 3
8･12

金融緊急措置令、新円発行・旧
円預金封鎖
戦後初の総選挙（婦人参政）
神戸市復興委員会、「神戸高速
鉄道建設計画要綱」策定
メーデー11年ぶりに復活
極東軍事裁判開かれる
経済安定本部・物価庁発足
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11･ 1
11･ 3

垂水区発足、市内 7 区に
日本国憲法公布

昭和22年
（1947）

2･21
6･20
7･ 1

8･12

9･ 1

9･23
9･26

11･17

市電料金４0銭、市バス料金５0銭に改定
市電・市バス料金を 1円に改定
市バス、箕谷－衝原、大久保－広野新開運行開始あ
わせて神出修繕場を新設
市バス灘運輸事務所復活、市バス松原運輸事務所・
車庫・工場を新設し、北町車庫廃止
市電料金を 2円に、市バス料金を 1区 2円の区間制
に改正
市バス、明石駅前－福谷運行開始
市バス、明石駅前－太山寺運行開始、あわせて明石
修繕場を設置
米駐留軍からの払い下げガソリン車30両（ダッジ・
ブラザーズ）をバスに改造して運転を開始

3･ 1

4･ 1
4･ 5

4･17
12･31

西北の10か町村を神戸市に編入
（有馬町・有野村・山田村・玉
津村・伊川谷村・枦谷村・押部
谷村・平野村・神出村・岩岡村）
6 ･ 3 ･ 3 制教育実施
初の首長公選で神戸市長に小寺
謙吉
地方自治法公布（ 5 月 3 日施行）
内務省解体

昭和23年
（1948）

1･－
1･ 4
3･ 1

5･ 5
5･21
6･30
8･ 1

11･25

12･25

白浜・臥牛山荘開設
市バス山田修繕場設置
市電布引運輸事務所・車庫復旧、東部運輸事務所の
臨時統合解除、あわせて市電東尻池運輸事務所を須
磨運輸事務所出張所に変更
市電完全整備車1５0両に
市バス、平野－夢野町 2丁目運行開始
市電・市バス 1区料金 3円５0銭に改定
国産大型ディーゼルバスを初採用
運行税復活、市電料金 ６円、市バス料金 1区 ６円、
2区10円（いずれも通行税共）に、また市電定期券
種別も通勤（甲・乙）、普通、全線に
神姫バスと運輸協定締結（明石駅前－太山寺、明石
駅前－福谷）
外人専用貸切バス免許

2･22

3･ 7
7･20

11･12

日本発送電・ 9 配電会社、集排
法指定
自治体警察発足
経済安定10原則発表、デフレへ
の転機となる
極東軍事裁判判決

昭和24年
（1949）

1･ 1
2･ 1
4･27
4･30
5･31
6･ 1
6･ 2

神戸市交通局共済組合発足（厚生会解消）
市バス、大久保－明石駅前運行開始
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）残部敷設工事再開
国、私鉄との連絡運輸制度を復活
外人専用貸切バスを一般貸切に変更
市電長田車両工場で7５0型ボギー車の自家製作を開始
市電料金を 8円、市バス料金を 1区10円（いずれも
通行税共）に改定、あわせて市バスにも定期券制度
を新設

1･23

3･ 7

4･30

5･－

1 ドル360円の単一為替レート
実施
ドッジ米行使、日本経済安定策

（ドッジライン）を勧告
神有三木電気鉄道、神戸電気鉄
道と改称
G.H.Q、集中排除審査委員会、
電力 7 ブロック案を提示
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6･ 5
6･22
7･16
7･25

9･ 1

10･ 1
12･ 1

特定バス事業免許
広告業務の直営取扱い開始
市電布引線の移設（加納町 2 丁目－布引）工事完了
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）の一部（将軍通－六甲口）
開通
市バス、平野－山本通 ５丁目、山本通 ４丁目－山本
通 ５丁目運行開始
市電東尻池出張所を運輸事務所に復活
市電女子車掌の廃止決定

6･ 1

6･ 1

9･15
9･21

10･28
11･ 3

11･－

国鉄、公共企業体となり運輸省
から分離
国鉄、京都－神戸間の急行電車
復活
シャウプ税制改革勧告全文発表
中華人民共和国成立
G.H.Q、民間貿易許可
湯川秀樹、ノーベル物理学賞を
受賞
原口市政発足

昭和25年
（1950）

3･15

4･ 1

4･17

4･20
5･ 8
8･ 1

9･11

市バス、湊町 ４丁目－西出町、出在家町－梅ケ香町
2丁目運行開始
市バス、大黒町 2丁目－菊池町 2丁目運行開始
通行税廃止
進駐軍モータープールとして接収中の市バス東尻池
車庫・工場解除
自家製作の7５0型ボギー車（ 3 両）完成
本局新庁舎（橘通 3 丁目）完成
市バス東尻池車庫・工場再開、大修理はすべて同工
場で
市バス、阪神御影－神大附属小学校、甲南病院前運
行開始
教習所（上橘通 2 丁目）完成

1･ 7
3･－

3･15

4･－
4･ 1

6･25
7･ 1
8･10
9･ 3
9･20

10･ 1

10･10

11･24

12･13

1,000円札発行
タイヤ、チューブ生産及び配給
統制解除
神戸博（日本貿易産業博覧会）
開会（ 6 月25日まで王子・湊川
両公園で）
タイヤの価格統制解除
御影町・魚崎町・住吉村を神戸
市に編入、東灘区発足
魚、綿製品も自由販売に
朝鮮戦争勃発
公営交通事業協議会発足
警察予備隊発足
ジェーン台風、関西を襲う
神戸国際港都建設法制定
国鉄、神戸－東京間急行列車「銀
河」運転開始
本山村・本庄村、神戸市（東灘
区）に編入
政府、電力事業再編成をポツダ
ム政令で公布
地方公務員法公布（昭和26年 2
月13日施行）

昭和26年
（1951）

3･12
3･31
4･ 1
6･ 1

6･15
11･ 3

都市計画による市電布引車庫の改修完了
市電集電器のビューゲル化完了
６大都市交通局でPCCカーの研究開始
市バス、明石車庫・修繕工場完成、これに伴い高津橋・
岩岡臨時整備場を廃止
市電長田工場改修
市内定期観光バス復活（66㎞、所要時間 6 時間半）

4･ 2
5･ 1
7･ 1

8･21

9･ 1

500円札登場
電力再編成で 9 電力会社発足
道場村・八多村・大沢村、神戸
市（兵庫区、現：北区）に編入
神戸放送局（現：ラジオ関西）
開局
民間放送開始
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12･ 1

12･20
12･21

市電定期券の種別を通学（甲・乙・丙イ・丙ロ）、
通、全線に改正
荷物電車を廃止
市電料金を10円に、市バス利用金を普通区 1区1５円
に改定

9･ 4
9･ 8

サンフランシスコ講和会議
対日講和条約、日米安全保障条
約調印

昭和27年
（1952）

3･31
4･ 1

6･29
8･ 1
9･ 1

10･ 1

12･27

市バス御影操車場完成
市バス東灘線（阪神御影－本山駅前、阪神御影－森
市場前、浜御影－白鶴美術館前）運行開始
市バス、平野－六甲ケーブル山上駅運行開始
地方公営企業法公布（10月 1 日施行）
市電の新造で防振・防音のための防振ゴムを採用、
あわせて台車改良、一体鋳造、弾性車輪も採用
市バス、神戸駅－神鉄湊川駅運行開始
奥摩耶開発に着手
市バス、戸政町－月⾒山本町運行開始

1･18
2･28
4･28

7･ 1
7･21

10･15

韓国、李承晩ライン宣言
日米行政協定調印
G.H.Q廃止、日米安全保障条約
発効
全国住民登録制度実施
破壊活動防止法公布
警察予備隊を保安隊に改組

昭和28年
（1953）

1･10

5･ 1
5･31
6･ 1
6･ 5

6･17
7･ 6
7･11
8･10

10･ 1

12･ 1
12･21
12･24

軌道騒音軽減などのため、ゴム製タイパッドを本格
使用
市バス、上岩岡－六十丁運行開始
市バス、夢野町 2丁目－菊水町10丁目運行開始
奥摩耶ロープウェイの調査開始
市電料金を13円に改定、あわせて定期券の種別を通
学（甲・乙・丙）、通勤（甲・乙）、全線に改正
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）の残部工事に着手
市バス、摩耶口－奥摩耶運行開始
納涼観光バス運行開始
六甲変電所増設
市電石屋川線（ 4 期 4 号線）六甲口－石屋川開通し
同線全通
板宿－三宮間急行バス運行開始
市バス、多井畑－神戸療養所運行開始
市バス、加納町 ６丁目－税関構内運行開始

2･ 1
2･25
7･27
8･ 7
8･28

12･ 7

NHK東京がテレビ放送開始
奄美大島、本土へ復帰
朝鮮休戦協定成立
スト規制法公布
初の民法テレビ（NTV）発足
神戸開港85周年記念式典を挙行

昭和29年
（1954）

1･25
2･17
4･ 1

5･17
6･23
7･ 1
7･20

市バス、山田 3丁目－外大前運行開始
PCCカー試作車として1000型車を自家製作
市内定期観光バスを午前、午後の 2コースに分割（ 1
コース、46㎞、所要時間 3 時間半、 2 コース、54㎞、
所要時間 3 時間半）
市バス、田井－太山寺小学校前運行開始
奥摩耶ロープウェイ敷設特許
市電路線巡視にパトロール・カー（ 3 両）を採用
奥摩耶山荘完成

1･ 1
3･ 1

4･ 1
7･ 1

9･26

50銭以下の小銭廃止
ビキニ水爆実験で第 5 福竜丸被
災
国鉄新長田駅開駅
防衛庁・自衛隊発足
自治体警察廃止
台風により青函連絡船・洞爺丸
など沈没死者行方不明1,155人
に及ぶ
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9･14
12･16
12･25

12･27

市バス山田操車場・車庫完成
奥摩耶ロープウェイ建設着手
PCCモデルカーとして11５0型高加減速無音電車を製
作
板宿－石屋川間急行バス運行開始
市バス、高羽老松－王子町 3丁目運行開始

昭和30年
（1955）

2･ 1
7･－
7･11

9･ 5
10･15
11･10

市バス、徳井－中御影運行開始
須磨水族館建設調査開始
奥摩耶ロープウェイ完成、開通式挙行（翌12日、営
業開始）
市バス、衝原－下衝原運行開始
国鉄三ノ宮駅構内に観光バス案内所を設置
市バス、丸山－鶯橋・花山町 2丁目運行開始

5･ 7
6･ 1
7･20
9･15

10･15

摩耶ケーブル運転再開
日ソ交渉、ロンドンで開始
経済企画庁発足
ウェスト・キャンプ接収解除
長尾村、神戸市（兵庫区、現：
北区）に編入

昭和31年
（1956）

2･ 2
3･15

4･18
8･ 7
8･10

市電板宿、兵庫両終点に車両接近表示装置を設置
市内定期観光バスコース変更、あわせて途中停留所
を設置
市バス、岡本野間－岡本釈迦田運行開始
須磨水族館建設着手
表六甲ドライブ・ウェイ開通、市バス運行開始
市電須磨車庫、区画整理のため改修

4･16
5･ 1

10･ 1

10･19

10･23
10･28
11･19
12･10

12･18

日本道路公団発足
六甲・摩耶山一円、瀬戸内海国
立公園に編入
神戸市人口、再び100万台を突
破
日ソ国交回復共同宣言、通商航
海議定書に調印
ハンガリー動乱勃発
国民体育大会、神戸市で開催
東海道本線全線電化
イースト・キャンプ接収解除、
市内の全キャンプ地解除
国連総会、日本の加盟を承認

昭和32年
（1957）

5･ 1
5･ 2

5･10
6･24
7･－
9･ 4

市バス、国玉通 2丁目－篠原北町 1丁目運行開始
市役所新庁舎完成し本局を生田区（現：中央区）加
納町 ６丁目に移転
須磨水族館完成、営業開始
市内定期観光バス、乗合事業として免許
芦山荘開設
市電石屋川運輸事務所・車庫完成、これに伴い市電
布引運輸事務所・車庫を廃止

10･ 1
10･21
12･11

5,000円札発行
神戸市、シアトル市と姉妹都市
提携
100円銀貨発行

昭和33年
（1958）

4･ 1
4･24
5･11

11･ 1

市バス、布引運輸事務所・車庫開設
市バス三宮操車場完成
市バス、療養所口（現：玉津病院口）－神戸市立玉
津療養所（現：玉津病院）運行開始
三宮－上岩岡急行バス運行開始

1･31
2･ 1

3･ 9
4･ 1

米、人工衛星打ち上げに成功
淡河村・上淡河村、神戸市（兵
庫区、現：北区）に編入
関門国道トンネル開通
売春防止法施行
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11･10 市バス、須磨駅前－下畑運行開始 5･17
10･ 2
11･ 1

12･－
12･ 1

テレビ契約100万台突破
神戸高速鉄道設立
ビジネス特急「こだま」運転開
始
ダイエー三宮に進出
1 万円札発行

昭和34年
（1959）

4･ 1

4･ 5

5･ 1

6･24
7･ 1

10･ 6
11･30

市電軌道敷内通行許可
市電女子車掌復活
市バス、鴨子ケ原線（阪神御影－鴨子ケ原）運行開
始
市電和田変電所の無人化工事完了、湊町変電所の建
替え、有馬道変電所の廃止も
空気バネ・冷房装置付きバス（観光用）が登場
六甲・摩耶回遊乗車券、六甲ケーブル・市バス連絡
券発売開始
市バス明石操車場完成
市バス、山ろく線（三宮－五位ノ池）運行開始

2･ 8
9･26

黒部トンネル開通
伊勢湾台風で愛知・三重・岐阜
の 3 県に空前の被害

昭和35年
（1960）

2･－
4･－
7･23

8･ 8
8･20
9･20

12･15

照明付き市バス停留所標識を設置
Ｚパンダ式市電デビュー
市バス、舞子・多聞線（舞子公園－ゴルフ場前）運
行開始
三宮そごう前にバス停テント設置
市電大丸前軌道の移設完了
市バス松原運輸事務所（整備工場）改築
市バスワンマンカー（ 6 両）運行開始

1･20
7･ 1
9･10

12･ 8

新日米安保条約行政協定調印
自治省発足（自治庁昇格）
カラーテレビ本放送を開始
市営競輪廃止

昭和36年
（1961）

1･ 6
1･23

4･ 8
4･24
6･27
7･ 1

市電特許休止・未成線（ 4 期海岸線ほか）廃止許可
市バス舞子・大坪線（山陽舞子駅前－大坪）運行開
始
市バス、車大道－白川運行開始
三宮駅前バスターミナル（新聞会館北側）新設
豪雨のため市電・市バスに被害
市電税関線の昼間・深夜運転を休止

3･－

4･12

7･ 2

8･13

9･16
9･21

政府、物価抑制措置として電
気・バス・私鉄料金の抑制を決
定
ソ連、史上初の人間宇宙船ボス
トーク 1 号打ち上げ（乗員ガガ
ーリン小佐）
神戸市、マルセイユ市と姉妹都
市提携
東独政府、東西ベルリン境界封
鎖、ベルリン危機高まる
第 2 室戸台風来襲
芦有道路開通
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昭和37年
（1962）

5･ 1

7･ 1
7･15

市内定期観光バスのコースを変更（28.96㎞所要時
間 4 時間）
市電千歳変電所を無人化し、湊町変電所から遠隔操
作
市バス有馬線（三宮－有馬町）運行開始
市電料金を1５円に改定、往復券を廃止

2･ 1
3･ 5
3･20
5･ 1
5･ 3

10･22

11･ 9

東京都の人口1,000万人突破
神戸高速鉄道起工式
北陸トンネル開通
阪神高速道路公団発足
国鉄三河島列車二重衝突、死者
160人の大惨事に
米大統領「キューバ封鎖」を宣
言
日中貿易覚書調印（ＬＴ貿易開
始）

昭和38年
（1963）

5･10
5･25
8･10

10･18
11･ 4

11･21

12･16

市バス、阪神御影－六甲台運行開始
長田総合工場第 1期工事（市電関係）完成
市バス舞子墓園線（山陽舞子駅前－舞子墓園前）運
行開始
市バス鈴蘭台線（神戸駅－鈴蘭台）運行開始
市バス第 2阪神国道線（税関前－阪神打出（芦屋市））
運行開始
市バス第 2阪神国道線を中突堤（ポートタワー下）
まで延長
市電和田運輸事務所・車庫完成、これに伴い春日野
運輸事務所、須磨運輸事務所東尻池出張所を廃止

1･－

1･ 6

2･10
3･31
6･16

10･－
11･20
11･22

池田首相「物価安定まで公共料
金値上げせず」と言明
第 2 阪神国道（尼崎－神戸）開
通
北九州市発足
芦有バス運行開始
ソ連、初の女性宇宙飛行士（テ
レシコワ）を乗せたボストーク
6 号を打ち上げ
神戸市相楽園会館オープン
神戸ポートタワー完成
ケネディ米大統領ダラスで暗殺
される

昭和39年
（1964）

1･14
3･ 5
3･20

5･ 1
5･ 8
7･20
8･ 1

8･27

大阪市交通局から市電中古車3５両を購入
市バス松原運輸事務所にバス自動洗車機を設置
市バス松原運輸事務所玉津出張所・車庫完成、これ
に伴い明石操車場・車庫廃止
奥摩耶スカイランド開園
長田総合工場第 2期工事（市バス関係）完成
市バス灘運輸事務所・車庫の改築工事完成
市内定期観光バスのコース変更、Ａ、Ｂ、Ｃの 3
コースに
神戸市交通事業審議会を設置

1･16

1･17

1･22
6･－

9･ 5
10･ 1
10･10

埋立土砂運搬用の須磨ベルトコ
ンベアー始動
政府、消費者米価・バス料金な
どの年内引き上げ停止を決定
六甲山人工スキー場オープン
地方公営企業制度調査会（自治
大臣諮問機関）設置
名神高速道路全通
東海道新幹線営業開始
東京オリンピック開催（24日ま
で）

昭和40年
（1965）

1･ 4

1･16
3･ 2
3･23
4･ 1

市バス西舞子団地線（団地内循環、西舞子団地－山
陽舞子駅前）運行開始
市バス料金を20円に改定（14年ぶり）
市電回数券裏面に広告採用
市電番町変電所の無人化工事完成
市バス須磨運輸事務所完成

1･24
2･17

3･18

チャーチル英首相死去
国鉄鷹取－西明石間複々線工事
完成
新南極観測船「ふじ」進水
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8･ 8

11･20

神戸駅前バス発着場新設、これに伴い新開地操車場
（三角公園）廃止
市バス太山寺線（神戸駅南口－明石駅前）運行開始

6･22
10･ 1

10･15
10･21

日韓基本条約調印
さんちかタウン、交通センター
ビルオープン
市立中央体育館オープン
朝永振一郎、ノーベル物理学賞
受賞

昭和41年
（1966）

4･ 1
5･ 1
7･27

9･ 1

10･ 1
10･17

12･20

市バス玉津出張所、運輸事務所に
市電税関線（ 3 期 6 号線）廃止
高速鉄道建設調査のため「高速軌道等調査委員会」
を設置
市電料金を20円に、市バス料金を 1区2５円、 2区４0
円に改定
市バス丸山線を大日丘住宅前まで延長
市役所分庁舎（現：第 2 庁舎）完成、本局を同庁舎
に移転
市バス神明放射線（神戸駅南口－多聞）運行開始

1･28
2･ 4
3･ 4

3･ 5

6･ 2
6･25

7･ 5

7･19

8･ 8

戦後初の赤字国債発行
全日空機東京湾に墜落、133人死亡
カナダ太平洋航空機羽田で着陸
失敗、64人死亡
BOAC機 富 士 山 ろ く に 墜 落、
124人死亡
摩耶大橋開通
祝日法改正、「敬老の日」「体育
の日」
地方公営企業法一部改正（管理
者の地位強化ほか）
米衛星船ジェミニ10号打ち上げ、
史上初の二重ドッキングに成功
中国文化大革命起こる

昭和42年
（1967）

1･10
4･ 1

4･29
5･15
7･ 9
8･ 1
9･ 5

10･15

10･21

市電六甲変電所無人化完成
市電・市バス料金箱制度を実施、これにより車内で
の乗車券販売を廃止
市バス、新長田－高尾台運行開始
市バス西舞子団地線（舞子駅前－西舞子団地）延長
集中豪雨のため市電・市バスマヒ
阪急六甲操車場新装
神戸市交通事業審議会、市電廃止を答申
市バス六甲登山線、六甲最高峰－芦有宝殿橋ゲート
間延長
市会、市電廃止を骨子とした「交通事業財政再建計
画案」議決

2･10
3･25
5･ 1

10･ 1

10･20
10･24

初の建国記念日
六甲トンネル開通
須磨離宮公園開園
わが国の人口 1 億を超す、 1 億
24万3,000人（総理府統計局調
べ）
吉田茂元首相死去
三宮地下駐車場完成

昭和43年
（1968）

1･ 1

1･20

3･22
4･ 1
4･14
4･18

市電・市バス料金改定、市電2５円、市バス 1区30円、
2区５0円に
市電・市バス 3か月定期券の発売を ４半期ごとから
毎月発売に改正
市バス魚崎運輸事務所を新設
厚生病院及び水族館を市長部局に移管
市電ワンマン運転実施
市電廃止に伴い代替バス路線を新設

4･ 7
5･16

6･ 5
6･20
6･26
7･－

神戸高速鉄道営業開始
東北・北海道マグニチュード
7.8の大地震（十勝沖地震）
ロバート・ケネディ暗殺される
国鉄朝霧駅開駅
小笠原諸島返還、本土復帰
郵便番号制、交通反則通告制ス
タート

476 年　表



年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

4･21

5･ 1

5･19
6･20
6･24

8･19

10･11

11･ 1

市電路線の一部を廃止
湊川神社－新開地－兵庫駅前（栄町・羽坂延長線）、
有馬道－平野（平野線）、湊川公園－新開地（湊
川線）、須磨駅前－衣掛町（須磨線）、三宮駅前－
脇浜（東部国道線）
以上 7㎞
高速鉄道建設のため調査室を設置、これにより高速
軌道等調査委員会を廃止
国鉄舞子駅前バスターミナル完成
市バス明舞団地線（舞子駅前－朝霧駅前）運行開始
神戸市交通事業審議会、高速鉄道網（海岸線、山手線、
西神線、東部線）を答申
市バス、神戸療養所（現：神戸病院前）－北須磨団
地運行開始
市電、営業時間を始終発共30分ずつ短縮（ 5 時30分
～23時30分に）
市バス六甲トンネル線（三宮駅前－有馬町）唐櫃団
地線（三宮駅前－唐櫃団地）運行開始
奥摩耶山荘営業休止

8･20

9･ 1
10･ 9
10･17
10･23
12･10

ソ連・東欧軍、チェコへ軍事介
入
メトロ神戸オープン
ポートアイランド起工式
川端康成、ノーベル文学賞受賞
明治百年記念式典挙行
東京府中で現金輸送車襲われ
3 億円強奪される

昭和44年
（1969）

2･－
3･23

4･23

5･18
11･17

市バスワンマン専用車（39両）を購入
市電路線の一部を廃止
　�上筒井 1丁目－石屋川（石屋川線）
　�東尻池 2丁目－中之島（松原線）
　�加納町 3丁目－上筒井 1丁目（布引線）
以上 7㎞
市電石屋川運輸事務所を廃止し、市バス運輸事務所
に
市バス京橋操車場を新設
都市交通審議会（運輸大臣・諮問機関）、市内高速
鉄道網等を答申

3･31
5･26
6･12

7･20

8･17

8･23
10･20
10･25

11･ 8
11･20
12･14

大阪市電全廃
東名高速道路全通
わが国初の原子力船「むつ」進
水
米「アポロ11号」、人類初の月
面着陸
大学運営臨時措置法（大学立法）
施行
西神戸有料道路開通
貿易センタービル完成
総合福祉センターが元神戸市交
通局舎庁跡に完成
東部卸売市場オープン
宮崎市政発足
阪神国道電車、西灘－東神戸間
を廃止

昭和45年
（1970）

3･15 市電路線の一部を廃止
　�加納町 3丁目－三宮阪神前（布引線）
　�加納町 3丁目－五番町（山手・上沢線）
　�大倉山－湊川神社東門（楠公東門線）
　�本庄町－東尻池 2（須磨線）
以上9.４㎞、これに伴い市電須磨運輸事務所を廃止

1･22
2･23
3･ 8
3･15

ジャンボ・ジェット旅客機就航
阪神高速道路神戸－西宮線全通
第 2 神明道路開通
日本万国博覧会、千里丘陵で開
幕
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3･28

4･ 7
5･18
8･23
9･10

10･15
11･ 1
12･21

市会、全線3６㎞にわたる「神戸市高速鉄道の建設及
び経営に関する件」を議決
高速鉄道建設部発足、これにより調査室を廃止
地方鉄道事業免許（名谷－布引、13.6㎞）を申請
市バス東部路線の再編成を実施
市バス有野団地線（有馬口－有野団地）運行開始
最後の花電車を運行（18日まで）
市内定期観光バスのコースを一部変更
市バスに自動つり銭機を採用

3･31

4･ 1

4･10

5･27
6･22
7･27
9･10

12･18

八幡・富士両製鉄所の合併で新
日本製鉄誕生
日航機「よど号」ハイジャック
国民宿舎「神戸摩耶ロッジ」
オープン
神戸大橋、ポートターミナル完
成
市民の花にあじさいを選定
日米安保条約自動延長
六甲有馬ロープウェー営業開始
東神戸フェリーセンター完成
公害対策基本法改正など公害関
係14法案成立

昭和46年
（1971）

2･17
3･13
4･22

6･21
7･ 7

8･16

10･15

市バス須磨運輸事務所・車庫完成
市電路線を全廃、これに伴い和田運輸事務所を廃止
神戸市交通事業審議会、バスに関する開発者負担を
答申
市バス、車大道－白川台運行開始
買物バス（鈴蘭台団地・鶴甲団地－元町商店街）を
運転
市バス有野操車場を新設、これにより山田操車場を
廃止
地方鉄道事業（名谷－布引、13.6㎞）免許

3･30

4･21
5･15
7･ 1
7･30

8･15

8･28

10･25

ビーナス・ブリッジ（諏訪山金
星台）完成
神戸市道路公社発足
第 1 回神戸まつり開催
環境庁発足
全日空機と自衛隊機が岩手県上
空で空中接触162人死亡、世界
最大の航空事故
ニクソン米大統領、ドル防衛な
ど新経済政策発表（ドル・ショ
ック）
円対ドルレート変動相場制に移
行
中国の国連代表権回復

昭和47年
（1972）

2･18

3･15

3･18

5･18
6･ 1
7･28
8･ 1

9･16
9･18

高速鉄道、西神線（名谷－新長田）第 1次分割施行
を申請
新幹線開通に伴い、市バス、新神戸駅－三宮駅運行
開始
平家物語史跡めぐりバスを運転（ 9 月30日まで毎週
土曜日）
高速鉄道、西神線道路下敷設を申請
バス優先レーン（ 7 路線 8 区間）指定
高速鉄道、西神線第 2次分割施行を申請
市バス料金改定、普通区５0円均一制に（48年 3 月31
日までは 1 区40円、 2 区50円）
高速鉄道、西神線道路下敷路許可
高速鉄道、西神線道路下敷路工事施行を申請

2･ 3
3･15

5･15
6･11

7･31
9･29

11･ 2
12･－

冬期オリンピック札幌大会開会
山陽新幹線（新大阪－岡山）開
通
沖縄返還、本土復帰
田中角栄通産相「日本列島改造
論」発表
神戸市「人間環境都市」宣言
日中国交樹立
西神ニュータウン起工
六甲アイランド造成着工
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9･21

9･26
10･20
11･ 7
11･10
11･25

12･ 4

神戸市交通事業審議会、高速鉄道に関する開発者負
担を答申
高速鉄道、名谷－新長田間都市計画決定
高速鉄道建設部に建設事務所を設置
高速鉄道、西神線第 1次分割施行認可
高速鉄道、西神線道路下敷設工事施行認可
高速鉄道起工式（名谷－新長田、5.8㎞）
市バスに善意の席「オレンジ・シート」を設置
市バス路線再編成（市電代行路線の統合・整理）、
あわせて区民バスを運行

昭和48年
（1973）

1･22
2･25
3･23
4･ 1
4･ 2
7･26
8･ 1

8･17
9･15

市バス松原運輸事務所和田出張所開所
市バス乗降方式を後乗り前降りに変更
低床バスを採用
市バスこども病院前－高倉台運行開始
バス専用レーン（1.65㎞）を設置、県下初
高速鉄道、西神線第 2次分割施行認可
「地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する
法律」施行
市バス高倉操車場を新設
市バス敬老優待乗車証を発行

6･24

7･25

8･ 1
9･16

10･ 1

10･ 6
10･17

10･20

10･23

11･－

11･16
12･22

神戸市、中国・天津市と友好都
市提携
資源エネルギー庁発足、資源問
題一元化
北区発足
神戸文化ホールオープン
神戸銀行、太陽銀行と合併、太
陽神戸銀行発足
第 4 次中東戦争勃発
OPEC石油相会議で石油生産削
減決定
サウジアラビアなど中東 6 か国
イスラエル支援国に石油輸出停
止を決定
江崎玲於奈、ノーベル物理学賞
受賞
各地で洗剤・紙などの買いだめ
殺到
政府、石油緊急対策要綱決定
政府、石油緊急事態告示

昭和49年
（1974）

2･23
3･ 6
3･12
3･31
8･24

10･ 2

奥摩耶ロープウェイ、ゴンドラ新造
市会、交通事業再建計画の件（新再建）議決
自治大臣、新再建計画を承認、新再建スタート
市バス松原運輸事務所・車庫を改築
市バス新多聞線（国鉄舞子駅前－舞子高校前）運行
開始
神戸駅前バスターミナル完成

3･17

5･ 1

5･31

6･18

6･26
10･ 1

阪神国道電車、西灘－上甲子園
間を廃止
建設省、全国土地価格公示、地
価上昇率年32.4％で史上最高

「神戸市民のくらしをまもる条
例」制定
神戸市、ソ連リガ市と姉妹都市
提携
国土庁発足

「サンこうべ」オープン
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11･18
11･25

フォード米大統領来日
田中首相、総理総裁辞任を表明

昭和50年
（1975）

2･15
4･ 1

5･15
5･24
6･ 1
6･28
9･29

10･ 1

高速鉄道、西神線落合トンネル貫通
営業部を自動車部、高速鉄道建設部を高速鉄道部と
改称
市バスひよどり台線（神戸駅前－ひよどり台）運行
開始
市バス北須磨団地－名谷運行開始
市バス相談所を設置
神戸まつりに花バス ５両を運転（18日まで）
高速鉄道、西神線横尾トンネル貫通
市バスに大型方向幕を取付け
高速鉄道、西神線板宿シールド到達
市電時代の名残り、電気時計撤去
市バス料金（普通区）を90円に改定（51年 3 月31日
までは暫定で70円）

2･12

3･10
4･30

7･19
7･26

地方財政20年ぶりの危機、赤字
4 都府県、寸前 7 府県
山陽新幹線（岡山－博多）開通
南ベトナム・サイゴン政権無条
件降伏、インドシナ戦争に終止
符
沖縄国際海洋博開幕
センタープラザオープン

昭和51年
（1976）

2･ 1
2･28

4･ 8
5･ 1
5･16

8･ 1
8･ 3
8･ 6

10･ 6
12･21

12･23

市バス料金自動精算システムを導入
市バス垂水運輸事務所を新設、これにより玉津運輸
事務所を玉津操車場と改称
高速鉄道、西神線レール締結
市バス岩岡線（大久保－上岩岡）運行開始
市バス新神戸トンネル線（三宮駅前－箕谷駅）運行
開始
かもめバス運行開始
高速鉄道、名谷業務ビル・総合事務所開所
高速鉄道、西神線全線試運転開始
市会、「バス事案再建に関する特別委員会」設置
高速鉄道、山手線（新長田－布引）第 1次分割施行
申請
高速鉄道、山手線道路下敷設申請

1･30
4･ 1
4･17
5･15
7･ 4

7･27
10･26

摩耶山天上寺炎上
「自動車公害防止条例」制定
須磨海づり公園オープン
新神戸トンネル開通
米国200回独立記念日、建国200
年祭
東京地検、田中前首相を逮捕
国鉄六甲道高架完成

昭和52年
（1977）

2･18
3･ 3
3･12

3･13

3･15
6･ 8
6･13
6･16

高速鉄道、開業保安監査終わる
高速鉄道、運輸開始認可
高速鉄道、 ４駅の開駅式に引続き名谷駅で開業式典
を挙行
高速鉄道西神線（市営地下鉄）名谷－新長田、５.7
㎞営業開始
高速鉄道、新長田－布引都市計画決定
高速鉄道、山手線第 2次分割工事施行申請
高速鉄道、山手線道路下敷設許可
高速鉄道、山手線道路下敷設工事施行申請

3･ 1

5･ 2

6･17
7･ 5

11･ 4

米ソ両国、200カイリ漁業専管
水域実施
海洋 2 法案（200カイリ漁業水
域法、領海法）成立
神戸市ロンドン事務所開設
神戸新交通株式会社発足
人口の地方定住を基本目的とす
る第 3 次全国総合開発計画（ 3
全総）スタート
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7･ 1

8･ 3
9･16

10･10
12･17

市バス路線再編成、６４系統を５４系統に統廃合
奥摩耶ロープウェーを都市整備公社に移管
高速鉄道、山手線第 1次分割施行認可
高速鉄道、山手線道路下敷設工事施行認可
新長田地下鉄ビルオープン
風⾒鶏バスを運行（53年 6 月30日まで）

昭和53年
（1978）

2･13
3･13

4･ 3
4･14
6･ 1

7･15
8･26

11･ 1

高速鉄道山手線工事安全祈願祭を挙行
市バス三宮操車場を新設、これにより三宮・雲井両
操車場を廃止
路線バスに冷房車を導入
本局を市役所第 3庁舎に移転
市バス料金（普通区）を110円（11月30日）に改定、
あわせて昼間割引定期券（グリーン・カード）も発
行
高速鉄道車両工場完成
地下鉄1000形車両にローレル賞
市バス新・魚崎事務所完成
市内定期観光バスコース変更、異人館・ポートアイ
ランドめぐりも、またガイドのユニホームもニュー
モードに

1･14
4･27
5･20
5･26
6･ 1
6･23
7･25
7･27
9･30

10･ 3
10･10

伊豆大島近海地震（Ｍ 7 ）発生
六甲道駅前広場完成
成田新国際空港開港
新交通ポートアイランド線着工
日影条例施行
神戸天津友好都市提携 5 周年
英国で試験管ベビー誕生
文化ホール入場300万人突破
京都市電全廃
都市景観条例制定
王子総合スポーツセンターオー
プン

昭和54年
（1979）

3･ 1
6･ 1

8･ 1
8･ 4

11･ 9

徳島市交通局と観光業務提携
共助組合「須磨浦荘」オープン、これにより「和楽
山荘」を廃止
高速鉄道部第 2建設事務所を設置
北神急行と相互乗入れ調印
交通事業審議会「神戸市高速鉄道事業の安定化方策」
を答申

1･ 1
1･13

1･23

4･28
5･ 3
5･ 4

6･21
6･28
9･28

10･16

米中国交樹立
国公立大学、初の共通 1 次入試
実施
神戸ポートアイランド博覧会協
会発足
須磨離宮植物園オープン
ポートアイランド球技場完成
英国サッチャー女史、初の女性
首相に就任
市政90周年記念式典挙行
東京で先進国首脳会議開催
須磨ニュータウン駅前広場と名
谷センタービル完成
市議会、委員会傍聴制度を実施

昭和55年
（1980）

2･26
3･26
3･29

4･ 5

第 2建設事務所を加納町 2丁目へ移転
市バス石屋川事務所・車庫建替え工事完成
市バスポートアイランド線（三宮駅前－ポートアイ
ランド）運行開始（56年 2 月 4 日まで）
地下鉄料金改定、 1区100円・ 2区120円に、あわせ
てバス・地下鉄連絡定期券を新設

2･ 4
3･15
4･ 1
4･24

8･ 1

六甲アイランド使用開始
須磨パティオオープン
広島市政令指定都市に
勤労会館・青少年会館・三宮図
書館オープン

「神戸国際交流協会」発足
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5･ 1
5･21
7･10
8･14

9･16
11･26
12･13

市バス舞子高校前－学が丘運行開始
2階バス運行開始（市内観光）
「ポートアイランド博覧会バス輸送対策本部」設置
交通事業審議会「神戸市バス事業の当面の財政運営
のあり方」について答申
市バス創業５0周年
地下鉄車両 8両（ 2 編成）増強
高速鉄道西神線延伸（名谷－西神ニュータウン9.3
㎞）を申請

8･16

8･26
10･11
12･ 1

静岡駅前地下街でガス爆発事故
発生
中国・天津港と友好港提携
新・中央図書館オープン
葺合・生田両区の合区で中央区
発足

昭和56年
（1981）

2･ 1

3･20

4･ 1
4･ 5
4･27
9･15

11･20

12･ 1
12･12

市バス料金を1４0円に改定（57年 1 月までは暫定で
130円）、あわせて全線定期券（あじさいカード）、
昼間割引回数券（グリーン回数券）も新設
ポートピア’81ピストンバス（新神戸・三宮－博覧会
ゲート）運行開始
市バス300系統（兵庫昼間バス）廃止
市バス４00系統（灘昼間バス）廃止
地下鉄 2編成 8両の新鋭車両を導入
中央市民病院直通バス運行開始（ 9 月14日まで）
ポートピア’81閉幕、ピストンバス200万人輸送を記
録し運行を終える
市バス7６系統「神の谷線」（名谷駅－神の谷－名谷駅）
運行を開始
「神戸市交通局六十年史」を発刊
市バス1５系統「桃山台線」（名谷駅－桃山台）運行
を開始
市バス近郊区の料金改定（民営同調）を実施

1･20
2･ 4
2･ 5

2･23

3･ 3

3･14
3･20

7･26

10･16
10･19

11･28

米国大統領にレーガン就任
ポートアイランド完成
新交通ポートアイランド線営業
開始
ローマ法王パウロ 2 世来日、広
島で平和アピール
国鉄赤字ローカル線77路線廃止
の政令決定
新中央市民病院オープン
ポートピア’81開幕（ 9 月15日ま
で）
福岡市の地下鉄 1 号線（室見－
天神間）開業
北炭夕張新鉱でガス事故
京大・福井謙一教授、ノーベル
化学賞受賞
’85ユニバーシアード神戸大会
の開催決定

昭和57年
（1982）

1･ 8
1･14
1･17
2･17
4･ 1

4･15

6･ 2
10･ 1

市バス料金（普通区）を1４0円に本改定
地下鉄西神線・山手線貫通
三宮駅前バスターミナル完成
地下鉄西神延伸線事業免許
市バス21系統西神ニュータウン線（名谷駅－西神住
宅団地）運行を開始
さんちかインフォメーションギャラリーで「地下鉄
５周年」開催
交通事業審議会「地下鉄財政のあり方」を答申
地下鉄料金改定（大人 1 区120円・ 2 区150円）、回
数券制度を新設
市バス12・13・1４系統、明石市バス料金改定に同調
改定

1･18
2･ 9
4･ 2

4･21

5･ 1
6･ 4
6･ 7

6･14

6･23

ポートライナー無人化営業
日航機、羽田沖に墜落
アルゼンチン、英国フォークラ
ンド諸島占領
ユニバーシアード組織委員会発足
プラネタリウム館オープン

「新空港計画神戸試案」発表
旧中央市民病院跡地利用きまる
神戸市コンベンション推進本部
設置
1 人あたり公園面積大都市でト
ップに
東北新幹線（大宮－盛岡間）開業
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10･ 3
12･ 1
12･ 8

六甲登山バス５00万人突破
市バスボディペインティング実施
地下鉄山手線車両入線

7･ 1
8･ 1
9･ 2

9･22

11･ 3
11･15

都市景観形成基本計画策定
西区発足
国鉄のリニアモーターカー、日
向市の実験で世界初の有人浮上
走行
山陽電鉄（西代－東須磨）地下
化事業始まる
市立博物館オープン
上越新幹線（大宮－新潟間）開業

昭和58年
（1983）

1･21
2･ 1

3･ 1
4･28
5･30
6･17
7･19
8･31

10･ 1
10･31

12･ 1
12･ 3
12･ 4
12･ 5

12･20

地下鉄西神延伸線起工式
山陽バス料金改定に伴い市バス同調改定（51・52・
53・54・55・15系統）
地下鉄 ５両編成
高速鉄道部第 1建設事務所を名谷に移転
バスロケーションシステムがスタート
地下鉄山手線部分開通（新長田－大倉山）
観光バスナイトツアー運行開始
地下鉄乗車人員 1億人突破
交通モニター発足
交通事業審議会「市バスの当面の財政運営のあり方」
について答申
市バス近郊区料金同調改定
落合運輸事務所開所
灘運輸事務所、高倉操車場閉所
市バス77・78系統（落合循環線）運行開始、市バス
7５系統（須磨一の谷－高倉台）を地下鉄妙法寺駅ま
で路線延長
地下鉄禁煙タイムがスタート

2･14

3･ 1

3･13

4･15
5･13
5･24

5･26

6･24
8･ 8

8･13

9･ 1

10･22

新・こうべの市民福祉計画まと
まる
新神戸駅前土地区画整理事業が
完成
東北大学で日本初の体外受精妊
娠成功
東京ディズニーランド開園
サラ金規制 2 法公布
グ リ ー ン コ ウ ベ 作 戦 の 植 樹
1,000万本達成
六甲北有料道路開通
日本海中部地震（秋田沖）大津
波で99人死亡
神戸・天津友好都市提携10周年
港湾幹線道路（六甲アイランド
－高羽大橋）開通
金融機関で初めて第 2 土曜日休
日制を一斉実施
自転車条例施行
大韓航空機、サハリン上空で撃
墜される
北区制10周年

昭和59年
（1984）

2･15
2･18
3･30
4･25
4･28

地下鉄大倉山－布引間貫通
市内定期観光バス乗客６0万人突破
神戸交通振興株式会社発足
市バス定期券をデパートで発売
市バス料金（普通区）を1６0円に改定（11月30日ま
で150円）、あわせて学期定期券、持参人式全線
定期券、 1日・ 2日乗車券を新設

1･18

4･29
5･ 1
5･26
7･24
8･10
9･ 1

福岡三井三池有明鉱で抗内火災
発生
青少年科学館オープン
神戸市の人口140万人に
森林展示館オープン
神戸ウォーターの発売始まる
日本専売公社が民営化
平磯海づり公園オープン
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8･27

11･ 6
11･10
12･ 1
12･18

交通事業審議会「市バス路線の再編成の考え方」に
ついて答申
山手線レール締結式
第 2期交通モニター発足
市バス料金（普通区）本改定
地下鉄西神延伸線名谷－学園都市間で試験入線を開
始

10･ 4

10･ 5

10･28

11･ 2

神戸総合運動公園陸上競技場完
成
神戸ポートアイランドホール完
成
農業公園オープン、神戸ワイン
発売
山麓バイパス開通

昭和60年
（1985）

1･28

2･ 1
3･ 1
4･ 1
4･ 8
5･20
6･18

9･ 7
12･ 1
12･12

交通事業審議会「高速鉄道事業の当面する諸課題の
対応策」について答申
地下鉄山手線試験入線を開始
市バス12・13・1４系統同調改定
市バス６６系統（三宮－ひよどり台）運行開始
市バス13系統を若宮団地まで延長
地下鉄シンボルマーク決定
地下鉄学園都市－名谷間3.3㎞、大倉山－新神戸間
3.５㎞の延伸開業
地下鉄料金改定（ 1 区140円、 2 区170円）、地下鉄
新神戸・三宮－学園都市駅間開通に伴い、市バス路
線再編成を実施（ 6 ・ 7 ・ 9 ・10・11・14・18・
20・21・53・54・57・71・86）
忘れ物取扱所と観光案内所を三宮駅に移転
学園都市駅ビルオープン
Ｕライン三宮ビルオープン
市バス近郊区料金を同調改定
地下鉄西神延伸線表山トンネル貫通式

1･21

3･14

3･16
4･ 1

4･ 4

5･17

6･ 8
6･11
7･ 1

7･16
7･21

8･12

8･17
8･24
9･18 
9･25

10･27
11･28

六甲アイランドコンテナバース
供用開始
東北・上越新幹線上野－大宮間
開業
科学万博つくば博’85が開幕
日本電信電話株式会社（NTT）、
日本たばこ産業株式会社が発足
国際捕鯨委員会の商業捕鯨禁止
決定に日本政府が同意、1988年
3 月までの撤退が正式に決定し
た
男女雇用機会均等法が可決

（1986年 4 月 1 日施行）
本州四国連絡橋の大鳴門橋開通
市民皆水道を達成
キャプテンシステムによる情報
提供の開始
ブリスベーン市と姉妹都市提携
コウベグリーンエキスポ’85開
幕
日航機が群馬県上野村山中に墜
落
神戸国際青年会議を開催
ユニバーシアード神戸大会開催

「国際スポーツ都市」を宣言
インナー工業団地竣工
宮崎市長 5 選
新交通六甲アイランド線の免許
を申請

昭和61年
（1986）

4･ 1
4･ 8
5･31
6･ 2

市バス78系統の一部路線変更
市バス22系統（学園都市駅－西神住宅団地）新設
地下鉄三宮・名谷両駅でBGM放送開始
市バス1５系統、青山台まで路線延長

2･ 1

2･21

第 3 次神戸市総合基本計画を策定
第 3 次神戸市生活環境基準を策定
新・こうべの市民福祉計画第 4
次 3 か年計画を策定
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6･25

6･30

10･ 1
12･ 4

市バス・地下鉄コンピューターガイド設置
市バス西神操車場地鎮祭
神戸市交通局本局、仮事務所（中央区役所 8 ～ 9 階）
へ移転
地下鉄学園都市－西神中央間のレール締結式を挙行
学園都市－西神中央間で試験入線

3･28

4･ 1

4･24

4･26

5･ 2
9･ 1
9･ 3
9･26

10･ 1
12･ 1

学園都市キャンパススクエア
オープン
神戸市外国語大学、新学舎（学
園都市）へ移転、開学
神戸市電子計算機処理に係る個
人情報の保護に関する条例施行
ソ連ウクライナ共和国のチェル
ノブイリ原発爆発事故
東京サミット開催
フェスピック神戸開催決まる
新交通六甲アイランド線着工
神戸在宅ケア研究所発足
しあわせの村福祉施設の起工式
公文書公開制度スタート

昭和62年
（1987）

1･ 8

3･ 1

3･16
3･18

4･ 8
4･29
5･18
5･23
7･16

9･ 1
9･ 5
9･28

10･19
11･21

12･ 1
12･ 7
12･22

山陽バス料金改定に伴う市バス同調改定（15・51～
55系統）
明石市バス料金改定に伴う市バス同調改定（12・13
系統）
市バス西神操車場を開場
地下鉄全線開通、あわせて各種の記念イベントを実施
市営地下鉄全駅でBGM放送開始
地下鉄西神中央駅開業に伴い、西区内の市バス路線
再編成を実施（12・13・14・21・22・23・24・27・
57）
市バス1４系統、一部「吹上地区」へ運行開始
市バス急 1・18系統、メリケンパークまで路線延長
市バス６４系統「神戸北町」まで延長運転開始
都市新バス10系統「かもめライン」を本格運行
須磨海浜水族園のオープンに伴い、市バス臨8５系統
を新設運行
市バス1４系統「北別府地区」新線運行
第 3期交通モニター発足
市バス100系統を新設
北神急行レール締結式
市バス 2系統、元町まで路線延長
市バス22・23・27系統、西神ニュータウン内で路線
延長
民営バス料金改定に伴う市バス近郊区同調改定
「KOBE七福神めぐり」市内観光バス運行開始
交通事業審議会「市バス事業の財政再建終了後の財
政運営のあり方（中間答申）」について答申

1･17

1･23
3･ 5
3･21
3･23
4･ 1
4･29

7･ 1
7･11
7･15
7･17
7･19

11･20

12･16
12･18

市内でエイズ患者発生、市役所
内にエイズ対策本部を設置
新市庁舎の建設着工
各区の花きまる
動物科学資料館オープン
中央卸売市場本場の改築完了
国鉄分割民営化発足
神戸開港120年祭開催、あわせ
てメリケンパーク、海洋博物館
オープン
都心周遊観光バス（ループバス）
を 運 行（～ 5 ／ 5 ・ 7 ／19～
8 ／ 9 ）
自転車駐輪場の有料化実施
ポートライナー乗客 1 億人達成
須磨海浜水族園、新装オープン
仙台市の地下鉄南北線開業
神戸チーズ館オープン
総合児童センター「こべっこラ
ンド」オープン
第 2 新神戸トンネル貫通
神戸ヘリポート供用開始
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昭和63年
（1988）

1･20

3･10

3･15

3･21
4･ 2

4･ 8

7･ 1
10･12

12･ 5

西神工業団地操業企業の拡大に伴い市バス12・23
系統路線の一部を変更及び新設
地下鉄専用プリペイドカード「Ｕラインカード」発
売開始
市バス６0系統（六甲アイランド－JR住吉駅前）
暫定輸送開始
市内定期観光バス、 ６コースに増便
北神急行電鉄「谷上－新神戸」間開通に伴い、相互
直通運転を開始
市バス６2系統（谷上－神戸北町）新設
市バス79系統（東白川台－名谷駅）、臨 ５系統（妙
法寺駅－若草町）の運行開始
これに伴い、市バス71系統（妙法寺駅－白川台）を
廃止
市バス６５・６６系統をしあわせの村まで路線延長
市営地下鉄料金改定を実施（ 1 区20円アップ、 6 か
月定期券の新設）
市バス料金（普通区）を180円に改定（平成元年10
月 1 日まで170円）
市バス101系統（駒ヶ林公園－大日丘住宅前）を運
行開始

1･ 5

3･ 6

3･13

3･15
4･ 2
4･10

4･18

4･26
7･31

11･16

土地取引の監視区域指定スター
ト

「グリーンスタジアム神戸」完
成
世界最長の青函トンネル開通、
津軽海峡線開業
六甲アイランドで入居始まる
北神急行開業
瀬戸大橋の営業開始（9.4㎞）、
JR四国の本四備讃線茶屋町－宇
津田間開業
2001年神戸観光基本計画まとま
る
山手幹線が全線開通
63全国高校総体開催（～ 8 ／
20）
第 2 神戸トンネル開通

平成元年
（1989）

1･25
2･ 1
4･ 1

4･ 8
4･20

4･29
5･ 3
7･ 1

9･ 1

9･ 4

10･ 1
11･ 6

バスレーン監視員制度がスタート
市バス21系統をハイテクパークまで路線延長
市バス近郊区料金改定
市バス1６・17・3６系統をJR六甲道北側駅前広場へ乗
入れ
市バス22・23・27系統を西体育館まで路線延長
市バス120系統（名谷駅前－しあわせの村）の運行
開始
ボンネットバス「こべっこ号」が17年ぶりに復活
市バス明石市競合均一区間料金改定
市営地下鉄各駅ラッチ内終日禁煙（地上駅のみ喫煙
コーナー設置）
市バス7４系統を多井畑厄神－柏台まで路線延長
市バス72系統を終日時計廻り、一方循環を午前のみ
逆時計廻りに運行方法を変更
市バス無担当車制を実施
市営地下鉄三宮駅構内に「お客さまサービスコー
ナー」開設
市バス普通区・明石市競合均一区間料金改定
市営地下鉄の車両組成を ６両に変更

1･ 7
4･ 1
4･23
6･19
7･21

9･ 9
9･15

9･27
11･11
11･16

11･20
12･ 2

昭和天皇崩御、平成と改元
市制100周年記念式典開催
しあわせの村開村
神戸市文書館オープン
JR西日本が大阪－札幌ノンスト
ップ、トワイライト・エクスプ
レス運行
神戸市役所新庁舎開庁
フェスピック神戸大会開催（～
9 ／20）
横浜ベイブリッジ開通
東ドイツでベルリンの壁撤去
神戸ファッションフェスティバ
ルを開催（～11／26）
笹山市政発足
米ソ首脳会談が開幕、米ソ冷戦
時代の閉幕を宣言
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12･ 1 市バス近郊区料金改定
市バス５６系統（学園都市駅－学園緑が丘）の運行開
始

平成 2 年
（1990）

2･20

3･ 1
4･ 7
4･ 8
4･10

5･ 2
5･12
7･ 1
9･ 6

9･16
10･16
11･1

11･20
12･ 1

市バス６0系統（JR住吉駅－六甲アイランド）の暫定
輸送終了
バスダイヤ作成支援システム導入
シティー・ループバス運行開始
市バス2４系統を工業団地回りに路線変更
市バス６1系統のワンマン化実施（市バス路線バスワ
ンマン化100％を達成）
西区ハイテクパーク内に新車両工場開所
長田車両工場閉鎖
市バス28系統（西神中央駅－西体育館）の運行開始
市バス６0周年記念イベント「神戸バス博」開催（11
日まで）
市バス創業６0周年
市バス13系統を若宮団地へ乗入れ
市バス7５系統に須磨区役所回りの路線を新設
市バス５0系統（朝霧駅－学園都市駅）の運行開始
市バス舞子線料金改定

2･21
3･15
4･16
6･ 4

8･ 9
10･ 1

10･ 3
12･ 1

六甲ライナー開業
ソ連初代大統領にゴルバチョフ
六甲北有料道路が全線開通
区役所の印鑑登録、証明事務オ
ンライン化がスタート
神戸市住宅基本計画策定
神戸市観光情報ネットワークシ
ステム稼働
東西ドイツが統一される
NTTの104番電話番号案内、30
円の有料に

平成 3 年
（1991）

7･22
10･25

12･ 1

12･20

市バス 2系統をJR六甲道駅前まで路線延長
太陽電池式バス停留所標識柱を地下鉄三宮駅前に 2
基試験設置
市バス６7系統（岡場駅－藤原台南町）、６8系統（岡
場駅－北神星和台）の運行開始
市バス近郊区料金改定
低公害、省エネルギーハイブリッドバス（ディーゼ
ル電気式ハイブリッドバス）の運行開始

2･18

3･ 9
4･ 1
5･ 8
5･14

6･ 4

9･ 1
9･12

10･ 1

12･ 2

都市環境基準とその実施計画を
策定
東京新都庁舎落成式
牛肉・オレンジ輸入自由化
育児休業法成立
信楽高原鉄道で正面衝突事故、
死者42人
雲仙・普賢岳で火砕流発生、死
者42人
第 2 布引トンネルが開通
埋蔵文化財センターがオープン
六甲アイランドに神戸ファッシ
ョンマートがオープン
民間駐車場整備助成制度を創設

平成 4 年
（1992）

3･ 1

3･30
4･ 1

市バス32系統（六甲道駅前－御影山手）を中型バス
により運行開始
市バス120系統にリフト付バス 3両導入
市バス普通区料金200円に改定
市営地下鉄の料金改定実施（ 1 区20円アップ、消費
税を含む）（併算区間割引開始）

5･12

6･15
7･ 1
8･ 1

職員採用試験（大学卒）に国籍
を問わない試験区分を新設
PKO協力法成立
山形新幹線開業
東京山手線全駅で終日禁煙
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4･26

12･19

市バス 9系統（吉田町 1 －湊川公園－吉田町 1 ）の
運行開始、市バス100系統（磯上公園前－吉田町 1 ）
を廃止
市営地下鉄に土曜ダイヤを導入

9･ 2

9･ 7
10･ 1

11･ 3
11･17
11･21
12･24

神戸空港を活用した神戸都市圏
整備方策調査報告書まとまる
救急救命士養成所を開設
神戸市地域サービス情報システ
ム（あじさいネット）が稼働
小磯記念美術館がオープン
第 2 布引トンネルが供用開始
完全土曜閉庁を実施
大阪湾臨海地域開発整備法公布

平成 5 年
（1993）

1･23
2･ 7
3･ 1
3･17
3･20

3･26
4･ 1

4･ 8
4･20

4･26

7･ 9
9･ 6

9･13

12･ 1

市バス土曜ダイヤ実施
市バス12系統を西神墓園まで延長
市バス明石市競合均一区間料金改定
市バス中央営業所開所
市営地下鉄西神南駅営業開始、県庁前駅に駅名変更
市バス６0系統（岡場駅－東有野台）の運行開始
市バス21系統（西神南駅前－ハイテクパーク－友清）
の運行開始
市バス20系統（西神南駅前－ハイテクパーク）の運
行開始
市バス1４系統（明石駅前－吹上）を廃止
シティー・ループバスをハーバーランド方面に延伸
「西神操車場」を「西神営業所」に変更
市営地下鉄ストアードフェアカードの発売開始
市バス５8系統（朝霧駅前－伊川谷駅前）の運行開始
市バス６9系統（岡場駅－フルーツフラワーパーク）
の運行開始
市営地下鉄海岸線新長田－三宮間7.9㎞の地方鉄道
事業免許おりる
市営地下鉄の快速電車運行開始
市バス1５0系統（神戸駅前－しあわせの村－西鈴蘭
台駅）の運行開始
市バス西神ニュータウン内（21・22・23・24・27・
28系統）路線再編成
市バス近郊区料金改定

1･20

4･ 1

5･15
7･12

米国ビル・クリントンが第42代
大統領に就任
ア ー バ ン リ ゾ ー ト フ ェ ア 神
戸’93開幕
サッカーＪリーグ誕生
北海道南西沖地震、奥尻島青苗
壊滅

平成 6 年
（1994）

1･23
4･19
4･25
8･ 1

9･ 1

楽しいバス（赤色のバス）運行（ 6 ・18系統）
地下鉄海岸線起工式
公共輸送機関優先システム導入
市バス20系統（西神中央駅－秋葉台、桜が丘－押部
谷〔栄〕）の運行開始（三社共同運行）
市バス17系統（貿易センター前－六甲道駅前）を廃
止

3･28
4･ 2
5･ 6

5･10
9･ 4

神戸市行財政改善推進本部設置
阪神高速湾岸線全線開通
ドーバー海峡の地下トンネル、
ユーロトンネルが開通
神戸市違法駐車防止条例施行
関西国際空港が開港

488 年　表



年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

平成 7 年
（1995）

1･17
1･18
2･ 1

2･16
3･ 3
3･31
4･10

6･ 1
6･22
7･ 5
7･20

8･10
9･ 1

9･11

10･ 1

阪神・淡路大震災
市営地下鉄西神中央－板宿間運行再開
市バス200系統（西神中央駅－平野－西体育館）の
運行開始
市営地下鉄全線運行再開（新長田・上沢・三宮駅通過）
市バス80系統に中型バス導入
市営地下鉄全駅営業再開
仮設住宅対応として、市バス臨2４系統（糀台南・狩
場台南回り）の路線新設
超低公害・天然ガスバス運行開始
震災により運休していた市バス全路線が運行復旧
市バス90系統（石屋川車庫－中突堤）の運行開始
震災により運休していたシティー・ループバスの運
行再開
市バス６8系統を神鉄道場駅まで路線延長
市バス1５8系統（箕谷駅前－しあわせの村）の運行
開始
市バス６2系統（谷上駅前－神戸北町）を廃止
仮設住宅対応として、市バス直行６６系統（三宮駅前
－しあわせの村）の運行開始（観光バス使用）
市バス舞子線料金改定

1･17

1･23

1･26
1･31

2･ 1

4･ 8
5･18

6･12
6･18
6･22
6･26
7･31
8･13

8･23

12･15
12･26

神戸を中心に阪神・淡路大震災
が発生（マグニチュード7.2）
神戸市災害対策本部設置
政府・非常災害対策本部設置
JR三宮駅から鉄道代替バスス
タート
神戸市の災害復興本部発足
天皇・皇后両陛下、神戸市に行
幸啓
三宮に震災後初めて電車乗入れ

（阪神電車）
東海道・山陽新幹線が全線復旧
天気予報が自由化され、局地予
報に限り民間にも解禁
阪急電鉄全線開通
山陽電鉄全線開通
神戸電鉄全線開通
阪神電鉄全線開通
ポートライナー全線開通
神戸高速鉄道全線開通（大開駅
通過）
六甲ライナー全線開通
被災地の鉄道網がすべて復旧

「神戸ルミナリエ」初開催
神戸市行財政改善緊急 3 ヵ年計
画策定

平成 8 年
（1996）

3･18

4･ 1
5･ 1

12･ 1

市バス石屋川線に無線方式によるバスロケーション
システムの運用開始
市バス舞子線料金改定
仮設住宅対応として、市バス臨６５系統（ひよどり台
－ひよどり台住宅南口）の運行開始
市バス６8系統を西山小学校前－北神星和台まで路線
延長

1･20
2･ 9

3･17
3･20

5･15

6･ 1

8･24
9･24

9･30

初のパレスチナ自治選挙
神戸ファッション産業復興支援
センター開設
WHO神戸センター開所式
中突堤旅客ターミナルの供用開
始
震災後初の神戸市民全世帯アン
ケート実施（～ 6 ／10）
災害時における相互応援協定の
締結（神戸市に隣接する 6 市 2
町）
ハーバーハイウェイ全線開通
包括的核実験禁止条約（CTBT）
の署名式が国連本部で行われる。
阪神高速道路 3 号神戸線の全線
開通
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平成 9 年
（1997）

1･ 8
4･ 1
4･28
5･23
9･22

市バス近郊区料金改定
市バス・地下鉄共通カード運用開始
市バス11系統を前池町－板宿まで路線延長
ダイヤ改正（最終列車発車時刻延長）
市バス18系統（メリケンパーク－摩耶ケーブル下）
を阪神前－摩耶ケーブル下－JR六甲道駅に変更、こ
れに伴い 2系統の阪急六甲－JR六甲道駅間を廃止

1･ 2

1･28
3･30
3･31

4･ 1

4･25

5･20

6･ 1
7･18

10･ 1
12･ 9

ロシア船籍のタンカー「ナホト
カ」沈没、大量の重油流出
兵庫県警本部新庁舎落成式
国内最大の三井三池鉱山が閉山
13大都市災害時相互応援に関す
る協定の締結
インターネット版「市長への手
紙」開始
消費税率が 3 ％から 5 ％にアッ
プ
神戸ファッション美術館オープ
ン
国際港湾都市「神戸サミット」

「神戸宣言」発表
「ポイ捨て禁止条例」施行
神戸交通センタービル全館オー
プン
北陸新幹線開業
介護保険法が成立

平成10年
（1998）

1･30

1･31
2･ 1
3･28
3･30

5･－

6･ 1
10･ 1

10･12
10･28

11･ 1
12･24

神戸市域におけるバス路線網検討会設置（神戸電鉄、
神姫バス、阪急バス、神戸市交通局、震災復興本部
総括局）
市バス ４・101系統の長田 ５－長田 8間を路線変更
市バスのアイドリングストップ運動開始
市バス90系統を中突堤中央ターミナルまで路線延長
市バス17系統（駒ヶ林公園－しあわせの村）の運行
開始
市バス101系統（駒ヶ林公園－大日丘住宅前）及び
臨６５系統（ひよどり台－ひよどり台南口）を廃止
市バスにアイドリング・ストップ＆スタートシステ
ム装着車導入
市バス11系統に平野回りの路線新設
市バス臨系統としてJR六甲道－HAT神戸・灘の浜間
の運行開始
市バス初のノンステップバス導入
市バス121系統（学園都市駅－西部障害者センター）
の運行開始
市バス４1系統の磯上公園前－湊川公園西口間を廃止
市バス５1系統を学園都市駅まで路線延長

1･17

1･30

2･ 2
2･ 7

3･27
3･28
4･ 1

4･ 5

7･11

9･ 1

「神戸市民の安全の推進に関す
る条例」施行
低公害車レンタル会社「神戸エ
コカー」設立
郵便番号が 7 ケタに移行
第18回冬季オリンピック長野大
会開幕
中突堤中央ターミナル完成
HAT神戸まちびらき
日本版「ビッグバン（金融制度
改革）の先陣切り、改正外国為
替管理法施行
明石海峡大橋開通
世界最長（3,911ｍ）のつり橋・
明石海峡大橋が開通

「北野工房のまち」及び「神戸・
北野観光バス駐車場」のオープ
ン
こうべ防災ネット運用開始
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平成11年
（1999）

4･ 1
4･26
4･30
6･28
7･21

8･ 1
10･ 1
11･ 1
11･18

12･ 1

貸切観光バス事業を廃止
仮設住宅対応の市バス直行６６系統を廃止
神戸市交通事業経営健全化計画を策定
市バス12系統の大久保駅前－明石駅前間を廃止
交通事業審議会「市バス路線再編成の考え方」につ
いて答申
市営地下鉄料金改定
スルッとKANSAIネットワークに加入
仮設住宅対応の市バス臨2４系統を廃止
「たばこ広告禁止」を宣言、世界保健機関（WHO）
主催の「たばこと健康に関する神戸国際会議」で採
択
市営地下鉄「長田駅」に「長田神社前」の呼称名を
追加

4･14

4･28

7･30
8･ 5
8･17

9･13

9･21

10･12
10･29

JR東海と鉄道総合技術研究所
のリニアモーターカーが時速
552㎞の世界記録を達成
神戸ブランドプラザオープン

（東京・北青山）
神戸港島トンネルの開通
神戸防災合同庁舎オープン
トルコ西部でマグニチュード
7.4の大地震、死者 1 万7,000人
以上
神戸空港着工（汚濁防止膜の設
置）
台湾中部でマグニチュード7.7
の大地震、死者2,000人を超す
世界人口が60億を突破
神戸空港起工式

平成12年
（2000）

3･ 1

4･ 1

5･ 1
5･15

6･14
6･24

6･26
7･ 1
7･21
8･10
8･22
9･ 1
9･12

10･ 1
10･14
11･15
12･20

市営地下鉄新神戸－西神中央間の線名を西神・山手
線に決定
定期観光バス事業を廃止
市営地下鉄三宮－板宿（特定区間）の料金割引（10円）
の廃止
市営地下鉄三宮駅構内お客さまサービスコーナーの
業務を民間へ委託
12系統の西神中央駅前－上岩岡間で小型バスを運行
６４系統三宮駅前－神戸北町間でロングボディバスを
運行
地下鉄海岸線第 1号車両御崎車庫へ搬入
市バス開業70周年記念の一環としてボンネットバス

（ワンコインバス）を運行（ 9 月末まで土・日・祝
のみ運行）
CNGノンステップバス運行（34・35系統）
市営地下鉄で初めての女性駅掌誕生
５系統路線変更（若草町団地内乗入れ）
海岸線全線レール締結
海岸線一部路線試運転開始
４7系統路線新設（西神南駅－井吹台西町循環）
民間企業「デザイン広告」バス運行開始
フェアライドシステム導入
鉄道フェアーこうべ2000開催
海岸線全線試運転開始
HAT神戸脇の浜線路線新設（101系統）

1･17

2･14

3･18

3･29

4･ 1
5･ 1

7･ 7

10･ 6
10･25

12･12

東遊園地に「慰霊と復興のモニ
ュメント」が完成
新「東灘区総合庁舎」完成、業
務が開始される
淡路花博「ジャバンフローラ
2000」開幕
市立博物館・海岸ビル等市内11
件の建築物が神戸市都市景観条
例に基づく初の指定となる景観
形成重要建築物に指定された
介護保険制度がスタート
震災で本館が全壊し、再建工事
を進めてきた西市民病院が全体
オープン
須磨海浜水族園にアマゾン館が
オープン
鳥取県西部で震度 6 強の地震
中国上海市に「神戸館（KOBE・
PLAZA）がオープン

「神戸ルミナリエ」開幕、25日
までに474万人入場
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12･31 21世紀復興記念事業のプレイベントとして、大晦日
地下鉄終夜運行・市バス終発時間の延長

平成13年
（2001）

3･ 2

3･ 5
3･17

4･ 1

5･31
6･ 9
6･17
7･ 6
7･ 7

121系統学園都市駅－西部障害者センター及び191系
統舞子駅前－西部障害センター路線を掖済会病院へ
延長
1５8系統しあわせの村－箕谷駅路線の谷上駅延長
阪神・淡路大震災後休止していた2６系統及び４0系統
の「摩耶ロープウェー山上駅」への乗入れ再開
急 1系統石屋川－メリケンパーク（7.8㎞）路線の
廃止
神戸市交通局所有光ファイバーの芯線の一部（地下
鉄海岸線沿線26.8㎞）を民間事業者に賃貸
地下鉄海岸線の運賃設定認可
地下鉄西神・山手線に弱冷車の運用開始
地下鉄海岸線の開業前体験試乗会実施
地下鉄海岸線開業式典開催
地下鉄海岸線（7.9㎞）開業
市バス路線再編成実施

1･13

1･19

3･17

3･31

4･ 1

4･26

6･ 1
6･27

9･11
9･26

10･10

10･29
11･20
12･ 1

第 3 回ASEM（アジア欧州会合）
神戸財務大臣会議を開催（～
1 ／14）
神戸経済新生会議の提言がまと
まる
まやビューライン夢散歩が営業
再開
USJ（ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン）開業
神戸こころの健康センターを開
設
神戸市住宅基本計画（2001－
2010）を策定
市の人口が再び150万人に回復
神戸空港における環境創造基本
計画を策定
米国同時多発テロ発生
エコテック21構想を策定
神戸ウイングスタジアム（第 1
次整備）が完成
テロ対策特別措置法成立
矢田市政発足
神戸市情報公開条例を施行
危機管理対策プロジェクトチー
ムを設置

平成14年
（2002）

1･ 7
3･13
7･ 7

12･16

市バス・地下鉄乗継割引の実施
地下鉄2５周年
地下鉄海岸線開業 1周年記念イベント実施
市バス・地下鉄 1日乗車券、地下鉄 1日乗車券の発
売
地下鉄全路線で日本初めてとなる毎日実施・終日女
性専用車両を導入

2･ 7

3･ 1

3･18
3･19

3･22
4･ 1

4･27

神戸－関西国際空港を結ぶ高速
艇「K-JET」の航路を廃止
各区役所・支所に子育て支援室
を設置
神戸市雇用対策本部を設置
ダイエー、産業活力再生特別措
置法申請
新　神戸市環境基本計画を策定
危機管理監を新設、危機管理室
を設置
兵庫県、人と防災未来センター
がオープン
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6･ 5

8･ 1
9･25

11･ 9

FIFAワールドカップ日韓共催
で開催（～ 6 ／13、神戸会場：
神戸ウィングスタジアム）
西区制20周年
神戸ロボット研究所がオープン

「王子動物園」入園者5,000万人
達成

平成15年
（2003）

3･28
3･31
4･ 1
6･ 5

神戸市電の里帰り披露式典（御崎公園）
列車非常停止装置（三宮駅）の設置
シティー・ループの運行を神戸交通振興に譲渡
市営地下鉄初の女性車掌 2名発令

3･25

4･ 1
4･13

4･21

5･ 1
7･ 1

7･19

8･25

10･26

11･ 3

11･28

神戸ウイングスタジアムがグラ
ンドオープン
男女共同参画条例を施行
神戸市議会議員選挙・兵庫県議
会議員選挙

「先端医療産業特区」「国際みな
と経済特区」が構造改革特区に
認定
健康増進法施行
神戸臨床研究情報センターが全
面オープン
海 フ ェ ス タKOBEを 開 催（～
7 ／26）
住民基本台帳ネットワーク本格
稼動
ファッション都市宣言30周年記
念事業を実施
阪神タイガース18年ぶりのリー
グ優勝を記念し神戸パレードを
実施

「六甲有馬観光特区」「人と自然
との共生ゾーン特区（大都市近
郊農業特区）」が構造改革特区
に認定

平成16年
（2004）

4･ 1
9･－

9･ 1

市バス有野営業所の管理委託開始
交通事業の経営改革プラン「レボリューション200４」
発表
駅ナンバリングを採用

1･23
3･ 8

4･ 1

5･ 6

日本郵政株式会社発足
神戸市役所本庁舎でISO14001
の認証を取得
神戸市立科学技術高校が開校
フラワーロードに「歩きたば
こ・ポイ捨て厳禁エリア」を設
定
灘区役所が新庁舎へ移転及び業
務開始
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6･ 1 

6･28

10･23

「資源リサイクルセンター」「こ
うべ環境未来館」がオープン
神戸バイオメディカル創造セン
ターがオープン
新潟県中越地震発生

平成17年
（2005）

4･ 1

6･ 1
10･ 1
11･ 1

市バス魚崎営業所（神戸交通振興）・松原営業所（阪
急バス）の管理委託を実施
市バス西神地域 ５路線の移譲（神姫バス）
広告付きバス停ベンチを設置
エコファミリー制度を本格導入
市バスの地下鉄三宮駅（南行）バス停に広告付き上
屋を設置し供用開始

1･18
3･20

3･31

4･ 1

4･25
4･28

4･29
6･ 1

7･ 1

8･16
8･17

8･29

9･ 1
9･ 5
9･12

10･ 1

国連防災会議開催（～ 1 ／22）
福岡県西方沖（玄界灘）地震発
生
阪神・淡路大震災神戸市災害対
策本部を廃止
企業誘致を進めるため「神戸エ
ンタープライズプロモーション
ビューロー」を創設
福知山線脱線事故
神戸市、「まちかど救急ステー
ション」開設
三宮駅前中央歩道橋供用開始
神戸市、「安全・安心情報の電
子メールサービス（ひょうご防
災ネット）」運用開始
第 7 回アジア・太平洋地域エイ
ズ国際会議を神戸国際会議場を
主会場に開催
宮城県沖地震発生
こうべユニバーサルデザイン
フェア2005開催（～ 8 ／24）
こうべ健康科学（ライフサイエ
ンス）振興会議の開催
兵庫県住宅再建共済制度開始
こうべICT推進計画策定
須磨ベルトコンベアの土砂運搬
を終了
神戸市、すまいの耐震ネット
ワーク創設

平成18年
（2006）

4･ 1
4･20
7･ 7

10･ 1

10･ 2

市バス落合営業所・西神営業所の管理委託を実施
バス停ネーミングライツ　スポンサー第 1号の決定
地下鉄海岸線開業 ５周年
市営地下鉄全線でICカードシステム「PiTaPa」を導
入
「こうべバイオガス」の市バスでの営業運行を開始

1･11

2･ 2

中突堤旅客ターミナルがリニ
ューアルオープン
神戸新交通、ポートライナー延
伸開業（先端医療センター前駅、
ポートアイランド南駅、神戸空
港駅の 3 駅新設）
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2･10

2･16

3･ 8

3･18
3･23
7･ 5

7･13

9･ 1

9･30

10･ 1

12･ 4

神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）開設、サポートプ
ラザの本格運用開始
神戸空港が全国97番目の空港と
して開港
神戸市、インターネットを利用
した電子申請受付サービスを開
始
神戸市農漁業ビジョン2010策定
神戸市消費者基本計画策定
布引水源地水道施設が国重要文
化財に認定
神戸－関空を結ぶ海上アクセス

「ベイ・シャトル」運航開始
神戸ファッションウィーク開催

（～ 9 ／10）
のじぎく兵庫国体（第61回国民
体育大会）・のじぎく兵庫大会

（第 6 回全国障害者スポーツ大
会）開催
阪急ホールディングスと阪神電
鉄が経営統合し阪急阪神ホール
ディングス誕生
神戸文学館開館

平成19年
（2007）

3･13 地下鉄西神・山手線開業30周年 1･ 1

3･ 1

3･15
3･23
3･25
3･26

3･30
4･ 1

神戸市政の透明化の推進及び公
正な職務執行の確保に関する条
例施行
神戸市「いじめホットライン」
設置
神戸市国民保護計画公表
神戸ゆかりの美術館開館
能登半島沖地震発生
神戸健康科学（ライフサイエン
ス）振興ビジョン策定
神戸花物語2007開催（～ 4 ／ 1 ）
公立大学法人神戸市外国語大学
発足
ポートアイランド西地区に 3 大
学開設（神戸学院大学、兵庫医
療大学、神戸夙川学院大学）
神戸市、事業系ごみの指定袋制
度導入
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5･10
5･12

7･16
8･ 3

10･ 1
10･ 6

須磨海浜水族園開業50周年
神戸・シアトル姉妹都市提携50
周年
新潟県中越沖地震発生
神戸のシンボル花時計が50周年
民営郵政スタート
神戸ビエンナーレ初開催

平成20年
（2008）

7･ 7
9･ 1

10･ 1

地下鉄海岸線開業 7周年記念事業
市バス全線でＩＣカードシステム「PiTaPa」を導入
新たな敬老優待乗車制度スタート

2･29
3･ 5

4･ 1

4･28

5･12
5･24

6･ 9

7･ 9

9･ 5

9･15

10･16

神戸市耐震改修促進計画策定
淡路市沖合の明石海峡航路内で
3 隻の衝突事故が発生
神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の
防止に関する条例施行
須磨海岸を守り育てる条例施行
日伯交流年・ブラジル移住100
周年
中国・四川大地震発生
Ｇ 8 サミット環境大臣会合の神
戸開催（～ 5 ／26）
世界観光機関（UNWTO）大都
市観光国際会議の神戸開催
神戸市（新長田地区）中心市街
地活性化基本計画策定
神戸市・天津市友好都市提携35
周年
米国リーマンブラザーズ破綻を
きっかけに金融危機
神戸市、ユネスコ　デザイン・
都市にアジアで初認定

平成21年
（2009）

10･ 1 神戸交通振興、シティー・ループバスの増便・新
ルート開設

1･16

3･19

3･20

3･20
3･31

前年 9 月の米国金融危機を発端
とするいわゆるリーマンショッ
クに伴い、神戸市「市民生活を
守るための経済・雇用緊急対策
本部」を設置
神戸市配偶者暴力対策基本計画
策定
阪神なんば線の開通により近鉄
電車の乗入れ開始

「こうべ買っ得商品券」発売
神戸市教育基本計画策定
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4･ 1
4･23
5･21
6･ 3

10･ 4

10･19

10･30
11･19

神戸市制施行120周年
しあわせの村開村20周年
裁判員制度施行
海外移住と文化の交流センター
開設
長田区若松公園に鉄人28号実
物大モニュメントが完成

「こうべバイオガス」全国初の
都市ガス利用で地球温暖化防止
に貢献
神戸空港搭乗者1000万人達成
兵庫県下自治体初の電気自動車
の公用車を購入

平成22年
（2010）

4･ 7
7･ 7
9･ 1
9･16

12･ 1
12･10

シティー・ループバス運行開始20周年
地下鉄新長田駅に副駅名「鉄人28号前」命名
西神・山手線　三宮駅構内でBGM放送開始
市バス開業80周年
「クリーンディーゼルバス」の新規導入開始
地下鉄「列車非常停止装置」全駅設置完了

4･ 1
4･ 6

4･24

6･ 5

7･17

7･23

8･ 6

9･18

10･16

11･19

12･ 1

東灘区制60周年
韓国・仁川広域市と姉妹都市提
携締結
平城遷都1300年記念祭開催（～
11／ 7 ）
上海万博で「神戸の日」を開催

（～ 6 ／ 6 ）
神戸プラージュ2010開催（～
8 ／31）
韓国・大邱広域市と親善協力都
市提携締結
阪神港が「国際コンテナ戦略港
湾」に選定
北野工房のまち来館者1000万人
突破

「KOBEデザインの日」として
記念イベントを開催（10／15～
17）
神戸市地域人材支援センター
オープン
中央区制30周年
神戸こども初期急病センター診
療開始
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平成23年
（2011）

3･11
3･19
4･ 1

7･ 7

東日本大震災に伴う被災地への職員応援派遣。
地下鉄駒ヶ林駅に副駅名「三国志のまち」命名
市バス有野営業所の委託先を阪急バスに変更
「神戸市営交通事業経営計画201５」策定
地下鉄海岸線開業10周年

1･ 4

2･ 8

2･18

3･11
3･18

3･21
4･ 1

4･10

4･ 4

5･17

6･ 1

6･20

7･ 1
7･ 7
7･17

9･ 1
11･10
11･20

神戸市成年後見支援センター
オープン
第 5 次神戸市基本計画及び神戸
市行財政改革2015策定
神戸市環境基本計画等 4 つの環
境関連計画を策定・改定
東日本大震災発生
新長田にKOBE三国志ガーデン
開園
王子動物園開園60周年
神戸市総合コールセンターの運
用開始
神戸市における暴力団の排除の
推進に関する条例施行
神戸市会議員選挙・兵庫県議会
議員選挙
神戸市、容器包装プラスティッ
ク分別収集全市開始
神戸市下水道ネットワークシス
テム完成記念式典を実施
神戸市、原付ナンバープレート

（オリジナルデザイン版）の交
付開始
京速コンピュータ「京（けい）」
がスパコンランキングで世界 1
位に
神戸市、新中央市民病院が開院
市営地下鉄海岸線開業10周年
なでしこジャパン女子サッカー
ワールドカップ優勝
灘区制80周年・須磨区制80周年
神戸市立図書館開館100周年
第 1 回神戸マラソン開催

平成24年
（2012）

4･ 1

3･17

11･ 2

KOBE�PiTaPa�STACIA�NCカード発行開始
名谷駅で「えきバスビジョン」運用開始
「KOBE�de�清盛」ラッピング車両（市バス・地下鉄）、
ヘッドマーク、 1 dayパス
地下鉄「INAC神戸なでしこリーグ優勝」記念ヘッ
ドマークの掲出

1･21

3･20

3･29

観光キャンペーン「KOBE de 
清盛 2012」スタート
阪神三宮駅東エリアにおける三
層ネットワークの整備が完了し
供用開始
神戸市夜景景観形成実施計画策
定

498 年　表



年　号 事　　　　　項 内　外　事　情

4･ 1

6･29

7･31

8･ 1
8･14

9･28

10･ 1

10･ 6

11･ 3

神戸市危機管理センターの供用
開始
神戸市自転車利用環境総合計画
策定
神戸市アジア進出支援センター
開設
西区制30周年
神戸市、関西広域連合へ正式加
入
スパコン「京（けい）」運用開
始
新神戸トンネルが阪神高速道路
へ移管される
神戸ハーバーランド街びらき20
周年
デザイン・クリエイティブセン
ター神戸（愛称：ＫＩＩＴＯ（き
いと））グランドオープン
神戸市立博物館開館30周年

平成25年
（2013）

3･23

3･31
4･ 1
5･ 1

8･ 1
10･ 1

10･17

12･ 6

地下鉄全線で「交通系ＩＣカードの全国相互利用
サービス」開始
市バス全車両のバリアフリー化完了
駅構内公衆無線LANサービス開始
神戸市福祉乗車証のＩＣ化対応
市バス 9路線を民間事業者（阪急バス、神姫バス）
へ移譲
ノエビアスタジアム神戸利用促進事業公募開始
神戸市交通局×リアル宝探し大富豪シーガルからの
挑戦状の実施
大学との連携（こうべ市バス旅・市バスで行ける魅
力のスポットプロジェクト）
消費税率引き上げに伴う市バス・地下鉄料金改定条
例の可決

2･ 1
3･15

4･ 1

4･ 9

4･27

6･26
8･ 1
9･21

兵庫区制80周年
神戸市が低炭素社会の実現に向
けた国の取組み「環境モデル都
市」に選定される
神戸市における災害時の要援護
者への支援に関する条例施行
神戸市「健康こうべ2017」「神
戸市保健医・計画」が策定・運
用開始
神戸市立友生支援学校の移転・
開校
神戸港全域を船舶等の放置等禁
止区域に指定（10月から適用）

「神戸市災害受援計画」を策定・
発表
ファッション都市宣言40周年
記念事業
富士山が世界文化遺産登録
北区制40周年

「スターツ2013卓球女子ワール
ドカップ神戸大会」が日本で初
めて、中央体育館で開催
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11･20
11･21

久元市政発足
神戸ポートタワー開業50周年

平成26年
（2014）

3･18
3･31
4･ 1

7･ 1

10･ 1
11･ 8

バスＩＣ定期券サービス開始
「神戸市交通局沿線NAVI」ウェブページの創設
市バス乗継割引制度開始
市バス・地下鉄運賃改定（消費税率 5 ％から 8 ％へ
の引き上げに伴う料金改定）
地下鉄海岸線 1キロきっぷ実証実験開始（ 9 ／30ま
で）
バス停ベンチの寄贈（ハートフルベンチ）募集開始
市バス八社巡り「神戸市交通局オリジナル御朱印帳」
配布開始

3･ 5

3･ 6

3･19

4･ 1

6･ 1

7･31

7･18

9･ 3

11･ 1

全国初となる「こうべＷエコ発
電プロジェクト」（太陽光発電、
バイオガス発電）を実施
神戸市、「災害に強い水道づく
り」の一環として進めてきた応
急給水拠点全47か所の整備完了
外国客船「クイーン・エリザベ
ス」が初入港
神戸市がん対策推進条例が施行
消費税が 8 ％に増税
119番通報等における外国語同
時通訳サービスの開始
市内の主要観光スポットや移動
経路における「公衆無線LAN
サービス」サービスを開始
神戸ポートタワーが国の登録有
形文化財に
神戸三宮フェリーターミナル完
成
神戸灘の酒による乾杯を推進す
る条例が施行

平成27年
（2015）

1･17

4･17

10･10

10･10

地下鉄西神・山手線早朝ダイヤで臨時列車運行（震
災20年「希望の灯り」黙とう時間に合わせて運行）
地下鉄トンネル一部区間で携帯通信サービス開始

（新神戸駅－上沢駅間）
「夜景サミット201５� in�神戸」特別期間ボンネットバ
ス特別運行
「KOBE乗継検索」の提供開始

3･ 2

4･12

8･17

9･ 3

9･28

10･ 1

10･ 9

神戸市がラグビーワールドカッ
プ2019開催都市の 1 つに決定
神戸市会議員選挙・兵庫県議会
議員選挙
神戸ときめき商品券の発行及び
KOBEトラベルギフトを販売
神戸市、都心の将来ビジョン・
三宮再整備基本構想を策定
新長田への兵庫県・神戸市関係
機関の共同移転を発表

「こうべ子育て応援メール」の
配信を開始
三宮北部地域を客引き行為等禁
止地区に指定
夜景サミットが開催され、日本
新三大夜景都市として長崎・札
幌・神戸が認定される
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11･ 3

11･29

まやビューライン（摩耶ケーブ
ル・摩耶ロープウェー）が、昭
和30年（1955年）の摩耶ケーブ
ル運行再開以来の延べ乗客人数
が2,500万人を達成
長田区制70周年

平成28年
（2016）

3･30
3･31
4･17
8･22

11･24

「神戸市営交通事業経営計画2020」を策定
地下鉄の全区間で携帯通信が利用可能に
熊本地震に関する（先遣隊）職員派遣
市営地下鉄西神・山手線、海岸線各駅ホーム・コン
コースにおける広告枠を活用した、市政情報の発信
を開始
地下鉄新神戸駅連絡通路のリニューアル工事完成
地下鉄西神・山手線の新型車両デザイン案が決定

1･ 1
1･26
2･16

3･21
3･29

3･30

4･14
5･27

6･19

8･ 5

8･22

9･11

11･ 1
11･13

マイナンバー制度運用開始
神戸市教育大綱を策定
神戸空港開港10周年。開港から
の旅客数が累計2,500万人を突
破
王子動物園開園65周年

「神戸市行財政改革2020」策定
「神戸2020ビジョン」、「神戸創
生戦略（第 2 版）」及び区別計
画を策定
神戸市、大容量送水管整備事業
の完成
熊本地震発生
北野工房のまち、累計来館者数
1,500万人を突破
公職選挙法等の一部を改正する
法律施行、選挙年齢「満18歳以
上」に
リオデジャネイロオリンピック
開幕
まやビューライン・六甲有馬
ロープウェー無料運行
Ｇ 7 神戸保健大臣会合が神戸
ポートピアホテルで開催される
垂水区制70周年
神戸市、南海トラフ巨大地震発
生に伴う津波警報発令想定訓練
を実施
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平成29年
（2017）

3･13
3･31
4･ 1
4･15

7･ 1
8･ 1
9･24

地下鉄西神・山手線開業４0周年
スルッとKANSAI対応カードの発売終了
市バス「バスロケーションシステム」サービス開始
市バスでの交通系ＩＣカード全国相互利用サービス
開始
地下鉄海岸線中学生以下無料化社会実証実験開始
神戸市営交通開業100周年
「交通フェスティバルin名谷車両基地～B-FREE～」
及び「100周年記念セレモニー」を開催

1・ 1
3・30

4・ 1
4・ 9
5・10

10・ 1
10・28

11・22
12・ 1

神戸開港150年
市内初の商用水素ステーション
の供用開始
コミュニティバスの本格運行開始
御影公会堂リニューアルオープン
須磨海浜水族園開業60周年
ハーバーランドまち開き25周年
神戸空港 搭乗者数3,000万人突
破
こべっこランド開館30周年
神戸医療産業都市にアイセン
ター開設
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